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開 会◎

これより平成29年６月定例県○ 原正三議長

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、中野一則○ 原正三議長

議員、重松幸次郎議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○ 原正三議長

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

松村悟郎委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○松村悟郎議員

去る６月２日の閉会中の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成29年６月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計12件、その内訳は、補正予算２件、条例３

件、予算・条例以外６件、報告承認１件であり

ます。このほか７件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査をいたしました結果、会期につ

きましては、本日から６月27日までの19日間と

することに決定いたしました。なお、会議日程

は、お手元に配付されております日程表のとお

りであります。

今期定例会は、６月14日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了の後、人事

案件の採決を行った上で、その他の議案・請願

について所管常任委員会への付託を行います。

６月21日から22日までの２日間で各常任委員会

を開催していただき、６月27日の最終日に、付

託された議案・請願の審査結果報告及び採決を

行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会の開催については、日程表に記載

のとおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○ 原正三議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○ 原正三議長

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から６月27日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第11号まで◎

及び報告第１号上程

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、知事から議案第１号から第11号まで及び報

告第１号の各号議案の送付を受けましたので、

これらを一括上程いたします。〔巻末参照〕

平成29年６月９日(金)
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平成29年６月９日(金)

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○ 原正三議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。平成29年６月定例県議会の開会に当た

りまして、ただいま提案いたしました議案の御

説明に先立ち、２点ほど御報告をさせていただ

きます。

１点目は、「林業成長産業化地域創出モデル

事業」における地域選定についてであります。

去る４月28日、林野庁が平成29年度から実施

する林業成長産業化地域創出モデル事業の林業

成長産業化地域に、延岡・日向地域が選定され

ました。

この事業は、森林資源の利活用を通して多く

の雇用や経済価値を生み出そうとする地域の構

想を支援するものであります。延岡・日向地域

では、再造林の工夫等による持続的な資源循環

型林業のモデル構築を目指して、伐採から造林

までの一貫作業マニュアルの作成などに取り組

むこととしております。

今後、県としましても、資源循環型林業を確

立するため、本地域の構想実現に向け、延岡市

や日向市、関係機関等と十分連携を図ってまい

りたいと考えております。

２点目は、県庁舎本館等の国登録有形文化財

への登録についてであります。

このたび、国登録有形文化財に本県から、県

庁舎本館、県庁正面門柱、県庁東門門柱、及び

宮崎市の青木橋の４件が登録されました。

この登録を機に、これまで以上に県民の皆様

により親しまれるよう工夫しながら、県民共有

の貴重な財産を将来に引き継いでまいります。

また、県庁舎につきましては、県全体の顔と

も言うべき建物でありますので、歴史的、文化

的、景観的な価値を最大限生かしながら、その

魅力を発信してまいりたいと考えております。

それでは、本日提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計２億7,713万5,000円、公

営企業会計2,790万円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は5,781億1,213

万5,000円となります。今回の補正予算による一

般会計の歳入財源は、国庫支出金１億9,074

万5,000円、繰入金2,975万円、諸収入1,954万

円、県債3,710万円であります。

以下、一般会計補正予算案に計上いたしまし

た主な事業の概要について御説明いたします。

まず、「ふるさと宮崎ワーキングホリデー事

業」につきましては、就業体験を通じた移住促

進を図るため、都市部の若者などを受け入れる

体制を構築するとともに、地域とのかかわりを

深める交流イベント等を実施するものでありま

す。

次に、「介護職員処遇改善特別支援事業」に

つきましては、介護人材の確保を図るため、今

年度拡充された介護報酬の介護職員処遇改善加

算に係る説明会の開催や、専門相談員による助

言・指導を行うものであります。

次に、「「青島の賑わい創出」拠点整備事

業」につきましては、施設の老朽化や新たな利

用者ニーズに対応するため、観光の拠点となる

植物園施設の整備を行うものであります。

最後に、「学校における医療的ケア実施体制

充実事業」につきましては、人工呼吸器を使用

している特別支援学校の児童生徒に対し、学

校、医療、福祉等が連携した高度な医療的ケア

に対応できる実施体制を検証し、その充実を図

るものであります。
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次に、公営企業会計につきましては、県立病

院事業でありますが、県立宮崎病院の改築に当

たって、今年度に必要な経費を補正するととも

に、実施設計等について債務負担行為を設定す

るものであります。

県立宮崎病院の再整備に関しましては、その

経費が当初の想定を大幅に上回ることとなり、

県議会の皆様を初め、県民の皆様に多大な御心

配をおかけしていることに対し、まずは心より

おわびを申し上げます。また、再整備の計画に

つきまして、多くの貴重な御意見を賜り、深く

感謝を申し上げます。

これまで、本県地域医療の中核である県立宮

崎病院において、県民の皆様によりよいサービ

スを提供するという視点を第一に、皆様からい

ただきました御意見を踏まえて、さまざまな観

点から改めて検討・協議を重ねてまいりまし

た。このたび、再整備の経費について異なる視

点から見直しを図っていくことが適当であると

考え、実施設計とあわせて、第三者によるコス

ト管理などを行う業務の委託等を実施いたした

く、補正予算を提案するものであります。

補正額は2,790万円の増額、また、債務負担行

為は、平成29年度から30年度までの２カ年で、

限度額が３億3,000万円であります。

それでは次に、予算以外の議案について御説

明いたします。

議案第２号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、過疎地域自

立促進特別措置法及び地方税の課税免除等の措

置が適用される場合について定めた省令の一部

改正等に伴い、課税免除等の適用期間の期限の

延長などを行うものであります。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、平成29年４月１日付の

組織改正による県立農業大学校の農学部の名称

の削除に伴い、関係規定の改正を行うものであ

ります。

議案第４号「宮崎県がん対策推進条例の一部

を改正する条例」は、がん対策基本法の一部改

正に伴い、事業主に対するがん患者の就労に関

する知識の普及や啓発が追加されたことなどか

ら、関係規定の改正を行うものであります。

議案第５号、県営広域営農団地農道整備事業

の沿海北部６期地区１工区のトンネル工事につ

いて、議案第６号、県営湛水防除事業の嵐田地

区２工区の排水機製作・据えつけ工事につい

て、及び議案第７号、防災・安全社会資本整備

交付金事業国道327号佐土の谷工区のトンネル工

事について、いずれも、公共工事設計労務単価

の著しい上昇が生じたことなどから、工事請負

契約の変更について、議会の議決に付すべき契

約に関する条例第２条の規定により、議会の議

決に付するものであります。

議案第８号は、公安委員会委員藤田紀子氏が

平成29年８月７日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として同じく藤田紀子氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。

議案第９号は、収用委員会委員近藤日出夫氏

が平成29年７月18日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として同じく近藤日出夫

氏を任命いたしたく、また、議案第10号は、収

用委員会委員増田良文氏が平成29年７月18日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として同じく増田良文氏を任命いたしたく、土

地収用法第52条第３項の規定により、議会の同

意を求めるものであります。

次に、報告第１号は、地方税法の一部改正に

より、自動車税の税率の特例が改正され、平
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成29年４月１日から施行されたこと等に伴い、

所要の改正を行うための宮崎県税条例の一部を

改正する条例の専決報告であり、時間的制約か

ら専決を余儀なくされたものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○ 原正三議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす10日から13日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、14日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時12分散会



６月14日（水）
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平 成 2 9 年 ６ 月 1 4 日 （ 水 曜 日 ）
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。６月12日に、宮崎県民にとってう

れしいニュースが飛び込んできました。日向市

出身の青木宣親選手、日米通算2000本安打達成

です。知事も取材で答えられているように、

「スポーツランドみやざき」を掲げる我が県に

とって大きな誇りであり、子供たちの夢と希望

になりました。また、努力することの大切さを

改めて実感いたしました。青木選手、おめでと

うございます。これからのさらなる活躍を御期

待いたします。

通告に従い、一般質問をいたします。

今議会には、県立宮崎病院の改築に係る補正

予算が計上されています。開会日に知事より、

本県地域医療の中核である県立病院再整備の経

費について、異なる視点から見直しを図り、実

施設計とあわせて、第三者によるコスト管理な

どを行う業務委託等を実施するので、補正予算

を提案するとの説明がありました。私は、知事

の説明を次のように理解いたしました。地域医

療構想では、今後の医療と介護のあり方とし

て、県立病院は高度急性期、急性期に特化し、

回復期や慢性期の患者は、小規模の民間病院や

診療所、さらには在宅での訪問看護等へ移行す

るべきとされています。今回の提案は、今後の

県立宮崎病院の病床数を減らすことも考えてい

ると受け取りました。そうであれば、県立宮崎

病院のあり方と再整備後の経営にどう影響する

のか、知事にお伺いをいたします。

次に、林業成長産業化地域創出モデル事業に

ついて、環境森林部長へお尋ねをいたします。

国は、戦後造林した人工林が本格的な利用期

を迎える中、豊富な森林資源を循環利用しつ

つ、森林・林業の持続的発展と公益的機能の発

揮を図りたいとし、また重ねて、地域の創意工

夫を生かし、木材の安定供給を図るための条件

整備や木材利用の拡大・促進、木材産業体制の

整備など、川上から川下までの総合的な取り組

みを行い、林業の成長産業化を実現したいとし

ています。そこで、地域の森林資源の利活用に

より、多くの雇用や経済価値を生み出す明確な

ビジョンを持つ地域を「林業成長産業化地域」

として指定し、ビジョンの実現に向けて地域が

独自に提案するソフト面での対策を支援すると

ともに、木材加工流通施設などの施設整備を優

先的に採択するなど、重点的な支援をするとし

ました。結果、全国から45地域の応募があ

り、16地域がモデル地域として選定されまし

た。大変うれしいことに、我が県から延岡・日

向地域が選ばれました。

３点お伺いをいたします。林業県として延岡

・日向地域が全国においてすぐれている取り組

みとして、応募に至った経緯について伺いま

す。

２点目に、延岡・日向地域の５カ年間の事業

計画についてお伺いをいたします。

３点目、延岡・日向地域の取り組みについ

て、県内にどのように広げ、県全体の林業成長

産業化を図っていくのか、お伺いをいたしま

平成29年６月14日(水)
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す。

以上を壇上からの質問とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

地域医療構想は、将来における各医療機関の

役割分担を明確にしまして、患者の病状に応じ

た質の高い医療を効率的に提供する体制づくり

を目指すものであります。このため、急性期医

療を担う県立病院におきましては、慢性期入院

患者の在宅医療等への移行を進めますととも

に、病床機能とその規模について検討を行うな

ど、地域の医療機関との適切な役割分担を図っ

ていく必要があるものと考えております。その

中で、今後、病床数や機能の見直しが必要とな

る場合が考えられますが、県立宮崎病院は、高

度医療や災害時医療など、本県地域医療の中核

として、引き続き重要な役割を担うものと考え

ております。このため、県立宮崎病院の再整備

に当たりましては、一定の病床規模の縮小を行

いながら、急性期病院としての機能を一層充実

させますとともに、地域医療構想を踏まえた地

域の医療機関との連携の強化をあわせて進めま

すことで、将来にわたって安定した病院経営が

確保できるよう、努めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

はようございます。お答えいたします。

林業成長産業化地域創出モデル事業に関する

一連のお尋ねについてであります。まず、応募

した理由についてであります。本県では、循環

型林業の確立に向けて、再造林の推進や担い手

の確保などの課題が急務となっている中、この

公募事業は、本県が抱える課題を解決する上で

またとない機会と捉え、各市町村へ積極的に応

募するよう働きかけてきたところであります。

その結果、県内で最大の森林面積を有する延岡

市と、国内有数の大型製材工場が立地する日向

市から応募の意向が示されたところでありま

す。県としましては、全国でも有数の林業地帯

にある両市が、再造林の実施や担い手の確保な

ど、連携してその課題の解決に取り組むこと

は、本県林業の成長産業化に大きく貢献するも

のであると考え、両市や地域の林業・木材関係

者と応募に向けての協議を重ねまして、今回の

両市の応募に至ったものであります。

次に、５カ年間の事業計画についてでありま

す。本地域の計画につきましては、全国に先駆

けて森林資源が成熟し伐採時期を迎えている

中、再造林の課題などに独自に取り組む内容

が、これから同じような状況を迎える他の地域

のモデルケースになり得ると、全国的に高く評

価されたものであります。具体的には、資源循

環型林業のモデルを構築することを目的に、森

林所有者の経済的な負担軽減などを図る再造林

バンクや人材バンクの設置のほか、伐採から造

林までの一貫作業マニュアルの作成や、就労給

付金の支給などのソフト対策に取り組む計画と

なっております。また、ハード対策では、ソフ

ト対策と一体となった高性能林業機械の導入

や、木材加工流通施設の整備などに取り組む計

画としております。なお、毎年度ごとの実施す

る事業につきましては、今後、国との協議を経

て決定されることとなっております。

次に、県内への周知等についてであります。

県では、モデル事業の成果を上げることが、ま

ずは重要であると考えておりますので、両市を

しっかりと支援してまいります。また、得られ

た成果につきましては、全県組織である「山村

地域の持続的発展推進会議（通称「山会



- 14 -

平成29年６月14日(水)

議」）」の場を活用するなど、他の地域の市町

村や関係団体、事業者等に広く情報提供してま

いります。県としましては、このモデル事業の

成果を県内各地へ広く波及させることにより、

県全体の林業の成長産業化を図ってまいりたい

と考えております。このため、その成果につい

ては、地域の実情に応じた活用を進めていく必

要があることから、山会議の地区協議会等にお

いて、関係者の連携のもと、しっかり検討して

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○井上紀代子議員 それぞれ御答弁、ありがと

うございました。「林業の成長産業化」という

フレーズにはわくわくいたします。県におかれ

ましては、選定されました延岡・日向両市との

密なる連携を要望しておきたいと思います。

次に、先ほど知事から、県立宮崎病院の再整

備について御答弁をいただきましたが、病床数

を減らした上に、将来的に医療需要予測に変化

が生じたり、診療報酬改定など必至です。その

懸念があるので、再整備後の収支は本当に大丈

夫なのか、病院局長にお伺いをいたします。

○病院局長（土持正弘君） 新病院建設後の収

支計画につきましては、今回の事業費をもと

に、地域医療構想に示されている推計患者数

や、これまでの宮崎病院の患者数、診療収入の

実績などから試算を行っておりますが、専門家

による検証によりましても、手術室の増加や救

命救急センターの拡充など、再整備による診療

機能の強化に伴う増収が期待できることから、

おおむね妥当な計画との意見をいただいており

ます。しかしながら、御指摘のとおり、将来的

な医療需要予測や診療報酬改定など、さまざま

な考慮すべき要素がありますことから、今後

は、地域連携の一層の強化により急性期に特化

するなど、医療の充実・効率化と収益の確保に

努めてまいりますとともに、今年度からは、医

療コンサルタントを活用した経営改善策を講じ

ることとしておりまして、新病院の開院前か

ら、安定した経営基盤の確立を図ることとして

いるところであります。

○井上紀代子議員 県議会からもいろんな指摘

があったことは事実でございますので、これか

ら県立宮崎病院が早期に再整備に向かって進ま

れることを期待はいたしておりますが、常に、

県立病院の収支については政策的医療も引き受

けざるを得ないという状況にあるわけですか

ら、丁寧な検討をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、地域医療と密接不可分な在宅医療につ

いてお伺いをいたします。高齢化の急速な進行

により、長期にわたる療養や介護を必要とする

患者の増加が見込まれ、医療機関や介護保険施

設等の受け入れにも限界が生じることが予測さ

れています。在宅医療は終末期医療を含み、患

者の生活の質を重視する観点から、慢性期及び

回復期患者の受け皿として、また、みとりを含

む医療体制の基盤の一つとして重視されていま

す。在宅医療と介護の連携について、県はどの

ように進められていくのか、知事にお伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 医療と介護の両方を必

要とする高齢者が、住みなれた地域で自分らし

い暮らしを続けていくためには、地域における

関係機関が連携をしまして、さまざまな職種が

協働して、在宅医療と介護を切れ目なく提供で

きる体制整備が大変重要であると考えておりま

す。このため県では、市町村や医師会等の関係

機関で構成する地域協議会を設置しまして、課

題の抽出や対応策の検討などを行いますととも
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に、在宅医療と介護の連携のための研修などに

取り組んでいるところであります。また、在宅

医療・介護が必要な高齢者に対して適切なサー

ビスが提供されますよう、訪問看護ステーショ

ンの充実や、入退院時に病院看護師とケアマネ

ジャーが円滑に連携するためのルールづくりな

どを進めているところであります。このほか、

緊急時を初めさまざまな場面にも対応できます

よう、在宅医療にかかわる医師同士によるネッ

トワークづくりも始まっているところでありま

して、今後とも、医師会や大学等とも連携をし

ながら、在宅医療と介護の連携推進に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 在宅医療と介護の連携をス

ムーズに進めるためには、市町村における地域

医療資源をしっかりと把握することが大事で

す。そしてそのエンジンが、多職種連携研修で

す。

３問、福祉保健部長にお伺いをいたします。

在宅医療を担う医師をどのように確保していく

おつもりなのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 在宅医療につ

きましては、医師を中心として、訪問看護や訪

問リハビリテーション、訪問介護など、多職種

連携のチームで取り組むこととなりますが、特

にその中核を担う医師の確保が極めて重要であ

りますことから、県医師会・郡市医師会と協力

しながら、啓発活動や参加促進のための研修会

などに取り組んでいるところです。また、在宅

医療を担う医師を育成するため、宮崎大学医学

部に県の寄附講座として設置しております「地

域医療・総合診療医学講座」と連携しまして、

医学生の段階から、看護師、リハビリスタッフ

などと一緒に実習を行うといった「多職種連携

教育」について、県としてもプログラムづくり

などに参加・協力しているところでございま

す。今後とも、このような取り組みを通じて、

中長期的な視点も含めまして人材育成・確保に

取り組んでいきたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、在宅医療のかなめと

なる訪問看護ステーションの現状と今後のあり

方について、お伺いをいたします。「在宅医

療」と言われると、最初に浮かぶのが、「誰が

みるの」、そしてその次は「どういうふうにみ

たらいいの」「大変なときは、誰がそのときの

力になってくださるの」、これが一番の大変な

ところだと思うんです。地域の中にどれほどの

医療資源があるのかということをきっちりとし

ていくためにも、この訪問看護ステーションと

いうのが大事だと思います。そのあり方につい

て、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 訪問看護ス

テーションの現状でございますが、平成29年６

月１日現在で、県内の訪問看護ステーション

は112事業所となっております。この訪問看護ス

テーションは、在宅医療・介護の連携、それか

ら地域包括ケアシステムの構築を進めていく上

で大変重要でありまして、今後、高齢化の進展

に伴って、要介護高齢者の増加、医療的ニーズ

の高まりが見込まれますことから、さらなる提

供体制の充実が必要であると考えております。

このため県では、訪問看護ステーション開設時

の初期費用を支援するとともに、事業者の参入

が進んでいない農山村地域への新規参入の方策

などについて、特別養護老人ホーム等の介護事

業の経営実績のありますＪＡなどの関係機関と

検討を行うことにより、訪問看護サービスの一

層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 在宅に必要な医療と介護、
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そういう資源、地域にどれほどの地域力がある

のかということを、これから私たちは強化して

いく必要があると思います。地域力の強化こ

そ、在宅で誰かをみるというときの、介護で

あったり看護であったりするときの大きな力

は、その地域に住む人たちの力だと思いますの

で、地域ごとにしっかりと訪問看護ステーショ

ンの現状を把握しておいていただきたいと思っ

ております。

次に、先日、常任委員会の調査で、木造建築

物ということで、フィオーレＫＯＧＡを見せて

いただきました。とてもかわいらしい看護師の

卵の皆さんが、37名ほどでしたか、学んでおら

れました。木の香りのいっぱいするところで一

生懸命学んでおられる姿が大変印象的だった

し、宮崎県は、全国でも誇り得る、看護師養成

を積極的に行っている県です。その県が、私た

ちがせっかく一生懸命育てた看護師さんたち

が、全国で羽ばたいてくださることも大事だけ

れども、訪問看護ステーションの充実のために

も、看護師の確保というのは重要です。本県の

看護師養成所卒業者の県内定着にどのように取

り組まれるのか、お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、新卒

看護師の県内定着を図るため、県内の200床未満

の病院や訪問看護ステーションに一定期間就業

した場合に、返還免除となります修学資金の貸

与を行っております。また、医療機関に対する

新人看護職員研修の運営支援、それから看護師

等養成所に対する県内就職率に応じた運営費補

助などを行っております。さらに今年度から

は、訪問看護ステーションが実施する新卒者向

け研修の支援など、新卒看護師が訪問看護ス

テーションへ就業しやすくなるような取り組み

も行っているところであります。在宅医療の推

進には、看護師の育成・確保が大変重要でござ

いますので、今後とも積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○井上紀代子議員 訪問看護ステーションから

外れるかもしれませんが、人口減少の中で、結

婚をしていく適齢期の女性の人たちが宮崎から

たくさんいなくなるということは、大変問題が

あることだと思っています。本当は宮崎にいた

いなと思う方と、やっぱり一度は都会に出てみ

たいという方と、いろいろいらっしゃると思う

んですが、せめて、宮崎に残りたいなと思って

いる方は、しっかりとこの宮崎に住んで、そし

て子供を産めるような状況にしていくというこ

とは、大変重要なことではないのかなと思って

います。本当に伸びやかに育っておられる看護

師の卵の皆さんがいっぱいいるわけですけれど

も、その卵が小さな小さなひよこになるかもし

れないし、大きな大きなめんどりになってくだ

さるかもわからない。私たちは、育てていくと

いうことと同時に、宮崎に定着していただくこ

と、残っていただくことというのを、どういう

体制なら残れるのかということをしっかりと考

えておく必要があるのではないかと思いますの

で、ここはよろしく各部全体で考えていただく

ことを要望しておきたいと思います。

次に、子供政策について、福祉保健部長へお

伺いをいたします。以前から大変問題になり、

新聞等でも取り上げていただいておりますが、

退所児童等アフターケアセンター設置運営事業

について、実施状況を、まず部長にお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 退所児童等ア

フターケアセンター設置運営事業でございます

が、児童養護施設を退所した児童等が、入所前

の養育環境などから、社会生活に必要な知識の
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習得が不十分であったり、また、適切な対人関

係の構築に困難を抱えるといったケースがあり

ますことから、その支援を図ることを目的とし

て、今年度、専任職員を配置したセンターを設

置するものであります。このセンターは、県内

１カ所においてＮＰＯ法人等への委託による運

営を予定しているところでございまして、現

在、児童養護施設や里親などの関係機関等と具

体的な連携のあり方を検討するなど、開始に向

けた準備を進めているところでございます。

○井上紀代子議員 重ねて、児童養護施設小規

模グループケア改修事業について、福祉保健部

長にお尋ねをしておきます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今年度実施予

定の児童養護施設小規模グループケア改修事業

でございますが、さまざまな困難を抱えた入所

児童一人一人の状況を考慮した、より家庭的な

支援などが行えるよう、宮崎県家庭的養護推進

計画に基づきまして、ケア単位の小規模化を図

るものでございます。この事業により、小規模

化された改修後のユニットには、専任の職員が

配置されるなど、安定した人間関係のもとで、

よりきめ細やかな児童への支援が可能になるも

のと考えております。

○井上紀代子議員 私は、Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙと

いう、貧困に悩む子供たちのための支援とか、

問題のある子供たちの支援をする法人の理事を

させていただいているんですけれども、そこで

いつも議論をしますのは、困難な環境に生まれ

てきた子供たちを、どういうふうにして自立さ

せていくのかということが大変重要だというこ

とを、常々議論させていただいています。た

だ、養護施設であったり、里親さんであった

り、いろいろなところで保護さえすればいいと

いうことではないと思うんです。どうやって人

間として自立した生活が送れるようにしていく

かということが、大変重要なんだと思います。

その視点が欠けると、ただ、安全で、見守りさ

えすればいいんだということになってしまいは

しないのか、そこに私は懸念を持っているわけ

です。

ところで、先日、大塚にできましたファミ

リーホームひまわりに福祉保健部長は行ってい

ただいたと聞いておりますが、いかがな御印象

だったでしょうか。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 議員御指摘の

ファミリーホーム、私も拝見させていただいた

ところでございます。建物については、小中学

校の通学に便利な立地にありますとともに、室

内では、対面キッチンで広々とした形で、一堂

に集える形でのリビングもあったり、ゆったり

とした児童の個室も確保されているということ

で、ハード面で見てもファミリーホームとして

の機能が充実していると感じたところでござい

ます。

○井上紀代子議員 そのファミリーホームひま

わりは、宮崎県内では１カ所の場所になりまし

た。そのファミリーホームは、まだ子供たちの

配置はないんですけれども、高齢者の触れ合い

サロンをしようとか、小学生の学習支援とか、

いきいきサロンをしようとか、親子支援ハッ

ピーサロンをしようとか、子供レストランをし

ようとか、いろいろなことを計画して、地域の

中に溶け込んで、そこで子供たちを見ていこう

とされています。先日、子供レストランを開催

されましたので、私も行ってみましたら、地域

のママたちが子供たちを連れて、「えっ、こん

な場所があるんだ」という感じで来ておられま

した。横浜市からＵターンしてこちらに帰って

こられた方が、「横浜にはこういうところが結
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構ありました。ただ、宮崎ではなかなか見つけ

ることができなくて、きょう、この場所に来ま

した」ということで、100円でお食事ができます

ので、それを食べながらいろんなお話を、そし

てママたちのいろんな悩みとかを……。もとも

とここは介護福祉施設と保育所を持っておられ

るところですので、その法人としての力とノウ

ハウをこの場所で生かしていきたいとされてい

ます。

私が常々気になりますのは―決して里親制

度が悪いと言ってもいませんし、養護施設が悪

いとも言っていないんです。ただ、お一人お一

人を見ますと、生活習慣というのはどこでつけ

ていくんだろうかということがとても心配にな

ります。養護施設を訪ねてみますと、18歳でそ

こから旅立とうとするときに、生活をしていく

いろいろなノウハウというのを、またもう一度

教えなければいけないんです。それは教えられ

たものと身についたものとは格段の差がありま

す。ですから、日々、「お帰り」「行ってきま

す」ということが言える。そして、靴のそろえ

方であったり、挨拶の仕方であったり、ちょっ

と細かなことですが、洗濯物の干し方であった

り、それが生活習慣としてきちんと身につくと

いうことは、大変重要なことではないかと思い

ます。私は、宮崎県には県北と中央と南とに１

カ所ずつ、福祉法人が中心となったファミリー

ホームができ上がってくると、またちょっと違

う、幅の広い、子供たちの養護の子供政策がで

きるのではないかと期待をしておりますので、

ぜひぜひこのことについても議論を今後も続け

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

次に、熊野川浸水対策についてお尋ねをいた

します。

私は、宮崎市婦人防火クラブの会員です。昨

年の台風16号の折、平田嗣子会長から、被災宅

の清掃作業に参加するようとの緊急連絡があ

り、クラブ会員14～15名と駆けつけました。延

岡市から移り住まれてさほど間もたっていず、

突然に夫に先立たれ、まだ友人にも恵まれてい

ない状態でおひとりで暮らしている方のお宅が

被災したのでした。途方に暮れ、「死んだ夫の

もとへ行こうかしら」と言っているような彼女

の顔は、今でも目に焼きついて離れません。ご

みを出し、土砂を掃き出し、床下に潜り、会員

が活動し、もとの自宅の様子が少しずつ戻って

いくごとに、彼女も少しずつですが体を動かす

ことができ、心もだんだん明るくなっていった

ように思いました。

台風16号では、宮崎市において短時間に記録

的な大雨が観測され、熊野地区では、熊野川下

流域を中心に床上浸水14戸、床下浸水12戸の被

害が出ました。近年では、地球温暖化による気

候変化により、台風による記録的な大雨や局地

的な大雨が発生し、今後もその発生が懸念され

ます。そのような大雨時に、熊野川排水機場付

近では、比較的流域面積が狭いことから、住宅

地からの雨水が短時間で押し寄せるため、現在

の排水機場のポンプでは処理能力が不足し、今

回のように浸水被害が発生することが心配され

ていますし、実際に起こっています。また、雨

水の排出先である清武川は、大雨時に水位が高

くなると熊野川の雨水が流れにくくなり、それ

を原因とする浸水被害も想定されます。このよ

うな状況を改善すべく、早急に熊野川排水機場

ポンプ能力アップ及び清武川の被害低減対策を

とるべきだと思いますが、県土整備部長へお伺

いをいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 熊野川で
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は、これまでたびたび浸水被害を受けましたこ

とから、河川改修や排水ポンプの設置等を実施

してきたところでございます。今、議員の御質

問にありましたように、昨年の台風16号では、

時間100ミリの豪雨によりまして、本川の清武川

が計画の水位を上回り、支川である熊野川の洪

水が排出できずに堤防からあふれたことによ

り、浸水被害が発生したところであります。こ

のため、今年度、清武川においては、洪水時の

水位を低下させるため、堆積土砂の除去や竹林

の伐採を行うとともに、熊野川においては、既

存の排水ポンプの能力を最大限発揮させる操作

設備の改善や堤防のかさ上げを行う予定として

おります。さらに、昨年の降雨や河川水位の状

況等をもとに、浸水のメカニズムや堤防かさ上

げなどの効果を検証し、さらなる対策の必要性

について検討してまいりたいと存じます。

○井上紀代子議員 実は、きょうは御本人が傍

聴席にいらっしゃいます。その彼女が、延岡市

から宮崎市に移ってこられて―宮崎県のどこ

に住んでも安全・安心に暮らしていただくとい

うことが、議員としての責務であろうと思いま

す。今回いただいた答弁では、地元の人から、

これはこのとおりの答弁で本当にいいのかとい

う質問が出るのではないかと。私は技師でも何

でもありませんので、それに対して答弁に大変

窮すると思うわけですけれども、県土整備部と

して、この熊野川の浸水対策というのは、ただ

「検討してまいります」というだけでは、私と

しても、地元の人、特に御本人には何と申し上

げていいやら。「また水が来ますよ」としか言

いようがなくなるわけですけれども、県土整備

部としてこれに徹底的に対策をとっていただく

と理解してよろしいのか、部長にもう一度答弁

をお願いしたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 最近の雨の

降り方というのが非常に変わってきていること

は事実でございまして、浸水に対する防災・減

災対策は非常に大事だと思っております。当

然、地域の皆様の安全・安心を確保することが

非常に大事だと思っております。今回はまず

は、先ほど申し上げたような堆積土砂の撤去、

あるいは排水ポンプが最大限機能するような対

策をとってまいりますけれども、当然、技術的

な側面をしっかり検証した上で、必要な対策が

あればしっかりとってまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 私は、台風災害のたびに、

宮崎市の市議会議員の茜ヶ久保さんと一緒に現

場という現場をぐりぐり回っているわけです

が、宮崎土木事務所の皆さんには大変お世話に

なって、早急においでいただき、そしてまた対

策を小まめにやっていただくことには敬意を表

します。ですから、今、部長の言われたことを

しっかりと受けとめて、私もこれから地域の皆

さんとともに議論してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

次に、世界農業遺産についてお伺いをいたし

ます。先月の環境農林水産常任委員会の県北調

査で、「世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活

性化協議会」について調査を行いました。この

認定を契機に、地元町村が主催するさまざまな

活動が展開されていますが、一番感心しました

のは、地域の若者が自発的にＮＰＯ法人を立ち

上げ、「食べる通信」という情報発信を始めて

いたことです。３カ月に１回の発刊ですが、食

べ物のおまけつきで、若者の感性あふれる誌面

となっています。私は、世界農業遺産認定で最

も注目すべきは、認定地域の皆さんの誇りの醸

成だと考えますし、そのエネルギーこそが、地
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域を変え、地域力を高める原動力となると考え

ます。遺産とは、先人たちが残した有形無形の

物事のことです。有形のものは時代とともにそ

の価値が変わっていきます。そこで、この５町

村の農業・林業の今後の展開方策について、農

政水産部長、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（川野美奈子君） 高千穂郷・

椎葉山地域は、山間地という厳しい環境の中、

森林の持続的な保全管理と、その恵みを活用し

た、複合的な農林業システムが評価されたとこ

ろであります。このため環境森林部では、今後

も森林が持続的に保全・管理されるよう、適切

な森林整備を推進するとともに、森林を守る人

材の確保・育成に取り組んでいくこととしてお

ります。さらに、環境保全に配慮した森林から

生産される付加価値の高い木材の流通促進や、

乾シイタケのブランド化を初めとする特用林産

物の販路拡大などのほか、地域に埋もれている

「山の宝」の発掘・活用などによる所得向上に

も取り組んでまいります。環境森林部としまし

ては、今後とも、本地域に設置されました世界

農業遺産推進協議会などと連携しながら、関係

者と一丸となって、世界農業遺産を活用した山

村地域の活性化対策に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○農政水産部長（大坪篤史君） 一昨年の世界

農業遺産の認定を契機にしまして、地元の５町

村では、地域農業の振興や、農村地域の活性化

につなげていく取り組みが始まってまいりまし

た。本年度は、ロゴマークを使った商品ブラン

ドの創出や、農業・農村の魅力を生かした観光

ルートの造成、さらには他県の認定地域とも連

携した特産品の販売など、認定の成果が具体的

に見えるような方策を進める予定でございま

す。今後、長い取り組みになりますので、地元

の町村や関係機関と一体となって、世界農業遺

産を活用した農業の振興や農村地域の活性化

に、継続的、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 ３年ほど前になりますが、

委員会調査で、高千穂町の「農事組合法人高千

穂かわのぼり」に就農した宮崎市の女性に、そ

のときにお会いしました。県立農業大学校の恩

師の薦めで就農したそうで、地域の皆様に大変

大事にされていました。もちろん現在も頑張っ

ていて、「高千穂町移住情報バンク」に照れく

さそうな顔をして登場しています。このような

受け皿づくりは、中山間地域ではとても大切な

視点です。今回の常任委員会調査では、担い手

の高齢化が進む中で、産地や集落を維持してい

くために日之影町が設立した、「株式会社ひの

かげアグリファーム」で意見交換を行いまし

た。赤字覚悟での会社設立との説明でしたが、

「今やらないと動かす人すらいなくなる」とい

う町長の強い決意をお伺いいたしました。本格

的な人口減少社会に突入した今日においては、

このような取り組みは、県内どの市町村におい

ても取り組むべき課題であると考えます。産地

や集落を維持していくために農業受託や農業研

修を担う市町村やＪＡ等の取り組みの現状と支

援策について、最近、現地にぐるぐる行ってお

られる農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県内では現

在、宮崎市の「ジェイエイファームみやざき中

央」や、えびの市の「ＪＡアグリランド田の神

さぁ」、さらには日之影町の「ひのかげアグリ

ファーム」が、農作業受託や農業研修の受け入

れを行っているところでございまして、さらに

今年度は、日向市や西都市などでもそのような
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取り組みが順次スタートする予定でございま

す。４月にオープンしました「ひのかげアグリ

ファーム」の式典には私も参加したんですが、

こうした取り組みは、産地や集落を維持するた

めに、特に中山間地域では大変重要なことと考

えております。そのため県では、関係機関や団

体と連携しまして、農作業の受託組織や、就農

希望者の研修を行いますトレーニング施設に対

し専門家を派遣して、設立や運営に関するアド

バイスを行いましたり、さらには施設整備に必

要な国庫事業等の活用に向けた支援も行ってい

るところでございます。今後とも積極的に支援

してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 遺産が持つ無形の物事、夜

神楽や景観、風習等については、しっかりと守

り、育んでいく必要があります。農政水産部の

新規事業では、中学・高校生が地域の伝統や風

習などを聞き取り、書き記す取り組みによる人

材育成を進めるとされています。そこで、この

内容と期待する効果について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 「聞き書き」

につきましては、今年度、高千穂高校におきま

して、宮崎大学と連携して実施する教育プログ

ラムの中で行うことにしております。具体的に

は、高校生が地域の高齢者に地域の歴史や文化

についてインタビューをしまして、その内容を

文書にまとめるものでございます。この「聞き

書き」に取り組むことによりまして、聞き手で

ある高校生は、将来、地域を離れましても、自

信を持って地元のＰＲができるようになりま

す。さらに一方の語り手側の高齢者は、若者に

御自身の貴重な知識や経験を伝えることができ

ます。

なお、人材育成の面では、このほか、世界農

業遺産の学習発表の場である「中学生サミッ

ト」を今年度実施する予定でございまして、来

年の１月ごろになりますが、本県で、隣県の大

分県や熊本県と合同で開催する予定でございま

す。こういった活動を通じて、地域の将来を支

える心豊かな人材の育成に努めてまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 中学生サミットというのは

楽しそうですね。ぜひ行ってみたいところで

す。

私は、ミステリーバスツアーで、ことしは世

界農業遺産の高千穂に行ってほしい。きょうは

責任者が来ていますので、ぜひ高千穂に連れて

いってください。行ってみて、そして感じて、

それを地域の中でまた広げていくということ

が、とても大事かなと思っています。私は、世

界農業遺産の取り組みがいろいろな輪を広げて

いくことで、次の世紀にもこの５町村で若者た

ちが活躍できるよう、産業振興や情報発信な

ど、新たな取り組みを大きく構えて進めていた

だくよう要望したいと思います。

次に、食の機能性研究についてお伺いいたし

ます。皆さんは、「奇跡のシェフ」と呼ばれる

神尾哲男さんを御存じでしょうか。末期がんで

余命ゼロと宣告されたフランス料理シェフの神

尾さんは、抗がん剤治療をやめて、みずからの

食を見直すことで、宣告から14年経た今もお元

気で活躍をされています。神尾さんは、「食が

体をつくる、食べたもので体はできる」という

ことを言っておられます。その神尾シェフの実

践は、食品添加物を避け、調味料、だしは本物

を使うこと、糖分や乳製品を減らして体を弱ア

ルカリ性に保ち、体を冷やさない等の科学的な

根拠を持った食の改善でした。宮崎は野菜も肉

も魚も新鮮で、何でもおいしく食べられます。
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そのおいしい素材が持っている健康によい機能

性成分を明らかにしていくことは、まさに神尾

シェフが実践されている食の改善をさらに推し

進める取り組みだと考えています。県が宮崎大

学と構築した食の機能性解析拠点では、どのよ

うな食材に着目した研究を展開していかれるの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では、宮崎

大学等と連携をしまして、具体的にはキンカン

や日向夏、みやざき地頭鶏の胸肉等、県の特産

物についての機能性の研究を進めてまいりまし

た。そして本年３月には、食品のヒト臨床試験

を行う部門を宮崎大学に設置しまして、機能性

食品表示の開発を加速化するための食の機能性

解析拠点を立ち上げたところでございます。今

後は、この機能を生かしまして、例えば、目の

調子を整える効果が期待されます冷凍ホウレン

ソウや、血圧を下げる効果が期待されています

干し大根、さらには、日向夏やニンジンの搾汁

残渣等の未利用資源の活用にも着目しながら、

さらなる研究を進めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 次に、本県ブランド野菜の

主力品目であるピーマン、私はこのピーマンに

は非常なこだわりを持っているわけですが、ビ

タミン含量が全国平均より高いことに着目をし

て、「みやざきビタミンピーマン」と銘打って

販売されていますが、今年度からは、ビタミン

Ｃを豊富に含む栄養機能食品として販売される

と聞いております。みやざきビタミンピーマン

を栄養機能食品として販売するまでの取り組み

と、どのような表示販売に取り組んでいくの

か、部長へお尋ねいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、平

成17年度からになりますが、健康に着目した商

品ブランド認証に向けまして、栄養や機能性成

分の分析を進めております。その結果、ピーマ

ンでは、ビタミンＣの含有量が全国標準に比べ

て高いことから、平成25年度より「みやざきビ

タミンピーマン」として販売を開始したところ

であります。また、平成27年４月に施行された

食品表示法によりまして、野菜などの生鮮食品

も、栄養機能食品としての表示が可能となりま

した。そこで、ビタミンＣの持つ皮膚や粘膜の

健康維持・抗酸化作用をピーマンの包装材に表

示しまして、本年３月に試験販売を実施したと

ころでございます。その結果、消費者の方々の

表示への関心の高さというものを確認できたと

ころでございます。このようなことから、みや

ざきビタミンピーマンの価値を、大手の量販店

等の取引先に積極的に周知しますとともに、こ

の秋から本格的な有利販売に取り組むことにし

ております。

○井上紀代子議員 宮崎のピーマンのビタミン

Ｃ含量が高いのは、冬の日射量が豊富であり、

ピーマンが長く紫外線に当たるため、体を守る

ためにビタミンＣ含量が多くなるということで

した。成分を調整できる加工食品は、一定の機

能性を担保することができますが、機能性成分

含量がお天気に左右される農作物の場合は、機

能性に着目した新しい栽培技術や品種の開発が

必要ではないかと思います。作物の機能性に着

目した研究実績とこれからの取り組みについ

て、部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 作物の機能性

に関する栽培研究の実績につきましては、総合

農業試験場におきまして、日射量がピーマンの

ビタミンＣ含有量に影響することを明らかにい

たしました。また、花粉症の症状を和らげる成

分を含むべにふうき茶というものがございます
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が、このお茶の有効成分につきましては、茶業

支場で開発しました製茶機械を用いることで、

その含有量を1.2倍にふやす技術を確立したとこ

ろであります。このほか、薬草・地域作物セン

ターでは、血糖値を下げる効果が期待されます

カキドオシの栽培・乾燥技術など、薬用作物の

安定生産技術の開発にも取り組んでいます。今

後は、食の機能性解析拠点と連携をしまして、

機能性成分に着目した品種の育成や、有効成分

の含有量を安定化させる栽培技術の開発等に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 ２月に行われました合同政

策研究会の資料として農政水産部からいただい

たものですが、「食農連携による経済好循環創

造事業」、私は、「どきどきわくわく」という

ふうに書いて附箋をつけております。これは

とっても好きな事業です。大変いい事業だと思

います。食の機能性解析拠点が本格的に稼働

し、今後、本県が食の機能性を解明していけ

ば、そのデータを生かせる栽培・育種研究の高

度化が不可欠となります。健康寿命日本一を目

指す本県にとって―これは繰り返し知事が

おっしゃっていますので、非常に広がりがあっ

て、単なる寿命ではない、健康寿命。これはす

ごくいいことだなと思っています。また、食農

連携による経済好循環創造事業によって、農業

の成長産業化を図る本県にとって、食の機能性

研究は本腰を入れて取り組むべきテーマだと言

えます。栽培・育種面でも日本一の機能性研究

体制の構築を目指していただきますよう、強く

要望しておきたいと思います。

次に、高病原性鳥インフルエンザの鶏舎の整

備についてお尋ねをしたいと思います。私は、

鳥インフルエンザが発生するたびに、もちろん

農業事業主の鶏舎をお持ちの皆さんも気持ちが

大変だろうと思うし、県庁の職員の方たちがあ

の白い防護服を着て動いておられる。そして、

ＪＡの皆さんもそうですし、自衛隊の皆さんも

そうですし、多くの方々がそれに心を痛めなが

ら一生懸命頑張っておられる。そして、それは

観光にも影響して、そのことでお客様がなかな

か宮崎に来られない。宮崎は、「鳥は宮崎だ」

というイメージが強く強くついているわけで

す。だったら、安心・安全に提供するというこ

と、なるべく高病原性鳥インフルエンザを発生

させないということが大変重要だと思っていま

す。委員会等で再三にわたって言っておりまし

て、耳たこの状態なんですけれども、鶏舎の整

備を、ソフト面の防疫対策、そのほかの防疫対

策とあわせて、しっかりとやる必要があるので

はないかと思いますが、農政水産部長にお尋ね

をいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 発生を未然に

防ぐためには、まずは鶏舎内へのウイルスの侵

入防止対策の徹底が重要でございます。このた

め、鶏舎のすき間の修繕方法等をわかりやすく

整理した資料を本年４月に作成しました。そし

て、それを生産者みずからの自己点検に活用す

るなど、きめ細かな指導を現在実施していると

ころでございます。また、他県では新型の鶏舎

でも発生が見られた事実がございますので、発

生防止に有効な鶏舎構造の研究といったもの

も、国に要望しているところであります。さら

に、リスクの低減を図るために、新たに鶏舎整

備を行う生産者に対しましては、国の補助事業

を活用した支援を行っていまして、この２年間

で肉用鶏と採卵鶏合計で13の農場が整備を進め

ているところでございます。

○井上紀代子議員 私は、この答弁では、全然
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よくわかってはいないんです。どうされるのか

というのがよくわかっていないんです。どうし

たいですか。それをもう一度部長にお聞きした

い。

○農政水産部長（大坪篤史君） この発生原因

というのは、さまざま指摘されておりますが、

何よりも鶏舎の中にウイルスを入れないという

ことが重要でございます。したがいまして、鶏

舎をしっかりとした防御機能を持ったものにつ

くりかえていくということが大変重要でござい

ますので、そのための方策について資料を作成

しまして、現在、農家に御説明をしているとい

うことでございます。あわせまして、そういう

ための施設を整備する場合には、国の制度事業

がございますので、それを積極的に使っていた

だいて、何よりも鶏舎内に入れないという対策

を進めていきたいということでございます。

○井上紀代子議員 私は、韓国で一度だって鳥

インフルエンザがとまったというのを聞いたこ

とがないんです。だから、もし日本でしっかり

としたものを研究して鶏舎を売ることができた

ら、産業の一つになるんじゃないかと思うぐら

い、ここは何かほかにいろんなことも含めて研

究する必要というのはあるんじゃないかなと思

うんです。なぜこれが研究されないのかという

のがわからないんです。低コストのハウスとか

はできるんですね。そういうことは研究されて

いるというのはよくわかるんですけれども、と

ても残念でなりません。この鳥インフルエンザ

をとめるということを目的に研究を続けていた

だくよう、国に強く要望していただきたいと思

います。

次に、私は、この問題こそなかなか難しくて

取り上げにくい問題で、特にストレスのたまる

問題なので、なかなか言いづらいところなんで

すが、宮崎県の物流というのは非常に課題だと

思います。陸海空、全てしっかりと物流問題を

取り上げていかなければならないと思うんです

が、この物流をきちんと政策の中で生かすこと

ができたら、それは、私が望む宮崎の自立に大

きな一歩になるのではないかと思うわけです。

まずは、陸の問題として今回は取り上げさせて

もらいますが、本県におけるドライバー不足の

状況とその対応について、総合政策部長にお尋

ねをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県における

トラックドライバーにつきましては、若者の就

業が減少し、高齢化が進んでおりまして、ドラ

イバー不足は年々深刻化しているとお聞きして

いるところであります。国におきましては、若

者の就業促進策といたしまして、18歳から取得

できる準中型免許、これは車両総重量3.5トンか

ら7.5トン未満のトラックの運転ができるという

新しい区分でございますけれども、この制度を

創設したほか、荷主との取引環境や長時間労働

などの改善のため、各県ごとに「トラック輸送

における取引環境・労働時間改善地方協議会」

を設けまして、検討作業を進めているところで

あります。県といたしましても、ドライバーの

就業環境の改善には、発注者であります荷主の

理解と協力が欠かせないと考えておりまして、

県独自に「物流に関する意見交換会」を実施す

るなど、荷主と運送事業者の相互理解の促進を

図っているところでございます。また、ドライ

バー確保を目的として宮崎県トラック協会が実

施します、高校生向けの出前講座等につきまし

ても支援することといたしております。

○井上紀代子議員 物流を効率化していくに

は、物流団地のようなところで県産品を集約す

るとか、そういうのが大変必要だと思っていま
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す。このままにしておくと、他県から狙われ

て、いろんな意味で宮崎県独自で物を動かすこ

とができなくなるのではないかと、私は大変心

配をしております。県は効率的な輸送のために

どのようなことに取り組んでいるのか、総合政

策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 先ほどありま

したとおり、まず、ドライバー不足の状況にお

きましては、まずは、県内の流通団地などにお

きまして県産品を集約し、一度に輸送する量を

まとめた上で、大量輸送に適した手段により、

大消費地に輸送することが効率的であると考え

ております。このため、トラック等による長距

離輸送から、大量輸送が可能であり、比較的人

手のかからない海上・鉄道輸送へのモーダルシ

フトを促進する補助事業「宮崎県物流競争力強

化事業」を実施しているところでございます。

また、先ほど議員から御意見のありました流

通団地につきましても、荷主と輸送事業者等と

の意見交換会におきまして、効率的な本県物流

のあり方を協議する中で議論してまいりたいと

考えているところでございます。

○井上紀代子議員 宮崎県の自立のためには、

物流問題というのはしっかりと考えておかなけ

ればならない問題だと思っています。

それと、東九州自動車道をどう有効に活用す

るのか、また九州中央道をどう有効に活用する

のか、このことは大変重要なことだと思いま

す。通告していなくて恐縮ですが、知事はこの

物流問題についてはどのようにお考えなんで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 大消費地から遠い本県

にとりまして、農産物等を大消費地へ届ける、

そういう物流というものは、本県にとって生命

線であると考えております。東九州道などの整

備が進むことによって環境は改善されつつあり

ますが、今御指摘がありましたようなドライ

バー不足など、大変重要な課題であるというふ

うに考えております。先日もトラック協会など

と意見交換をしたところでありますが、産学金

労官の産業連携推進会議、そのような協議の場

もあります。しっかり物流というものを本県経

済の重要な課題と位置づけて、今後ともさまざ

まな対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 「地域間競争はあってはな

らない」などと言う方もいらっしゃいますけれ

ども、現実はやっぱり地域間競争なんですね。

日本全体の中で地域間がいい形で競争しつつ、

地域力を上げていくためにどうしていくのかと

いうことが、これから私たちに求められること

だと思います。

私は、宮崎県がひとえに、自立をし、自分た

ちの中で―私は県議会議員ですので、税金の

使い方をしっかりとチェックし、そして優良な

納税者をたくさんつくるということに心を砕い

てまいりたいと思いますが、そういう住んで喜

ばれる宮崎県づくりのために、これからも一生

懸命皆さんとともに頑張ってまいりたいと思い

ます。

一般質問をこれで終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 一般質問を

行います。

「富は手段であって、その目的は人間であ

る。物質的な富は、人間の向上のために用いら

れなければ意味がない」、これは、アメリカ合

衆国第35代大統領ジョン・フィッツジェラルド

・ケネディ氏の名言であります。悲劇的な死か
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ら50年余り、今なお世界で最も人気の高い政治

家の一人であります。没後50年目の命日に当た

る2013年11月22日、当時の米大統領であったオ

バマ氏は、ケネディ墓地を訪れた後の晩さん会

で、ケネディ氏が今なお国民から愛され続けて

いる理由について、「それは、彼が常にアメリ

カ人らしさを体現していたからである」と言っ

てケネディをたたえております。そしてまた、

これは余り知られていないことでありますが、

ケネディは大きな病気を抱え、人知れず苦しむ

日々を送ってもおります。このような苦しみを

持つ一方で、こちらは広く世間の知るところで

あります、第２次世界大戦での奇跡的生還、こ

のときに彼は多くの戦友を亡くすという非常に

つらい体験をしております。このような体験の

積み重ねが、彼の人間としての大きな成長につ

ながり、政治家として大成するところとなった

のだと言われております。辛酸の思い知りてこ

そ人は大成をなす、この最たる例でありましょ

う。河野知事にも、進んで一層の御苦労、御尽

力を重ねられんことを願うものであります。

ところで、我が国では今、国民と国民との間

における格差、都市と地方との間における格差

など、その是正に関し、さまざまな議論がいろ

んな場において行われております。これは、大

きくは富の配分に係る議論であろうと思います

が、基本的な目的や論点を見誤ると、強者の論

理にことごとく押し切られてしまう懸念もあり

ます。所得の低い層が多く、かつまた地方の中

でもとりわけ財政力の脆弱な本県であります。

加えて、その率では他県よりも多くの高齢者を

抱え、他県よりも多くの子供たちを抱えている

本県でもあります。富の配分に関しては殊さら

でありますが、あらゆる機会に、あらゆる問題

につき、他県よりも強く声を上げ、求めるべき

は求める、言うべきは言う、そして、これがか

なうまで黙らないといったような強烈で粘り強

い姿勢が大切だと考えます。

さて、先週の９日、来年度予算編成の指針と

なります「経済財政運営と改革の基本方

針2017」、いわゆる「骨太の方針2017」が閣議

決定されました。これを見ますと、地方交付税

に関する考え方として、人口減少対策の取り組

みの成果に応じた算定、つまり地方交付税の補

助金化へのシフトでありますとか、地方財政に

おける効率化の拡大等が強調されており、さら

には、地方交付税におけるトップランナー方式

による影響額について、地方財政計画上の取り

扱いを明確化することも決定されたようであり

ます。このような動きに対し、県下の市町村の

極めて厳しい現状を直視するとき、宮崎県を代

表する立場として、どう考え、そしてどう行動

されるおつもりかを知事にお尋ねし、後は自席

より伺ってまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

先日、閣議決定されました「骨太の方

針2017」におきまして、地方交付税を初めとし

た地方の財政に係る制度改革として、人口減少

等特別対策事業費における取り組みの成果に応

じた算定へのシフトや、歳出効率化に資するさ

まざまな取り組みの拡大などが明記されたとこ

ろであります。しかしながら、本来、地方交付

税は地方固有の財源であり、制度改正を検討す

るに当たりましては、地方行政の計画的な運営

を保障するという地方交付税法の趣旨を踏ま

え、本県や県内各市町村のような条件不利地域

や財政力の弱い団体に十分配慮がなされなけれ

ばならないと考えております。このようなこと

から、先月行いました国への提案・要望活動に
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おきましても、総務省事務次官及び自治財政局

長に直接お会いしまして、都市部と地方の財政

格差がさらに拡大する懸念等を伝え、地方税財

源の確保・充実を強く要望してきたところであ

ります。今後とも、宮崎県を代表する立場とし

て、あらゆる機会を捉え、本県の実情、地方の

声を強く訴えてまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 その骨太方針の中に、「財政

資金の効率的配分を図ることを検討する」と記

してあります。つまり、地方の基金へのメス入

れを意味するものだと思います。そしてまた、

ほかを読んでみますと、交付税などの地方の財

政に係る制度改革の考え方の基本は、成果重視

主義や歳出の効率化促進にあるようでありま

す。要するに、本県などにとっては大変厳しい

内容となっております。知事には、ぜひ強い決

意で宮崎ファーストを貫いていただきたいと思

います。

では次に、医療改革について伺います。

国は、地域における基幹的医療機関として、

地域医療の確保のため重要な役割を果たしてき

ている公立病院の多くが、経営状況の悪化や医

師不足等のため、医療体制の維持が極めて困難

になっているとして、平成19年に「公立病院改

革ガイドライン」を策定し、それに基づいての

公立病院改革プランの策定を各地方公共団体に

求めております。そして国では、本プランに基

づく取り組みの成果について毎年公表しており

ますが、それを見ますと、策定前には全体の３

割程度しかなかった経常損益黒字の病院が、策

定後大きく改善し５割を超すなど、その効果も

見えるようであります。本県公立病院改革プラ

ンに係る総括について、総務部長にお伺いいた

します。

○総務部長（桑山秀彦君） 県内の各公立病院

では、国が策定しました「公立病院改革ガイド

ライン」に示されております３つの改革の視

点、具体的には、「経営の効率化」「再編・

ネットワーク化」、そして「経営形態の見直

し」の視点に基づきまして、経営改善等に取り

組んでいるところでございます。その結果、

「経営の効率化」に関しましては、直近のデー

タであります平成27年度では、経常収支が黒字

の病院数が16病院中８病院と、５割の病院が黒

字となっているところでございます。また、

「経営形態の見直し」につきましては、民間に

譲渡されたものが１病院、病院から診療所へ転

換されたものが１病院となっております。な

お、「再編・ネットワーク化」に関しまして

は、統合や再編が行われた事例はございませ

ん。このように、改革プランに基づく取り組み

は一定の成果を上げているところでありますけ

れども、各公立病院では、今後とも引き続き、

良質な医療の提供とともに経営の健全性の確保

に努めていく必要があると考えております。

○坂口博美議員 引き続いて総務部長に伺いま

すが、国は、大きく変化することが予測される

将来の医療ニーズへの対応のための新しいガイ

ドラインを示し、都道府県に対して、平成28年

度内に新改革プランを策定するよう求めており

ます。今回国が示している「新公立病院改革ガ

イドライン」は、前のガイドラインと比べてど

う違うのか、お伺いをいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 平成27年３月に国

が策定しました「新公立病院改革ガイドライ

ン」は、基本的には前のガイドラインを引き継

ぐものでありますが、先ほど申し上げました３

つの改革の視点に加えまして、「地域医療構想

を踏まえた役割の明確化」を加えた４つの視点
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での改革の取り組みを求めるものでございま

す。この新たに加えられた４つ目の視点につき

ましては、地域医療構想と公立病院改革は、地

域において必要な医療提供体制の確保を図ると

いう目的においては共通しているものという考

え方に立ったものであります。地域医療構想

は、民間病院も対象に含まれたものであります

ので、各公立病院が改革プランを策定するに当

たりましては、みずからの病院が地域医療にお

いて果たすべき役割を、従来にも増して精査を

して明確にする必要があるとされているところ

であります。

○坂口博美議員 つまり、各病院は地域医療構

想を尊重した改革プランをつくりなさいという

ことであろうかと思います。したがいまして、

今後は、プランに基づいて、民間も含めた病院

間での病床機能などの調整がなされることにな

ろうかと思います。そうしますと、県立病院の

新改革プランの推進に関しましては、地域医療

構想を所管する福祉保健部と病院局が十分に連

携することが重要になってくると考えますが、

福祉保健部長の見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 地域医療構想

は、将来における各医療機関の役割分担の明確

化を図ることで、患者の病状に応じた質の高い

医療を効率的に提供する体制の構築を目指すも

のでございます。このようなことから、急性期

医療を担う県立病院につきましては、特に慢性

期入院患者の在宅医療等への移行を進め、病床

機能とその規模について検討を行い、急性期を

中心とした役割の明確化を図るよう要請してい

るなど、連携を図ってきたところでございま

す。県立病院を含め、地域の医療機関が将来担

う医療機能や病床機能につきましては、各医療

機関が描く将来像をもとに、今後、各地域で開

催する調整会議において協議・調整が行われる

こととなりますので、今後、この調整会議での

議論が円滑に行われるよう必要な支援に努め、

各地域において必要とされる医療が確保される

よう取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それでは次に、県立宮崎病院

の問題について伺います。この問題に関し、私

は昨年11月の議会におきまして、県の考え方に

は幾つもの大きな問題があるとして、これを指

摘してきたところであります。今回、その設計

費が提案されておりますので、その後の検討状

況などについて伺ってまいります。

余りにも大き過ぎた工事費の膨張は、いまだ

理解に苦しむところでありますが、お金の問題

を尋ねる前に、まずは建設場所についてお尋ね

いたします。今回の予算では、現病院敷地内に

新病棟を建設する計画となっておりますが、こ

の一帯は地震に弱い地盤であること、浸水の問

題を初め、市街地であるため、宮崎市以外の市

町村からの搬送などには時間的に大きく不利を

こうむること等々、幾つもの問題点がありまし

た。これらの問題点について、病院局長に改め

て御認識をお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 御指摘のとおり、

現在地での新病院建設は、洪水による浸水、地

盤強度など、災害時の対応において課題がある

と認識をいたしております。しかしながら、今

から別の場所で移転建設を進めた場合、場所の

選定や用地取得、土地の造成等も行う必要があ

りますことから、10年程度の時間を要すること

が見込まれるところであります。一方で、現病

院につきましては、老朽化が進んでおり、施設

面の機能に支障を来すなど、現状のまま利用し

ますと、施設が数年程度しかもたない状況と

なってきているところであります。したがいま
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して、現施設が維持できる数年のうちに建設可

能な場所として、現地での建てかえを選択して

いるところであります。

○坂口博美議員 つまり、今の病棟は、移転し

て建てかえるまでもたない可能性があると。そ

うなると、県民の命にかかわる重大事であるの

で、現在地にしたということを今言われたのだ

と、そういう解釈でよろしいんですかね。そう

いう解釈で大丈夫ですね。

そこで、建物などの用地選定に際しては、地

震波の増幅率を考慮することが大切であるとい

う話を、熊本地震の後よく耳にするようになり

ました。そこで、表層地盤増幅率について、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 震源地で発

生しました地震の波は、地盤を通過して地表に

達し、揺れを発生させます。やわらかい粘土層

などの地盤であれば、波は増幅され、地表では

より大きな揺れとなります。表層地盤増幅率

は、この揺れの増幅する割合を示した数字で、

大きいほど揺れやすい場所であると言われてお

ります。

○坂口博美議員 文部科学省所管の防災科学技

術研究所が全国の表層地盤増幅率を公表してい

ると聞いておりますけれども、県立宮崎病院及

び宮崎西インターチェンジ付近の数値というの

はどの程度になっているのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 現在公開さ

れているデータによりますと、県立宮崎病院付

近では1.8程度、宮崎西インターチェンジ付近で

は1.2程度となっております。

○坂口博美議員 そうなりますと、例えば、日

向灘で巨大地震が起こって、それによる地震波

が、増幅率1.8程度の現病院地点と1.2程度の宮

崎西インター付近地点とに、同じ条件で入射し

たときに、各地点の揺れの強さ、揺れる時間の

長さなどはどの程度違ってくるのか、それに係

る影響の違いを含めて、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 表層地盤増

幅率でありますけれども、これ以外の条件が全

て同じである場合は、現在の県立宮崎病院付近

は、宮崎西インター付近と比べて約1.5倍程度揺

れやすいものと考えられます。南海トラフ地震

の震度想定では、こうした状況等を踏まえまし

て、現病院付近で震度６強、宮崎西インター付

近で震度６弱から６強が想定されているところ

でございます。以上です。

○坂口博美議員 病院もそうですけれども、西

インター付近でも６強の地点もあると想定され

るという答弁でありました。あの付近には増幅

率が1.6ぐらいのところもあるんです。だから、

そこの揺れの強さを言っているんじゃないかな

と思います。いずれにせよ、揺れやすさが1.5倍

になるということでありますので、現在地での

建てかえには、地盤の改良、軀体の強度確保な

どのために費用をより多く要することになるの

ではないかと考えますが、県土整備部長に御見

解を伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 表層地盤増

幅率が大きい場所ほど揺れが大きくなりますの

で、これに対応する耐震性を確保するために

は、一般的に建設費は高くなるものと考えられ

ます。

○坂口博美議員 では次に、病棟の構造につい

て伺います。今回の設計では井型構造を採用さ

れました。狭い敷地での建設であり、ワンフロ

アに４病棟入れるという考え方は合理的であ

り、その点は評価すべきであると考えます。し
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かしながら、この構造では、凹の部分と凸の部

分との接合部、つまり、ちょうどかぎになる部

分には、地震などによる揺れの力は、ほかの部

分に比べ、より複雑、そしてより強力に働くこ

とになります。したがいまして、当然、それに

対応する強度が必要となります。さらにまた、

このかぎの部分と対角となる病室、かぎの内

側、病室の部分ですね。ここには、鉄骨づくり

でありますと全くお日様の光が入らない、一日

中真っ暗。ですから、その対策としては、ここ

を隅切り角にして、プラスチックでは劣化しま

すから、ガラスを使うしかないわけでありま

す。ガラスとなりますと、宮交ボタニックガー

デン青島の例からもわかりますように、曲げや

引っ張り、あるいはねじれや打撃などには極め

て弱い建材であります。ですから、大きな地震

に耐えるには、それなりの構造を必要とし、こ

れが工事費圧縮への制約条件になろうかと存じ

ますが、病院局長の御見解をお伺いいたしま

す。

○病院局長（土持正弘君） 今回の井型構造で

の病棟計画でありますが、現在地での建てかえ

整備を行うに当たりましては、合理的な計画で

あると判断いたしまして採用に至ったものであ

ります。しかしながら、御指摘のとおり、井型

構造にすることによりまして、構造材や窓の部

材等について地震に対する強度を考慮する必要

があり、工事費圧縮においては課題であるとい

うふうに考えております。新病院の整備は、時

間的制約がありますことから、今後の実施設計

において、御指摘の点を十分に検証しながら進

めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 井型を採用されたのは、病院

敷地が狭い、だから４フロア入れるにはその形

しかないからという、極めて消極的な理由から

だと理解します。

185億円としていた工事費が、316億3,000万円

と171％にまで膨張したわけであります。県はそ

の理由を、物価の高騰や労務費の高騰によると

されておりますが、例えば、今、宮崎市郡医師

会が取り組んでおります病院建設、この病院に

つきましては、県が予定しております病院と比

べ、フロア面積も病床数もちょうど半分くらい

の規模であります。そして、これらの建設につ

いては、まだ基本設計の段階ではありますけれ

ども、工事費を約130億円と見込んでおります。

そしてまた、財団法人建設物価調査会によりま

すと、建設物価・建築費指数は、鉄筋コンク

リート造ではありますが、病院については、平

成23年平均を100としますと、ピークが平成27年

の年間平均113.6となっております。そして、そ

の後は下降傾向で、平成29年１月が111.8となっ

ております。これらに照らし合わせますと

き、171という数字は論外だと断ずるしかありま

せん。申し上げましたように、半分の規模の市

郡医師会病院を２つ建てると考えれば260億円と

なります。316億円との差は56億円になります。

ただし、先ほど申しましたように、物価調査会

資料での平成23年４月と29年４月との比較で

は、鉄筋が85％まで値下がりしているのに対し

まして、鉄骨は99％とほぼ同額でありますの

で、これを先ほどの指数111.8を仮に120にスラ

イドさせてみましても222億円にしかなりませ

ん。これだと94億円もの差となります。どう考

えてもこの金額は話にならないわけでありまし

て、これらを参考に設計すべきだと思います。

そうなりますと、今回、幾ら少なくとも50億円

以上の圧縮は可能だと考えます。病院局長に、

我々が議案の可否を行うに際しての判断材料に

なるよう、ここでその目標圧縮額を私ども議会
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に示されることを求めます。

○病院局長（土持正弘君） 再整備に係ります

工事費用について、基本構想の段階で185億円と

見込んでおりましたが、基本設計を終えた段階

で316億3,000万円に拡大したことから、議会を

初め、県民の皆様に大変御心配をおかけいたし

まして、改めておわびを申し上げる次第でござ

います。

御指摘のありました建設物価の上昇の状況や

他病院の建設費を見ましても、今回の再整備の

工事費用につきましては、大幅なコスト縮減を

図っていかなければならないものと考えており

ます。今後、実施設計を進める中で、建築内装

や設備の仕様、既存施設の改修内容等の見直し

や、コンストラクション・マネジメント業務の

導入を行うことによりまして、入札等も含めた

最終段階で50億円程度の縮減を目標に、再整備

を進めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 それは可能だと思うんです。

少なくとも50億は。

では、知事にお伺いします。今、病院局長が

工事費の目標圧縮額を50億円と提示されたわけ

でありますが、これに対して知事はどのような

御認識をお持ちか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県民のとうとい税金を

預かって事業を進めておりますので、常に、最

少の経費で最大の効果を上げる、そのような努

力を重ねていくことは大変重要であると考えて

おります。この再整備に要する経費の削減につ

きましては、建てかえ後の病院経営にも大きく

影響する重要な課題であると考えております。

今後の実施設計の策定や建設工事等の発注・施

工に当たりましては、関係部局連携のもとに、

病院局をしっかりバックアップしまして、この

目標額の達成に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 ぜひともよろしくお願いしま

す。316億というのは想像もつかない金なんです

けど、どれぐらいかなと思っていろいろイメー

ジしました。定規で横幅をはかったら、一万円

札は16センチあります。それで割りますと、横

つなぎにずっと一万円札をつないでいったと

き、316億は506キロになります。それを物差し

でずっとやったら、大阪の堺市まで直線で届き

ます。今の目標の50億、いや31億、失礼しまし

た。工事費316億円の約１割、31億円がどれぐら

いになるかなと思って、今度は10号線をずっと

上らせましたら、県の畜産試験場の川南支場、

ここまで一万円札でずっと10号線をつないでい

く、こんなお金なんです。１万でも２万でも節

約をしなきゃいかんときに、これだけの余力が

あるような設計です。でも、選ばれたんだか

ら、これはもう仕方がない。ぜひ全力でこの節

減に取り組んでほしいということを、改めて、

重ねてお願いしておきます。

次に、診療報酬に関してでありますが、医療

分野における民間情報提供企業、株式会社日本

アルトマークによりますと、一般病棟で７対１

基本料を算定している病院数及び病床数

は、2016年６月１日時点では1,540病院の36

万3,222床であったものが、半年後の11月１日時

点では1,519病院、35万7,117床へと減少してお

り、これは、６月１日以前の半年間における減

少病床数4,049床を、その後の半年間では50％以

上も上回る減少となっております。医療機関や

医師の偏在、看護師不足の常態化、年々大きく

膨張する社会保障費、これらを背景に、その改

善のための取り組みの大きな対象の一つが７対

１算定病床の減少にあると考えております。本

来、重症度の高い患者への高度な医療を提供す
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べく設けられた７対１配置でありますが、当

初、国の目算では、必要病床数を全国で４万床

程度と見込んでいたようであります。しかしな

がら、現在、全国で36万を超える病床が７対１

算定となっており、これを是正するため、厚生

労働省は、診療報酬改定時に見直される看護必

要度評価につきましても、そのたびに重症度な

どいろんな評価項目や定義などを追加し、どれ

だけの看護師を必要とする病院なのかというこ

とを数値化して、７対１看護などの認定基準を

厳格化してきております。そして、その方向は

ますます厳しいものとなり、来年度行われる医

療と介護報酬の一体見直しなどでは、さらに強

力な政策誘導がなされるものと思います。知事

の御見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 来年度の診療報酬・介

護報酬の改定につきましては、いまだ具体的な

情報はありませんが、先般、閣議決定をされま

した「骨太の方針2017」において、その考え方

が示されたところであります。これによります

と、次期改定につきましては、これまでの診療

報酬の改定内容を検証するとともに、病床の機

能分化・連携をさらに後押しするため、報酬水

準や入院基本料のあり方などの検討を行うこと

とされております。現在、国では、平成28年度

の改定において要件が厳格化されました、一般

病棟７対１入院基本料等における「重症度、医

療・看護必要度」の基準見直しの影響等につい

て、調査がなされているところであります。今

後は、この調査結果等を踏まえ、急性期から回

復期への転換などを目指す地域医療構想の実現

に資するよう、必要な改定が行われるものと考

えております。

○坂口博美議員 本当にそうなんですよね。

「骨太の方針2017」ですが、例えば「社会保

障」の項で、地域医療構想の実現などについ

て、このようなことを書いております。「病床

の役割分担を進めるためデータを国から提供

し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的

対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度

で集中的な検討を促進する」。それから、こん

なのもあります。「病床の機能分化・連携が進

まない場合には、都道府県知事がその役割を適

切に発揮できるよう、権限の在り方について、

速やかに関係審議会等において検討を進め

る」。県の責任でしっかりとこれは達成させ

る。だから、県はまず模範を示す必要がその前

に出てくると思うんです。そしてまた、平成30

年度の診療報酬、介護報酬見直しに関しては、

次のような文言があります。「地域医療構想の

実現に資するよう病床の機能分化・連携を更に

後押しするため（中略）、報酬水準、算定要件

など入院基本料の在り方や介護医療院の介護報

酬―新たに始まるものですね―・施設基準

の在り方等について検討し、介護施設や在宅医

療等への転換などの対応を進める」とありま

す。これからも、今回の医療改革に係る国の姿

勢というのは、かなり厳しくてかたいものが感

じられます。

そこで、宮崎病院の経営に関してお伺いいた

します。この７対１看護の認定につきまして

は、１つには、今申し上げました重症度、医療

・看護必要度の評価点数が一定以上となる患者

の割合が、患者全体の中の何割以上あることな

どの条件が求められると聞いております。そこ

で、宮崎病院における急性期以上の患者割合を

見てみますと、38.9％となっており、これは、

宮大医学部附属病院や宮崎市郡医師会病院より

かなり低い数字となっております。もし宮崎病

院の７対１算定が認定から外れ、仮に一段階低
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い10対１認定にでもなると、入院患者１人当た

り収益は日額で3,000円も減少し、先ほどの単年

度黒字を決算できるとする県の見通しは、その

途端に、同じ年度で年間５億円余りの赤字へ

と、３億プラスから５億マイナスへと変わりま

す。したがいまして、７対１算定維持を堅実な

ものとするためには、看護必要度の高い患者割

合をさらに高める方策が求められております。

そして、これを実行することは、回復期、慢性

期の患者のより自宅に近い医療機関への転院へ

とつながり、患者や家族の負担が軽減されると

ともに、宮崎病院が急性期医療により一層特化

できることで、医療スタッフの負担軽減にもつ

ながり、患者に対する医療の質が向上すること

は明らかであります。それがために、宮崎病院

にはさらに病床数を減ずることが求められよう

かと察しますが、病院局長の病床数に関する御

見解をお伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 新病院の病床数に

つきましては、基本設計の段階で、現病院の稼

働病床535床から、ＩＣＵなどの高度急性期病床

を18床の増、その他のいわゆる一般病床を38床

の減、精神病床を７床の減、感染症病床を２床

の増で、差し引き合計25床減の510床で計画をし

ているところであります。しかしながら、昨

年10月に策定された地域医療構想では、入院患

者数が2035年ごろまで上昇する一方で、医療機

能の分化と連携により、病床数は過剰になると

の推計が示されたところであります。これを踏

まえ、今回の補正予算案の提出に当たりまし

て、一般病床をさらに20床削減し、全体として

稼働病床数を490床として再整備を進めてまいり

たいと考えております。これにより、御指摘の

ありましたとおり、病院では、今まで以上に急

性期医療に集約することで医療の質が高まると

ともに、今後の診療報酬の改定等を踏まえ、７

対１入院基本料の継続が可能となるなど、病院

経営の健全化が図られるものと考えておりま

す。また、民間医療機関との連携を深めること

によりまして、回復期等の患者が身近な医療機

関に転院することで、患者や家族にとりまして

も、入院に対する負担の軽減につながるものと

考えているところであります。

○坂口博美議員 減らすということが、結果的

には、医療福祉の面から見て県民のためにな

る、いわば発展的削減でありますことから、ぜ

ひこれは真剣に取り組んでいただきたいと思い

ます。

ところで、病床をある程度減らすということ

になりますと、当然、必要な面積も少なくなり

ます。建物の形状も一部見直しができるのでは

ないかと考えますが、病院局長にお伺いをいた

します。

○病院局長（土持正弘君） 御指摘のとおり、

病床数を減らすことによりまして、基本設計か

ら20床分のスペースが生じることとなります

が、このスペースにつきましては、災害時に使

用する諸室として、通常時は、医師や看護師等

が実技による研修を行うことのできるシミュ

レーションルーム等として有効活用できるよ

う、計画の見直しを行ってまいります。これに

より、抜本的な計画の変更を伴うことなく、効

率的な整備を進めてまいりたいと考えていると

ころであります。

○坂口博美議員 面積を減らすことは、ちょっ

と考えられないということだったかと思うんで

すけど、今のお話から考えると、そうかなと思

うんです。ただ、災害時におけるトリアージの

スペース、これは拠点病院として絶対必要なわ

けです。それから、被災病院からの患者の受け
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入れスペース、これらは必要ですね。このため

のスペースが、基本設計書のどこを見ても見出

せなかったんです。だから、この設計書は欠陥

設計だなと個人的に思っていたんですけれど

も、あいたスペースをそこに使われるとなれ

ば、欠けていた分をこれで補完できるかなと。

ただ問題は、トリアージとなると、どの部屋で

やるか。１階が一番いいんですけど、じゃ今の

構造で１階がそれに使えるかというと、あくの

がどこかというのがちょっと微妙ですけれど

も、ぜひ実施設計の中ではそこらを、災害時拠

点病院としての機能を重視した設計にしてほし

い、変えるところは思い切って変えてほしいと

思います。

新病院開院後の収支計画ですけれども、開院

６年目の平成38年度からは、申し上げましたよ

うに、減価償却後の単年度決算の黒字を見込ん

でおられます。そして、この内訳を、入院につ

いては年間延べ患者数を、平成28年度から１

万1,870人増の16万6,933人、患者１人当たりの

収益を、同じく9,552円増の６万7,874円として

おられる。外来については、患者１人当たり収

益を、平成28年度の１万5,238円より4,001円も

伸びて１万9,239円にもなるとしていますが、達

成見通しとその根拠について、病院局長に伺い

ます。

○病院局長（土持正弘君） ただいまの御質問

にお答えする前に、先ほどの災害対応でござい

ますけれども、今の計画でも、講堂と廊下等を

使いまして、災害時には相応の患者を収容でき

るような、必要な配線とか配管等をやることに

なっております。それにも増して、さらに、議

員御指摘のとおり、災害対応の重要性から、そ

こを充実していくというふうに考えているとこ

ろでございます。

それから、新病院開院後の収支計画における

診療収益でございますけれども、御指摘のあり

ましたとおり、患者１人当たりの診療単価と年

間の延べ患者数の見通しを、入院と外来ごとに

推計して算出しております。推計に当たりまし

ては、現行の患者数と診療単価をベースに、地

域医療構想等における将来推計患者数の伸び

や、病院機能の充実が図られること等に伴う単

価の伸びを勘案して算出しているところであり

ます。収支計画につきましては、現在見込み得

る範囲内で想定し作成しておりますことから、

将来に向け不確定な要素もございます。例え

ば、今後の国の医療費削減政策に伴い、診療報

酬改定での算定基準の厳格化も予想されるほ

か、地方における医師、看護師等の不足が今後

も見込まれる中、医療機能の充実を進めていく

上で、いかにスタッフを確保していくかなどさ

まざまな課題も多くありますため、見通しが甘

いのではないかとの御指摘もあろうかと存じま

すが、今回お示しいたしました病床数の削減等

により、これらの課題の解決と計画の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

患者をふやすということになると、どうして

も、言われましたようにスタッフが必要で、特

に麻酔科医とかベテラン外科医、看護師、ここ

らの確保というのは大変だろうと思いますの

で、ぜひ真剣が上にも真剣に、慎重が上にも慎

重に検討を重ねていただきたいと思います。先

ほどの「骨太方針2017」を見ましても、今後の

病院経営は相当厳しくなる感じがしますので、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

そこで、在宅医療等について伺います。一般

病棟入院基本料を算定している病院のうちで、

地域包括ケアを算定している病院の割合
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は、2016年時点でありますが、最も高いのが鳥

取県の71％、次いで秋田県、島根県、石川県と

きて、５番目に高いのが岡山県の50％でありま

す。そういった中で高齢化先進県の本県を見て

みますと、26％と全国下位に位置しておりま

す。地域医療構想を踏まえ、今後の地域包括ケ

ア病棟整備の見通し、並びに在宅医療及び地域

包括ケアシステムの取り組みについて、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 地域医療構想

では、効率的な医療提供体制の構築を図るた

め、急性期から回復期への転換など病床機能の

明確化や、慢性期入院患者の在宅医療等への移

行を想定しておるところでございます。このた

め、今後、医療機関においては、回復期の役割

を担う地域包括ケア病棟などへの転換が進むも

のと考えられまして、県としましても、地域医

療介護総合確保基金による支援も行っていくこ

とから、今後、地域包括ケア病棟の増加が見込

まれるものと考えております。また、地域包括

ケア病棟は、入院患者の在宅復帰の支援、それ

から在宅介護時の緊急時の受け入れなど、地域

包括ケアシステムを支える役割を担うものであ

りますことから、県といたしましては、今後の

地域医療構想調整会議の議論なども踏まえなが

ら、当該病棟を初めとする病院や在宅医療を担

う機関、介護事業所間の連携を図り、地域包括

ケアシステムの構築に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

今、病院局長が答えられましたように、みずか

らも病床数、身を削るわけです。そして、範を

県が示すわけです。それから、申し上げました

ように骨太方針、知事の権限がかなり強く調整

能力を発揮できるような法制がまたなされるん

じゃないかなと思います。ですから、今の答弁

にありましたことは、県が調整をして、とにか

く病床機能、病棟機能を移転させなければなら

ないわけですから、ぜひとも全力で取り組んで

いただきたいと思います。基金についても、申

し上げましたように、具体的な事業計画を策定

した都道府県に対してたくさん配分しますとい

うことだから、これがおくれたら、基金は絵に

描いた餅になってしまうんです。そこのところ

肝に銘じて調整をやってほしいということをお

願いしておきます。

これまで幾つかの重要な論点について議論を

してきたんですけれども、今回の県立宮崎病院

再整備について、地域医療を預かられる立場と

して、改めて知事の御認識をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院の再整備

につきましては、今るる議論があったとおりで

ございます。事業費が当初の想定から大幅に増

大をし、議会や県民の皆様に多大な御心配をお

かけしておりますこと、またその報告がおくれ

るなど、丁寧な説明が行えず、執行部と議会と

の信頼関係に水を差すようなことになったこと

に関しまして、改めておわびを申し上げます。

また、再整備の場所の検討につきましても、

今御議論がありました整備スケジュールの関係

もあり、現在地を中心にしながら、それを前提

とした議論となってしまったことにつきまし

て、遺憾に思っているところであります。今

回、基本設計における事業費の増大を契機とし

まして、立地場所、建物構造等につきましてさ

まざまな御意見をいただきました。この御意見

に対し真摯に検討・協議をさせていただきまし

たが、このことにより、この整備計画が、さま

ざまな角度からさらに吟味を重ね、よりよいも
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のとなったのではないかと考えておりまして、

感謝申し上げるところであります。

県立宮崎病院を本県医療の中核として整備

し、安心・安全な県民生活を確保していくとい

う思いは、私ども共通の思いであろうと考えて

おります。今後とも、いただきました御意見を

踏まえまして、整備計画の充実を図りながら事

業を迅速に進めてまいる所存でありますので、

御理解と御協力をお願い申し上げます。

○坂口博美議員 ぜひともよろしくお願いして

おきます。ずっと言い続けてきていますよう

に、現在地での建てかえというのは、私から

は、世辞にもいい選択だったとは言えないわけ

であります。しかしながら、先ほどの病院局長

の答弁では、移転となると、県民の命への時間

的なリスクが生じ得るという説明でありまし

た。そうなりますと、建設場所を移転すること

については、その説明を超えてまで指示できる

道理はあるわけがないんです。命より重いもの

はない。ですから、あるわけはないわけであり

ます。時計の針の逆回りというのはない。だか

ら、前の時点、時間的な余裕があるという時点

に返ることはできないんですけれども……。

もし現地が更地にできたならという前提で申

し上げたいと思います。日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）では、2015年から2017年までの営業目標と

して５つの重点方針を定め、その１つに「地域

活性化への貢献」を掲げております。そして、

その方針に従って、例えば熊本放送局でありま

すが、賑わい創出をコンセプトといたしまし

て、平成24年に局舎の建てかえに着手をして、

つい先日、６月５、６日ごろだったと思うんで

すけれども、新局が開局をいたしました。それ

から、佐賀放送局ですけれども、地域のみなさ

まの交流拠点をコンセプトといたしまして、平

成31年度の開局を目指して今事業が進んでいま

す。古いのは、大分局でありますが、平成10年

に大分市のランドマークタワーとして開局を

し、今、大分市内で最も高い建物となってお

り、年間180万人が訪れる局として地域に貢献し

ております。その後も、北九州局、鹿児島局、

沖縄局と建てかえが続き、地域と一体となっ

て、地域文化の向上・発信、地域経済の活性化

などに大きく貢献されております。もちろんで

ありますが、これらの局舎は全て、大災害時に

も責任を持って国民の命・財産を守る、この責

任はしっかり果たすということで、耐震補強が

なされた建物であります。

仮に、仮にですけど、現地が空き地となって

スペースがあいた。ここにＮＨＫが進出してく

れたならどうなるだろうということを、目をつ

むり思いをめぐらせますときに、多くの人たち

が買い物袋を手にして笑顔で道を行き交ってい

る、疲弊し切っていた橘通りを初めとする中心

街は活力に満ちあふれている、そういった光景

が私には浮かぶのであります。これは自分の期

待するところかもしれません。このような夢を

県民とともに描いて、そういった条件をしっか

り整えながら、片づけながら、そこに何かをつ

くっていく、これが政治であろうと思います。

知事が大きく求められるべきところがこれだと

感じております。

今回、用地選択への時間が不足するに至った

原因、これは知事の決断のおくれによるところ

が大きいと言えると思います。ただ、今回、知

事はこれを真摯に受けとめられて、そういった

姿勢を幾度も示されております。重ねてここで

また申し上げるのには、いささか心苦しいもの

もあるわけでありますが、今回の反省をこれか

らに生かしていただきたい、一層御尽力を賜り



- 37 -

平成29年６月14日(水)

たいと思います。そしてまた、私どものために

も、ＮＨＫには、これからでも、しっかりした

ものを建てて、宮崎の生命・財産を守ってほし

い、地域に貢献してほしいということを訴えな

がら、今後頑張っていただくことをお願い申し

上げまして、私の質問を終わります。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

○ 原正三議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、社会民主党の岩切達哉であります。傍聴の

皆様には、県議会並びに県政に対する関心を

持っていただき、感謝を申し上げたいと思いま

す。執行部におかれましては、午前の緊張が解

けたところと思いますけれども、私も県民の声

を集めて臨んでおりますので、明確で県民に届

く答弁をお願いし、一般質問に入りたいと思い

ます。

経済学者、暉峻淑子（てるおかいつこ）さん

という方が「豊かさとは何か」という本を発行

されたのは、1989年であります。四半世紀も前

に、当時、世界一に輝いていた日本経済の中で

生活する私たちには、ゆとりも豊かさも実感が

ないではないか、何か間違っているのではない

かと世に問うものであったと思います。私は、

私たちの生活する地域の美しさ、風景から感じ

る癒やし、郷土への愛着と誇りなど、計量・計

測できないものではありますが、これからの豊

かさ、新しい豊かさとして、とても大事にされ

なければならないと考えます。

さきの議会で制定した「美しい宮崎づくり推

進条例」には、その前文で「地域にある身近な

景観の価値を改めて認識し、県民共有の財産と

して美しい宮崎の景観を守り、創り出し、又は

生かしていく取組をたゆまず推進していかなけ

ればならない」とあります。また、基本理念で

は「良好な景観が県民共有の財産である」と書

かれています。この条例は、河川や海岸、沿道

修景に限らず、農村風景や森林づくり、町並み

や文化的・歴史的景観まで含んで、美しい景観

を守ろうというものであって、まさに、「美し

い宮崎づくり推進条例」は、「新しいゆたか

さ」を県内各地でつくり出す、再認識させる条

例になっています。

今日、閉塞感漂う日本経済の中で、価値観を

転換させるこの挑戦は、ぜひ成功させる必要が

あります。そのためには、この取り組みは全庁

的に取り組まれる必要があり、いわゆる人・物

・金というものを特に注入していく必要がある

と考えます。今年度、条例に基づく具体的な取

り組みを示す推進計画をつくると伺っておりま

す。ついては、知事は、未来を築く新しい豊か

さに挑戦する知事として、美しい宮崎づくりに

どのような姿勢で臨まれるか伺います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

美しい宮崎づくりについてであります。

本県では、緑豊かな山や川などから成る美し

い自然景観や、地域の方々の暮らしとともに育

まれてきた農山漁村の景観、地域の歴史や伝統

文化が織りなす景観など、多様な景観が先人た

ちによって受け継がれてまいりました。私は、

このような地域固有の景観を生かすことが、議
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員御指摘の「新しいゆたかさ」の実現には欠く

ことができないという思いから、「美しい宮崎

づくり推進条例」の制定を行ったものでありま

す。

美しい宮崎づくりを実現するためには、良好

な景観を県民共有の財産として守り、つくり出

し、活用していくという３つの視点を持ち、市

町村、県民、事業者の皆様と一緒になって魅力

ある地域づくりを進めていくことが大変重要で

あると考えております。今後とも、世界に誇れ

る美しい宮崎を次世代に引き継いでいくという

強い思いを持って取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

○岩切達哉議員 つきましては、美しい宮崎づ

くりにかかわる具体的な事例について伺いたい

と思います。県土整備部長に伺います。宮崎の

観光シンボルとなっております青島、その入り

口付近から少し南に下ったあたりに新たな駐車

場が整備されておりまして、そこに向かって観

光客が車道にはみ出しながら歩いている様子を

私は見ました。このエリアには、十分な広さを

持つ歩道を整備して、観光地として整備・磨き

上げが必要と考えております。このように、す

ぐれた景観を有する観光地の環境整備などは、

推進計画の中でどのように取り組む課題として

いくのか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 青島では、

南国情緒あふれる景観を生かした県による宮交

ボタニックガーデン青島のリニューアルや、宮

崎市による青島ビーチパークの整備などの取り

組みが、にぎわいの創出につながっているとこ

ろであります。こうしたすぐれた景観を有する

観光地において、景観の磨き上げはもとより、

訪れる人々が心地よく、そして安心して楽しん

でもらえるような環境整備を進めていくこと

は、大変重要な課題であると認識しておりま

す。県といたしましては、こうした課題につき

まして、推進計画を策定する中で、関係団体や

地域の方々などからも幅広く意見を伺いながら

検討してまいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 重ねて伺いたいと思いますけ

れども、過去の質問でも青島バイパス、何度か

取り上げております。幹線道路の草刈りという

ことでお尋ねしますが、観光地に行くまでの道

路が草ぼうぼうということでは魅力が下がって

しまいます。魅力ある風景を守るためには、草

刈り頻度をふやすなど対策を必要とすると思い

ますけれども、今後どのような対策ができるで

しょうか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 本県では、

これまでに沿道修景美化条例のもと、観光地に

つながる路線などにおいて、適宜、草刈り等の

植栽管理を実施してきたところであり、また、

県内各地の道路において、地域の方々に行って

いただいている草刈りや花植えの活動を支援す

るなど、県民の皆様とともに、良好な道路環境

の創出と保全に努めているところであります。

さらに、ことし３月に策定しました沿道修景

美化基本計画に基づき、観光上重要な路線など

については、魅力向上につながるよう植栽のリ

ニューアルを進めるほか、草刈りの回数の見直

しを行うなど、めり張りのある維持管理に取り

組んでいくこととしております。今後とも、

「美しい宮崎づくり推進条例」における重要な

施策の一つとして、おもてなしの心を持って、

沿道美化の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 次は、環境森林部長にお尋ね

したいと思います。県民の憩いの地となってお

ります芝生の敷かれた公園というのがあちこち
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にございまして、実は１人当たりの都市公園面

積が宮崎は全国第２位の広さであると、このよ

うに伺っておりますけれども、その芝生に、外

来植物でメリケントキンソウというとげを持つ

植物が最近、特に目立っております。公園を利

用する特に幼児さんなど、とげが刺さると大変

だと、このように思っております。美しい宮崎

づくりということの中で、このような危険な外

来植物への対応を行って、安全で利用しやすい

景観となる公園を維持するべきだというふうに

思っておりますが、いかがお考えでしょうか。

○環境森林部長（川野美奈子君） 日本におき

まして生息・生育しております外来の動植物に

つきましては、わかっているものだけでも2,000

種を超えると言われております。このうち、人

に危害を与えるものや自然環境に影響を及ぼす

など特に注意が必要なものにつきましては、県

のホームページやマスコミを通じた注意喚起を

行っておりますほか、市町村に対して文書によ

る駆除の依頼を行っているところでございま

す。

御指摘のありましたメリケントキンソウは、

５月から６月にかけて果実にかたいとげを持

ち、触れると肌に刺さって危険でございます。

このため、県のホームページやマスコミを通じ

た注意喚起に加え、市町村に対し広報への掲載

を依頼するなど、時期を捉えた情報提供を幅広

く県民に対し行っていきますとともに、施設の

管理者等に対して適切な駆除を行っていただき

ますよう要請していくこととしております。今

後とも、本県の豊かな自然環境の保全に努め、

美しい宮崎づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 宮崎県には、経済的な豊か

さ、またお金にかえられない価値、その両方が

調和した「新しいゆたかさ」を実現できる大き

な可能性があると思います。おっしゃるとおり

の先駆的な取り組みとなる「美しい宮崎づくり

推進条例」、ぜひ成功させていただきたい。そ

のような取り組みを要望させていただきたいと

思います。

続いて、福祉の課題について伺います。まず

最初に、手話言語条例について伺いたいと思い

ます。

私たちは日常、日本語を使いますけれども、

これを国語として、小中高と一貫して読み書き

を学びます。知事も御存じのように、手話は、

特別支援学校における教科としては位置づけら

れておりません。もちろん学校内で日常的に手

話を使ったやりとりはなされております。です

から、手話は使いますけれども、その授業はな

い、そういうスタイルになっています。手話

は、「障がいのある人もない人も共に暮らしや

すい宮崎県づくり条例」、さらには障害者基本

法においても、言語として認められた存在であ

りますけれども、そもそもその授業はない、そ

ういう現実にございます。

河野知事も参加する「手話を広める知事の

会」参加41都道府県のうち、現在、13府県が手

話言語条例を制定し、２道県が制定に向けた協

議会を設置するなど、積極的な取り組みが進ん

でおります。さらに、11県で、国の動きを待つ

ということではない動きがあるというふうに把

握いたしました。全部合わせて26都道府県にな

ります。

これまで、日高博之議員、後藤哲朗議員が質

問されておりますけれども、それぞれの議員が

質問された時期に制定していたのは、３県、さ

らには９県ということでございましたけれど

も、現在、年度変わって13府県にふえました。
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恐らく、今年度中には20を超えるのではないか

と私は思っております。県内の聴覚障がい者団

体では、強い期待を持って県の動きを待ってい

るところであります。このような状況を踏まえ

て、宮崎県は国の動向を見守る姿勢であるの

か、改めて知事の所見を伺いたいと思います。

○知事(河野俊嗣君) 私も、毎年の障がい者ス

ポーツ大会の開会式の挨拶は、少し手話を交え

て話したりすることがありますが、手話は、聴

覚に障がいのある方々が社会に参加し、自立し

た生活を送るための重要なコミュニケーション

手段であると認識しております。このため、昨

年４月に制定しました「障がいのある人もない

人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」にお

いて、手話を言語として位置づけるとともに、

今御指摘がありました、昨年７月に設立されま

した「手話を広める知事の会」に私自身も参加

して、そのための取り組みを進めているところ

であります。

最近、条例を制定した県におきましては、手

話だけでなく、点字や要約筆記など幅広い情報

伝達手段を盛り込むなど、新たな流れも出てき

ているところであります。このため、引き続

き、国や他県の動向を注視しつつ、各障がい者

団体はもとより、市町村や民間事業所など、さ

まざまな方々の御意見を伺いまして、手話だけ

でなく、他の情報伝達手段も含めた条例制定の

必要性について検討してまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 当事者団体の思いも十分聞い

ていただいて、後発ということにはなりますけ

れども、最後に追いつくということではない立

場で、宮崎県、この思いに応えていただけたら

と、ぜひ実現を改めてお願いしておきたいと思

います。

福祉の課題、次は高齢者の課題でございま

す。

成年後見制度における―首長と呼んだほう

がわかりやすいかもしれませんが―市町村長

の申し立ての状況、後見人選定までの対応、こ

の２点について伺います。高齢者の権利を守る

ためには、積極的な後見制度の活用が期待され

ておりますけれども、虐待が絡む場合や身寄り

がない場合など、適当な後見人がいない場合、

市町村長が後見人選任の申し立てを行うよう求

められております。県内の申し立て状況はいか

がでございましょうか。また、選任まで時間が

かかります。裁判所の選任までの間に発生する

さまざまな契約や金銭管理等の課題についてど

のように対応されておるか、福祉保健部長、お

願いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 家庭裁判所の

調査によりますと、平成28年の本県の成年後見

制度における申し立て件数は365件、このうち、

市町村長の申し立て件数は100件となっておりま

す。また、申し立てから後見人が選任されるま

での間の対応についてでありますが、身体的虐

待、経済的虐待などが懸念されることから、市

町村によっては、必要に応じて、御本人の施設

への仮入所措置ですとか、金融機関の口座を停

止し財産保全を図るといった支援を行っている

ところであります。

○岩切達哉議員 高齢者支援に関して、弁護

士、社会福祉士から成る高齢者虐待対応専門職

チームというものがありまして、その活用が期

待されますけれども、県としては、高齢者虐待

対応専門職チームをどのように位置づけられて

おりますでしょうか。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 高齢者虐待防

止法では、市町村が高齢者虐待への対応につい
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て第一義的に責任を持つというふうにされてお

りますが、市町村の担当者によっては、対応に

苦慮する事案というのも見受けられるところで

ございます。このため県では、県社会福祉協議

会に高齢者への虐待対応に関する相談窓口を設

置するとともに、市町村の求めに応じまして、

高齢者虐待に精通した弁護士、社会福祉士から

成る高齢者虐待対応専門職チームを市町村に派

遣しているところであります。

具体的には、ケース検討会議などにおきまし

て、専門職の視点と発想で、弁護士からは法的

な考え方や処理方法について、また社会福祉士

からは虐待対応の実践方法について、客観的に

助言することで、実効性のある役割を果たして

いるものと考えております。

○岩切達哉議員 重ねて高齢者問題なんですけ

れども、高齢者がついの住みかともなる場とし

て、今、有料老人ホームが大変ふえておりま

す。その数は本当に増加しておりまして、最近

ようやく、無届けというか未届けの有料老人

ホームも解消し、いろんな支援ができるように

という動きが始まったばかりだと認識しており

ます。そのような有料老人ホームを含め、高齢

者施設における第三者評価というものが必要だ

と思っておるんですが、その受審状況と受審を

促進する取り組みというのは、県としてどのよ

うに対応されておりますか伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉サービス

第三者評価制度は、事業者の提供するサービス

を、専門的かつ中立的な立場から第三者評価機

関が評価を行うことにより、サービスの質の向

上を図るとともに、評価結果の公表によりまし

て、サービス選択に役立つ情報を利用者に提供

する制度でございます。

高齢者施設については、現在、特別養護老人

ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームがこ

の評価制度の対象となっており、これまでの受

審数は６施設となっております。県としまして

は、この評価制度による高齢者施設の受審促進

を図るために、県内各地での制度の説明会の開

催や、実施した施設に表示する受審マークの作

成・配付等により、事業者等に対する普及啓発

に努めているところでございます。

なお、この評価制度の対象となっていない有

料老人ホームにつきましては、事業者で構成す

る団体独自の評価事業があると伺っておりま

す。

○岩切達哉議員 介護保険制度の改正というの

がありますけれども、高齢者福祉のありよう

は、高齢者の増加という中で大変注目されてお

りますので、権利擁護、そしてまた、利用され

る施設への適切な県の関与といいますか、そう

いったものが行われて、住みよい宮崎になって

いくように、高齢者の権利擁護にお努めいただ

きたい、そのようにお願いしておきたいと思い

ます。

続いて、今度は子供の問題でありますけれど

も、子供のアレルギーへの対応であります。

保育所・幼稚園など就学前施設、または小学

校などのような就学後の学校給食において、除

去食、また代替食ということで、アレルギーへ

の対応をいただいていると思っております。昨

年６月にも井上議員の質問がございました。そ

のような対応をされておりますけれども、これ

は、実は東京で、給食を食べてアレルギーで死

亡事故がありましたので、その後、対応に慎重

を期していると、こういうふうに伺っておりま

す。

ただ、それぞれの子供たちがいる施設では、

毎年毎年、子供は入れかわるわけですし、子供
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子供でアレルゲンも違う、反応の程度も違うと

いうことで、大変苦慮されていると伺っており

ます。その問題について、福祉保健部として

は、所管の施設、保育所やこども園、その他児

童福祉施設にどのように支援を行っております

でしょうか。施設の大変さに応える支援という

ものが行われているか、お尋ねしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 食物アレル

ギーを有する子供は年々増加傾向にありまし

て、子供たちの健康や命にもかかわる問題でご

ざいますから、保育所など児童福祉施設で給食

を提供する際には、細心の注意を払いながら対

応されているところでございます。このような

ことから、県としましては、各児童福祉施設に

対しまして、国のアレルギー対応ガイドライン

や食事の提供に関する通知、こういったものの

周知を図るとともに、施設職員を対象とした研

修会におきまして、食物アレルギーによる事故

防止のための具体的な取り組みについて指導を

行っているところであります。

また、保育士等のキャリアアップ研修の一つ

として、専門講師によります食育・アレルギー

に関する研修に今後取り組む予定としておりま

す。なお、栄養士の指導のもと、食物アレル

ギー等への対応を行っている保育所や認定こど

も園などには、運営費の加算措置を行っている

ところであります。

○岩切達哉議員 運営費の加算があるというこ

とは、大変さに対応しているというふうに受け

とめさせていただきたいと思いますが、本当に

大量につくって大量に食べさせるというだけで

は済まない時代でございますので、手数もかか

りますが、ぜひ一層推進していただきたいと思

います。

続いて、学校の問題でございますけれども、

学校でのアレルギーという問題は古くて新しい

課題で、対応する必要がある子供の数、比率が

上昇しているということは間違いないようであ

ります。教職員は、正しい理解と保護者との緊

密な情報交換、さらには人にはそれぞれ違うと

ころがあるのだという理解、いわゆるアレル

ギーを原因として、子供間においてのいじめの

対象になるということがないように進めていか

なければならない、そういう対応が必要であり

ます。学校内で、かかわる職員や教職員のアレ

ルギーに係る研修はどの程度進められておりま

すでしょうか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（四本 孝君） 学校におきまして

は、教職員を対象に、食物アレルギーに対する

正しい理解や緊急時の対応についての研修が行

われております。また、各調理場におきまして

も、調理員が安全な対応食を提供できるよう、

各種研修が行われているところであります。

県教育委員会でも、毎年、栄養教諭等が一堂

に会する研修会や、全ての共同調理場の所長が

参加する連絡会などを通しまして、最新の情報

や適切な対応方法等について説明を行っている

ところであります。食物アレルギーは、命にか

かわる極めて重要なものであるとの認識のも

と、今後とも、市町村教育委員会や関係機関等

と連携を図りながら、適切な対応に努めてまい

りたいと考えております。

○岩切達哉議員 アレルギー一つとっても命に

かかわる問題としてしっかりと学んでいただか

なければならない、そういうような状況であり

ます。そのようなたくさんのことをしっかりと

学び、対応する必要がある現場の学校職員の長

時間労働について、何点か伺いたいと思いま

す。
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国は、「学校現場における業務の適正化に向

けて」という文書を昨年６月にまとめておりま

す。昨今話題となっております教職員の長時間

労働を是正していくための指針となるものなん

ですけれども、なぜ業務適正化を検討するかと

いうことでは、学校の抱える課題の増大、教育

課程の変化、諸外国との比較をした上で、待っ

たなしの改革を要する課題だという認識が広

がってきたことによると思います。

そして、日本の教員の姿として、教員が学校

において、授業から部活動、生徒指導などを一

体的に担うこと、小学校では学級担任制という

こと、中学、高校では、そのほかの事務の多

さ、補習授業、部活動にかかわる時間がさらに

長くなっていること、地域へのかかわり、夜間

指導、安全指導など、本当に学校の先生方、担

わざるを得ない領域の拡大がございます。これ

は何とかしなければならないということなんで

すが、それに対して県教育委員会は、昨年３月

に「教職員の働きやすい環境づくりプログラ

ム」というものを発表しておられますけれど

も、まずは、これはどのような問題意識から出

されたものか、教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 県教育委員会では、

平成24年７月に「教職員の働きやすい環境づく

りプログラム」を策定いたしまして、各種取り

組みを進めてまいりました。しかしながら、平

成27年２月に「教職員の働きやすい環境づくり

のためのアンケート」を実施いたしましたとこ

ろ、「授業や児童生徒と接すること以外の業務

内容・業務量の多さ」、それから「部活動や生

徒指導に関する負担感」「家庭ですべき教育内

容まで学校に求められることへの負担感」など

の課題が、依然として残っているということが

わかりました。このため、教育委員会と学校

が、改めてこれらの課題を共有し、チーム教育

委員会として、一体となって解決を図るべく、

昨年３月にプログラムの改訂を行ったところで

あります。

○岩切達哉議員 国の資料によりますと、改善

の４本柱として、まずは１番目、業務範囲の見

直し、２番目が部活動、３番目が勤務時間の適

正管理、４番目は教育委員会の支援体制という

ふうに整理して、それぞれ書かれております。

それぞれの課題なんですが、業務範囲という

点でありますけれども、例えば学校徴収金とい

うのがございます。いろんなお金を家庭から集

める任務なんですけれども、そういう会計業務

から教員を解放するということが国の資料に書

いてありました。宮崎県の学校現場では、この

業務に教員はどう関与していると把握されてお

りますでしょうか。それと、徴収金となります

と、未収金という問題が発生するんですけれど

も、未収金の対応は本当に大変だと思うんです

が、いかがな状況か、教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） まず、県立学校にお

きましては、事務長を初め、事務職員等のス

タッフが充実しておりますので、学校徴収金等

は事務室で管理しております。一方、市町村立

学校におきましては、多くの学校で事務職員が

１人配置でありますことから、学校徴収金等の

管理を教員が行っている場合もあります。この

ため、県教育委員会では、複数の学校の事務職

員が共同で事務・業務を処理する共同実施によ

りまして、会計管理の一元化等を促進し、将来

的な教員の負担軽減につなげていこうとしてい

るところであります。

○岩切達哉議員 各地で給食費未納という問題

が発生して、本にもなっているところなんです

けれども、徴収させていただく、集める、地域
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の子ども会といいますか、親子会とか、そうい

うような組織に委ねられているところもありま

すが、いずれにしても、そういう付随する業務

がある、なかなか大変なことだというふうに

思っております。

いろんなことを学校に期待するというのはあ

るんですけれども、最近、新たに加えられまし

たが、学校に期待する任務ということで福祉保

健部長に伺いますけれども、子どもの貧困対策

推進計画に、学校をプラットフォームにという

考え方が示されております。これは学校にどの

ような役割を期待しているものなのか、お聞か

せいただきたいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎県子ども

の貧困対策推進計画では、「教育の支援」を対

策の柱の一つとしておりまして、学校は子供が

集う場であり、早期の気づきを行うことができ

ることから、子供の貧困対策のプラットフォー

ムと位置づけまして、学校を窓口とした福祉関

係機関との連携や、就学継続の支援などを図る

こととしております。

学校における相談体制については、スクール

ソーシャルワーカーなど専門家の力を活用しま

して、子供が抱える貧困を含めたさまざまな問

題の解決に向け、充実を図ることとしておりま

す。今後とも、福祉と教育の連携を図りまし

て、計画の実現に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

○岩切達哉議員 スクールソーシャルワーカー

などのような専門家の力を活用していく、まさ

にそのとおりに現場がなっていくことが必要だ

というふうに思っております。

業務範囲ということで２つお尋ねしました。

次に、部活動の問題でありますが、昨年末に新

聞で、日本一の部活動時間、宮崎県はそういう

状況だという報道がありましたけれども、部活

動に職員の皆さんが関与する時間というもの

も、当然、全国に比べて長いものかなと思うん

ですが、実態を教育長にお尋ねします。

○教育長（四本 孝君） 昨年度、スポーツ庁

が実施いたしました「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」におきましては、本県中学２年

生の１週間の運動部活動の実施時間は、男子が

約17時間46分、女子が約17時間12分でありまし

て、全国平均と比べて、男子で約２時間11分、

女子で約１時間23分長いという結果となってお

ります。また、平成27年２月に県教育委員会が

実施いたしました「教職員の働きやすい環境づ

くりのためのアンケート」によりますと、勤務

時間以外に行った業務時間として、中学校、高

等学校ともに部活動が一番長いという状況であ

ります。

○岩切達哉議員 一番長い部活動をされている

お子さんたちに対応する教員の皆さんの任務も

長い、こういうことだろうと思います。

長い勤務時間の問題でありますけれども、一

方で、積極的に勤務時間を長くしているという

ふうに理解する課外授業・補習というものが、

中学、高校等で行われております。例えば、宮

崎市内の普通科高校では、朝課外授業が伝統的

に行われています。さらには、夕方の課外授業

というのがあって、７時間の正規の授業時間に

前後を足しますと、９時間授業ということにな

ります。９時間授業に教員の皆さんが対応する

ということですと、９時間労働ということにな

ると思いますけれども、これは受けるほうであ

る生徒も疲弊してしまう、そのように思ってい

ます。これでどのような成果が得られているの

か、さまざま議論もあると思います。見直しが

必要だと思いますけれども、教育長はどのよう
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にお考えでしょうか、お聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 課外授業を実施いた

します際には、各学校では、教員や生徒の負担

にならないよう、例えば、同一教員が朝夕と連

続して課外授業に入らないように考慮したり、

生徒の希望に応じて教科・科目を選択させた

り、さらには、特定の時期を休みにするなど、

さまざまな改善にも取り組んでいるところであ

ります。県教育委員会といたしましては、今後

とも、そのような改善によりまして、課外授業

が生徒や教員にとって過度の負担とならないよ

う、さまざまな機会を通して呼びかけてまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 実は、課外授業に対して、現

役高校生や高校生であった者―若い方なんで

すが―と保護者、そういった方ともお話をさ

せていただきました。課外授業の効果というも

のについて、その方々は疑問を持たれておりま

した。効果はいろいろ議論があるところだと思

いますけれども、現状のみんなが受けるという

ような体制はぜひ見直しをいただいて、勉強の

仕方について、生徒おのおのの希望または課

題、そういったものに応えていく。

もう一つは、過去、私が若いころといいます

か、学生のころの課外授業は、低廉、安い金額

で課外授業を行うというような意味もあったん

ですけれども、現在の子供の貧困という課題に

備えて、無料または低額で教育支援を行う団体

・個人の方々との連携、そういう社会資源の活

用、そういったもので、ぜひ見直しをしていた

だきたい。朝の７時半、学区制をとっていませ

んので、遠いところからそれに間に合うには、

５時半とかに出かけてくる子供たちがいるよう

であります。ぜひ教育長を先頭に、各高校また

中学校とも議論いただいて、見直すべきところ

は見直していただきたい。よろしくお願いしま

す。

教育委員会の支援というのを国の課題として

挙げていますけれども、現場のこのような状況

の中、病気などになられる方がふえているので

はないかと思いますが、特に精神疾患によって

病気休職されている方は年間どれくらいになる

か、数字をお聞かせください。

○教育長（四本 孝君） 平成28年度の病気休

職者数は114名でありまして、そのうち、精神疾

患による病気休職者の数は66名となっておりま

す。

○岩切達哉議員 66名、大きな数字だと思うん

です。実は、宮崎市内で一番大きな中学校、檍

中学校というのがありますけれども、一応教諭

の数は名簿上40人ぐらいなんですね。一つの中

学校の全ての教職員が病気休職をされる以上の

数が県内で発生している。

実は、教員へのアンケートで、昼休み休憩は

５分以内という方が51.8％、６分から15分

が32.9％という結果があります。昼休みという

位置づけになっていない、小学校なんかはそう

いうイメージがあります。

県教委作成の「教職員の働きやすい環境づく

りプログラム」、きょう話題にしているものな

んですが、それを知っていますかというアン

ケートには、73.9％が実は知らないと。こうい

うことで、現場で一生懸命、脇目も振らず、休

憩もとれず、頑張っている姿を感じます。この

状況下で、プログラムでは、やりがい、充実感

を感じながら、能力が発揮できる環境をつくる

という目標を立てておられます。そのことが子

供のためになるということだと思いますが、ぜ

ひそうあってほしいと思います。この問題に対

する教育長の決意、所見をお聞かせください。



- 46 -

平成29年６月14日(水)

○教育長（四本 孝君） 教育の質の向上を

図っていくためには、何よりもまず、教職員が

児童生徒に向き合って、本来の教育活動に専念

できる働きやすい環境をつくることが重要であ

ると認識しております。しかしながら、学校現

場を取り巻く環境が複雑化・多様化しており、

学校に求められる役割が拡大するとともに、授

業改革等への対応も求められている中、教員の

長時間労働の改善が大きな課題となっておりま

す。

学校現場における業務の効率化には、管理職

の強いリーダーシップが不可欠でありますこと

から、私も小中高の校長等に対して、機会ある

ごとに、部活動の休養日の設定など、教員の多

忙化解消の取り組みを強く訴えているところで

ございます。今後とも、国の動向を踏まえ、市

町村教育委員会、学校と連携しながら、「教職

員の働きやすい環境づくりプログラム」を中心

に、さまざまな取り組みを着実に実行していく

ことで、教員一人一人がやりがいや充実感を感

じながら、その能力を発揮できる環境づくりに

全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○岩切達哉議員 例えば、生徒指導に関する負

担感の大きさという課題を捉えて、スクール

ソーシャルワーカーの人員、またはスクール

ソーシャルワーカーの活動時間を拡大してい

く、そういう方針をお持ちのようでありますか

ら、ぜひ関係部局とも協議をいただいて、その

実現を図っていただき、教員は教員の任務、そ

ういうふうになっていくような学校をつくって

いただきたい。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、話題を変えまして、県土整備部長に質

問をさせていただきます。県道９号といいます

と宮崎西環状線でありますけれども、今、古城

工区に取りかかっていると思いますが、その整

備状況と、整備後の将来交通量予測をどのよう

に想定しているか伺いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県道宮崎西

環状線は、宮崎市の中心市街地の渋滞緩和や走

行時間短縮による利便性の向上を図るために整

備を進めておりまして、これまでに、平和が丘

から北川内町までの延長約10.6キロメートルが

完成しているところであります。これにつなが

る古城工区につきましては、北川内町から古城

町までの延長約1.2キロメートルを整備中であり

まして、現在、約３割の用地を取得しており、

ことし３月には、一部工事にも着手したところ

であります。

古城工区の将来交通量につきましては、宮崎

西環状線が源藤町の国道220号までつながるとい

う条件のもとで推計しておりまして、１日当た

り約１万8,000台となっております。

○岩切達哉議員 源藤までつながるには、

ちょっと時間がかかるような気がするんです

が、269号線につながるのは、そんなに未来では

ない、早いというふうに思います。

古城工区が整備されますと、交通量は当然増

加する。さらには、将来の将来ですが、源藤ま

でつながれば１万8,000台。西環状線は生目台団

地を横断しております。また、西環状線がつな

がる269号線は池田台団地を通過しております。

それぞれ生活の場なんですけれども、通過する

団地での騒音対策というのはどのようにお考え

なのか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 道路におけ

る騒音につきましては、環境基本法に基づき、

地域の区分や時間帯により環境基準値が定めら

れております。現在整備中の古城工区が完成し
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ますと、交通量が現在よりも増加することが考

えられますことから、騒音が基準値を上回る状

況になる場合には、必要な対応を行ってまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 適切な対応をいただけるとい

うことだと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

次に、随分古いんですが、昭和53年の宮城県

沖地震で、18人がブロック塀の倒壊で命を落と

しているという記事がありました。さらに、昨

年の熊本地震では、益城町で、倒壊したブロッ

ク塀の下で29歳の男性が亡くなっておられま

す。ブロック塀は本来、建築基準法に定められ

た工事をしなければなりませんけれども、現状

は、基準を満たしていない危険なブロック塀が

多いのではないかと思っております。震災時の

倒壊で道路を塞ぐということもあると思います

けれども、宮崎県建築物耐震改修促進計画とい

うものの中で、ブロック塀というのはどんな位

置づけになっているか、お聞かせください。

○県土整備部長（東 憲之介君） 宮崎県建築

物耐震改修促進計画は、「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化

を一層促進することを目的に平成18年度に策定

したものでありまして、平成27年度には、平

成28年度からの10年間を計画期間とする改定を

行っているところであります。本計画の中で

は、建築物の耐震化の促進について定めている

ところでありますが、過去の地震の被害状況か

ら、ブロック塀の安全対策につきましても、県

と市町村が連携して、所有者等に必要な対策を

講じるよう指導等を強化していくこととしてお

ります。

○岩切達哉議員 調べましたら、全国では、ブ

ロック塀改修に補助を出すという市町村もござ

いました。積極的な対策を行っているようなん

ですけれども、今後、県や県内市町村におい

て、ブロック塀倒壊防止対策にどのようなこと

を行っていくか、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） ブロック塀

の倒壊防止対策に関する現在の取り組みとしま

しては、古いブロック塀の点検項目や適合しな

い場合の改修の必要性について記載されたパン

フレットを、県、市町村及び建築関係団体の窓

口のほか、住まいや防災に関するイベント等に

おいて、配布して周知を行っているところであ

ります。ブロック塀の安全対策につきまして

は、地震時における歩行者等の安全や緊急車両

の通行を確保するために大変重要であると考え

ておりますので、木造住宅を初めとする建築物

の耐震化とあわせて、より一層の啓発を行って

まいりたいと考えております。

○岩切達哉議員 建物の耐震性を高めると同時

に、ブロック塀に注目していただくということ

が大事だなと思っておりますので、関心を持っ

て見守っていきたいと思っております。

最後の項に入りますが、子供の福祉について

４点ほど伺います。

子供は予防接種をさまざま受けるんですけれ

ども、法定のもの、任意のものとございます。

任意のもので、特に最近流行するロタウイル

ス、さらにはおたふく風邪について、市町村に

よっては助成が行われていると聞いております

けれども、現状はどうなっておりますでしょう

か。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 予防接種を希

望する保護者の経済的負担を軽減するために、

自己負担の一部を助成している市町村でござい

ますが、平成29年度におきましては、ロタウイ
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ルスが15、おたふく風邪が18市町村でありま

す。なお、県では27年度から、感染症の発生や

流行の予防を通して、子供たちの健やかな育ち

を支えるため、助成している市町村に補助を行

う「愛の予防接種助成事業」を実施していると

ころであります。

○岩切達哉議員 助成がない自治体で、その子

供の属する家庭の経済力で、予防接種を受け

る、受けないということではないほうが望まし

い。ぜひ、どこの町に住んでいても、予防接種

を受けたいなというときには、それなりの援助

がいただけて、しっかり受けることができると

いう体制が必要と思っておりますけれども、ロ

タウイルスが15、おたふく風邪は18ということ

でありますけれども、県として、今後どのよう

に対応されていくかお聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 愛の予防接種

助成事業の開始後、任意の予防接種に対する助

成を行う市町村は年々増加してきておりまし

て、今後も各種会議等を通じまして、補助制度

の積極的な活用を働きかけてまいりたいと考え

ております。また、厚生労働省が平成26年３月

に策定しました「予防接種に関する基本的な計

画」では、おたふく風邪とロタウイルスの予防

接種に対して、国が必要な措置を講じる必要が

あるとしておりますことから、これらを早期に

定期接種へ位置づけるよう、今後もさまざまな

機会を活用して、国に要望してまいりたいと考

えております。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。

続いて、子供への暴力の問題について取り上

げさせていただきます。厚生労働省は「愛の鞭

ゼロ作戦」を進めることとなりましたけれど

も、福祉保健部長に、この「愛の鞭ゼロ作戦」

についての認識をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「愛の鞭ゼロ

作戦」は、「子供のしつけには体罰が必要であ

る」といった誤った認識・風潮を社会から一掃

することを目的として、厚生労働省の研究班が

作成した啓発リーフレットにおいて示された、

体罰によらない育児を推進するための取り組み

でございます。親から子供への体罰や暴言が虐

待へとエスカレートしてしまう可能性や、子供

の脳の発達に深刻な影響を及ぼすおそれがあ

る、こういったこれまでの研究結果を踏まえた

内容となっております。

国からは、平成29年５月15日付でリーフレッ

トの送付がありましたので、各市町村の児童福

祉・母子保健主管部署への周知を行ったところ

でございます。

○岩切達哉議員 ３月４日に開かれました県主

催の講演会がございまして、こども家庭課の担

当なんですけれども、講師の森田ゆりさんのお

話しされた内容で、「深刻な身体的虐待の大半

は、しつけという名目で行われる体罰がエスカ

レートしたもの」ということでした。「日本に

体罰を許容する考えが強く残っている状況で、

虐待をなくすために体罰を許さないという意識

の浸透が重要だ」とお話しされました。部長

は、虐待をなくしていくために御奮闘される立

場でありますけれども、この考えについていか

が受けとめられるか、お聞かせください。

○福祉保健部長（畑山栄介君） これにつきま

しては、全国的に児童虐待対応件数は増加傾向

にありますことから、国の法律の制度のほうで

も、昨年度改正されました児童福祉法などで、

相談窓口の充実など、児童虐待の発生予防のた

めの取り組みが強化されるとともに、親権者に

よる児童のしつけに際しては、必要な範囲を超
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えて懲戒してはならないといった旨が明記され

たところでございます。県としましても、児童

に対するしつけを名目とした体罰を抑止します

ことは、児童虐待の発生予防とともに、子供の

健やかな育成のために有効であると認識してお

ります。

○岩切達哉議員 子供への体罰は、世界50カ国

以上が法律で全面的に禁止しているということ

になっておるようであります。体罰は虐待につ

ながっていく、そういう心配があるだけではな

くて、子供の脳の発達に深刻な悪影響を及ぼす

ことが明らかになったんだということが伝えら

れております。

先ほどの森田先生によれば、スウェーデンで

の体罰禁止は1979年にスタートし、その結果と

して、窃盗、麻薬犯罪、少年の間での暴行、強

姦にかかわる件数が減少した、また、若者の自

殺、アルコール及びドラッグの使用も減少した

ということが明らかになっていると。フィンラ

ンドの研究では、1983年の体罰禁止以来、あら

ゆる体罰及びそのほかの、親の子供に対する暴

力行為が減少しており、身体的罰の減少が、殺

害される子供の数の減少に結びついているとい

う調査結果が明らかになっているということで

あります。

日本で今、夫婦間ＤＶ、または恋人間のデー

トＤＶ、さらには先ほど来の虐待、もう一つ

は、子供が、自尊心、自己愛的な思いが低いと

いう日本の統計調査も出ております。日本で話

題になっているもののほとんどにおいて、愛の

むちという言葉のもとに行われてきた体罰とい

うものが影響しているように私は思っておりま

す。

体罰というと、どのような場合であっても、

大人に対して行われたら、それは異常であり、

違法となる、殴る、ひねる、縛る、そういう行

為が行われているわけです。大人が大人にする

と、それは罪になるけれども、弱い立場にある

子供に対しては、愛のむちだということで、認

知・許容されるという考えを変えなくてはいけ

ない、そういうことを訴えているものでありま

す。

児童相談所全国共通ダイヤルが、189（いち早

く）ということで設定され、今、虐待通告件数

が、増加傾向、対応する現場では大変苦慮され

ている様子であります。まずは、体罰、虐待の

芽になるものをなくしていくことが大変大事だ

というふうに思っています。

厚生労働省が「愛の鞭ゼロ作戦」ということ

で発表されました。愛のむちという表現が人の

口々に上って、それの是非論を議論いただい

て、まだ中には「げんこつ食らわせればいっ

ちゃが」というような子供のしつけ観が一定あ

るだろうと思いますし、大きい声で子供を叱り

つけるという場面もあると思うんですけれど

も、そういったことが子供にどんな影響を及ぼ

すか、その後の社会の問題として、愛のむちと

いうものを考えていくことが、これからは必要

だろう。

虐待がふえるから対応職員をふやすというの

も当然必要なんですが、虐待を予防するという

政策もしっかり打っていく必要があるというふ

うに思っています。私としては、宮崎県は「愛

の鞭ゼロ宣言」をするんだと、そういう姿勢で

施策を進めてほしいなと思っておりますけれど

も、部長の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 児童虐待の防

止のためには、早期発見・早期対応とともに、

発生予防の取り組みが大変重要でございまし
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て、かつ、また有効であるというふうに認識し

ております。このため、市町村などの関係機関

とも連携しながら、国から送付のありました

「愛の鞭ゼロ作戦」の啓発用のリーフレットも

活用し、体罰によらない育児を推進してまいり

たいと考えております。

○岩切達哉議員 ぜひお進めいただくようお願

いして、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の田口でございます。私はこの６月定例県議

会初日に、 原議長より県議会議員10年勤続の

表彰をいただきました。この表彰式には、勤

続30年の緒嶋議員と、私と同期で初当選をいた

しました５人の議員とともに表彰されました。

そのときに伺いましたが、緒嶋議員は、村会議

員、町議会議員時代も通算すると、何と52年勤

続になるそうです。半世紀以上も政治の世界に

身を置いて、県勢発展に御尽力いただいており

ますことに敬意を表します。私も県勢の発展に

少しでも貢献できますよう、初心を忘れること

なく、精進してまいります。

さて、本日も傍聴に延岡より来ていただいて

おりますが、本日は午前中より傍聴しており、

これで４時間目になります。また、渡辺創議員

の後援会会長にもお越しいただいております。

ありがとうございます。皆さんにきょう来てよ

かったなと思っていただけるような質問になれ

ばと思っております。もう少しのおつき合いを

よろしくお願いします。

さて、今年度より林野庁が実施する「林業成

長産業化地域創出モデル事業」の林業成長産業

化地域に延岡・日向地域が選出されました。全

国で45地域の応募に対し、16カ所がモデル地域

として指定され、そのうち九州では、延岡・日

向地域、大分県の日田市地域、鹿児島県の大隅

地域の３カ所が選ばれました。事業期間は５年

です。知事を初め、御尽力賜りました関係者の

皆様に感謝申し上げます。再造林の工夫等によ

り、持続的な資源循環型林業のモデル構築を目

指して、森林所有者の経済的な負担軽減を図る

再造林バンクや林業担い手を確保するための人

材バンクの設置、伐採から造林までの一貫作業

マニュアルの作成などに取り組む事業のようで

す。多くの雇用や地域の活性化につながってほ

しいと思っています。

それでは質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

地元の宮崎日日新聞が東九州新幹線の整備の

賛否について、県内の市町村長と県議会議員に

アンケート調査した結果が、４月の紙面で一覧

表になって公開されました。市町村長は、「新

幹線の整備は、九州の一体的な発展が図られ

る」「沿線の都市開発や観光振興への寄与など

が期待できる」等々、建設に積極的な傾向があ

り、建設反対は一人もいませんでした。逆に県

議会議員は、39名中、賛成が３分の１の13名、

どちらとも言えないが21名、反対が５名とい

う、消極的というか、慎重な姿勢が見られまし

た。それは、人口減少が進む中、新幹線整備に

大きな財政負担を伴うこと、在来線が第三セク

ター化されることや、在来線の存続を懸念する

意見が相次いだようです。

九州新幹線の開通で、鹿児島県では、観光客

の増加や地域経済の活性化等が言われておりま

すが、在来線の鹿児島本線の八代と薩摩川内市

間は、地元自治体９県市町が株主となり、第三

セクター「肥薩おれんじ鉄道」となり、利便性
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が大きく低下し、財政的にも大きな負担となっ

ています。そこで、このアンケート調査の結果

をどのように受けとめているのか、知事の御感

想を伺います。

また、河野知事は、東九州新幹線鉄道建設促

進期成会の会長をしております。建設促進期成

会の最近の活動が余り聞こえてきませんが、知

事御自身は新幹線の整備についてはどうお考え

か、お伺いいたします。

次に、平成38年に開催予定の２巡目宮崎国体

の施設整備について伺います。県は、開会式な

どのメーン会場となる陸上競技場と体育館、そ

してプールの県営の３施設を新たに建設するこ

ととしました。そして、その候補地が絞り込ま

れ、陸上競技場を宮崎市と都城市山之口町、体

育館は宮崎市と延岡市、プールは宮崎市内の２

カ所となりました。私の勘違いで、５月中に結

論を出すものと思っていましたが、今年度の早

い時期に決めるということのようです。

延岡市や都城市、そして宮崎市などの関係者

が、知事に要望書を出されています。これまで

も何度も申し上げていますが、本県の県営ス

ポーツ施設は全て宮崎市内に存在します。全国

的に見ても極めてまれなケースで、県内に適正

配置という面では、余りにもいびつな状況で

す。県有主要３施設の整備候補地について、選

定に時間を要しているように思いますが、施設

整備に関する知事のお考えを伺います。

次に、４月に御就任された両副知事にお伺い

します。

既に就任後２カ月半が経過いたしました。郡

司副知事は農政の専門家として県庁に入られ、

そして、そのほとんどを農政部門で過ごされて

きました。まさに農政のスペシャリストです

が、今度は県内全域、県政全体を見ることにな

ります。郡司副知事に、今後４年間の河野県政

を支えていく上でどのようにお考えになってい

るか、お伺いいたします。

鎌原副知事には、内田前副知事に引き続き、

国土交通省から宮崎にお越しいただきました。

初めての地方への出向とお聞きしています。本

県のおくれている高速道路を初めとするインフ

ラ整備に力を発揮していただくことを期待いた

します。鎌原副知事にも、今後、河野県政を支

えていく上でどのようにお考えになっている

か、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終了し、以下は質問

者席からとり行います。（拍手）〔降壇〕

○知事(河野俊嗣君)〔登壇〕 お答えします。

まず、宮崎日日新聞のアンケート結果につい

てであります。先般のアンケート結果では、観

光振興や地域間の格差解消などを期待する意見

がある一方、財政負担や並行在来線の存続を心

配する意見もあることが報道されたものと承知

しております。こうした意見につきましては、

一昨年度に実施しました東九州新幹線に関する

調査結果を議会や市町村に御報告した際にもい

ただいたところでありまして、東九州新幹線の

整備に当たりましては、県内において、さまざ

まな御意見があるということを改めて認識した

ところであります。

次に、東九州新幹線に関する私の所感につい

てであります。大都市圏から遠隔地にある本県

にとりまして、主要都市間を結ぶ高速交通網の

整備は、取り組むべき重要な課題であり、新幹

線整備は、その中の選択肢の一つであると考え

ております。また、新幹線の整備につきまして

は、これまでの事例から、数十年という長い時

間軸で取り組むべき長期的な課題であるとも認

識しております。
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県としましては、今後、次の整備計画路線に

ついて議論される段階になった場合において、

他の基本計画路線に取り残されないようにする

ことが重要であると考えております。このた

め、東九州新幹線につきましては、可能性を将

来につなぐという観点から、整備計画への格上

げに向けて、声を上げ続けていくことが必要で

あると考えております。

最後に、国体に関連して、県有主要３施設の

整備候補地についてであります。２巡目国体に

向けた県有主要３施設の整備につきましては、

それぞれ２カ所、候補地の絞り込みを行い、２

月定例県議会で御報告いたしましたとおり、県

としましては、今年度の早い時期に方針を固め

るべく、検討を進めてきたところであります。

これまで、関係市や競技団体からも施設整備

に関する要望をいただいており、また、関係市

との協議や民間との連携・協力のあり方などの

検討など、引き続き慎重に進めているところで

あります。これらの施設につきましては、９年

後の２巡目国体、また、全国障害者スポーツ大

会のみならず、その先のスポーツランドみやざ

きのさらなる発展のために、非常に重要な位置

づけの施設であるというふうに考えておりま

す。最終的な整備地につきましては、県の財政

負担や将来の地域振興など、さまざまな要素を

総合的に勘案しながら、できるだけ早い時期に

決定していきたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○副知事（郡司行敏君）〔登壇〕 お答えしま

す。

今後の取り組みについてであります。本県は

本格的な人口減少社会を迎えており、将来を見

据えた地方創生の取り組みや産業の振興、さら

には中山間地域対策など、取り組むべき多くの

課題に直面しております。こうした課題に的確

に対応していくためには、まずは、県職員の力

を結集し、最大限の成果を出せるようにしてい

くことが必要であり、私は、私のこれまでの県

職員としての経験も生かしながら、その取りま

とめ役としての役割をしっかり担っていきたい

なと考えております。

同時に、県議会の皆様を初め、市町村や関係

団体、県民の皆様との連携・協力も不可欠であ

ると考えておりますので、こうした方々との調

整役としての役割もしっかり果たしていきたい

と考えております。

また、私は、今後の県勢発展を考えた際に、

若い人たちが将来に夢や希望を持って働くこと

のできる環境づくりが特に重要であると考えて

おりますので、産業の振興を通じた地域経済、

雇用の底上げなど、知事が目指される「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」の実現に向けて、各種

施策の推進につきましても、知事を全力で補佐

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○副知事（鎌原宜文君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今後の取り組みについてであります。私は国

土交通省の出身でありますので、まずは、議員

からも御指摘がございましたが、県民の期待が

非常に大きいと感じております高速道路の早期

整備や、南海トラフ巨大地震等に対する防災・

減災対策の促進について、国への働きかけなど

を含め、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、それ以外の分野につきまし

ても、これまで国で培いました行政経験、知

識、人脈などを最大限活用するとともに、地域

の声に耳を傾け、関係する方々と丁寧な議論を

行いながら、しっかりと取り組んでまいりたい
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と考えております。

私は４月の就任以降、県内各地を訪問させて

いただいておりますが、県外出身の私から見

て、宮崎県の有する魅力、ポテンシャルはすば

らしいものがたくさんあるというふうに感じて

おります。今後は、この宮崎を第二の故郷と考

えまして、知事の補佐役として、郡司副知事と

もしっかりと連携しながら、本県のさらなる成

長・発展に貢献できるよう、誠心誠意全力を尽

くしてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○田口雄二議員 新幹線は、明るい話題は大き

く報道されますが、在来線の厳しい状況になっ

たところは表に出ません。ＪＲ九州が株を上場

したことで、在来線の維持もさらに厳しい環境

になってきました。新幹線整備はさまざまな角

度から御検討いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

さて、国体施設整備ですが、各自治体から、

またスポーツ団体等からたくさんの要望が届い

ており、判断を下すのに困惑されているのかも

しれません。しかし、全てが１カ所の自治体に

集中していることは納得いきません。東京一極

集中を地方が批判しますが、宮崎県内でも全く

同じことが行われてきました。延岡市長は、市

が応分の負担をしてでもつくるべきだと強い決

意も示しています。スポーツ拠点施設の分散配

備、スポーツを核とした均衡ある地域振興を考

慮して、御検討をよろしくお願いいたします。

郡司副知事におかれましては、これまで本県

の基幹産業である農業のスペシャリストとして

御尽力いただきました。この間には、口蹄疫や

鳥インフルエンザなど、本県を揺るがした大事

件もありましたが、もちろんこれらの対策は今

後も万全を期さなければなりません。本県は人

口が109万人を切り、人口減少を少しでも食いと

め、厳しい財政の中での地方創生を図っていか

なければなりません。これまでの経験を県勢発

展に生かしていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

鎌原副知事、初めての答弁ありがとうござい

ました。ここ数年で県内の高速道路は急速に建

設が進み、ついに宮崎市と北九州市が昨年４月

につながりました。人や物の流れが大きく変わ

り、四国や中国地方のナンバーもよく見かける

ようになりました。片側１車線であるにもかか

わらず、高速道路のもたらす効果を実感してい

ます。細島港も重点港湾に指定され、整備が進

み、使い勝手のいい港になりつつあります。ま

た、２月に石井国土交通大臣が、延岡南道路の

料金体系の見直しを検討するように事務方に指

示しました。効果の出るような値下げと、残る

東九州道の県南地区と九州中央道の早期完成に

御尽力をよろしくお願いいたします。

次に、県内就職率の向上に向けた取り組みに

ついて伺います。

先ほども話しましたが、４月時点で県内の人

口が109万人を切ってしまいました。最多のとき

と比べると、８万人減少しています。また、昨

年の出生数が全国で100万人を切り、人口減少は

深刻さを増してきています。今年度から県内に

就職を進める事業がスタートしました。今後の

地域や産業の担い手を確保し、本県経済の活性

化による真の地方創生の実現を図るため、県内

企業に就職した大学生等の奨学金の返還を産業

界とともに支援する事業です。この奨学金返還

支援事業の現在の取り組み状況について、総合

政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 地方創生の実

現、人口減少対策の観点から、お話にありまし
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たように、若者の県内定着が重要な課題となっ

てきておりますが、多くの学生が奨学金の貸与

を受ける中、奨学金の返還負担の軽減のため

に、独自に返還支援を行う企業もあらわれてき

ているところであります。このような中、本県

におきましては、今年度から新たに、本県の将

来を担う産業人財の確保を図るため、県内企業

とともに、奨学金の返還支援を行うこととして

いるところであります。

この事業では、返還支援額の４分の３を県

が、残りの４分の１を実際に雇用する企業に負

担していただくこととしておりまして、６月末

を期限に、本事業に登録し返還支援を行う企業

を募集しているところであります。現在、一社

でも多くの企業に参加していただくため、ＰＲ

チラシの送付のほか、ホームページへの掲載や

ＳＮＳの活用、関係団体等への説明など、さま

ざまな手法で広く周知を図っており、多くの企

業から問い合わせや、若者の県内定着を図る上

で有効な制度であるとの御意見もいただいてい

るところであります。

○田口雄二議員 この事業は、県民も、また人

材確保の面からも、企業の関心が高いようで

す。奨学金返還支援事業における具体的な支援

内容について、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） この事業でご

ざいますが、公務員を除く全ての業種を支援対

象としておりまして、奨学金の返還額の２分の

１以内で、６年制大学であれば総額150万円、４

年制大学であれば100万円、短期大学であれば50

万円を上限として支援するものであります。ま

た、支援に当たりましては、職場への定着を促

す必要もありますことから、就職後１年目、３

年目、５年目の３回に分けまして支給すること

としております。

支援の対象者数につきましては、今年度は、

来年度就職予定者40名を対象とするほか、将

来、本県で就職することを条件に、無利子奨学

金の貸与を受けることとなります、進学予定の

高校３年生40名程度を支援対象の候補者として

決定することとしているところであります。

○田口雄二議員 40名が支援対象となるようで

すが、奨学金の返還額の２分の１、つまり半分

まで負担するというのは、学生側から見れば実

にありがたい事業となります。ただ、いい制度

でも、学生が知らなければ活用されないことも

考えられます。今後、学生等に対する制度の周

知にはどのように取り組むのか、部長にお伺い

します。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 今後は、現在

募集しております、先ほど申し上げました支援

企業の認定を行った後、速やかに支援対象者の

募集を行うこととしております。学生等への周

知につきましては、県内外の大学等へのＰＲチ

ラシの送付やホームページへの掲載、ＳＮＳの

活用など、さまざまな方法で広く行うほか、保

護者等を対象とした説明会についても開催する

こととしているところであります。このような

取り組みを通じ、学生や企業に対するこの事業

の内容の周知はもちろんのこと、宮崎のよさや

県内企業の魅力を効果的に伝えまして、若者の

県内定着につなげてまいりたいと考えていると

ころであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。６月

いっぱいが企業の申請書提出期限ですが、この

質問をする時点で、もう10社ほど申請書が来て

いるとのことでした。もちろんこれからも申請

書が上がってくるものと思います。この制度

で、企業の皆さんと連携がとれ、県内就職に弾

みがついてくれれば、ありがたいことだと思っ
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ております。

次に、県が開催する県内就職説明会について

質問します。県は、県内企業就職希望者や来春

卒業予定者と県内企業の出会いの場を提供する

宮崎県就職説明会をこれまで開催してきまし

た。ことしも８月に、延岡、小林、都城の３会

場で実施予定です。若者の県外流出に歯どめが

きかず、県内の企業は人材確保が喫緊の課題と

なっており、延岡の企業の社長からも、この就

職説明会に対する期待と心配の声が届きました

ので、お伺いいたします。県が開催する県内就

職説明会の参加企業はどのように募集している

のか。また、申し込み状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 県内就職

説明会につきましては、労働局が中心となり宮

崎市で開催するものや、市町村が単独で開催す

るものなどもございますが、お尋ねの県が市町

村等との共催により開催する就職説明会につき

ましては、議員お話しのとおり、例年、帰省時

期に合わせて、８月に開催しており、本年度

は、都城、延岡、小林の３市で開催することと

しております。

参加企業の募集に当たりましては、商工会議

所連合会など主要経済団体や参加実績のある企

業等に対し、案内文書を送付いたしますととも

に、県庁ホームページや新聞、テレビなど各種

広報媒体を活用し、広く募集しております。本

年度の申し込み状況につきましては、都城が73

社、延岡が77社、小林が47社の合計で延べ197社

から申し込みをいただいております。

○田口雄二議員 中小企業が中心の本県におい

ては、この就職説明会に向けて、限られた社員

の中で、資料等の作成等、時間をかけて用意し

ております。しかし、応募企業が受け入れ可能

数を超えたときに外されるのではないか、心配

の声が届いています。応募企業が受け入れ可能

数を超えたときには、どのような基準で参加企

業を選出しているのか、同じく部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域産業

を担う人材の確保が大きな課題となっている中

で、県内企業の採用意欲が高まってきておりま

す。こういう中で、就職説明会には、大変多く

の企業から参加申し込みをいただいておりま

す。このため、会場のスペースの関係もござい

まして、参加申し込みが受け入れ可能枠を上回

る状況も出てきております。

その場合の選定方法といたしましては、ま

ず、事業所または勤務地が開催地域内にある

か、２つ目が、「仕事と家庭の両立応援宣言企

業」など働きやすい職場づくりに積極的に取り

組んでいる企業であるか、３つ目といたしまし

て、全体として業種のバランスがとれているか

を考慮の上、開催先の自治体と協議を行い、参

加企業を決定することといたしております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

それでは、昨年度の県内就職説明会の参加者

数と就職決定者数を、同じく部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 昨年度に

つきましても、都城、延岡、小林の３市で開催

しておりまして、参加者数は、都城78名、延

岡83名、小林27名の合計188名となっておりま

す。また、参加企業への就職決定者数につきま

しては、都城９名、延岡15名、小林３名の合

計27名となっており、参加者の就職決定率は

約14％で、２年連続で上昇しております。

就職説明会につきましては、県内企業にとっ

ても、求職者にとっても、貴重な出会いの場で
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あると考えておりますので、より多く参加して

いただけるよう、今後とも、開催自治体や労働

局とも相談しながら、開催方法や広報活動など

について、さらに工夫を重ねてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 各地区の就職説明会には、多

くの企業が参加していただいておりますが、現

場に訪れる学生の数がちょっと寂しいような気

がします。参加企業からも、もっと参加者数を

ふやしてほしいとの要望もあるようですが、参

加者数の増加に向けての取り組みを、同じく部

長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 参加企業

からは、当然のことでございますけれども、１

人でも多くの参加者にブースを訪問してほしい

という声をいただいており、県といたしまして

も、就職説明会の参加者確保に力を入れている

ところでございます。

過去の参加者へのアンケート結果によります

と、ハローワークや大学、保護者から開催情報

を入手した方が多いことから、就職説明会の周

知に当たりましては、ポスター、チラシを各ハ

ローワークや県内外の大学へ発送いたしますと

ともに、コンビニやスーパー等への掲示をお願

いしているところであります。

また、県庁ホームページやラジオ、新聞など

の広報媒体の活用、フェイスブックなどのＳＮ

Ｓによる発信のほか、今年度、新たにテレビＣ

ＭによるＰＲも実施することとしております。

今後とも、市町村や労働局等とも連携し、より

多くの参加者に来場していただけるよう、積極

的な広報活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 人材確保は、特に中小企業は

力を入れても、なかなかいい人に行き着きませ

ん。一人でも多くの学生との接点を設けていた

だきますよう、参加者の確保をよろしくお願い

いたします。

次に、観光行政について質問いたします。

宮崎空港の利用者が９年ぶりに300万人台に回

復したとの報告をお聞きしました。前年より2.4

％増の306万1,362人となり、国際線は熊本地震

の影響で減少しましたが、ＬＣＣピーチ・アビ

エーションの１年を通しての運航等により、国

内線が増加したようです。国際線も熊本地震の

影響は薄らいできたようですので、今年度はさ

らに増加してくれるのではないかと期待してい

ます。

海外経済戦略対策特別委員会の際にも申し上

げましたが、インバウンド対策としての取り組

みを伺います。本年の１月に九州中央３県（熊

本・大分・宮崎）議員連盟の今年度の総会に出

席しました。総会、基調講演会、そして意見交

換会も終了し、大分の県議の皆さんと、高千穂

神社の神楽殿で行われる高千穂町観光協会が実

施している高千穂神楽を見てまいりました。

毎晩８時から各集落の神楽の舞手が交代で奉

納する本格的な舞で、所要時間も１時間とちょ

うどいい時間です。しかし、冷え込む１月、し

かも平日ということもあり、それほどお客さん

はいないのではないかと思っていましたら、意

に反して、60名ほどの入りではなかったかと思

います。それも驚いたことに、その半数近くが

香港、台湾の観光客ではないかと思う若い人た

ちでした。日本人の私たちが見てもなかなかよ

く理解できない神楽を、外国の若い世代がたく

さん写真を撮ったり、その見る姿勢も真剣その

もので、その光景を見ていて実にうれしく思っ

たものでした。

香港や台湾の人々は何度も日本に足を運ぶリ
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ピーターが多く、東京―京都―大阪のゴールデ

ンルートを何度か経験した人たちが、日本の地

方へ足を延ばし始めました。残念ながら、神楽

の開催時には英語のアナウンス等はありません

でした。県内の観光地に訪れた観光客が国に

帰って、自国の人たちに宮崎や高千穂のよさを

きちんと伝えてくれるおもてなしができている

のか、ちょっと不安です。県内有数の観光地で

ある高千穂において、多言語化など、外国人に

対しどのようなおもてなしを行っているのか、

商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高千穂町

におきましては、訪れる外国人に高千穂の魅力

を十分理解していただけるよう、さまざまな取

り組みを行っておられます。具体的には、英

語、中国語、韓国語による観光パンフレットの

作成や、今お話があった高千穂神社におきまし

ても、神楽の説明チラシを作成しておりますほ

か、Ｗｉ―Ｆｉ環境の整備や、観光案内所への

英語を話せるスタッフの配置などを行っておら

れます。

また、町内の観光関係者で国際化支援委員会

を組織し、携帯電話による町民と外国人とのコ

ミュニケーションの支援や、宿泊施設等のス

タッフを対象に外国人を想定した接客研修な

ど、特徴的な取り組みも行われております。県

といたしましても、本県を訪れた外国人旅行者

が快適に観光を楽しめますよう、市町村等と連

携しながら、受け入れ環境の充実に努めてまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。思っ

た以上に多言語対応がなされているようで、さ

すが県内一の観光地だと安心いたしました。今

回あえて高千穂を例に出したのは、それが県内

のお手本になるからです。つくったパンフレッ

ト等が有効活用されますよう、よろしくお願い

いたします。

また、私は、ほとんど高速道路を使って県議

会に参ります。途中かなりの確率で香港のＥＧ

Ｌツアーズの専用バスとすれ違います。ＥＧＬ

ツアーズの袁社長は、本県のみやざき大使にも

御就任いただいております。宮崎に来た人がみ

んなリピーターになっていただくようなおもて

なしをしてまいりましょう。

先月、会派で徳島県の鳴門金時の調査をした

際、徳島市の阿波おどり会館に行って、観光阿

波おどりを見てきました。28の連（いわゆる28

のチーム）が毎日交代で阿波おどりを見せてく

れるもので、高千穂の神楽と同様の運営です。

この日はアメリカからのお客さんが団体で来

ており、一糸乱れることのない見事な女性の踊

りとコミカルな男性の踊りを堪能し、途中から

は観客も踊りに参加する体験型で、みんな汗を

かきながら踊っていました。多言語対応も含め

て、非常に参考になる出し物でした。県庁の皆

さんも徳島に出向きました折には、参考になる

ことは間違いありません、ぜひごらんくださ

い。特に踊る女性の皆さんの色っぽいのには驚

きです。必見の価値ありです。

次に、明治維新から150年となる来年のＮＨＫ

大河ドラマが、薩摩の偉人、西郷隆盛の生涯を

描く「西郷（せご）どん」になりました。「篤

姫」以来、10年ぶりに鹿児島を舞台にした大河

ドラマとなり、鹿児島県では早くも関心が高ま

り、観光客増加の期待も膨らんでいるようで

す。西郷さんの晩年の西南の役は、宮崎県で多

くの歴史を刻んでいます。

原作は人気作家の林真理子さん、脚本は「ド

クターＸ」や「ハケンの品格」「花子とアン」

など視聴率の高いドラマを手がけた中園ミホさ
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んで、このお二人は２年前に開催された「エン

ジン01文化戦略会議オープンカレッジｉｎのべ

おか」に来ていただいております。特に林真理

子さんは、エンジン01の実行委員会の大会副委

員長でもあり、何度も延岡に来ており、西郷ゆ

かりの地にも足を運んでいただいております。

西南の役の和田越えの決戦は、薩軍の総大将

西郷と新政府軍の指揮をとった山縣有朋が、と

もに戦場で陣頭指揮をした唯一の場所です。大

河ドラマ「西郷どん」で本県が取り上げられる

よう、県としてどのように取り組んでいるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 「西郷

（せご）どん」につきましては、延岡市を初め

関係市町村においても、いろいろと要望活動を

行っておられますけれども、県におきまして

は、本年１月、知事が延岡市長、日南市長とと

もにＮＨＫを訪問し、可愛岳（えのだけ）を背

に薩軍が本陣を構えた逸話や、西郷公の妻イト

さんが、息子である西郷菊次郎を見舞いに来た

というエピソード、また、日南隊の隊長であっ

た小倉処平の生涯などを紹介し、ぜひドラマの

中で取り上げていただけるよう要望を行い、Ｎ

ＨＫ側にも大変興味を示していただいたところ

であります。

大河ドラマの舞台になりますと、認知度向上

による観光客の増加や地域活性化に大きな効果

が期待できますことから、引き続き、関係自治

体と連携しながら、ドラマで本県を取り上げて

いただけるよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 西南の役があった明治10年

は、宮崎県は存在しておらず、鹿児島県でし

た。その薩軍の飫肥隊隊長として参戦したのが

小倉処平です。小倉処平はこの戦いで負傷し、

北川町俵野で自刃しています。つまり亡くなっ

ております。そのこともあり、延岡の観光協会

や日南市の観光協会も一緒になって、ＮＨＫに

要望活動を行っております。延岡市の松坂元教

育長の息子さんは、ＮＨＫの経営企画局長でい

らっしゃるそうで、お力をいただかねばならな

いと思っております。

先日、鹿児島市役所に、この大河ドラマに関

して調査に伺ってきました。「篤姫」は大河ド

ラマに取り上げられて、それほどでもなかった

県民の認知度も格段に上がったそうです。本県

でも取り上げられれば、観光に大きく寄与して

くれるものと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。

次に、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの

登録について質問いたします。ユネスコエコ

パークは、生態系の保全と持続可能な利活用の

調和（自然と人間社会の共生）を目的に、1976

年からユネスコが始めた事業です。登録地点

は、地域の豊かな生態系や生物多様性を保全

し、自然に学ぶとともに、文化的にも経済・社

会的にも持続可能な発展を目指すモデルとし

て、国際的にも注目されます。

国内外への情報発信力の強化による地域活性

化、世界基準の認定によるブランド価値の向

上、環境教育、研究の拠点としての活用など

が、登録により期待される効果です。県内では

既に綾町が平成24年に登録されています。祖母

・傾・大崩ユネスコエコパークの登録が決定し

た場合、このブランドを活用して、今後、地域

の活性化にどのように取り組んでいくのか、総

合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークについてでございます

が、日本時間では本日の夕方から夜にかけてに
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なりますけれども、フランスのパリにあるユネ

スコ本部で開かれる会議において、最終的な審

査が行われる予定でありますが、必ずや登録さ

れるものと信じて朗報を待っているところであ

ります。

今後の取り組みについてでございますが、ま

ずは、ユネスコエコパークの理念に沿った取り

組みといたしまして、地域の子供たちへの環境

学習や登山者等へのマナー啓発など、貴重な地

域資源を次世代へ確実に継承していくための取

り組みをしっかりと進めてまいります。

また、宮崎、大分両県と６市町が一体となっ

て、登録決定のイベントや観光分野と連携した

ＰＲなどを行いまして、県内はもとより国内外

へ、人と自然が共生するこの地域の魅力を広く

情報発信しまして、世界ブランドを活用した一

層の地域振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 これは今夜決定するというこ

とのようでございます。ユネスコ本部より発表

されるようですが、必ずや登録が決定するもの

と県は確信しているようでございまして、大分

前に、今度の土曜日の登録記念祝賀会の案内が

既に来ております。登録を生かして地域の活性

化をよろしくお願いいたします。

ただ、ちょっと心配していることがございま

す。それは、ＮＨＫのＢＳプレミアム、「グ

レートトラバース」という山登りの番組が２年

前から始まり、人気を博しています。田中陽希

というプロアドベンチャーレーサーが、日本百

名山を一切の乗り物も使わず、一筆書きで完全

人力のみで踏破するものです。屋久島をスター

トし、本県は霧島と祖母山を経由し、北海道ま

で行くものでした。百名山を完全踏破した後、

今度は北海道から逆に南下し、本県は、大崩

山、市房山、尾鈴山、そして高千穂峰を経由

し、二百名山を踏破しました。

そのとき、九州内の山で、大崩山は別格の扱

いでございました。そのフレーズが「九州一危

険な山、日本のヨセミテ、困難を乗り越えたそ

の先には絶景が待っている、九州随一の景観」

と、ナレーションで紹介されました。このよう

な放映もあり、また、延岡市観光協会がアウト

ドアに力を入れており、大崩山やロッククライ

ミングのメッカ比叡山など、既に登山客がふえ

ています。この登録をきっかけに、さらにふえ

る可能性があります。

ただ、大崩山は、1,643メートルとそんなに標

高が高くないにもかかわらず、危険な岩場が多

く、初心者だけで登ることは遠慮してもらいた

い山です。先日、屋久島でも登山者がお二人お

亡くなりになった事故もあります。そこで、警

察が行う山岳遭難に対する注意喚起と訓練につ

いて、警察本部長にお伺いします。

○警察本部長（野口 泰君） 山岳遭難防止に

ついては、県警ホームページ、交番・駐在所で

発行しますミニ広報紙に掲載しているほか、ラ

ジオ番組に出演し、安全登山のために必要な事

項について広報啓発しています。また、山開き

に合わせ、登山者に対して安全登山に関するチ

ラシを配布するキャンペーンを実施するなど、

山岳遭難についての注意喚起を推進しておりま

す。

訓練につきましては、県内13警察署に山岳救

助班を設置しており、本年は、延岡警察署が管

内の山岳において救助訓練を実施するなど、６

警察署において山岳遭難救助訓練を実施してお

ります。また、毎年、各警察署の担当者を集め

て、専門の知識・技能を有する県警機動隊員指

導による山岳遭難救助指導者研修会を実施し、
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県内で山岳遭難が発生した際の捜索・救助活動

に備えております。

○田口雄二議員 つい10日ほど前に、私の次男

坊が大崩山登山に行ってきました。息子は何度

か登山しておりまして、上祝子経由で登ったよ

うですが、駐車場はこれまでになく車が多く、

また県外ナンバーが非常に多かったと言ってお

りました。ユネスコエコパークに登録が決まる

と、さらに多くなることが考えられます。注意

喚起をよろしくお願いいたします。

次に、県立宮崎病院の建てかえについて伺い

ます。

先日、厚生常任委員会の県北調査の際に、県

立宮崎病院の劣化や狭隘化の状況を実際に拝見

してまいりました。配管や蒸気管の劣化がひど

く、蒸気漏れや漏水による天井の水漏れ跡どこ

ろか、天井が落下しているところも多数あり、

衛生上の面から見ても、とても高度医療を提供

する機関としてあってはならない状況でした。

手術室に至っては、医療機器に埋もれながら医

療行為を行っており、職員のモラルの面からも

問題ありです。

また、外来の状況は、狭い空間に幾つもの診

察室があり、プライバシーも守れない状況で、

感染症の人の治療もここでいいのかと不安にな

るほどでした。34年前につくられたときは最先

端の病院であったのでしょうが、医療の進歩は

急速で、あっという間に陳腐な施設になってし

まいました。年間300名を超える救急患者を初療

室が不足で受け入れられない、手術室の不足に

より手術を待つ多くの患者がいる状況を、一刻

も早く改善しなければなりません。県立宮崎病

院の再整備は早期に着手すべきと考えますが、

今後の整備方針について、病院局長に伺いま

す。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院につ

きましては、議員御指摘のとおり、建物及び設

備の老朽化の進行や狭隘化によりまして、医療

機能が十分に発揮できていないこと、また防災

機能を強化する必要がありますことから、早急

に再整備を行う必要があると考えております。

しかしながら、昨年９月、基本設計完了後の事

業費が当初の想定から大きく膨らんだため、議

会を初め県民の皆様には、大変な御心配をおか

けしているところであります。

議会の皆様からいただきましたさまざまな御

意見をもとに、真摯に協議・検討を重ねました

結果、今般、基本設計内容の一部見直しやコン

ストラクション・マネジメント業務の導入等に

より、再整備事業費について50億円程度の縮減

を図るという高い目標を設定いたしまして、本

議会において関連経費に関する予算を上程させ

ていただいたところであります。

本議会において予算案を御承認いただけまし

たら、実施設計の発注など早期に事業を再開さ

せ、平成30年度中に本体工事の発注を行いまし

て、当初の計画のとおり、平成33年度中―33

年度の前半が後半ということになりますが―

の開院を目指したいと考えております。

○田口雄二議員 これは２月議会の際にも、最

先端医療機器の導入に関して質問いたしまし

た。その後、会派調査で平成26年１月に開院し

た香川県立中央病院に伺い、病院建設と手術支

援ロボット「ダヴィンチ」等の最先端の医療機

器の導入に関して伺ってまいりました。

病院は建築後27年から38年たっており、老朽

化と施設の狭隘化で県立宮崎病院と状況はほぼ

同様で、加えて、医師確保の課題から、新病院

のおくれは医師離れにつながると、危機感を

持って建設を進めたようです。それまでは県庁
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の隣にあったそうですが、敷地が狭かったこと

もあり、新築移転し、敷地面積はそれまでの約

４倍、駐車場も約３倍になっていました。東日

本大震災の影響で完成が半年おくれましたが、

震災前から取りかかっていたので、建設費はそ

れほど大きな変化はなかったようです。

手術支援ロボット「ダヴィンチ」の導入は、

収益の増収、医療安全の確保、医師確保等の効

果を期待しています。香川大学と高松赤十字病

院に既に導入されており、患者の確保のため、

医師の意識向上と将来的な対応を考えて導入さ

れたようです。４億2,000万円と高額な上に、メ

ンテナンスも年間1,200万円かかるようでした。

まだ採算がとれるところまでには至っていない

ようですが、前立腺がんだけが保険適用でした

が、昨年４月に腎臓がんも対象となり、保険診

療の拡大に期待していました。そこで、県立宮

崎病院において、より高度な医療サービスを提

供するため、「ダヴィンチ」などの医療機器を

導入すべきと考えますが、病院局長の見解をお

伺いします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院は、

全県レベルの中核病院として、その役割を将来

にわたって安定的に果たしていくことが求めら

れておりますことから、必要となる医療機器の

導入や更新につきましては、地域医療の需要や

その費用対効果についても十分検証しながら、

計画的に進めているところであります。

御指摘のありました手術支援ロボット「ダ

ヴィンチ」につきましては、購入金額や維持費

用が高額であることに加え、ただいま御指摘が

ありましたとおり、診療報酬上の保険適用の対

象症例が限られていることから、現在のところ

は導入に至っていないところであります。しか

しながら、対象症例の拡大に向け、臨床試験等

も進められておりますので、その動向等を見き

わめながら、将来的な導入について研究してま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 今回、調べていて驚いたので

すが、日本ロボット外科学会のホームページを

見てみますと、昨年の９月末時点で、医療ロ

ボット「ダヴィンチ」は、日本全体で237台あり

ますが、１台もないのは何と本県だけです。宮

崎県だけがないという状況でございまして、他

県に患者が最先端医療を求めて流出している可

能性もあります。医師確保対策も含め、医師や

スタッフが高い医療技術を習得することが県民

のためになるということも考えて、導入を検討

していただきたいと思います。

次に、教育行政について伺います。

私は例年、行事が重ならない限り、地元の九

州保健福祉大学の入学式と卒業式には毎年出席

しておりますが、ことしの入学式での学生数が

少ないことが気になりました。資格取得率も高

く、就職率も非常に高いのになぜという思いで

す。公金をたくさん提供して開設したにもかか

わらず、また東九州メディカルバレー構想の一

角を担う、また延岡市のまちづくりやイベント

においてもなくてはならない大学です。単年度

の一時的な減少ならまだしも、このまま先細り

されては困ります。県内大学で同様の傾向が出

ていなければいいのですが、県内大学等の収容

定員に対する充足率と、県内大学等の入学者に

占める県内出身者の割合について、総合政策部

長にお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 大学等の収容

定員に対する在籍学生者数の割合である充足率

につきましては、個々の大学等によりさまざま

でありますが、通信制を除く県内の大学、短期

大学、高等専門学校全体では、昨年５月１日現
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在で97.6％となっております。また、入学者に

占める県内出身者の割合につきましては、昨年

４月入学者で54.7％となっております。

○田口雄二議員 データが本年のはまだ集計で

きていないようですので、昨年度の結果になっ

ております。国公私立大学が一緒になっており

ますので、詳しい状況はわかりません。特別な

学部や資格を取ることで県外に行くことはとめ

られませんが、先ほども申したように、大学誘

致に多額の公金が入っており、県民所得の全国

最低レベルの本県から、生活費や授業料の高い

都市部に行く必要があるのか、高い生活費のた

め、奨学金を借りなければいけなくなり、返済

に苦労しているのではないか。県内の大学に進

めば、自宅から通えるメリットもあり、さらに

県内就職率も高くなるのではないかと思えてな

りません。県内大学への入学者を確保するため

にも、県内大学と高校が連携することが大切だ

と考えますが、教育長のお考えを伺います。

○教育長（四本 孝君） 高校生がみずからの

進路を決定するに当たりましては、進学先で学

べる内容や、あるいは経済的な負担などについ

て、事前に生徒や保護者が十分に理解するとい

うことが大切だと考えております。このため、

各高校におきましては、実際に生徒が大学の授

業に参加いたしましたり、あるいは大学教員に

よる出前講座を実施したりするなど、日ごろか

ら県内の大学との連携・交流を深めつつ、生徒

が各大学について知る機会を設けているところ

であります。今後も、各大学と高校が情報を共

有し、生徒や保護者がその特色や魅力について

十分に理解・判断できるよう、支援してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 資格取得率や高い就職率を誇

る学校もたくさんあります。県内の大学に進む

ように、ぜひともお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。県教育委員会は、小中

学校の教職員の人事異動制度を22年ぶりに見直

し、新たな制度を導入します。平成30年度から

採用する教職員は、同一地区内の勤続年数の短

縮、広域異動ルールの設定、生活本拠地等を中

心とした一定のエリア内異動の導入等々です。

今回の新たな人事異動制度を導入する背景と目

的は何か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 小中学校の教諭等の

人事異動につきましては、県内を６地区に分

け、同一地区内の勤務年数が15年以上の者を他

地区へ転任させることにより、全県的な適正配

置を進めているところでありますが、異動希望

の偏り、あるいは再任用者の増加等によりまし

て、円滑な広域人事が困難な状況となってきて

おります。

また、昨年４月には、市長会から教職員の

ワーク・ライフ・バランスの充実に配慮した人

事異動制度の構築についての提言が出されたと

ころでもあります。県教育委員会では、これら

の課題や提言を踏まえまして、地域に根差した

教育の推進や教職員のワーク・ライフ・バラン

スの充実、資質向上を目的として、平成30年４

月以降に採用される教諭等を対象に、生活本拠

地を中心とした一定のエリア内での異動を考慮

する新たな人事異動制度を導入することとした

ところであります。

○田口雄二議員 地域に根差した教育の推進や

教職員のワーク・ライフ・バランスの充実に配

慮、教職員の資質向上を目的としているという

ことでございます。県内を６カ所に分けて異動

を決めていますが、新たな人事異動制度の導入

によって、スーパーティーチャーを初め、指導

力のある教諭などの勤務地の希望が偏り、児童
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生徒の学力低下を招くことにならないか、教育

長に再度お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 人事異動は、学校の

活性化を図り、県内全体の教育水準を向上させ

るために行うものであります。今回の新たな制

度では、教員の生活基盤や心身の健康への配慮

を行うとともに、全ての教員に異動希望の少な

い地区での一定期間の勤務を義務づけることを

通して、各学校が抱える学力向上等の課題に適

切に対応できるよう、人事配置を行うものであ

ります。

御質問にありましたとおり、スーパーティー

チャーなどの配置につきましても、これまで同

様、本人の希望を考慮しつつ、地域の教員の指

導力向上が図られるよう、全県的な配置に努め

てまいりたいと考えております。今後とも、児

童生徒の学力向上等、本県教育の振興はもとよ

り、教職員のワーク・ライフ・バランスの充実

にもつながる人事異動を行ってまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。私の

いる東臼杵地区のほうは、余り先生方には人気

のないところだと聞いております。子供たちの

学力が全体的に上がるような教職員の配置を、

ぜひともよろしくお願いいたします。

以上で、用意した質問は全部終わりました。

御答弁どうもありがとうございました。（拍

手）

○ 原正三議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会



６月15日（木）
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○後藤哲朗議員

ざいます。平成29年６月15日、快晴、定例県議

会一般質問２日目、自民党の後藤哲朗でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

郷土の歌人・若山牧水と同様に、酒と旅と

海、川、空、そして山々の自然を愛する私にと

りまして、ビッグニュースが届きました。それ

は、「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の

登録決定であります。世界ブランドであるユネ

スコエコパーク登録により期待される効果は、

地域の資源が宝として再認識され、自然と人が

共生する宮崎を国内外へアピールできるなど、

一層の観光・地域の振興に期待がかかります。

祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協議

会、そして知事を初め関係各位に、敬意と感謝

の意を表します。ありがとうございました。

そこで、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

の登録決定を受けての知事の思いをお伺いいた

します。

引き続き、知事にお尋ねいたします。公益財

団法人地方自治総合研究所の今井主任研究員

は、人口減における自治体イノベーションの講

演の中で、次のようなことを言われていまし

た。「大都市圏を除いて、1975年代から人口減

少は続いており、自治体にとって人口減少その

ものは恐れるに足りない。国民国家としての地

方財政制度が続く限り、人口が減少してもナ

ショナルミニマムとしての行政サービスは提供

できる。自治体財政が破綻するのは、地域活性

化幻想によって余計な政策に取り組んで債務が

増加するときに限られる。地域活性化とは、本

来、国が取り組むべき経済・産業政策を自治体

に転嫁して、失敗の責任を押しつけるイデオロ

ギーである」、そして最後に、「人口減少社会

における自治体イノベーションとは、地域社会

と県民生活の規模と推移に応じて政治、行政を

転換していくこと」と言われておりました。と

ころで私は、人口減少問題は、問題でなく前提

条件として捉えていく必要性を強く感じており

ます。そこで、人口減少社会における県政運営

の取り組みについて、御所見をお伺いいたしま

す。

同じく、引き続き知事にお尋ねいたしま

す。27年９月定例会で、2015年九州経済白書を

もとに、私は次のような質問を知事にしており

ます。「2010年における県庁所在都市の人口の

県内シェア平均は、32％となっており、宮崎市

は35.3％で平均を超えています。本県は、県土

も広く、人口10万人以上の都市もバランスよく

所在しておりますが、県内で進むと予測される

宮崎市への人口の一極集中について」という内

容です。答弁内容は、「私は、国レベルでは東

京の一極集中、また九州レベルでは福岡へ、そ

して県レベルでは宮崎市へと、それぞれのレベ

ルでの一極集中が進んでいるというのが実態で

あろうかと思っております。本県が将来にわ

たって自立した地域を構築していくためには、

宮崎市以外にも、県西の都城市、県北の延岡市

を同様の都市機能を有する都市として考えてお

りまして、この３つの都市圏が、周辺市町村と

の間で連携・協力することで、都会への人口流

出を食いとめる人口のダム機能を担っていただ

平成29年６月15日(木)
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くことを期待しているところであります」等々

でありました。そこで、御答弁から約２年が経

過しようとしており、都城市、延岡市ともに人

口減少の傾向でありますが、都城地区及び延岡

地区における人口のダム機能の現状と認識につ

いて、知事にお伺いいたします。

次に、南海トラフ地震・津波対策の推進につ

いてお尋ねいたします。

南海トラフ地震が発生した場合、本県の犠牲

者、最大死者数は、約３万5,000人、そのうち

約90％が津波による犠牲者と想定されていま

す。このため、沿岸市町の住民は地震発生後速

やかに避難することが大変重要となりますが、

迅速な避難のためには、地震・津波の即時検知

が必要であります。南海トラフ地震のような海

域で発生する地震（海溝型地震）や津波をいち

早く正確に検知するためには、海域での観測が

欠かせなく、国では地震・津波観測監視システ

ム（ＤＯＮＥＴ）の整備を行っています。しか

しながら、四国沖から日向灘海域は、この観測

網が未整備となっており、早急な整備を国へ強

く要望する必要があります。そこで、防災・減

災など危機管理の陣頭指揮をとられます郡司副

知事に、津波避難に対する認識と、地震・津波

観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）の必要性につ

いてどのように考えておられるのか、お伺いい

たします。

また、もう一点は、今後、津波避難対策をど

のように進めていかれるのか、郡司副知事にお

伺いいたします。

次に、高速道の整備促進についてお尋ねいた

します。

鎌原副知事におかれましては、赴任前の国土

交通省道路局路政課長の肩書が示すように、高

速道の早期整備への手腕が期待されるところで

あります。ある新聞のインタビューの取材の中

で、「やりがいのある仕事を任されれば、疲れ

など感じません。宮崎のために汗をかきます

よ」と言われています。高速道、県内未整備区

間の整備促進は、大変やりがいのある仕事だと

思いますが、鎌原副知事に、本県の高速道路の

整備状況について、感想をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後の

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク登

録決定についてであります。昨日、ユネスコ本

部で開かれた会議におきまして、祖母・傾・大

崩地域のユネスコエコパークへの登録が正式に

決定をされまして、大変うれしく思っておりま

す。地元の延岡市、高千穂町、日之影町を初

め、宮崎、大分両県の推進協議会の関係者な

ど、御支援、御協力をいただきました方々に、

心からの感謝と、またお祝いを申し上げたいと

思います。

今回の登録は、この地域の豊かな自然と、自

然と共存した暮らしが、世界的なモデルとして

高く評価されたものであります。これまで自然

を敬い、自然の恵みを大切に守りながら暮らし

てこられた地元住民の皆様に対しまして、深く

敬意を表したいと思います。

今回の登録決定は、ゴールではなく新たなス

タートであると考えております。今後とも、大

分県や地元の市町のほか、関係機関ともしっか

り連携をしながら、この貴重な地域資源を確実

に次世代へ継承する取り組みや、人と自然が共

生する本県の魅力の発信に努め、一層の地域振

興を図ってまいりたいと考えております。
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次に、人口減少下における県政運営について

であります。本県は、この20年間で約８万人、

人口が減少するなど、本格的な人口減少社会を

迎えております。今後の県政運営に当たりまし

ては、長期的な見通しを持って課題を克服する

とともに、地域の強みを伸ばしながら、住民一

人一人が将来に希望を持てる社会を築いていく

ことが大切であると考えております。このため

本県では、成長産業や中核的企業の育成等によ

る産業振興や良質な雇用の確保、ユネスコエコ

パークへの取り組みなど世界ブランドの地域づ

くり、さらには、ワーク・ライフ・バランスの

充実などの働き方改革、子育て環境の整備な

ど、さまざまな取り組みを行っているところで

あります。引き続きこうした取り組みを進めま

すとともに、国や市町村、民間ともこれまで以

上に連携を図り、人口減少問題にしっかりと取

り組みながら、持続可能で活力ある県づくりに

全力を尽くしてまいりたいと考えております。

最後に、人口のダム機能についてでありま

す。都城市と延岡市には、雇用の場や医療・教

育機関などの都市機能が集積しており、周辺市

町村を含めた広域的な連携・協力の中心都市と

して、県央地区とともに人口のダム機能を果た

すことが期待されております。県全体で若年層

の流出が続く中、県西、県北においても同様に

厳しい状況にあると認識をしております。その

一方で、例えば都城地区では、強みである農畜

産業やこれらを生かした食品関連産業の振興、

延岡地区では、海外展開も視野に入れた東九州

メディカルバレー構想の推進や、東九州自動車

道の整備に伴う新たな観光・情報発信拠点の展

開、また、それぞれの地区での企業立地の推進

など、若者の定着促進や交流人口の拡大につな

がる地域づくりの取り組みも出てきているとこ

ろであります。このような動きをさらに発展さ

せながら、将来も住み続けられる、そして住み

続けたいと思ってもらえるような地域づくりを

進めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（郡司行敏君）

す。

津波避難に対する認識と地震・津波観測監視

システムの必要性についてであります。南海ト

ラフ地震に伴う津波に対しましては、命を守る

ために、県民一人一人が迅速かつ安全に避難で

きる体制を構築することが、何よりも重要であ

ると考えております。また、津波から一刻も早

く避難するためには、迅速・的確な津波情報の

伝達が重要となりますが、現在、熊野灘沖、足

摺岬沖に設置されております地震・津波観測監

視システム（ＤＯＮＥＴ）は、従来よりも、地

震の発生を最大で10数秒程度、津波の発生を10

分程度、早期に、かつ正確に検知することが可

能なため、より迅速な避難に活用できるものと

期待をしているところであります。現在、日向

灘海域はこの地震・津波観測監視システムの空

白地帯となっており、今後30年以内に70％とい

う高い確率で発生すると言われております南海

トラフ地震に備え、できるだけ早期に整備する

必要があると考えております。

次に、今後の津波避難対策の取り組みについ

てであります。県では、住民の迅速かつ安全な

津波避難行動を支援するため、沿岸市町と連携

しながら、津波避難タワー等の避難場所や避難

経路の確保・整備を進めるとともに、地域の実

情に即した避難訓練の実施など、県民の命を守

ることを最優先として、引き続き、ハード、ソ

フトのさまざまな対策に取り組んでまいりたい

と考えております。また、日向灘海域への地震
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・津波観測監視システム（ＤＯＮＥＴ）の設置

につきましても、先月末の国に対する提案・要

望において、文部科学省等に要望を行ったとこ

ろでありますが、できるだけ早期に整備されま

すよう、南海トラフ地震対策に関する10県知事

会議とも連携しながら、強く国に要請してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（鎌原宜文君）

します。

本県の高速道路の整備状況についてでありま

す。私は、副知事に就任後、努めて県内各地を

訪問し、また、いろいろな方からお話を伺うよ

うにいたしました。その中で多くの方から、昨

年４月に東九州自動車道が北九州市から宮崎市

までつながり、企業立地や観光などでさまざま

なストック効果があらわれてきていると伺いま

した。一方で、未整備区間である西臼杵地区や

県南地区におきましては、高速道路整備に対す

る強い期待と要望があり、私自身も、ストック

効果を県内全域に波及させるためには、早期の

全線開通が必要であると強く実感したところで

ございます。県政の課題である地方創生や災害

への備えという意味でも、高速道路を初めとす

る人流・物流ネットワークの整備は非常に重要

であると認識をしております。私といたしまし

ては、これまでの自分の知識、経験、つながり

なども最大限生かしながら、本県の高速道路が

一日も早く全線開通いたしますよう、県議会の

皆様の御協力もいただきながら、全力で取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

それぞれに御答弁いただき、○後藤哲朗議員

ありがとうございました。

それでは順次、質問、要望等を行ってまいり

ますので、よろしくお願いいたします。

まず、知事に、人口のダム機能についてであ

ります。都城市、延岡市には、前回の答弁と同

じく、周辺市町村を含めた広域的な連携・協力

の中心都市として、県央地区とともに人口のダ

ム機能を果たすことが期待されているところで

す。今後、人口の一極集中から、県立宮崎病院

の整備、防災庁舎、そして国体に関連してのス

ポーツ施設の整備と、投資の一極集中が宮崎市

になります。知事がおっしゃる期待だけでな

く、具体的な見える形としての御支援等をよろ

しくお願いいたします。

次に、地震・津波観測監視システムを早期に

整備する必要性は、津波被害軽減に直結するか

らと考えます。従来よりも、地震の発生を最

大10数秒程度、津波の発生を10分程度、早期か

つ正確に検知することが可能になれば、気象庁

が緊急地震速報を活用し、観測データを県が市

町村に配信し、各市町村が避難等の対応を独自

に判断することが可能になります。防災・減災

には、３つの識、認識、知識、そして意識が重

要とよく言われますが、県民の命と安全を守る

ため、悠長なことは言っておられないというな

ら、観測監視システムを早期に整備するという

意識のもと、郡司副知事には汗をかいていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークに

関連し、県道３路線についてお尋ねいたしま

す。このたびのユネスコエコパークへの登録に

より、地域活性化、環境教育や研究の拠点とし

ての活用など、さまざまな効果が期待されま

す。宮崎県側からエコパーク登録地域に向かう

場合、先ほど鎌原副知事から心強い答弁をいた

だきました、九州中央自動車道や国道218号を経
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由し、大崩山周辺には県道岩戸延岡線を、九州

本土では唯一の天然杉の自生地を持つ延岡市北

方町の鬼の目山周辺には県道上祝子綱の瀬線

を、傾山周辺には県道日之影宇目線を利用する

ことになります。しかしながら、これらの県道

は、川沿いの急峻な地域を縫うように通過して

いるため、狭い区間が多く残る道路でありま

す。車道幅員5.5メートル以上の改良率は、最も

高い県道岩戸延岡線でも19.7％となっておりま

す。そこで、県道岩戸延岡線、上祝子綱の瀬

線、日之影宇目線の道路整備の取り組みについ

て、県土整備部長にお伺いいたします。

お尋ねの県○県土整備部長（東 憲之介君）

道３路線につきましては、山間部の急峻な地形

を通過していますことから、抜本的な道路整備

を行うには多くの予算と時間が必要と考えてお

ります。しかしながら、これらの路線は、地域

の方々の重要な生活道路でありますことから、

車道幅員5.5メーター以上の改良率の算出には反

映されませんが、地元の要望を踏まえ、部分的

な拡幅や待避所の設置などの、いわゆる1.5車線

的道路整備もこれまで順次進めてきたところで

あります。今後とも、地域の皆様の意見を伺い

ながら、これらの道路を利用される方々が安全

に走行できるよう、限られた予算の中ではあり

ますが、引き続き必要な整備を行ってまいりた

いと考えております。

実は、注視していただきたい○後藤哲朗議員

点は、大分県側のアクセスはどうなのか。それ

と知事も先ほど、今回のエコ登録、スタートラ

インということをおっしゃいました。だから、

この整備区間につきましては、中山間・地域政

策課、そして観光推進課等と連携して、今後ま

た整備を進めていただきたい、そのように思っ

ております。よろしくお願いします。

次に、地域資源のブランド化についてお尋ね

いたします。本県には、豊かな自然や、神楽を

初めとする伝統文化などの多くのすばらしい地

域資源があります。そして、このたび、祖母・

傾・大崩ユネスコエコパークが正式に登録さ

れ、綾ユネスコエコパーク、世界農業遺産高千

穂郷・椎葉山地域とあわせ、県内に３つの世界

ブランドを有することとなりました。私ども

は、本県の宝として共有していかなければなり

ません。そのような中、本年度の新規事業とし

て、新たな地域資源の掘り起こしや再評価を目

的とする、地域資源ブランド化推進事業があり

ます。そこで、今後、新たな世界ブランド・日

本ブランド化を目指してどのように取り組んで

いかれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

今、お話にあ○総合政策部長（日隈俊郎君）

りましたとおり、本県は、綾ユネスコエコパー

ク、そして今回認定された祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパーク、さらに高千穂郷・椎葉山地域

世界農業遺産と、３つの世界ブランドを獲得し

たところでございますけれども、これらに代表

されますように、多くのすばらしい地域資源を

有しており、それらを活用した取り組みが各地

で行われているところであります。しかしなが

ら、県内にはまだまだ活用されていない地域資

源も数多くありますことから、今年度、新たに

その掘り起こしや専門家等による学術調査・研

究を行うとともに、ブランド活用策の検討や情

報共有を図るために、全県的な推進体制の構築

にも取り組むこととしたところであります。今

後とも、本県の誇る地域ブランドを県民の宝と

して情報発信し、地域住民の誇りの醸成や交流

人口の拡大などに努めてまいりたいと考えてお

ります。
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ありがとうございました。い○後藤哲朗議員

つも学術者会議とか有識者会議とか出てくるん

ですけれども、県庁職員の皆さん方、大変優秀

な方がたくさんいらっしゃるんです。最初は

ワーキンググループというか、皆さん方が意見

を出し合って、最後のほうで学術に基づくス

トーリー性をつくっていくという感じで……。

実は、今回、山間部が非常に脚光を浴びていま

すが、約400メートルある海岸線、青島の洗濯板

であるとか、日向の馬ヶ背であるとか海岸林と

かですね。以前は土木遺産、橋の101選、そうい

うのもされています。県内に資源というのが結

構あるんじゃないかなと思いますので、時間外

じゃなくていいですから、時間中に職員の皆さ

ん方とわいわいやりながら意見を出し合うとい

うか、そういったブランド化というのがいいん

じゃないかなと思いますので、よろしくお願い

いたします。

続きまして、「家庭の日」についてお尋ねい

たします。「家庭という言葉はみんな知ってい

るが、その大切さを理解し、再認識し、そのた

めに行動する人をふやしていきたい」、このよ

うな趣旨から、県では昭和41年に、毎月第３日

曜日を「家庭の日」と定め、さらに、昭和52年

に青少年健全育成条例にも規定されました。県

や県青少年育成県民会議が提唱しているもの

で、県ＰＴＡ連合会や県中体連も賛同して推進

している運動です。家庭での親子の触れ合いに

つきましては、別に第三者が口を出すものでも

ない、各家庭でいろいろな家庭状況やいろいろ

な考え方があると思いますが、この日が制定さ

れた趣旨を考えて有意義に取り組めたらと考え

ます。そこでまず、「家庭の日」の意義につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

家庭は、最も○福祉保健部長（畑山栄介君）

基本的かつ重要な社会の構成単位でございまし

て、青少年の安らぎと育成の場でもあります。

このため県では、広く県民が、青少年の健全な

育成に関し、家庭の果たす役割についての理解

を深めるための日としまして、毎月第３日曜日

を「家庭の日」と定め、家族がともに遊び、団

らんしながらともに食べるなどといった、「心

ふれあう５つの共感活動」の取り組みを広く呼

びかけているところであります。

続きまして、教育委員会で○後藤哲朗議員

は、「家庭の日」は部活動を休みにする取り組

みを行っているようですが、どのように推進さ

れているのか、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

「家庭の日」の意義を踏まえまして、平成28年

３月に改訂いたしました「教職員の働きやすい

環境づくりプログラム」におきまして、週１回

及び第３日曜日の「家庭の日」は部活動を休み

にする取り組みを始めたところでございます。

しかしながら、昨年度、スポーツ庁が実施をい

たしました「全国体力・運動能力、運動習慣等

調査」の運動部活動の状況調査におきまして、

土曜日、日曜日に休養日を設けている本県中学

校の割合は60.2％でございまして、まだまだ十

分でない状況でありました。そのため、本年４

月、新たにリーフレットも作成をいたしまし

て、週１回の休養日は土曜日、日曜日のいずれ

かに設定する取り組みとあわせて、「家庭の

日」は部活動を休みにする取り組みをさらに推

進しているところでございます。

昨日、岩切議員からも、部活○後藤哲朗議員

動での顧問の先生方の過重労働問題が指摘され

ました。「家庭の日」の推進を切り口として取

り組んでいる、ある中学校の校長先生がいらっ

しゃいました。本当に素直な気持ちです。顧問
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の先生方にも「家庭の日」を大切にしてほしい

との思いで、かなり進んでおりました。ぜひ推

進のほどよろしくお願いいたします。

次に、発達障がいの特性理解と支援について

お尋ねいたします。

発達にハンディキャップがあるといっても、

その内容は多様であります。一人一人のハン

ディキャップは確実に存在し、科学が進歩して

も、まだそれらをなくせません。生ある限り続

くハンディキャップを背負いながら、きょうも

その重みを本人と家族が担い、歩いています。

それを少しでも軽減したい、そして持てる力を

十分に発揮してもらいたいと願ってやみませ

ん。

ところで、去る本年の１月28日、延岡市で開

催されました、県の委託事業であります発達障

がい地域支援事業、「発達障がいのある人の幸

せを考える」講演会に、黒木正一先輩と出席い

たしました。私ども、ほんの少しでも発達障が

いの特性を理解できればとの参加でありまし

た。そこで、県は、発達障がいの特性をどのよ

うに捉え、県民への理解促進と当事者への支援

をどのように進めていかれる考えなのか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

発達障がいの○福祉保健部長（畑山栄介君）

特性でございますが、コミュニケーションの障

がいやパターン化した行動、興味・関心の偏

り、こだわりが強いなどといった特徴が、さま

ざまに重なってあらわれるものと言われており

ます。このため、県内３カ所に設置しておりま

す発達障害者支援センターなどにおきまして、

保護者等からの相談に対応し、日常生活や集団

生活への適応訓練を実施するなど、それぞれの

特性に応じた支援に取り組んでいるところでご

ざいます。また、発達障がい者の社会参加を促

進するためには、発達障がいの特性への理解を

深めまして、社会の受け入れ体制を整えていく

ことが重要でございます。県としましては、引

き続き、発達障害者支援センターなどでの相談

・支援に取り組みますとともに、保護者、関係

者を初め、広く県民を対象とした講演会等によ

りまして、発達障がいの特性への理解を促し、

受け入れ体制の構築につなげてまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

ここで、御案内させていただきたいのです

が、県が宮崎県自閉症協会に委託している、

「発達障がいの人たちの生きづらさについて考

える」講演会が、来月の29日に延岡で、翌日

の30日に佐土原で開催されますので、県のほう

も、御案内方、いろいろとよろしくお願いをい

たします。

続きまして、林業成長産業化地域創出モデル

事業の延岡・日向地域についてお尋ねいたしま

す。昨日の井上議員の質問及び答弁内容で十分

理解できましたが、１点だけ質問をいたしま

す。延岡・日向地域林業成長産業化地域構想の

実現に向けて、県として今後、延岡・日向地域

に対しどのようなかかわり方をしていかれるの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

県は、モデ○環境森林部長（川野美奈子君）

ル事業の選定に向けて、延岡・日向地域に対し

まして、事業計画の構想段階から地域での協議

に参画し、両市での合同申請を後押しするな

ど、積極的に働きかけてきたところでありま

す。延岡・日向地域は、豊富な森林資源を有

し、国内有数の大型製材工場が立地するなど、

日本を代表する林業先進地であります。この地

域が取り組む再造林の推進や担い手の確保に向

けた事業の成果を県内に広く波及させること
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は、本県の林業の成長産業化に大きく貢献する

ものと考えております。このため県としまして

は、来月に地域の官民で設置する「延岡・日向

循環型林業推進協議会」に参画するとともに、

山会議とも連携して、事業が円滑かつ効果的に

進みますよう、助言・指導や関連事業の実施に

よる支援を行うなど、本地域の構想実現に向け

て、延岡・日向地域の取り組みをしっかりとサ

ポートしてまいりたいと考えております。

よろしくお願いをいたしま○後藤哲朗議員

す。

次に、海岸林の整備についてお尋ねいたしま

す。本県の延岡市から串間市までの約400キロ

メートルの海岸線には約1,600ヘクタールの森林

が存在し、海岸防災林として潮害、飛砂、風害

の防備等の災害防止機能を有しており、古くか

ら農地や居住地を災害から守るなど、地域の生

活環境の保全に重要な役割を果たしています。

樹齢200年以上のクロマツ林が造成されている一

ツ葉の海岸林を初めとして、県内の海岸林の保

護・管理は藩政時代から行われてきたと考えら

れています。その後、明治に入り、藩有のもの

は国有となり、昭和７年以降、国、県において

海岸林の新設、植栽、補植が実施されており、

先代から受け継がれた貴重な県民の財産となっ

ています。そこでまず、本県の海岸松林では、

近年、甚大な松くい虫被害が発生しています

が、平成28年度の状況について、環境森林部長

にお伺いいたします。

松くい虫被○環境森林部長（川野美奈子君）

害につきましては、平成17年度以降3,000立方

メートル台で推移していたところであります

が、27年度は宮崎市を中心に約5,000立方メート

ルと大幅に増加し、ここ10年間で最も大きな被

害量となったところであります。このため、関

係者が一体となった徹底防除を行うととも

に、28年度からは、人家近くの背の高い松等を

対象に、ピンポイントで薬剤が散布できる無人

ヘリによる防除や、感染源の一つとなっていた

民家等の被害松の処分を開始したところであり

ます。その結果、28年度の松くい虫被害量

は、27年度の約56％の2,767立方メートルとな

り、平成以降の被害のピークであります３年度

の５分の１にまで減少したところであります。

また、被害の大きかった宮崎市の海岸松林にお

いても、対前年度比で56％と被害が大きく抑え

られたところであります。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

では、その被害木を伐採した跡地の復旧状況

について、環境森林部長にお伺いいたします。

松くい虫の○環境森林部長（川野美奈子君）

被害跡地につきましては、海岸防災林としての

機能を回復させるため、松くい虫に強い抵抗性

松や、潮風に強いヤマモモ等の広葉樹の植栽な

どにより、海岸部を優先して復旧を進めている

ところであります。現在把握している被害箇所

につきましては、今年度末にはおおむね８割の

復旧が完了する見込みでありますが、今後とも

国に対して予算の重点配分を要望するなど、積

極的な確保に努め、早期の機能回復を図ってま

いりたいと考えております。

引き続き、環境森林部長にお○後藤哲朗議員

尋ねいたします。先般、佐賀県の虹の松原、静

岡県の三保の松原と並び日本三大松原に数えら

れています、福井県の気比の松原に調査に行っ

てまいりました。対応を福井森林管理署の署長

さん等にしていただきました。この気比の松原

は、近年、松くい虫被害等で松が衰退しつつあ

るそうです。そこで、福井森林管理署では、

県、市、有識者、市民団体と連携して、「気比
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の松原100年構想」、今後の松原の姿のビジョン

と、その達成のための具体的な方法を取りまと

めたそうです。そこで、今後、海岸林を守り、

積極的に活用していくためには、国や県、市町

村、地元住民等が一緒になって取り組んでいく

べきと考えますが、県の考え方をお伺いいたし

ます。

海岸林は、○環境森林部長（川野美奈子君）

防災林としての機能はもとより、美しい景観を

形成し、地域住民の憩いの場になっているな

ど、県民共有の財産でございます。この海岸林

を将来にわたってしっかりと保全していくため

には、議員御指摘のとおり、国や県、市町村、

住民等が力を合わせて取り組むことが大変重要

であると考えております。このため県では、森

林（もり）づくりへの県民の参加を促し、意識

の醸成を図ることを目的とした「水と緑の森林

（もり）づくり県民ボランティアの集い」の開

催や、海岸林で活動する森林ボランティア団体

に対する支援に取り組んでいるところでありま

す。また、海岸にあります松林につきまして

は、国や市町村等と一体となった松くい虫の防

除対策を行っているところであります。今後と

も、かけがえのない海岸林が地域の宝として守

られ、生かされるよう、関係者の連携強化に努

めてまいりたいと考えております。

ところで、延岡には、一ツ葉○後藤哲朗議員

の松林ほどではありませんが、長浜海岸林とい

うすばらしいところがございます。県の植栽事

業が入ったところもあります。知事が現場主義

を大切にされていますので、環境森林部長もぜ

ひ視察していただきたい、そのように思いま

す。

続きまして、観光の振興、特にヘルスツーリ

ズムについてお尋ねいたします。

本県の観光推進では、宮崎の恵まれた資源を

生かした地域主導による魅力ある観光地づくり

や、着地型、体験型観光地づくり等が大きな課

題と認識しております。そのような中、先ほど

のユネスコエコパーク登録内にある日之影町の

森林セラピー基地は、平成18年に全国で初めて

認定された、地域が誇るすばらしい自然の観光

資源だと思います。この森林セラピーは、従来

の観光サービスに、休養・保養を要素とした健

康サービスを組み合わせるヘルスツーリズムを

推進しています。代表的なメニューは、ウオー

キング等の運動メニュー、リフレッシュ目的の

癒やしメニュー、田舎の味を楽しめる栄養メニ

ューなど多彩なプログラムを提供中で、これら

を個人の体力や好みに合わせて組み合わせるこ

とで、心と体を癒やす健康の旅を可能としてい

ます。私は、ウオーキングコースの矢筈岳ト

ロッコ道を家内と以前歩きましたが、二日酔い

がとれ、気分爽快になった記憶があります。そ

こで、知事は日之影町において森林セラピーを

体験されたとのことでありますが、そのときの

感想についてお伺いいたします。

私もことしの４月、妻○知事（河野俊嗣君）

と２人で日之影町を訪れまして、初めてだった

んですが、森林セラピーを、地元のガイドの方

の案内をいただきながら体験してまいりまし

た。町内に６つあるコースのうち、石垣の村ト

ロッコ道コースというところを約１時間かけて

ゆっくり歩いたわけでありますが、森林セラ

ピーといいますと、森林浴をしながらウオーキ

ングをする、そういうイメージはあったわけで

すが、それだけにとどまらないさまざまな刺激

がある。鳥のさえずりを聞きながら、ガイドの

方に「あれはオオルリです」「あれはシジュウ

カラです」というふうな解説をいただきなが
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ら、また道端の葉っぱにしても、単に見れば

葉っぱですけど、そのガイドの方がぽんと葉っ

ぱを折ったら、非常に爽やかな香りがする。

「これはヤブニッケイです」「ハナミョウガで

す」というような話を聞きながら、大変興味深

いおもしろい活動だなという感じがしました。

森林セラピーは、本当に新鮮な刺激にあふれ

た、心にも体にも優しい癒やしのアクティビ

ティーでありまして、魅力的な観光素材である

ということを改めて実感したところでありま

す。今回のユネスコエコパークの登録によりま

して、改めて注目度が高まり、ブランド力がさ

らに強まるというふうに感じておりますので、

積極的に日之影町とも連携しながら情報発信を

行い、観光誘客や地域振興に大いに活用してま

いりたいと考えております。

ありがとうございました。○後藤哲朗議員

引き続き、観光の振興についてお尋ねいたし

ます。昨年度、県の取り組みで、世界農業遺産

の旅行商品可能性調査の中でモニターツアーを

実施されておりますが、その結果について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

モニター○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ツアーにつきましては、事前に行いましたワー

クショップやニーズ調査の結果を踏まえまし

て、商品化の可能性を探るために実施したとこ

ろでございます。ツアーでは、東京、福岡の旅

行会社や食、デザイン、インバウンド誘致の専

門家などを招聘し、１泊２日の行程で、日之影

町の森林セラピーや五ヶ瀬町の釜炒り茶づくり

などの体験をしていただいたところでございま

す。参加者からは、都会では味わうことができ

ない非日常の体験や、地元の方の自然なおもて

なしなどにより、日々のストレスが軽減された

と、高い評価を得たところでございます。今年

度は、これらの結果を踏まえまして、新たな着

地型旅行の商品化に取り組んでまいりたいと考

えております。

観光庁では、地域の特性を生○後藤哲朗議員

かし、かつ多様化する旅行者のニーズに即した

観光を提供するニューツーリズムの振興を図っ

ています。このニューツーリズムの中で、ヘル

スツーリズムが非常に伸びている分野と言われ

ています。ヘルスツーリズムとは、「自然豊か

な地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に

優しい料理を味わい、心身ともに癒やされ、健

康を回復・増進・保持するもの」等と定義をさ

れています。国内のプログラムでは運動が一番

多く、次が温泉、そして食と続きます。今ある

資源を最大化させて売り出すことができること

が、特徴であります。ヘルスツーリズムの市場

は世界で拡大しており、経済産業省も本年の秋

に認証制度を立ち上げる予定と言われておりま

す。そこで、自然や食といった本県が既に有し

ている資源を生かし、ヘルスツーリズムなどの

新たな旅行需要を獲得していく必要があると考

えますが、商工観光労働部長に御所見をお伺い

いたします。

本県に○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、議員御指摘のとおり、ユネスコエコパーク

や世界農業遺産など、自然、さらには食といっ

た多くの魅力ある観光資源があり、これらの資

源を生かし、新たな旅行需要を取り込むこと

は、観光客の誘致拡大を進める上で重要な視点

であると考えております。このため県では、現

在、みやざき観光コンベンション協会や市町村

等と一緒になって、観光資源の発掘、磨き上げ

を行っているところでありまして、それぞれの

観光資源を、例えば、健康や癒やしなどの旅行

ニーズを捉えた、テーマ性のある着地型観光と
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して打ち出していきたいと考えております。今

後とも、本県が有する観光資源を生かしなが

ら、新たな旅行需要に対応した誘客に取り組ん

でまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○後藤哲朗議員

ます。

続きまして、地産地消の推進についてお尋ね

いたします。

先月末に開催されました「みやざきの食と農

を考える県民会議」の総会に参加をさせていた

だきました。この県民会議は、食の安全・安心

の確保の視点に立ち、本県の豊かな食資源や食

育・地産地消活動の広域的な情報発信のほか、

学校給食や直売所、量販店及び飲食店等と連携

した地場産物の消費拡大を推進し、県民が将来

にわたり豊かで健康的な食生活を送り、生き生

きと過ごせる地域社会の実現を目指すものであ

り、「食の宝庫みやざき」の特徴を生かした、

すばらしい活動内容だと感じました。その活動

報告の中で、農産物や水産物の直売所を核とし

た地産地消の取り組みが県内各地で積極的に推

進されており、県民会議では、その活動を支援

するため直売所アドバイザーを招聘し、きめ細

かな指導を行っておられるとのことです。直売

所は、地域の特色ある四季折々の旬の食材を提

供する地産地消の実践の場としてだけでなく、

私の地元であります延岡市のように、小規模農

業者が多く、しかも高齢化が進んでいる地域で

は、生涯現役で農地を守っていく取り組みとし

ても大変重要な役割を果たしているものと考え

ます。そこでまず、本県直売所の地域別及び運

営形態別の数とその課題について、農政水産部

長にお伺いいたします。

県内の農林水○農政水産部長（大坪篤史君）

産物の直売所につきましては、本年の３月末現

在で149カ所ございまして、地域別では、県北

に42カ所、県央に47カ所、県西に41カ所、県南

に19カ所となっております。また、運営形態別

では、食品産業や農業法人によります法人経営

が40カ所と最も多く、次いで、地方公共団体や

第三セクターが31カ所、加工グループなどのグ

ループ経営が25カ所、そして農協や漁協の経営

が24カ所などとなっています。課題といたしま

ては、店舗によっては、販売や運営のノウハウ

が不足して売り上げが低迷したり、さらには経

営者の高齢化や後継者がいないといった実態が

あると認識しております。

直売所も小売店ですので、魅○後藤哲朗議員

力がなければ続いていかないのは当然です。地

域住民の協同で事業を盛り上げていく直売所

は、しっかりと指導を行い、農林水産業の振

興、地産地消推進のため大切に育てていく必要

があると、私は考えます。そこで、直売所の魅

力向上や経営安定に向け、県民会議や県ではど

のような支援を行っているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

県では、直売○農政水産部長（大坪篤史君）

所の魅力向上や経営の安定に向けまして、県民

会議と協力して、さまざまな取り組みを進めて

おります。例えば、専門のアドバイザーを招き

まして、昨年は年間で14店舗を対象にして、季

節ごとの品ぞろえなどの商品企画とか、商品の

特徴を紹介した棚づくりなど、魅力ある店舗づ

くりを支援してまいりました。また、経営安定

に向けまして、売り上げに基づく経営分析や商

品広告の効果的な制作方法等についてのセミ

ナーも開催したところでございます。さらに

は、消費者に対しまして安全・安心な農林水産

物を提供することが大変重要ですので、残留農

薬分析に要する経費の補助とか、食品表示に関
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するセミナーの開催、巡回指導等の支援を実施

しているところでございます。

ここで、紹介をさせていただ○後藤哲朗議員

きたいことがあります。本年の２月に、東臼杵

北部農業改良普及センターや延岡市、ＪＡ延岡

などの関係機関でつくる「延岡地区営農振興協

議会」は、産地戦略会議を開いています。昨年

度の成果や本年度の計画が報告されました。今

年度から３カ年計画で新たに取り組む作物は、

スナップエンドウと産直農産物だそうです。産

直農産物は、品目には特にこだわらないとし、

ただ、出荷する産直会員に生産意識や生産意欲

の温度差があることから、生産者グループによ

る研究会などを今後組織して品質向上を図るそ

うです。この協議会の出席者はほとんど小規模

農家の方ですが、少しでも売り上げを伸ばそう

という、県の担当の皆さん方の生産者に寄り添

う姿勢を、本当にありがたく思っております。

県内には、１支庁、６つの振興局ごとに農業改

良普及センターがありますので、宮崎方式営農

支援の取り組みによる産地力強化で、さらに直

売所の魅力を高めていただきたいと思います。

また、大手量販店に対応できる大型の産地経営

体を育成していくことは、もちろん大きな課題

でありますが、地域の実態に応じた産地づくり

についても、しっかりと目を配っていただきた

いと考えております。

さて、直売所の機能は、旬の食材を提供する

だけでなく、直売所での加工食品の開発や障が

い者雇用など、さまざまな可能性を秘めている

ものと考えます。そこで、県内の直売所で特色

のある取り組みをしている事例の紹介と、今後

の取り組みに対する農政水産部長の意気込みを

お伺いいたします。

事例の紹介で○農政水産部長（大坪篤史君）

すが、例えば美郷町では、直売所に出荷できな

くなった高齢農家を対象にしまして、一軒一軒

訪問して集荷して回る「共同集荷システム」を

構築しますとともに、町内４つの直売所の経理

の一元化や直売所間の商品融通を行うなど、中

山間地域の小さな直売所のモデルとなる先駆的

な対策が実施されています。また、高千穂町で

は、地元の加工グループが、地域の特産品でご

ざいます乾燥タケノコと干したスケソウダラを

甘辛く煮つけた「ぼんだら」というお盆用の食

事を缶詰にして販売するなど、農林水産物の加

工品開発の取り組みもなされているところであ

ります。直売所は、地域の経済循環活動の中心

として重要な役割を果たすとともに、食育や地

産地消の拠点にもなっていますので、優良事例

のＰＲ等も含め、今後とも積極的に支援してま

いりたいと存じます。

よろしくお願いいたします。○後藤哲朗議員

ありがとうございました。

それでは最後に、地球温暖化対策についてお

尋ねいたします。

昨年11月議会で、議員発議案第４号「資源循

環型林業の確立による地方創生の実現を求める

意見書」を提出し、可決となりました。これ

は、2015年12月に採択された「パリ協定」にお

いて、我が国が、温室効果ガス排出量を、2030

年度までに2013年度比で26％削減することを目

標とする約束草案を提出していることと、この

削減目標量の２％を森林吸収源対策によって確

保するとされたことを受けた意見書でありまし

た。地球温暖化の原因は、御案内のとおり、産

業革命以降の産業活動や生活スタイルの変化に

よるもので、我が国はＣＯ の排出世界５位の２

主要排出国となっています。地球温暖化対策は

産業活動に由来するわけでありますが、大規模
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な工場が少ない本県では、むしろ基幹産業であ

る農林水産業での温暖化対策が重要となりま

２す。農林水産業は、その生産活動によりＣＯ

の排出者となる一方で、良好な農地や森林を維

持していくことでＣＯ の吸収・削減者にもな２

ります。さらに、温暖化の進行による異常気象

や酸性雨などでは、その被害者となります。そ

こで、本県の農林水産業における地球温暖化対

策について、環境森林部長、農政水産部長それ

ぞれにお伺いいたします。

森林・林業○環境森林部長（川野美奈子君）

における地球温暖化対策でございますが、ま

ず、森林については、地球温暖化の原因となる

大気中の二酸化炭素を吸収し、固定する機能を

有しており、また、木材については再生産可能

でございまして、その活用を進めることで二酸

化炭素の排出量を抑制するなど、地球温暖化防

止に大きく貢献しているところであります。こ

のため環境森林部におきましては、国の森林整

備事業や森林環境税を活用した伐採跡地の再造

林や下刈り、除間伐の推進など、適切な森林の

整備や保全に努めるとともに、県産材による製

材や製品の積極的な利用促進を図っているとこ

ろであります。また、地球温暖化への適応策と

しまして、林業技術センターにおきまして、短

期間で成長する早生樹の導入に向けた試験や、

温度変化に対応したシイタケの生産技術に関す

る研究にも取り組んでいるところでございま

す。

農政水産部で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、進行する地球温暖化に対応するため、全国

に先駆けまして、平成20年度、総合農業試験場

に農水産業温暖化研究センターを設置しますと

ともに、平成23年度には農水産業地球温暖化対

応方針を策定しまして、温暖化対策に鋭意取り

組んでまいりました。具体的には、１点目、

「温暖化を活かす」という視点から、ライチな

どの亜熱帯果樹の産地化を進めますとともに、

２点目、「温暖化から守る」という視点から、

高温に強い水稲の普及や牛舎の自動温湿度管理

システム等の開発を行ってきております。それ

から３点目、「温暖化を抑制する」という視点

から、ＣＯ をできるだけ出さないように、施２

設園芸ハウスへのヒートポンプ暖房の導入や、

漁船への省エネ機器の導入などを進めてまいり

ました。地球温暖化対策では、徐々に進行する

現象にどう対応するかという現実的な観点が大

変重要でございますので、今後、関係機関とも

十分連携しながら、安定した農業・水産業が継

続できる技術の開発、普及、導入等に取り組ん

でまいりたいと存じます。

気候変動に関する政府間パネ○後藤哲朗議員

ルのパチャウリ議長はかつて、「地球温暖化を

とめる技術は、既に人類の手の中にある。ない

のはやる気だけだ」と述べておられました。ユ

ネスコエコパークの登録のように、自然に恵ま

れた豊かな環境を享受している宮崎県だからこ

そ、地球温暖化対策に真摯に向き合い、我々の

子孫にしっかりと引き継いでいく必要があると

考えます。そこで、知事に、地球温暖化防止に

ついての思いをお伺いいたします。

地球温暖化は、人類や○知事（河野俊嗣君）

生態系全体に影響を及ぼす極めて重要な課題で

ありまして、我々が享受しておりますこの宮崎

の住みよい環境というものを次の世代に引き継

いでいくために、今の我々の世代が長期的視点

を持って真剣に取り組んでいく必要がある、将

来世代に対する責務であると考えております。

このため県では、宮崎県環境計画におきまし

て、「低炭素社会の構築」を大きな施策の柱と
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して掲げて、節電などの省エネ、再生可能エネ

ルギーの導入、二酸化炭素吸収源としての森林

整備や農林作物の適応策の推進など、さまざま

な施策に取り組んでいるところであります。ま

た、県民の意識の醸成や積極的な実践を促すた

めに、地球温暖化防止のために行動する人づく

りとしての環境教育などにも取り組んでいると

ころであります。今後とも、地球温暖化防止に

つきましては、御指摘にありましたように、全

国有数の日照時間や降水量、豊かな森林資源な

どの本県の特性を最大限に生かした取り組み

を、県民、事業者、市町村と一体となって積極

的に進めてまいりたいと考えております。

以上で終わります。ありがと○後藤哲朗議員

うございました。（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。国会は、昨夜か

ら異例づくめの運営で、共謀罪の強行をいたし

ました。この問題も含めて、通告に従って一般

質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢について、２点お伺い

をいたします。

１点目は、憲法９条に「自衛隊」を明記する

ことについてです。安倍首相は、施行70年の憲

法記念日に、2020年施行と期限を切って、憲法

９条の改定を表明しました。憲法９条の１項、

２項を残したまま、３項を設け、「自衛隊」を

条文に明記するとしました。９条１項の戦争、

武力による威嚇、部力行使の放棄、２項の戦力

の不保持に加え、３項に自衛隊の存在理由を書

き込めば、この３項に基づき、海外での部力行

使は文字どおり無制限となり、２項は事実上空

文化することになります。自民党改憲草案は、

国防軍の創設を掲げ、国際社会の平和と安全を

確保するなどの活動を位置づけています。安倍

政権が、従来の憲法解釈を根底から覆し、安保

法制で集団的自衛権行使まで容認した自衛隊を

憲法に書き込めば、自衛隊の存在の追認にとど

まらず、海外での無制限の武力行使に道を開く

ことにほかなりません。憲法９条をなし崩しに

する安倍首相の改憲発言について、知事の御見

解を伺います。

２点目は、「共謀罪」法案についてです。国

会は、「共謀罪」法案の採決をめぐり、きょう

未明、参議院の法務委員会での採決を省略して

参議院本会議を開き、中間報告を行い採決を強

行するという民主主義を無視した暴挙で、「共

謀罪」法案の成立を図りました。私は怒り心頭

です。幾ら名称を「テロ等準備罪」、テロ対策

だと言いかえても、その中身は、国民の内心の

自由を侵害して監視社会をつくり、一般人が捜

査の対象になっていくものです。しかも、その

中身は、国民にほとんど知らされていないのが

現実です。政府は、「一般国民は対象外、組織

的犯罪集団でなければ捜査はしない」と言いま

すが、組織的犯罪集団の明確な定義もなく、判

断するのは捜査機関であり、警察に捜査対象と

目されて疑われれば、一般人ではなくなるとい

う強権そのものです。既に警察は、環境問題の

学習会等に参加した市民を監視するという違法

な調査活動などをやっており、こうしたことに

お墨つきを与えるのが、この共謀罪です。しか

も、政府の言う丁寧な十分な審議とはほど遠

く、法務大臣の答弁を聞けば聞くほど、ますま

す不安や懸念、疑念は深まるばかり。しかも答

弁は二転三転しています。もっと十分な審議

で、説明責任を果たすべきです。国連が任命し

た特別報告者の「共謀罪」法案に対する懸念の

書簡は、国際社会がプライバシー権や人権侵害
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を憂慮するあらわれです。密告や冤罪がはび

こって、物言えぬ監視社会をつくっていく、ま

さに戦前の治安維持法の再来です。それを許す

のかが問われています。物言えぬ社会をつくら

ないために、民主主義を守っていくために、共

謀罪は廃止以外にないと考えます。知事の御見

解を伺いたいと思います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、憲法９条についてであります。現在、

憲法改正をめぐる議論が活発化しております。

特にこの９条の改正につきましては、賛成、反

対それぞれの立場からさまざまな意見が表明さ

れているところであります。言うまでもなく、

憲法９条は、憲法の基本原理の一つである平和

主義を定めたものでありまして、この９条の根

底にある平和主義という理念は、今後とも守ら

れるべきものと考えております。今後の議論に

際しましては、この理念を大切にし、また、我

が国を取り巻く安全保障環境の変化なども考慮

に入れながら、慎重かつ丁寧な国民的議論がな

されるべきものと考えております。

次に、組織的犯罪処罰法の改正についてであ

ります。この改正は、東京オリンピック・パラ

リンピックを３年後に控える中、国際組織犯罪

防止条約を締結し、国際的なテロ対策の強化を

図ることを目的として実施されたものと認識を

しております。この改正につきましては、一定

の犯罪において実行以前の処罰を可能としてい

ることから、一般市民も捜査の対象になるので

はないか、恣意的な捜査が行われるおそれはな

いかといった点について、国会の場で議論が行

われたところであります。私としましては、今

後、適正な捜査の確保など、法の運用面におい

て、国民が不安や心配を感じることのないよ

う、慎重な対応がなされる必要があるものと考

えております。以上であります。〔降壇〕

御答弁をいただきました○前屋敷恵美議員

が、テロ対策は今ある法律で十分対応できる、

そういうものですから、わざわざこの共謀罪を

つくる必要はないというふうに考えるもので

す。

安倍首相は、秘密保護法、安保法制（戦争

法）に続いてこの共謀罪をつくり、さらに憲法

９条を2020年までに変えると宣言いたしまし

た。安倍首相の狙いは、国民に真実を隠し、国

民を監視し、海外で無制限に戦争する国をつく

り上げることにあると言えます。朝日新聞に、

「戦後が戦前になっていく」とうたった短歌が

ありました。まさに共謀罪は、戦争に反対する

声を封じ込めていく手段です。日本ペンクラブ

はもとより、２万6,000人以上の作家、ジャーナ

リストが参加する国際ペンも、共謀罪に反対す

る声明を発表しました。今、世界中が、日本の

進もうとする危険な方向を危惧しています。世

界の紛争や問題は、武力、軍事力によらない平

和的な外交でこそ解決すべきです。戦争の放棄

と戦力の不保持を宣言した憲法９条を持つ日本

だからこそできる、日本が果たすべき国際貢献

であり、このことが名誉ある地位を占めること

になるのではないでしょうか。このことを私は

強く訴えたいと思います。

次の質問に移ります。高い国保税と国保の都

道府県化（広域化）の問題についてです。

依然として国保税の高騰が続いています。国

保税は、住民税などと同じく、前年度の所得に

基づいて計算されるために、会社を退職して年

金生活となった人や失業した人、事業不振に
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陥った自営業者など、収入が激減した人が多額

の国保税を請求され、保険税の滞納が生じると

いう実態もあります。こうした中で、2018年

度、来年度から、国保の運営主体・保険者が、

これまでの市町村に都道府県が加わり、都道府

県が財政運営の責任を担う、国保の都道府県化

が始まろうとしていますが、国保の広域化で国

保税がどうなるのか、自治体や住民にどのよう

な影響を及ぼすことになるのか、しっかり見定

めなければなりません。

まず、国保における県内の状況を伺いたいと

思います。市町村国保における１人当たり国保

税の最高額、最低額、平均額、滞納世帯数、短

期保険証、資格証明書の交付状況、滞納世帯に

対する差し押さえ徴収件数と金額についてお答

えください。

まず、保険税○福祉保健部長（畑山栄介君）

の調定額でございますが、平成27年度の１人当

たりの一般被保険者分で申し上げますと、年額

で、最も高い市町村は10万3,891円、最も低い市

町村は６万9,495円、県平均で９万410円となっ

ております。

次に、滞納の状況でございますが、平成28年

６月１日現在で申し上げますと、市町村国保、

全世帯18万4,129世帯のうち、滞納世帯数が３

万74世帯で、短期被保険者証の交付世帯が１

万2,563世帯、資格証明書の交付世帯が1,430世

帯となっております。

最後に、差し押さえの状況でございますが、

平成27年度の状況で申し上げますと、延べ5,032

世帯、差し押さえ額は約12億6,000万円となって

おります。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

お聞きする中で、滞納が非常にふえている状

況があるかと思いますが、私は、このふえた要

因として、決して悪質滞納者がふえたわけでは

なくて、高齢者や低所得者層の加入者が多い国

保で、国保税が高いという国保の構造的矛盾が

ある、そしてまた、実効ある救済措置がないと

いう制度の不備によって引き起こされたものだ

と考えています。今回、県が市町村に示す標準

保険税率には、市町村が行う一般財源繰り入れ

は反映されておりませんが、来年度、平成30年

度以降は、市町村が行ってきた一般会計からの

繰り入れは認めないということなのか、伺いた

いと思います。

平成30年度以○福祉保健部長（畑山栄介君）

降の新制度におきましては、県が財政運営の責

任主体としての役割を担うことになります。一

方で、保険給付とか保険税率の決定、賦課徴収

といった地域におけるきめ細かな事業について

は、引き続き市町村が実施することになりま

す。制度改革によりまして、市町村は県に納付

金を納めることになりますが、御質問の標準保

険税率につきましては、その納付金の財源を保

険税で賄う場合に必要となる税率を市町村にお

示しするものでございます。市町村は、この標

準保険税率を参考にしながら、引き続き、それ

ぞれの実情を踏まえ、一般会計からの繰り入れ

をするかしないかも含めまして、実際に賦課す

る税率を決定することになります。

また改めて、後でこの繰り○前屋敷恵美議員

入れについてはお伺いしたいと思います。

国が進める都道府県化によって、国保財政の

課題が解決されるとお考えですか、伺いたいと

思います。

この制度改革○福祉保健部長（畑山栄介君）

における財政面のポイント、大きく２つござい

ます。１つ目は、運営のあり方の見直しであり

ます。県が財政運営の責任主体となることで、
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市町村は県へ納付金を納付する一方で、給付に

必要な費用は全額、県が市町村に交付するとい

うことになります。このため市町村は、年度途

中に給付費が急増するというような場合でも、

新たな財源を確保する必要はなくなることにな

ります。２つ目が、公費拡充による財政基盤の

強化であります。平成27年度から実施されてお

ります1,700億円に加えまして、30年度以降、さ

らに1, 7 0 0億円、全国規模で毎年、合わせ

て3,400億円の財政支援が実施されることになっ

ております。こうした見直しによりまして、国

保財政はこれまでより安定し、財政状況につい

ても改善が図られるものと考えております。

先ほど、自治体からの一般○前屋敷恵美議員

繰り入れについては独自の判断に委ねられると

いうお答えだったんですけれども、今、国の方

針は、市町村の独自繰り入れは削減もしくは解

消の方向で進められていると理解しています。

これが進みますと、国保税は高くならざるを得

ず、国保の構造的矛盾は何ら解決されないと思

います。今、国が1,700億続けて投入をするとい

うことでしたけれども、それがいつまで続くか

わからないという問題もあり、また、徴収が悪

くて市町村が納付金を納められない場合は、基

金からの貸し付けということもうたってあると

思うんですけれども、貸し付けでそれを賄うと

なると、ますますその負担というのは市町村に

大きくかかってくるのではないかと思うところ

です。

次に移ります。都道府県国民健康保険運営方

針が策定されますけれども、基本的な考え方を

伺いたいと思います。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

運営方針は、県、市町村がそれぞれの立場から

役割分担をしつつ、保険者の事務を共通認識の

もとで実施していくために、県内の統一的な国

保の運営方針として定めるものでございます。

具体的には、国民健康保険の医療費及び財政の

見通し、保険税の標準的な算定方法に関する事

項のほか、資格管理、保険給付、保険税の賦課

徴収といった、市町村が引き続き担う事業の広

域的、効率的な運営の推進に関する事項などに

ついて定めることとしております。このため、

市町村と緊密に連携し、意見調整を行うことが

重要と考えておりまして、市町村との連携会議

において課題を共有し、運営方針の内容につい

て検討を行っているところでございます。

市町村との連携、十分に進○前屋敷恵美議員

めていただきたいと思います。

また、国保運営協議会の被保険者代表の委員

の選定についてですけれども、公募が行われた

のかどうか伺いたいと思います。

国民健康保険○福祉保健部長（畑山栄介君）

運営協議会でございますが、運営方針の作成と

か事業費納付金等の重要事項について御審議い

ただくこととなっております。この協議会の委

員でございますが、被保険者代表、保険医また

は保険薬剤師の代表、公益代表、被用者保険の

代表から構成することとなっておりまして、制

度改革に当たり専門的な観点から意見のいただ

ける方を、関係機関からの御推薦をいただき、

選定いたしました。なお、このうち被保険者代

表の中には、公募により選定された市町村の国

保運営協議会委員も含まれているところでござ

います。

委員の選定につきましては、それぞれの立場

から専門的に御審議いただけるよう選定を行っ

ておりますので、当面はこの体制で臨んでまい

りたいと思っております。

私は、直接公募による委員○前屋敷恵美議員
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を構成員に加えることが必要だと思うところで

す。まずは県民の生活実態などを把握するこ

と、また、住民の皆さん、県民の皆さんの意見

や要求などを酌み取る上では、直接話が聞ける

という点では極めて重要だと思います。ぜひこ

の方向を今後追求していただきたいと思います

し、構成人数をふやすことも必要かというふう

に思っているところですので、よろしくお願い

したいと思います。

あわせて、今、自治体が独自につくっており

ます保険税減免制度がございますが、国保の制

度改正後も引き続き存続ができるのかも伺って

おきたいと思います。

保険税の減免○福祉保健部長（畑山栄介君）

につきましては、現在、市町村が条例等で基準

を定めて実施しているところでありますが、こ

れにつきましては、制度改革後も市町村の判断

で行われることになります。

国保の都道府県化の実施ま○前屋敷恵美議員

であと１年足らずとなっています。今後、県か

ら示される１人当たりの保険税は、法定外繰り

入れをこれまでしてきた自治体などでは、当

然、現行より高くなることが予想されます。今

後、都道府県化の運営になったとしても、国保

は国民皆保険制度の基礎となるべきもので、法

に明記された社会保障制度です。この社会保障

制度に値する、つまり自治体が住民の皆さんの

命と健康を守る立場での制度運営を保障するこ

とが必要だと思います。国保税を低く抑えるた

めの法定外繰り入れについては、市町村の判断

が尊重されるべきと思います。先ほど御答弁を

いただきましたけど、再度、この法定外繰り入

れについてしっかりと確認をさせていただきた

いと思います。

法定外の繰り○福祉保健部長（畑山栄介君）

入れにつきましては、県のほうでは標準保険税

率をお示ししますが、それぞれの地域の実情に

応じて、繰り入れをするかしないかも含めて、

各市町村において定めていくものでございま

す。

わかりました。○前屋敷恵美議員

先ほどもお話ししましたが、国保は、助け合

いの制度ではなくて、法で明確に規定された社

会保障制度ですから、本来、国が財政的な責任

を負わなければならないものだと思います。

今、国保財政が厳しい根本的な原因は、1980年

代には50％を超えていた国庫負担金の割合が、

今では25％程度にまで引き下げられたことにあ

ると思います。国庫負担金の必要性について

は、全国知事会でも１兆円の国保負担増を要求

するなど、幅広い共通認識となっているのが現

状だと思います。国庫負担金を大幅にふやし

て、国保の財政構造を抜本的に変えない限り、

さらなる保険税の高騰は避けられません。しか

し今、国は、都道府県に国保財政の運営責任を

担わせ、医療費適正化計画による給付費の抑

制、地域医療構想による病床削減などの権限を

全て都道府県に集中し、一体的施策として、医

療費削減を強力に推し進めようとしておりま

す。しかし、大事なことは、国民一人一人の命

の尊厳をどう守るかです。必要な医療をどう保

障するか、これは政治の責任、行政の責任、役

割だというふうに思います。私は、このことを

忘れて、さまざまな医療改革などあり得ないと

思います。このことを強く申し上げておきたい

し、これからの都道府県化、県民の皆さんの命

と暮らしと健康をどう安定して守っていくの

か、このことをしっかりと踏まえていただきた

いと思います。

次に移りたいと思います。マイナンバー（個
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人番号）の取り扱いについて伺います。

各市町村の事業所への住民税の特別徴収通知

書へのマイナンバー記載が行われています。総

務省は３月６日、通知書に個人番号を記載する

よう指示する通知を行いました。全国的には、

住民税の特別徴収通知書へのマイナンバー不記

載の自治体はかなりあると聞いております。県

内の状況をお聞かせください。

県内市町村におき○総務部長（桑山秀彦君）

ます平成29年度の個人住民税特別徴収税額決定

通知書につきましては、個人番号を記載した市

町村が19団体、個人番号を記載しなかった市町

村が７団体となっております。

マイナンバーを記載した通○前屋敷恵美議員

知書を誤って送付した問題が今起きています。

県内の状況をあわせてお聞かせください。

県内の市町村で○総務部長（桑山秀彦君）

は、都城市、小林市、えびの市、高鍋町及び新

富町において、特別徴収税額決定通知書の誤送

付がありましたほか、木城町においては郵便の

誤配達がありまして、合わせて８事業所、25名

分の個人番号を含む特定個人情報の漏えいが

あったと報告を受けております。

この通知書の郵送方法なん○前屋敷恵美議員

ですけど、どういう形態がとられたのか、確認

したいと思います。

通知書の送付方法○総務部長（桑山秀彦君）

でございますが、県内26市町村のうち、普通郵

便が24団体、それから差し出した記録の残る特

定記録郵便が１団体、そして簡易書留が１団体

ということになっております。

送付については、おおむね○前屋敷恵美議員

普通郵便で行われているようです。事業所には

マイナンバーの厳重な管理が義務づけられてい

るというふうに聞いておりますけれども、それ

に比べれば、普通郵便で送るなどは、安易な送

付方法ではないかと思います。今回、通知書に

記載された内容は、住所、氏名、マイナン

バー、所得、税額の課税状況などで、まさに個

人情報そのものです。実際の誤送付は、今お答

えもいただきましたけれども、３市３町の８事

業所、25人に及ぶという状況でもあります。ま

た、事前に誤送付したのがわかって、開封前に

回収した通知書などもあったというふうにも聞

いているところです。この誤送付に関して、さ

らに外部への個人情報の流出はなかったので

しょうか。

誤送付されました○総務部長（桑山秀彦君）

特別徴収税額決定通知書につきましては、いず

れも、判明後、速やかに回収しておりまして、

誤送付先の事業所から外部に情報が流出した事

例はなかったと確認しております。

国民一人一人に番号をつけ○前屋敷恵美議員

ることは、国が強力に推し進めてきました。し

かし、あくまでも個人の情報です。本人が提示

していないマイナンバーを、行政が一方的に送

りつける、そういう事業所通知は個人情報漏え

いに当たるのではないかと私は考えます。それ

は許されないというふうに思いますが、いかが

ですか。少なくとも本人の同意や確認が必要か

と思います。

特別徴収税額決定○総務部長（桑山秀彦君）

通知書に個人番号を記載することにつきまして

は、「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」第19条第１

項の規定に基づいて、特別徴収義務者に対して

個人番号を提供できることとされているところ

でございます。

個人番号を記載することが○前屋敷恵美議員

できると規定されているという話でしたけれど

平成29年６月15日(木)
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も、個人情報を持っているそれぞれの個人が最

優先されなければならないと思っております。

ですから、本人の承諾なしに勝手に、各事業所

に公表するということはおかしい話だと思いま

す。個人情報はあくまでも、本人の承諾なしに

は事を進めてはならないものだと思っておりま

す。

また、県は、マイナンバーの記載を求めた総

務省通知を市町村におろしております。ただ機

械的に流すだけという無責任なことになっては

いけないと思います。個人情報ですから、本人

同意が必要と思いますし、先ほど、記載しない

自治体が７自治体ございましたけれども、あく

までも記載しないと決めた自治体の判断が尊重

されるべきことで、記載の強制をするようなこ

とがあってはならないと思います。マイナン

バーの活用は、広げれば広げるほど個人情報漏

えいの危険性、より深刻なプライバシー侵害を

招くおそれを増幅させます。県はこうした認識

をしっかりと持って、県民の個人情報の保護に

努めることを強く求めたいと思います。部長、

いかがでしょうか。

県といたしまして○総務部長（桑山秀彦君）

は、地方税における個人番号を含む特定個人情

報の取り扱いが適切に行われるよう、県内各市

町村に対する助言に努めているところでありま

すが、市町村税の賦課徴収に関する事務につき

ましては、最終的には市町村の判断で行われる

ものと考えております。いずれにいたしまして

も、今後、今回のような誤送付等の事案が再び

生じないように、引き続き各市町村に対し、個

人情報の適切かつ慎重な取り扱いを徹底するよ

うお願いしてまいりたいと考えております。

ぜひ、県民の個人情報の保○前屋敷恵美議員

護、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。

次に移ります。就学援助費の支給時期の改

善、いわゆる前倒し等について伺いたいと思い

ます。

経済格差が拡大する中で、子供の貧困は、社

会的な問題として、宮崎県も例外ではありませ

ん。義務教育段階の就学援助は、学校教育法の

第19条において、「経済的理由によって、就学

困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護

者に対しては、市町村は、必要な援助を与えな

ければならない」と規定されています。就学援

助は、生活保護法第６条第２項に規定する要保

護者と、市町村が要保護者に準ずる程度に困窮

していると規定し、市町村教育委員会が認めた

準要保護者を対象としております。市町村が行

う援助のうち、要保護者に対しては国が２分の

１の補助をしていますが、準要保護者に対する

国庫補助は、小泉内閣の三位一体改革によっ

て2005年度に廃止され、一般財源化されていま

す。全国の就学援助制度の利用者は、小中学生

全体の15.42％、これは2013年度の時点ですが、

６人に１人の子供が利用しています。子供の貧

困が広がる中で、さらなる拡充が必要になって

いると思います。県内の就学援助の状況につい

て、要保護者、準要保護者の人数及びその率を

お聞かせください。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、市町村が世帯の所得の状況等をもとに要

保護、準要保護の認定をしております。本県に

おきまして、平成27年度にこれらの認定を受け

た児童生徒の数は、暫定値ではございますが、

要保護が995人、準要保護が１万3,575人であり

ます。全児童生徒数に占める認定者数の割合

は16.0％となっているところでございます。

2015年８月24日付の「平○前屋敷恵美議員
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成27年度要保護児童生徒援助費の事務処理につ

いて」という文科省通知の中で、「支給は年度

の当初から開始し、各費目について児童生徒が

援助を必要とする時期に速やかに支給すること

ができるよう十分に配慮すること（特に「新入

学児童生徒学用品費等」）」などと、入学準備

に間に合うように支給する努力を要請しており

ます。2016年９月26日付でも同様の通知がなさ

れておりますが、小中学校に入学する際に支給

される新入学児童生徒学用品費等の支給状況に

ついて伺いたいと思います。

就学援助につきまし○教育長（四本 孝君）

ては、学校教育法に基づきまして、市町村が主

体的に実施をしているところでございます。新

入学児童生徒学用品費等の支給時期につきまし

ては、一部の市町村で保護者の希望等に応じて

４月に支給しておりますが、大部分の市町村で

は、おおむね６月前後となっております。

希望に応じて４月の支給が○前屋敷恵美議員

なされているようですけれども、それはどの程

度の自治体に及んでいるんでしょうか。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、３市町において４月に支給されているとい

うふうに存じております。

おおむね入学準備に間に合○前屋敷恵美議員

うような支給にはなっていないというのが、県

内の現状のようだと思います。毎年のように文

科省から支給改善を促す通知に対しての受けと

めは、非常に弱いと言わざるを得ません。

文科省は、要保護者に対する就学援助の新入

学児童生徒学用品費等（入学準備金）につい

て、2017年度から制度の拡充を行いました。１

つには、国の補助単価を２倍に引き上げたこと

です。２つには、支給時期について、中学校は

入学前でも可能であることを明示し、小学校に

ついては、交付要綱を改正して入学前の支給を

可能にしました。文科省はことし３月31日付

で、都道府県教育委員会教育長宛てに、改めて

新入学児童生徒学用品費等の前倒し支給を実施

するよう通知を出しておりますが、この文科省

初等中等教育局長通知の徹底について伺いたい

と思います。

本年３月31日付の文○教育長（四本 孝君）

部科学省からの通知は、市町村が実施する就学

援助につきまして、国において予算単価等の一

部見直しを行うとともに、中学校と同様に、援

助を必要とする小学校に入学する前の就学予定

者に対して、新入学児童生徒学用品費等を速や

かに支給できるよう交付要綱を改正したもので

ございます。県教育委員会といたしましては、

市町村に対して、新入学児童生徒学用品費等の

早期支給が定着するよう、引き続き周知を行い

ますとともに、今後とも、就学援助の充実に向

け、必要な情報の提供や助言等に努めてまいり

たいと考えております。

先ほども申しましたよう○前屋敷恵美議員

に、文科省は毎年毎年、速やかにこの就学援

助、とりわけ入学準備金については、間に合う

ように支給をするべきだということで、催促、

促しているところなんですけれども、なかなか

市町村がそれをしっかり受けとめることができ

ないというのが今の現状です。今、子育て支援

の中で、子供たちの貧困の問題も取り上げられ

ている中では、もっとしっかりと受けとめる、

このことが大事でありまして、県の教育委員会

は、そういうことを徹底して市町村に求めてい

くことが必要ではないかと思うところです。決

して強制的にやれという話ではないわけですか

ら、ぜひ、本当に困っている、また必要として

いるこういう準備金が、速やかに手元に渡るよ
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うに配慮することが必要だと思うところです。

今回の新入学児童生徒の就学援助の前渡し

は、私は、文科省としては一定の改善が図られ

たという点では評価できるものだと思います。

しかし、実施対象を要保護世帯に限定しており

まして、これでは十分な改善とは言えないと思

います。対象を、準要保護世帯を初め、必要と

する世帯児童全てに拡大することが必要だと思

います。また、何より、今年度の入学準備に間

に合わなかった世帯に早い時期に支給されるよ

う、この教育局長通知が生かされるように、ぜ

ひ県としても働きかけを行っていただきたい、

このように思います。

宮崎県は、「子育て日本一」を掲げ、子供の

貧困対策にも取り組んでおられます。子供たち

の「学び」を保障するためにも、就学援助制度

は大事な事業です。全国的な指数から見ても、

宮崎県は要保護・準要保護世帯への援助率は高

いとは言えません。もっと広げることが必要で

す。子供たちの誰もがひとしく教育を受けられ

る環境を整える、そのための行政の役割・責任

は極めて重要なものです。県も市町村ととも

に、子供たちにしっかり寄り添う教育行政を進

めることを強く求めるものでございます。よろ

しくお願いをしたいと思います。

次に、急傾斜地崩壊対策事業の早期整備につ

いて、同意取得困難状況の解決について伺いた

いと思います。

昨年の台風16号の豪雨によって、宮崎市高岡

町赤谷地区で住宅裏山の山林の崩壊が生じまし

た。県は、緊急時の急傾斜地崩壊対策事業とし

て、国の認定を受けて工事を進めることにしま

した。しかし、山林の所有権が47名の共同所有

ということが判明して、地権者が多数であるた

め、早期に用地取得の見込みが立たず、県は緊

急事業としての扱いを断念し、通常の急傾斜地

崩壊対策事業に変更いたしました。しかし、い

ずれにしても、用地取得のための地権者の確認

作業は行わなくてはならず、工事着工のめどを

立てることは困難な状況にあります。

被害に遭われた当事者の方は、今後いつ起き

るかわからない災害に対する不安を抱きつつ生

活されております。梅雨の時期に入り、台風も

これから幾度となくやってくるでしょう。本当

に不安な生活を余儀なくされることだと思いま

す。一日も早い工事着工を願っておられるわけ

ですが、現実問題として、地権者である47名の

方の状況を見ると、地権者名義も古くて、故人

となられた方も多数おられ、現在相続人が何人

おられるか、現状では把握が困難で、行政も緊

急性があることは承知しつつも、工事に着工で

きない状況であると伺っています。こうした事

例は、数多く起きている問題ではないかと思い

ます。県としては、こうした案件、課題にどの

ように対処していかれるのか、伺いたいと思い

ます。

公共工事に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける共有地の用地取得でございますけれど

も、共有者全員の同意を得て売買契約を締結

し、所有権移転登記を行う必要があるというこ

とで、その中に死亡や行方不明の方がいる場合

には、用地交渉に多大な労力と時間を要するこ

とになります。共有地を取得する方法として、

不在者財産管理人制度や土地収用制度を活用し

ておりますが、これに加え、平成27年の地方自

治法の改正により、市町村長の認可を受けた自

治会などの地縁団体が、市町村長から、一定の

要件を満たす場合に証明書を交付されることに

よりまして、特例的に所有権の移転登記が可能

となったところであります。今後も、こういう
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共有地の状況に応じて、これらの制度を活用

し、公共事業の円滑な推進に努めてまいりたい

と考えております。

今度の急傾斜地崩壊の問題○前屋敷恵美議員

ですけれども、仮に事故が起きた場合、私は人

命にも及ぶ危険性があると思います。その場

合、どこが責任を負うかということになるわけ

ですけど、不本意ではあっても、行政にかかる

ことになるのではないかと思っていたところで

す。地権者の権利を守るということは、法的に

も当然のことです。しかし、それでは課題が行

き詰まってしまう。どのように解決策を見出す

のか、国にも正式に問題提起を行って、抜本的

な策を講じることが必要ではないかと考えて、

今回質問に至った次第です。今御答弁いただき

ましたように、認可地縁団体制度というのが平

成27年度に施行されているということで、これ

は地元、地域の方々の協力が大変重要になって

まいります。地域、地元の方々の御理解が得ら

れるよう、十分な説明を県としても行って、制

度の積極的な活用を図っていただくことを切に

求めたいと思います。そしてぜひ、早急な課題

として取り組むことを要望したいわけですけれ

ども、その辺、もう一度お願いしたいと思いま

す。

被害に遭わ○県土整備部長（東 憲之介君）

れた方々、大変だと思っております。そういう

意味ではこういう制度をしっかり取り組んでま

いりたいと考えておりますし、今回の場所の状

況等もしっかり把握しながら、できるだけ速や

かに事業ができるように頑張ってまいりたいと

考えております。

ぜひ、その旨御努力をよろ○前屋敷恵美議員

しくお願いしたいと思います。

質問は以上ですけれども、今回の質問は、冒

頭にお話ししましたように、国民の存在そのも

のが否定されてしまうような、内心の自由を含

めてですね。それが侵される共謀罪の法案が、

けさ７時何分かに強行採決されたという状況を

もって、質問に立ったところでございます。日

本の行く末が本当に案じられてなりません。国

民が安心して平和のうちに暮らせる、こういう

状況をつくるのが政治の役割でありますし、ま

た、地方においては、県の自治体の役割、知事

の役割だというふうにも思っているところで

す。また、国民が安心して必要な医療を十分に

受けられるような、子供たちも安心して学業に

励めるような状況をつくることも、とりわけ重

要な課題です。そうした県民の暮らし、健康、

命を守ることに寄り添った行政を今後ますます

進めていかれることを心から要望して、きょう

の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○横田照夫副議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 私は、郷中○有岡浩一議員

の会の有岡でございます。通告に従いまして質

問をさせていただきます。

まず、厳しい質問を行いますが、これは、こ

とし４月他界された恩師であります外山方圀監

督の教えである、「走姿顕心」の中にある「厳

しさは最高の愛」を直接御指導いただいた一人

として、宮崎県民のための愛情ある質問をして
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まいります。厳しい質問となりますが、明快な

る答弁をお願いいたします。

まず最初に、2026年の２巡目宮崎国体に向け

て、施設整備が課題となっております。国体に

向け、競技力向上を初め、大会運営、国体後の

スポーツランドみやざきの発展には、県の各競

技団体の理解と協力が不可欠であります。そこ

で、ことし３月30日の県の競技団体からの施設

整備に関する要望について、どのような内容で

あったのか、知事にお伺いいたします。

次に、施設整備に当たり、県の施設と市町村

の施設の役割についてどのように認識されてい

るのか、知事にお伺いいたします。

次に、平成27年12月17日付で、内閣府及び総

務省から、「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を

優先的に検討するための指針」策定が、都道府

県、政令指定都市に要請されています。これ

は、新たに公共施設等の整備等を行うために基

本構想・基本計画等を策定する場合に、優先的

検討を行うものです。優先的検討の対象事業の

基準として、事業費の総額が10億円以上の公共

施設整備事業などの優先的検討規程を定めま

す。ことし３月末現在、47都道府県中34の都道

府県が策定済みであり、本県は現在、準備中と

なっています。これから多くの施設整備を行う

本県において、「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先

的検討規程」の整備について、知事の認識をお

伺いいたします。

壇上からの質問を終わり、以下の質問は質問

者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

施設整備に関する要望内容についてでありま

す。ことし３月30日に、県内17の競技団体と公

益財団法人宮崎県体育協会から、県有主要３施

設の整備に関する要望をいただきました。要望

内容としましては、まず１点目が、県有主要３

施設の整備場所について、｢宮崎市または県央部

を希望している各競技団体の意向を最大限尊重

していただきたい｣というものであります。２点

目は、｢各施設の規模や仕様について、それぞれ

の施設を使用する各競技団体へ意見聴取をして

いただきたい｣というものであります。

次に、県と市町村の施設の役割についてであ

ります。県と市町村の施設で、その役割や利用

目的に明確な違いはありませんが、一般的に

は、県の施設としては、比較的参加者も多く、

規模の大きな県大会や九州、あるいは全国大会

での利用が想定され、本県スポーツの中心とな

る施設としての役割が求められるものと考えて

おります。また、市町村の施設としては、地域

単位での大会や地域住民の健康増進など、地域

に根差した活動の利用が主に想定されているの

ではないかと考えておりますが、市町村によっ

ては、県レベルの施設を整備しているところも

あります。いずれにしましても、国体の開催に

は、競技を行う主会場だけではなく、練習会場

も必要となりますため、関係市町村とも十分な

連携を図りながら、施設整備に取り組んでまい

りたいと考えております。

最後に、ＰＦＩ優先的検討規程の整備につい

てであります。優先的検討規程は、一定規模以

上の公共施設の整備等において、ＰＦＩ手法の

導入を優先的に検討するというものでありまし

て、平成27年12月には、内閣府より、各省庁や

都道府県等に対し、規程の整備について要請が

なされております。これを受け、本県におきま

しては、県有施設の老朽化対策や新たな施設整

備にどのような影響があるのか、また、どのよ

うにすれば県内企業が参画しやすくなるのかと



- 92 -

平成29年６月15日(木)

いった視点も含めて、検討を進めているところ

であります。公共施設等の建設、維持管理、運

営等に民間の資金やノウハウを生かすＰＦＩに

つきましては、県内企業の新たな事業機会の創

出など、地域経済の活性化につながっていくこ

とも期待されますので、効果的な活用が図られ

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

ただいま、知事から答弁をい○有岡浩一議員

ただきました。ありがとうございました。国体

施設整備について、もう少し具体的に質問して

まいります。

平成26年度の特別委員会で、鹿児島県の鴨池

公園水泳プールを現地視察いたしました。本施

設は、ＰＦＩ手法により特別目的会社・株式会

社スイムシティ鹿児島が事業を実施し、指定管

理を行っております。また、熊本市のアクア

ドームくまもとも視察してまいりましたが、維

持管理費が大きな課題となっておりました。そ

こで、県営プールの整備について、ＰＦＩ方式

の導入など、どのように検討されているのか、

教育長にお伺いいたします。

プールの整備につき○教育長（四本 孝君）

ましては、他県のＰＦＩ方式の導入事例等につ

きまして情報収集をしているところでありま

す。今後、整備場所の選定とあわせまして、民

間事業者との連携・協力など、ＰＦＩ方式を含

めたさまざまな整備手法について、総合的に検

討してまいりたいと考えております。

今、他県の導入事例等につい○有岡浩一議員

て情報を収集し、民間事業者との連携・協力な

ど、ＰＦＩ方式を含めたさまざまな整備手法に

ついて、総合的に検討してまいりたいとの答弁

がございましたが、私が大変危惧しているの

は、教育委員会におきまして、どの程度このＰ

ＦＩについて勉強されているのか。そこで、再

度、教育長にお尋ねしますが、教育委員会の担

当者が実務研修会に参加し、どの程度理解され

たのか、そういった実績があれば教えていただ

きたいと思います。

今、そういう資料は○教育長（四本 孝君）

持ち合わせておりませんので、後でお答えした

いと思います。

職場の中でＰＦＩの導入につ○有岡浩一議員

いての議論をするためには、どの職員が担当す

るかということ、そこからスタートしなけれ

ば、この内容は煮詰まっていきませんし、さま

ざまな取り組みをクリアするためには、やはり

専門的な勉強をする職員がいるということが前

提でございますので、先ほど答弁いただきまし

たように、整備方法について総合的に研究する

ということであれば、やはりそういった専門の

職員、また総合政策部の職員を含め、庁内一体

となって勉強しないと、この事業は実現しない

と思います。ぜひとも、そういった人材を育成

するという視点も含めて取り組んでいただきた

いと思っております。

昨年12月９日に特別委員会の席で、委員の一

人としまして、オーシャンドーム跡地のナショ

ナルトレーニングセンター誘致において、ＰＦ

Ｉによるプールの整備など、多角的な検討が必

要であると提案いたしました。なぜならば、ト

ライアスロンなどの練習や、トレーニング後の

クールダウンとして、水中ウオーキングなどの

有酸素運動が効果的であるからでございます。

ぜひ、各競技団体から現場の声やアイデアを聞

いていただきたいと、そのように思っておりま

す。

次に、体育館・アリーナの整備について教育

長にお伺いいたします。先進地として幾つか紹
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介しますと、まず、静岡県の「このはなアリー

ナ」は、静岡鉄道草薙駅から徒歩３分の県総合

運動場内にあります。また、ＰＦＩで新設の

「エスフォルタアリーナ八王子」や墨田区の総

合体育館など、駅周辺にある自治体の敷地で、

アクセスのよい場所に新設されています。そこ

で、今回の候補地として、宮崎駅近くの県有地

と延岡市の市民体育館敷地が挙がっております

が、延岡の市民から、延岡市民体育館を残して

ほしいという声がある中で、延岡市の市有地に

県の体育館をどのように整備されるのか、具体

的な計画をお伺いいたします。

体育館につきまして○教育長（四本 孝君）

は、延岡市民体育館敷地と宮崎市錦本町県有グ

ラウンドが整備候補地となっておりまして、現

在検討を進めているところでございます。延岡

市に県体育館を整備する場合には、既存の市民

体育館の取り扱いを含めて、延岡市の意向を確

認しながら、協議を進めていくことになるとい

うふうに考えております。

具体的な流れがわかりません○有岡浩一議員

でしたけれども、延岡市民体育館を残してほし

いという声があるのはなぜかと申し上げます

と、県の体育館を運用する中で、年間計画とし

て、全国大会や九州大会など、大きな大会をま

ず日程として入れてまいります。次に、各団体

の県大会を入れてまいります。すると、土曜、

日曜日はほとんど空きがなくなると。今でも稼

働率が７割を超えておりますし、土曜、日曜日

はほとんど空いていないという状況でありま

す。県体育館ができたからといって、地元延岡

市の体育館を今までフルに使っていらっしゃる

市民の皆さんの希望に応えることは難しいと、

私どもは考えております。ですから、県の体育

館ができても市の体育館がなければ、やはり不

自由するということであります。結果として、

県体育館とは別に市民体育館が必要となってく

ると私たちは感じております。現在の宮崎市の

体育館も高い利用率でございます。そういった

意味で、市の体育館と県の体育館の役割、運用

の違いというものを十分理解して検討する必要

があると考えております。

そのような実態を踏まえまして、教育長に再

度お伺いいたしますが、庁内検討委員会では、

現在の延岡市民体育館敷地に整備した場合の駐

車場が、300台前後でしょうか、確保できるかと

思いますが、座席数は3,000席を準備するという

ことで、駐車場の不足が懸念されております。

また、駅からも若干遠いということで、移動手

段などに関する具体的な庁内検討会議はなされ

たのか、お伺いいたします。

具体的に、延岡に体○教育長（四本 孝君）

育館をつくるのに駐車場をどうするかというと

ころまで、詳細にはまだ検討しておりませんけ

れども、今後１カ所に絞るわけでございます

が、それに関連していろんな詳細、どのくらい

の規模のものをつくって、延岡であれば、さっ

きお話があった市民体育館等の関係はどうする

のかとか、駐車場はどこに何台ぐらい確保する

のかということを今後検討してまいることにな

ると思います。

私どもは、候補地として本当○有岡浩一議員

に実現性のあるものなのかどうか、そこら辺は

やはりしっかりと見きわめて取り組まなければ

いけないと思っておりますので、これからの検

討をしっかりしていただきたいと思っておりま

す。

次に、メーンスタジアムとなる陸上競技場に

ついて、教育長に再度お伺いいたします。国民

体育大会では、約３万人がメーンスタジアムを
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利用する予定となっております。現在の県総合

運動公園内と都城市の山之口運動公園が整備候

補地とされております。先日、山之口運動公園

に行ってきましたが、高速道路からの県道、市

道が１車線であるため、渋滞緩和対策が必要で

あり、駐車場の確保など多くの課題がありま

す。庁内検討会議でどのような協議がなされた

のか、お伺いいたします。

陸上競技場につきま○教育長（四本 孝君）

しては、宮崎市の県総合運動公園と、お話のあ

りました都城市の山之口運動公園が整備候補地

となっておりまして、それぞれの候補地につい

て、利点、あるいは必要な対応策等を整理し

て、検討を進めているところでございます。山

之口運動公園の場合は、御指摘のとおり、｢公園

周辺の交通アクセス等についての対策が必要で

ある｣などの意見が、庁内検討会議においても出

されたところでございます。

今お話を伺う中で、リスクマ○有岡浩一議員

ネジメントという視点から、これは知事にお尋

ねしたいと思います。昭和49年に整備された現

在の木花の陸上競技場では、当初、ナイター用

の照明器具の設置を計画されていたそうです

が、周辺の農業への影響が懸念され、設置反対

の声が上がりまして、照明の設置は断念したと

伺っております。今回の山之口運動公園は、旧

山之口町運動施設として親しまれ、体育館、野

球場、芝生広場など、地域の皆さんの広場と

なっております。道路整備とあわせて、県有施

設整備への住民の理解が本当に得られるのか、

知事の御所見をお伺いいたします。

今はまだ、整備候補地○知事（河野俊嗣君）

の段階であります。候補地について具体的な御

質問をいただいておりますが、それぞれの施設

についての候補地は、周辺環境や交通アクセス

などの整備課題を整理した上で 法規制、ま―

た災害対応というのもあります 課題が多い―

候補地を除外し、さらに機能性や将来性、安全

性、経済性の観点から総合的な評価を行って、

今２カ所に絞り込みを行っている段階でありま

して、個々の候補地についても、それぞれ対応

すべき課題があるというふうに考えているとこ

ろであります。

なかなか３万人というイメー○有岡浩一議員

ジは湧かないと思いますので、一つの事例とし

まして、知事もよく御存じの青島太平洋マラソ

ン、ことし31回目を迎えますが、選手が約１

万2,000人、関係者を含めると２万人以上の大会

が木花のほうで行われており、主催者は約5,000

台の駐車場を確保しております。県の総合運動

公園に3,000台、宮崎大学に1,000台、青島地区

に400台、宮崎方面の宮崎空港などに600台以上

の駐車場を確保し、朝５時前から車の誘導を

行っておりますが、それでもバイパスなど周辺

は渋滞をしております。このような現状を見ま

すと、山之口スマートインター周辺の渋滞が、

どうしても懸念されるわけでございます。ちな

みに、県の運動公園の有料駐車場の面積は９

万9,500平米、約10ヘクタールで、現在の山之口

運動公園の半分以上の面積を有するというふう

に考えております。

また、もう一つの考え方として、国体後の施

設の活用でございます。昨年の特別委員会で、

山口県の陸上競技場を視察してまいりました。

そのとき、サッカーのレノファ山口ＦＣの大会

があるということで、施設の改修をしていまし

た。また、ことしの国体開催地であります愛媛

にございます陸上競技場、ここも愛媛ＦＣの

ホームグラウンドということで、やはり１万人

を超える規模が必要だということで整備されて
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おりました。国体以降、どのような施設運営を

していくか、これは大きな課題でございまし

て、やはり１万人以上の利用が常に行える施設

整備、さらに交通アクセス、この確保は絶対条

件であります。そこで、知事に再度お伺いいた

します。知事の政治姿勢として、県有施設の整

備については知事の決断が必要であります。現

場を知っている競技団体の判断が最も優先され

るべきと考えますが、知事の御所見を再度お伺

いいたします。

国体、それから、それ○知事（河野俊嗣君）

以後の利用につきましても、確かに運動の関

連、どのような競技に使うのか、競技団体の考

えなり、これまでの経験というものについて

しっかりお話を伺っていく、それも重要であろ

うかと思います。今、るる御指摘がありました

アクセス等に関しましては、もちろん国体にお

いては、御指摘のとおり３万人という規模があ

ります。サッカーその他の試合を考えるときに

も、多くの人数をどのようにさばいてくのか、

大変重要な課題であろうかと思いますので、そ

ういった観点を総合的に勘案しながら、しっか

りとした整理をし、判断してまいりたいと考え

ております。

大会を運営する立場で申し上○有岡浩一議員

げますが、競技団体の人たちが、駐車場の心配

をしたり、途中の交通事故を心配したり、さら

にはいろいろなクレームに対応しなきゃいけな

い。こういう姿がないようにしなけりゃならな

い。これは施設整備をする我々の責任であると

思っていますので、運営する競技団体の理解や

協力なくして、これからのスポーツランドみや

ざきの発展はないということを申し添えて、次

の質問をさせていただきます。

次に、日本では、ＰＦＩ法が1999年7月に公布

され、2011年６月に改正ＰＦＩ法となり、全国

で多くの事例が分野別に紹介されています。し

かし、本県においては、財政改革推進期間中、

施設整備、箱物の新規着工は原則として凍結と

いう期間があり、その影響が現在につながって

いると考えます。本来、財政改革に取り組むな

らば、ＰＦＩなどの民間活用で効率的なサービ

ス提供を検討すべきであり、時間は十分にあっ

たはずです。そこで、本県においてＰＦＩの取

り組みが進まなかった理由について、総合政策

部長にお伺いいたします。

ＰＦＩではご○総合政策部長（日隈俊郎君）

ざいませんが、民間の活用という意味では、延

岡市にあります県警察職員宿舎や宮崎駅西口の

立体駐車場の整備において、県有地を民間事業

者に長期間貸し付け、民間事業者が資金調達、

設計、建設を行い、管理運営に取り組んでいる

事例がございます。一方で、このような事例よ

りも収益性の低い施設の整備・運営につきまし

ては、ＰＦＩにより、より効率的・効果的な

サービスを提供することが期待されますが、実

施に際しましては、従来の整備手法と比べて、

着工までに可能性調査等に多くの時間や費用が

かかること等が課題でございます。また、県で

は、財政改革を推進する中で、お話にもありま

したが、新規の施設整備を原則凍結してきたこ

と、また、多くの県の公共施設の維持・管理に

つきましては、ＰＦＩと同じく、官民のパート

ナーシップに基づきサービスを提供します指定

管理者制度を広く適用してきたことなどが、Ｐ

ＦＩの導入が進まなかったことの背景にあるも

のと考えております。

ＰＦＩの推進には、民間事業○有岡浩一議員

者からの提案などを積極的に求める必要があり

ます。そこで、今後、本県におけるＰＦＩの推
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進にどう取り組まれるのか、総合政策部長に再

度お伺いいたします。

ＰＦＩを推進○総合政策部長（日隈俊郎君）

するためには、まず、行政と民間の双方が、Ｐ

ＦＩの考え方や実務などをしっかり把握する必

要がありますので、これまで、県や市町村職員

だけでなく、県内の建設業やビルメンテナンス

業、金融機関などを対象とした研修会等を実施

してきたところでございます。このような中

で、宮崎市においては、今年度から、合併処理

浄化槽事業にＰＦＩを導入しまして、コストを

抑制しつつ、設置基数をふやす取り組みが始

まっておりますので、引き続き、こうした動き

を促進しながら、今後、官民が参加し、ノウハ

ウを習得するための勉強会や、ＰＦＩ手法の活

用に向けた意見交換を行いますＰＦＩ地域プ

ラットフォームの整備にも取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。

先ほどのＰＦＩに関○教育長（四本 孝君）

する教育委員会の担当の研修状況でございます

が、昨年度、総合政策課主催で内閣府の専門家

を招いての意見交換がございまして、これに教

育委員会の担当職員が参加いたしました。ま

た、今年度も民間企業主催の研修会に参加して

いるところでございます。

どうぞ教育委員会サイド、県○有岡浩一議員

土整備部もそうでしょうし、各部署の中でそう

いった勉強を重ねながら、また意見の交換をし

ながら、専門性を高めていただいて、全庁的に

一つ一つの実績を積み重ねていただきたいと考

えております。

次に、森林環境税について質問させていただ

きます。

第３期目を迎えた森林環境税は、毎年約３億

円の税収に対し、現在、どのような施策に取り

組んでおられるのか、環境森林部長にお伺いい

たします。

本県の森林○環境森林部長（川野美奈子君）

環境税につきましては、森林の持つ公益的機能

が持続的に発揮されるよう、豊かな森林環境の

保全に要する費用に充てているところでござい

ます。５年ごとに課税期間の延長を行っており

まして、３期日に入った平成28年度からは、４

つの柱を掲げ、その柱に沿った各種施策に取り

組んでいるところでございます。

まず、１つ目の柱では、ボランティアによる

植樹活動など、県民参加による森林（もり）づ

くりに取り組んでおりまして、２つ目の柱で

は、水源地域での広葉樹の植栽など、公益性の

高い森林（もり）づくりを推進しているところ

でございます。また、３つ目の柱としまして

は、県産材利用の普及啓発・ＰＲなどに取り組

み、資源の循環利用を促進しているところでご

ざいます。そして、４つ目の柱では、森林環境

教育など、次代を担う人づくりを推進している

ところでございます。

４つの柱で森林の持つ公益的○有岡浩一議員

機能の保持・保全に取り組んでいることはわか

りますが、現在、国税版の森林環境税が検討さ

れております。早期実現とともに、納税者の理

解を得るためには、県の森林環境税とのすみ分

けを明確にする必要があります。そのために、

国に対してどのような要望活動を行っているの

か、再度、環境森林部長にお伺いいたします。

国が創設を○環境森林部長（川野美奈子君）

検討しています森林環境税は、森林吸収源対策

として、必要な手入れがなされていない人工林

を対象に、市町村が主体となって実施する間伐

など、新たな森林整備に必要な財源に充ててい

くことが検討されているものであります。本県
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の現在の森林の状況は、民有人工林の７割を占

める杉林のうち、77％が収穫期を迎えておりま

して、循環型林業を推進するためにも、森林整

備予算の確保は喫緊の課題となっております。

このようなことから、県としましては、国で

検討されている森林環境税の早期実現について

要望を行ったところであります。また、その内

容につきましては、県の森林環境税とのすみ分

けが図られることや､本県の実情に合わせ、使途

を間伐以外の再造林も含めたものにすることな

ど、地方の意見を十分に踏まえた内容としてい

ただくよう、あわせて要望したところでありま

す。

ただいま部長のほうから、市○有岡浩一議員

町村が主体となる再造林を含めて要望している

ということでしたが、現在、県央、さらに里山

におきましては、再造林されずに林地残材など

が放置されている現状が多々あります。現場の

林業事業体の皆さんの理解と協力が必要であり

ます。そこで、環境保全や再造林に取り組む林

業事業体の育成について、どのように取り組ま

れるのか、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

林業事業体○環境森林部長（川野美奈子君）

が森林施業を行う上で、土砂の流出防止など環

境に配慮した取り組みを進めることが、重要で

あると考えております。このため、県におきま

しては、林業事業体に対し、環境に配慮した伐

採・搬出を行うよう周知しているところであり

ます。また、事業者団体が実施する土砂流出の

少ない路網整備を行うための研修や、環境に配

慮した森林施業に取り組む団体のＰＲ活動に対

し、支援を行ったところであります。さらに、

伐採事業者については、再造林に配慮した作業

の実施や造林事業者との連携を図ることが重要

であるため、今年度から林業事業体に対し、伐

採後の造林技術や一貫作業などについて、実践

的な研修を行うこととしております。今後と

も、これらの取り組みを通じ、環境保全や再造

林に取り組む林業事業体の育成・強化に努めて

まいりたいと考えております。

現場の林業事業体の皆さん方○有岡浩一議員

の意識の高さによって、この宮崎の環境、森林

を守っていける、そういう取り組みに転換して

いただけることを切に要望しておきたいと思い

ます。

それでは、次の質問にまいります。ストレス

チェックについて質問してまいります。

昨年度から義務化されたストレスチェックの

実施における効果について、総務部長にお伺い

いたします。

ストレスチェック○総務部長（桑山秀彦君）

につきましては、知事部局では、昨年８月から

各種委員会職員を含む全職員を対象に実施して

いるところでございます。その中で、厚生労働

省が示す高ストレスの基準を超えた職員に対し

ましては、保健師等が面接・相談を呼びかける

メールを送信した上で、アドバイスなどを行い

ますともに、必要に応じて健康管理医による面

接指導を行っております。また、個々の職員の

データを所属ごとに集計・分析した結果、職場

環境リスクが厚生労働省が定めた数値を上回る

所属に対しましては、保健師などが該当する所

属を訪問しまして、職場環境改善への取り組み

を促しているところでございます。ストレス

チェックは、何よりもまず、職員個々に自分自

身のストレスの状況を気づかせる効果があると

思っております。これまで取り組んできており

ます専門相談員によります面接・相談等の取り

組みとあわせて、職員の「こころの病」の未然
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防止と働きやすい職場づくりに努めてまいりた

いと考えております。

ストレスの状況を気づかせる○有岡浩一議員

という、御本人が気づいていただくことが最も

大切であります。仕事のストレス緩和要因とし

て御紹介いたしますが、仕事に対する達成感、

それに時間的裁量権 ある程度自由に自分が―

動かせるような裁量権、そして、何よりも大事

なのは、同僚、上司の支援が挙げられておりま

す。特に、相談できる人がいて話をすることで

９割のストレスが改善されたとあり、働きやす

い職場とは、不調者をケアする同僚、上司の声

かけが効果的であります。企業の取り組みで紹

介いたしますと、「寄り道部屋」というものを

１部屋設置しまして、仕事帰りに立ち寄って、

たまり場となって、そこでそれぞれが愚痴をこ

ぼしたり会話をして、リフレッシュして帰ると

いう取り組みをしていらっしゃるようです。そ

れぞれの職場でできる声かけ、そういった取り

組みを期待してまいりたいと思っております。

また、同じく、警察本部長にストレスチェッ

クの実施効果についてお伺いしたいと思いま

す。

県警のストレス○警察本部長（野口 泰君）

チェックにつきましては、昨年の７月から全職

員を対象に実施し、自分のストレスの度合いや

要因を把握できるようになっております。平

成28年度の受検率につきましては、100％であり

ました。なお、受検者の中で、ストレスの度合

いが高いと判定された職員につきましては、保

健師による助言と相談窓口の案内を行ってお

り、希望した職員には、医師等の面接指導や相

談を受けさせた結果、業務負担の軽減を行うな

ど、職場環境の改善を図っております。また、

県警におきましては、部内外にメンタルヘルス

に関する相談窓口を設けており、いつでも相談

できる体制を整えております。今年度も既にス

トレスチェックを実施しており、職員自身のス

トレスヘの気づきを促すとともに、そのストレ

スを解消する支援を行って、働きやすい職場環

境づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

今、本部長からも答弁いただ○有岡浩一議員

きましたが、いつでも相談できる体制が整って

いると。そういう体制を整えることがまず第一

ですが、なかなかそれでも相談に行きにくいと

いうケースがあると思うんです。そこで、一つ

紹介いたしますが、もし相談しにくい場合に

は、厚生労働省から委託を受けている、働く人

の「こころの耳電話相談」があります。「ここ

ろの耳」で検索することができます。聞いてい

らっしゃる職員の方で、もし相談できない場合

は、こういったところも御利用いただけるとあ

りがたいと思っております。

また、教育委員会、病院局、企業局も実施さ

れていると思いますが、働きやすい職場環境づ

くりは共通しております。ぜひ、先ほど申し上

げた各職場で工夫しながら、職員との信頼関

係、また声かけを実施していただければありが

たいと思っています。

そこで、先生方に映画を一つ紹介させていた

だきたいと思います。えびの市出身の柴垣文子

氏原作の「校庭に東風吹いて」という本が映画

化されまして、教師役に沢口靖子さん。子供の

生きる力を信じ、どう生き、教育にどう取り組

むのかというテーマで心を紡ぐ物語の映画を先

生方にぜひ紹介させていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、福祉保健部長に、児童心理治療

施設についてお伺いいたします。
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日向市東郷町に一昨年開所した、ひむかひこ

ばえ学園の入所児童数が少ない原因について、

お伺いいたします。

児童心理治療○福祉保健部長（畑山栄介君）

施設は、環境上の理由などによりまして、社会

生活への適応が困難となった児童に、必要な心

理治療や生活治療を行うことを目的とするもの

で、平成27年度開所し、県内１カ所の設置と

なっております。この児童心理治療施設の職員

には、施設の特性上、専門的な知識や高い処遇

力が求められますことから、県では、開設に当

たりまして、施設の受け入れ体制を考慮して、

施設や児童相談所とも協議の上、段階的に児童

を入所させるといった対応により、職員の知識

や経験の蓄積を促してきたところであります。

しかしながら、施設職員の退職等による交代の

ため、その蓄積が進まないことなどから、入所

児童の拡大が進んでいない状況にございます。

児童心理治療施設の定数は、○有岡浩一議員

入所が35名、通所が15名と聞いております。児

童のために早期対応が必要と判断した場合は、

積極的に紹介できる体制が必要です。再度、施

設の利用促進について、県の取り組みを福祉保

健部長にお伺いいたします。

この児童心理○福祉保健部長（畑山栄介君）

治療施設でございますけれども、職員が交代す

る中で、新たな専門職員の確保ですとか内部研

修の充実といった形で、現在、体制の整備に努

力しておられると伺っております。県では、施

設運営の円滑化を図るため、引き続き、児童相

談所などを交えた連絡会議を開催するととも

に、施設職員のスキルアップに向けた研修です

とか、先進施設への職員派遣に対する支援を充

実させるといったことにより、施設の受け入れ

体制の整備を図りまして、入所を必要とする児

童が適切な時期に入所できるよう、支援を行っ

てまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○有岡浩一議員

ます。

次に、総合政策部長に、クラウドファンディ

ングについてお伺いいたします。

若者のアイデアや情報発信力でクラウドファ

ンディングに挑戦することは、貴重な経験であ

り、新しい試みとして応援したいと思います。

そこで、本県の地域おこし協力隊の活動支援の

一つとして、クラウドファンディングを活用す

ることについて、御所見をお伺いいたします。

地域おこし協○総合政策部長（日隈俊郎君）

力隊クラウドファンディングについてでござい

ますが、これは、ふるさと納税の仕組みを活用

しまして、市町村を通じて隊員の起業資金を調

達するものでございます。国が昨年４月に制度

を開始し、これまで、例えば、空き家を改修し

てゲストハウスを始めるプロジェクトなど、全

国で５件ではございますが、活用事例が出てき

ております。

この制度を活用するには、まず、起業を希望

する隊員がプロジェクトを提案し、その内容

が、地域が抱える課題の解決につながるなど、

当該市町村に承認される必要がございます。さ

らに、全国から寄附の輪が広がるような魅力的

な内容であることが求められているところでご

ざいます。県といたしましては、地域おこし協

力隊や市町村職員を対象とした研修会などにお

いて、この制度の内容や活用事例等を紹介する

とともに、起業を希望する隊員に対しては、関

係機関と連携しまして、計画策定時の相談や助

言を適切に行うなど、隊員の起業を支援してま

いりたいと考えております。

地域おこし協力隊のお話をさ○有岡浩一議員
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せていただきましたが、ことし採択されました

「ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業」が、

都市部の大学生100名を受け入れる予定で実施さ

れると伺っております。そこで、ワーキングホ

リデーで来県する若者と地域おこし協力隊の交

流促進を図る取り組みを行うことで、ふるさと

宮崎を持つ仲間として長く交流できることなど

が、期待されます。そこで、相互のマッチング

について、総合政策部長の御所見をお伺いいた

します。

地域おこし協○総合政策部長（日隈俊郎君）

力隊の皆さんは、都市部から地方へ生活の拠点

を移しまして、その土地に溶け込みながら、自

身の才能や能力を生かし、地域活性化に取り組

んでおられます。こうした地方での暮らしの中

で隊員が培ってきた知識や経験は、今回、本県

での生活を体験しますワーキングホリデーの参

加者にとって、人や自然とのつながりの大切さ

を学ぶ上での貴重な先例になるものと思いま

す。また、隊員の有する熱意や行動力、独自の

視点は、ワーキングホリデー参加者が、暮らし

のあり方や生きがいなどを見詰め直すに当た

り、大変参考になるものと考えているところで

あります。このようなことから、今回の事業の

実施に当たりましては、例えば、ワーキングホ

リデー参加者に、地域おこし協力隊がかかわる

地域づくり活動や隊員との意見交換会など、市

町村が行う交流行事に参加いただくことによ

り、参加者と隊員との交流を深めてまいりたい

と考えているところでございます。

ワーキングホリデーの若者が○有岡浩一議員

リピーターとしてたびたび宮崎に帰ってきてく

れることを期待し、将来の移住や二地域居住な

どにつながる交流を期待しております。また、

クラウドファンディングについても、実施され

るときはぜひ情報をいただければ幸いでござい

ます。

次に、観光宮崎の魅力発信について、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

以前紹介しましたオーストリアのウィーン市

庁舎前広場の音楽映画フェスティバルは、７月

中旬から約50日間、毎日日没後、上映が開始さ

れます。観光客や地元の方も一緒になり、周辺

出店、スナックスタンドで世界25カ国の味を楽

しむ祭りです。広場は満員御礼の状態で、オペ

ラやウィーン交響楽団のコンサートなどが、ス

クリーンに紹介されています。本場に行ってこ

そ感じられる伝統と文化を気軽に楽しむ様子

は、観光宮崎の参考にしたいと感じました。宮

崎の各地で行われている神楽にも共通した親し

みを感じます。その地に合ったおもてなし、楽

しみ方が一番いいと思います。そこで、魅力発

信のために観光を担う人材の育成、さらに、宮

崎の伝統文化、風土を活用し、観光誘客を戦略

的に行うためにどのような取り組みを行ってい

るのか、お伺いいたします。

持続可能○商工観光労働部長（中田哲朗君）

な観光地域づくりを実現するためには、県内各

地の観光を担う人材の育成が大変重要であると

いうふうに考えております。このため、県にお

きましては、昨年度、「観光みやざき創生塾」

を創設し、フィールドワークを加えた、より実

践的な講座を実施するなど、観光地域づくりの

リーダーや着地型観光を実践する人材の育成に

取り組んでいるところでございます。また、今

年度から、みやざき観光コンベンション協会に

マーケティング等に精通した専門人材を配置

し、多様な関係者を巻き込みながら、マーケ

ティング分析による旅行者のニーズに基づいた

旅行商品の開発や効果的なプロモーション等に



- 101 -

平成29年６月15日(木)

取り組んでいくこととしております。今後と

も、このような取り組みを積極的に推進し、宮

崎の魅力を十分に生かしながら、さらなる観光

誘客につなげてまいりたいと考えております。

観光みやざき創生塾を創設さ○有岡浩一議員

れて人材育成に取り組んでいらっしゃるという

ことで、大変期待をしておりますし、みやざき

大使の皆さん、こういった方もいらっしゃいま

す。「宮崎がおもしりが」と言ってもらえるよ

うな宣伝をぜひしてもらいたいと思っておりま

すし、先ほどの観光みやざき創生塾の皆さん、

こういった人たちとのマッチングをしながら、

楽しい企画を期待していきたいと思っておりま

す。

続きまして、閉校後の活用とリノベーション

について、教育長にお伺いいたします。

県立学校における閉校後の校舎等の財産活用

について、現状をお伺いいたします。

県立学校が閉校いた○教育長（四本 孝君）

します際には、財産の有効活用や地域活性化と

いったさまざまな観点から、関係部局や地元市

町村の意向を踏まえまして活用方法を検討する

こととし、活用の意向がない場合は、公募によ

り民間企業等に売却することとしております。

これまでの主な活用状況でございますが、平

成22年３月に閉校いたしました小林商業高校に

つきましては、小林市に売却後、現在、市民活

動や災害時対応の拠点施設として活用されてお

ります。また、平成24年３月に閉校いたしまし

た延岡ととろ聴覚支援学校につきましては、民

間企業に売却したところであります。今後と

も、再編整備により閉校となった学校につきま

しては、県民の貴重な財産として有効活用され

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

県有財産を大変有効に使って○有岡浩一議員

いただいているということで、成功例だと思っ

ています。こういったものを初めて承知しまし

たので、ありがたいと思っております。

また、閉校後の活用とリノベーションの中

で、先日、宮崎市立穆佐小学校跡地を「みんな

で創る」ＭＵＫＡＳＡ－ＨＵＢとしてリノベー

ションしまして、ビジネスコミュニティーとし

て生まれ変わっており、知事も足を運んでいた

だいたと伺っております。平成14年度以降の県

内市町村立の小中学校の廃校数は78校、昨年度

は１年間で６校というふうに伺っております。

廃校施設の有効活用ということで、文部科学省

の「～未来につなごう～「みんなの廃校」プロ

ジェクト」などを紹介し、地域のにぎわいとな

るように助言・指導が必要と考えますが、教育

長の御所見をお伺いいたします。

廃校施設の利活用を○教育長（四本 孝君）

促進するに当たりまして、市町村への支援をす

るということは大変重要であると考えておりま

す。このため、県教育委員会では、年２回の市

町村担当者会議におきまして、御質問にありま

した、文部科学省の「～未来につなごう～「み

んなの廃校」プロジェクト」の周知を図ってい

るところでございます。また、市町村からの相

談に対して、地域の実態に合った廃校施設の活

用事例の紹介や、利用可能な国の補助制度の紹

介を行うなど、きめ細かな助言や指導を行って

おります。今後とも、各市町村の廃校の利用促

進について支援をしてまいりたいと考えており

ます。

どうもありがとうございまし○有岡浩―議員

た。行政の中でリノベーションするということ

もあるでしょうし、民間に払い下げることに

よって、先ほどのＭＵＫＡＳＡ－ＨＡＢのよう
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に活用する場合もあると思います。いずれにし

ましても、こういった廃校が地域のにぎわいの

一つのかなめでありますので、有効に使ってい

ただくこと、そして、それに向けて、市町村に

対し、こういう補助事業制度があるということ

も含めて御指導いただけると、ますます活用で

きる施設になっていくということで、今後の支

援をよろしくお願いしたいと思っております。

次に、農業に関して質問してまいります。キ

イチゴ「ベビーハンズ」という聞きなれない名

前を出しておりますけれども、キイチゴ「ベ

ビーハンズ」につきまして、農政水産部長にお

伺いしたいと思います。

ベビーハンズの名前の由来は、赤ちゃんの手

のように小さくてかわいい葉っぱでありまし

て、フラワーアレンジメントやブーケによく使

われていると聞いております。そこで、本県で

は、ベビーハンズの産地化に向けてどのように

取り組んでこられたのか、お伺いいたします。

ただいま議員○農政水産部長（大坪篤史君）

がおっしゃいましたように、このキイチゴ「ベ

ビーハンズ」といいますのは、花束やフラワー

アレンジメントの素材として、近年、人気の高

い花卉でございます。平成24年度に、本県への

導入可能性調査を実施しましたところ、５月の

「母の日」や秋のブライダルシーズンに高い需

要があること、そして、その時期は、主産地で

ある北海道からの出荷がない時期であることな

どが確認されました。また、県内での試作結果

も良好であったことから、露地の新品目として

有望であると判断をしまして、販売権を持つ県

外の生産者、いわゆる育種家と優先生産の契約

を結んで、産地化に取り組むこととしたもので

あります。その後、展示圃の設置や安定生産の

ための研修会の開催など、積極的に導入を進め

ました結果、本年度の作付面積は約９ヘクター

ルと、北海道と並ぶ産地に成長しているところ

でございます。

今、部長のほうから紹介がご○有岡浩一議員

ざいましたが、北海道からの出荷がスタート

で、宮崎まで産地化しているということで、こ

れは昔、産地間競争と言っておりましたが、今

は産地間で協力し合うという取り組みが一つの

可能性のある分野ではないかと思っておりま

す。こういったものをさらに広げていくため

に、２番目の質問をさせていただきたいと思い

ますが、収益性の高い農産物の開拓、これは農

家にとって大変期待するところであります。そ

こで、今回は花卉に絞りますが、花卉の新品目

について、今後どのように生産振興に取り組ん

でいかれるのか、再度お伺いいたします。

） 花卉の振興を○農政水産部長（大坪篤史君

図る上では、産地のほうが値決めをして販売で

きるマーケットニーズの高い新品目の導入や拡

大を図ることが大変有効な方策であります。そ

こで、県では、本年３月に策定しました「宮崎

県花き振興計画」の中で、そのことを重点施策

の一つに位置づけまして、積極的に取り組むこ

ととしております。具体的には、本年３月に、

新品目の販売権などを持ちます県外の育種家

と、「花き振興に係る協定」を締結したところ

でありまして、今後、宿根スイートピーやヒペ

リカムといった花を中心に、地域の気候や地理

的条件に合った新品目の選定を進めながら、生

産振興に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

なかなか聞きなれない種類で○有岡浩一議員

ありますが、こういった新しい品種が育種家の

力をかりて広がっていくということ、これが軽

量野菜をつくるように、こういった花に取り組
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むことで、高齢者の方もつくりやすくなるとい

うメリットもありますし、露地でもつくれると

いう品種もあるようですから、大いに広げてい

ただきまして、適性がございますが、頑張る方

には応援していただきたいということで、花卉

の振興を大変期待しております。

花卉から少し離れますが、企業の農業参入と

いうことで質問させていただきます。かぶちゃ

んファーム株式会社という全国に展開する会社

が、宮崎市に亜熱帯作物の農場を展開されてい

ます。４月に視察させていただきました。そこ

で、企業の農業参入が進む中で、これからの本

県農業の発展に企業のノウハウをどのように生

かしていくのか、御所見をお伺いいたします。

企業の農業参○農政水産部長（大坪篤史君）

入は、新しい感覚で農業に挑戦をすることで、

従来にない経営が期待できますとともに、地域

の農業者と連携することにより、地域農業の活

性化にも寄与するものであると考えておりま

す。本県としましても、積極的に推進してきた

結果、これまで、参入企業の販売網を活用した

地域農産物の取引の拡大や、ＩＣＴの導入によ

る栽培環境の数値化や省力化などの効果があら

われてきているところであります。参入の際に

は、地域とうまく調和して、相互にメリットの

ある形で進めることが重要ですので、十分な調

整やマッチングを行いながら、地域農業の技術

革新や販売力の強化にもつながるよう、留意し

てまいりたいと考えております。

今、部長のほうから報告があ○有岡浩一議員

りましたように、参入企業の販売網を活用す

る、さらにはＩＣＴの導入についても協力し合

う、お互いのメリットを生かすという、これが

今後、企業参入における、宮崎県がタイアップ

する際の大きな課題だと思っていますので、ぜ

ひこういう取り組みの成功例を地域の農家の方

たちに広げていただきながら、宮崎の農業を発

展させていただきたいと思っております。

もう一つ報告させていただきますが、こと

し、主要農産物種子法の廃止が決定しまして、

農業の競争力を高める動きが加速しておりま

す。そのような中でも、安全・安心で豊かな食

材は本県の魅力であります。本県の魅力がグ

ローバルな展開に発展することを期待いたしま

して、私の質問の全てを終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、黒木正一議員。○横田照夫副議長

〔登壇〕（拍手） 通告に従○黒木正一議員

い、質問を行います。

アメリカのトランプ大統領がパリ協定離脱を

表明しました。このまま温室ガス放出を放って

おけば、今世紀末には最大4.8度も気温が上昇

し、致命的な惨禍に見舞われ、人類存亡の危機

に直面する。それを食いとめる英知がパリ協定

であり、196の国・地域が参加署名しています。

それにもかかわらずアメリカが離脱を表明した

ことは、残念で、強い憤りを感じますが、知事

の所感を伺います。日本が、地球・人類の将来

がかかる温暖化防止の歩みをとめてはならず、

パリ協定の推進をしっかりと前に進めるべきと

考えます。

次に、森林環境税について伺います。林業界

にとって、今年度最大の課題は、国税版森林環

境税の創設であります。林業関係団体からも、

早期実現を求める要望書が提出されています

が、温室効果ガス削減目標の達成には森林活用

が欠かせないことから、森林環境税創設が後退

するようなことがあってはなりません。先日、

知事は議長とともに、「宮崎の提案・要望」と

して森林環境税創設の要望を行っていますが、
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今後とも、その必要性を強く訴え、早期実現に

向けて取り組んでいただきたいと思いますが、

見解を伺います。

次に、郡司副知事に伺います。郡司副知事

は、これまでの経験、知識、情熱が買われ、こ

れまで以上に農業を発展させたいという知事の

思いもあり、副知事への就任に至ったのではな

いかと思います。副知事の担う役割は幅広いも

のがありますが、農政の専門家として歩いてき

た副知事に、本県の農業の振興に対する思いを

伺います。また、ことしの本県農業の大きな目

標の一つが全共３連覇であります。既に１次選

考が終わり、７月の最終選考で28頭の県代表牛

が決定となります。１次予選を終えた現時点で

の手応えと、３連覇への意気込みも伺います。

次に、鎌原副知事に伺います。鎌原副知事

は、内田前副知事と同じ国土交通省から本県に

着任されました。まず最初に、副知事を打診さ

れたとき、宮崎県と聞いてどのようなことが頭

に浮かんだのか、宮崎県についてどのようなイ

メージがあったのか伺います。

副知事の所管業務の中で、特に鎌原副知事に

は、本県のインフラ整備の促進への期待が大き

いと思います。午前中に後藤議員から、高速道

の整備促進に期待する質問がありましたが、私

は、国県道の整備促進について伺います。

鎌原副知事の国土交通省の先輩になると思い

ますが、昨年、参議院議員になられた足立敏之

議員は、ある専門誌に次のように書いていま

す。「インフラをめぐる環境は時代とともに大

きく変化してきた。高度成長期に集中的に整備

されたインフラが老朽化を始めた。その対策を

計画的に実行することが課題である。また、防

災・減災の面でも、いつ起こってもおかしくな

い南海トラフ巨大地震や、大雨による水害、土

砂災害に対するハード・ソフト両面にわたる対

応の必要性がある。さらに、少子高齢化という

課題。過疎化、人口減少、高齢化の進む地域を

どうするのか。このような地域が再び元気あふ

れる地域となっていくためにどのような対策を

講じていくのか。生き残りをかけて取り組む地

方創生で、これらを足元でしっかり支える大き

な役割を担っているのが、道路等の交通ネット

ワークや防災・減災のためのインフラ整備であ

る」というふうに述べております。

本県は、国県道の改良率が九州一低い。これ

は地形の悪さによるところも大きいと思います

が、本県の国県道の現状をどう認識し、財源の

確保を含めどのように取り組む考えか、所感を

伺います。

次に、環境森林部長に伺います。先日、地元

の素材生産業の事務所に行きましたら、東京か

ら来た人がいると紹介されました。20代の若い

女性で、大学を卒業し、就職し、事務職の仕事

をしていたものの、林業に興味を抱いていた。

しかし、何の接点もないし、近づくすべもな

かったと言っておりましたが、ある日、偶然に

電車で森の仕事ガイダンスの広告を見て、説明

会に行き、千葉県の林業体験コースなどにも参

加し、縁あって宮崎県に来たということでし

た。４月に来たばかりですけれども、もう現場

で林業機械を運転しています。都会育ちの女性

がみずから進んで林業に飛び込んで活躍する、

そういう時代になったのかなと思います。しか

し、このような女性もいますが、林業において

も人材確保・育成は大きな課題であります。こ

の課題をどのように考えているのか、環境森林

部長に伺います。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

パリ協定につきましては、世界のほとんどの

国や地域がともに参画する地球温暖化防止対策

の新たな国際的ルールでありまして、これまで

各国が長年にわたり努力を重ねてようやく築い

てきたものであります。このような中で、世界

第２位の温室効果ガス排出国であり、指導的立

場にある米国が離脱表明をしたことは、パリ協

定の目的達成の大きな支障となるものであり、

私も大変残念に思っているところであります。

また、国が創設を検討している森林環境税に

つきましては、森林吸収源対策としての森林整

備の財源に充てることとされており、我が国の

温室効果ガス削減に大きく寄与するものと考え

ております。本県におきましては、地球温暖化

防止対策や、「伐って、使って、すぐ植える」

という循環型林業の確立を図る上で、森林整備

のための財源のさらなる確保は重要な課題であ

ると考えておりますので、国の森林環境税につ

いては早期実現が必要だと考え、要望している

ところであります。なお、この制度設計に当た

りましては、本県も含めて、独自課税として森

林環境税を導入しているところでありまして、

そのすみ分けなど、地方の意見を十分に踏まえ

た内容とするよう、国に要望しているところで

あります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（郡司行敏君）

す。

本県農業振興に対する思いと、全国和牛能力

共進会３連覇に向けた手応え、意気込みについ

てであります。私は、ことし３月までの農政水

産部長在任中から、農業と農家は、国の豊かさ

を生み出す根源的な存在であるとの思いを胸に

刻み、課題解決に当たりましては、まずは現場

に立つことを行動規範としながら、農業者や農

業団体の皆さんとともに、本県農業の振興に取

り組んでまいりました。そして、その思いは、

副知事になった今も、いささかも変わるもので

はありません。農業を取り巻く状況は、今、大

きく変わろうとしておりますが、私は、このよ

うな変化のときをチャンスと捉え、目標を掲げ

て果敢に挑戦することが、今を生きる我々の責

務であるというふうに考えております。引き続

き、若者が夢と希望を持てる本県農業の実現に

全力でチャレンジしていきたいと、そのように

考えているところであります。

そして、この挑戦の一つが全共３連覇であり

ます。私自身、先月開催されました地域予選に

参加し、生産者や関係者の皆さんの３連覇にか

ける熱い思いと本県のレベルの高さを肌で感

じ、大きな手応えを感じているところでありま

す。９月の全共本番まで残りわずかとなりまし

たが、これまで以上にチーム宮崎一丸となっ

て、日本一の努力と準備をさらに磨き上げ、宮

崎牛の新たな歴史をつくるとの決意のもと、必

ずや前人未踏の３連覇をなし遂げたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（鎌原宜文君）

します。

まず、赴任前のことですが、私がこの話を

伺ったときの印象ということでございますが、

当然のことながら大変驚きました。赴任前の私

の宮崎県に対する印象ということで申し上げま

すと、私自身は宮崎県は初めてでございますけ

れども、宮崎県に出向経験のある先輩ですとか

同期、それから、もちろん前任の内田前副知事

からも、県の魅力、あるいは自然環境が非常に

すばらしいということ、温暖な気候であるとい

うこと、おいしい地産品のこと、また、温和な
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県民性ということについて常々お話を伺ってお

りましたので、そういう意味で大変魅力に感じ

ておりました。

それから、次の御質問、本県の国県道につい

てでございます。私が県内を訪問した中で、県

北の観光拠点の一つであります五ヶ瀬町のワイ

ナリーでは、現在進められております県道の整

備によりまして、利便性が向上することから、

さらなる観光の振興につながっていくものとい

うふうに感じました。また、西米良村では、唯

一の幹線道路である国道が被災いたしまして、

地域の方々の暮らしに多大な影響が出ている状

況を目の当たりにいたしました。こうしたこと

から、中山間地域における道路の重要性を実感

いたしたところでございます。

国県道につきましては、高速道路を補完し、

地域間交流の促進や産業活動の支援、さらに

は、救急医療施設へのアクセス向上、安全・安

心な暮らしの確保など、果たすべき役割は極め

て大きいというふうに考えてございます。先ほ

ど議員からの御指摘にもございましたけれど

も、人口減少ですとか高齢化への対応、さらに

は地方創生の実現に向けて、あるいは災害への

備えという意味におきましても、人流・物流の

ネットワークを着実に整備していくことは、非

常に重要な課題だというふうに認識しておりま

す。残念ながら、現在、本県の国県道の整備状

況は、改良率ということで見ましても、全国の

中でも必ずしも進んでいるとは言えない状況に

ございます。私といたしましては、これまでの

国土交通省での知識、経験なども生かしまし

て、全力を挙げて必要な道路整備に取り組んで

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○環境森林部長（川野美奈子君）

答えいたします。

林業における人材の確保・育成についてでご

ざいます。全国有数の林業県であります本県に

おきまして、人材の確保・育成対策は、最重要

課題と認識しているところであります。このた

め県では、新規就業者の確保や就業者の技術向

上、また、福利厚生や労働安全衛生の充実によ

る就業環境の改善など、さまざまな取り組みを

実施しているところであります。中でも、新規

就業者の確保については、都市部における就業

相談会や森林（もり）の仕事ガイダンスの開

催、「みやざき林業青年アカデミー」の研修な

どを実施するとともに、今年度から新たに、Ｕ

ＩＪターン希望者への体験研修や、「ひなたも

りこ」など、女性の活躍のための活動支援に取

り組むこととしております。しかしながら、山

村地域においては過疎化や高齢化が進んでお

り、担い手の確保が非常に厳しい状況にござい

ますことから、引き続き、林業現場にかかわる

さまざまなニーズを踏まえながら、市町村や関

係団体等と連携し、担い手対策のさらなる充実

・強化に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

森林環境税につきましては、○黒木正一議員

知事には、林業日本一の宮崎県のトップとし

て、ぜひ知事会でもリーダーシップをとってい

ただきまして、創設の実現にさらなる御尽力を

いただきますように、重ねてお願いをいたした

いと思います。

それから、郡司副知事、農政畑をずっと歩い

てきたんですけれども、今、熱い思いを語って

いただきました。全共３連覇というのは、地元

の東北勢、次期開催地鹿児島県、多くの県が日

本一を目指しているということで、本当に熱い

戦いになると思いますけれども、ぜひ３連覇達
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成するように、全庁挙げて取り組んでいただき

たいと思います。

それから、鎌原副知事、突然、妙な質問をし

たんですけれども、宮崎県のイメージというの

はお聞きいたしました。第二のふるさとにした

いというのはきのう話があったと思いますけれ

ども、ぜひいろんな経験をしていただき、宮崎

の発展のために尽力いただきたいと思います。

それから、国県道のことについてお伺いしま

したけれども、この20年間で公共事業予算が減

り続けているのは、先進国で日本だけというこ

とであります。財政的に非常に厳しい面もあり

ますけれども、ぜひ予算獲得に働いていただき

まして、宮崎県のインフラ整備に御尽力いただ

きますように、お願いしておきたいと思いま

す。

それから、林業人材の育成についてでありま

すけれども、地域づくりは人づくり、山づくり

も人づくりというふうに思います。高知県で

は、これまであった林業学校に専攻課程を加え

て、初代の校長に建築家の隈研吾氏を迎えて、

林業大学校として再スタートするという話も聞

こえてきております。関係者の声もしっかり聞

いて、本県ならではの人材育成への取り組み、

さらなる取り組みにも期待したいと思います。

次に、災害に強い山づくりについて伺いま

す。木材の新たな需要で、山が大きく動き出し

ました。これは、先人たちが育ててきた資源が

活用されることであり、喜ばしいことです。し

かし、心配されることは、行き過ぎた伐採や未

植栽地の増加による自然災害の発生でありま

す。自然災害に強く、多面的機能が発揮できる

山づくりを進めることは、森林環境税を都市部

の方々に理解してもらうことにもつながると思

われますし、26年連続杉丸太生産量日本一にふ

さわしい、伐採から植栽までのガイドラインづ

くりが必要と考えますが、県の取り組みを環境

森林部長にお伺いします。

災害に強い○環境森林部長（川野美奈子君）

森林（もり）づくりのためには、林地保全に配

慮した伐採等の施業と、伐採後、速やかな再造

林を実施することが重要であると考えておりま

す。このため県では、林地の保全に向け、｢環境

に配慮した効率的な高性能林業機械の作業シス

テム指針｣や｢森林作業道作設指針｣を定めてお

り、森林組合などの林業事業体への普及・定着

に努めているところでございます。また、国の

森林整備事業や森林環境税の活用による再造林

の支援、伐採して直ちに植栽する一貫作業シス

テムの推進などにも取り組んでいるところでご

ざいます。さらに、本年度から、「山会議」に

おきまして、関係者の合意形成を図りながら、

地域の実情に応じた再造林対策や、伐採・植栽

ガイドラインの作成に取り組んでまいりたいと

考えております。

「山会議」においてガイドラ○黒木正一議員

インづくりを進めようということのようであり

ますけれども、ぜひ、50年、100年後を見据えた

ものであってほしいと思います。

次に、誤伐・盗伐対策について伺います。山

が動き出しますと、いろんな課題が出てくるも

のです。森林伐採時に、隣接地の誤伐伐採と思

われる行為が多発しており、宮崎市議会、林活

議連からもトラブル防止に関する要望書が出て

います。そこには、伐採などにおける事務取扱

要領の整備や、県における管理指導及び被害相

談等を担当する機関の設置などを求めておりま

す。これも同じく「山会議」において協議テー

マの一つになっておりますけれども、今後の取

り組みについてお伺いします。
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県としまし○環境森林部長（川野美奈子君）

ては、誤伐・盗伐が増加していることを踏ま

え、関係者が一体となり、対応策の強化に取り

組んでいく必要があると考えております。この

ため、市町村に対しましては、「伐採届」にお

ける森林所有者の確認の徹底に加え、今後は、

隣接所有者の確認なども追加することにより、

チェック体制の強化に向けた指導を行うことと

しております。また、あわせて、境界明確化に

つながる林地台帳の作成支援等にも取り組んで

いくこととしております。さらに、伐採事業者

に対しては、伐採箇所の境界確認の徹底を指導

したところであり、森林所有者に対しては、境

界保全のチラシによる注意喚起を行うととも

に、相談に対する窓口を設置したところであり

ます。今後とも、市町村や関係団体、警察等と

連携を図りながら、誤伐・盗伐対策に鋭意取り

組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、有効な防止対策に取り○黒木正一議員

組んでいただきたいというふうに要望しておき

ます。

次に、「農山漁村で年収100万円アッププロ

ジェクト」について伺います。３月の末に高知

県大豊町に行きました。大豊町は四国山地の中

央部にあり、吉野川が流れており、その川沿い

に役場や商店街があり、山の中腹に85の集落が

点在する、私の住む県北の山村によく似た風景

の町です。この地で高知大学の大野先生が集落

調査を行い、「限界集落」と名づけた限界集落

発祥の地とも言われているそうで、町全体の高

齢化率が55.9％であり、限界自治体とも呼ばれ

ている町です。

この町には、高知自動車道が通っており、イ

ンターチェンジも30年も前にでき、鉄道（土讃

線）も走っており、交通アクセスには恵まれて

います。しかし、この５年間の人口減少率は16

％と、本県で最も人口減少率の大きい県北の山

間部よりかなり大きく、果たして何が起こって

いるのか、どんな問題があるのかという思いで

行きました。

地域資源を活用し、安定した雇用づくりのた

め、４年前に国内大手の集成材メーカーが中心

となった大型製材所を誘致、さらに、ＣＬＴ工

場や新たな木材集積基地の整備を目指して、山

を切り取る造成計画が始まろうとしているとこ

ろでありました。また、新規就農者の確保のた

めに、研修生を受け入れる実践センターを設置

するなどの移住・定住対策も行われていまし

た。木材団地を役場の方に案内してもらいまし

たが、別れるときに、案内してくれた職員の方

が、「いろいろ取り組んできましたが、なかな

か人口の減少がとまりません。あと３分の１所

得が上がったら定住すると思います」と言われ

ました。

本県の今年度予算の重点施策の一つが、人口

減少対策と中山間地域対策の強化であり、中で

も所得向上策は極めて重要な課題であります。

このプロジェクトに取り組んだ背景と農政水産

部における取り組みについて、このプロジェク

トに大きくかかわっております農政水産部長に

伺います。

このプロジェ○農政水産部長（大坪篤史君）

クトにつきましては、中山間地域で「あと100万

円年収がふえれば、都会に出ている同級生たち

も帰ってきて生活できるようになるんだ」とい

う、美郷町の青年からの相談を契機に、農山漁

村に住む方々の所得向上に全庁的に取り組むこ

ととしたものでございます。そこで、今年度

は、まず、所得向上のためのアイデアを集めた

「チャレンジメニューリスト」を作成するとと
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もに、それぞれの項目ごとに相談窓口を設定す

ることとしております。また、本年度の新規事

業としまして、中山間地域を対象とした所得向

上のための実践プランの策定と、その実現に必

要なハウスや機械等の導入支援を行うこととし

ております。こういった所得向上対策につきま

しては、まずは、地域に住む方々が御自身で考

え、チャレンジすることが重要ですので、その

参考になるように、毎年度、メニューリストの

内容を改善しますとともに、成功した事例を広

く紹介するなど、長期的な視点から粘り強く推

進してまいりたいと考えております。

昨年の12月、鹿児島県の離○黒木正一議員

島、十島村に行きました。十島村は、７つの有

人島と５つの無人島から成り、鹿児島市に役場

があり、鹿児島港から夜11時発のフェリーに乗

り、目的地の一番遠い宝島に翌日の昼１時に着

いたので、14時間かかりました。交通手段が週

２便の村営フェリーしかない島ですが、国勢調

査では、この５年間に人口が15.37％増加と全国

２位の増加率。増加したといっても、５年前

の657人が101人ふえて758人になったと、数は少

ないのですが、今から７年前に積極的な移住対

策に取り組み、農漁業に従事する移住者への奨

励金支給や空き家などを使った住宅支援策等、

手厚い支援を行い、若い移住者がふえていまし

た。

ここの特徴的なのが、移住者が何をどうして

生活設計を立てていくかの道しるべとなる「島

の仕事ビジネスプラン」を作成していたこと

で、そこには、島ラッキョウやトカラ牛などの

農業や、漁業の具体的な収益性試算のほか、観

光・福祉などの経営メニューが示されており、

移住者はもちろん、既存住民の仕事づくりにも

大いに役立っているのではないかと思いまし

た。

本県のこのプロジェクトは、農林水産業だけ

でなく、部局横断的、総合的な所得対策が必要

で、市町村との連携も欠かせないと思われま

す。今後の展開について総合政策部長に伺いま

す。

農山漁村の維○総合政策部長（日隈俊郎君）

持・活性化には、お話にありましたように、所

得の向上が大変重要でありますので、これまで

にない新しい視点に立った取り組みが必要であ

ると考えております。このため、このプロジェ

クトでは、農林水産業だけではなく、福祉や観

光分野等も含めた横断的・複合的な視点による

所得向上モデルの創出等により、農山漁村にお

ける雇用や所得のさらなる確保に努めてまいり

たいと考えておりまして、中山間地域対策推進

本部等において議論を行っているところであり

ます。

農山漁村が抱えております課題やニーズは多

岐にわたりますので、今後、県の部局間はもと

より、市町村や地域住民等とも連携しながら、

地域の実情に応じ、個人や地域の「稼ぐ力」が

高まるような取り組みを展開してまいりたいと

考えております。

先ほど大豊町のことを言いま○黒木正一議員

したけれども、その近くに、今話題になってい

る大川村があります。人口が400人を割り、村議

会を廃止して村民総会の設置を検討しているニ

ュースで有名になっております。報道だけを見

れば、高齢者ばかりで、もうすぐ消滅するので

はないかと心配にもなりますが、国勢調査の人

口396人は、５年前と比べて3.6％の減少。しか

し、これは国立社会保障・人口問題研究所が予

測した人口より18.9％高く、予測上振れ率全国

２位だそうです。大川村は、地方創生が叫ばれ
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る前に、「何が何でも400人の人口を守る」振興

計画を策定し、土佐地鶏で16人、大川黒牛で５

人など、極めて具体的な施策別の人口増加指標

を設定。その結果、この５年間で20代を主力

に16人の社会増となったとのことで、高知県も

専任職員を派遣し、この挑戦を応援していると

のことです。問題意識があるから、今回の議会

廃止の検討という話題になったのではないかと

思います。

この年収100万円アッププロジェクトは、市町

村や地域住民と連携し、できるだけ具体的な目

標を立てて推進することが成功につながるので

はないかと思いますし、中山間地域の生き残り

をかけ、必ず成功させなければならないと思い

ます。

次に、話題を変えまして、高齢社会の諸課題

について伺います。

まず、高齢者の運転免許証返納についてであ

ります。本県の昨年の交通事故死亡者のう

ち、65歳以上の高齢者が66.7％と、全国でも７

番目の高さで、全国平均を12％上回っており、

死亡事故の状況についても、「歩行者」が減少

しているのに対し、「自動車運転中」は増加し

ています。今後、高齢者人口がますます増加し

ていくのに加え、平均寿命が延びている中で

は、従来の交通安全対策を行っているだけで

は、高齢者による交通事故が増加していくこと

が想像され、このため、高齢ドライバーの交通

事故防止に向けて、平成10年から免許証の自主

返納制度を開始しています。返納率が増加して

いると聞きますが、制度利用による返納者数は

どれくらいか。そのうち75歳以上の割合の推移

についても、警察本部長にお伺いします。

本県における運○警察本部長（野口 泰君）

転免許の返納者数と75歳以上の割合につい

て、10年前と比較しますと、平成19年の返納者

数は90人で、そのうち75歳以上は70％の63人、

昨年の返納者数は2,990人で、75歳以上は70.4％

の2,104人となっており、75歳以上の占める割合

には大きな変化は見られません。しかし、返納

者数は、10年前の約33倍と大きく増加しており

ます。この増加要因は､全国的に高齢者の事故が

多発していることや、本県でも、宮崎市高千穂

通りで高齢運転者による死亡事故が発生したこ

となどにより、自主返納の機運が高まっている

ものと分析しております。

返納者数は大きく増加してい○黒木正一議員

るということでありますけれども、高齢者の交

通事故がふえる中、平成26年６月に、75歳以上

を対象に、免許証更新の際の検査で認知症の疑

いがありと判定されたら、違反の有無を問わず

医師の診断を義務づけるという、改正道路交通

法が成立しました。そこでまず、認知症高齢者

の本県の状況について伺いますが、日本の高齢

化率は今27.3％と過去最高。平均寿命も延びて

おり、世界で最も速いスピードで高齢化社会が

到来しております。平均寿命が延びたことは、

医療技術の進歩、健康対策、それから交通安全

対策など、さまざまな施策を推し進めてきた結

果のあらわれであると。これは誇れることであ

りますが、同時に、認知症の問題は避けて通れ

ない課題であり、認知症患者の最大の危険因子

が加齢であることを考えると、今後、高齢者の

増加に伴って認知症の方の数もふえていくこと

が当然予想されます。本県の認知症高齢者の数

をどう把握されているのか。高齢者数に占める

割合についても、福祉保健部長に伺います。

） 現在、国のほう○福祉保健部長(畑山栄介君

では、認知症の有病率 これはある時点、一―

時点において疾病を有している人の割合ですが
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をもとにした算定方法で推計値を出してお―

ります。これを本県に当てはめまして、県内の

認知症高齢者は、平成27年10月現在で約５万

人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計して

おります。また、将来の見込みということで、

平成37年には約７万人、65歳以上高齢者の約５

人に１人に達すると見込まれております。

５人に１人は認知症の可能性○黒木正一議員

があるということで、何か恐ろしい感じはいた

しますけれども。国は、高齢者施策を担う厚生

労働省だけでなく、政府一体となって、認知症

の人の意見が尊重され、できる限り住みなれた

地域で自分らしく暮らし続けることができる社

会の実現を目指して、平成27年に、関係12省庁

が共同して「新オレンジプラン」を策定してい

ます。その中には、認知症への理解を深める普

及啓発の推進として、認知症サポーターを平

成29年度までに800万人にすると。また、認知症

の容体に応じた適時適切な医療・介護などの提

供として、認知症の初期集中支援チームの設置

と認知症地域支援推進員の配置を、平成30年度

までに全市町村で実施する目標を掲げています

が、本県の進捗状況について福祉保健部長にお

伺いします。

本県の推進状○福祉保健部長（畑山栄介君）

況でございますけれども、平成29年３月末時点

で、認知症初期集中支援チームは６市町、認知

症地域支援推進員は23市町村で配置しておりま

す。また、認知症について正しく理解し、認知

症の人や家族に対して、できる範囲での手助け

をしていただく「認知症サポーター」の養成に

も取り組んでおりまして、平成29年３月末時点

の本県のサポーターの養成研修の受講者数は、

延べ約10万人となっております。今後、新オレ

ンジプランに基づいた取り組みが確実に実施さ

れるよう、市町村に対する積極的な支援に努め

てまいりたいと考えております。

認知症支援対策は、大方予定○黒木正一議員

どおり進んでいるということでありますけれど

も、改正道路交通法は、信号無視や一時不停止

など、一定の違反行為があった場合には、免許

更新時でなくても認知機能検査を受けることが

新たにつけ加わっております。さらに、検査結

果により認知症と診断された場合には、免許の

停止や取り消しとなることも規定されるなど、

高齢ドライバーに対する安全運転対策を強化す

る内容となっております。免許更新に行ったと

きに、いきなり検査を実施され、結果次第で免

許取り消しでは、混乱を生じるおそれがありま

す。まず、高齢ドライバーに対して、趣旨を含

めた制度の周知が必要と思いますが、法成立か

ら１年と少し経過しておりますが、どういった

広報を実施してきたのか。また、施行後に、こ

れは余り時間はたっておりませんけれども、認

知症と診断されたり、免許取り消しとなった例

があるのか、警察本部長にお伺いします。

警察では、高齢○警察本部長（野口 泰君）

者の交通事故防止を目的とした改正内容につい

て、マスコミやポスター、チラシなどを活用し

た広報啓発を行うとともに、県民や包括支援員

に対する説明会を開催するなど、周知活動に取

り組んでおります。さらに、75歳以上の高齢者

が安心して更新手続を行えるよう、専門の相談

窓口を開設し、これらの高齢者に、認知機能検

査通知書や高齢者講習通知書を順次郵送するな

どしております。また、改正道路交通法が施行

された３月12日から５月末までに、免許取り消

しとなった方はおりません。なお、この期間中

に11人の方が認知症と診断されましたが、２人

の方は自主返納、３人の方は更新せず、残り６
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人の方が現在、審査手続中であります。

約２カ月間で11人が免許更新○黒木正一議員

時に認知症と診断されたということであります

が、周知・広報に加えて、制度内容に対する相

談への対応も必要と思います。相談窓口の設置

はどうなっているのか、また、設置していれ

ば、相談件数はどれぐらいあったのか伺いま

す。また、検査の円滑な実施のためには、医療

機関との連携が不可欠と思いますが、どういっ

た連携・協力体制を構築しているのか、同じく

警察本部長にお伺いします。

警察では、今回○警察本部長（野口 泰君）

の改正に伴い、運転免許課に、高齢者からの問

い合わせに対応する専門の相談員４名を新たに

配置しました。また、昨年配置した看護師４名

に加え、高齢者の自宅を訪問し、相談に当たる

警察官２名を増員するなど、相談体制の強化を

図っております。相談件数につきましては、改

正道路交通法が施行された３月12日から５月末

までに、認知機能検査や自主返納に関するもの

など、857件を受理しております。

医療機関との連携につきましては、宮崎県医

師会などとの意見交換会や説明会を開催したほ

か、医師からの問い合わせ専用電話を設置し

て、相互の連携に努めているところでありま

す。

相談件数が多いというのは、○黒木正一議員

やはり不安も大きいということだろうと思いま

す。本県の交通事故死亡者のうち、高齢者の割

合というのは全国と比べてかなり高いわけです

が、本県は、自動車保有率、運転免許保有率と

もに九州１位、65歳以上の保有率も25％を超

え、九州１位、75歳以上が9.1％で全国２位と、

自動車依存度が高いことから、高齢者の事故が

多いのもうなづけます。高齢者ドライバーによ

る事故防止といった観点からは、免許の自主返

納制度の促進も必要なことではありますが、公

共交通機関の乏しい中山間地域では、自動車が

なければ、買い物や病院への通院といった生活

に支障を来すため、やむを得ず免許が返納でき

ない高齢者も多いものと推測されます。短期的

には、今行われているメリット制度の充実や、

何らかの足の確保による免許返納制度の利用促

進も必要でありますが、中長期的には、高齢者

が車がなくても生活できるような、例えば、小

さな拠点への誘導も見据えた地域社会づくりな

どを進めることが必要ではないかと思います。

免許証を返納したくてもできない背景の一つ

に、返納しても支える家族がいない高齢単身世

帯の増加があると思われます。とりわけ、公共

交通機関の整備が困難な過疎地域における高齢

単身世帯は深刻です。高齢単身世帯の推移と増

加の背景をどう考えているのか、福祉保健部長

にお伺いします。

国勢調査によ○福祉保健部長（畑山栄介君）

りますと、本県における65歳以上の高齢単身世

帯数は、平成17年10月１日時点で４万7,402世

帯、平成27年10月１日時点で６万2,524世帯とい

うことで、10年間で１万5,122世帯増加しており

ます。その背景といたしましては、高齢者の増

加、核家族化の進展、未婚率の上昇などが考え

られまして、今後とも高齢単身世帯数の増加が

見込まれております。

高齢の単身世帯は増加してい○黒木正一議員

ると。核家族化とか未婚化がその背景にあると

いうことでありますが、私は山村に住んでいま

すけれども、近くの集落で、最近、複数の単身

世帯で、誰にもみとられずに亡くなる孤立死が

ありました。人と人とのつながりが強いと思わ

れている地域においても、このような事例が起
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こっています。さらに、それに認知症の増加も

あり、社会的に孤立する人がふえていくのでは

ないかと考えられます。

そこで、地域住民の困り事に対応する民生委

員制度について伺います。制度ができてこと

し100周年を迎え、新聞などで制度の意義や課題

などが取り上げられていますが、生活相談から

高齢者や障がい者の支援など、地域福祉の最前

線での活動に加え、児童委員を兼ねており、子

育て支援から登下校の見回り、学校と地域社会

とのパイプ役など、役割が増大しており、さら

に、単身高齢者の孤立への対応が新たな負担に

なっていることが指摘されています。民生委員

の役割は一段と重要になっていますが、委員の

高齢化や担い手不足が年々深刻化していると聞

きます。本県においては充足率は約97％、月の

半分は見回りなどの活動をしているということ

のようですが、守秘義務もあり、役割の大きさ

の割には住民に知られていないのが現実です。

かつて松形知事のときに、松形知事が挨拶の中

で、民生委員制度と消防団、これは日本が世界

に誇るボランティア組織だと話をしたのを覚え

ております。100周年を迎えた民生委員制度を知

事はどのように評価されているのか、伺いま

す。

民生委員の皆様には、○知事（河野俊嗣君）

崇高な社会奉仕の精神のもとに、さまざまな課

題を抱える住民の相談に応じ、必要な支援につ

なぐなど、地域を見守り続け、一人一人に寄り

添う頼もしい存在として活動いただき、極めて

重要な役割を果たしていただいていると考えて

おります。その活動は、長年にわたり、我が国

の地域福祉を支える原動力となっているところ

でありまして、民生委員の皆様の献身的な姿

勢、地道な御努力に対して、改めて心からの敬

意を表するところであります。今後は、住民同

士の支え合いが重要性を増す中で、地域のかな

めである民生委員への期待がより一層高まって

くるものと考えております。本年は、民生委員

制度創設100周年に当たりますことから、県にお

きましては、記念大会の開催を支援しますとと

もに、民生委員の活動を紹介することなどによ

り、若い世代を初めとする県民の皆様の民生委

員に対する理解の促進や担い手の確保に取り組

み、民生委員活動のさらなる充実・強化に努め

てまいりたいと考えております。

ぜひ、若い人たちに理解して○黒木正一議員

もらうような取り組みを進めていただきたいと

思います。

次に、交通安全対策の一つとして、横断歩道

についてお伺いします。運転者や歩行者にとっ

て、道路標識や道路表示は、安全を確保するた

めに重要なものです。さらに、高齢社会におい

ては、よりわかりやすい表示、標識が求められ

ていると思います。中でも、白線が消えかけた

横断歩道を、はっきりとわかるように補修して

もらいたいという声があります。計画的に整備

していることとは思いますが、どのような手続

で点検・確認し、補修整備を行っているのか、

警察本部長にお伺いします。

横断歩道は、歩○警察本部長（野口 泰君）

行者の横断場所を指定するとともに、車両等に

対して歩行者保護の義務を課して、横断歩行者

の安全を確保するもので、本年３月末現在で、

県内に約１万5,000本を設置しております。横断

歩道の点検・確認につきましては、警察官の日

常活動による点検を行うほか、例年、４月、５

月を「交通規制等の点検・見直し期間」として

重点的に点検活動を行っており、このような活

動により、摩耗の著しい横断歩道等の実態把握



- 114 -

平成29年６月15日(木)

に努めております。これらの補修は、危険性・

必要性の高い箇所から優先的に実施しておりま

すが、近年、補修が追いついていない状況にあ

ります。警察としましては、横断歩行者の安全

を確保するため、今後とも計画的な交通安全施

設の整備を図ってまいります。

交通安全対策に携わっている○黒木正一議員

人からの要望でありましたので、限られた予算

であると思いますけれども、安全対策を進めて

いただきたいと思います。

次に、高齢者の労働参加について伺います。

少子高齢化は、労働人口の減少による社会保障

の崩壊や地域の消滅につながることから、その

対策として、自然増に向けた少子化対策、社会

増に向けた移住・定住対策が行われており、い

ずれも重要な施策であります。しかし、少子化

対策はすぐに効果があらわれることは難しく、

また、移住・定住対策は、国内でのパイの奪い

合いであり、国全体という観点からは、労働人

口減少対策にはならないと思われます。労働力

の減少に対しては、一定の解消を図る現実的な

施策として、高齢者の労働参加が言われていま

す。高齢者の労働参加の必要性を、労働力確保

の観点からどう感じているのか、知事の所見を

伺います。

全国的に少子高齢化が○知事（河野俊嗣君）

進行しまして、生産年齢人口が年々減少してい

る。そういう状況によりまして、労働力の確保

が喫緊の課題となっております。一方で、平

成28年版の厚生労働白書によりますと、全国の

高齢者の７割近くの方が、65歳を超えても働く

ことを望んでいるという状況にあります。私と

しましては、働く意欲のある高齢者の方々が、

健康で生きがいを持って働いていただくこと

は、担い手の確保、地域の活性化、産業の活性

化、そういった効果はもちろんでありますが、

「健康長寿日本一」を目指す本県にとって大変

重要であると考えております。今後とも、高齢

者の方が、長年培ってきた知識や経験を生かし

て、積極的に労働参加をしていただきますよ

う、その就労支援にもしっかり取り組んでまい

りたいと考えております。

かつて日本は、明治から太平○黒木正一議員

洋戦争の前までの60年間で人口が２倍となっ

て、80万人近くの人が海外に移住したと聞きま

すが、今は、労働力不足で、外国人労働者の受

け入れという逆の現象が起きております。高齢

者の労働参加は、労働力対策のほか、生きがい

づくりや健康寿命の延伸など、さまざまな効果

があると思われます。意欲ある元気な高齢者の

労働参加を進めるために、高齢者に職業紹介を

行う取り組みを県はどのように進めているの

か、商工観光労働部長に伺います。

高齢者の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

就労支援につきましては、従来から、宮崎県シ

ルバー人材センター連合会を通しまして、就業

機会の確保や技能習得のための講習会の開催な

どに取り組んでおりますけれども、近年の高齢

者の就労意欲の高まりや、労働力確保の課題に

対応するための取り組みも進めているところで

あります。具体的には、シルバー人材センター

連合会にコーディネーターを配置いたしまし

て、求人情報の収集や求人・求職者の開拓など

を行いますとともに、シニア世代就職面談会の

開催や、インターネットを活用した｢みやざきシ

ニア人材バンクシステム｣の運用によりまして、

高齢者と企業とのマッチングのための取り組み

を行っております。国におきましても、高齢者

に特化した職業相談や職業紹介のほか、高齢者

の継続雇用を支援する助成金などがございます
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ので、国等ともしっかり連携しながら、意欲あ

る高齢者の就労支援に努めてまいりたいと考え

ております。

話題を変えて、結婚支援事業○黒木正一議員

についてお伺いします。

さきの質問で、高齢単身世帯が増加した背景

の一つに未婚率の上昇があると言われました

が、全国で、50歳まで一度も結婚したことのな

い人の割合を示す生涯未婚率は、平成27年に男

性が23％、女性が14％と過去最高となり、生涯

未婚の人が男性で５人に１人、女性で７人に１

人いる計算となります。少子化、人口減への危

機感が高まる中、現在、47都道府県全てが結婚

支援事業に取り組んでおり、これまでに約8,000

組が結婚。早くから取り組んでいる茨城県や兵

庫県、愛媛県などは大きな実績を上げていま

す。本県も結婚サポートセンターを設置してい

ますが、これまでの実績、今後の取り組みにつ

いて福祉保健部長に伺います。

みやざき結婚○福祉保健部長（畑山栄介君）

サポートセンター事業につきましては、本年５

月末現在で、男性660名、女性616名の合計1,276

名が会員登録されております。これまでの実績

でありますが、1,249組のお引き合わせを行い、

このうち12組が入籍されております。また、今

後入籍を予定されているカップルもいると伺っ

ておりまして、一定の成果が上がってきている

と考えております。

この事業は、少子化の原因の一つである未婚

化・晩婚化の進行の中、重要な取り組みである

と認識しておりますので、今後とも、企業訪問

や出張窓口の開設などによる会員拡大を図ると

ともに、他県で成果を上げている事例も参考に

しながら、お引き合わせの増加につながるマッ

チングの充実や会員同士のイベント開催等、魅

力的な出会いの機会の創出にも積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

実はこの質問をしましたの○黒木正一議員

は、私が登録を勧めた人が、うまくいきそうだ

ということで連絡があったものですから、うれ

しくなってつけ加えたわけなんです。早くから

取り組んでいるところとか、いろんな取り組み

をしているところでかなり実績を上げている県

もありますので、そういう実績の上がっている

ところはしっかり調査をしていただきまして、

少子化対策の一つになると思いますので、さら

に推進していただきたいと思います。

以上で通告した質問は全て終わりましたが、

美郷町北郷区に椎野という世帯数７戸の集落が

あります。昭和63年からアジサイの苗を植え始

め、町道や田んぼのあぜに約２万本の花が咲

き、こつこつと積み重ねてきた功績が認めら

れ、美の里づくりコンクールで農林水産大臣

賞、花の観光地づくり大賞など、数々の賞を受

賞して、例年なら、ちょうど今ごろから「あじ

さい祭り」が開催されます。この「あじさい祭

り」がことしは中止となりました。葉化病とい

う、花が緑色の葉っぱのようになる病気に感染

したためで、効果的な治療法がなく、感染した

株を抜いて処分するしかないということで、大

切に育ててきた地元の方々の落胆ぶりは大きい

ものがあります。美しい宮崎づくりのフェイス

ブックにも写真が紹介されるほどで、県内外か

ら多くの花見客が訪れるようになっていただけ

に残念です。県内にはアジサイの名所が幾つも

ありますが、どこで発症するかわかりません。

この地域が、この困難を克服した再生モデルと

なるように、県でも、できれば可能な協力をお

願いいたしまして、質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）
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以上で本日の質問は終わり○横田照夫副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会



６月16日（金）
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、西

村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは傍聴にも来ていただきまし

た。ありがとうございます。先日、私も在職10

年の表彰をいただきました。これまで御支援い

ただいた皆様方、そして御指導いただきました

先輩、同僚議員の皆様方に感謝申し上げます。

これからも県民の代弁者として、時には県政、

県執行部に対して厳しい意見も申し上げます

が、ともに宮崎県をよくしたい、発展させたい

という思いもあります。今後とも、どうぞよろ

しくお願いいたします。

まず、知事のトップセールスについて質問を

いたします。知事はこれまで、アメリカや東ア

ジア、ヨーロッパなど海外でトップセールスを

行い、また、国内でも各地のイベントを訪問

し、県産品のＰＲや観光、スポーツキャンプ、

企業誘致や移住促進に取り組んでまいられまし

た。県民は、その一部を報道等によって知るこ

とはできますが、その際の状況やその後の成果

などをはかり知ることできませんので、この場

で質問させていただきます。

そもそも知事のトップセールスとは何か。例

えば、担当職員が交渉を行い、交渉先で、予算

や施策などを伴い、なし遂げられない交渉が

あった場合に、知事がみずから出向き、契約や

約束を取りつけることにあるのではないかと思

います。時折、知事が県外で県産品を売ったり

観光をアピールすることが果たして真のトップ

セールスなのか、疑問を持つことがあります。

知事は、その時々のテーマで訪問先を決定す

るなど、みずからの意思で訪問先を選ばれてい

るのか。知事はトップセールスというものをど

のように考えておられるのか。特に知事の考え

る海外のトップセールスの意義、そしてこれま

での手応えについて伺います。

後は質問者席より質問を続けます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

海外でのトップセールスの意義や手応えにつ

いてであります。トップセールスは、知事であ

る私が直接かかわることにより、それぞれの

トップと直接会えるというところが一つの大き

なメリットであろうかと考えておりますし、副

知事時代と比べましても、相手方の対応が全く

違うなという感じがいたしております。各国要

人との人的ネットワークを構築する有効な手段

でありまして、海外との交流拡大を図る上で、

また、さまざまな施策の実現を図る上で、大変

重要なものと考えております。

このため、知事就任以来、県産品の販路開拓

を初め、インバウンドの誘致、航空路線の維持

・充実など、毎年さまざまな目的で、東アジア

を中心に、ＥＵやアメリカにおいてもトップセ

ールスを実施してきたところであります。こう

した取り組みを行う中で、例えば、ドイツ陸上

連盟の事前合宿誘致に当たりましては、２年

前、私自身が現地で連盟理事長に面会し、本県

のスポーツ環境の魅力を直接訴えたことで事前

視察が実現し、最終的には本県での合宿が決定

したところであります。

また、同じタイミングでドイツの柔道連盟に

平成29年６月16日(金)
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も訪問し、これについても、今現在、交渉中で

ありますが、非常によい感触もいただいており

ます。また、宮崎牛を初めとする農水産物の輸

出が拡大し、クルーズ船及び訪日外国人等の実

績についても堅調に推移するなど、一定の成果

につながっており、手応えを感じているところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○西村 賢議員 今述べられた答弁でいただい

た、知事がトップセールスで感じたものを、今

後、具体的に次の施策につなげていかなければ

なりません。県外や海外の事務所があるところ

では、職員の方がフォローしてくれるかもしれ

ませんが、知事がつくったコネクションを今後

どのように政策に生かしていくのか、再度質問

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 国内市場というものが

縮小する中で、本県経済・産業の活性化を図る

ためには、外貨の獲得、ビジネスチャンスの創

出に向けた海外との交流拡大に、これまで以上

に力を入れていくことが重要であります。グロ

ーバル戦略を取りまとめて取り組んでいるとこ

ろであります。このような中、知事としての立

場を生かしたトップセールスを通じまして、重

要案件の扉を開き、各国の政府関係者や経済界

を代表する方々など、現地要人との人脈を築く

ことで、本県に対する確かな信頼を得るととも

に、施策の実現にも成果を上げてきたものと考

えております。

今後とも、これらの成果を踏まえ、私自身が

先頭に立ちまして、関係機関とも連携しなが

ら、県産品の販路拡大、観光客の誘致といった

経済交流の拡大に努めますとともに、文化面で

の交流やグローバル人材の育成にもつなげるな

ど、本県の産業振興はもとより、国際化の推進

にも生かしてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ますます知事の責任は重いと

思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

次に、関連して、観光誘客について伺います

が、３月に中国から、中国釣り協会の王兵会長

ほかインターネット配信企業の代表など10数名

が、九州全体の釣りの視察に訪れました。その

際、本県の延岡、日向、そして宮崎を視察して

いただきました。

今、中国国内では、釣りのレジャーを楽しむ

方々がふえており、釣り人口は9,000万人とも言

われております。その中でも一部の富裕層は、

海外まで釣りの旅行に行くとのことで、今回の

視察は、中国国内向けの情報発信のための調査

でもありました。釣り場の魅力をうまくアピー

ルできれば、今後インバウンドにも、県外から

の誘客にもつながると考えます。私は釣りの事

情に余り詳しくありませんが、本県の豊かな海

や川には絶好の釣り場があると存じておりま

す。

2014年の日本国際観光学会では、「釣りを活

用したブルーツーリズムの可能性」という、早

稲田大学の教授らの論文を拝読いたしました。

その論文の中では、釣り人の消費と思想に着目

しており、要約すると、「釣りをメーンにした

旅行はリピート率が高い」「釣り人の道具や餌

など仕掛け等の消費は本格化するほど大きくな

る」「遠くに行けば釣れるという信念が強く、

移動への抵抗意識が低い」など、交通や滞在で

の消費は地域経済活性化に寄与すると記されて

います。

また、先進的な、釣り客に期待する観光地域

では、既に女性客や高齢者をターゲットにした

釣り体験や旅行会社との提携による誘客が行わ

れ、防波堤などを開放し、釣り公園として整備
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利用しているところもあります。これらの地域

の観光協会等も着地型観光の推進に取り組んで

いるところがあるとありました。

観光も、従来の物見遊山型から体験型観光へ

と趣向が移行し、「釣り」も一つの有力なコン

テンツとして期待されております。釣り客の誘

致には、安全対策、正しい情報発信も必要不可

欠でありますが、本県の釣りを生かした国内外

からの誘客の可能性について、商工観光労働部

長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本県は

約400キロにわたる海岸線や多くの河川を有して

おり、この豊かな地域資源を生かした釣りは、

魅力的な観光素材として誘客の可能性を秘めて

いるものと考えております。そのような中で、

県内の幾つかの観光協会におきましては、ホー

ムページ上に遊漁船や釣り体験ツアーなどの情

報を掲載しまして、着地型観光の素材として活

用している事例もございます。しかしながら、

海外からの誘客となると、言葉やルールの違

い、受け入れ体制等、検討すべき課題もありま

すので、今後どのような取り組みが可能である

か検討してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の部長の答弁のとおり、私

も今回、その方々のアテンドに奔走して、いろ

んなところに協力をお願いした際に、県外の

方、特に外国人の方は難しいとか、安全対策に

自信がないという点で、幾つか断られるという

か、そういう経験もしました。そういう意味で

は、せっかくチャンスがあるのに、うまく生か

せていないなと思いますし、また、県内各地の

いろんな釣り場であるとか、こういう魚が釣れ

ますとか、そういう情報発信もまだまだ足りて

いないのかなと思いました。先進地域をまだ勉

強していかなければならないと思いますが、国

内でもいろんな先進地域があるようですので、

それを参考に、本県にも取り入れていただきた

いと要望しておきます。

ちなみに、日本国内の釣り人口というの

が、98年ごろは2,000万人ぐらいいたのが、今

は1,000万人を割り込んでいるというような状況

でありまして、減った分を海外から補うという

ことも、釣りの盛んな地域にもう一度お客さん

を呼び込むためにもぜひ必要ではないかなと

思っております。

以上で、次に移りますが、王兵会長たちは、

釣りの視察に訪れた際に、本県のマリンスポー

ツや県内のゴルフ場も非常に気に入りまして、

実は、翌月に再度宮崎県を訪問して、ゴルフを

楽しんでいかれました。そのときに、二月続き

の交流があったので、「ぜひあなたも北京に一

度来てくれ」と言われたものですから、つい先

日、行ってまいりました。

北京には、関西空港、羽田、成田からの直行

便があり、私は関西空港から３時間半ほどのフ

ライトで行きましたが、御存じのとおり、北京

は首都であり、周辺には天津などの経済特区も

ありまして、人口も2,000万人を超える大都市で

あります。その割には、日本への直行便という

のは、先ほど挙げたような大都市にしかなく

て、福岡でさえ経由便なんですね。そういうこ

とを考えますと、まだまだ地方路線というもの

の開拓ができるのではないかなと思いました。

その中で、特に北京は内陸にありまして、夏

は暑くて冬は寒いという地域にあり、私が行っ

たときは、すごく空気がきれいで非常に美しい

青空が見えたんですけれども、いろんな報道等

で見る限り、空気もあんまりよくない。宮崎県

はその対極にありまして、海もきれいである

し、自然も豊富にある。これは観光のニーズが
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あるのではないかなと。また、直行便が飛べば

３時間以内で到着するんじゃないかなと思いま

す。宮崎から北京への直行便の可能性を探るこ

とはできないのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 宮崎空港発着

の国際航空路線は、インバウンドの拡大を初

め、本県が海外との経済交流を推進していく上

で、大変重要な交通基盤であると考えておりま

す。このため、県におきましては、これまで国

際航空路線の積極的な誘致を進めまして、御承

知のとおり、ソウル線を初め、３路線が就航し

ているところでございます。

御質問にありました北京路線についてであり

ますが、昨年11月に、北京を初めとする中国北

部の旅行会社やメディアの方々を本県に招聘い

たしまして、ゴルフコースや観光地といった宮

崎の魅力を体感していただくなどの取り組みを

行いましたほか、現地の旅行会社からの情報収

集にも努めているところでございます。県とい

たしましては、訪日需要の旺盛な中国からの観

光客を取り込むため、まずは、国際チャーター

便の誘致に向けて、しっかり取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 実は、私は９年前、平成20年

２月議会のときに、宮崎―上海便を飛ばせない

かという質問を行いました。当時の東国原知事

の答弁では、「鹿児島に定期便が飛んでおり、

バランスを勘案しなければいけない問題」、そ

してまた、当時の丸山地域生活部長から、「ソ

ウル線及び台北線の定期便の状況、あるいは上

海とのチャーター便の実績を踏まえて検討して

いきたい」と答弁をいただき、現在に至ってお

ります。

その後、中国から日本への観光客が急激にふ

えたのは御承知のとおりでありますし、平成19

年は訪日中国人が94万人だったのが、平成28年

は637万人、約９年間で７倍に伸びているわけで

す。結果論でありますが、あのときに宮崎県が

もう一アクション起こしておけば、今ではとい

う思いもあります。

鹿児島県は直行便がありますし、それだけに

限らず、新幹線も開通して、そういう意味で

は、非常にインバウンド効果を多く享受してい

るかもしれませんが、ぜひ宮崎県も、そのこと

を踏まえて、検討するだけではなくて、しっか

りと次につながるようなアクションを起こして

いただきたい。成功を得るためには、二番煎じ

じゃなくて、先進的な地域に負けないような動

きをしていただきたいと思います。

次に移ります。各市町村の観光協会との連携

について伺います。外国からの来日観光客の増

加は、本県内でも見られるようになりました。

まして首都東京、有名観光地に行きますと、な

おのことその多さを感じます。政府も、東京オ

リンピック・パラリンピックに向けてのインバ

ウンド対策を加速しておりますが、県内の自治

体でも、「今こそ国内外からの観光客を我が町

へ」という思いは強く、地域間の誘客競争を激

化させているようにも感じます。

しかし、市町村の観光協会は、そもそも観光

産業に精通した人材は少なく、資金面でも脆弱

なところが多く、情報発信や観光客のニーズを

把握すること、大手旅行会社とのパイプをつく

ることに苦慮しているところも多く、また、こ

れまでの県観光コンベンション協会との連携に

対しての不満も少なくありません。

その中でも、市町村の観光協会は、エリアで

の連携強化、イベントの開催など、何とか地域

みずからのアイデアを出し、努力を行っていま

す。県との連携強化も今後必要となりますが、
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市町村の観光協会の自発的な取り組みに対し

て、何らかの支援が行えないのか、商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 地域の観

光資源を生かし、経営の視点に立った観光地域

づくりを実現するためには、市町村観光協会と

の連携は重要であると考えております。このた

め、県におきましては、「観光みやざき創生

塾」を開設し、市町村観光協会の職員を初め、

地域の観光を担う人財の育成に取り組んでいる

ところでございます。

また、みやざき観光コンベンション協会にお

きましても、市町村観光協会が行う新たな取り

組みに対する補助制度を今年度創設いたします

とともに、県内各地域との連携を強化するため

に、コーディネーターを配置し、着地型観光の

商品開発に対するアドバイスなどを行っている

ところでございます。今後とも、みやざき観光

コンベンション協会と一体となって、地域の自

発的な取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 今年度からそれぞれの事業が

スタートしたということでもありますので、そ

れも踏まえながら、ぜひ連携強化というものに

尽くしていただきたいと思います。

次に移ります。「みなとオアシス」の整備に

ついて伺います。

今、日向市では、細島商業港の「みなとオア

シス」の登録に乗り出しており、先月には登録

準備会が開催されました。「みなとオアシス」

とは、地域住民の交流や観光振興など、地域振

興を継続的に行っている施設を国土交通省港湾

局が登録するものであります。現在、全国95カ

所が登録されていますが、宮崎県内にはまだあ

りません。昨年２月の港湾計画改定で、「海の

駅ほそしま」一帯が緑地に位置づけされたこと

も後押しされ、地元でも、この「みなとオアシ

ス」をまちづくりに生かしていこうという機運

が高まっております。

私もこの動きにリンクし、既に「みなとオア

シス」に登録されている大分港、唐津港を視察

してまいりました。大分港では、古い倉庫や港

湾施設をリノベーションし、おしゃれなお店に

生まれ変わった店舗やカフェが並び、公園など

多くの市民に利用されている状況を拝見しまし

た。まさににぎわいが創出され、この近くに住

んでいる方々はうらやましいなと思いました。

また、唐津のほうは、整備もまだこれからと

いった感じでありましたけれども、市役所に寄

りまして、今後の地域住民との取り組みなども

伺いました。両極端な２カ所を見ることがで

き、最も大事なことは、地域住民の熱意である

ことも感じました。細島のみならず、「みなと

オアシス」の登録は、県内さまざまな港町の地

域活性化に寄与すると思いますが、県の考えは

どうか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「みなとオ

アシス」は、平成15年度に創設されたもので、

今御質問にもありましたが、「みなと」を核と

したまちづくりを促進するため、住民参加によ

る地域振興の取り組みが継続的に行われる施設

を国が登録する制度であります。登録される

と、道路標識や地図へ掲載されるようになり、

知名度もアップすることから、観光客等へのＰ

Ｒ効果が期待されます。

また、地域住民が港や地域資源を活用した新

たなイベントの開催等に取り組む機運が醸成さ

れるなど、にぎわいの創出や地域の活性化が図

られると考えております。

○西村 賢議員 今答弁をいただきました。平
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成15年度からスタートした事業とのことでし

た。県内、たくさんの港町があります。先日

は、黒木正一議員からも漁村の振興という話も

ありました。港町には、かつてのにぎわいや元

気がなくなっているところもあります。県は、

港湾管理者として港の持ち主であるわけですか

ら、責任の一端もあるのではないかなと思いま

すが、今まで本県に「みなとオアシス」の登録

がなかった理由についてどう考えるか、県土整

備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 「みなとオ

アシス」の登録には、地域住民や観光客等が交

流及び休憩できる施設とともに、地元が主体的

に運営するイベントや地域振興の取り組みを継

続的に行うことが必要とされております。県と

いたしましては、これまでも関係する市や町に

対して、「みなとオアシス」に関する情報の提

供は行ってきたところでありますが、県内にお

いて、これらの施設や取り組みが十分整ってい

なかったため、登録に至っていなかったものと

考えております。

○西村 賢議員 この「みなとオアシス」が登

録されて、登録後に町のにぎわいを取り戻して

いく、またつくっていき、成功していくには、

県や市、また地元との連携というものが必要不

可欠です。連携強化のために、県として、どう

日向市と協力体制を築いていくのか、再度、県

土整備部長に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 昨年２月の

細島港の港湾計画改定におきましては、地元の

要望に応え、「みなとオアシス」の登録も念頭

に、商業港地区を、にぎわいと潤いのある空間

の創出を行う交流拠点ゾーンや緑地レクリエー

ションゾーンなどとして位置づけたところであ

ります。

また、去る５月25日には、日向市を初め、細

島まちづくり協議会や漁業協同組合等で構成さ

れる「みなとオアシス細島協議会」が設置さ

れ、県もオブザーバーとして参加しているとこ

ろであります。県といたしましては、今後、こ

の協議会を通じて、さまざまな意見をいただき

ながら、緑地等の計画について検討を行い、周

辺の環境整備を進め、細島港の魅力向上に、日

向市や地元の皆様と一緒になって取り組んでま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 国内には「みなとオアシス」

で成功している地域もたくさんございます。日

向市も、そういうところを視察して、ぜひいい

ところを取り入れていこうと今努力しておりま

す。当然、日向市が成功させることが一番であ

りますけれども、成功したことが県内の各港町

に広がっていくように努力をしていきたいと思

いますので、県の協力もまたよろしくお願いし

たいと思います。

次に、この細島商業港の「みなとオアシス」

の発展に必要なこと、成功に必要なことは、昨

年２月に改定された港湾計画の進捗でありま

す。商業港地区にある倉庫やチップヤードの移

転について、計画上はそれぞれの移転先が記さ

れていても、具体的な時期や規模などは、まだ

はっきりとしていない状況にあります。既に計

画策定から１年がたち、倉庫の移転、ヤードの

移転となれば、関係企業にとっては今後の経営

計画等にも影響があると思いますが、現在どの

ような状況であるのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 商業港地区

につきましては、にぎわいと潤いのある空間を

整備することとしております。そのため、チッ

プヤードにつきましては、白浜地区への移転を
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計画しており、その移転先となる埠頭用地の確

保のために、国と協議を行っているところであ

ります。

また、倉庫の移転につきましては、ほかの港

において既存倉庫を有効活用している例もあり

ますことから、細島港におきましても、交流施

設などとしての再利用も視野に入れ、倉庫の所

有者や細島まちづくり協議会など地元関係者

と、移転先や時期などについて協議を進めてい

くこととしております。

○西村 賢議員 次に、鎌原副知事に質問した

いと思います。ようこそ宮崎へおいでいただき

ました。ありがとうございます。

先日、鎌原副知事は、中国木材等を視察さ

れ、着任後早々に細島港等も視察されたという

ことを伺っております。今、中国木材の工場も

フル稼働を続けており、前年比130％、年産50万

立方メートルのペースでフル稼働しているそう

です。搬出する製品や原木で、置き場がすごい

ことになっていたと思いますが、ほかの細島地

区にある企業も頑張っております。さらなる企

業進出も期待が持たれております、この細島港

を見た際の副知事の感想を伺いたいと思いま

す。

○副知事（鎌原宜文君） 細島港につきまして

は、ポート・オブ・ザ・イヤーを昨年受賞した

とお聞きし、私自身も関心を持ちまして、着任

間もない４月末に視察をいたしました。まず、

昨年整備されました津波避難階段の上から、港

全体の整備状況や企業の立地状況を一望しまし

て、世界でも先端の技術や国内有数のシェアを

持つ企業が立地していることに感銘を受けたと

ころであります。

また、先週、国内トップの製材メーカーであ

ります中国木材を視察させていただきました

が、膨大な量の木材が集積され、工場もフルに

稼働している状況を拝見し、さらに今後増産さ

れる計画ということをお伺いしまして、活気が

あふれていると感じたところであります。この

視察を通じまして、細島港は、本県の物流や企

業活動に大事な役割を果たしており、まさに東

九州の物流拠点として、今後さらに、港湾機能

の充実が必要だと実感をしたところでありま

す。

○西村 賢議員 ぜひ鎌原副知事には、国交省

とのつなぎ役もよろしくお願いしたいと思いま

す。また、細島地区はいろんなイベントがあり

まして、河野知事にも何度も来ていただいてお

りますが、ぜひ鎌原副知事にも来ていただきま

すように、あわせてお願い申し上げます。

最後に、県土整備部長に再度、16号岸壁整備

の進捗状況について伺います。さきのチップヤ

ードの移転にも関連いたしますが、現在、細島

港の16号岸壁が未整備の状態にあります。15

号、17号ができて、その間にある16号が未整備

なんですが、この背後地に先ほどのチップヤー

ドの移設も関係してきます。この整備について

県はどのように考えているのか、県土整備部長

に伺います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 細島港にお

きましては、企業の立地や生産の拡大が続いて

いることから、埠頭用地の岸壁の早期の整備が

必要であると考えております。白浜地区では、

水深10メートルの16号岸壁とその背後の埠頭用

地を港湾計画に位置づけているところでありま

して、その整備について、現在、国と協議を

行っております。

しかしながら、隣接する水深13メートルの岸

壁が、平成27年６月に供用開始して間もないこ

ともあり、事業化については、より一層の貨物
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量の増加が重要なポイントになると考えており

ます。したがいまして、今後とも、日向市や地

元企業など関係機関と連携を図りながら、ポー

トセールス活動に努め、早期事業化に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、県内の企業支援、創業

支援について伺います。

今、日向市に中小企業の経営支援や創業支援

を行う「ひむか-Ｂｉｚ」が誕生し、約半年が過

ぎました。さまざまなセミナーなどを催し、相

談者も多い状況にあります。開始から５カ月

で572件の相談を受け、相談者のうち２割強が市

外の方であり、相談者のリピート率は６割を超

えているとのことでありました。これは、相談

を受けるのは所長が１人しかいません。それで

もこの状態であります。

県内企業の経営や創業についての相談は、こ

れまで商工会議所などが中心であったと思いま

すが、この「ひむか-Ｂｉｚ」は、会議所などと

連携しつつも、経験豊かな専門家による的確な

アドバイスを受けられることが人気の要因だと

思います。この人気は、逆に言えば、このよう

な行政サービスの不足、また利用者とニーズが

マッチしていなかったと感じさせられます。

「ひむか-Ｂｉｚ」に限らず、国のよろず支援拠

点事業などもありますが、本県の創業支援の現

状と成果について、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 創業支援

の取り組みといたしましては、商工会議所等を

通して、資金調達や事業計画策定等の相談に応

じますとともに、インキュベーションオフィス

の貸し出しなどを行っております。また、宮崎

商工会議所に「みやざきスタートアップセンタ

ー」を設置し、大きな可能性を秘めた企業の種

を発掘、育成する取り組みも行っております。

このような取り組みによりまして、昨年度

は、商工会議所等で1,008件の相談に応じ、飲食

・サービス業を中心に227件が創業に結びついた

ところであります。このほか、創業後、全国的

な会社とのマッチングが成功するなど、将来が

楽しみな企業も育ちつつあるところでありま

す。県といたしましては、今後とも、市町村や

商工会議所、商工会、さらには「ひむか-Ｂｉ

ｚ」など関係機関と連携を図りながら、創業の

一層の推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 先ほど出た商工会議所も、

今、人材が非常に不足していて、指導員の負担

も増している状況にあります。研修してスキル

アップしたいと思いながらも、時間の確保が難

しくなっているとの話も聞きますので、その対

策もぜひとも講じていただきたいと思います。

また、先ほどの「ひむか-Ｂｉｚ」の２割以上

の相談者は市外の方です。これを日向市の負担

だけでやっていくのもどうかと思います。県か

らのバックアップも考えていただきたいと思い

ます。

次に、国の進める地方移転優遇策の成果につ

いて伺います。地方の活性化のために、東京か

ら地方への企業の本社機能移転の推進策が出さ

れ、２年となります。この間の本県における企

業の本社機能移転・拡充の現状について、商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本社機能

の移転・拡充につきましては、東京23区から本

社機能と従業員を移転する「移転型」と、東

京23区以外からの移転や地方にある本社機能を

拡充する「拡充型」とがございます。これまで

の本県の実績につきましては、平成27年度が５
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件、28年度が４件の計９件で、全て拡充型と

なっており、このうち県外企業は４件となって

おります。

なお、全国の昨年度末における実績といたし

ましては、全体で153件であり、その内訳は、移

転型が15件、拡充型が138件となっております。

○西村 賢議員 答弁のとおりでありまして、

東京23区からの本店機能の地方移転を国は進め

ているわけでありますが、実際はなかなか進ま

ない。それはもちろん、得意先や下請企業との

関係性、また人材確保の面など、さまざまな要

因が考えられますが、単に減税のあめだけでは

企業の本店機能は動かないものであることの証

明であります。県は東京23区から地方移転が進

まない原因をどのように考えているのか。ま

た、県の対策はどのようになっているのかを伺

います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 本社機能

の移転につきましては、日本経済団体連合会が

東京に本社を有する企業に対して実施しました

アンケートによりますと、「本社機能の地方移

転は検討していない」と回答した企業が92.5％

となっております。その主な理由といたしまし

ては、「現在の拠点で支障がない」が最も多

く、次に「取引先・官庁など関係者が東京に集

中している」、さらに「移転にはイニシャルコ

ストがかかる」と続いており、我が国の構造的

問題や企業負担が地方移転を阻む原因となって

いると考えております。

このため本県では、企業負担を軽減し、地方

移転を後押しするため、国の税制優遇措置とは

別に、本社機能移転に係る本県独自の補助金メ

ニューを設けるとともに、県外における企業訪

問や企業立地セミナーなどを通じて、積極的な

ＰＲに努めているところであります。今後と

も、企業立地活動の中で、本社機能の移転につ

ながるよう、さまざまな取り組みを積極的に

行ってまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 この現状を機会あるごとに、

ぜひ知事が、知事会等、また政府に対して物を

言える場では、地方の実情を訴えていただきた

いと思います。国は言うけれども、企業がしな

いからしようがないということであれば、そも

そも政府のまち・ひと・しごと創生の本筋から

ずれてくる部分もありますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

次に、知事の子育てＣＭ（妊婦体験）につい

て伺ってみたいと思います。河野知事初め、山

口、佐賀、３県の知事が出演された九州・山口

ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン動

画「知事が妊婦に。」のＣＭが、福岡広告協会

賞「大賞」を受賞されました。おめでとうござ

います。私は恥ずかしながら、受賞のニュース

を知るまで、このＣＭを見たことがありません

でした。佐賀など一部ではテレビＣＭがあった

とのことですが、本県ではオンエアがなかった

ようです。

このＣＭは、知事みずからがおもりをつけて

妊婦体験を行うというものでありました。この

取り組み自体もすばらしいものでありますとと

もに、ＣＭの中では、知事のコメントというか

感想なども流れて、見ているほうもどんなもの

なんだろうなという関心が非常にありました。

ただ、妊婦を疑似体験できる道具もなかなか手

に入るものではありませんし、私もこのような

ことを体験したことはありませんが、知事は、

このＣＭを広めるとともに、妊婦体験を県庁内

や県内企業、また県内の自治体などに広めるつ

もりはないか伺います。

○知事（河野俊嗣君） 妊婦ジャケットは、お
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もりが７～８キロあるということであります。

想像した以上に重いですし、動画撮影のときは

１時間程度だったと思いますが、妊婦さんは、

それ以上長い期間を、徐々に徐々に重くなる、

その負荷に耐えておられるわけであります。

また、私は、知事の職務をするという役割分

担を３県の知事でしたわけでありますが、階段

の上りおりとか車の乗りおり、大変だなという

思いがいたしまして、その立場になってみない

とわからないこと、妊婦さんの大変さというこ

とを痛感しますとともに、社会全体として、妊

婦さんに対する気配り、優しさが必要であると

いうことを痛感したところであります。

妊婦体験をした男性へのアンケートによりま

すと、約97％の方が「男性も家事や育児をすべ

きだ」と答えておりますことから、ぜひ多くの

男性にこういう体験をしていただきたいと考え

ております。

県は、広報紙やホームページ、ポスターやチ

ラシなどを活用しまして、妊婦体験情報の発信

を行いますとともに、ことしの２月には―毎

年イクメンパパの料理教室ということで、何人

かのお父さん方と料理教室を行っておるんです

が、ことしは、子育て中のお父さん方と一緒

に、妊婦ジャケットを着用して料理や育児を体

験するイベントも行ったところであります。

また、さまざまな子育てフェアなどで、妊婦

ジャケットが置いてあって、お父さん方に体験

していただく、そのようなイベントなどもいろ

いろ行われているところであります。今後と

も、このような取り組みを進めまして、県庁内

はもちろん、県内企業などのワーク・ライフ・

バランスや子育て支援のさらなる推進に努めて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 次に、子供の貧困と親の離婚

率の関係について伺います。日向市内でも４月

から子ども食堂がスタートしました。先日、様

子を見に行きましたが、スタートして間もない

のに大人気であり、この日、80人分の食事も完

食であったそうです。ボランティアで協力して

いる方々の数、またスポンサーの数にも驚かさ

れました。「世代を超え、互いに助け合う気持

ちが子供たちに伝わればいい」と、一人のおば

あちゃんボランティアの声も聞けました。

このようなすてきなきずなが日向市にはある

一方で、先月の厚生常任委員会県北調査で日向

市における子供の貧困を取り巻く現状を調査し

た際に、驚くべき現状を知りました。一部紹介

しますと、中学生の就学援助者の割合は５人に

１人、その要因として、離婚率が非常に高く、

国が人口1,000人当たり1.77に対し、日向市

は3.97とのことです。

また、日向市の調査によりますと、年収300万

未満世帯が全世帯で28.5％に対し、ひとり親世

帯の場合77.5％でありました。これらは日向市

が調査を行ったから知り得た部分も大きいとは

感じましたが、そもそも本県は離婚率が高く、

全国上位とも言われております。もちろん離婚

という制度を否定するものでもなく、そこに至

るさまざまな原因もあったかもしれませんが、

本県の高い離婚率は、子供の貧困問題と無関係

ではないと考えます。このことを県はどう考え

ているのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の離婚率

につきましては、国の発表で、平成28年のデー

タですが、人口1,000人当たり2.02と、全国

の1.73に比べて高い水準にあります。また、平

成24年の宮崎県ひとり親世帯生活実態調査で

は、離婚が、ひとり親世帯となった原因の約８

割となる中で、総世帯数に占めるひとり親世帯
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の割合が、推計値で3.7％ということで、全国

の3.2％を上回っております。

このひとり親世帯のうち、約９割を占める母

子世帯を見てみますと、その約６割が平均月

収15万円未満となるなど、経済的に厳しい状況

にある世帯が多くなっております。世帯の経済

状況が子供の貧困の要因になることを考えます

と、離婚率の高さがひとり親世帯数の多さにつ

ながり、ひいては、子供の貧困にも関係がある

ものと考えております。

○西村 賢議員 県は、今答弁にあったような

ひとり親実態調査、もしくは男女共同参画社会

づくりのための県民意識調査などの調査も行っ

ています。その中身を見ますと、養育費につい

て、「離婚後一度も受け取ったことがな

い」64.5％、「以前は受け取ったが今はもらっ

ていない」15.7％、これを合わせただけでも８

割の母子世帯が受け取っていないことがわかり

ます。先ほど15万円という話もありましたけれ

ども、実際、母子世帯の75％以上が経済的に

困っていると回答しております。

また、県民意識調査のほうでも、配偶者から

の暴力など調査をしているようであります。こ

れ以外にも、さまざまな調査やデータ、もしく

は県職員が直接相談を受けたりした記録も、県

にはたくさんあると思いますが、これらの現状

をしっかりと踏まえて、対策を講じていく必要

があるのではないかなと思います。これは、質

問しても答弁が返ってきませんので、要望にか

えさせていただきます。これは、一段階上げた

子供の貧困対策を県全体で考えていただくよう

に、知事初め、担当部局の方々に要望したいと

思います。よろしくお願いしたいと思います。

次に、国際的な人材を育成するための取り組

みについて伺います。

本県から仕事や旅行などで海外に出たことの

ある県民が、2016年４万6,127人、人口に占める

割合の出国率が4.2％であり、全国平均の13.5％

と比べても大きく下回っているとの報道があり

ました。パスポートの所有率も12.2％で、全国

下位のほうにあります。本県には国際線が３路

線も就航しており、搭乗率の向上、出国率の向

上を県の目標としても掲げておりますが、現実

的に、今の状態では厳しいものがあります。

県民の海外渡航は、レジャー体験のみなら

ず、新たな価値観を生み、異文化を感じる貴重

な機会ともなります。現在では直行便も飛び、

パスポート取得も手軽になっていると思います

が、この現状を県はどのように考えているの

か。また、今後の対策をどのように考えるのか

を伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 海外に行

き、多様な文化や歴史を直接見て感じますこと

は、国際感覚豊かな人材を育成する観点から

も、非常に大事なことであるというふうに考え

ております。こうした中で、御指摘のとおり、

平成28年の本県の出国率は全国で42位、パスポ

ート取得率は全国で41位という状況にありまし

て、県民にとって海外はまだまだ身近なものに

なっていない状況にあると感じております。こ

のため、県におきましては、昨年３月に策定い

たしました「みやざきグローバル戦略」におき

まして、企業の海外展開とあわせ、海外との多

様な交流の促進を図ることといたしておりま

す。

具体的には、県民が海外に関心を持ってもら

うための国際理解講座や、在住外国人との交

流、海外との民間レベルの相互交流を促進する

ための事業の実施、さらには、海外自治体と協

定を締結し、幅広い交流を促進することといた
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しております。本県から海外への直行便は、利

用される県民への支援制度もございますので、

それらも生かしながら取り組みを推進し、海外

との交流拡大につなげてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 いろんな施策も必要だと思い

ます。ただ、その施策、特に補助金等のお金の

出し方というものもいろいろ考えていかなけれ

ば、例えば、これまで何年も、宮崎から飛行機

で海外に飛ぶ方に一部のお金の助成をしたりし

ていますが、果たしてそれが搭乗率の向上につ

ながっているのか、そこも非常に疑問が残りま

す。

また、海外へ行ったことがない人には、海外

のよさというものもまだ県民の中には伝わって

いない部分も多いのかなと思いますし、どうし

て海外に行かないのか、「観光は好きだけれど

も、海外の観光はちょっと」と言われる方もた

くさんいらっしゃるかもしれません。その方の

意見も聞いてみてはいかがかなと思います。い

ろんなアンケートの手法もあると思いますが、

県の掲げる目標をしっかりと達成していくため

にも、ぜひともいろんな手段を考えていただき

たいと思います。

次に、教育長に伺います。現在の子供たち

は、小学生のときからＡＬＴ制度などにより生

きた英語に触れる機会も多く、我々の時代より

も大きく環境が変わってきています。これから

の経済や社会のグローバル化に伴い、多国間交

流はなお盛んになってくる時代を迎えると思い

ます。国際的に活躍できる人材の育成のために

も、若いうちに海外に行くことは大きな経験で

あり、財産になると思いますが、現在の県立高

校における生徒の海外留学や海外への修学旅行

の現状について伺います。

○教育長（四本 孝君） 県立高校における海

外留学者数は、一昨年度までの５年間、年に２

名から８名の間で推移をしておりました。昨年

度は、県教育委員会で新たに留学支援事業に取

り組んだこともありまして、留学者数は16名ま

で増加しております。また、海外修学旅行及び

語学研修については、毎年10校程度の県立高校

が、北米、オーストラリア、台湾、シンガポー

ルなどを訪れ、現地の高校との交流会やホーム

ステイなどを行っているところでございます。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

海外留学や海外修学旅行などが、生徒のグロー

バル意識の向上につながる生きた国際交流の機

会となりますよう、各学校での取り組みを支援

してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 もちろん英語を教えていくこ

とも大事だと思いますし、外国の文化というも

のもあわせて教えていく、それによって交流と

いうもののイメージを膨らませていくことが、

子供たちには重要だと思いますし、今、大学生

の海外留学というものが非常に減っていると。

これは社会的な問題にもなっております。宮崎

県から国際的に活躍できる人材を輩出する、そ

のような思いをぜひ次につなげていただきたい

と思います。

最後に、雇用の課題について質問いたしま

す。海外等で留学や仕事を経験しスキルを積ん

だ方々、また大学や県外の企業で高度な知識・

技術を学んだ方々から、本県内の就職先につい

ては、「みずからのスキルを生かせる場が少な

い」という不満を聞きます。職業選択の幅が少

ないことに対して、該当する企業が県内に少な

いから仕方がないと言ってしまえばそこまでで

すが、これからの経済の発展や社会のグローバ

ル化に本県産業も適合していかなければならな
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るような取り組みを行っていくために、県の考

えを伺います。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 高度な知

識や技術を持った若者が、その能力を十分に発

揮できる就労の場を県内に確保することは、本

県経済のグローバル化や若者の県内定着を進め

ていく上で、大変重要であると考えておりま

す。

このため、県におきましては、付加価値の高

い産業の振興と良質な雇用の場の確保を目指

し、県内経済を牽引する中核企業の育成や、フ

ードビジネス、医療機器、ＩＣＴなど本県の特

性や強みを生かした成長産業の振興、戦略的企

業立地の推進などに努めますとともに、県内企

業の海外への展開促進など、海外との経済交流

の拡大に取り組んでいるところであります。

これらの取り組みを推進することによりまし

て、専門的な知識を持った若者にとっても、魅

力的で働いてみたいと思えるような職場づくり

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○ 原正三議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の丸山裕次郎でございます。通告に従い一般

質問を行います。

まず、西諸圏域で起きた緊急事態の産婦人科

医師確保についてお伺いいたします。

西諸医療圏の産婦人科医療は、長年にわた

り、小林市にある生駒クリニックとえびの市に

あるえびの共立病院等の開業医の医師と職員の

献身的な御尽力により支えられてきました。こ

のような状況の中、昨年11月末の生駒クリニッ

クの休止に引き続き、ことし７月末をもって、

えびの共立病院が分娩を取り扱わない旨の表明

をされました。このことにより、西諸圏域はさ

らなる人口減少に拍車がかかってしまい、まち

づくりの根幹を揺るがしかねないという非常に

重大な事態に直面しております。

特に、現在妊娠中の方や若い女性や地域住民

から、西諸で出産する場所がなくなれば、宮崎

市、都城市、人吉市などに、それぞれ60分か

ら90分かけて通院や入院治療を余儀なくされ、

肉体的・精神的・経済的にはかり知れない負担

を負うことになるのではないかという、多大な

る不安や心配の声を聞いております。宮崎県医

療計画では、基本理念を「いつでも、どこでも

必要な医療サービスを受けられる医療体制の確

立」とし、住民が安心できる医療提供体制を構

築することにしておりますが、西諸医療圏では

危機的状況になろうとしております。

このような緊急事態を打開するため、６月13

日に、小林市長、えびの市長、高原町長の３首

長が一致団結し、宮崎大学医学部に西諸圏域へ

の産婦人科医師派遣の要請を行いました。加え

て、同日、河野知事にも、小林市長、小林市議

会議長、えびの市長、えびの市議会議長、高原

町長、高原町議会議長、さらに、中野県議、宮

原県議、私の９名が、西諸圏域における産婦人

科の診療体制整備への特段の支援をしていただ

きたいということで、以下の３項目を要望しま

した。

１、宮崎大学医学部への産婦人科医師派遣の

働きかけの支援、２、医師派遣が可能になった

場合の医療機器整備等に伴う財政的支援、３、

産婦人科再開に伴う宮崎県立看護大学での優先

的な助産師の養成支援の３項目です。そこで、

県立病院などの中核病院がない西諸医療圏の実

情を考慮し、宮崎大学医学部に対し、小林市立

平成29年６月16日(金)



- 133 -

平成29年６月16日(金)

病院への産婦人科医師派遣の働きかけの特段の

支援はできないのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、小林市立病院へ医師派遣が可能になっ

た場合、分娩のための医療機器整備等に伴う県

の財政的支援はできないのか。

また、あわせて、小林市立病院での産婦人科

再開に伴い、宮崎県立看護大学での優先的な助

産師の養成支援はできないのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

県議会では、平成17年に本県を襲った台風14

号により、多くのとうとい人命を失うなど、甚

大な被害を受けたことをきっかけに、防災対策

の重要性を改めて認識し、議員発議で宮崎県防

災対策推進条例を平成18年に制定いたしまし

た。条例の第54条、「宮崎県防災の日」を設け

る条項に基づき、県は、県民が防災について真

剣に考える契機になることを目的に、毎年、梅

雨入り前である５月の第４日曜日を「宮崎県防

災の日」に定めております。

また、東日本大震災の教訓を生かすため、南

海トラフ大震災の発生を想定した宮崎県総合防

災訓練を毎年行っております。防災の日の制

定、防災訓練を行うこと自体はいいことだと思

いますが、一見すると、形式的な訓練になって

いないのか、リアリティーに欠ける訓練になっ

ていないのか、消化行事になっていないのかと

心配しております。

例えば、リアリティーのある訓練として、大

規模地震で県庁全体が停電になったことを想定

して、半日、自家発電のみの状態で防災訓練を

行ってみてはどうかと思っております。恐らく

自家発電の電力だと、部屋は暗く、パソコンは

数台しか使えない、電話、エレベーター、トイ

レはどうなるのかといった現実的な支障の確認

ができ、課題が明確になるのではないかと思っ

ております。

また、防災訓練を行うに当たり、前年の反省

会によって課題となった問題点を解決するため

の対策を訓練として実践することが重要ではな

いかと思っております。そこで、これまでの防

災訓練の成果と今後の防災訓練をどのように取

り組んでいくのか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

次に、国立公園満喫プロジェクトについてお

伺いいたします。

昨年11月議会でも質問したこの事業は、環境

省が中心となって立ち上げたプロジェクトであ

りますけれども、環境省では、2020年までに訪

日外国人の国立公園利用者数1,000万人という大

きな目標を掲げております。その国立公園満喫

プロジェクトに霧島錦江湾国立公園が選定さ

れ、訪日外国人利用者数を現在の約７万人か

ら20万人に増加させる目標を掲げております。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に合わせ、主要交通拠点からの２次アクセスの

充実や観光案内板等の多言語化、さらには利用

者の利便性向上策としてＷｉ―Ｆｉ環境の整

備、ビューポイントの設定・改修整備などを行

うステップアッププログラムが策定されており

ます。

昨年度の国の補正予算で自然遊歩道の整備が

行われるので、大変期待しております。しか

し、気になるのは、さまざまなプログラムが計

画されておりますが、誰が役割を果たすのか明

確になっておらず、2020年までわずか３年しか

ないため、実現可能なのか心配であります。そ

こで、現在の具体的な進捗状況について、環境

森林部長にお伺いいたします。
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次に、里芋日本一奪還対策についてお伺いい

たします。

本県は、平成22年から平成26年までの５年

間、里芋生産日本一に君臨しておりましたが、

ここ数年の疫病被害等で収量が減少し、日本一

の座から転落してしまったことは、まことに残

念であります。今年作の状況を地元ＪＡこばや

しの園芸担当に伺ったところ、種芋の不足で昨

年度より約３割程度減少するのではという厳し

い状況を聞き、日本一を奪還するのは並大抵の

努力・施策では厳しいと感じました。

ことしの３月より、ようやく里芋にも使用可

能な農薬が登録され、非常に期待しております

が、これまで農薬を使わずに楽に生産できてい

た農家の意識改革も大きな課題になるんじゃな

いかと思っております。そこで、今年作の状況

と今後の里芋振興についてどのように考えてい

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

次に、美しい宮崎づくりについてお伺いいた

します。

黒木元知事の意向で沿道修景美化条例が昭

和44年に制定されたことを契機に、国道や県道

沿いに花を植えたり、木の植え込みが進み、現

在の基礎をつくっていただきました。昭和44年

当時は沿道修景に指定された箇所が少なかった

のを年次的に県下全域に広げ、条例制定から

ちょうど10年後の１巡目の国体時には、宮崎県

の美しさを全国にアピールできたのではないか

と思っております。その後も、松形知事、安藤

知事、東国原知事、そして河野知事になるまで

脈々と引き継がれてきました。

平成16年度から始まった財政改革以降も７億

円程度の予算を確保できたのも、沿道修景美化

条例があったからではないかと思っておりま

す。沿道修景美化条例が始まった昭和44年の予

算書を調べたところ、沿道修景予算は800万円程

度でありましたけど、年次的に拡充していき、

国体が開催された昭和54年には１億2,000万円余

り、10年で15倍以上の予算を確保しておりま

す。

今年度から「美しい宮崎づくり推進条例」が

スタートしました。９年後に２巡目の国体を控

え、絶好の時期にスタートしたと思っておりま

す。しっかりした取り組みを期待しておりま

す。そこで、今後の展開をどのように考えてい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以下の質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

西諸医療圏における産婦人科医師の確保につ

いてであります。

県では、「みやざき子ども・子育て応援プラ

ン」に基づき、少子化対策に取り組んでおりま

すが、その基盤を支える産婦人科診療体制の確

保は、非常に重要な問題であると認識をしてお

ります。このため、県におきましては、分娩施

設における医師、看護師、助産師といった医療

従事者の養成・確保に取り組むとともに、関係

機関との密接な連携のもと、地域分散型の周産

期医療体制の充実に努めてきたところでありま

す。

御質問にありました、先般の西諸医療圏にお

ける産婦人科の診療体制の整備についての小林

市、えびの市、高原町からの要望につきまし

て、私といたしましても、これを重く受けと

め、その翌日、担当部局を宮崎大学医学部に向

かわせ、小林市立病院への産科医の派遣を県と

しても強く要望したところであります。

大学としましては、すぐに地元の要望どおり
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に医師を派遣するのは難しいというような感触

はあったところでありますが、何とか対応を検

討したいということでありまして、今後とも、

県、市町村、宮崎大学医学部、県医師会等と一

体となって連携を図りながら、さまざまな工夫

を凝らし、産婦人科診療体制の確保に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○危機管理統括監（田中保通君）〔登壇〕 お

答えいたします。

防災訓練の成果等についてであります。県で

は、南海トラフ地震や風水害の発生に備え、防

災関係機関と連携して、年間を通じ、計画的に

図上訓練や実動訓練を行っております。特に、

平成25年度以降の総合防災訓練につきまして

は、事前準備から訓練の実施に至るまでの協議

を通じて、各機関と顔の見える関係を構築する

とともに、実際の活動拠点となる場所を使用

し、訓練時に与えられたさまざまな状況に応じ

て、参加者がその場で必要な対応を考えて対処

するといった実践的な訓練となっております。

また、訓練後には、参加者間で問題点の洗い

出しや改善点を議論する検討会を行いまして、

それを次年度の訓練に生かすというサイクルを

繰り返すとともに、対応マニュアルを改善・整

備するなど、年々成果が蓄積され、訓練の精度

も向上していると感じております。県といたし

ましては、議員御指摘のような現実に起こり得

る状況なども考慮しながら訓練に取り組み、さ

らに災害対応力の向上を図ってまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（畑山栄介君）〔登壇〕 お答

えします。

西諸医療圏における産婦人科の診療体制整備

への支援についてであります。県としまして

も、県民が地域で安心してお産ができる体制を

確保することは、大変重要であると考えており

ます。小林市立病院へ医師派遣が可能となり、

分娩のための医療機器整備等が必要となった場

合には、国や県の補助事業がありますことか

ら、補助事業の活用も含め、地元市町と十分に

協議を行ってまいりたいと考えております。

次に、助産師の養成支援についてでありま

す。県内の助産師養成施設については、平成27

年度末の民間施設廃止により養成数が減少した

ため、今年度から県立看護大学に「別科助産専

攻」を開設したところであります。この別科

は、県内就職を前提とし、看護師免許があれば

社会人も応募できる施設でありますので、県内

定着促進のための修学資金貸与とあわせて、積

極的に活用いただくよう周知するとともに、西

諸地域への助産師定着を促進する施策につい

て、地元市町と一緒に知恵を出していきたいと

考えております。

助産師を含め、看護職員の確保は、地域医療

の充実を図る上で大変重要でありますので、今

後とも、県立看護大学や看護協会、市町村等と

も連携を図りながら、看護職員の確保・定着の

ための取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。

国立公園満喫プロジェクトの進捗状況につい

てであります。このプロジェクトにつきまして

は、現在、老朽化や国際化へ対応するために、

ハード事業としまして、御池歩道のユニバーサ

ルデザイン化や、えびの高原の池めぐりコース

の改修事業などに取り組んでいるところであ

り、さらには、大幡山登山口の休憩所などの設

計にも着手したところであります。また、ソフ
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ト事業としまして、地域の機運醸成を図るた

め、フォトコンテストの作品募集を６月から開

始したところであります。

これらの取り組みを含む、プログラムに盛り

込まれたさまざまな事業を計画的に実施するた

め、７月に開催される霧島錦江湾地域協議会に

おいて、国、県、関係市町等の役割やスケジュ

ールを決定することとしております。今後と

も、プロジェクトの目的達成に向けて、関係者

と相互連携を図りながら、しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○農政水産部長（大坪篤史君）〔登壇〕 お答

えいたします。

里芋の振興についてであります。今年作の里

芋の作付状況につきましては、５月に市町村へ

の調査を実施しましたところ、県全体では、ほ

ぼ昨年並みであると承知しています。また、疫

病につきましては、現在、生産者や関係機関と

一体となって対策に取り組んでいるところであ

りまして、現時点では確認されておりません。

里芋は、平成26年まで生産量日本一を誇った

本県の重要な露地野菜でありますので、まず

は、生産量が減少した原因である疫病の防除対

策を確実に実施していくとともに、水田におけ

る土地利用型高収益作物として、また、畑地か

んがい地域における重点推進品目として、市町

村や団体と一体となって生産振興を図り、再び

日本一の産地を目指してまいりたいと考えてい

るところです。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（東 憲之介君）〔登壇〕 お

答えいたします。

美しい宮崎づくりについてであります。

「美しい宮崎づくり推進条例」は、沿道景観

のみならず、地域固有の自然景観、農山漁村景

観などを保全、創出、そして活用することによ

り、「魅力ある地域づくり」を県下全域に広げ

ていくものであります。このため、まずは県民

の皆様の機運を高めることが大変大事であると

考えておりまして、さまざまな広報媒体を活用

した情報発信に取り組むとともに、今月24日に

は、「みんなで築く「美しい宮崎づくり」」を

テーマとした講演会を開催することとしており

ます。

さらに、条例の実効性を高めるため、国民体

育大会が開催される平成38年度までを計画期間

とし、具体的な施策を盛り込んだ推進計画を、

条例で定めた美しい宮崎づくり推進強化月間で

ある11月には公表したいと考えております。計

画策定後は、市町村や県民、事業者の皆様と連

携しながら、知事を先頭に推進計画に基づく施

策を全庁的に推進し、美しい宮崎づくりの実現

に向け、おもてなしの心を持って、しっかりと

取り組んでまいります。以上でございます。

〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。

まず、美しい宮崎づくりについての要望です

が、推進本部長は知事と伺っております。先ほ

ど壇上から述べましたように、９年後に２巡目

の国体を控えている絶好のときにスタートした

と思っております。黒木知事の思いで始まった

沿道修景のように、政治家河野知事イズムの種

をまき、芽を出し、大きく育て、花を開き、実

がなるような美しい宮崎づくりになれば、政治

家河野知事が高く評価されることになると思い

ます。逆に、絵に描いた餅に終われば、知事の

評価は下がることになると思います。知事のリ

ーダーシップが発揮されることを切に要望して

おきます。
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それでは、再質問を行います。

西諸医療圏における産婦人科医師確保につい

て再質問を行います。

西諸で出産する場所がなくなろうとしている

要因として、西諸医療圏には、県立病院、国立

病院などの中核的な病院がないため、万が一の

ときに、妊婦、医師、病院が大変苦労している

からではないかと思っております。そこで、二

次医療圏ごとに、分娩を取り扱う医療機関の数

と人口10万人当たりの医療機関の数について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成29年４月

時点の助産所を含む分娩を取り扱う医療機関数

及び平成27年国勢調査の人口をもとに算出した

人口10万人当たりの医療機関数ですが、人口10

万人当たりの医療機関数が多い医療圏順に申し

上げますと、日南串間５施設、人口10万人当た

りの医療機関数6.86、都城北諸県９施設4.73、

宮崎東諸県1 6施設 3 . 7 4、延岡西臼杵５施

設3 . 4 3、日向入郷２施設2 . 2 2、西諸１施

設1.33、西都児湯１施設0.98となっておりま

す。

○丸山裕次郎議員 予測したように、県立病

院、国立病院のある二次医療圏に医療機関が

偏っています。具体的に言いますと、日南串間

のほうでは５施設で6.86、西諸が１施設の1.33

でありまして、10万人当たりにしますと、5.53

の大きな開きとなっております。

また、平成25年３月に策定された宮崎県医療

計画を見てみますと、今回質問している産科に

ついては、リスクの高い妊婦に関する周産期医

療に集約して書かれております。平成の初めの

ころは、周産期死亡率、新生児死亡率が全国で

最も悪化しているのを打開するために、宮崎大

学医学部に総合周産期母子医療センターを置

き、県内を４ブロックに分けて、中核医療機関

として地域周産期母子医療センターを認定して

おります。リスクの高い妊婦・新生児に対応す

るための施策としては間違いではないと思って

おりますけれども、普通分娩に関しては、二次

医療圏での推進事項としての記載は医療計画に

はありません。

医療計画は今年度までということで、改定を

今年度行うと聞いております。地方創生という

観点を重視し、県下どこでも安心して生み育て

る環境整備が必要ではないかと考えておりま

す。そこで、今年度見直しが行われる宮崎県医

療計画において、リスクの高い出産に関する施

策だけでなく、一般の産科医療に関する施策に

ついても盛り込む必要があると考えております

が、福祉保健部長に見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 安心してお産

ができる体制を維持するためには、リスクの高

い妊娠に対する医療の確保に向けた施策はもと

より、一般の産科医療の確保に向けた施策も重

要であります。県としましては、宮崎県医療審

議会や宮崎県周産期医療協議会において、県医

師会、県助産師会、市町村などを代表する委員

の皆様から御意見を伺いながら、一般の産科医

療の確保の観点も含め、宮崎県医療計画の見直

しを検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、県内の二次医療圏で

も最低一つは産婦人科が確保され、安心して生

み育てられる実効性のある医療計画にしていた

だくことを要望しておきます。

改めて、西諸医療圏のことについてお願いし

ます。医師の確保も大変だと思っておりますけ

れども、西諸医療圏の緊急事態を考慮していた

だいて、県として全力を挙げて取り組んでいた

だくことを強く要望させていただきたいと思っ
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ております。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

防災対策を質問するに当たり、防災・危機管

理アドバイザーの山村武彦氏の「スマート防災

災害から命を守る準備と行動」という本を参

考にさせていただきました。この本の中でこの

ような記載があります。

「地震災害の現場を50年にわたり見てきて、

助かった人、犠牲になった人の差があるとした

ら、それは建物とわずかな行動の差によるもの

と考えている。地震が人を殺すというより、脆

弱な建物と誤った行動が死を招くのである。

―途中略します―地震が発生した際、机の

下に身を隠すことは間違いではないが、固定観

念にとらわれず、状況別の行動選択訓練が重要

なのである。また、「セーフティーゾーン」の

設定が必要。セーフティーゾーンとは「転倒落

下物の少ない、閉じ込められない場所」をいう

が、不特定多数が出入りする施設だけでなく、

家庭でも我が家のセーフティーゾーンを設定す

る必要がある」などが紹介されております。

さて、この議場はどこがセーフティーゾーン

なのでしょうか。考えておくべきだと思ってお

ります。そこで、地震発生時に落下物等のない

安全な場所を示すセーフティーゾーンの表示に

ついて、商業施設や公共施設などへの設置を進

めるべきではないかと考えておりますが、危機

管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 自然災害時

には、「自分の身は自分で守る」という認識の

もとで行動していただくことが大切であり、地

震に遭遇した場合には、その場その場でけが等

をしないよう、落下物や転倒物から身を守るこ

とが重要になります。このため、不特定多数の

人が集まる施設において、落下物等のおそれが

ないセーフティーゾーンを設置することは、防

災上、有効であると思いますし、日ごろからセ

ーフティーゾーンについて表示することで、安

全な避難対策についての意識啓発にもつながる

ものと考えられます。

県におきましては、家具の固定など転倒防止

対策等の啓発に取り組んでいるところでござい

ますが、セーフティーゾーンの設定・表示につ

いては、民間企業等の協力が必要でありますの

で、他県における取り組みなども参考にしなが

ら検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、まずは県庁内のセー

フティーゾーンの設置を早急にお願いしたいと

思っております。

次に、ことしも想定される梅雨末期の大雨や

台風襲来等での避難のあり方について、お伺い

いたします。多数の方が犠牲になった平成24年

７月の九州北部豪雨をきっかけに、熊本県で

は、気象台の予測を根拠に大雨が予測されると

きに、住民の命を守ることを重視し、危機が差

し迫っていない段階で、前もって日没前に予防

的避難を行う市町村に事業費の２分の１を助成

する「住民避難モデル実証事業」を行っており

ました。県民の命を守る観点として非常に参考

になるのではないかと思っております。そこ

で、日没前の早期避難を促すため、予防的避難

に取り組む市町村への財政支援を行ってはどう

かと思いますが、危機管理統括監にお伺いいた

します。

○危機管理統括監（田中保通君） 日没前の明

るい時間帯に予防的に避難することは、人的被

害を防止する上で、大変有効な方法でありま

す。一方、市町村が避難所を開設した場合の費

用は、災害救助法が適用されない限り、当該市

町村の負担となるため、避難が必要な災害がた
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びたび発生する市町村におきましては、その財

政負担への対応が課題となっております。

このため、市町村がちゅうちょなく避難所の

開設等ができるよう、その費用を補償する保険

制度が、全国市長会や全国町村会により、今年

度から実施されておりまして、国においても、

その保険料に対し、普通交付税措置を講じるこ

ととしたところであります。県内市町村の加入

はまだ少ないようでありますので、制度を紹介

するなど、加入促進を図ってまいりたいと考え

ております。

○丸山裕次郎議員 先ほど言いましたとおり、

今後、梅雨末期の大雨や台風襲来を迎えます。

命を守るという観点を重視し、要援護者への日

没前の早期避難を促す予防的避難に対する費用

については、保険制度ができたようですが、県

内の市町村加入は低迷しているとのことですの

で、周知徹底をお願いいたします。

次に、国立公園満喫プロジェクトについて再

質問を行います。

先ほど壇上から述べたように、ステップアッ

ププログラムには、多岐にわたる事業が検討さ

れておりますが、絵に描いた餅にしないために

も、どのように予算を確保していくかが重要だ

と思っております。そこで、今後の予算確保と

事業展開について、環境森林部長にお伺いいた

します。

○環境森林部長（川野美奈子君） 2020年にお

いて、国立公園満喫プロジェクトの目標を達成

するためには、ハード・ソフト事業両面からの

着実な実施が必要であります。このことから、

５月末に、国に対しまして、予算の拡充や建築

物の設置等の民間参入が進むよう要望を行った

ところであります。私も先日、霧島地域の重点

取り組み地域を視察しまして、この地域の魅力

と可能性を改めて実感したところでありまし

て、プログラムに盛り込まれた利用施設の整備

等による地域の磨き上げの必要性を強く感じた

ところであります。

このため、今後もプログラムの実現に向け

て、引き続き国立公園の整備に要する予算の確

保に努め、重点取り組み地域を中心とした施設

の老朽化・国際化への対応や、インバウンド受

け入れのための仕組みづくりに、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ７月に開催される霧島錦江

湾地域協議会で具体的に役割を明確にしていく

とのことで、それぞれが有効に機能していただ

き、予算確保を含め、2020年に向け、抜かりの

ないように事業が実施されることを、まずは要

望しておきます。

また、九州内では、阿蘇くじゅう国立公園も

満喫プロジェクトに選定されております。現在

でも 6 8万人の訪日外国人が訪れているの

を、2020年には140万人の目標を掲げておりま

す。霧島錦江湾国立公園の実に７倍の目標を掲

げております。同じ九州内で隣県という立地条

件を生かし、連携を図るべきではないかと考え

ておりますが、環境森林部長に見解をお伺いい

たします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 九州を訪れ

る外国人観光客の多くは、福岡空港等を玄関口

として九州北部地域にとどまる傾向がございま

す。これらの観光客を霧島錦江湾国立公園を含

む九州南部地域へと誘導するためには、議員御

指摘のとおり、阿蘇くじゅう国立公園との連携

が重要であると考えております。

このため、現在、国が取り組んでおります、

九州内の国立公園を周遊するようなプロモー

ション戦略の策定に本県も参画して、霧島地域
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に多くの外国人観光客が訪れる効果的な取り組

みを実施できるよう努めているところでござい

ます。今後も、霧島錦江湾国立公園への誘客に

つなげるため、阿蘇くじゅうの関係者を初め、

国や九州各県、観光団体等と一体となった、魅

力ある周遊ルートの設定や情報発信に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 しっかり連携していただ

き、2020年に目標以上の訪日外国人が来られる

ことを期待しております。

次に、里芋日本一奪還について再質問を行い

ます。

里芋生産日本一から転落したのは、大量の疫

病発生が要因ということで、私の地元、ＪＡこ

ばやし、小林市、高原町が連携し、農薬を購入

した農家に補助を行うと聞いております。ＪＡ

の担当に伺ったところ、かなりの量の販売実績

が上がっているということですが、今回登録さ

れた農薬の一つは、疫病発生を予防するのには

有効とはいうものの、これまで里芋に農薬を使

用したことのない農家が、田植え時期と重な

り、本当に散布してくれるのか心配と言ってお

りました。そこで、里芋疫病の農薬防除に対す

る指導状況と今後の支援について、農政水産部

長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 里芋疫病の農

薬防除につきましては、本年３月に初めて２種

類の農薬が登録されました。そこで、直ちに本

県では「さといも疫病対策マニュアル」を改訂

しまして、薬剤散布通路の確保や薬剤の適正使

用など、疫病を発生させない対策について、Ｊ

Ａや市場、農薬取り扱い業者などの関係者に対

する研修会を開催しまして、周知を図ってきた

ところであります。

また、生産者に対しましても、農薬の散布方

法や時期など、きめ細やかな指導を実施してい

るところでございます。今後は、マニュアルに

基づきまして、薬剤散布が確実に実施されるよ

うに、地域が一体的に取り組む疫病防除に要す

る薬剤経費に対して、市町村や団体と連携した

助成を実施することとしています。

○丸山裕次郎議員 しっかりした里芋疫病対策

の指導をお願いしておきます。

現在、里芋日本一の千葉県では、里芋のブラ

ンド確立のために、10年の歳月をかけ、平成19

年に「ちば丸」という新しい品種を誕生させ、

平成21年度から本格的に市場にデビューさせて

おります。本県でもこうした取り組みを行って

おりますが、もう少し時間が必要だと聞いてお

ります。

壇上から述べましたように、ここ数年の疫病

発生により、種芋不足が深刻な状況になってお

ります。日本一奪還に向けては、まず何よりも

健全な種芋を確保することが重要と考えており

ますので、来年作に向けた種芋確保対策をどの

ように取り組むのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 里芋の生産に

おいて、健全な種芋の確保というのは大変重要

でございますので、県では、主要な種芋産地で

ある小林市やえびの市の生産組織に対して、疫

病対策について重点的に指導・支援を行ってい

るところであります。また、本年度からは、Ｊ

Ａ等と連携しまして、疫病が発生していない東

臼杵や西臼杵地域に新たな採種圃場を設置し、

種芋の確保に努めているところであります。

さらに現在、総合農業試験場畑作園芸支場に

おきまして、県内産地に優良な種芋を提供でき

るよう、試験研究に取り組んでいるところであ

ります。



- 141 -

平成29年６月16日(金)

○丸山裕次郎議員 種芋の確保は大変重要です

ので、よろしくお願いします。また、一日も早

く県独自の品種を誕生させることを強く要望し

ておきます。

私の地元にある県のフリーウェイ工業団地の

最大規模の用地に、里芋をしっかり栽培してい

ただければ立地してもいいという企業が数年前

から県と協議しているという情報を聞いており

ますが、ここ数年の疫病の大量発生で企業立地

に至っていないのが現状です。非常に悔しく、

もったいない話だと痛切に感じております。こ

のような企業は、加工・業務用として里芋の安

定供給を求めておりますが、里芋の収穫は現

在、手作業に頼っている状況です。このため、

機械化を図り、効率的な生産を行っていく必要

があります。

疫病対策をしっかりやり、里芋が安定して大

量に生産でき、企業立地していただけるのであ

れば、県が推し進めているフードビジネス、６

次産業化に寄与することになり、さらには、人

口減少で苦しんでいる西諸地域の活性化につな

がると考えております。そこで、フードビジネ

スという視点を踏まえ、今後、加工・業務用里

芋の生産拡大をどのように進めていくのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 加工・業務用

向け里芋は、本県のフードビジネスを推進する

上でも重要な品目であり、産地の拡大を図るこ

とが必要と考えております。一方、契約取引に

は、求められる量や品質をいかに安定的に供給

できるかが大変重要でございまして、農家が取

り組む際の課題になっているところでありま

す。

このため県では、農家の負担が大きい収穫作

業を一括して受託できる法人や集落営農組織等

を育成しますとともに、収穫の効率化を目指し

た機械化の実証を行うこととしております。こ

うした取り組みによりまして、関係者が連携し

て、加工・業務用里芋の産地づくりを進めてま

いりたいと存じます。

○丸山裕次郎議員 日本一奪還には、里芋収穫

時の機械化が不可欠だと思っております。一日

も早い実用化に向け、関係団体と連携し、そし

て企業誘致につながる加工・業務用の里芋の生

産拡大を切に要望しておきます。いずれにせ

よ、里芋生産農家、県、市町村、関係団体が一

致団結し、日本一奪還がかなえられることを期

待しております。

次に、高校跡地の利活用についてお伺いいた

します。

西諸地域は、少子化の影響で、以前まであっ

た小林工業高校、小林商業高校、高原高校が再

編統合され、旧小林工業高校跡地の場所に西諸

県地区総合制専門高校として小林秀峰高校がス

タートしました。旧小林商業高校跡地は、小林

市が買い受け、市内中心部にあったこともあ

り、現在は、小林市内にある老人クラブ連合会

や青年会議所など、さまざまな団体が活用する

福祉・市民活動の複合施設として活用されてお

ります。

しかし、旧高原高校跡地は、平成25年３月以

来、門が閉じたままの状態で、大変寂しい状況

になっております。県教育委員会、さらには県

庁全体で活用策を検討したようでありますが、

県としては、活用策がないということで、地元

高原町に買い受けの照会をいたしました。高原

町でもさまざまな検討を行いましたが、町とし

て活用することはできないという苦渋の判断を

いたしました。

旧高原高校が閉校してから４年の歳月があっ
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という間に過ぎました。このまま放置されるの

ではないかという心配の声を聞いております。

私は、民間への払い下げを含め、早急に有効活

用の具体的な方策の検討が必要だと考えており

ます。そこで、旧高原高校跡地をどのようにし

ていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 県立学校が閉校いた

しました際には、財産の有効活用や地域活性化

といったさまざまな観点から、関係部局や地元

市町村の意向を踏まえまして、活用方法を検討

することとしております。

今お話にもございましたが、平成25年３月に

閉校いたしました高原高校の跡地につきまして

は、同年８月の公有財産調整委員会におきまし

て、県としての利活用はせず、処分の方針を決

定したところであります。これを受けまして、

平成25年９月に地元高原町に買い受けの意向を

照会し、町側でも検討を進めてこられましたけ

れども、ことし３月に買い受けをしないという

回答をいただいております。県教育委員会とい

たしましては、早期に跡地の利活用が図られる

よう、今後は民間企業等への売却も含めて検討

してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 一日も早く旧高原高校跡地

が利活用されるように、全力で取り組むことを

お願いしておきます。

次に、学校事務職員制度についてお伺いいた

します。

昨年の６月県議会において、学校事務職員の

採用再開について質問させていただきました。

教育長から、「教育をめぐる社会情勢の変化に

伴い、学校教育への深い理解と高い専門性を備

えた人材確保が重要になっており、今年度から

教育委員会として学校事務職員を採用する」と

のことでしたが、採用の状況はどうなったの

か、また、あわせて、知事部局からの出向は何

人なのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 平成29年４月１日付

で７名の教育行政職員を採用いたしまして、教

育委員会事務局に３名、県立学校に２名、小学

校に２名を配置しております。また、学校事務

職員515名のうち、知事部局からの出向者は、県

立学校102名、小中学校190名、合わせて292名と

なっております。

○丸山裕次郎議員 答弁がありましたように、

現在、学校事務職員が500名強のうち300名弱が

県から出向しているようであります。300名とい

いますと、県職員の10名に約１人が出向してい

ることになると思います。かなりの県職員が出

向している状況をどう認識しているのか、総務

部長にお伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 学校事務に従事す

る職員には、学校教育に対する理解はもとよ

り、子供たちへの愛情や地域との連携など、学

校運営への深いかかわりが求められるものと考

えております。

現在、御質問にありましたように、多くの県

職員が市町村において、その業務に携わってお

りますけれども、知事部局からの出向に当たり

ましては、そういった学校事務職員に求められ

る資質、能力のほか、職員の希望や教育委員会

からの要望、さらには、さまざまな業務経験を

積ませるという人材育成の面なども考慮しなが

ら、対応を行っているところであります。

知事部局といたしましては、今後とも、学校

運営を支える人材の確保・育成に向けまして、

教育委員会と十分連携を図ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 私は、よりよき教育環境を

つくるためには、地元密着型として、市町村職
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員が市町村立学校の事務を行ったほうがベスト

だと思っております。教員のほうも平成30年度

から居住地を考慮していくということは、地元

志向を取り入れることだと理解しておるところ

であります。真の教育を行うためにも、宮崎か

らの新たな地方創生の観点から、市町村や国と

連携し協議していただくことを、昨年の６月に

強く要望しておりましたけれども、どのように

検討していただいたのか、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（四本 孝君） 教育をめぐる社会情

勢の変化に伴いまして、学校教育への深い理解

と高い専門性を備えた学校事務職員の確保・育

成が大変重要になってきております。このた

め、県教育委員会では、さきにお答えいたしま

したとおり、今年度から、主に学校や教育委員

会事務局で勤務する教育行政の核となる職員の

採用を始めたところでございます。

市町村職員が市町村立学校の事務を担うこと

につきましては、地方創生の観点から、定住促

進などの一定の効果が期待されますが、一方

で、市町村の財政負担など、実現に向けてさま

ざまな課題もあるところであります。県教育委

員会といたしましては、今後とも、学校の課題

解決に積極的に取り組む学校事務職員の確保・

育成に努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、今後は教育委員会だ

けではなく、県当局とも十分に連携し、私が提

案している学校事務職員の市町村職員への移管

を検討できないか、改めてお願いしたいと思っ

ております。

最後に、県立宮崎病院再整備についてお伺い

します。

県立宮崎病院再整備につきましては、これま

でも数名の方が質問されており、多少重なる面

があると思いますが、御理解を賜りますようお

願い申し上げます。

私も昨年の11月県議会で、県立宮崎病院の再

整備について、大幅に費用がふえた理由、再整

備後の収支計画、地域医療構想との整合性、さ

らには、今後、防災拠点庁舎、国体施設などの

整備を控えた本県の財政の健全性確保等につい

て質問しました。知事、病院局長から答弁をい

ただきましたが、なかなかかみ合わない場面も

ありました。

また、他の議員からも質問が相次ぎ、厚生常

任委員会での質疑もありまして、平成29年２月

定例県議会の当初予算に上程する予定だった再

整備関連予算・議案を病院局は見送りました。

しかし、今議会に関連予算並びに債務負担行為

の議案を提出された理由を病院局長にお伺いい

たします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院の再

整備につきましては、基本設計完了後の事業費

が当初の想定から大きく膨らんだため、議会を

初め県民の皆様には大変御心配をおかけしてい

るところであります。

議会の皆様からいただきましたさまざまな御

意見をもとに、真摯に協議・検討を重ねてまい

りましたが、現病院の施設の老朽化が進んでお

り、早急な整備を行う必要があることから、今

般、速やかに工事に着手可能な現在地での再整

備を目指し、基本設計内容の一部見直しや、コ

ンストラクション・マネジメント業務の導入に

よる50億円程度の事業費縮減目標の設定、ま

た、地域医療構想を踏まえ、さらに20床の病床

数削減を行うことといたしまして、本議会にお

いて関連経費に関する予算を上程させていただ

いたところでございます。ぜひとも御理解を賜

りたいと思います。
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○丸山裕次郎議員 私は、ことしの４月臨時県

議会で厚生常任委員会の所属になり、改めて、

厚生常任委員会の県内調査で県立宮崎病院の実

態調査を行うことができました。手術室、ＩＣ

Ｕ、救急治療室など現場を見せていただきまし

たが、老朽化・狭隘化の状況、プライバシーの

保護がされていない状況、さらには、雨漏りの

状況などを目の当たりにしました。現場を見せ

ていただき、再整備の必要性は改めて理解いた

しましたが、地域医療計画との整合性、特に今

後の人口減少を考慮した場合、10年程度の収支

は大丈夫かもしれませんが、その後の収支はど

うなるか心配であります。

また、私が住んでいる西諸地域からします

と、県立病院はないものですから、先ほど壇上

から言いました産婦人科医師確保に対して、県

がもし何もしてくれないのであれば、何で宮崎

市内だけに400億円というお金をかけるんだとい

うような声も聞こえてまいります。

県立宮崎病院は名のとおり県立でありますの

で、宮崎市内に医師が偏在しているのを是正す

るなど、全県下に貢献できる病院になってほし

いと思っております。そこで、県立宮崎病院を

再整備するに当たっては、全県的な中核病院機

関として地域医療をどう支えていくのか、ま

た、地域医療構想を進めていく中でどのような

位置づけを考えているのか、改めて知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院につきま

しては、地域医療構想を進める上でも、引き続

き、高度・急性期医療を担う本県の地域医療の

中核として位置づけられるものでありまして、

今後、地域医療構想調整会議において協議を進

めていく中で、必要な見直しも行いながら、質

の高い医療を提供していく役割・使命を担うも

のと考えております。

その上で、県の医療計画が目指します、患者

の症状に応じた切れ目のない医療・介護サービ

スの提供が図られるよう、地域の医療機関や介

護サービス事業者等との連携の強化を進め、地

域包括ケアシステムの構築に向けた役割を果た

していくものと考えております。

また、県立宮崎病院は、全県的な中核病院と

して、質の高い医療サービスの提供はもとよ

り、地域医療の充実に貢献することも重要な役

割と考えておりますので、再整備に当たりまし

ては、医師の教育・研修機能のさらなる充実や

地域医療を担う医師の育成・確保に努め、深刻

な医師不足が続く地域への支援体制づくりにも

努めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 最後の質問になりますけれ

ども、改めて知事にお伺いします。政治家、知

事として、県立宮崎病院の再整備にかける思い

をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県立宮崎病院は、大

正10年に設置されたものであります。それ以

来、95年にわたり、宮崎県の医療をまさにその

中核として支えてきたところであります。記録

によりますと、この間、２回の建てかえが行わ

れ、今回が３回目となるようであります。地域

医療を預かる者として、再整備という、大変大

きな事業、重要な事業に携わることができます

ことに、大きな使命と責任を感じているところ

であります。

また、再整備後の開院を目指す平成33年は、

大正10年の開設以来、100年目という大きな節目

を迎えることとなります。今回の再整備に当た

りましては、引き続き、県内全域を対象に医療

サービスを提供する本県地域医療のかなめとし

て、また、次世代まで県民の命と暮らしをしっ
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かりと守り続ける病院となるよう、県議会を初

め、多くの皆様の御意見もいただきながら、100

年目の宮崎病院づくりに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 私は、今、知事は、恐らく

本当の政治家になれるかの試金石に立っている

んじゃないかと思っております。私がこれまで

質問しました県立宮崎病院、また美しい宮崎づ

くり、さらに、いろいろ議論になっております

国体施設の課題に対して、政治生命をかけるん

だというような気概を持つ必要があると思って

おりますので、ぜひお願いします。全力をかけ

ていただいて、宮崎県県勢が発展することをお

願い申し上げまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、野﨑幸士議員。

○野﨑幸士議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。宮崎県議会自由民主党、野﨑幸士です。６

月定例議会に当たりまして、議長のお許しをい

ただきましたので、質問通告書に従いまして質

問を進めてまいります。

さきの２月定例議会での平成29年度の当初予

算を見ますと、歳入では、自主財源―中央政

府に依存しないで独自に調達できるもの（県

税、手数料、また使用料等）―は歳入全体

の39.5％で､残りの60.5％は、地方交付税や国庫

支出金などに大きく依存している状況でござい

ます。歳出では、義務的経費、人件費（職員の

給料や議員報酬等）、また、公債費（借入金を

返済するための経費）、扶助費（生活保護法や

児童福祉法などの公的扶助制度の対象者に支給

する費用）で、思いのまま削減することができ

ない、必ず必要な経費が43.6％を占めているこ

とからも、我が財政は非常に脆弱で硬直化が見

てとれます。この財政状況は、平成28年度の当

初予算とほぼ同じ構図になっており、必ず必要

な義務的経費が自力で確保できる自主財源を上

回っていることからも、大変厳しい財政状況が

続いております。

こういった中、本県では、２巡目国体、防災

拠点庁舎整備、国民文化祭、県立病院再整備、

防災・減災対策、公共施設の老朽化対策、また

少子高齢化に伴う社会保障費等々、多額の財政

負担が見込まれている中で、執行部の中で唯一

政治家である知事の決断と判断が求められるこ

とがふえてくると思いますが、このような財政

状況、抱えている事業、将来の社会情勢を踏ま

えて、本県のかじ取りをどのように進めていか

れるのか、政治家である知事の所信をお伺いい

たします。

次に、ワーキングホリデーについて質問いた

します。

総務省は、昨年度に引き続き、地域経済の好

循環のさらなる拡大に向け、人・情報の流れを

創出することを目的として、ふるさとワーキン

グホリデーの提案募集を都道府県に対して行

い、４月25日に本県を含む10府県を採択しまし

た。ふるさとワーキングホリデーというのは、

御存じのとおり、都市部の若者（学生など）が

一定期間地方に滞在し、働いて収入を得なが

ら、地域住民との交流を通して、その地域の文

化や歴史、地域での暮らしを学ぶことです。９
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月上旬から、計100名を受け入れる計画になって

いるようですが、今年度初めて取り組むこのふ

るさと宮崎ワーキングホリデー事業、参加者の

確保や地元での受け入れについて、今後具体的

にどのように進めていくのか、お伺いいたしま

す。

以下の質問は、質問者席よりお伺いしてまい

ります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

県政のかじ取りについてであります。県政の

かじ取りを行う上では、本県の厳しい財政状況

や社会情勢の変化などを勘案しつつ、将来に向

けた明確なビジョンを示し、そして、それを力

強く推進していくことが求められていると考え

ております。本格的な人口減少社会を迎える中

で、御指摘がありましたような、防災庁舎、県

立宮崎病院の建てかえ、２巡目国体に向けた施

設整備など、多額の費用を要する事業も山積し

ております。また、国際情勢の変化やＩｏＴな

どの技術の進展といった、従来の発想では対応

できない課題も増加しており、新たなテーマヘ

の果敢な挑戦と迅速な決断が一層重要になって

おります。一方で、中山間地域の持続可能な暮

らしづくりなど、さまざまな状況を分析しなが

ら、腰を据えて取り組まなければならない課題

もあるものと考えております。取り組むべき課

題は山積しておりますが、県議会を初め、県民

の皆様、国・市町村、企業・団体の御理解と御

協力をいただきながら、私が先頭に立って、未

来を担う世代のために今なすべきことを一つ一

つ誠実に、そして、着実に実行してまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業につい

てであります。ふるさと宮崎ワーキングホリデ

ー事業の実施に当たりましては、参加者の確

保、地元受け入れ企業の選定、参加者へのフォ

ローアップの３点が重要であると考えておりま

す。このため、参加者の確保につきましては、

都市部での説明会の開催や大学訪問のほか、本

県の移住情報サイトやＳＮＳの活用など、さま

ざまな媒体を通じて広く募集することとしてお

ります。また、受け入れ企業につきましては、

繁忙期の入手不足の解消や担い手確保等にもつ

なげますとともに、例えば、中山間地域におけ

る農業や焼酎メーカーのような本県ならではの

就労体験が得られる企業を、市町村とも連携し

ながら選定してまいりたいと考えているところ

でございます。さらに、参加者へのフォロー

アップといたしまして、滞在中の生活支援やト

ラブル対応等に備えて、相談窓口を設けること

としております。なお、事業終了後におきまし

ても、この事業が一過性のものとならないよ

う、課題等を検証しながら、今後の施策に生か

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。〔降壇〕

○野﨑幸士議員 知事の所信については、答弁

でも触れられたように、今年度は、本県の人口

減少対策における重要課題である若者の流出抑

制等に対して、また、中山間地域においては、

持続可能な暮らしづくりに向けた「人口減少対

策と中山間地域対策の強化」、本県の豊かな自

然や伝統文化などの世界ブランドヘの登録や、

新たな地域資源の掘り起こし等の「世界ブラン

ドのみやざきづくりの推進」、そして、フード

ビジネスや医療機器産業などの成長産業の育成

加速化や、農林水産業におけるＩｏＴ化､宮崎版

観光ＤＭＯなどの展開等の「成長産業の育成加
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速化と新たな産業づくり」が重要施策に掲げら

れ、さまざまな事業が進められております。先

ほどは、知事らしい丁寧な答弁でした。執行部

と我々議会は、よく車の両輪と言われますが、

同じタイミングで回るときもあれば、どちらか

が先に回って、後から片一方の車輪が回るとき

もあります。先ほど、もうちょっと大きな声で

言ってほしかったんですけど、知事から「先頭

に立って」という言葉がありました。私はそう

いう言葉が大好きなんですね。先頭に立ってと

かそういうのが大好きで、うんと力が湧いてく

るというか、頼れるというか、そういう感じで

すので、もっとその部分だけ強調してほしかっ

たなと思っておりますが、腹の中には、「俺に

任しとけ」という熱い熱い思いが秘められてい

ると確信していますので、政治家としての決

断、そして判断、最後に責任をしっかり持っ

て、知事のリーダーシップを思う存分発揮して

いただきたいと、エールを送りたいと思ってお

ります。

ふるさとワーキングホリデーについては、今

から具体的に進めていく事業ということで、参

加者の確保に当たっては、都市部の若者等に幅

広く募集することになっていると思いますが、

募集する際に、宮崎の魅力やイメージについて

の聞き取りを並行して行うと、都市部の若い世

代がイメージしている宮崎像がつかめ、今後い

ろんな施策に反映できると思いますので、ぜひ

やっていただきたいと思います。また、この事

業は、都市部の若い世代に宮崎の魅力を体験

し、感じてもらい、発信していく意味でも、本

当に重要な事業と考えています。この事業を効

果的な事業にするために、若者等と地域との交

流や学びの場が必要と考えますが、どのように

取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） この事業を移

住につなげるためには、若者等と地域との交流

や学びの場の提供が重要であると考えておりま

す。このため、終業後や休日に、地域の祭りや

イベント、住民との交流会などに参加していた

だくほか、神話ゆかりの地をめぐったり、ある

いは炭焼きやジビエ料理の体験など、市町村と

も十分連携し、地元ならではの伝統文化に接す

る機会を提供していきたいと考えているところ

であります。県としましては、本事業の実施を

通じ、都市部の若者等に、宮崎の豊かな自然や

温かな県民性などの魅力に触れていただくこと

で、都市部へ帰った後も本県を新たなふるさと

と感じて応援していただき、ひいては、将来の

移住につなげていきたいと考えているところで

あります。

○野﨑幸士議員 本県のスポーツランドみやざ

き、そして食（焼酎や宮崎牛、地鶏、また各地

域の名物）、神話、大自然、農業、観光、温か

い県民性等々体験し、感じてもらい、都市部の

若者たちに、宮崎のロゴであります「日本のひ

なた宮崎県」をしっかり伝えていただき、都市

部に若者が帰っても宮崎の応援団になってもら

うような取り組みをしていただくことを要望い

たします。

次に、農産物の認証制度「ＧＡＰ」について

質問します。

農産物の認証制度「ＧＡＰ」とは、日本語で

「農業生産工程管理」と訳されます。農薬の使

用方法や、土、水などの生産を取り巻く環境、

また、農場で働く人の労働環境（安全性や待

遇）等、あらゆる工程を記録・点検することで､

安全で品質のよい農産物の生産を行おうという

ものです。調べたところ、ＧＡＰの成り立ち

は1970年代にさかのぼります。最初は、国連の
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機関が､適切な農薬の使用を生産者に呼びかける

取り組みとして始まりました。その後、消費者

の間で食の安全への意識が高まる中、1997年

に、ヨーロッパの流通業者などでつくる団体が

「ユーレップＧＡＰ」という認証制度を初めて

創設したそうです。ユーレップＧＡＰは、2007

年に「グローバルＧＡＰ」に名称を変え、今で

は世界中に広がっています。認証を受けている

生産者の数は、欧州を中心に世界124カ国、約17

万件が認証されていて、事実上の国際規格とし

て利用されているようです。

ＧＡＰには、各都道府県が運営している各都

道府県のＧＡＰ、ＪＡ経済連が運営しているＪ

ＡグループのＧＡＰ、日本生活協同組合連合会

が運営している適正農業規範／農産物品質保証

システム、そして、日本ＧＡＰ協会が運営して

いるＪＧＡＰと、先ほどのグローバルＧＡＰが

ありますが、まず、この農産物の認証制度「Ｇ

ＡＰ」についてどのような認識をお持ちなの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 近年、消費者

の食の安全への意識が高まる中、大手量販店や

食品加工企業等との契約取引などで、ＧＡＰの

取り組みを求められてきておりまして、安全な

農業生産の管理を行うＧＡＰにつきましては、

今後、さらにその重要性を増すものと考えてお

ります。特に、2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピックでは、グローバルＧＡＰやＪＧＡ

Ｐ等が食材調達基準とされておりますので、急

速にＧＡＰへの取り組みが広がることが予想さ

れ、県としてもしっかりと対応してまいらなけ

ればならないと考えているところであります。

○野﨑幸士議員 答弁のように、ＧＡＰに取り

組むことは、徹底した農業生産の工程管理を行

うことで生産工程が明確になるため、コスト削

減と収量の増加が見込め、生産性が向上するこ

とと、「国際標準の生産工程管理を行う生産者

である」というあかしになるため、販路が拡大

するというメリットがあり、これからの農業に

大変重要だと考えております。

しかしながら、国際水準であるグローバルＧ

ＡＰは、海外でつくられた制度のため、審査項

目の原文が英語なのでわかりづらいことや、１

回の審査にかかる費用が20万円から40万円ほど

と高額なことが、取得が進まない背景にあると

考えております。このように、費用がかかり、

書類が英語というグローバルＧＡＰを、もっと

わかりやすく使いやすい形にしてでき上がった

のが「ＪＧＡＰアドバンス」と呼ばれる日本の

安全認証制度です。このほかにも、国のガイド

ラインを参考に独自のＧＡＰを作成している都

道府県もありますが、全国と本県のグローバル

ＧＡＰ等の国際水準ＧＡＰの認証数と都道府県

ＧＡＰの取り組み状況についてお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） グローバルＧ

ＡＰの認証数につきましては、全国で約400の経

営体、本県では、県の調査ですが、８つの経営

体が取得していることを確認しているところで

す。また、ＪＧＡＰにつきましては、全国で

約4,100の経営体、本県では33の経営体が取得し

ております。このほか、都道府県版ＧＡＰにつ

きましては、本県を含めた38の都府県で取り組

んでおりまして、県内では、現在、みやざきブ

ランドの認定を受けました76の産地で取り組み

がなされているところであります。

○野﨑幸士議員 冒頭に申しましたように､世界

では、欧州を中心に約17万件が認証されている

ことから見ても、我が国のＧＡＰの推進は相当

に出おくれていると感じますが、本県のこれま
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でのＧＡＰ推進の取り組み状況についてお伺い

いたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） まず、県版の

ＧＡＰにつきましては、平成24年度に「宮崎県

におけるＧＡＰ推進マニュアル」を策定しまし

て、ＧＡＰの取り組みに着手しますとともに、

平成26年度からは、みやざきブランドの産地を

認定する際の要件にいたしました。また、ＪＧ

ＡＰにつきましては、取得を目指す農業者を支

援するため、ＪＧＡＰ研修機関等が開催します

研修会に普及指導員を派遣し、指導者の育成に

取り組んできているところであります。

○野﨑幸士議員 ＧＡＰのこれまでの取り組み

は理解しましたけど、最初の答弁にもあったよ

うに、グローバルＧＡＰ、ＪＧＡＰ等が、３年

後の東京オリンピック・パラリンピックの食材

調達基準になっています。実際、2012年のロン

ドン大会では、選手村などで提供される食材の

調達基準にＧＡＰ取得が求められ、大会全体

で1,500万食、選手村で200万食の需要があった

そうです。３年後の東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えた、これからの宮崎県版ＧＡ

Ｐの取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） これまでの宮

崎県版ＧＡＰにつきましては、農業者の自己

チェックの取り組みとして推進してまいりまし

た。しかしながら、ただいま議員もおっしゃい

ましたように、東京オリンピック・パラリン

ピックに食材を提供するためには、農水省のガ

イドラインに完全準拠した基準書を策定すると

ともに、県による認証が必要になっているた

め、今年度新規事業でございます「新宮崎県版

ＧＡＰ緊急拡大事業」によりまして、県版ＧＡ

Ｐの審査・認証体制の構築等にしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 東京オリンピック・パラリン

ピックまで残り３年、どんなに新鮮で安全でお

いしい食材を県内で生産しても、認証がない農

家は食材を供給できないという事態になりま

す。また、オリンピックは夏の開催ですので、

食材を前もってＨＡＣＣＰ等により冷凍処理す

るなど考慮すれば､本当に時間がないと考えます

ので､宮崎版ＧＡＰの構築をスピードを上げて取

り組まれるように要望いたします。

また、国内で、国際的な認証以外を含めたＧ

ＡＰの取得状況は約4,500件で、専業農家の１％

程度しかありません。さらに、農水省の調べで

は、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認知度につ

いて、「知っていた」と回答した農業者は48.2

％というデータもありますが、今後、ＧＡＰを

どのように啓発していくのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） まずは､ＧＡＰ

についての認知度を高めるために、普及センタ

ーやＪＡ等の関係機関と連携しまして、生産者

部会などを対象に､パンフレット等を活用して、

早急に周知を図っていきたいと考えておりま

す。また、ＧＡＰの普及を加速化するため、Ｊ

ＧＡＰ等の国際水準ＧＡＰを指導できる普及指

導員や営農指導員を育成してまいります。その

上で、こういった指導員が講師となりまして、

経営者のみならず、後継者や法人の従業員など

を対象としましたＧＡＰの研修会を開催するな

どしまして、さまざまな機会を活用して、スピ

ード感を持ってＧＡＰの啓発を進めてまいりま

す。

○野﨑幸士議員 まだまだＧＡＰの認知度が低

いと感じますし、農家の間では、ＧＡＰを取得

しなくても物は売れるとか、ＧＡＰを取得する

のは難しそう、めんどくさそうという懸念の部
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分が多いと思いますので、しっかりと丁寧に取

り組んでいただくことを要望いたします。

最後に、ＧＡＰについて、今後、県としてど

のような展望をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 東京オリン

ピック・パラリンピックを契機としまして、輸

出などの国内外のさまざまな取引におきまし

て、グローバルＧＡＰやＪＧＡＰ等を求められ

る場面が増加していくものと考えております。

また、ＧＡＰは、農業者みずからが生産工程を

見直すことで、生産や経営の効率化が図られる

という重要な取り組みでもございます。このた

め、今後の農業経営指導におきましては、国際

水準ＧＡＰが必要なときに、すぐ取得できるよ

うな指導体制を確立するとともに、ＧＡＰが農

業生産における基本的な取り組みとなりますよ

うに推進してまいりたいと存じます。

○野﨑幸士議員 日本の農作物が世界一新鮮で

安全なのは私もわかっていますが、それはあく

まで国内だけの常識で、国際的なやりとりの際

には何の意味もなしません。国も、ＧＡＰ認証

を受ける国内の農家や農業法人の数を、2019年

度末までに３倍以上にする目標をまとめ、ま

た、２年後までにＧＡＰ認定の指導員を３倍ふ

やして取得を支援することとしていますが、東

京オリンピックが終わった後は、都道府県ＧＡ

Ｐをなくして国際基準に統一する方針です。日

本が独自につくったＪＧＡＰについても、2019

年初めまでに国際規格にすることを目指し

て、2030年までには、全国に国際水準のＧＡＰ

を普及することを目標にしています。このよう

なＧＡＰの普及によって、高品質の日本の農産

物を世界で認めてもらい、世界に向けた取り組

みによって、日本の農業を成長産業に変え、農

業が今抱えているさまざまな問題の解消につな

げるためにも、また、農業が持続的に発展して

いくためにも、ＧＡＰの普及は最重要と思いま

すので、しっかりと取り組んでいただくことを

強く要望いたします。

次に、子供の安全対策について質問いたしま

す。

記憶に新しいと思いますが、ベトナム国籍の

千葉県松戸市在住だった小学３年生の女の子

（９歳）が、ことし３月24日の朝から行方不明

になり、３月26日に、千葉県我孫子市の排水路

脇の草むらで遺体が発見された事件。この事件

は、遺体と遺留品が別々の場所で発見された

り、いろいろと不可解な点が多かった事件です

が、何と、犯人は、女児が通う小学校の保護者

会会長ということで、社会に驚きと暗い影を落

としました。私も子供が４人おりまして、他人

事じゃないなと。その悲惨さと、なぜこのよう

な事件が起こり続けるのか、いら立ちや悲しみ

を持ちます。

過去の警察庁統計を調べたところ、全国

で、12歳以下の子供が被害者となる略取・誘拐

が年間100件前後で推移しており、昨年は、106

件の被害が確認されたようであります。この種

の犯罪のうち、子供が被害者となる割合が約半

数を占めているということであり、いかに子供

を対象とした卑劣な犯罪であるかということが

わかります。また、性犯罪では高校生の被害が

多く見られています。そこで、本県における子

供が被害者となる事件の発生状況を詳細にお伺

いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 子供の身体に危

険が及ぶような事件は、全国、宮崎とも年々減

少している状況であります。本県で平成26年か

ら平成28年の過去３年間に発生した性犯罪のう
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ち、未成年者が被害者となったものは、強姦事

件31件中、約２割の７件、強制わいせつ事件181

件中、約４割の79件であります。誘拐事件につ

きましては、３年間で４件発生し、その全てで

未成年者が被害者となっています。また、未成

年者に対し、明確な犯罪に至らないものの、

「遊ぼう」などの声をかける行為などを誘拐事

件等の前兆と捉え、声かけ事案としております

が、声かけ事案は、過去３年間で435件発生して

おり、その約６割の243件が小学生対象であり、

下校時間帯の発生が多いとの特徴があります。

○野﨑幸士議員 全国、宮崎においても年々減

少しているとのことでしたが、未成年者が被害

者となる性犯罪（強制わいせつ）の件数や声か

け事案は、その件数が減少しているとはいって

も、かなりの数だったことに本当に驚いており

ます。性犯罪の被害者においては､精神的･肉体

的打撃や羞恥心等から、被害届け出をためら

い、届け出をしないケースも多いと聞いており

ますが、宮崎県警の性犯罪により傷ついた被害

者に対応するための相談体制とその周知方策は

どうなっているのか、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察本部及び各

警察署では、一定の研修を受けた女性警察官が

性犯罪被害者の相談等に応じるとともに、被害

者のプライバシーが守られるよう個室の相談室

も整備しているほか、警察本部には担当の女性

警察官が応対する「女性被害相談電話」も設置

しております。また、被害者に対して、警察職

員が病院等への付き添いや心配事への相談対応

等の支援を行うほか、精神的な支援を必要とす

る被害者に対しては、公益社団法人みやざき被

害者支援センターに業務委託し、精神科医や臨

床心理士によるカウンセリング等の支援を行っ

ております。これらの相談窓口や支援内容につ

きましては、県や県警ホームページ、街頭キャ

ンペーン等において広報しているほか、将来を

担う中・高校生を対象にした「命の大切さを学

ぶ教室」等において周知を図っているところで

あります。県警察では、被害に遭われた方が安

心して相談できるよう、引き続き効果的な広報

啓発に努めてまいります。

○野﨑幸士議員 性犯罪を受けた被害者が警察

に届け出を出さないということは､性犯罪を潜在

化させ､再び同じような犯罪が起こる原因になり

ます。もちろん、警察も全力を尽くしていると

は存じておりますが、不幸にして被害に遭われ

た方を１人でも多く救っていただくよう要望い

たします。

また、県は、被害届け出をためらう方々等の

相談窓口として､昨年の７月から、性暴力被害者

支援センター「さぽーとねっと宮崎」を開設し

ていますので、この「さぽーとねっと宮崎」の

周知と、相談に来られた方の心と体のケアに尽

力されることを重ねて要望いたします。

冒頭の千葉県松戸市の事件においても､先ほど

の答弁においても、児童生徒が被害を受ける事

件は､そのほとんどが登下校中に起こっておりま

すが、児童生徒が通学する通学路、またその周

辺ではどのような安全対策をとられているの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察では、子供

に対する声かけ事案等の情報収集と分析、行為

者に対する指導・警告や検挙を行っています。

また、地域住民や関係機関・団体と連携した合

同パトロールなどの予防対策を行ったり、県民

に対する被害防止のための情報発信、子供に対

する被害防止教育等も推進しているところであ

ります。千葉県我孫子市の事件では、児童は一

人で登校中に被害に遭ったことが推察されると
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ころです。そこで、この事件後、特に、通学路

や公園などで通行人から見えにくい場所に重点

を置いた警戒を実施したところです。一方、子

供たちにも防犯教室等で、見えにくい場所の危

険性を理解してもらい、そのような場所には近

づかないことを指導するなど、危険を回避する

能力を高める教育も、学校関係者と連携し実施

しているところであります。

○野﨑幸士議員 答弁にもありましたように、

死角になり見えにくい場所というのは、もちろ

ん山合いの地域でも、こういった町の中心部で

も多々ありますので、その地域、地域の地元の

方々と調査・確認され、危険な箇所を子供たち

にしっかり伝え、認識させるよう要望いたしま

す。

これまでは、警察の取り組みについて質問さ

せていただきましたが、学校における通学時の

安全指導の取り組みについてお伺いいたしま

す。

○教育長（四本 孝君） 学校における安全指

導につきましては、児童生徒が自分自身で危険

を予測し、回避する能力を育成することが重要

であります。そのため、各学校におきまして

は、児童生徒自身が通学路の危険箇所を確認

し、地域安全マップを作成するなどの取り組み

を行っております。また、小学校低学年では、

教職員が一緒に下校して危険箇所を確認させた

り、高学年では、集団登校の意義を理解させる

とともに、緊急時の対処法を教えたりするな

ど、児童の発達段階に応じた具体的な指導を

行っております。さらに、県教育委員会では、

県内全ての公立学校の管理職や安全教育担当者

を集めた研修会を実施しますとともに、通学路

の安全確保に関する通知文等を発出するなど、

指導の徹底を図っているところでございます。

今後とも、市町村や関係機関と連携しながら、

通学時の安全指導のさらなる充実・強化に取り

組んでまいりたいと考えております。

○野﨑幸士議員 危険箇所を職員と生徒が一緒

に確認したり、地域安全マップを作成するな

ど、徹底されていることに安心はしましたが、

このように徹底した取り組みをしていても、ふ

とした油断が大きな事件へとつながります。学

校だけでは限界のあるこうした安全対策につい

て、学校と地域が連携した取り組みについてお

伺いいたします。

○教育長（四本 孝君） 通学時の児童生徒の

安全を確保するためには、学校と地域との連携

は欠かせないものと考えております。各学校に

おきましては、通学時の安全確保のため、地域

ボランティアや高齢者クラブなどと連携して、

協力をいただきながら見守り活動を行い、交通

事故や不審者から児童生徒を守る取り組みを

行っております。また、教職員が地区懇談会等

に参加し、危険箇所や不審者情報等について意

見交換を行ったり、校区内の「こども110番・お

たすけハウス」を訪問して協力を依頼したりす

るなど、通学時の児童生徒の安全確保につい

て、地域の方々とさまざまな連携を図っている

ところであります。

○野﨑幸士議員 私も、地元まちづくり協議会

の防犯部会の会員でありまして、時間が合うと

きには、まちづくりのメンバーと一緒に青色パ

トカーに乗って巡回しますが、警察、学校、そ

して地域としっかりとした連携をして、将来を

担う大事な子供たちを安全・安心に、また健全

に育成していただくことを要望いたします。

次に、児童養護施設について質問いたしま

す。

児童養護施設とは､児童福祉法第41条により、
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「保護者のない児童、虐待されている児童その

他環境上養護を要する児童を入所させて、これ

を養護し、あわせて退所した者に対する相談そ

の他の自立のための援助を行うことを目的とす

る施設」と定義されています。調べたところ、

全国では、2016年時点での児童養護施設は603施

設､入所定員は３万2,613人で、在所児は２

万7,288人、在所率が83.7％であり、施設では児

童指導員や保育士等が働いており、職員の数

は2015年で１万7,046人ということになっており

ます。こういった全国の状況ですが、本県の児

童養護施設の現状をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県の児童養

護施設でございますが、平成28年度末現在で13

カ所設置されており、入所定員は453名、入所児

童数は340名で、入所率は75.1％となっておりま

す。また、職員数でございますが、平成28年４

月１日現在で265名となっております。

○野﨑幸士議員 入所率が全国の平均を下回っ

ていることは、児童養護施設のほかに、里親や

ファミリーホームに分散したとか、社会的に子

供の数が減少していることもあって、こういっ

た施設の入所児童は減少傾向にあると考えられ

ますが、保護者が養護できない児童を、社会の

責任で公的に育てる仕組みを一層充実していた

だくことを要望いたします。

こういった本県の児童養護施設の現状の中、

ことしの２月16日に、この場では施設の名前を

出すのは控えさせていただきますが、宮崎県内

の児童養護施設の前施設長らが、施設運営のた

め国と県から支給された措置費約1,200万円を、

私的な飲食費などに不正流用していたことが判

明しました。それだけでなく、措置費で賄われ

る児童の日用品や学用品などの購入を不当に制

限し、入所児童は、破れた使い回しの古い服を

着用していたこともあったといいます。このほ

かにも、職員に時間外手当が全く支払われてお

らず、元施設長によるパワハラ行為も確認され

たという、児童養護施設ではあってはならない

不正流用事件が起きました。この児童養護施設

で起きた事件に対して、県はどのような行政指

導、改善勧告を行っているのか。今のこの施設

の現状を踏まえてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、当該

児童養護施設を設置する社会福祉法人に対しま

して、平成29年２月16日に、児童福祉法に基づ

き、不正等の実態解明及び再発防止を内容とす

る改善命令を行ったところであります。その

後、同年３月16日には同法人より改善状況報告

書の提出を受け、その内容を精査したのち、３

月27日と28日、また４月18日に現地調査を実施

し、改善状況の確認を行ったところでありま

す。また、この改善命令でございますが、主に

平成25年度から26年度に係る会計書類等の精査

で判明した内容を踏まえたものであったことか

ら、平成29年３月31日に、過去の不正支出の全

容解明と責任の所在の明確化、再発防止策の構

築に関する新たな改善勧告を同法人に対して

行ったところであります。なお、現在は、法人

理事長や理事、施設長が交代し、新しい体制の

もとで施設運営に取り組んでいるところでござ

います。

○野﨑幸士議員 法に基づいて粛々と進めら

れ、施設役員等も交代しているようですが、過

去に全国では、施設職員による入所児童に対す

る虐待や、入所児童同士の暴力・いじめ、施設

長による職員へのパワハラ等の事件も多々起き

ております。今回のこの施設での事件は､何らか

の理由で保護者のいない、虐待等を受け、心に

深い傷とどん底の寂しさを抱えているであろう
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子供たちのことを考えると、本当に許しがたい

事件だと思いますので、しっかりと改善される

よう取り組んでいただくことを強く要望いたし

ます。

事件が発覚してから４カ月がたちました。こ

の施設における入所児童の生活環境は改善され

たのか、また、生活の様子はどうなのか、お伺

いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 入所児童の処

遇に関しましては、不適切な実態が確認されて

おりましたけれども、法人からの改善報告を受

けて現地調査を実施したところ、現在は、各児

童に対し、必要な新しい物品が購入されるな

ど、適切な運営が図られているということを確

認したところであります。また、この案件によ

る児童の日常生活への影響につきましても、関

係機関に対して調査を行いましたけれども、特

に問題は認められていないところでございま

す。

○野﨑幸士議員 何らかの理由で保護者と一緒

に生活できない、心に深い傷と寂しさを持って

いるであろう子供たちですので、できる限り一

般家庭と一緒ぐらいの物品の充実や生活環境を

整えていただくことを要望いたします。

また、事件が発覚したときに、私は、この子

供たちが学校や地域でいじめやいびりを受け

て、肩身の狭い思いをするのではないかなと心

配しておりましたけど、答弁にありましたけれ

ども、問題はないということで安心しました。

でも、いつ、こういった子供たちがいじめの対

象になるかわかりません。もちろん一般の家庭

でも同じですが、日ごろから子供たちとのコミ

ュニケーションをしっかりとり、常に生活の様

子、子供たちの状況を意識していただくことを

お願いいたします。

まさかと思いますけど、県内で他の養護施設

では同様の事件は起きていないのか、お伺いい

たします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県では、今回

の事例が発覚して以降、その内容を踏まえた上

で、他の児童養護施設に対する定期監査を行っ

てまいりましたが、同様の事例は確認されてい

ないところでございます。

○野﨑幸士議員 今後、決してこのような事件

が起きないよう、より一層厳しく、細かく監査

されることを要望いたします。

しかし、今回の事件を見ると、長い間このよ

うな不正が発覚しなかったのは、県の監査体制

が問われると思いますが、県の監査体制はどう

なっていたのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 当該児童養護

施設への指導監査は、これまで、監査を担当す

る出先機関と施設を所管する本課等が合同で、

児童福祉法に基づき、毎年、施設に出向き実施

していたところでございます。指導監査におき

ましては、職員処遇や会計管理、児童処遇、給

食内容等の実態について、施設職員への聞き取

りや関係書類・現場の確認を行い、必要な指導

を行ってきたところであります。

○野﨑幸士議員 毎年、児童福祉法に基づいて

監査・指導を行ってきたとのことでしたけど、

結果、このような監査漏れがありまして、長い

間不正に気づかなかったというのは拭えない事

実でございます。今後の福祉施設に関する監査

体制についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設に対

する指導監査体制につきましては、指導監査の

効率的・効果的な実施を促進するため、今年

度、２つの出先機関に配置していた福祉施設の

監査部門を統合し、本庁に集約する組織改正を
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行ったところであります。今回の組織改正を生

かし、現在、監査を担当する課と施設を所管す

る関係各課との連携を密にし、監査方法の見直

しや情報の共有化を図るなど、指導監査体制の

強化に努めているところであります。今後は、

さらに、監査に関する知識・ノウハウの蓄積に

よる職員の能力向上や、不正事案等を踏まえた

監査内容の充実を図りまして、より適切な指導

監査の実施に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○野﨑幸士議員 本庁に一元化したとのこと

で、公的なお金が使われているという意味で

は、さらに指導監査体制の強化に努められるよ

うお願いいたします。

何度も申しますけど、冒頭に申したとおり、

児童養護施設とは、児童福祉法第41条によっ

て、「保護者のない児童､虐待されている児童そ

の他環境上養護を要する児童を入所させて、こ

れを養護し、あわせて退所した者に対する相談

その他の自立のための援助を行うことを目的と

する施設」と定義されています。この「退所し

た者に対する相談とその他の自立のための援

助」という面で、児童養護施設に入所している

子供たちの進学・就職が気になりますが、県内

の児童養護施設に入所している中高生の進学ま

たは就職の状況についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 平成25年度か

ら27年度の３年間でございますが、この間で中

学校を卒業した児童は、平均すると99.2％が高

等学校等に進学しております。また、高等学校

等卒業後の進路につきましては、３年間の平均

で、進学が26.8％、就職が71.6％となっており

まして、平成27年度の卒業児童の進学先の内訳

としましては、約６割が大学、短期大学という

状況であります。

○野﨑幸士議員 ＮＰＯ法人のブリッジフォー

スマイルの「全国児童養護施設調査2016 社会

的自立に向けた支援に関する調査｣による

と、2015年度の施設退所者437人のうち、退所直

後の進路は、就職が67.5％、進学が26.5％、無

職が5.5％であったとする報告がありますが、こ

の結果と比較しても、本県の進学・就職状況は

全国並みだと言えます。一方、文科省が行った

調査によると、2015年度の全高校卒業者の進路

の内訳は､進学が71.2％､就職が18.6％､無職

が4.3％と、この割合と比較すると、先ほどの施

設退所者の進学率は全高校卒業者の４割弱程度

であり、依然として大きな格差が見えます。そ

の分、就職の割合が大きくなっており、このこ

とからも、施設退所者にとって、高校を卒業し

てすぐに就職をすることが主な選択肢になって

いるようです。長い間、施設の中で生活をして

いて、いきなり社会に出ることは、子供たちに

とっても本当に不安が多いと思いますが、今年

度からスタートする「退所児童等アフターケア

センター設置運営事業」、新規事業であります

が、その内容をお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「退所児童等

アフターケアセンター設置運営事業」につきま

しては、児童養護施設を退所した児童等が、社

会生活に必要な知識の獲得が不十分であった

り、適切な対人関係の構築に困難を抱えるケ一

スがあることから、その支援を図ることを目的

として、今年度、専任職員を配置したセンター

を設置するものでありまして、県内１カ所にお

いて、ＮＰＯ法人等への委託による運営を予定

しているところであります。センターにおきま

しては、児童の退所前に、社会生活に必要な知

識やマナー等を習得するための講習会を開催す

るほか、児童の自立に向けた不安や悩み等に対
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する相談対応を、施設等と連携して実施するこ

ととしております。また、退所後には、児童の

住居等を訪問し、生活上の問題や就職・求職上

の問題、就学上の問題などへの相談対応等を行

うこととしております。

○野﨑幸士議員 私は、この事業は本当にすば

らしい事業だと思っております。頼るところも

なくて、不安な気持ちで養護施設を退所する子

供たちにとって、退所後の住居であったり、家

庭、交友関係等々、さまざまな相談に対応し、

また、昨年度から開始しました「児童養護施設

退所者等自立支援資金貸付事業」、就職した方

の家賃であったり、進学された方の生活費で

あったり、車の免許等の資格取得希望者の費用

であったり、返還免除要件を満たせば返還が免

除される事業ですが、このような事業と連動さ

せることによって、より充実したアフターケア

につながると思いますので、よろしくお願い申

し上げます。

我々が想像する以上に、本当に心に深い傷と

寂しさを抱えながら生活しているであろう子供

たちだと思いますので、できる限りの支援をし

ていただくよう強く要望いたします。

質問はもうこれでないんですけど、ことしの

３月に、ちょっと時間があったものですから、

息子の―そのときはまだ４年生でしたけど

―４年生最後の参観目に行ってまいりまし

た。授業は、「将来の夢」という作文でした。

息子が言うんですね。書いてあります、読むん

ですけど、「パパに負けないぐらいの国会議員

になります」と。僕も、うれしかったんです。

ああ、そうかと思いながら聞いていたんですけ

ど、作文が終わって、担任の先生が息子に聞く

んですね。「議員というのはどんな仕事をして

いるの」と、単刀直入に。僕は、息子が、「毎

晩、焼酎を飲んで遅く帰ってくる仕事です」

と、そういうことを言うんじゃないかと冷や冷

やしていましたけど、「弱い者と困っている人

を助ける仕事です」と、しっかりその先生に答

えを返してくれまして、忘れかけていた感覚を

よみがえらせてくれました。僕らの仕事は、執

行部もそうですけど、基本、原点は、弱い人と

困っている人を助ける仕事なんです、我々が

やっていることは。ただ、日ごろ、また別な問

題があったり、そういうのを生活の中で忘れか

けているような。本当に純粋な言葉ですね、

「弱い人と困っている人を助ける仕事」ですか

ら。そんなことを一々考えちょらんぐらい皆さ

ん忙しいんですけど、改めて息子がその原点を

教えてくれました。これからも初心を忘れず、

元気にフットワークよく全力で活動してまいり

たいと思っております。

これで私の全ての質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○横田照夫副議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団、重松でございます。通告に従い、順

次質問させていただきますので、知事を初め関

係部長の皆様の明快な御答弁をお願いいたしま

す。

先月の30日、31日、商工建設常任委員会の県

南地区調査に、渡辺委員長初め８名の委員で、

株式会社くしまアオイファーム様など５カ所調

査に行かせていただきました。そのうち観光施

設においては、日南市「道の駅なんごう」で開

催されていた、日本で唯一、1,000本のジャカラ

ンダが群生する「ジャカランダまつり」を見学

し、実行委員会の皆様と意見交換をさせていた

だきました。ことしで16回目、開催期間中、昨

年は約７万人が来場され、神秘的で美しい薄紫
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の花は、展望台から眺めますと、紺碧の海と入

り組んだ海岸線や小島が織りなす風景と見事に

マッチし、魅了され、大切な観光資源であるこ

とを納得してまいりました。ここ南郷ジャカラ

ンダの由来は、東京オリンピックの年、昭和39

年に、ブラジルの宮崎県人会の方から、「観光

資源としてふるさとの役に立てれば」との望郷

の思いから、ジャカランダの種は贈られたそう

です。初めは宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物

支場内でこつこつと育成され、何と14年の歳月

をかけて、昭和53年に花を咲かせることに成功

されたとのことです。「ジャカランダまつり」

は、あさって18日（日曜日）までですが、花は

しばらく観賞できますので、多くの皆様方にご

らんになっていただきたいものです。

さて、宮崎市内でも何カ所かジャカランダの

木が植えられています。その中の一つ、橘通り

３丁目交差点西、日髙本店さんの前に今も美し

く咲いています。この木は、宮崎国際音楽祭の

関連イベントとして、初代アイザック・スター

ン氏より引き継ぎ、芸術監督だったシャルル・

デュトワ氏の発案により、2006年より「みやざ

き国際ストリート音楽祭」が開催されるように

なり、その記念としてオープニングセレモニー

で植樹されたものです。その第１回の実行委員

長であり、現在は宮崎県商店街振興組合連合会

理事長の日髙耕平氏に話を伺いました。「デュ

トワ氏の、音楽を町で奏でようという思いに応

えて、多くの協賛各社やボランティアスタッフ

を集めることに奔走しました。そして毎年、こ

のイベントの成功を願い、また、デュトワ氏へ

の敬意を後世に伝えるため、この時期に花の咲

く木を探し植樹したのがジャカランダでした」

と語っておられます。「宮崎には音楽の咲く季

節がある」をキャッチフレーズに、宮崎国際音

楽祭とあわせて、県民参加型の「みやざき国際

ストリート音楽祭」が開催され、宮崎を代表す

るすばらしい音楽イベントとして定着をしてお

ります。ちなみに、ジャカランダの花言葉は、

ラッパ状に咲く花がファンファーレを吹くトラ

ンペットを連想させることから、「名誉」「栄

光」とのことです。音楽祭にぴったりの花言葉

だと思います。

さて、本県の文化芸術のメーンイベントと

言っても過言ではない宮崎国際音楽祭が、17日

間の日程を終えて、先月14日に閉幕いたしまし

た。世界的に超一流の演奏家を迎えて、質の高

い多彩な演目で、ことしも２万名を超える来場

者を迎えることができましたが、第22回宮崎国

際音楽祭を振り返って、その総括的な評価と、

音楽祭に対する知事の思いを伺います。

以上を壇上からの質問として、以下は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

第22回宮崎国際音楽祭につきましては、バイ

オリンの世界的な巨匠ピンカス・ズーカーマン

さんや、長年にわたりウィーンフィルハーモニ

ーのコンサートマスターを務められましたライ

ナー・キュッヒルさんなど、国内外から一流の

演奏家をお招きし、過去最高の入場者数を記録

して、盛況のうちに幕を閉じることができまし

た。私も多くの公演を鑑賞したところでありま

すが、室内楽からオーケストラ、ウィンナワル

ツ、オペラ、ポップスなど、大変バラエティー

に富み充実したプログラムで、公演ごとに新鮮

な感動を覚える、大変印象深い、忘れがたい時

間となりました。また、会場に来られたお客様

の声としましては、「とても質の高いすばらし

い演奏会であった」という声ですとか、「観客
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の皆様も音楽祭とともに成長している」という

声がありました。また、演奏家の皆さんからも

いろいろ意見を伺いましたが、「コンサートが

始まる前に演奏家がステージに上がる。そのと

きに自然に拍手が沸き起こる。これも観客との

一体感を生むすばらしいことではないか」とい

う話もございました。この音楽祭が、多くの皆

様から高い評価をいただき、また県民の間に定

着しているということを実感したところであり

ます。

今回の音楽祭を終えて改めて思いましたの

は、初代音楽監督でいらっしゃいました故アイ

ザック・スターンさんの精神、またその人脈が

引き継がれ、スターンさんの薫陶を受けた演奏

家の皆さんにこの音楽祭を支えていただいてい

るということであります。それが非常に重要な

この音楽祭の軸になっているということを感じ

ます。これによりまして、宮崎でしか鑑賞する

ことのできない特別な演奏会を実現することが

でき、県民の皆様が一流の演奏に触れる機会を

提供できているものと考えております。今後と

も、皆様の御理解と御協力をいただきながら、

本県の重要な文化資産である音楽祭の発展に取

り組んでまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。音

楽祭の優雅な雰囲気が伝わって、かつ上質で多

彩なプログラムにより、幅広い世代やファンの

皆さんから高い評価をいただいていることをう

れしく思います。20年以上育ててこられた関係

者の皆様に敬意を表すとともに、「スポーツラ

ンドみやざき」と並行して、「芸術文化のみや

ざき」を目指していただきたいと思います。

国内外からトップレベルの演奏家を招聘する

ためには、それ相応の予算も必要となります。

あえて申し上げますが、音楽祭にかかる総費用

は約１億8, 0 0 0万円で、県からの委託費は

約9,800万円。残りをチケット収入と協賛金で賄

われておりますが、費用の多くは演奏家の出演

料や滞在費にかかっていると聞きました。一方

で、音楽だけではなく、文化芸術全般にわたる

予算配分を求める県民の声もある中、県が宮崎

国際音楽祭に取り組む意義、効果及び今後の方

向性について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 地方都市であ

る宮崎で、これほど質の高い音楽祭を開催でき

ることは、良質な芸術文化に触れる機会を県民

に提供することにとどまらず、本県のイメージ

アップや、ひいては郷土愛の醸成にもつながる

ものと考えているところでございます。また、

平成18年からは、民間有志による「みやざき国

際ストリート音楽祭」が宮崎市の中心市街地に

おいて開催されているほか、昨年からは、ワン

コインコンサートやポップスコンサートなど、

それまで音楽や芸術文化になじみのなかった方

々が気軽に参加できる音楽祭づくりに取り組ん

でおりまして、これらは県民の芸術文化に対す

る興味や関心を引き出すきっかけづくりになっ

ているところでございます。さらには、当音楽

祭において一流演奏家から指導を受けた若手演

奏家が出演者として戻ってくるなど、次世代の

育成という面でも大きな役割を担っておりま

す。県におきましては、今後も、この音楽祭が

県民に幅広く愛され、支持されるものとなるよ

う、できる限り工夫を重ねてまいりたいと考え

ているところでございます。

○重松幸次郎議員 アジアを代表する音楽祭を

さらに充実させ、郷土の誇りになり、感性豊か

な心を育む、そして次世代を担う青少年の教育
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にも資する取り組みをお願いいたします。

文化芸術に関連して、本年３月に改定された

「みやざき文化振興ビジョン」について、何点

かお伺いいたします。

このビジョンの始まりは、平成23年３月に策

定された、宮崎県総合計画「未来みやざき創造

プラン」を踏まえながら、文化振興の総合的か

つ計画的な推進を図っております。文化芸術振

興基本法において、文化の対象範囲は、先ほど

の音楽のみならず、文学、美術、写真、演劇、

舞踊などの芸術一般、また、映画、漫画、アニ

メーション及びコンピューターなどを利用した

作品を含めたメディア芸術、そして雅楽、能

楽、歌舞伎などの古典芸能や、講談、落語、漫

才、歌唱などの芸能、さらには茶道、華道、書

道などの生活文化や、囲碁、将棋などの国民娯

楽、そして地域における民俗芸能まで、これら

文化芸術の振興に係る人づくり、地域づくり、

産業文化、食文化まで対象範囲を幅広く捉えて

います。改めて、文化振興の意義をこのビジョ

ンから抜粋し、紹介をさせていただきます。

初めに、「文化が「人」に及ぼす効果」とし

て、１つは、「人を育てる」です。さまざまな

文化に触れ、感動や刺激を直接体験すること

は、豊かな人間性や創造性を育むことにつなが

ります。また、感性を磨き、他者との共感を育

むことによって、自己を形成し、コミュニケー

ション能力や表現力を伸ばすことができます。

２つ目は、「人にゆとりや希望を与える」で

す。人々に楽しさや感動、生きがいをもたらし

て人生を豊かにし、日常生活にゆとりや潤いを

もたらします。また、病気の人々や災害の被災

者等の心を癒やし、励まし、勇気づけ、安らぎ

や未来に対する希望をもたらすことができま

す。３つ目は、「人々の相互理解や交流を進め

る」です。文化は、それぞれの地域の自然や歴

史、風土などが反映され、さまざまな特性を

持っていますが、そうした違いを超えて共有さ

れる美や感動などがあり、文化を通じて民俗や

言語・宗教などのさまざまな壁を乗り越えて対

話し、相互の理解や交流を深めることができま

す。

次に、「文化が「社会」に及ぼす効果」とし

て、これはタイトルのみにいたしますが、１つ

は、「地域社会の連帯感を形成する」。２つ目

は、「地域の魅力を高める」。３つ目は、「経

済を活性化させる」であります。

このように人と社会に与える効果がさまざま

あり、文化の持つ力を引き出すことは重要だと

うたってあります。これからも本県の新しい豊

かさをつくり出し、支え、県民全体で共有して

いくことが求められますが、これまでのみやざ

き文化振興ビジョンの成果と現状課題につい

て、また、それを踏まえ、どのようにビジョン

を改定したのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県におきまし

ては、文化に関する県政運営の指針でありま

す、「みやざき文化振興ビジョン」に基づき、

県民が文化に親しむ機会の充実や、県民の文化

活動を支える環境の整備など、さまざまな施策

を推進してまいりました。この間、宮崎国際音

楽祭や県立文化施設への入場者数や、各施設の

アウトリーチ活動の実施件数が増加するなど、

県民が質の高い芸術に触れる機会を提供するこ

とができたものと考えております。このような

中、記紀編さん1300年記念事業や東京オリパラ

に向けた文化プログラムの実施、国民文化祭の

本県開催内定など、本県文化を取り巻く情勢が

大きく変化しました。また、鑑賞機会の地域間
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格差や文化団体における会員の減少・高齢化、

文化を支える専門的人材の不足等の課題が見え

てまいりました。このため、ことし３月にビ

ジョンの改定を行いまして、「文化で築く宮崎

の新しい「ゆたかさ」の実現」に向けまして、

引き続き、文化を担い・支える人材の育成を図

るとともに、文化関係団体の組織強化と協働の

推進、国民文化祭の開催等、文化イベントを契

機とした新たな地域文化資源の発信などの施策

を展開していくこととしたところでございま

す。

○重松幸次郎議員 今後とるべき基本的な方向

性、さらには、全国的な文化イベントの開催を

契機とした文化力充実のためのビジョンの改定

だと理解いたしました。

具体的な施策についてお尋ねいたしますが、

県民誰もが文化に親しむためには、鑑賞・発表

機会の充実や文化活動の担い手の育成、文化関

係団体の連携強化が必要と考えますが、どのよ

うに取り組まれていくのか、再度、総合政策部

長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 議員御指摘の

とおり、本県の文化振興を図る上で、鑑賞・発

表機会の充実、担い手の育成、団体の連携強化

については、大変重要であると考えておりま

す。そのため県としましては、学校や福祉施設

等へ芸術家を派遣するアウトリーチ活動や、文

化団体の創造性のある取り組みに対して補助を

行いますチャレンジ文化活動事業などを実施す

ることによりまして、鑑賞・発表機会の充実を

図ることとしております。また、県内の若手芸

術家に対する発表の場の提供による芸術家の育

成・支援や、文化関係者を対象とした講座、研

修などを行うことによりまして、文化活動の担

い手の育成を図ってまいりたいと考えておりま

す。さらに、芸術家や文化団体、文化施設、行

政機関等が情報・意見交換できる場を設け、各

団体のニーズ把握や連携する機会の整備を行う

ことによりまして、文化関係団体の連携強化を

進めることといたしております。

○重松幸次郎議員 若手担い手と専門的人材の

育成、文化芸術教育にかかわる教員の方への研

修、よろしくお願いをいたします。

その上で、教育委員会において本年、重点施

策の新規事業に「県立学校を拠点とした芸術文

化体験プログラム事業」が掲げてありますが、

その取り組みについて、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（四本 孝君） 本県では昭和42年か

ら、小中学校の児童生徒を中心に、すぐれた芸

術文化を体験させる事業に取り組んでまいった

ところでありますが、このたびの県立学校を拠

点とした芸術文化体験プログラム事業におきま

しては、実施対象を県立学校とし、主として高

校生に、国を代表する演奏家や人間国宝の狂言

師などによる高度な芸術を鑑賞、体験させるこ

とを狙いとしております。また、県立学校が、

芸術文化体験の拠点として、近隣の中学生や地

域の方々を招き、合同鑑賞を行うことで、中学

校との連携や地域からの学校理解を深め、ひい

ては豊かな地域社会づくりにつなげてまいりた

いと考えております。県教育委員会といたしま

しては、今後も子供たちが、生涯にわたって芸

術文化に親しみ、豊かな心を育んでいけるよう

支援してまいります。

○重松幸次郎議員 県立学校と近隣中学校との

連携、芸術鑑賞を展開することは、文化力と豊

かな心を育み、そしてまた地域のつながりを深

める上で大変意義があることだと期待いたしま

す。文化活動を活発に行うには、文化施設の機
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能充実がますます重要です。冒頭に紹介いたし

ました宮崎国際音楽祭を初め、さまざまな舞台

芸術の拠点である県立芸術劇場、文学や多様な

資料を有する県立図書館、美術文化に親しみ、

また創作への参画を担う県立美術館、そのほか

県総合博物館、県立西都原考古博物館、県埋蔵

文化センターなどは、歴史、環境、民俗の文化

資源を調査・保護するために貴重な施設です。

県民はもちろん、全ての訪問者が活用しやすい

施設づくりを進めていただきたいと思います。

また、県民の文化表彰や文化資源の掘り起こ

しと同時に、広報などの情報発信も重要です。

平成32年には日本書紀編さん1300年という大き

な歴史的節目を迎えますが、同年は東京オリン

ピック・パラリンピック大会が行われ、全国各

地で多彩な文化プログラムが展開されます。こ

のような文化イベントを絶好の機会と捉え、文

化振興ビジョンにある「文化発信力の強化」に

ついてどのように取り組んでいくのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） ３年後の平

成32年度は、東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催され、それまでの期間に、全国各地で

文化プログラムが展開されることとなっており

ます。本県にとりましては、この平成32年は、

国内外から多くの参加者をお迎えして、国民文

化祭、全国障害者芸術・文化祭を開催する年で

あり、また、記紀編さん1300年記念事業の集大

成の年でもございます。県としましては、世界

中から日本文化に注目が集まるこの絶好の機会

に、文化プログラムを積極的に展開するととも

に、神楽や古墳文化など本県の地域文化につい

て、シンポジウムやイベントを継続的に開催す

ることによりまして、本県独自の文化資源を国

内外に広く発信してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 各地域のイメージアップ、

また魅力発信をお願いいたします。

全国的な文化イベントは、さまざまな地域の

文化団体や芸術家と相互交流が生まれ、また、

県内の子供たちや高齢者、障がい者などあらゆ

る人たちが、文化を通じて交流し、お互いに理

解を深める機会になります。そこで、平成32年

度に開催される「全国障害者芸術・文化祭」の

成功に向けて、今後どのように取り組んでいか

れるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 「全国障害者

芸術・文化祭」を成功させることは、障がいの

ある方々の生きがいや自信の創出につなげ、自

立と社会参加を促進するとともに、県民の障が

いへの理解促進を図る上で重要であると考えて

おります。このため、今年度、新規事業としま

して、「障がい者アートでハートビート事業」

を実施し、芸術文化活動に取り組む障がい者の

方々の調査を行うとともに、音楽・ダンス等の

舞台芸術、絵画・陶芸等の造形芸術など、各分

野における講習会・ワークショップ等を開催す

ることとしております。今後は、この事業を通

じて、障がい者アーティストの作品やパフォー

マンスの質を高めるとともに、今月発足しまし

た実行委員会等の中で、展示や発表、触れ合い

交流等の事業内容について検討を進め、全国障

害者芸術・文化祭の成功に向けて取り組んでま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 御答弁にありますとおり、

障がい者の皆さんが絵画・陶芸などの造形芸術

や音楽・ダンス等の舞台芸術で活動されること

は、日々の生活に喜びと生きがいを見出してい

きます。その生活の喜びと生きがいの輪は、障

がい者を支える家族や施設関係者にも波及する
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ことになります。社会とのつながりを強化する

効果が期待できます。成功への取り組みをよろ

しくお願いいたします。

文化芸術に関して関係部長にさまざま御答弁

をいただき、ありがとうございました。心豊か

な文化芸術立国の実現を目指して、公明党は、

関係団体との幅広い交流をもとに、文化芸術を

振興するための初の根拠法となる「文化芸術振

興基本法（2001年11月）」の制定や、2012年に

成立しました、劇場や音楽ホールの活性化を目

指す「劇場法」など、多くの国の取り組みをリ

ードしてきました。そのほかにも、企業メセナ

協議会の基金創設など、税制優遇措置にも力を

入れてまいりました。これからも、文化振興に

かかわる地域の声を、県と国へも届けてまいり

たいと考えております。

今回、文化振興ビジョンに関する質問を通じ

て、以前から２つの提案を考えておりました。

１つは、文化芸術振興議員連盟の設置でありま

す。スポーツ振興や観光振興の議連はございま

すが、文化芸術についての議連が本県にはござ

いません。九州内には４県ございます。できま

したら、超党派で文化芸術振興議員連盟を設置

し、議員サイドから本県の文化振興を推進して

いきたいと思います。２つ目は、議場コンサー

トの実現です。兵庫県議会や奈良県議会、また

多くの市議会などでも、定例議会開会日に、本

会議前や昼休み時間など30分ほど、議場で地元

演奏家による弦楽四重奏やフルートアンサンブ

ルなどの演奏を行っております。演奏を聞きに

来られた来場者は、引き続き議会を傍聴されて

おるようです。開かれた議会、また県民の文化

醸成を図るためには効果があると考えます。い

ずれも議員の皆様の御賛同をよろしくお願いい

たします。

さて、この件の最後になりました。本県文化

芸術の振興について、今後どのように取り組ん

でいかれるのか、知事に御所見をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 文化には、人を元気に

したり育てたり、また社会に活力を与えたり、

さまざまな力、大きな力があるものと考えてお

りまして、その振興は大変重要であると考えて

おります。このため県としましては、３年後、

国民文化祭を一つの大きな契機として、チャン

スと捉え、先ほど御質問いただきました、例え

ば、アジアを代表する音楽祭の一つに数えられ

る宮崎国際音楽祭でありますとか、日本を代表

する短歌文学賞である若山牧水賞など、既に確

立しているこういった文化イベントのさらなる

発展、充実を図っていきたいと考えておりま

す。また、さまざまな芸術文化団体の活動も含

め、県民による文化活動をより活発化していき

たいという思いもございます。

先日、私は、重松議員のすばらしいギター演

奏に触れる機会があったわけでありますが、多

くの県民の皆様がそういう活動をしておられる

ということを感じましたし、いろいろな発表の

機会―今、議会でのコンサートという話もご

ざいましたが―を考えていくことが、文化振

興の上でも非常に重要ではないかということも

感じたところでありますし、また、各地域の文

化資源の掘り起こしや磨き上げも行ってまいり

たいと考えております。このような取り組みに

よりまして、県民にさまざまな芸術文化に触れ

る機会、また表現する・発表する機会を提供し

ますとともに、東京オリパラに向けた文化プロ

グラムと連動させて、本県の文化を国内外に発

信し、文化力の向上を図ってまいりたいと考え

ております。
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さらに、国民文化祭等の成果を生かしなが

ら、文化活動が持続し、より一層活発化するよ

う、文化活動を支える基盤強化や環境の整備に

ついても取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

これからも文化芸術の振興をよろしくお願いい

たします。

続きまして、都市計画に関する基本方針につ

いてお伺いいたします。

私は、本年度の都市計画審議会委員を拝命い

たしました。委員として基礎知識を習得する意

味で、本年３月に改定された「都市計画に関す

る基本方針」の冊子を読ませていただきまし

た。第１章基本方針の位置付け、第２章宮崎県

を取り巻く環境や、第３章宮崎県の都市計画の

現状と課題を通じて、この基本方針の目的が、

本県におけるおおむね20年後、平成47年を目標

年次とする都市づくりの方向性とするものであ

り、これからの本県の将来都市構造のあり方

や、土地利用、都市施設、都市景観、都市防災

の各分野について、基本的な考え方を示す重要

な指針であることを学ばせていただきました。

さらに、質問を通じて、県全域の長期的な都市

づくりの基本方針を確認させていただきます。

方針にあるとおり、「人口減少、高齢社会が

深刻化する中、これまでと同じ都市づくりを進

めた場合、人口はより低密化し、商業・医療・

福祉や行政といった生活利便性に寄与する都市

機能の維持が困難になることが予想される。将

来にわたって持続可能な都市づくりを目指すた

めには、高齢者をはじめとした多くの住民に

とって暮らしやすい、安全で快適なまちづくり

を推進し、人や都市機能を集約した「人のまと

まり（核）」を形成する必要がある」とうたっ

てあります。市や町においても、また中山間地

域においても、できるだけその地域の中心地や

集落に寄り添う形が、生活環境の機能を高める

意味で、後々重要になってくると考えます。そ

こで、魅力ある「人のまとまり」のための

「核」をつくるために、どのような方針で取り

組むのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 今後、人口

減少が進む中、将来にわたって持続可能な都市

づくりを行うには、一定の人口を確保した「人

のまとまり」を形成する必要があります。この

ため、今回の基本方針では、商業、医療、文

化、行政などの多様な都市機能を集約させるこ

とで「核」の形成を図るとともに、まちなか居

住などを促進し、さらには、この核の魅力を高

めるために、公共交通網の利便性、ゆとりと潤

いのある歩行空間やにぎわいの創出などによ

り、「歩いて楽しいまちづくり」を目指すこと

としております。また、この実現に当たって

は、民間活力の導入も検討しながら取り組んで

いくこととしております。

○重松幸次郎議員 後にも述べますが、無秩序

な開発や宅地造成を抑え、市や町の中心部に生

活の拠点を集約する方針が大切だとわかりまし

た。コンパクトなまちづくりを進めていかなく

てはなりませんが、まずは人が住むこと、多世

代の人々が暮らし、働き、学び、遊び、潤い、

憩い、また集う、その場所として複合施設の充

実が求められます。そこで、一定の人口を確保

するためには、まちなか居住を促進するため、

複合施設などが有効と思いますが、どのように

取り組んでいくのかを、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 町の中心部

などに居住する、いわゆるまちなか居住を促進
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するためには、魅力ある都市機能の集約はもと

より、空き家や利用されていない土地等の有効

活用などが重要であると考えております。した

がいまして、複合施設の整備は大変有効である

と考えられ、例えば日南市油津では、国の交付

金である優良建築物等整備事業などにより、分

譲住宅や子育て支援センター、医療施設などが

一体となった「Ｉｔｔｅｎ（イッテン）ほりか

わ」がことし４月にオープンし、市の新しい活

力となっております。また、空き家の活用で

は、綾町において、国の交付金である空き家再

生事業により、空き家を綾町が借り受け、町有

住宅として活用し、移住者の受け皿ともなって

おります。県としましては、市町村へ、このよ

うなさまざまな国の制度について情報の提供や

活用の助言を行うなど、まちなか居住の促進を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 潤いと活気にあふれるまち

づくりの実現へ努めていただきたいです。

一方で、今お話がありました、まちなか再生

には、年々ふえ続けていく空き家対策が急務で

あります。全国の空き家率は増加の一途で、平

成25年において、空き家数が820万戸、空き家率

が13.5％となりました。５年前に比べると、空

き家数は63万戸上昇、空き家率は0.4％の上昇で

す。放置すれば、景観が悪くなるだけでなく、

ごみの不法投棄のたまり場になったり、小動物

や害虫などの繁殖、放火や不法侵入など犯罪の

温床になる懸念があるほか、地震などの災害が

発生した場合に、倒壊して避難路を塞ぐといっ

た大きな問題を生じることになります。空き店

舗についても同じだと考えます。逆に、上手に

活用すれば、ＵＩＪターンの居住促進、古民家

再生による飲食店や生活雑貨のギャラリーにも

変身し、趣のある町並みの再生や観光インフォ

メーションにも活用できます。空き家、空き店

舗の活用が重要であると思いますが、どのよう

に取り組んでいかれるのか、これも県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 空き家等の

活用を含めた対策につきましては、「空家等対

策の推進に関する特別措置法」に基づき、住民

に最も身近な市町村が主体となって進められて

おります。県としましては、市町村に対して、

空き家の活用事例など先進的な取り組みの情報

提供や助言、市町村相互間の連絡調整を目的と

した会議の開催などにより、市町村の空き家対

策の取り組みを支援しているところでありま

す。また、ことし４月に、いわゆる「改正住宅

セーフティネット法」が公布され、10月までに

施行される予定であり、この改正法において、

空き家等を活用した、高齢者や子育て世帯な

ど、住宅の確保に一定の配慮を要する世帯向け

住宅の登録制度などが創設されますので、その

制度設計について、国の動向を注視してまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 空き家、空き店舗、そして

集約された空き地も活用して、まちなか居住に

努めていただきたいと思います。

先ほどの答弁の中でもございましたが、国土

交通省は、高齢者や障がい者、子育て世帯のう

ち、住宅を確保することが困難な人たちを支援

するための「新たな住宅セーフティネット制

度」を今年度に創設するようです。増加する民

間の空き家、空き室を活用し、家賃債務保証の

支援を通じて円滑な入居を促すためです。今国

会で関係法案を成立させ、これから地方自治体

へ通達があるようですので、今後速やかな支援

策を図っていただきたいと思います。

県内の市や町で徐々に「人のまとまり」、つ
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まり人と生活環境の「核」が構成されてきます

と、次はその都市と都市をつなぐ交通インフラ

のネットワークを機能させることが求められま

す。「人のまとまり」の「核」をつなぐ交通

ネットワークとしてどのようなものを考えてい

るのか、再度、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 人口減少、

高齢化が本格化する中、今後の都市づくりにお

いて、「人のまとまり」の「核」をつなぐ交通

ネットワークを確保していくことは、重要な課

題の一つだと考えております。特に、自家用車

の利用の割合が高い本県におきましては、その

基盤となります道路網の整備は欠かせないもの

と考えております。一方、自家用車を自由に利

用できない高齢者等にとっては、鉄道や路線バ

スなど公共交通網の確保も必要であります。ま

た、地域の実情によっては、コミュニティバス

や乗り合いタクシーなどの地域交通、さらに

は、身近な交通手段である自転車の活用も必要

になります。このようなことから、県と国、市

町村、交通事業者が連携を図りながら、多様な

交通ネットワークの確保に努めることが大変大

事であると考えております。

○重松幸次郎議員 公共交通インフラでは、Ｊ

Ｒ線とあわせて、これまで何度も議論になるの

がバス路線の縮減です。高齢者など交通弱者の

移動において、コミュニティバスや需要規模の

小さいバス路線は、車両をミニバンやセダンへ

ダウンサイジングして、それに合わせて増便や

予約制乗り合いタクシー、いわゆるデマンドタ

クシー等の活用が望まれますが、採算性をどう

クリアするかも課題であります。そこで、市町

村におけるコミュニティバス等に関する国の補

助制度の活用状況と、県による支援の状況につ

いて、総合政策部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 市町村が運行

しますコミュニティバス等につきましては、地

域の実情に応じ、通勤・通学や通院など、地域

住民の日常の移動手段を確保するため、県内24

市町村で導入されております。このうち、昨年

度、平成28年度の国の運行費補助につきまして

は、補助要件を満たす８市町の75系統で活用さ

れております。また、県では、複数の市町村に

またがるバス路線を、地域の実情に応じてコミ

ュニティバス等に転換する際の調査費や運行費

の補助を行っておりまして、昨年度は都城市に

おいて活用されたところであります。県としま

しては、今後とも国と連携を図りながら、持続

可能な地域交通ネットワークの構築に向け、市

町村の取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 路線バスから、地域の実情

に合わせて小型車両で運行するフィーダー路

線、フィーダー系統の導入助成、その助言・指

導をよろしくお願いいたします。

さて、都市計画において最も肝心な土地利用

に関する方針であります。都市計画区域に関す

る基本方針の中で、「都市計画区域外の、高速

道路のインターチェンジ付近や幹線道路沿い等

において、（中略）都市的開発による環境の悪

化、土地利用の混乱が見込まれる場合には、関

係市町村との調整を図った上で、良好な居住環

境の確保に向けた土地利用規制を行います」と

あります。そこで、都市計画区域外の高速道路

のインターチェンジ周辺等で無秩序な開発が予

想されるような場合には、都市計画区域への編

入等を検討する必要があると考えますが、具体

的にどのような手続になるのか、県土整備部長

にお伺いいたします。
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○県土整備部長（東 憲之介君） 都市計画区

域の編入を行う場合につきましては、県が都市

計画区域を指定する必要があります。このた

め、県が関係市町村や関係部局等と土地利用上

の調整を行った上で、住民からの意見を踏ま

え、都市計画区域に編入する案を作成いたしま

す。その後、区域編入案につきまして、まず市

町村への意見照会、次に県の都市計画審議会で

の意見聴取、さらに国土交通大臣からの同意を

経た上で、区域編入の公告を行い、一連の手続

が終了することとなります。

○重松幸次郎議員 都市計画区域への編入は、

関係市町村や国及び―今回、私も委員を拝命

いたしましたけれども―都市計画審議会など

での手続を踏まえ、指定されることを了解いた

しました。

やはり、何といっても、若者の定住、また人

口の増加、経済の好循環を図るためには、まず

人が暮らし、安全で潤いと活気のある中心市街

地の形成が不可欠であります。改めて、中心市

街地活性化について、今後、県としてどのよう

に取り組んでいくのか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 中心市街

地は、商業機能にとどまらず、住まいや文化、

地域コミュニティーの場としても重要な役割を

担っているところでありまして、その活性化に

は、商店街の枠を超えたまちづくりの視点が大

切であろうと考えております。このため県とい

たしましては、まちづくりを担う商店街のリー

ダー育成や中心市街地への企業誘致等を進める

とともに、市町村や商店街等が行う、中心市街

地の再生プランの策定やタウンマネジャーの設

置など、地域住民や学生など多様な主体と連携

した意欲的な取り組みについて支援を行ってい

るところであります。今後とも、このような地

域商業再生支援事業などによりまして、国や市

町村等と連携を図りながら、地域の主体的な取

り組みを一層支援し、活力あるまちづくりにつ

なげてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 再度申し上げますけれど

も、まちなか居住と複合施設を呼び込む、それ

らダイナミックな町の再開発を念頭に置いて、

もちろん現在実施しておられる地域商業再生支

援事業も継続をしていただきながら、さらに優

良開発プロジェクトを誘導していただきたいと

思います。

ところで、御承知のとおり、イオンモール宮

崎さんが2018年春に増床、延べ床面積が３万平

米を超え、専門店数が70店舗増の240店舗にな

り、九州最大級のショッピングセンターになる

ようです。この件につきましては、国の定める

まちづくり三法改正の基準と都市計画との関係

では、許可の必要はないとのことです。しかし

しながら、1,000名近くの新規雇用が予定されて

おり、既存の業界での労働力不足がますます懸

念されます。何よりも中心市街地の空洞化に、

宮崎市のみならず、周辺の西都・児湯地区の１

市５町まで危機感があるのは事実です。である

がゆえに、積み上げてきた都市計画の将来のた

めに、県から、市町村と商工会議所、また商工

会とも連携して、中心市街地活性化への早急に

実効性のある施策を講じていただきたく要望い

たします。

次に、都市内の住民が健康的で快適な環境を

維持するためには、水環境の保全と水質浄化は

重要です。本県の豊かな水環境の保全に向け

て、汚水処理施設である公共下水道、農業・漁

業集落排水施設、合併処理浄化槽の状況につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。
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○環境森林部長（川野美奈子君） 本県の豊か

で美しい川や海を次の世代に引き継いでいくた

めには、生活排水の適正処理が大きな役割を果

たすものと考えております。このため県では、

平成27年３月に改定した「第２次宮崎県生活排

水対策総合基本計画」におきまして、生活排水

処理率を平成32年度までに83％に引き上げるこ

とを目標としております。直近値であります平

成27年度の処理率は、県全体の目標値77.3％に

対して77.6％と、ほぼ計画どおりの進捗となっ

ているところでございます。その内訳としまし

ては、公共下水道が51.4％、農業及び漁業集落

排水施設が3.8％、合併処理浄化槽が22.4％と

なっているところでございます。

○重松幸次郎議員 美しい自然、環境の保全

は、宮崎の貴重な財産であり、次の時代への責

任ある継承が重要ですので、県民の意識啓発、

また保護活動にさらなる取り組みをお願いいた

します。

そのほかにも、都市公園や施設の整備、都市

景観・自然環境の保全活動など多岐にわたりま

すが、それとは別に、さまざまな災害に強い防

災都市づくりについて伺います。県民の防災力

を向上させることが重要だと考えますが、県は

どのようなことに重点を置いて取り組むのか、

危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 県民の防災

力向上のためには、まず、県民一人一人が自助

・共助の大切さなど防災に対する意識を高め、

身近なところから防災対策に取り組んでいただ

くことが大変重要だと考えております。このた

め県におきましては、各自で取り組んでいただ

きたい「耐震化、早期避難、備蓄」の３つの減

災行動について、マスメディアや防災関係イベ

ント等を通じて、広報・啓発に取り組んでおり

ます。また、地域の防災力を向上させるため、

地域防災のリーダーとなる防災士の養成―議

員も防災士でありますけれども―そして自主

防災組織の資機材整備に対する補助などを行っ

ているところであります。今後とも、市町村や

関係機関と連携しながら、県民の自助・共助の

取り組みを支援することにより、防災力向上を

図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

民の防災力向上、また御尽力を賜りたいと思い

ます。

以上、「都市計画に関する基本方針」の中

で、私の注目するものを、県土整備部長を初め

関係部長に９項目お尋ねをいたしました。

この項目、最後になりますが、宮崎の将来を

見据えた都市のあり方について、知事の考えを

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、高齢化や人

口減少など社会情勢の変化、また、地震、津

波、豪雨といった自然災害への備えなど、さま

ざまな課題への対応が求められておりますの

で、私としましては、これらの課題にしっかり

対応することで、「みやざき新時代」の舞台に

ふさわしい都市づくりを進めてまいりたいと考

えております。このため、「都市計画に関する

基本方針」にも示しておりますとおり、「県全

体の一体的発展を支える都市機能の充実と連携

強化」「安全で快適な生活を送るための都市づ

くり」、また、「本県の財産である豊かな自然

環境や景観の保全」という３つの取り組みを進

めることで、都市と中山間地域が共存・共生す

る、人口減少下でも持続可能な、災害に強い都

市を実現していくことが大事だと考えておりま

す。今後とも、市町村や県民の皆様と一緒に

なって、宮崎ならではの都市づくりを進めまし
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て、「くらしの豊かさ日本一」につなげてまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 県民にとって本当に暮らし

やすい、安全で快適なまちづくりを目指す、都

市計画の議論は尽きませんけれども、次の機会

に、また委員会等を通じて伺いたいと思いま

す。

最後の項目、防災について、２点だけお伺い

をいたします。

先ほど都市計画の防災の中で、県民の防災力

向上の重要性を示されました。災害に対するふ

だんからの備え、特に最近では、今まで経験し

たことのないような災害や事故が発生しており

ます。企業においても、災害のリスクを最小限

に抑え生き残っていくためにも、ＢＣＰ（事業

継続計画）が重要であります。事業継続計画と

は、企業が遭遇する危険を認識し、その危険に

対してどのように対処するかを明確にするこ

と。万一被災しても、優先的に実施すべき業務

を特定し、業務の執行体制や復旧手順、継続に

必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画で

あります。総務省消防庁が調査した業務継続計

画（ＢＣＰ）の都道府県と市町村における平

成28年４月１日現在の策定状況は、都道府県

は100％策定をし47団体、市区町村は41.9％

の730団体に至っております。本県の市町村で

は26団体中８団体でありますが、本年４月１日

時点では16団体、61.5％であり、順調に策定が

進んでいると評価できます。しかしながら、民

間企業や団体への取り組みはまだまだこれから

だとお聞きしました。そこで、県内企業のＢＣ

Ｐ策定に対する支援について、県の取り組みを

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 企業のＢ

ＣＰの策定は、災害時において、顧客や従業員

の安全と事業の継続により、雇用と会社の信用

等を守るとともに、事業資産の被害を最小限に

抑え、地域経済を含めた被災地の早期復興を図

る上で大変重要であると認識しております。こ

のため県におきましては、平成26年９月に、商

工３団体や火災保険会社と「宮崎県ＢＣＰ策定

支援に関する協定」を締結し、県内企業の支援

に取り組んでいるところであります。協定に基

づきまして、現在、啓発セミナーや策定研修会

の開催に加えまして、ＢＣＰの策定を希望する

県内企業等に対して、保険会社から専門家を無

償で派遣しており、現時点で７社が策定を完了

し、１社が策定中であります。県といたしまし

ては、引き続き、市町村や関係団体と連携を図

りながら、ＢＣＰの普及と策定促進に努めてま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 現在７社であり、また１社

が策定中ということで、まだまだこれからだと

いうふうに思います。日本政策投資銀行の資料

を引用させていただきますが、東日本大震災や

九州での台風被害により、７割の企業が、「Ｂ

ＣＰへの意識や取り組み姿勢が大いに変わっ

た」「大変変わった」と回答しております。し

かし、策定率が低く、まだ取り組みにつながっ

ていないということであります。「ＢＣＰの策

定は、企業にとって、短期的に見るとコストが

かかり、負担となる面もあるが、中長期的な視

点に立つと、非常事態時における事業継続力

は、企業の強みにもつながることを認識すべき

である。未策定の理由としては、「策定に必要

なスキル・ノウハウがない」との回答が最多で

あった」ということであります。「経営陣が率

先してＢＣＰの重要性について理解を深め、そ

のノウハウを企業みずからが収集する姿勢も必

要ではないか。加えて、ＢＣＰについては、策
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定率の向上だけでなく、非常事態時にきちんと

機能を発揮できるよう、定期的に訓練等を通じ

て見直しを図り、実効性のあるものにしていく

必要がある」と提言されております。防災・減

災へのソフト対策に欠かせない取り組みですの

で、推進方よろしくお願いいたします。

最後に、県では備蓄基本計画を定めておりま

すが、今後、家庭や事業所等における備蓄をど

のように推進しようとしているのか、危機管理

統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（田中保通君） 大規模災害

時におきましては、国等からの支援が本格化す

るのは４日目以降になると予想されていること

から、家庭や事業所等において、最低でも３日

間、可能な限り１週間分の水や食料の備蓄に取

り組むようお願いをしているところでありま

す。備蓄を促進していくためには、県民の方々

が、「自分の命は自分で守る」ということを

しっかり認識し、実践していただくことが重要

であります。このため、テレビ、ラジオ、新聞

等のメディアを活用した広報活動や、地域、学

校、団体等への防災出前講座等を通じて、備蓄

に関する啓発を繰り返し行っているところであ

ります。全ての家庭や企業・団体等に備蓄をし

ていただくため、引き続き、さまざまな機会を

捉えて、備蓄の重要性や備蓄の方法等について

周知をしてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今後は、行政と民間が力を

合わせて取り組むことが重要になっておりま

す。東京都は、帰宅困難者対策として、企業の

備蓄品購入費の６分の５を補助しております。

そのためには、企業と東京都が業務提携、災害

協定の締結、またＢＣＰの作成などを条件とし

ているようでございます。これから行政や家庭

でも備蓄が進んでいきます。そうなりますと、

かなりの飲料や食料品、関連グッズが必要に

なってきます。前回もお話しいただきました、

ローリングストック法―多目に買い込んで定

期的に消費する、そしてまた買い足すことに

よって、いつも消費期限のないものが備蓄され

るわけでありますけれども。ということは、そ

れだけたくさんの備蓄資材商品が必要になって

くるわけであります。そのために、お米や野菜

など備蓄用食材の県内生産を進めていく、ま

た、防災加工食品の製造を手がけていくことも

視野に入れるべきではないでしょうか。高知県

では、「防災先進県」と銘打って、防災関連製

品の物づくりを産業化しております。本県でも

その取り組みを始めていかなくてはならないと

考えております。それは次の課題といたしまし

て、今回の質問を終了させていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、19日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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◎ 一般質問

○ 原正三議長 これより本日の会議を開きま

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公共交通機関である特急列車のワン

マン化の問題について、総合政策部長にお尋ね

いたします。

公共交通機関については、バス、飛行機、列

車などさまざまなものがあります。こんな話が

あります。娘さんたちから、「今度の連休は家

族みんなで海外旅行しようよ」と言われ、お父

さんはその提案をていよく断るために、「だめ

だめ、俺は飛行機が怖いからだめ」と断ったそ

うです。そして、そばにいた奥さんに同意を求

めるように、「ところで、お母さんはどんな乗

り物が怖いね」と聞いたそうです。するとお母

さん、「うーん、私は体重計」と答えたそうで

す。確かに体重計は乗り物ではありますが、公

共交通機関ではありません。

昨年の11月県議会で、日豊本線の一部、大分

―宮崎空港間の特急列車で車掌を廃止するとい

うワンマン運転が導入されることに対して、私

は、とんでもない提案だと反対の意を表明して

きました。普通列車と違って、特急は密閉され

た部屋ということが特急の特性であり、そのこ

とを映画「天国と地獄」の例を持ち出して、ワ

ンマン化すれば、乗客の安全が守られませんよ

と訴えてきたところです。そこでまず、質問の

第１点、現在行われている大分―宮崎空港間の

ワンマン化の安全確保の対策はどうなっている

のか、その状況についてお尋ねをいたします。

次に、新たな問題として列車内の秩序。列車

内の秩序が乱れるのではないかという点につい

てお尋ねいたします。私自身の例であります

が、特急に乗りおくれそうになり、何度か切符

を買わずに駆け込み乗車をしたことがありま

す。もちろん列車には車掌さんがいますから、

「私は延岡から乗りました」と車掌さんに正直

に申告をし、車内で車掌さんから切符を買うわ

けです。車掌さんが廃止されれば、宮崎駅でお

りたときに、「佐土原から乗りました」と不正

にうそを言ってしまうかもしれません。不正を

助長してしまうのではないでしょうか。

さらに、指定席の問題があります。私もたび

たび自由席だと勘違いをして、間違って指定席

に乗り込んでしまったことがあります。もちろ

ん、車掌さんが切符の点検に回ってきて、間違

いを指摘され、すごすごと車両を変わるわけで

すが、もし車掌さんが廃止されれば、間違った

ふりをして指定席に座り続けるという不正を助

長し、乗客同士のトラブルや、指定席の存在自

体の意味がなくなってくるのではないかと思い

ます。

現在、まだ試行的に案内係員を乗務させてい

るとのことですが、車掌など案内係員がいなく

なると、不正乗車を招くなど、車内の秩序が乱

れるのではないかと思いますが、総合政策部長

の見解を求めます。

以上、後の質問は質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

○総合政策部長（日隈俊郎君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特急のワンマン運転実施に伴う安全確保対策

の状況についてであります。ＪＲ九州では、本

年３月から、４両車両の特急「にちりん」や

「ひゅうが」の一部の列車で、車掌を乗務させ

平成29年６月19日(月)
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ない、いわゆるワンマン運転が導入されました

が、導入に当たっては、例えば、乗降時の安全

確認策として、運転士がホームに降りて目視で

安全確認等を行うことや、ワンマン運転開始後

も、最低６カ月は試行的にお客様案内等を担当

する係員が乗務するなど、一定、国の基準を超

える特別の措置が実施されたところでございま

す。このような中、先般、ワンマン化開始後の

状況をＪＲ九州に確認いたしましたが、今のと

ころ、特段のトラブル等は発生していないとの

回答でございました。

次に、案内係員の乗務が終了した後の車内秩

序の確保についてであります。ＪＲ九州は、ワ

ンマン化実施のため、全ての客室やデッキに防

犯カメラを設置したほか、車内で異常が発生し

た場合につきましては、ＳＯＳボタンでの通報

を受け、運転士が列車を停止させる等の対応を

行っております。一方、お客さま案内等を担当

する係員の乗務が終了した後の不正乗車対策と

しましては、抜き打ちで車掌を乗務させ、利用

者のきっぷ確認等を行う「特別改札」の実施を

検討していると伺っているところであります。

いずれにいたしましても、ＪＲ九州が実施し

ている乗客の安全及び安心を確保するための対

策につきましては、今後、点検・確認が行われ

るとのことでありますので、その際に、さらな

る対策が必要である場合には、適宜適切にＪＲ

九州側と協議を行ってまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○太田清海議員 抜き打ち的にやったり、特別

改札をするということでありますが、私はどう

も限界ではないかなと思います。

そこで、知事に質問いたします。試行的に行

われているということですが、試行とは、実践

さながらに試してみることを言うと思います。

今、ＪＲ九州が行っている試行運転には、先ほ

ど説明があったように案内係員を乗せておる

と。そこで切符の確認等、指定席も恐らく確認

もされていると思いますが、これは試行と呼ぶ

べきものなのか。実践さながらと言えるものな

のか。だから、これまでトラブルがないという

ような報道もされていますけれども、それは当

然だろうと思います。実践さながらではないわ

けですから。ですから、このような試行運転

で、もし車掌が廃止されて本格実施された場

合、私は大変なトラブルになるのではないかと

思っています。そういった不完全な試行中にも

かかわらず、また結果も出ていないときに、鹿

児島―宮崎間でもワンマン化するという報道も

なされておりますが、知事には、ぜひ県民の安

全と秩序を守るために、ＪＲ九州に対して再度

強く申し入れをしていただきたいと思っており

ます。私たち社民党も、昨年末、12月28日でし

たけれども、ＪＲ事業本部に、安全運転のため

にワンマン化はやめてほしいという申し入れを

したところであります。ぜひ知事にもお願いし

たいと思いまして、質問いたしました。

○知事（河野俊嗣君） ワンマン化につきまし

て、利用に当たって利用者の不安がある。これ

に対しては、しっかりとＪＲ九州に対応してい

ただきたい、そのように考えているところであ

りまして、乗客の安全及び安心を確保するため

の対策、今、部長も答弁しましたが、いろいろ

講じられているところであります。特急ワンマ

ン車両を用いた避難訓練を実施されるなど、さ

まざまな対策に取り組まれておりますが、こう

した対策について、同社として点検・確認する

と伺っているところであります。先日も総合政

策部長がＪＲ九州に対しまして、しっかりとし

た検証を行い、報告をいただくよう、改めて申
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し入れを行ったところであります。したがいま

して、県としましては、今後、ＪＲ九州の対応

をしっかりと確認するとともに、適切に協議を

してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 知事に対して、申し入れして

くださいという言い方というのは、本当は失礼

な言い方かなと思いましたけれども。指定席の

問題等も挙げましたけど、忘れ物、いわゆる財

布を落としたときにどうなるのか。点検できな

いんですね、すぐ電話しても。次の駅に着くま

で確認できないんです。そういった問題も実は

出てきていますので、トラブルがないというの

は、果たしてそうなのかどうか。そういったと

ころもぜひ考えていただいて、今後検討してい

ただきたいと思っております。

次に、知事に、地方創生の問題について質問

をいたします。

もうこれまでずっと言ってきておりますけれ

ども、非正規労働者が働く人の４割に達したと

言われています。このことで、私は、日本の成

長の基礎体力が脆弱になってきたのではないか

と思います。この働く形を直さない限り、生き

生きとした社会にはならないのではないかと思

うんです。低賃金では結婚できない、子供がつ

くれない。私は、せめて労働者派遣というもの

は、製造業には派遣してはいけないという原則

に戻るべきじゃないかと思うんです。それか

ら、我が会派の田口議員がさきの２月議会で発

表しましたが、金融資産を１億円以上持ってい

る富裕層が、2015年末で121万7,000世帯になっ

たということであります。この２年間で21万世

帯ふえたという話。これが今の日本の実態なん

です。1,000兆円もの借金を抱えた国家予算、借

金があるがゆえに政策に制約がかかり、足かせ

がかけられた国家予算。私が思うに、なぜ富裕

層に超過累進課税等を強化しないのかな。実に

もったいないな。日本の富がどこかに偏ってし

まっているよねと、そういうふうに思います。

まず、このような働く形を正し、所得再配分機

能のある税制をつくらないと、いくら市町村合

併をしても、いくらアベノミクスと叫んでも、

その効果はあらわれないのではないか。地方創

生のためにはこのようなことが基本的に必要と

思いますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生、その眼目と

いうものは、都市へ都市へと向かう人やお金の

流れを転換しまして、地方においても、将来に

明るい希望が持てる社会を築いていくことにあ

ると考えております。一方で、急激な高齢化に

よりまして、今後、労働力人口の減少が見込ま

れる中では、若者の県外流出を抑制するととも

に、女性や高齢者に活躍していただく必要があ

るものと考えておりますが、御指摘のような経

済的な格差や労働環境の課題があると、十分認

識しておく必要があろうかと考えております。

税制についても、全般的に社会のあり方を見据

えながら、必要な改正というのを今後とも続け

ていく必要があろうかと思います。本県におき

ましては、成長産業や中核的企業の育成等によ

ります産業振興や子育て環境の整備など、誰も

が活躍できる就業環境の整備に努めているとこ

ろであります。今後とも、地方創生や働き方改

革を推進するに当たりましては、国、市町村、

企業等とも十分連携し、本県において、全ての

人々が生き生きと働き、活躍できるようしっか

りと取り組んでまいりたい、そのように考えて

おります。

○太田清海議員 私も見ていますと、行政とし

て、企業誘致を一生懸命図ったり、本当に涙ぐ

ましい努力をされているということはわかりま
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す。それで、新聞記事を見てみると、淑徳大学

の教授の結城さんという方がこんなことを言っ

ています。新聞記事でありますが、「生涯未婚

率の上昇を是正し、少子化傾向に歯どめをかけ

るのであれば、終身雇用制度を再構築して雇用

の安定化を図ることから始めなければならな

い」、こういった核心に迫った提案をされる方

もいらっしゃるわけです。「確かに企業にとっ

ては、非正規雇用労働者を一部でも活用したほ

うが人件費の効率化につながるだろう。しか

し、社会保障全体から考えると深刻な事態を招

いている」とか、そういうところがあるという

ことですよね。それから、お隣の韓国の新しく

なられた大統領は、就任３日目のときに、公約

として、５年間の任期中に約31万人の非正規職

員を、原則的に全て正規職員に転換すると表明

しておられます。これに財界から反論があった

わけです。ところが、この大統領は、所得格差

の拡大を招いたあなたたちが先に反省しろとい

うようなことを言っている。こういった大統領

もいらっしゃる。そういう世界情勢になってき

ているんじゃないかなと。私は、働くことを大

事にすることが成長の源泉ではないかなと思っ

て言わせていただきました。

次に、原子力機構大洗研究開発センターで事

故が起こりましたけれども、私は、原子力とい

うものは、こういう事故を見ても、人類が制御

できないエネルギーであると考えております

が、知事の所感をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の事故は、原子力

施設の安全性に対する国民の信頼を大きく損ね

るものでありまして、原子力機構は、事故原因

を早期に究明し、再発防止策を講じるととも

に、国民にわかりやすく説明するなど、その責

任をしっかり果たすべきものと考えておりま

す。今回の事故や福島原発事故等を踏まえます

と、将来的には、英知を結集し、可能な限り原

発に依存しない社会を実現していくことが重要

であると考えておりますが、一方で、安定的な

電力供給や地球温暖化への対応等を考慮します

と、今すぐ原発をゼロにすることは、現実的に

は難しいものと考えております。原子力政策に

つきましては、今後、廃炉や、現存する使用済

み核燃料の処理技術の向上など、引き続き対応

すべき課題もございますので、安全性の確保を

大前提として、国の責務として取り組んでいた

だきたいと考えております。

○太田清海議員 知事は、人間の英知を結集し

てという言葉等も使われましたが、可能であれ

ば、ぜひそうしていただきたいと思います。例

えば、石原慎太郎元知事が、豊洲市場の移転を

めぐって、こういう言葉を言われています。

「科学が風評に負ける」、科学が風評に負ける

のは恥だということであります。これは私、こ

の方は文学者でもありますから、見事ないい表

現を使われるなと思いました。ただ、科学が風

評に負けないということは、科学に対する絶対

的な信頼があるからこういう言葉を使われるん

だろうと思うんです。果たしてそうなのかな

と。この原子力に限っては、知事が言われたよ

うに、廃棄物の処理技術もまだ確立されていな

い中で、どんどん廃棄物をつくり出していって

いる。人類は将来どうなるのかということが問

われてくると思うんです。だから、私は、その

辺は、科学に対しても謙虚な姿勢が必要ではな

いかなと思っております。よろしいです、そう

いうことであれば。

次に、総務部長にお尋ねをいたします。

国においては、交渉資料などの文書の保存等

に関し、問題となっておりますけれども、本県
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では、公文書について、保存すべき文書の範囲

や保存期間をどのように定めているのか、お尋

ねしたいと思います。

○総務部長（桑山秀彦君） 公文書につきまし

ては、県では「文書取扱規程」を定めまして、

適正な事務処理と管理に努めているところでご

ざいます。この規程では、文書の範囲でありま

すが、通常の文書のほか、図画、写真、電磁的

記録を含めて、文書と規定しているところでご

ざいます。また、保存期間でありますけれど

も、文書の種類・内容に応じた保存期間を最

長30年保存から、10年、５年、３年、１年、１

年未満までの６つの区分を定めまして、それぞ

れに該当する標準的な文書を例示しているとこ

ろであります。具体的には、決裁を伴うような

財産の取得、処分に関する文書は10年、そのう

ち重要なものは30年としております。また、補

助金の交付等に関する文書は５年、さらに、照

会や回答文書、協議や依頼文書等につきまして

は、１年未満から５年までの間で、その重要度

に応じて保存期間を判断することとされており

ます。

○太田清海議員 県の場合は、それぞれの文書

に沿った保存年限がきちっと決められておるよ

うです。安心をいたしました。国で問題になっ

ているのは、森友学園とか加計学園の問題であ

りますが、私は、なぜこういう質問をしたかと

いうと、国のほうでは、特定秘密保護法で何ら

かの重要文書が、国民にとって本当は知らせる

べき文書が、機密が守られていく、外には出せ

ない。かといって、こちら側、国民の側が、こ

ういう文書が出てきましたよと言うと、それは

怪文書じゃないかと言って、なかなか責任持っ

た回答をしない。こんな世の中でいいのかどう

か。私は、実は今、国がどこに向かって進もう

としているのかなという不安を覚えています。

国でも恐らく交渉書類なんていうのはきちっと

した保存年限があると思いますけれども、それ

を破棄したということで、国会でそれが認めら

れていくというか、通過してしまうようなこと

ではいけないなと私は思っております。

次に、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

実は、私たちの会派で、兵庫県の淡路島のほ

うに視察に伺いまして、兵庫県健康財団による

健康道場を訪問してまいりました。ここは、県

が医師の賃金を出して断食をやっている。そし

て、全国でも唯一なんですね。いろいろ聞かせ

てもらいましたが、時間の関係で全てを説明す

ることはできませんが、今までの医学は治療医

学、いわゆる病気になったから薬を投入して健

康に引き戻す。この断食道場は、そういう治療

医学ではなくて健康医学。人間が持っている本

来の治癒力をぐっと引き出しておくというよう

な、そんな感じであります。

事例を見せてもらいましたけど、血圧、γ-Ｇ

ＴＰ、総コレステロール、中性脂肪、尿酸と

か、ああいったものが物すごく高い人は、断食

道場でごとっと落ちて、復帰してもわずかしか

上がらないという健康づくりをやっている。宮

崎県も健康づくりを求めて提言をしております

けれども、県として、こういったところを視察

してみたりする必要があるのではないかと思い

ますが、このことについての県の認識をお伺い

したいと思います。福祉保健部長です。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 本県では、健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間、いわゆる健康寿命の延伸を目指

しております。このために食事や運動など、県

民の生活習慣の改善を積極的に促すことは大変

重要であると考えております。県では、国の基
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本方針である「健康日本21」ですとか、県民健

康・栄養調査の結果などを参考に作成した「健

康みやざき行動計画21」に基づき、例えば、県

民の野菜摂取量の増加ですとか、運動習慣の定

着などに向けた取り組みを実施しております。

議員から御紹介もありましたとおり、他県にお

いても多様な取り組みが行われておりますけれ

ども、県としましても、県民の健康寿命の延伸

に向けて、市町村や企業などと連携しながら、

食事や生活習慣の改善、予防という観点でのさ

まざまな取り組みを引き続き推進していきたい

と考えております。

○太田清海議員 非常におもしろい取り組みで

すので、ぜひ視察に行っていただきたいなと

思っております。宮崎県からも、これまでトー

タル73名の方が行っておるということでありま

す。ぜひ参考にしていただきたいと思います。

次に、介護職員の研修について。介護職員は

非常に忙しくて、研修に参加しにくい状況にあ

るとも聞いておりますが、県はどのように取り

組んでいるのか、お伺いしたいと思います。同

じく福祉保健部長。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 今後、高度化

・多様化することが予想される介護ニーズに的

確に対応するためには、介護職員の研修機会を

確保し、資質の向上を図っていくことが大変重

要でございます。このため、県におきまして

は、人的体制、開催地などの理由から研修への

参加が困難な小規模事業所への支援として、介

護職員や管理者を対象とした共同研修を、延岡

市や都城市などで開催しているところでありま

す。さらに、今年度は、介護職員の賃金や職場

環境などの改善を図る介護職員処遇改善加算の

一層の取得を促進する取り組みを行うこととし

ております。その中で、加算取得の要件である

研修受講体制の整備などについて、事業所への

助言・指導を行っていくこととしております。

県としましては、今後も引き続き、介護職員が

研修に参加しやすい環境づくりに取り組んでま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 研修というのは、介護職員か

らすれば、なかなか言い出しにくいところもあ

ろうかと思います。管理者の側に、こういう研

修制度があるんだと、ぜひ出してくれと、そう

いった呼びかけをしていただきたいと思いま

す。

次に、今出てきましたが、本県における介護

職員の処遇改善加算の取得状況について伺いま

す。また、加算に伴う賃金改善状況をどのよう

に確認しているのかということをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） この制度は、

介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善な

どとともに、介護職員に対して加算額を上回る

賃金改善を行うもので、平成29年２月１日現

在、本県の処遇改善加算の対象となる事業所

は1,952事業所、そのうち、加算を取得している

事業所は1,664事業所となっており、取得率

は85.3％となっております。また、加算を取得

している事業者は、毎年７月末までに前年度の

実績報告書を提出することになっており、この

報告書の中で、各介護職員の賃金総額及び賃金

改善額を記載させ、受領した加算額を上回る賃

金改善が行われているかを確認しているところ

であります。

○太田清海議員 わかりました。加算を上回る

というところがなかなかいいところだなと。加

算どおりじゃなくて、加算を上回るようにとい

う思いで指導されているんだなと思っておりま

す。実績報告書もきちっとした確認がされてい
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ることを期待いたしまして、次に、野﨑議員も

質問されましたが、福祉施設の不正の問題、こ

れは、一生懸命やっている福祉施設がある。そ

ういう人たちの名誉のためにも質問してみたい

と思うんですが、最近、私は、新聞報道を見る

と、福祉施設関係の不正と言われている報道は

目に余るものがあるように感じられて、こうい

うことじゃいかんなと思って質問させていただ

きます。まず、福祉施設の不正というものはど

のような形で発覚するのかということをお伺い

したいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設につ

きましては、児童福祉法や老人福祉法などの各

法律に基づき、現地での指導監査を定期的に実

施し、職員処遇や、会計管理、利用者の処遇等

の実態を確認するとともに、必要な指導を行っ

ているところであります。福祉施設の不正は、

この定期的な指導監査の中で発覚する場合や、

関係者からの情報提供等をもとに、随時行う指

導監査により発覚する場合があります。なお、

不正が発覚し、その内容が施設運営等に重大な

問題を有する場合は、さらに特別監査を実施

し、その究明に当たることとしております。

○太田清海議員 監査で見つけるというのはな

かなか大変なことだと思いますし、退職された

方が、そこの施設の不正に対して報告をすると

いうこともあるかもしれません。私は、内部告

発といいますか、公益通報制度みたいなものが

適正に浸透していくといいのではないかなと

思っております。

そこで、指導監査における職員からの聞き取

りで改善したところもあると思うが、その聞き

取りの現状と効果についてお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 福祉施設への

指導監査におきましては、関係書類や現場の確

認を行うことにあわせまして、施設長等の管理

職を初め、一般の職員からも広く聞き取りを行

うことで、多様な情報の収集に努めているとこ

ろであります。指導監査におきまして、さまざ

まな施設職員から直接聞き取りを行うことは、

施設の運営や利用者に対する処遇等に関する問

題点を把握し、その改善を図る上で、大変重要

な役割を果たすものであると考えております。

○太田清海議員 次に、あん摩マッサージ指

圧、はり・きゅう療養費の不正受給も発覚し

て、新聞でも報道されました。不正受給対策に

おける国の動向についてお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 厚生労働省の

社会保障審議会｢あん摩マッサージ指圧、はり・

きゅう療養費検討専門委員会」におきまして、

施術所の不正受給対策について検討がなされ、

本年３月、意見の取りまとめが行われたところ

であります。これによりますと、療養費の不正

受給対策を強化するため、患者本人による請求

内容の確認の徹底、効果的な審査体制等につき

まして検討すべきであるとされております。さ

らに、国や都道府県による指導監督の仕組みを

導入する必要があるとの方向性が示されたとこ

ろであります。これらの専門委員会の意見を受

け、国におきまして、本年度中に、不正受給対

策の具体的な制度設計を行うこととされており

ます。

○太田清海議員 そういった制度設計、不正を

なくすための制度設計が進められておるという

ことで、期待したいと思います。本当に真面目

にやっている経営者の人たちのためにも、質問

しておきたかったところであります。

次に、あと４点続きますが、子供の医療費助
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成に係る国保の国庫負担の減額措置の現状につ

いてお伺いいたします。これは私たち、乳幼児

医療と言っておりましたが、国の基準を上回っ

て年齢を拡大した場合等に減額措置があるとい

うふうに聞いておりますが、いかがでしょう

か。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 市町村が地方

単独事業として、子供に対する医療費助成を現

物給付で実施する場合、国は、助成によって一

般的に医療費が増加することから、その波及増

分については当該市町村が負担すべきであると

して、市町村国保に対する国庫負担の減額措置

が行われております。本県における平成27年度

の減額額でございますが、推計額で約9,900万円

となっております。

○太田清海議員 私は、自治体が住民のため

に、特に少子化対策としても、こういった子供

の医療費助成を行っているところに減額をする

というのは、非常に寂しいことだなと思ってお

ります。聞くところによると、この減額措置に

ついては見直しの方向でというようなことも聞

いております。国の動向をお伺いしたいと思い

ます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 昨年６月に閣

議決定されました「ニッポン一億総活躍プラ

ン」におきまして、「減額調整措置の見直しを

含め検討し、年末までに結論を得る」とされて

いたところであります。これに基づきまして、

昨年12月、国民健康保険制度の基盤強化に関す

る国と地方の協議の場におきまして、平成30年

度より、未就学児までを対象とする医療費助成

については、国保の減額調整措置を行わないと

の見直し案が示され、今後、関係省令の一部改

正が行われることとされております。なお、国

は、「見直しにより生じた財源については、各

自治体において、さらなる医療費助成の拡大で

はなく、他の少子化対策の拡充に充てることを

求めるものとする」とされております。

○太田清海議員 わかりました。改善をされて

いるというふうに伺います。ただ、今、何か条

件がついたようですけど、浮いた財源はさらな

る医療費助成に使っちゃならぬというようなこ

とですよね。そんな条件をつけんでいいんじゃ

ないですかと、地方自治の視点から言うと、浮

いた財源は私たちで使わせてくださいといいま

すか、そういうことが地方自治としては大事で

あると私は思います。

次に、子ども食堂の運営形態についてお伺い

いたします。どのようなものがあるのかという

ことから確認させていただきます。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 県におきまし

ては、現在、子ども食堂の主催者への訪問など

を通じて状況の把握を行っておりますが、運営

についてはさまざまな形態があります。まず、

提供の対象につきましては、ひとり親世帯を対

象とするものや、地域の中学生までを対象とす

るもの、子供から大人まで幅広く対象とするも

のなど、それぞれに特色があります。また、食

事を提供する場所につきましても、商店街の空

き店舗や地域の児童館、営業を行っている飲食

店舗などとなっており、利用者の費用負担につ

きましても、食材や運営費を全て寄附で賄い、

利用者からは料金をもらわずに実施するもの、

利用者から食材などにかかる実費相当の金額を

いただくものなど､地域の状況などに応じた多様

な取り組みがなされているところであります。

○太田清海議員 子ども食堂、さまざまなもの

があるということでありますが、特に食事を提

供する場合、子ども食堂における食品衛生法上

の営業許可の必要性について伺いたいと思いま
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す。というのは、ある公民館を借りてそこでや

ろうとしたところ、そこの公民館はいろんな人

が使う台所でしょうということで、それじゃい

けませんよというのが食品衛生法上の問題で

あったようです。ということでお伺いしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 子ども食堂に

おける食品衛生法の営業許可の必要性につきま

しては、継続性や運営規模、形態などを考慮の

上、総合的に判断することになります。例え

ば、有料で不特定多数に反復継続して食品を提

供するケースについては、子ども食堂であって

も営業と認められることから、許可が必要と

なってまいります。子ども食堂は、さまざまな

運営形態がありますことから、まずは保健所に

おきまして、詳細な内容をお聞きすることが必

要と考えております。許可が必要な場合は、許

可基準を満たしているかどうか、現地調査等に

より確認するとともに、適切な衛生管理がなさ

れるよう、助言を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。今、部長の答

弁では、現地調査は行うということでありま

す。ぜひ現地調査をしてもらえばよかったなと

私も思ったんですが、いろんな実態があると思

いますので、担当職員の方には現地調査をお願

いする形で今後取り組まれることになるだろう

と思います。わかりました。

次に、農政水産部長にお尋ねをいたします。

本県における農地中間管理事業の取り組みの

経過と現状について２点ほど伺いますが、現状

についてまずお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農地中間管理

事業につきましては、平成26年度に創設をさ

れ、本県の初年度の取り組み面積は374ヘクター

ルでありましたが、推進体制の充実や、地域ご

との説明会の実施、さらには、テレビＣＭ等メ

ディアを活用したＰＲなどによりまして、27年

度には1,898ヘクタールと取り組み面積を伸ばし

てきたところであります。昨年度は、県内全て

の市町村で実績があった一方で、農地所有者や

地域に交付される機構集積協力金の単価の引き

下げや制度が変更されたことが影響しまして、

取り組み面積は1,062ヘクタールとなったところ

です。本年度は、関係機関等と連携した粘り強

い推進により、事業本来の目的への理解が深

まってきましたことから、５月までの２カ月間

の農地中間管理機構の取り扱い面積は、昨年同

時期の150％を超えている状況でございます。

○太田清海議員 中間管理機構については、

今、答弁がありましたように、協力金の引き下

げ等で停滞したような時期もあったけれども、

今年度は順調に進んでおるというふうにお伺い

いたします。農村地域における農地中間管理事

業の果たす役割についてお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 農地中間管理

事業の果たす役割につきましては、担い手の農

業生産性を高め、基幹産業である農業の競争力

を強化するために、担い手への農地利用の集積

・集約化、さらには、遊休農地の発生防止・解

消など、農地の利用の効率化を図ることでござ

います。本事業の実施に当たりましては、将来

を見据えた地域内での話し合いを十分に行いま

して、地域で育成する担い手を明確にした上で

取り組む必要がございます。したがいまして、

今後とも、市町村や農業委員会等の関係機関と

十分な連携を図りながら、事業を進めてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 順調に行ってもらいたい。い
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わゆる集積をしていただきたい。特に放棄地が

ふえるという現状に対しては、私は、制度とし

ては有効に活動されていると思います。ただ、

もう一つ私が気になることは、兼業農家の人た

ちの力、片や働きながら農業をしている、こう

いう人たちの力も大事にせにゃいかんと思うん

です。だから、先ほど知事にも質問しました

が、働く人たちの形が、汗みどろになって、残

業もして働いているような、そんな働く労働者

じゃなくて、きちっと働く場を確保された人た

ちが、自分の村々で自分の農地を守っていくと

いう、兼業農家を育てておくということも私は

大事だろうと思いますから、ぜひ、先ほど言っ

た働く形ということも、農業を考える場合、考

えておいていただきたいなと思います。

今度は、環境森林部長にお尋ねをいたしま

す。誤伐・盗伐に対する県の認識と未然防止対

策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 誤伐・盗伐

につきましては、森林所有者の大切な財産が奪

われ、経営意欲も低下することで、持続的な林

業経営への障害となることから、重大な問題で

あると認識しております。誤伐や盗伐が疑われ

る森林の伐採については、市町村に照会したと

ころ、26年度が２件、27年度が４件、28年度

が19件と急増しております。このため県では、

未然防止対策としまして、森林所有者や伐採事

業者に対して、境界確認についての注意喚起を

行うとともに、林地台帳の作成支援等による境

界の明確化を推進していくこととしておりま

す。また、市町村に対して、伐採届時のチェッ

ク体制の強化を指導しているところでもありま

す。さらに、県や関係者で実施している伐採パ

トロールにつきましても、監視体制の強化を

図ったところであります。今後とも、市町村や

関係団体、警察等と連携しながら、誤伐や盗伐

の未然防止に努めていきたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。警察本部長

に、誤伐・盗伐に関する過去３年間の相談件

数、事件検挙件数及び傾向についてお伺いした

いと思います。

○警察本部長（野口 泰君） 誤伐・盗伐に関

する相談件数につきましては、平26年が13件、

平成27年が12件、平成28年が29件を受理してお

ります。また、森林窃盗の事件検挙件数につき

ましては、平成26年から平成28年までの３年

間、いずれも１件ずつの、合計３件を検挙して

おります。誤伐・盗伐に関する相談は、ここ数

年、年間10数件程度で推移しておりましたが、

平成28年は29件と増加しております。

○太田清海議員 誤伐・盗伐については、私た

ちも県民からいろんな苦情といいますか、聞き

ます。いろいろ、「警察は何もしてくれんじゃ

ないか」とか言われたりするものですから、ど

ういうことになっておるかということでお聞き

いたしましたが、森林法上、やむを得ない状況

もあるといいますか、そういったところもあっ

て。ただ、日本というのは法治国家ですから、

このままの状況を続けさせてもいけないなと

思っております。ぜひ環境森林部のほうでもこ

の対策を―私たちも、提案としては、例え

ば、伐採事業者というのを認可事業にしたらど

うだろうかとか、いろいろ国の制度を変えてい

くことも必要かなとも思っております。ただ、

いろいろ地籍調査などの対応もされておるよう

ですから、その進捗状況を今後見守っていきた

いと思います。

時間の関係で、教育委員会のほうにお尋ねを

いたします。
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混合名簿、ＬＧＢＴの問題について伺いま

す。３年前の県議会で、私の娘の性別違和につ

いて報告をいたしました。以来、県内に住む方

々や福岡、熊本の方からも相談を受けました。

そこで、県内のある男性の話をしてみたいと思

います。プライバシーの問題もありますので、

配慮して話します。

突然、その方から私の家に電話がありまし

た。ＬＧＢＴのことで私に話を聞いていただき

たいとのことでした。私は、男の方と思い、宮

崎駅で待ち合わせをしました。探すのに苦労し

ました。赤い水玉模様の入った長いスカートを

はき、マスクをして、深々とニット帽をかぶ

り、うずくまっている人がその人でした。失礼

ですが、その姿は異様でした。その方の話を聞

くために、とある店に入ろうとしたのですが、

私の後ろに立っているその人をウエイトレスが

見て、「あ、ちょっと」とちゅうちょされまし

た。「お金は私が払いますから。隅のほうでい

いです、テーブルを貸してください」と許可を

得て、店に入りました。その人の生い立ちな

ど、話を聞きました。

その方は60歳を超える男性。でも、長いスカ

ートをはいている。子供のころ、お父さんに

「スカートがはきたい」と言っても絶対認めて

もらえなかったこと、小さいときからみんなに

いじめられてきたこと、特に、大人になって

も、こんな風貌をからかわれて、高校生たちか

ら石を投げつけられたこと、そのことが悔しく

て悔しくてたまらなかったこと、社会に入りた

くても、どうしても入れなかったこと、そし

て、精神分裂、統合失調症と診断されたこと。

出されていたコーヒーが冷めるので、「コー

ヒーを飲みましょう」と勧めました。初めてマ

スクをずらしてその人はコーヒーを飲みまし

た。私は一瞬、悪いことをしたと思いました。

マスクの下には、誰にも見せたことのないひげ

があったからです。気にしないふりをして、一

緒にコーヒーを飲みました。店を出るとき、そ

の人に最後に、「今からでも女性になりたいで

すか」と聞きました。その人は、一瞬沈黙の後

に、吐き出すように「私は今からでも女性にな

りたいんです」、こう言われました。

もし、この方が幼いころに性別違和のことが

わかっていたら、もし、60年前、社会がそのこ

とを認知していたら、もし、60年前、今行われ

ている医学的対処ができていたなら、心と一致

した女性の体になることもでき、別の人生を歩

んでいたかもしれません。

私の娘も学校教育で救われました。修学旅行

に行けなかった娘を、「それじゃ、先生の部屋

の風呂に入ればいいが」と勧めてくれた先生

方、20年も前のこと、当時の先生方には感謝し

ても感謝し切れません。

学校では、さまざまな性を持った子供が13人

に１人はいると言われます。学校で性別違和に

人知れず悩んでいる子供が、早く、何気なく先

生たちに相談できることが大切だと思います。

いじめられたり、自殺したり、自分の体への罪

悪感にさいなまれ続けるよりも、それでいいん

だよというメッセージを早く伝えてあげること

が大事だと思います。男とか女とか、窮屈に枠

にはめずに、それぞれがそれぞれの性に気づい

ていく、そんな状況をつくり出す男女混合名簿

が広まってもいいのでは、いや、広まったほう

がいいのではないかと思います。そのことが、

この社会には多様な人間がいてもいいのだとい

う緩やかな許容性のある社会、不幸の少ない社

会をつくるのではないかと思います。

そこで、質問であります。県内の公立小中学



- 185 -

平成29年６月19日(月)

校の男女混合名簿の使用状況についてお伺いい

たします。教育長、お願いします。

○教育長（四本 孝君） 平成28年度におけ

る、県内公立小中学校での男女混合名簿の使用

状況でありますが、小学校では236校中25校、率

にしますと10.6％、中学校では131校中６校、率

にしますと4.6％となっております。

○太田清海議員 パーセントとしては低いので

はないかなと思いますが、男女混合名簿の使用

については、市町村教育委員会や学校に判断を

任せるだけではなくて、県教育委員会が判断材

料となる資料などを提供したほうがいいのでは

ないかと思います。お考えを伺いたいと思いま

す。

○教育長（四本 孝君） 男女混合名簿、いわ

ゆる「性で分けない名簿」につきましては、男

女平等の意識を高めたり、性的マイノリティー

の児童生徒に配慮したりする手だての一つであ

ると認識しております。このため、本年５月、

６月に開催いたしました県内全ての公立小中学

校・県立学校の校長を対象とした人権教育研修

会におきまして、その意義等について説明した

ところでございます。また、本県の県立高等学

校及び中等教育学校における男女混合名簿の使

用率が４割強であることも、情報として提供し

たところでございます。県教育委員会といたし

ましては、今後とも市町村教育委員会と連携し

て、児童生徒一人一人が性別にかかわりなく、

個性が尊重され、大切にされるよう、人権教育

を推進してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 全国的にも、いじめの問題で

小学生等が自殺をする、みずからの命をみずか

ら絶っていくという不幸な状況も生まれていま

すが、私は、ある映画監督に話を聞いたとき

に、「太田さん、あのね、あそこの問題は、そ

の子はＬＧＢＴ、それがお互いに子供もわから

ず、周りの子供もわからず、例えばなよなよし

ているからということで、みんなが思わずいじ

めてしまっているところもあるんだよ」という

ような話も聞いたことがあります。自殺する子

供が、そういうことで、周りもわからずにいじ

められて命を絶つという不幸がもしあるとする

ならば、こういったことを少なくするような、

男・女の枠で捉えずに、緩やかに持っていく方

法が男女混合名簿でもあろうかと思います。ぜ

ひ一歩進んで、市町村にもそういった情報の提

供と、どうだろうかということもやっていただ

くといいかなと思っておりますので、それは強

く訴えておきたいと思います。

それと、男女混合名簿については、実は３月

の県議会で、我が会派の渡辺創議員がきちっと

質問されていますので、それを受けた形で質問

をさせていただきました。こういったことが現

場にだんだん広がってくるといいがなという思

いを伝えておきたいと思います。

次に、時間がありますので、県土整備部長に

お尋ねをいたします。

方財海岸の侵食対策について、砂の移動状況

を確認するための調査を実施したいとの答弁を

受けておりますが、現在、どのような調査に取

り組んでいるのか、また、侵食状況についてど

のように認識しているのか、お伺いしたいと思

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 方財海岸に

つきましては、これまでも、測量などの定期的

な観測を実施してきたところでありますが、昨

年度からは、測量の箇所を２カ所から８カ所に

ふやし、より詳細な砂の移動状況の把握に努め

ております。さらに、専門家の意見も踏まえま

して、新たにドローンを用いた動画撮影による



- 186 -

平成29年６月19日(月)

観測を開始したところであります。今後、この

画像データを分析することで、海底の地形変化

の把握にも取り組むこととしております。な

お、これまでの観測結果から判断いたします

と、現在の状況につきましては、季節的な変動

はあるものの、比較的安定していると認識して

おります。今後とも、継続して観測データの蓄

積を行いながら、状況把握に努めてまいりたい

と考えております。

○太田清海議員 方財海岸、砂の状況は安定し

ているという認識のようであります。ただ、あ

そこの砂を取って建設関係の材料にしておると

いうところは、どうも気になるところでありま

して、予算を使わんでいいようないろんな対応

をしていただきたいなと思っておりますが、

五ヶ瀬川河口の土砂採取の平成28年度の実績に

ついてお伺いいたします。

○県土整備部長（東 憲之介君） 五ヶ瀬川河

口における土砂採取につきましては、国及び県

が許可した事業者が採取を行っているところで

あります。お尋ねの平成28年度の採取量の実績

につきましては、前年度と同じく、５万5,000立

方メートルとなっております。

○太田清海議員 私も前回質問したときに、10

トンダンプで何台分になりますかと聞いたこと

がありますが、その率で計算すると、今、５

万5,000立方メートル取ったということでありま

すから、１万1,000台の計算になります。相当な

量だと思います。土砂の採取量の実績について

どのように確認されているのかということを伺

いたいと思います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 採取した土

砂の運搬には、内側が大きな箱状になった船を

用いますが、採取前に、国及び県の立ち会いの

もと、船に積載される土砂の量を算出できるよ

う、その箱の形状を確認しております。事業者

は、船への積載状況を毎回写真におさめ、日々

の採取量を日報に記録し、月報を作成しており

ます。採取が完了した際には、事業者から完了

届とともに提出される月報及び採取範囲や深さ

のわかる測量図面により、採取量を確認してい

るところであります。

○太田清海議員 砂の採取は、船で運搬してお

る。確かにそうだったんだろうなと。私、ト

ラックばかりと思っていたものですから。その

船の写真等も撮って確認しておるということで

すから、間違いないと思いますが。よく言って

おりますが、「一浜いじれば七浜たたる」とい

う言葉がありますけど、私、それが如実にあの

方財海岸、長浜海岸にあらわれていると思うん

です。ドローンを飛ばしたり、汀線測量も行っ

ておるということですから、そういうデータを

蓄積して、早目早目に何らかの対策を、予算を

使わんでいいような対策をぜひとっていただき

たいと思っております。

最後の質問になります。教育長にもう一回お

願いいたします。県立高等学校普通科の通学区

域が撤廃されて10年が経過しますが、その評価

についてお伺いしたいと思います。

○教育長（四本 孝君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から通学区域を撤廃

いたしました。この大きな狙いは、それまでも

県立高校の専門学科は全県一区であったわけで

すが、それに加えて、普通科でも全県一区とし

て、中学生が行きたい学校を主体的に選択でき

るようにするということでありました。このこ

とにより、中学生の進路意識や学習意欲が向上

し、生徒は、各高校の特色を十分理解した上

で、個性や能力、適性に応じた学校を適切に選

択しているものと考えております。また、それ
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ぞれの高校におきましても、教育内容の工夫・

改善、部活動の活性化など、特色ある学校づく

りを進める取り組みや、学校をＰＲする取り組

みを積極的に行っております。県教育委員会と

いたしましては、各高校がさらに魅力ある学校

づくりを進められるよう、今後とも指導・支援

に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 もう時間もありませんので、

先ほど言いました男女混合名簿についてであり

ますが、実は、私の娘のことについて議場でや

るからねと言ったら、私の娘に、学校の先生が

お風呂に入れてくれたことについて感謝してい

るということだけは伝えてくれと言われた経緯

もあるんです。だから、学校教育ってすばらし

いんだよねと。いじめる子も、もしかしたらそ

んなことで、もっとなくなるかもしれない。そ

う考えると、ぜひ学校の中で―もちろん家庭

のほうもそういったことが気安く話せるように

なっておかないかんと思いますけれども、学校

という生活の場が長いわけですから、ぜひ、こ

の男女混合名簿については取り組みを強めてい

ただきたいという要望を伝えて、終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。

（拍手）

○ 原正三議長 次は、日髙陽一議員。

○日髙陽一議員〔登壇〕（拍手）皆さん、こん

にちは。きょうは上着を着ておりますが、しっ

かり頭はクールビズ。宮崎県のひなた、日髙陽

一です。

きょうは、梅雨の中でありますが、スポーツ

ランドみやざきらしい、すばらしい天気であり

ます。スポーツランドみやざきには、多くの

キャンプがこの宮崎を訪れます。特に野球は、

宮崎県にとって切っても切り離せないスポーツ

となっています。また偶然にも、きょうは６月

１９日、ベースボール記念日でもあります。先

日、井上紀代子議員がお話をされていました

が、青木宣親選手の2,000本安打達成というのは

本当に感動をいたしました。昨年末、青木選手

とお話をする機会があったんですけれども、青

木選手が、「博之兄ちゃんにいろいろ教えても

らった」という話をされていました。2,000本安

打達成の陰には、ここにいる元ジャイアンツの

博之兄ちゃんの功績もあるのではないかと思っ

ております。博之兄ちゃん、おめでとうござい

ます。

さらに、野球と聞いて記憶に新しいのは、こ

とし開催されましたＷＢＣであります。ライバ

ル国が予選敗退する中、小久保ジャパンは決勝

ラウンドまで進み、惜しくも準決勝でアメリカ

に１対２で負けてしまいました。しかし、久し

ぶりに私たちを熱くさせてくれました。

ことし２月に行われましたＷＢＣのキャンプ

では、多くのファンが日本代表の選手を一目見

ようと、４日間で５万人を超えるファンの方が

訪れていただきました。このキャンプの受け入

れについては、過去のキャンプで大渋滞になっ

たこともあり、昨年11月議会の一般質問におい

て、しっかりとした対応をお願いしたところで

ありますが、今回の対応は本当にスムーズで、

すばらしいものだったと、いろいろな方からの

お話を伺いました。受け入れに当たって、御苦

労も多かったと思いますが、対応いただいた関

係者の皆様に、心から感謝を申し上げます。

さて、スポーツキャンプと聞いて、やはり私

がまず思い出すのは、読売巨人軍であります。

きのう誕生日を迎えられました西村議員、重松

議員。その中でも野球好きの重松議員がこの世

に生を受けられました１年前、満行議員が、そ

して田口議員が生まれました1959年、読売巨人
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軍のキャンプが初めて行われました。選手が宮

崎駅に初来県した際には、多くのファンが出迎

えたそうです。それから59年、先週、13連敗し

てしまいましたが、巨人軍は本当にたくさんの

功績を残してくれました。経済効果で言うと500

億円以上とも言われております。日本中がうら

やましがる、スポーツランドみやざきをつくっ

た根本であり、土台となったと言っても過言で

はありません。

そんな巨人軍のキャンプですが、来年２月

で60周年を迎えるということであります。これ

からも巨人軍にキャンプを継続していただくこ

とは大変重要であり、迎え入れる我が県として

も十分な対応が必要であると思いますが、巨人

軍春季キャンプが60周年を迎えるに当たり、ど

のような対応を考えておられるのか、知事にお

伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

来年２月で60周年を迎える巨人軍の春季キャ

ンプは、長年にわたりまして、本県の知名度

アップと誘客を通じた経済の活性化に大きく貢

献していただいております。これは、巨人とい

う一球団が60年キャンプをしていただいている

ということにとどまらず、シーズンが始まる前

にこの宮崎でキャンプを行うという、それが一

つのスタートなわけであります。プロ野球やＪ

リーグの春季キャンプの一つの先駆けとなった

ものでありまして、スポーツランドみやざきの

礎となったものというふうに考えております。

キャンプ60周年を迎えるに当たりましては、長

年の貢献に対する感謝の気持ちをあらわすた

め、県民全体でお祝いする機運を醸成してまい

りたいと考えております。また、先般、球団社

長からも、キャンプ60周年を盛り上げるため

に、球団としても地元と一緒になっていろいろ

と考えたいという前向きなお話をいただいたと

ころであります。このため、現在、キャンプ期

間中の記念イベント等の内容につきまして、球

団側とも協議しながら、地元宮崎市や関係団体

とともに検討しているところであります。スポ

ーツランドみやざきにとりまして、巨人軍に対

する感謝の気持ちをあらわす、さらに、キャン

プ地としての魅力を発信する絶好の機会である

というふうに考えておりますので、しっかりと

盛り上げてまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○日髙陽一議員 ぜひ盛り上げていただきたい

と思います｡先ほどから申し上げていますよう

に、巨人軍には長きにわたりキャンプに来てい

ただいているわけですが、2011年からは、春季

キャンプも宮崎だけではなく、約２週間ずつの

２段階制にして沖縄でも行うようになっており

ます。キャンプの後半は紅白戦などが始まり、

ファンとしてはまた楽しみがふえる期間であり

ますが、この宮崎にいないのは残念に思います

し、さらに、このまま何もしなくては沖縄での

期間がさらに長くなってしまうのではないかと

も危惧をしております。そこで、巨人軍春季１

軍キャンプの期間が延びるよう、働きかけを

行っていくべきではないかと考えますが、商工

観光労働部長にお考えをお伺いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 人気球団

であります巨人軍のキャンプにつきましては、

期間中の選手、スタッフ、観客の宿泊等による

直接的な経済効果だけではなくて、報道による

ＰＲ効果など、県内経済への波及効果は極めて

大きいものがございます。また、巨人軍は、先
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ほど知事も申し上げましたとおり、スポーツラ

ンドみやざきの礎となるなど、本県にとって非

常に大切な球団であります。このため、県とい

たしましては、宮崎市や受け入れ協力会などと

連携いたしまして、充実した練習環境の提供に

努めながら、キャンプの継続実施はもちろんの

こと、期間の延長についても、引き続き、機会

あるごとに球団側に働きかけてまいりたいと考

えております。

○日髙陽一議員 今、沖縄県も、ジャイアンツ

のキャンプを全日程沖縄で行ってもらおうと、

必死に誘致活動を行っています。宮崎でのキャ

ンプ期間が延びるということは、それだけ経済

効果も上がりますし、宮崎のＰＲをする絶好の

機会でもあります。攻撃は最大の防御とも申し

ますので、しっかりと対応をよろしくお願いい

たします。

次に、大型客船の受け入れについて伺いま

す。近年、海外からのクルーズ船の寄港がふえ

てきています。世界的なクルーズ船の大型化の

流れに対応するため、平成27年度までに油津港

を改修し、16万トン級の寄港が可能となったの

も大きく影響していると思います。平成28年に

は、13万トンから16万トン級の大型船の寄港だ

けを見ましても10回ほどに上り、大幅に増加し

たとのことであります。これらの大型船にはお

おむね3,000人以上の旅行客が乗っており、それ

らの方が県内で買い物等をすれば、大きな経済

効果となります。実際、私も外国人旅行者を乗

せた観光バスを何度も見かけておりますが、旅

行者がふえているのを実感しております。しか

しながら、クルーズ船の旅行者は、寄港して数

時間で船に戻る行程となっているため、一部の

商業施設に時間を費やし、宮崎の経済効果は少

ないとも聞いております。私としては、少しで

も県内の観光地を回っていただきたいと思って

いますが、クルーズ船で来県した外国人観光客

はどのような観光地を訪れているのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 平成28年

の国外からのクルーズ船の寄港につきまして

は、油津港が17回、細島港が４回の合わせて21

回となっておりまして、前年の６回から大幅に

増加しております。寄港後は、バスやタクシー

を利用して、限られた時間ではありますが、県

内のさまざまな観光地等に足を運んでいただい

ております。その主な観光地といたしまして

は、油津港からは、鵜戸神宮や飫肥城下町、青

島神社が多く、細島港からは、高千穂峡や日向

市の馬ヶ背などを観光していただいておりま

す。また、ショッピングにつきましては、大型

商業施設や地元商店街が中心ではございますけ

れども、クルーズ船社等への働きかけや関係者

の努力などによりまして、最近、宮崎市中心市

街地にも訪れるようになるなど、広がりも出て

きているのではないかと考えております。

○日髙陽一議員 思っていたよりも県内各地の

観光地に行っていることがわかりました。観光

地に行ってもらうことは大変うれしいことです

が､そうなれば、行った先での対応について、言

葉や案内板表示など、さまざまな対応が必要と

なってくると思います。訪れた観光地等におい

ては、外国人観光客への対応はどのように行っ

ているのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 主な観光

地におきましては、外国人観光客が快適に観光

を楽しんでもらえるよう、県と地元自治体等が

連携いたしまして、Ｗｉ－Ｆｉスポットの設置

や多言語の観光パンフレットの配布、さらには
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通訳ボランティアの配置などを行っておりま

す。また、日南市におきましては、商業施設の

スタッフやタクシードライバーに、簡単な日常

会話を掲載いたしました「指さしチラシ」を配

布いたしまして、外国人観光客とコミュニケー

ションが図られるような取り組みも行われてお

ります。クルーズ船につきましては、経済効果

に加え、今後のリピーター確保にもつながるこ

とが期待されておりますことから、引き続き、

地元自治体等と連携して、受け入れ環境の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 一部で旅行客のマナーの問題

などを耳にしておりますが、今の答弁にありま

した経済効果につなげるためには、観光地をめ

ぐって、そこでお金を使っていただくことが大

事です。インバウンド対策として、しっかりと

した受け入れ体制に取り組んでいただきますよ

うお願いを申し上げます。

次に、サイクルツーリズムについて伺いま

す。今、自転車ブームになってきています。知

事も大会に参加されている宮崎シーガイアトラ

イアスロン大会につきましては、海とロード、

宿泊施設や空港・港が近いなど、絶好の会場と

言われています。また、本州と四国をつなぐ

「しまなみ海道」では、台湾の世界最大の自転

車メーカーが仕掛けて、台湾から多くの観光客

が訪れています。Ｍｔ．富士ヒルクライムとい

う競技には、約１万人が世界各国から参加され

るなど、盛り上がりを見せております。海外の

メーカーに押されている日本の大手メーカー

も、国内大会を充実させたいという考えがある

というお話を聞いています。その中で、本県の

日南海岸などは高く評価を受けています。この

ような本県のポテンシャルを生かさないのは

もったいないと思います。そのような中、今年

度の新規事業である｢みやざきサイクルツーリズ

ム推進事業」において、県はどのような取り組

みを行っていくのか、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 「みやざ

きサイクルツーリズム推進事業」につきまして

は、まずは、本県に適したサイクルツーリズム

の形態やターゲットとする客層の明確化、重点

的に取り組む地域の選定等についてマーケティ

ング調査を行いますとともに、調査結果を踏ま

えた試走ツアーを実施して、諸課題の洗い出し

を行うこととしております。また、県サイクリ

ング協会と連携いたしまして、本県の観光知識

の習得や、安全対策に関する研修等を実施いた

しまして、質の高いガイドの育成に取り組みま

すとともに、さまざまな関係機関と協議しなが

ら、受け入れ体制の整備も行うことといたして

おります。今後、こうした取り組みによりまし

て、サイクルツーリズムの旅行商品化を進め、

本県の新たな観光誘客の柱に育ててまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 宮崎でも、景観を十分に楽し

みながら、また、競技としてのサイクルスポー

ツの振興が十分に可能だと思っておりますの

で、この事業にしっかり取り組んでいただきた

いと思っております。

また、サイクルスポーツが盛んになれば、自

転車の通行もふえます。道路交通法では、自転

車は原則、車道を通行しなければなりません。

しかし、幅の狭い道路においては、車との距離

が近く、自転車も車も危ない思いをすることが

少なくありません。また、歩行者と自転車の事

故も数多く発生しております。このようなこと

から、適切な自転車通行空間の確保が大切であ

ると考えています。サイクルスポーツの振興に



- 191 -

ついては、道路整備という点もあわせて検討し

ていただきたいと思います。

次に、国際航空路線関係についてお伺いいた

します。現在、宮崎発着の国際定期航空路線

は、韓国、香港、台湾の３つとなっておりま

す。これらの路線は、知事を初めとする路線維

持の働きかけや、利用促進の施策など、さまざ

まな取り組みが行われておりますが、減便で

あったり、路線廃止であったりの話が常につい

て回るなど、なかなか安定した状況になってい

ないのかなと感じております。そこで、まずは

本県の国際航空路線の現状について、総合政策

部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 直近の平成28

年度の国際航空路線の状況でございますが、ま

ず、ソウル線につきましては、熊本地震の影響

により、一時的に利用者数が減少したものの、

冬期における外国人のゴルフ需要の高まりによ

りまして、12月から３月にかけて週３便から週

４便に増便され、平成13年度の就航以来、最も

多い利用者数となりました。一方、台北線につ

きましては、同じく地震の影響によります外国

人利用者の減少に伴い、昨年10月に週３便から

週２便に減便となり、前年度と比較いたしまし

て、利用者数が大きく減少したところでござい

ます。また、香港線につきましても同様に、一

時的な利用者数の減少はありましたが、その

後、回復いたしまして、最終的には、ほぼ前年

度並みとなったところでございます。この結

果、各路線の利用者数は、対前年度比で、ソウ

ル線が101.2％、台北線が78.8％、香港線が99.6

％となったところでございます。

○日髙陽一議員 搭乗率の現状についてはわか

りました。ソウル線は、12月から３月にかけて

の増便もあり、前年度以上の実績。また、香港

線はほぼ前年並みということで、少し安心しま

したが、やはり熊本地震の影響もあり、台北線

で落ち込みが大きいようであります。搭乗率の

低下は、路線廃止につながる非常に大きな間題

であります。さらに、最近の北朝鮮の状況等に

より、国際線の利用に再び悪影響が出ているの

ではないかと思っております。搭乗率を上げて

いくためには、利用促進が重要であり、迎え入

れるインバウンド対策はもとより、海外に行く

方々のための支援、アウトバウンド対策も重要

であると思っております。人口に対して出国し

た人の割合を示す出国率という数値があります

が、日本旅行業協会のデータによりますと、本

県の2014年の出国率は4.4％と、全国平均の13.3

％を大きく下回っております。九州で一番高い

のが福岡県の10.8％ですので、同等は難しいと

しても、それに近づける努力は必要であると思

います。そこで、アウトバウンドをふやすため

に今後どのような取り組みを行っていくのか、

総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） お話にありま

したとおり、国際航空路線の維持・充実を図る

ためには、海外からのインバウンドを取り込む

だけではなく、県民の利用を促進することによ

りまして、アウトバウンドをふやすことも大変

重要であると考えております。このため、県に

おきましては、県民の海外渡航をさらに促すた

め、昨年度から新たに、グループ旅行補助の対
※

象につきまして、最小の人数を５人から４人に

緩和したほか、パスポートの取得支援について

は、片道のみ利用される方についても支援対象

に追加したところでございます。さらに、就航

先の国・地域への修学旅行やビジネス利用な

ど、県民の交流活動を促す対策にも取り組んで

いるところでございます。今後とも、航空会社

※ 194ページに訂正発言あり

平成29年６月19日(月)
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と連携したＰＲ活動などにも取り組み、アウト

バウンドについても、その増加に向け、しっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 ありがとうございました。ビ

ジネス利用はもとより、修学旅行による海外渡

航は、人材育成の観点からも大変重要であると

思いますので、少しでも利用促進が図られるよ

う、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。

次に、教育行政について質問いたします。

先ほど、人材育成の観点からも修学旅行等の

海外渡航支援をお願いしたところです。先日、

西村議員の質問でも、県立高校の海外への修学

旅行について取り上げられておりました。教育

長からは、生徒のグローバル意識の向上や生き

た国際交流の機会となるよう支援していく旨の

答弁がされました。これからまさにグローバル

人材の育成が重要であると思います。人材育成

の観点で言えば、海外に出ていくことも大事で

すが、海外から留学生を受け入れ、ともに学校

生活を送ることで、外国語習得や異文化交流な

どの面において、大きな効果が期待できると思

います。そこで、県立高校における海外からの

留学生の受け入れ状況について、教育長にお伺

いをいたします。

○教育長（四本 孝君） 昨年度、海外から本

県の県立高校に２カ月以上留学した生徒は11名

でございまして、アメリカ、ドイツ、台湾な

ど、９つの国と地域から受け入れております。

海外からの留学生を高校で受け入れるというこ

とは、多くの高校生が、地元にいながらにして

世界への関心を高めることや、多様な価値観に

触れるということで、視野を広げる機会ともな

ります。また、本県での生活や学習体験を通し

て、留学生に本県の文化、自然、社会等に対す

る理解を深めてもらうことは、大きな意義があ

ると思われます。県教育委員会といたしまして

は、生徒のグローバル意識がさらに高まるよ

う、各学校での取り組みを支援してまいりたい

と考えております。

○日髙陽一議員 私も、人口約５万人というア

メリカの田舎に住んでいましたが、その田舎暮

らしが本当に充実したもので、すばらしいもの

でありました。今でも戻りたい気持ちはたくさ

んあります。宮崎に住んでいる外国人の仲間に

も、留学で日本を訪れ、一度国に帰りました

が、日本が忘れられず戻ってきて、この日本で

家庭を持った友達はたくさんいます。現在、ほ

んのわずかの留学生の受け入れを、逆に高校内

に小さな外国の生徒さんのコミュニティーがで

きるぐらい受け入れたら、子供たちへの影響は

大きく変わると思います。グローバル人材育成

のためにも、また人口減少防止のためにも、留

学生受け入れについて積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、医療・福祉関係で、指定難病医療費助

成についてお伺いいたします。

このことにつきましては、昨年２月の議会で

も質問したところですが、いまだに助成申請し

てから時間がかかると聞きます。そこで、指定

難病医療費助成の申請に係る認定に至るまでの

県の事務手続及びそれに要する期間について、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 指定難病医療

費助成の受給を希望される方からの申請は、県

内の全ての保健所で受け付けております。申請

受付後は、毎月１回開催される指定難病審査会

におきまして、指定難病に関して学識経験を有

する医師により審査を行い、その結果を踏ま

え、指定難病受給者証の交付を決定いたしま
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す。交付の決定後は、申請者が加入している医

療保険の保険者へ高額療養費の所得区分の照会

を行い、その結果をもとに、申請者へ指定難病

受給者証を交付いたします。この申請受付から

交付までの一連の事務手続に要する期間は、お

おむね３カ月程度となっております。

○日髙陽一議員 事務手続の内容については、

わかりました。受給者証の交付に当たっては、

医師による審査や所得区分の照会などもあると

のことで、県だけでの取り組みではどうしよう

もない部分があろうかと思いますが、多くの患

者の方が支援を必要としている中で、少しでも

手続事務がスピード感を持って進められないも

のか、対応できる部分はないものか、検討して

いただきたいと思います。県の事務手続迅速化

に向けた今後の取り組みについて、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 指定難病医療

費助成の申請に対する県の事務手続につきまし

ては、国の定める法令等に基づき、行っており

ますが、この事務手続の中には、申請者が加入

している医療保険の保険者への高額療養費の所

得区分の照会など、迅速化が困難なものが含ま

れております。このため、ことし２月には、現

場の実態に即した迅速な事務手続が可能となる

よう、国に要望したところであります。今後と

も、他県の状況を踏まえつつ、迅速かつ適切な

事務手続の遂行に努めるとともに、国への要望

が必要な事項につきましては、引き続き、全国

衛生部長会など、あらゆる機会を捉えて国に要

望してまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 国に要望していただいている

ということです。手続が少しでも早くなること

を期待しますが、法令に基づく手続ということ

ですので、事務手続の改善には時間がかかるこ

とと思います。今後も機会あるごとに国に要望

していただきますようお願いいたします。

以前もお話ししましたが、私の友人も難病と

闘っている一人です。ＡＬＳという進行性の病

気で、一日一日症状は悪化していきます。進行

が進んでいる彼は、もう手足を動かすことが困

難な上、言葉さえ発することができなくなって

しまいました。意思の疎通は、オリヒメアイと

呼ばれる特別送付器具を利用しないとできませ

ん。この器具も使用が認められるまで時間がか

かると聞いています。そのようなことも含め

て、少しでも各種手続が迅速化されますよう

に、引き続き対応の検討をお願いいたします。

続きまして、女性の活躍についてお伺いをい

たします。

初めての議会となる平成27年９月議会におい

ても、女性が働きやすい職場環境や農業女子の

取り組みについて質問をしたところであります

が、世界的に見ても取り組みがまだおくれてお

り、人口減少社会を迎える中、女性活躍の推進

は大きな課題だと思っております。

そのような中で、４月の知事の定例記者会見

にて、「ひむかＷＯＭＡＮ」サイトの開設につ

いて発表されました。私も拝見いたしました

が、多くの業種で活躍される女性が紹介されて

いました。中には県職員の方も含まれているよ

うです。このような取り組みは、これから就業

を希望する女性はもとより、既に働いている方

々にとっても、情報収集や経験談を参考にでき

るものであり、大変よいことであると思ってお

ります。まだ開設されたばかりでありますの

で、周知を図る意味でも質問したいと思います

が、｢ひむかＷＯＭＡＮ」サイトの特徴につい

て、総合政策部長にお伺いをいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 申しわけござ
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いません。答弁する前に訂正をお願いしたいと

思います。県民の海外渡航の補助改善につきま

して、私、先ほど「昨年度から」と申し上げま

したが、「今年度から」の改善でございます。

おわびして訂正申し上げます。

御質問のことし３月に開設した「ひむかＷＯ

ＭＡＮ」サイトについてでございますが、その

特徴は、さまざまな分野で活躍しています県内

の女性を幅広く紹介するとともに、直接面談も

できるという点ではないかと考えております。

具体的には、企業で活躍中の女性社員の方や、

会社を経営されている方、農林漁業や女性が少

ない分野に挑戦している方など、118名の女性の

働き方や生き方について紹介しております。そ

のうち73名の方は、女性やグループ等がサイト

を通じて面談の申し込みをすることによって、

直接会って経験談やアドバイスを聞くことがで

きることとしておりまして、これは、九州で初

めての取り組みでございます。県といたしまし

ては、このサイトの活用により、女性のキャリ

アアップや仕事の進め方、ワーク・ライフ・バ

ランスなどの悩みや課題を解決するきっかけづ

くりにしていただきたいと考えております。今

後とも、あらゆる分野における女性の活躍を積

極的に推進するために、広く周知に取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。

○日髙陽一議員 私の知り合いにも、県内で活

躍する輝いている女性がいるんですけれども、

調べてみると、まだこのサイトに登録されてい

ないようでございます。このサイトもまだ充実

の余地があると思いますので、登録のほうもぜ

ひ取り組んでいただきたいと思います。

続きまして、警察行政について質問をいたし

ます。

万引きについてですが、全国では、たくさん

の万引きが発生しており、直近の平成28年で

は26億5,000万円もの被害額となっています。過

去５年間をさかのぼっても、ほぼ同様の被害額

となっています。万引き犯罪が高どまりしてい

る主な原因といたしましては、高齢者による万

引きがふえ続けていることや、青少年の万引き

が、いじめ問題も絡んでふえていることなどが

あるとのことです。万引き犯罪の増加は、小売

業の経営を圧迫するばかりでなく、青少年の健

全育成を阻害する社会問題でもあります。特

に、万引き犯罪は、子供、高齢者、従業員や関

係者等、広範囲にわたっていることを考えます

と、規範意識を取り戻す意味でも、社会全体と

して対策に取り組むべき緊急課題と思います。

そこで、まずは、県内における過去３年間の万

引きの発生件数と被害額について、警察本部長

にお伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 本県で平成26年

から平成28年の過去３年間に発生した万引き

は、平成26年が854件で、被害総額約490万円、

平成27年が744件で、被害総額約720万円、平

成28年が792件で、被害総額約480万円であり、

３年間では増減を繰り返しておりますが、過

去10年間の推移を見ますと、減少傾向にありま

す。

○日髙陽一議員 本県の場合は、年によって差

は大きいですが、おおむね500万円弱の被害が確

認されており、ここ10年で見ますと減少傾向と

いうことでありました。ここで気になるのが、

万引きをした人の年齢構成であります。全国的

には、高齢者による万引きがふえている実態も

あるようですが、昨年検挙した万引き犯の年齢

的な特徴について、警察本部長にお伺いをいた

します。

○警察本部長（野口 泰君） 昨年中における
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万引きの検挙人員は550人でありますが、そのう

ち、65歳以上の高齢者が５割弱の252人、20歳未

満の少年が１割強の70人であり、近年、検挙人

員の中で、少年の割合が減少し、高齢者の割合

が増加する傾向にあります。

○日髙陽一議員 高齢者が多いであろうなとは

思っていたんですけれども、検挙されたうちの

半分ということで、ちょっと驚いております。

この現状に対しては、さまざまな分析が必要で

あると思います。少なくとも高齢者向け、そし

てまた少年向けなど、対象者の年代に応じた対

応が必要かと思いますが、万引き防止のために

どのような対策を行っているのか、警察本部長

にお伺いをいたします。

○警察本部長（野口 泰君） 警察では、万引

きの現状を分析し、店舗における対策、高齢者

や少年の対策を中心に推進しております。店舗

対策としましては、管理者及び職員に対する万

引き防止に向けた意識づけ、陳列棚の改善な

ど、万引き被害に遭いにくい店舗環境づくりへ

の指導・助言、客に対する声かけ励行の依頼な

どを行っております。高齢者対策としまして

は、交番等の警察官が各世帯を訪問しての巡回

連絡時に、高齢者に対して万引きの実態を知ら

せ、また、少年対策としては、学校で開催する

非行防止教室で、児童生徒に対して、万引きは

犯罪であることの指導などにより、高齢者や少

年の規範意識の醸成を図っているところであり

ます。

○日髙陽一議員 言うまでもなく万引きは犯罪

であります。このことを強く意識させることが

大事だと思います。今伺った対策により、減少

傾向になっているとは思いますが、さらに減少

させられるよう、引き続きしっかりと対策を

行っていただきたいと思います。

次に、農林業の課題についてお伺いをいたし

ます。

まず、新規就農者や後継者について伺いま

す。本県は、農業産出額が全国第５位であり、

言うまでもなく農業は重要な基幹産業の一つで

あります。都市集中型の今、地域の活性化がな

ければ日本は滅びるとも言われている中、日本

の食料基地としての本県の役割はますます重要

になってくると思われます。農業振興に当たっ

ては、担い手育成・確保は喫緊の課題であり、

新規での就農や後継者への支援が重要だと思わ

れますが、過去３年間の新規就農者数と、その

うち後継者数、あわせて後継者就農支援策につ

いて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県の新規就

農者数は、平成26年が260名、27年が341名、28

年が396名と増加しております。そのうち、自営

就農の後継者は、78名、74名、139名と、28年は

大幅に増加しておりまして、本県農業の将来の

担い手としまして大いに期待しているところで

す。そのため県では、こういった後継者の就農

に対しまして、まず１点目として、農業改良普

及センターでのＳＡＰ活動等を通じたプロジェ

クト学修や技術修得、２点目としまして、親族

から独立して営農する場合の、就農計画や無利

子の青年等就農資金の借入計画の作成、３点目

としまして、施設や機械等の整備に必要な補助

事業の活用等について支援しているところでご

ざいます。今後とも、後継者の確保に向けて、

関係機関と連携しながら取り組んでまいりま

す。

○日髙陽一議員 新規就農者が確実にふえてき

ているということで、若い力で本県の農業を盛

り上げていっていただきたいと期待しておりま

すので、引き続き支援のほうよろしくお願いい
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たします。

次に、クロピラリド対策についてお伺いをい

たします。国内で登録申請が出されていないに

もかかわらず、飼料として日本に入り、スイー

トピーやミニトマト等の植物に生育障害が確認

されているクロピラリドですが、先般の２月議

会でも横田議員、来住議員が質問されていま

す。その際、答弁で、畜産農家に関しては、残

留可能性の有無について園芸農家に伝える仕組

みづくり、また、園芸農家に関しては、感受性

の強い植物を使った生物検定による事前チェッ

クを行うことをマニュアルとして早急に整備し

て周知していくということでありました。クロ

ピラリドの残留による生育障害について、生物

検定マニュアルを策定されていますが、このマ

ニュアルの内容及び対応状況について、農政水

産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では、本年

４月にクロピラリドに非常に弱いサヤエンドウ

を使いまして、堆肥中の残留状況を確認する手

順を解説した生物検定マニュアルを作成し、関

係機関に配布しますとともに、普及指導員や堆

肥センター職員等を対象とした研修会を開催し

たところであります。また、スイートピー等の

影響を受けやすい品目を生産している農家にお

かれましては、７月中旬には堆肥の利用が始ま

るため、引き続き、重点的な周知を図ることと

しております。さらに、クロピラリドに関する

情報が、飼料流通業者から畜産農家、そして園

芸農家まで確実に伝達されるよう、周知徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 私も幾つかの農家を回ったと

ころ、ここ数年、原因不明で植物が枯れたこと

があったとも聞いております。農家によって

は、独自でクロピラリドの残留検査を行い、実

際、クロピラリドの残留があった農家もありま

した。県内には、綾町のように有機栽培を中心

に経営されている農家もたくさんあります。そ

のようなところに影響が広がらないよう、早急

に周知をお願いいたします。

次に、全国和牛能力共進会について伺いま

す。いよいよ９月に迫ってまいりました全国和

牛能力共進会。前回の議会の質問で､当時、農政

水産部長であった郡司副知事から、「３連覇に

向けた出品対策は、県推進協議会を中心に、生

産者、関係機関が一体となって万全の準備を進

めている」との力強い御答弁、そしてまた、先

日、黒木議員の質問に対しても意気込みを御答

弁いただきました。残り３カ月を切った今、具

体的にどのような準備が進んでいるのか気にな

りますが、全国和牛能力共進会に向けて、現在

の準備状況について農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（大坪篤史君） 全国和牛能力

共進会宮城大会に向けまして、５月に県内７地

域で予選会を開催し、種牛部門の出品候補牛を

選定しますとともに、肉牛部門では、今月、最

終の巡回調査を実施し、候補牛の絞り込みを

行ったところでございます。７月には、本県代

表牛28頭を決定することにしておりますが、現

在、各地域では、県代表の座をかち取るべく、

関係者がまさに一つのチームとなって、出品牛

の手入れや集合検査等、飼養管理のさらなる徹

底を図っております。私も地域予選会に参加し

ましたけれども、｢宮崎を制する者は全国を制す

る｣との言葉に代表されますように、生産者や関

係機関の意気込みと熱意を実感したところであ

ります。また、先月ですが、宮城県の全共会場

も調査しまして、状況確認をしますとともに、

３連覇への決意を新たにしたところでありま
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す。県としましては、今後とも「チーム宮崎」

一丸となって、考えられる最高の準備を進めて

まいりたいと考えております。

○日髙陽一議員 来月になると代表になる28頭

が決まるということで、本当にいよいよだなと

思っております。ただいまの部長の答弁から

も、考えられるあらゆる準備を徹底して行って

いくということが伝わりました。「宮崎を制す

る者は全国を制す」、まさにプライドと熱意が

こもった言葉だと思います。準備も大変な御苦

労があると思いますが、どうか最後の最後まで

気を抜かずに、しっかりと準備をお願いいたし

ます。

準備につきましては、しっかり進めていただ

いているとのことですが、共進会が終わった後

の対応も大事であると思います。これまで以上

の消費拡大に向けた取り組みが必要となってき

ますし、2020年には東京オリンピック・パラリ

ンピックが控えております。ここに食材として

提供できれば、宮崎牛のＰＲ効果ははかり知れ

ず、取引拡大に当たって大きく影響するものと

思います。ぜひ、食材提供に向かって取り組ん

でいただきたいと思いますが、そのためにはＧ

ＡＰ認証は避けて通れないものがあると考えま

す。そこで、今後の取引拡大に向けた畜産物の

ＪＧＡＰ等への取り組み状況について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 2020年の東京

オリンピック・パラリンピックへの食材提供を

契機としましたＪＧＡＰ等の取り組みは、今後

の畜産物の取引拡大にも貢献するものと考えて

おります。このため、県としましては、まず

は、食材提供に向けて、ＪＧＡＰ認証取得を推

進するための畜産関係団体等で構成する専門部

会を設置いたしました。この部会では、現在、

国内で唯一､畜産分野でのグローバルＧＡＰ認証

を取得されています宮崎大学の住吉フィールド

の協力を得ながら、ＪＧＡＰ認証への取り組み

を支援する指導員の養成ですとか、認証取得に

意欲のある農家への取得に向けた支援について

取り組んでまいることとしております。

○日髙陽一議員 先日、野﨑議員の質問にて農

産物のＧＡＰの取り組みの質問がされておりま

した。話は少しそれますが、先日、青島で「Ｄ

ＩＮＩＮＧ ＯＵＴ」という、東京の会社が主

催するイベントがありました。これは、２夜限

りのプレミアムな野外のレストランとして、地

元の食材を使っておもてなしが行われたもので

す。私の友人が、食材を提供した関係でこのイ

ベントに参加したのですが、内容のすばらしさ

に鳥肌が立つほど感動したと話してくれまし

た。宮崎には、人を感動させる本物の食材とす

ばらしいロケーションがあります。自信を持っ

て消費拡大を進めるためにも、農畜産物のＧＡ

Ｐ認証を早急に進めていっていただきたいと思

います。

続いて、肉用牛繁殖基盤の強化について伺い

ます。29万7,808頭の家畜が殺処分されたあの口

蹄疫から、７年がたちました。この間、行政を

含む関係者の支えの中、どうにか復活の道を歩

んできました。経営再開に当たり、導入した母

牛が交代の時期を迎えております。一斉の交代

となれば、経費もかかり、やめてしまう畜産農

家がふえるのではないかと懸念をしておりま

す。宮崎の畜産を支えるためにも、母牛の増頭

による繁殖基盤の強化が不可欠であり、そのた

めの支援が必要であると考えますが、肉用牛繁

殖基盤の強化についてどのような取り組みを

行っているのか、農政水産部長にお伺いをいた

します。
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○農政水産部長（大坪篤史君） 肉用牛繁殖基

盤の強化は、重要かつ喫緊の課題でありますこ

とから、県では、各地域における増頭等の目標

を定めました「人・牛プラン」に基づきまし

て、施設整備や繁殖雌牛の導入等を推進してき

たところであります。具体的には、まず１点目

ですが、畜産クラスター事業等を活用した担い

手の施設整備や、ＪＡが主体となった繁殖セン

ター等の地域拠点施設の整備、２点目としまし

て、繁殖雌牛対策として、国の肉用牛経営安定

対策補完事業の活用による増頭支援、そして３

点目としまして、県単事業の種畜再生対策基金

事業による優秀な雌子牛の保留対策に取り組ん

でいるところであります。このような事業を実

施しました結果、本県の繁殖雌牛頭数は、平

成28年２月現在で７万8,800頭と、前年に比べ

て3,000頭増加したところであります。今後と

も、市町村やＪＡ等と連携しながら、繁殖雌牛

８万頭の目標に向けまして取り組んでまいりた

いと考えております。

○日髙陽一議員 前年から3,000頭増加したとい

うことで、少しほっといたしました。関係者の

努力に感謝いたします。目標達成に向かって引

き続き取り組んでいただきますよう、お願い申

し上げます。

以上で、今回の私の質問を終わらせていただ

きますが、先週、黒木議員、また、先ほど太田

議員の質問にもありました森林の盗伐問題につ

きましては、私も強い問題意識を持っておりま

す。単なる誤伐ということであればまだしも、

悪質な業者による盗伐が横行しては、26年連続

で杉素材生産日本一の本県林業にとっては、大

きなマイナスイメージとなってしまいます。ま

た、そのような場所は再造林もされずに放置さ

れ、資源の枯渇や災害の心配も出てきます。今

回は質問いたしませんでしたが、この問題は私

も大変重要な問題だと思っておりますので、

しっかりと対応をお願いしたいと思います。

以上で私の質問の全てを終了いたします。あ

りがとうございました。（拍手）

○ 原正三議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○横田照夫副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、島田俊光議員。

○島田俊光議員〔登壇〕（拍手） こんにち

は。自由民主党の島田でございます。通告に

従って順次質問させていただきますが、その前

に、歴代の知事に触れたいと思います。

田中長茂さんが、台風メッカの宮崎の作物の

被害を見て、特に水稲の被害を見て、早期水稲

を奨励されたそうです。その収穫後にまた二期

作を植えさせて、収穫量を上げるという政策を

とられたそうでございます。その次に黒木知事

が誕生されたわけでございますが、黒木知事

は、農業の神様として、本当にこの宮崎県の農

業の第一人者だと思っております。その中で、

担い手育成にも、林業であれば林業研究グルー

プを設立され、そして農業の後継者については

ＳＡＰグループ、青年団と、本当に担い手育成

に努力されて、本県の今の農業があるんじゃな

いかと考えております。また、その次に、林野

庁長官を経験された松形知事が、宮崎県の知事

に就任されたわけでございます。知事は、やは

り林業に精通されておりまして、我が林業県を

守っていただくその政策として、健全な森林を



- 199 -

平成29年６月19日(月)

育成することがこれからの課題だということを

強く申しておられました。その中では、健全な

森林をつくると、農業も林業も、そして漁業ま

でよくなり、我々の生活環境というのを守って

いくんだと。その公益性を理解して、特に森林

組合、林業団体等は積極的に森林を守っていか

なければならないんだと強く申されたことを、

思い出しております。また、高性能林業機械も

導入していただきまして、我が南那珂森林組合

があるのも、そのおかげだと思っております。

３名ともそれぞれにしっかりとした県政を踏ま

えて実績を残しておられます。

そこで、河野県政でございます。松形知事と

同様に、今掲げておられる、「くらしやすさ日

本一」「スポーツランドみやざき」など、さら

なる努力で、県民に安心というものを与えてい

ただきたい。そして、輝く宮崎県として形成し

ていただければと思っております。そのために

は、やはり議会との調整をもっと緊密にしてい

ただきたい。小まめな心遣いをすることによっ

て、提案した事項が全てうまく進むものと思っ

ております。県勢発展に努力されて、松形知事

二世と言われるように頑張ってもらいたいと

思っております。支える私たちが苦労しないよ

うに、篤とお願いしておきます。

それでは知事に、宮崎県の将来のビジョンに

ついてお伺いいたします。

１点目でございますが、人口減少は県民に深

刻な影響を及ぼしています。特に産業の担い手

不足は、今後の宮崎経済活性化を進め、維持し

ていくためには厳しさがあると思いますが、県

民に安心を持たせるために、10年後を見据えた

本県の経済活性化について、どのようなビジョ

ンを持っておられるのか伺いたいと思います。

２点目でございます。ただいま経済活性化の

ビジョンを伺いました。それについて、経済の

活性化を図り、真の地方の創生を実現するため

に、地域や企業を支える産業人材の育成・確保

も重要であると思います。各方面で人材の確保

が難しいと言われている中、将来の本県の経済

活性化を支える産業人材の育成・確保につい

て、どのように取り組まれるのかお伺いいたし

たいと思います。

３点目でございます。宮崎県では、恵まれた

気象条件を生かし、施設園芸や畜産を中心とし

た農業経営が展開されております。生産される

農畜産物は、安全・安心な宮崎ブランドとし

て、県外の都市部でも高い評価を受けておると

ころでございます。しかしながら、一方では、

本県農業を支えてきた農家の高齢化や担い手の

減少が急速に進んでおります。加えて、グロー

バル化の進展による国際競争の激化など、農業

を取り巻く状況は大きく変化をいたしておりま

す。各産業の中でも、特に農業分野の人材不足

が課題となってきております。このままでは、

本県農業を持続的に発展させていくことが難し

くなるのではないかと危惧をいたしておりま

す。知事は、農業・農村振興長期計画に基づい

て、本県の農業の成長産業化を目標に掲げてお

られます。人材不足が深刻化する中、将来にわ

たり本県が国内有数の農業県であり続けるため

にも、農業の振興にどのように取り組まれるの

か伺いたいと思います。

続いて、高速道路のことでございますが、鎌

原副知事に。県南地域にとって東九州道は、産

業や観光の振興など、さらなる発展を担う道路

でございます。昨年は、宮崎県側の日南東郷―

油津間3.2キロメートルと鹿児島県側の志布志―

夏井間の3.7キロメートルが新規事業化されまし

た。鎌原副知事は、就任直後から、東九州自動
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車道の未開通区間の開通など、インフラ整備に

取り組みたいと話されております。そこで、東

九州自動車道油津―串間―夏井間の事業化を目

指すために、副知事としてどのように今後取り

組まれていくのか、お伺いしたいと思います。

本日は、串間の道の会の女性部の方たちが、副

知事の誠意ある答弁を聞きたいと思って応援に

来ていただいておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

続いて、森林環境でございますが、宮崎の林

業の将来についてお伺いいたしたいと思いま

す。４月に発表された国の統計によりますと、

昨年の素材生産量は約200万立方メートルと、素

材生産日本一を26年間、我が県は持続している

わけでございます。一方では、伐採後の再造林

をきちんとしていかないと、将来、森林資源は

枯渇してしまうのではないかと心配をいたして

おります。また、大型製材工場等の稼働や木材

輸出の増加などにより、今後もますます森林の

伐採が進んでいく中、肝心な林業を支える担い

手の数は減ってきておるわけでございます。林

業事業体の育成や担い手の確保などをどのよう

にしていくのか真剣に考えないと、宮崎の林業

の将来が非常に心配であります。そこで、宮崎

の林業の将来に向けて、県はどのような考えで

対策に取り組むのか、環境森林部長にお伺いい

たしたいと思います。

以上、壇上からの質問はこれで終わりまし

て、後の質問につきましては質問者席からさせ

ていただきます。よろしくお願いします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、10年後の本県経済についてでありま

す。将来の本県経済を考える上では、高齢化や

人口減少の問題というものを避けて通ることは

できませんが、その基本は、まずは外貨を稼ぐ

産業を育成すること、そして稼いだ外貨を県内

で循環させる仕組みを構築することにあると考

えております。このような中、本県では、豊富

な農林水産物を生かしたフードビジネスの展開

や、東九州メディカルバレー構想による医療機

器産業の振興など、今後、国内外でニーズが高

まる食・健康・医療に着目した取り組みを進め

ているところであります。

また、あわせて、地域経済を牽引する中核的

企業や産業人材の育成、イノベーションの創出

等に、官民一体となって取り組むプラットフォ

ームの体制整備などの取り組みを進めていると

ころであります。おかげさまで、いろんな成果

が出て、数字というのも出ているところであり

ますが、引き続き、先ほど議員の御指摘があり

ました、これまでの知事の御功績というものを

しっかり受けとめながら、我々が今できるベス

トを尽くしていくと。そして、このような施策

を戦略的に力強く進めながら、「くらしの豊か

さ日本一」を目指して、県民の皆様が安心して

将来に夢や希望を持てる社会、輝く宮崎という

ものを構築してまいりたい、そのように考えて

おります。

次に、産業人材の育成・確保についてであり

ます。本格的な人口減少社会を迎える中、特に

若者世代の人口流出が続いております。地域や

産業を支える人材の育成・確保が喫緊の課題と

なっています。県ではこれまで、キャリア教育

の推進や企業説明会の開催、各種インターン

シップの実施など、さまざまな取り組みを進め

てきたところでありますが、依然として厳しい

状況は続いております。このため昨年度から、

産業人財育成プラットフォームにおいて、産学
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金労官が連携をしました産業人材の育成・確保

の取り組みを進めているところであります。今

年度は、新たに産業連携推進会議を設置し、各

産業分野の人材確保の状況について意見交換を

行ったところであります。今後は、関係機関等

の御意見も踏まえ、若者が県内で働き暮らして

いくことの魅力に触れたり、県内企業を知る機

会を提供していくことはもちろんのこと、女性

や高齢者、外国人留学生等の活用についても検

討を行いまして、産業人材の育成・確保に正面

からしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

最後に、農業の振興についてであります。本

県農業の持続的な発展を図るためには、人材不

足や競争力の強化などのさまざまな課題に対応

していくことが重要だと考えております。この

ため県では、「人材の確保・育成」の観点か

ら、就農に関する情報発信から、相談、研修、

定着までの一体的な取り組みを進めておりま

す。私も、東京などでの就農フェアにも参加を

したところであります。また、「生産性の向

上」の観点から、ＩＣＴ活用や生産工程の分業

化など、効率的な生産体制の構築にも取り組ん

でいるところであります。さらには、国内外へ

の販路開拓や輸出拠点の整備など、本県農業の

競争力の強化、販売力の強化にも積極的に取り

組んでいるところであります。このような中、

昨年は県内の新規就農者数が396人と、平成に

入って以降最多となっております。また、農水

産物の輸出額も約34億5,000万円と、過去最高の

数字を記録したところであります。議員の地元

の串間市におかれても、カンショ、また養殖ブ

リ等の輸出産業の振興が図られているところで

あります。今後とも、農業者が夢と希望を持っ

て邁進していけるよう、本県農業の成長産業化

にしっかり取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○副知事（鎌原宜文君）〔登壇〕 お答えいた

します。

油津―串間―夏井間の事業化についてでござ

います。東九州自動車道につきましては、昨年

４月に北九州市から宮崎市までがつながり、本

県を含む沿線地域におきましては、企業立地件

数の増加や、新たな観光周遊ルートの創出な

ど、ストック効果が発揮されてきているところ

でございます。お尋ねの県南地域にも訪問させ

ていただきましたが、串間市の都井岬など豊か

な観光資源に恵まれており、また、農林水産資

源を活用した企業・団体が積極的に輸出に取り

組むなど、高速道路の開通による経済の活性化

が非常に期待される地域であると、強く感じた

ところでございます。また、串間の女性の会の

皆様を初めとして、これまで地域の多くの方々

から、東九州自動車道の早期整備というものを

願う声を伺ってまいりました。

私としましては、高速道路のミッシングリン

クの早期解消は最重要課題の一つであると強く

認識をしておりますので、東九州自動車道の油

津―串間―夏井間の事業化が一日も早く実現す

るように、県議会の皆様、沿線自治体の関係機

関、また、女性の会の皆様を初めとして、地域

の皆様と一体となって、国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○環境森林部長（川野美奈子君）〔登壇〕 お

答えいたします。

本県の林業の将来に向けての対策についてで

あります。本県は、先人たちの努力により、全

国有数の国産材供給基地として確固たる地位を

築いてまいりましたが、将来にわたって本県林

平成29年６月19日(月)
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業をさらに発展させていくためには、議員御指

摘のとおり、資源循環型林業の確立と、その基

盤となる担い手対策に取り組んでいく必要があ

ると考えております。このため、循環型林業の

対策につきましては、伐採から植栽までの一貫

作業システムづくりによる再造林を加速化させ

る取り組みや、低コスト林業などの取り組みを

強力に推進してまいります。また、林業の担い

手対策につきましては、新規就業者の確保や就

業者の技術向上、就労環境の改善などの取り組

みを進めているところであり、さらに今年度か

らは、ＵＩＪターン希望者への体験研修や、女

性の活躍のための活動支援にも取り組むことと

しております。今後とも、林業現場にかかわる

ニーズを踏まえながら、市町村や関係団体等と

連携し、林業の将来に向けたさまざまな対策の

充実・強化に取り組んでまいります。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○島田俊光議員 それぞれに答弁していただき

まして、ありがとうございました。

知事が申されますように、やはり高校生の都

会への流出を食いとめ、若年労働者というのを

確保しなければ、経済の活性化はあり得ないと

思います。また、経済効果のコスト軽減にもつ

ながるわけでございますから、このことについ

ては、今後強力に進めていかなければならない

問題だろうと思っております。

それから、海外出荷は、串間は非常に特化し

ております。このことについても、さらに農業

の安定を図るためには協力をしていただければ

と思っているところでございます。

また、鎌原副知事につきましては、本当に心

強い答弁をいただきました。ぜひとも就任中に

事業化を目指していただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。

環境森林部長、本当に、林業をこれだけ築き

上げたわけでございます。せっかくここまで築

き上げた林業を、今後は守っていかなければな

らない部分がございます。ぜひとも担い手対策

に特化して、持続可能な森林、そして宮崎県は

世界に誇る林業県だよということをアピールし

ていただきたいと思います。

続いて、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。県産材の需要拡大についてでございま

す。今後は、人口減少社会の到来により、住宅

着工戸数が長期的に減少していくという見通し

があるわけでございます。このような状況を踏

まえますと、住宅以外の需要にも視野を広げ

て、公共建築や公共土木施設、農業、漁業など

の他の産業分野での利用、海外出荷ルート開拓

などの新たな展開が必要ではないかと考えてお

ります。さらに、都市部に建設されるビル等の

内装材などに、需要開拓の余地が大いにあろう

かと思います。そこで、人口減少などに伴う将

来の木材需要の減少を見据えて、県産材の需要

拡大に今後どのように取り組んでいかれるの

か、お伺いしたいと思います。

○環境森林部長（川野美奈子君） 現在、県産

材の需要は、９割近くを住宅向けが占めている

ところですが、将来的には住宅着工戸数の減少

が想定されますので、新たな木材需要の創出が

極めて重要であります。このため県では、木材

利用技術センターによる建築材料の開発や技術

支援を初め、公共建築物等の木造化・木質化に

対する助成などにより、非住宅分野における木

材の利用を促進しているところでございます。

また、川崎市との連携や、東京オリンピック・

パラリンピック開催を契機としました、都市部

での需要拡大にも努めているところでございま

す。さらに、海外に対しましては、丸太の輸出

平成29年６月19日(月)
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はもとより、プレカットした木材と建築技術を

パッケージにした「材工一体」による製品の輸

出を推進しております。今後とも、これらの取

り組みにより、積極的に県産材の需要拡大を

図ってまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。木

材需要拡大には、住宅着工戸数が減る中で、日

本文化の木材を使った数寄屋づくりの住宅など

が減ってきているわけでございますから、今後

は、都市部のビルの内装材として、炭素固定環

境材としてのイメージをつけた販路拡大という

のも必要じゃないかと思いますので、よろしく

お願い申し上げておきます。

続いて、再度、環境森林部長にお伺いいたし

ます。次に、経済林と環境林の区別をして、公

益的な機能を発揮し、県民の大切な暮らしを

守っていくべきじゃないかと考えているわけで

ございます。山頂や稜線の森林はもちろんであ

りますが、大径材の価格が低迷している中で、

巨木や美林、長伐期施業に取り組むなど、環境

林として適切な管理・保全をしていく必要があ

ると考えております。また、環境を支える森林

・林業の貢献度は高い一方で、その効果が見え

ないことから、森林や林業の大切さを、県民に

対してもっとアピールしていく必要があるので

はないかと考えております。未来を担う子供た

ちへの教育、今、県が実施している木育などが

重要であると考えております。そこで、県は、

環境に配慮した森林づくりにどのように取り組

んでいかれるのか。また、森林づくりの大切さ

を県民にどのように周知されていくのか、環境

森林部長に再度お伺いいたします。

○環境森林部長（川野美奈子君） 県では、環

境に配慮した森林（もり）づくりを進めるた

め、水源の涵養など公益的機能をより高度に発

揮できるよう、針葉樹の人工林だけではなく、

多様な樹種の導入や配置により、機能区分に応

じた森林整備を推進しているところでありま

す。具体的には、保安林の適正な整備や、実の

なる広葉樹の植栽、針葉樹と広葉樹のバランス

のとれた森林（もり）づくり、さらには、手入

れのなされていない里山林の整備などに取り組

んでおります。

また、森林（もり）づくりの大切さにつきま

しては、森林環境教育や県民参加による森林

（もり）づくりを推進することにより、その周

知を図っているところであります。具体的に

は、次の時代を担う子供たちを対象とした、林

業現場の見学や体験活動を初め、植樹活動に必

要な苗木の提供、森林ボランティアの活動支援

などに取り組んでいるところであります。今後

とも、環境に配慮した森林（もり）づくりを推

進するとともに、より効果的な情報発信に取り

組むなど、県民への周知に努めてまいりたいと

考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

公益林というものは、それぞれ県民に知らし

めないと、我々は環境税を求めていくわけでご

ざいますから、その環境税の目的をしっかりと

知らしめていただければ、我々も、森林管理に

対して環境林としての整備ができると思ってお

りますので、ぜひともよろしくお願いしたいと

思います。

ちなみに、山の神様は女性です。ただ違うの

は、部長が美人であるということが違いである

と思いますので、ぜひとも部長なりに、今後の

宮崎県の森林・林業活性化のために御尽力を賜

りたいと思います。よろしくお願いします。

続いて、総合政策部長にお伺いいたしたいと

思います。人口減少に歯どめをかけ、地域の活
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性化を図っていく上で、移住政策は大変重要で

あり、県、市町村におきましても、さまざまな

取り組みが行われております。このため、移住

政策を推進し、中山間地域の活性化を図る上

で、空き家の利用を図ることは有効な方法であ

ると考えております。そこで、中山間地域へ経

済効果をもたらすために、市町村が取り組む空

き家バンク制度に対して、今後県はどのような

支援をしていくのか、総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 現在、県で

は、市町村に対し、空き家バンクの運営や空き

家の改修費用等への補助を行うとともに、県が

開設しております移住情報サイト等により、市

町村の空き家の情報を移住希望者へ効果的に発

信するなどの取り組みを行っているところであ

ります。これらの取り組みを通じまして、空き

家バンク制度は県内23市町村に広がっておりま

して、５月末現在における全市町村のこれまで

の登録件数が累計435件、成約件数が累計240件

となるなど、一定の成果が上がっているものと

考えているところでございます。県では、市町

村の空き家バンク制度の利活用をさらに進める

ため、今年度、県移住情報サイト内の空き家紹

介ページをリニューアルしたところであります

が、今後とも市町村と連携の上、空き家バンク

を初め、さまざまな移住施策の推進により、本

県への人の流れを創出し、中山間地域における

地域経済の活性化につなげてまいりたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。私

も、中山間地域の活性化については、空き家が

ふえている中で、この空き家を利用した活性化

につなげるような政策をとっていかなければ、

地方は衰退するだろうと思っております。都市

部の方たちとの交流、そして田舎に移住、民泊

など、さまざまな効果をもたらせていく中で、

地方の活性化につなげていかなければならない

と考えておりますが、要は、民泊などには法の

規制というのがあるわけでございます。どう

か、その法の規制の緩和を、今後はよろしく取

り計らっていただきたいと思っております。

続いて、再度、総合政策部長にお伺いいたし

ます。男女共同参画社会についてでございま

す。女性登用関係のデータを見ましたところ、

宮崎県の審議会における女性の割合は45.9％と

全国４位でございますが、県全体で見ますと、

例えば、市町村の女性管理職の割合はわずか7.7

％であるなど、民間企業も含めて管理職の女性

がまだまだ少ないと感じております。一方で

は、さまざまな分野で女性の活躍が進んでいる

のも事実でございます。私の所属する南那珂森

林組合でも、女性のオペレーターを採用し、現

場で活躍していただいております。人口減少社

会に直面する中、あらゆる分野での女性の活躍

を推進するため、女性の登用にとどまらず、さ

まざまな取り組みを積極的に進めていく必要が

あると考えます。そこで、本県の女性登用の現

状と、女性の活躍推進に向けた県の取り組みに

ついて、総合政策部長に再度伺います。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 本県の女性登

用につきましては、国勢調査によると、官公庁

や民間等を含めた事業所での管理的職業従事者

に占める女性の割合は、今、議員からお話があ

りましたとおり、平成27年で7.6％と、10年前の

平成17年の4.6％に比べると上昇傾向にあると考

えます。ただ、全国平均が9.7％でございますの

で、まだ十分ではないのが現状かというふうに

考えております。

このような中、県では、女性活躍推進法に基
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づく推進計画を盛り込んだ「第３次みやざき男

女共同参画プラン」を作成いたしまして、こと

し４月からさまざまな施策を推進しておりま

す。具体的には、企業、団体、行政で構成しま

す「みやざき女性の活躍推進会議」のより一層

の活性化や、「Hinata・あぐりんぬ」や「ひな

たもりこ」など、それぞれの分野における女性

のサポートに取り組んでまいります。また、男

性中心型の働き方の見直しやワーク・ライフ・

バランスを図るため、労働局と連携しまして、

長時間労働の抑制等の働き方改革や、イクメン

・イクボスの普及を進めてまいります。さら

に、男女共同参画センターと連携してチャレン

ジ支援を行うなど、女性の活躍推進に向け、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○島田俊光議員 ありがとうございました。部

長が言われるように、本当にこれからの社会、

男性社会から男女共同社会へシフトしていかな

ければならないと思います。そういう中で、県

全体の女性の立ち位置というものを考えていた

だきたいと思います。本県も、事業部長に初め

て女性部長が誕生したわけです。あと２人ぐら

い登場すれば、さらに議会も明るくなるのでは

ないかと思いますので、さらに検討をよろしく

お願いしたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、団塊世代が75歳以上となる2025問題、平

成37年を見据えた介護人材の確保についてお伺

いいたしたいと思います。2025年には、全国で

およそ37万7,000人の介護人材が不足すると予想

されております。本県におきましても、4,000人

程度不足することが見込まれております。介護

サービスの基盤となる介護人材の確保は、喫緊

の課題であろうかと思います。その就業支援や

離職防止をどのように図っているのか、福祉保

健部長に伺います。

また、将来を担う児童生徒が、介護を理解

し、介護を職業の選択肢の一つとして考えても

らえるようなことが大切であろうかと考えてお

ります。これに対する県の取り組みを、あわせ

て福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 2025年に向け

て、県では、人材の確保・育成のため、賃金や

職場環境の改善を初め、修学資金の貸し付け、

専門研修の実施によるスキルアップなどに取り

組んでいるところであります。また、将来の貴

重な人材でもあります小中学生につきまして

は、出前講座の開催や施設に招いての介助作業

体験など、介護の仕事について理解や関心を深

めてもらう取り組みを進めているところであり

ます。さらに、今年度からは、中高生を対象

に、テレビなどのマスメディアを活用し、介護

の魅力ややりがいなどを発信するとともに、そ

の内容のＤＶＤを学校に配付するなど、イメー

ジアップを図ることとしております。県としま

しては、引き続き、介護分野への就業や定着促

進を図る取り組みを充実・強化することによ

り、介護職員の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。こ

の2025年問題は本当に心配しているわけでござ

います。県民の皆さん方に安心という部分をど

のように植えつけていくかということが課題で

あろうかと思いますが、現場の介護士の話を聞

きますと、大変な重労働でございます。まして

や認知症の夜間のサポートなど、伺うと、本当

に大変な状況にあるなと。その中で介護士をい

かにふやしていくかということは大変苦労があ

ると思いますが、喫緊の課題であろうかと思い
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ますので、ぜひとも協力方、推進方をよろしく

お願いしたいと思います。

続いて、農政水産部長にお伺いいたしたいと

思います。農産物の安全対策についてでござい

ます。本県は、全国有数の食料供給県でござい

ます。大消費地に安定的に農作物を届ける重要

な役割を果たしております。その一方では、産

地では連作に次ぐ連作により、土壌中の微生物

だけでなく、畑の周辺の昆虫など、その種類が

大きく減り、病害虫が大発生しやすくなってき

ているのではないかと考えております。このた

め、いま一度、有機農業を見直し、自然の力を

生かした農業生産に立ち返る必要があると考え

ておりますが、近年の異常気象等の厳しい気象

条件を振り返りますと、有機農業はかなりハー

ドルが高いと言わざるを得ません。しかしなが

ら、このまま化学農薬や肥料に依存した連作を

続けていきますと、産地は疲弊していくのでは

ないかと考えております。このため、合理的な

減農薬・減化学肥料栽培技術などの開発・普及

により、持続可能な産地づくりを強力に進めて

いくべきではないかと考えております。そこ

で、本県農産物の安全・安心な生産対策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 本県では、安

全・安心な農産物生産のため、環境負荷の低減

による持続的な農業生産の取り組みを推進して

いるところです。具体的には、良質堆肥による

土づくりの徹底を基本としまして、年間１万件

以上を実施しています土壌診断による適正施肥

や、生育期間中の作物の栄養診断に基づく的確

な追肥によりまして、健全な作物づくりを推進

しています。また、近年、化学農薬に抵抗性を

持った病害虫が多発しておりますことから、天

敵を活用した防除技術の確立・普及にも取り組

んでいるところです。さらには、これまで申し

上げた技術を統合した総合的な作物管理技術体

系を「宮崎方式ＩＣＭ」と称しまして、現在、

キュウリやピーマンなど６品目で普及推進に取

り組んでいます。今後、対象品目の拡大も図っ

てまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。部

長が今言われたように、改革していかなけれ

ば、土壌管理、天敵効果などの自然栽培を求め

ていかなければ、化学肥料や化学薬品を使って

いくと……。私は山菜を取り扱っているわけで

すが、山菜を山の中から畑に集約栽培すると、

芽は出ますけれども、溶けてしまう状況にある

わけです。その中で化学肥料や薬品を使うと、

私が一番心配するのは、長年そのようなことを

していくと地下水に浸透していくのではない

か。そういう大きな心配をしておりますので、

ぜひとも、今後とも検討していただければと

思っているところでございます。

再度、農政水産部長にお伺いします。農業者

年金についてお伺いいたします。農業を守るた

めには、後継者の確保が特に重要であります。

地元では、将来に不安を持つ若者の声をたまに

耳にしますが、私は、老後の生活の安定など、

将来への不安を取り除くことも、後継者の確保

に結びつくのではないかと考えております。地

元の農業者から話を聞くと、農業者年金の内容

も余り知らない、加入者も余り多くないようで

す。少なくとも国民年金と農業者年金が確実に

支給されれば、今より老後の不安がなくなり、

若者の就農もふえるのではないかと考えており

ます。そこで、農業者年金の加入推進につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 平成28年度末

における60歳未満の農業者年金の加入状況です
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が、全国で13％、本県でも15％と低い状況にご

ざいます。独立行政法人農業者年金基金の調査

によりますと、その要因は、制度のメリットが

十分に理解されていないこと、さらに、保険料

を負担に感じていることなどが挙げられており

ます。このため、加入を推進している農業委員

会やＪＡ等は、国の中長期的な推進計画に基づ

き、特に40歳未満の若い農業者の加入割合を20

％にすることを目標にしまして、制度説明会や

戸別訪問による加入促進を図っております。本

県では、28年度末で19.8％となっているところ

でございます。県としましては、農業委員会等

の活動を支援しますとともに、さらなる制度の

周知に努めてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。

この農業者年金のことをなぜ言うかといいま

すと、農業者が福祉施設に入った場合、ゆっく

り余生を過ごすために施設に入られるわけでご

ざいますが、その中で病気になって病院にかか

ると、その治療費の負担ができないというあり

さまなんです。その負担は施設が立てかえをす

るわけでございますが、２年間は立てかえをし

ても、２年後は損金処理をその施設がするとい

うことでございます。農業者というのは、公の

仕事をしてきたと思っております。国土保全的

な仕事も、そして大切な食料供給もしてきたわ

けですから、この点は、公の仕事の価値という

ものを踏まえて、国にも支援していただくよう

な対策も講じていかなければならないのではな

いかと考えております。ぜひとも検討方よろし

くお願いしたいと思っております。

再度、部長に伺いたいと思います。次に、本

県農業の成長産業化に向けた取り組みについて

お伺いいたします。私の地元の串間市は、特産

品であるカンショは、現在、植えつけ作業が終

わろうとしているところでございます。カン

ショの畑には畝が整然と並び、その風景は見事

なものでございます。農家の皆さんの熟練のわ

ざに感動を覚えることがございます。私は、本

県農業の成長産業化に向けては、このような革

新的な技術や新しい仕組みの導入が必要だと考

えております。県が今後取り組むこととされて

いる、「イノベーションで未来を開く産地経営

体育成事業」に大いに関心を持っているところ

でございます。そこで、本県農業の成長産業化

に向けて、本事業でどのような革新的技術や新

しい仕組みの導入に取り組んでいくのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 県では本年

度、農業の成長産業化を図るため、生産性を向

上させる革新的技術の導入や、産地がマーケッ

トのニーズに的確に対応できる新しい仕組みづ

くりなどに取り組んでいくこととしておりま

す。具体的には、野菜の里芋やホウレンソウ等

において、一貫した工程管理のもと、作業の分

業化を図ることで、安定した品質と量を確保す

る新たな仕組みを構築します。さらに、加工業

務用の産地育成を進めていくこととしておりま

す。また、花卉の分野では、販売権を持つ県外

の生産者と連携をしまして、付加価値の高い新

たな品目の産地化を進めてまいります。さら

に、果樹では、マンゴーにおきまして、ハウス

内の温度や湿度等の環境を複合的に制御するこ

とで、飛躍的な収量向上を目指す革新技術の導

入などに取り組んでまいります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。47

都道府県、農業をしている人は全ての方が改革

を望んでいると思います。我が宮崎県は農業県

でございますので、やはりこのことについて

は、ＧＡＰ（農業生産工程管理）というものを
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しっかりと踏まえて品種改良を行う中で、安心

した農業経営ができるような対策を今後とも取

り組んでいただければと思っております。よろ

しくお願い申し上げます。

次に、再度、農政水産部長に伺います。沿岸

漁業の振興策についてお伺いいたします。本県

の沿岸漁業は、水産資源の減少や収益性の低下

により、厳しい経営や就業者の減少が続いてお

ります。漁業は、県民に水産物を供給するとと

もに、地域の重要な産業であるため、漁業の活

性化には安定した漁獲が必要であります。沖合

の浮き魚礁では、カツオやマグロなどを対象

に、かなりの漁獲量があると聞いていますが、

串間は高齢の漁業者が多く、遠くの浮き魚礁ま

では行けない状況にあるわけでございます。し

たがって、港に近い漁場が必要であります。漁

業者からは、養殖場近くには天然の魚が集ま

り、魚礁を設置することで、よい漁場になると

聞いております。沿岸漁業経営の改善には、沿

岸域に生産性の高い漁場整備を行うことが必要

と考えております。県では、新しい漁場整備計

画を策定したと聞いておりますが、沿岸漁業者

の経営を支援するため、今後の漁場整備をどの

ように行っていくのか、農政水産部長に再度お

伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 沿岸域の漁場

整備につきましては、稚魚の保護や魚を集める

機能を強化することで、海域の生産性を高めま

すとともに、操業コストの削減が図られますこ

とから、沿岸漁業者の経営を支える上で極めて

重要であると考えております。このため県で

は、平成29年度から33年度までの５カ年間の水

産環境整備事業基本計画におきまして、稚魚を

育成する増殖場や操業機会を増大させる魚礁の

整備を行いまして、沿岸域の総合的な生産力の

向上を図ることにしております。今年度は、ま

ず串間地区における漁場整備に向けた事前調査

から着手しまして、その後順次、県内各地区の

調査や整備を進めていくこととしております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。串

間に特化して整備していただくこと、本当に感

謝申し上げます。

串間の港の船だまりには、漁師の船が遊んで

いるわけでございます。それは、漁場が侵され

ていることが原因であろうかと思います。ま

た、串間には、漁業養殖業で世界に販売してい

る黒瀬水産というのがございます。その中で黒

瀬水産が、「漁場の改革もしますよ。そして漁

業組合と一体となった産業発展につなげましょ

う」ということも言っておられますので、これ

もあわせて御協力願えればと思っております。

よろしくお願い申し上げます。また、浮き魚礁

については、本当に魚が寄ってきているんだそ

うです。その魚もとってきて、一緒に食べて飲

むことも約束したいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。

続いて、商工観光労働部長に伺います。都井

岬の観光振興についてお伺いいたしたいと思い

ます。リアス式海岸が美しい日豊海岸から、鬼

の洗濯板を擁し、亜熱帯植物を含む南国的な景

観が広がる日南海岸までの南北400キロメートル

にわたる海岸線は、本県が誇るすばらしい観光

資源であろうかと思います。私の地元の串間市

都井岬は、国の天然記念物である野生馬と雄大

な景観が美しく、すばらしいポテンシャルを秘

めた地域でございます。現状ではその魅力を十

分に生かせていないと感じております。現在、

クルーズ船寄港によりインバウンドが増加する

中で、都井岬の再開発も計画されております。

これをチャンスと捉えて、都井岬の魅力を向上
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させることによって、県全体の観光振興につな

げていきたいと強く願っております。そこで、

都井岬の魅力をさらに発揮し、誘客につなげる

ために、県として串間市と連携して取り組む必

要があると思いますが、県の考えを商工観光労

働部長にお伺いします。よろしくお願いしま

す。

○商工観光労働部長（中田哲朗君） 岬馬で有

名な都井岬は、自然の魅力にあふれた、本県を

代表する観光地であると考えております。この

ため県といたしましては、これまでも、展望広

場の整備や岬馬の保護育成などに、串間市と連

携して取り組んでいるところでございます。ま

た、議員のお話がありましたとおり、旧都井岬

観光ホテルの跡地の活用につきましても、串間

市と県内企業とが連携した再開発が進められる

こととなっておりまして、今後、都井岬の一層

の魅力向上につながるものと期待しているとこ

ろでございます。今後とも、串間市としっかり

連携しながら、観光客のニーズを的確に把握

し、例えば、都井岬が持つ資源を生かした体験

型ツーリズムのさらなる磨き上げなどを行いま

すとともに、効果的な情報発信に努め、一層の

誘客につなげてまいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。実

は、地元も一生懸命にならなければならないと

思っております。北は延岡から串間市まで397キ

ロメートルの沿岸、太平洋側に面したポテン

シャルを持った、本当に観光リゾートじゃない

かと思っております。その中で、きょう傍聴席

にいらっしゃる道の会の皆さん方が、都井岬の

ジャカランダ、そしてカンナ、その草刈りを昨

日やってこられているわけでございます。今、

部長が言われたように、もったいない観光財産

でございますから、ぜひとも開発に県の協力を

していただき、県全体の観光向上に努めていた

だきますように、よろしくお願いしておきたい

と思います。

続いて、県土整備部長にお伺いいたします。

次に、県が管理する沿岸部の道路について伺い

ます。国が公表した南海トラフ巨大地震の想定

において、巨大地震が今後30年以内に70％程度

の確率で発生する可能性が示されております。

県は、沿岸部を中心に、多数の人的・物的被害

が出るものと想定しておられます。本県は、県

北から県南まで長い海岸線を持ち、海岸部には

国道388号や国道448号など、県管理の道路がご

ざいます。道路は、地震などの災害発生後に、

応急復旧や救援のための物資輸送を担うことか

ら、地震に対する道路の安全対策は重要である

と考えます。そこで、南海トラフなどの地震対

策に対して、県が管理する沿岸部の道路の安全

対策について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 御質問にあ

りましたように、南海トラフなどの巨大地震が

発生した際には、本県でも甚大な被害が想定さ

れておりますことから、避難、救助、物資輸送

を担う道路の安全対策は重要であると認識して

おります。このため、沿岸部にある国道388号や

国道448号など、災害時に重要な役割を担う緊急

輸送道路において、橋梁については、平成26年

度までに、落橋などの甚大な被害を防ぐ対策を

完了しております。また、落石や斜面崩壊等の

おそれのある箇所について、落石防止網等の防

災対策を優先的に進めているところでありま

す。さらに、Ｊアラートで配信される津波情報

を表示できる津波情報板の設置や、道路の標高

標示を行うなど、人命を守るためのソフト対策

にも取り組んでいるところであります。県とい
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たしましては、南海トラフなどの地震に対して

の県民の安全・安心を確保するため、引き続き

道路の安全対策に取り組んでまいります。

○島田俊光議員 ありがとうございました。宮

崎県は、太平洋側に400キロメートル近い沿岸が

あるわけでございます。県民の方たちは、地震

に対しては不安を持っていらっしゃると思いま

す。それを安心に変えなければならないと思い

ますので、今後ともしっかりと、各市町村とも

連携を取り合いながら、安全対策に努力をして

いただければと思っております。よろしくお願

いします。

最後に、建設技術者の育成・確保についてお

伺いいたします。本県におきましても、少子高

齢化の急速な進行などにより、さまざまな業種

で人材不足が生じております。建設業者から

は、「建設技術者等の雇用がしたいが、その確

保が難しい」という話を聞いております。建設

技術者等は、災害時には特に必要な人材であり

ます。その育成・確保を図るための取り組みが

求められております。そこで、建設技術者等の

育成・確保に、県としてどのように取り組んで

おられるのか、県土整備部長に再度お伺いしま

す。

○県土整備部長（東 憲之介君） 県では、建

設技術者等の育成・確保を図るため、高校生等

の若い世代に建設産業の魅力を伝える出前講座

を初め、建設業団体と連携した若年入職者への

職場実習の支援などに取り組んでいるところで

あります。また、若者にとって魅力ある職場づ

くりを進めるため、入札制度における労務単価

の引き上げや社会保険等への加入促進、さらに

は、週休２日モデル工事に加え、今年度から、

ドローンによる３次元測量など、最新技術を活

用したＩＣＴ工事の試行も行うこととしており

ます。このような中、建設技術者の育成を図る

産業開発青年隊に、今年度は、昨年度に比べ20

名増となる61名の若者が入隊したところであり

ます。建設技術者等の育成・確保につきまして

は、こうした取り組みを進めつつ、民間におけ

る取り組みも重要でありますことから、建設業

団体などとも十分連携を図りながら取り組んで

まいりたいと考えております。

○島田俊光議員 ありがとうございました。建

設土木従業員というのは、災害時の応急手当て

をしてもらう大切な従業員でございます。私

も、再三お願いをするわけでございますが、社

長に言いますと、入札率のことを言われます。

しかし、入札率も改善してもらったわけでござ

いますから、あとは従業員の保障をいかに上げ

るかということだろうと思います。そこも社長

に、部長として指導していただければと思って

おります。でなければ、雇用の拡大というのは

あり得ないのではないかと考えております。

以上で質問を終わりますが、今回の質問事項

に対して、執行部の方たちが、本当に真剣に資

料のすり合わせをしていただきました。宮崎県

の活性化のために、知事筆頭にやっておられま

すけれども、県の職員の本当に熱意ある事業の

邁進に、心から敬意を表したいと思います。

また、改めて、今回の質問に対して、夜遅く

まで資料のすり合わせをしていただきました担

当者にも心からお礼を申し上げて、私の質問を

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○横田照夫副議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。本日傍聴にお越しくださって

いる皆様、まことにありがとうございます。

思えば６年前にここに来てくれた祖母も、そ
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れから多くの皆様にお世話になって、４年前に

亡くなりました。月日がたつのも早いものです

が、そのときに緩和医療でお世話になった黒岩

ゆかり先生、市郡医師会病院の緩和ケア病棟で

働いておられた先生ですが、本年２月に56歳の

若さでこの世を去られました。

先日、お別れの会に行ってまいりまして手を

合わせてまいりましたが、先生が宮崎に移住さ

れてから、宮崎の地で、ほかにほとんど専門家

がいない中で、緩和医療、そして在宅医療の分

野に著しい貢献があられましたし、発展に尽く

されましたことは、本当に我々、覚えておきた

いと思います。また、本当に惜しい医療者を一

人失ったものだと思いました。心から先生の御

冥福をお祈りいたしますとともに、残された遺

志を継がれた関係者の皆様が、今後の宮崎の高

齢化社会を乗り切るために、緩和医療、そして

在宅医療の発展にますます尽くされることを心

から祈念申し上げております。

以下、通告に従い順次質問をしてまいります

が、一昨日は、青年局所属、我々自民党の議員

と、山形屋前交差点で北朝鮮拉致問題の早期解

決を訴える全国一斉街頭活動を行いました。こ

れは毎年行っておりますが、特に最近の北朝鮮

をめぐる情勢は緊迫を強めております。そこ

で、知事は宮崎県防衛協会会長へ就任されてお

りますが、この防衛協会とは、防衛基盤の育成

強化と自衛隊の発展に寄与することを目的とし

ている組織です。

この防衛協会連合会、全国の連合会がありま

すが、ここの役員の多くが、さまざまな場面で

憲法と自衛隊の関係について論じておられ、憲

法の条文が自衛隊の存在に疑問を生じさせかね

ない表現となっているという指摘をされており

ます。

我が県においても、いざというときの災害対

応を担っていただいている自衛隊でございます

が、その存在は、憲法９条のどこをどう見ても

明確には規定されていません。９条１項の平和

主義は全く異論のないところでございますが、

２項で定めている戦力の不保持と矛盾するとい

う解釈が生まれてしまっています。

朝日新聞が2015年６月30日に回答を得た憲法

学者へのアンケートでは、「現在の自衛隊の存

在は憲法違反に当たると考えますか」という問

いに対して、122人中50人が「憲法違反に当た

る」、そして27人が「憲法違反の疑いがある」

と答えており、７割近くが自衛隊の存在そのも

のが違憲もしくは違憲の可能性があると答えて

おられます。数の問題ではないのは当然ですけ

れども、これはさすがに自衛隊に対する国民の

意識と余りに乖離している、つまり憲法の条文

のほうが時代に合っていないということのあら

われではないかとも考えます。

知事は、政治家として、そして防衛協会会長

として、自衛隊と憲法の関係についていかがお

考えになられるかお伺いし、以下、質問者席よ

りお伺いします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

自衛隊は、我が国の平和と独立を守るという

重要な使命を担いますとともに、大規模災害で

の救援活動におきましても大きな役割を担って

おり、多くの国民の支持や信頼を得ているもの

と認識しております。特に本県では、口蹄疫や

高病原性鳥インフルエンザ発生時の支援などに

おいても大変お世話になっており、自衛隊の存

在を頼もしく感じているところであります。私

も、その感謝の思いを持って防衛協会の会長も

務めているところであります。
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そのような中で、自衛隊の合憲性について、

御指摘がありましたように、憲法学者の間でも

意見が分かれているという現状につきまして

は、望ましいものではないというふうに思って

おります。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 ありがとうございます。想定

外に、結構はっきりと望ましいものではないと

お答えいただきましたが、私もそう思っており

ます。ある人の意見では、国の存立を規定する

憲法というのは、小学生が読んでもわかりやす

いものでなくてはならないと言っておりますけ

れども、これは、いろんな方々がいる中で、全

ての国民がひとしく、憲法を読んで、きちんと

その趣旨がわかるようなものになっていかなく

てはならないものであると思います。

知事は、災害やその他必要あるときには自衛

隊の派遣要請を行う立場でもございますので、

現在のような憲法のあり方というのは、自衛隊

の皆さんにお世話になっている立場としても、

私も望ましいものではないのではないかなと考

えておりますが、次の質問として、知事とし

て、憲法について、一言一句いじらないで、そ

のままでいるというよりも、よりよい現実的な

ものに改正したほうがいいのではないかという

お考えをお持ちかどうか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 憲法が施行されまして

から70年が経過したということで、国内外の情

勢が大きく変化している中で、改正の議論を一

概に否定するものではないというふうに考えて

おります。しっかり議論すべきであろうと考え

ております。

現在、国会で議論されております憲法９条に

つきましては、自衛隊の存在を憲法に位置づけ

るのか否か、あるいはどのように位置づけるの

かなど、さまざまな論点があろうかと考えてお

ります。いずれにしましても、憲法改正につき

ましては、国会や主権者たる国民の間で、幅広

い視点からの十分な議論が尽くされるべきもの

というふうに考えております。

○清山知憲議員 議論が必要なのは当然なんで

すけれども、議論が必要ないという方はなかな

かいないかと思っております。

過去も知事は、平成26年９月の定例会で、中

野一則議員から憲法改正論議に対するスタンス

を繰り返し聞かれておりますが、その際も「議

論が必要」という答えでしたし、またその後

も、井上議員や渡辺議員の質問に対しても、

「議論を尽くすことが重要」と繰り返してい

て、余り知事の考えというのは述べられていな

いのかなと思います。

憲法のこの部分がおかしいからちょっと変え

たほうがいいとか、ここはしっかり守っていか

なければいけないというような、そうした自由

な議論が行われる機運を醸成しなければいけな

いと思いますし、知事がそこで一切改正につい

て意見を述べられないとなると、そういう議論

の機運の醸成にも冷や水をかけるようなことに

なるんじゃないかなと思うんです。議論が必要

なのはわかっているんですけれども、知事御自

身は憲法について改正していったほうがいいと

考えられるのか、再度お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 必要に応じて、改正に

向けたさまざま議論というものは必要ではない

かと考えておるところであります。

○清山知憲議員 必要があるかどうかというと

ころのお考えをお伺いしているわけですけれど

も、知事の考えなので、本当に必要ないという

考えであっても必要あるという考えであっても

結構なんですけれども、そこは答えを述べられ

ないということは、知事としてまだ考えがまと
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まらないのか、それとも、知事として考えを述

べるべきではないとお考えなのか、その理由を

教えていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これについては、専門

家が、さまざまな立場から、さまざまな意見を

言われているところであります。なかなか私と

しても、こうだというところまで頭が整理し切

れているものではないというふうに考えておる

ところであります。長年にわたって、70年、さ

まざまな解釈なり議論が積み重ねてこられまし

た。そういったものもしっかり踏まえながら、

私としても、いろんな御指摘も踏まえながら考

えていきたいと思っておりますし、これからも

議論の喚起がなされるべきものというふうに考

えております。

○清山知憲議員 本年、憲法施行70年でござい

まして、たくさん今まで時間がありましたか

ら、しっかり検討を加えていただいて、また御

自身の考えを持ち、それを見て、また県民も国

民もさまざまな議論をされることだろうと思っ

ております。

時間がないので、続いて、次の質問に移りま

すが、2014年に知事として７年ぶりに参列され

た護国神社例大祭、その年は、前夜が自衛隊で

殉職された高岡町出身の宮永雅彦さんの合祀大

祭が行われた特別な年でございましたが、父親

であり、当時市議会議員であられた宮永さん

は、「息子は引き続きみたまとなって国を守り

続けます」と挨拶で述べられておりました。知

事はどういう思いで護国神社例大祭へ参列くだ

さっているのか、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 戦没者や自衛隊公務殉

職者など、国家公共のためにとうとい命をささ

げられた方々を追悼し、残された御遺族の皆様

の御労苦に対して深い敬意を表すことは、大変

重要なことであると考えております。終戦から

間もなく72年を迎え、戦争の記憶が薄れつつあ

る中で、平和への誓いを新たにし、平和のとう

とさを次の世代にしっかりと伝えていくことが

今を生きる私たちの重大な使命であるという思

いを強くしているところであります。

宮崎県護国神社例大祭には、宮崎県戦没者等

慰霊奉賛会総裁として参列しているところであ

ります。この参列に当たりましては、清山議員

からも、ぜひ参加してはどうかというようなお

話もいただく中で、しっかり検討し、参加させ

ていただきましたが、参列されている方から、

「よく出席していただいた」と、感謝の言葉を

いただいております。そういう皆さんの言葉を

伺うにつけ、その場に参加し、追悼のまことを

ささげることの大切さというのを改めて感じ、

私も議員に対して感謝の思いを抱いているとこ

ろであります。

これからもさまざまな機会を捉えまして、戦

没者等の方々に対する感謝と追悼の意を表すと

ともに、未来を担う子供たちに平和のとうとさ

を語り継ぐ取り組みを進めてまいりたいと、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。私も

県議になってから、なるたけ神社の祭礼や慰霊

祭等は出席するようにしているんですけれど

も、こういう立場になるまでは、県内に平和祈

念資料展示室とか特攻隊の慰霊碑とか、または

護国神社の遺品館等もございますが、そういう

ところに行く機会もほとんど学生時代もなく

て、この立場になって初めて知ったようなこと

もたくさんあります。

続いての質問は、以前、西村議員も質問され

たことではございますが、今、知事の言葉にも

ありましたように、戦争の記憶を次代に引き継
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いでいくというのは非常に重要だと思います。

戦争を知る世代がどんどんいなくなっていると

言われますが、人間いつかは必ず亡くなる、死

亡率100％ですので、戦争を知る世代がいなくな

ることが問題ではなくて、そうした人々がいな

くなっても記憶が受け継がれる仕組みを用意し

ておくことが重要じゃないかと思っておりま

す。そこで、県が遺族会へ管理委託している平

和祈念資料展示室について、ここの年間入館者

数と学校の児童生徒の利用状況についてお伺い

いたします。

○福祉保健部長（畑山栄介君） 宮崎県平和祈

念資料展示室の年間入館者数ですが、平成28年

度の実績で延べ944名であり、ここ数年の状況を

見ますと、おおよそ1,000名程度で推移しており

ます。入館者の年齢等の把握はしておりません

が、児童生徒の利用は少なく、また、学校行事

としては利用されていないところであります。

なお、県では、小中学校を対象にした「戦争

体験語り部事業」を実施しており、平成28年度

は16校、約1,100名の児童生徒に戦争体験者の講

話を聞く機会を設けて、戦争の悲惨さや平和の

とうとさを考える契機としていただいていると

ころであります。また、この事業を実施する際

には、展示室が有する戦没者の遺品等の展示も

あわせて行っているところであります。

○清山知憲議員 年間944名なので、平日のみの

開館ですから、大体１日平均４人程度というこ

とで、学校の利用もないということでございま

す。また、今説明があったように、学校に戦争

体験者を派遣する事業があるというふうに言わ

れましたけれども、あと10年、20年たつと、こ

ういった戦争体験者もどんどんいなくなってし

まいます。

隣の鹿児島県では、知覧特攻平和会館と鹿屋

の航空基地内の史料館などがあって、うちと比

較にならない数の方々が毎年訪れているわけ

で、平和祈念資料展示室は平成13年度に整備さ

れて、それ以来、15年たちますけれども、なか

なか平和学習と戦争の記憶をつなぐ役割という

のは十分に果たせていなくなってきているのか

なとも感じるところでございます。

今の時代、新しい施設を整備することは極め

て困難だと理解しておりますので、例えば、護

国神社の裏にある県総合博物館の一部を常設と

して、遺族の遺品や戦争関連資料、特攻隊関連

資料なども展示して、平和学習に、より充実し

て生かせるようなことができないのか、お伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 総合博物館では、常設

展示室に「戦争と宮崎」のコーナーを設けまし

て、召集令状や空襲への備えを記した回覧板な

ど、戦時下の様子を今日へ伝える展示を行って

いるところであります。これらの遺品等は、戦

争の歴史を後世に伝える貴重な資料と考えてお

ります。昨年度は、出征時に兵士に渡した寄せ

書きのある国旗などを博物館に収集したところ

であり、今後とも、収蔵スペースの問題等も考

慮しながら、歴史的資料の受け入れを継続して

行ってまいりたいと考えております。

お話のありました常設展示場の設置につきま

しては、全体の展示スペース等の問題もあり、

なかなか厳しい状況でありますが、平和祈念資

料展示室を運営する県遺族連合会と連携しなが

ら、エントランスホール等における特別展示の

可能性についても検討し、近代の歴史や平和の

学習につながる場として、一層の展示内容の充

実に努めてまいりたいと考えております。

また、さらには、今御質問は総合博物館であ

りましたが、図書館の１階のロビーにおいて
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も、このような歴史を伝える展示なども行って

いるところであります。さまざまなそういう場

を、今後ともしっかりと工夫して活用していき

たいと考えております。

○清山知憲議員 物理的スペースは厳しくて、

一時的な特別展示などをやるということです

が、本当にこのままでいいのかなと思うところ

でもあります。戦争体験者や、子供の世代の遺

族もどんどんいなくなっていく中で、今の大体

年間1,000人程度の平和祈念資料展示室と図書

館、博物館の体制でいいのか。できるだけ、今

ぎりぎり戦争体験者や子供の世代の遺族が元気

でいらっしゃる間に、今後、50年、100年と続く

ような、また、学校の子供たちが年間通して学

習に来られるようなことを、さまざまな県施設

の活用を考えて検討いただければということを

申し述べておきます。

続いて、県が保有している株式についてお伺

いいたします。私もそんなにこれは存じ上げて

いなかったんですが、県は民間企業も含めて株

式を保有していて、配当を受けたり株主総会へ

職員が出席したりしておりますけれども、ま

ず、県が株式を保有している企業名についてお

伺いいたします。

○総務部長（桑山秀彦君） 県におきまして

は、県民生活の向上や本県の経済の振興を図る

といったような目的から、公益上の必要性の観

点から、企業への出資を行っているところでご

ざいます。

本年３月31日現在におきまして、知事部局で

株式を保有している企業は、放送事業関係で

は、宮崎放送、テレビ宮崎、ケーブルメディア

ワイワイ、宮崎ケーブルテレビ、ＢＴＶの５

社、それから交通関係では、ＡＮＡホールディ

ングス、宮崎空港ビルの２社、それから農業関

係では、ナンチク、ミヤチク、新農業機械実用

化促進の３社、このほか、大阪中小企業投資育

成及び宮崎県ソフトウェアセンターの２社を含

めまして、合計で12の株式会社となっておりま

す。

○清山知憲議員 こうした株式を保有している

企業名は公には公開されていないんですね。公

の資料にはどこにも書いていないんですけれど

も、中には報道機関も含まれているんですが、

これはケーブルテレビを除く報道機関、つまり

テレビ局なんですけれども、それの株式保有数

と保有比率と保有順位についてお伺いします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成27年度の

決算の数値でありますが、ＭＲＴ（株式会社宮

崎放送）につきましては、持ち株数３万1,500

株、持ち株比率が9.7％で、保有順位は３番目と

なっております。あと、ＵＭＫ（株式会社テレ

ビ宮崎）につきましては、持ち株数が３万株、

持ち株比率が4.6％で、保有順位は10番目となっ

ております。

○清山知憲議員 それぞれ、宮崎にテレビ局や

ラジオ局がなかった時代に、県民へ公共の電波

を通して情報を届けるための県としての出資

だったのかなと思いますけれども、当時から40

年または50年が経過して、２社とも自立的な経

営が果たせている中で、今なお県が株主として

株式を保有する意味合いはどこにあるのか、疑

問を持っております。

政府も株式を保有している会社はあるんです

が、それは、それぞれ根拠法があったり、もし

くは主務官庁の明確な政策的な目的があるとい

うふうに、きちんと財務省でも資料の中で説明

がなされておりますけれども、我が県が報道機

関の株式を保有する意義についてお伺いしま

す。
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○知事（河野俊嗣君） これは、九州各県でも

いろいろ対応が分かれておるようであります

が、やはり経緯がある話であろうかと思いま

す。ＭＲＴとＵＭＫにつきましては、県民の皆

様に幅広い情報提供を行うという公益性の高さ

から、その設立時に財政的支援として出資を

行ったものでありまして、地元テレビ局とし

て、県民への情報・娯楽の提供はもとより、本

県の文化・スポーツの向上や地域振興などに貢

献・御協力いただきたいと考えていることか

ら、引き続き株式を保有しているところであり

ます。

また、この株式の保有につきましては、両社

からそれぞれ毎年10％以上の安定した配当を得

ており、効率的な財産運用の手段となっている

ところであります。今後とも、株式の保有とい

う形で、県が関係を持つ必要性があるかなど、

県民生活や企業の経営環境の変化なども踏まえ

て、さまざまな観点を考慮する必要があろうか

と考えております。

○清山知憲議員 もう一つ質問したいんですけ

れども、今、最後、「さまざまな観点を考慮し

ていきたい」とありましたが、改めて、これは

保有ゼロを目指して少しずつ処分を検討したほ

うがいいんじゃないかということでお伺いした

いんですけれども。配当といっても、各社年

間150万から200万程度で、財政的なメリットは

非常に微々たるものと言わざるを得ませんし、

それよりも、それぞれ立派な報道機関でござい

ますから、県の政策について、さまざまに批判

や論評もされますし、我々県議会だって厳しく

チェックを受けるところでございます。

なのに、報道される立場の県が、同時に報道

機関の株主であるというのは、これはいわゆる

利益相反の関係にあると言わざるを得ず、今の

答弁にあったように、地域振興に貢献・協力い

ただきたいから株主として株式を保有するとい

う理由であれば、県に対する報道をされるとき

にも、そこには、株主であるがゆえに、報道に

おいてそんたくが生じる余地が生まれるかもし

れないと、そういうふうに見られかねない状況

にあります。

もちろん、報道機関が公明正大な報道に努め

ていると言っても、それは県が株主であるとい

う厳然たる事実をもって疑念を持つ県民がいる

のも事実でございますし、そこは少しずつ処分

を検討したほうがいいんじゃないかという質問

でございますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 株式を保有しているか

らということで、報道について、そのようなこ

とを感じたことはございませんが、議員のそう

いう御指摘もあるところであります。基本的に

は、先ほど申しましたように、本県の県民生活

や地域振興にどの程度貢献していただいている

かとか、今後も公共性の高い事業サービスを安

定的に提供していただけるか、また、株式の保

有という形で、県が関係を持つ必要性がある

か、さまざまな御指摘等も踏まえて、総合的に

検討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 報道機関を挙げましたけれど

も、自治体が保有する株式の保有理由について

は、きちんと見直して整理をしたほうがいいと

思っています。政府においては、きちんと説明

されておりますけれども、全国都道府県におい

て、昔、出資したまま、そのままになっている

というのが現状であるとも理解しております

し、民間の株式を保有する理由、そこは今後い

ろいろと検討を加えていただきたいと思ってお

ります。

続いて、経済指標について伺いますが、政府
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のＧＤＰに相当する県内総生産は名目で３

兆6,400億円ですけれども、これは平成26年度の

数字が最新の数字になっていて、とても古いデ

ータなので、なかなか県の経済政策に生かすの

が難しいかなと思っております。

例えば静岡県は、平成27年度の県民経済計算

の速報を平成28年７月に発表する形で、前年度

の経済指標を、夏から始まる各部の予算要求の

参考にもすることができる、そうした生きた数

字になるのではないかと思っています。さらに

早い県は、国と同様に四半期ごとに速報を打っ

ていて、これは早期に得られる統計データなど

を基礎資料として、それを項目ごとに回帰分析

して、各名目値を推計しているという手法を

とっておられます。

こうした取り組みは16の道府県で行われてい

るようですが、経済が厳しい我が県こそ経済政

策を間違えてはいけないと考えております。こ

れに取り組んでみてはいかがか、お伺いいたし

ます。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 県内総生産に

つきましては、その推計のために、工業統計な

ど各種統計を初め、約500種類の基礎資料を利用

しております。その中には、統計結果の公表が

１年後になるものもありますので、現状では、

推計に約２年近く要しているところでございま

す。

県内総生産を１年後に速報値として公表する

など、早期公表を行っている道府県が、お話の

とおりございますけれども、後で公表する確定

値と差が生じるなどの精度の問題もございまし

て、速報値の推計には、十分な研究を行う必要

があるものと考えているところでございます。

しかしながら、県内総生産につきましては、

お話にありましたが、県の経済規模を示す重要

な数値でございますので、公表の早期化に向け

て、今後とも努めてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 精度は高いけれども、古くて

使えないデータよりも、多少荒くても、新鮮で

まだ使えるデータのほうがいいかとも私は個人

的に思いますので、ぜひ他県を参考にしつつ、

検討していただければと思っております。

次に、適切な経済政策のためには、適切な経

済をはかる物差しが必要であると考えますが、

身長が伸びたかどうかとか、学力が伸びたかど

うか、会社が成長したかどうか、それぞれ適切

に正確に把握できなければどうしようもないわ

けです。政府において重要な経済指標となって

いる国内総生産（ＧＤＰ）ですけれども、これ

は直近のデータで大体約530兆円前後だと思われ

ます。

一方、県のアクションプランとか各種説明資

料を見ますと、例えば、製造品出荷額１兆5,600

億円を目指すとか、農業産出額3,500億円を目指

すとありますが、これらの数字は産出額であっ

て、総生産の数字ではないと。つまり、国内総

生産のＧＤＰを構成するような数字ではありま

せんけれども、これについて、産出額と総生

産、名前も似ているし、多くの方が混乱してい

る状況にあると思いますが、宮崎県のそれぞれ

の数字と意味合いについてお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 平成26年度県

民経済計算における本県の産出額は名目で６

兆5,624億円、それと県内総生産は３兆6,434億

円となっております。それぞれの意味合いでご

ざいますが、産出額とは、１年間に生み出され

た全ての物やサービスの市場価格を合計したも

のでございます。これに対して、県内総生産と

は、産出額から原材料費や光熱水費などの経費
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を差し引いて算定したものでございまして、１

年間に生み出された付加価値の合計額をあらわ

すものでございます。

○清山知憲議員 今、２つの数字が説明されま

したけれども、分野別の数字を再度紹介する

と、平成26年度の農業産出額は約3,326億円です

が、ＧＤＰに相当する付加価値額、総生産に直

すと約1,300億円ということで、結構、中間投入

の割合が大きいことがよくわかります。

しかし、付加価値額の1,300億円のほうをベー

スに、それから所得なども計算されるわけでご

ざいますが、中間投入というのは、今おっ

しゃったように、原材料費とか光熱水費であっ

て、これは、例えば原油価格の高騰とか円安な

どの為替によってもそうした中間投入がふえ

て、それがきちんと価格に転嫁されると、一応

見かけ上は産出額はふえるけれども、実際には

付加価値額はふえていない、農家所得はふえて

いないというような本末転倒な状況も起こり得

るわけでございます。

これは、政府に合わせて、適切に経済のパ

フォーマンスを知る上でも、産出額ではなく、

総生産で今後どんどん評価していくべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 経済政策の目

的は、個別の産業振興施策等を通じまして、県

民や県内企業の所得の向上を図り、個人消費や

企業の設備投資等の拡大につなげることにより

まして、経済の活性化と景気の好循環を実現す

ることにあると考えております。総生産は、消

費や投資につながる付加価値の合計であります

ので、全体としての経済政策はもちろんのこ

と、個別の産業政策を評価する上でも重要な指

標であると認識しております。

しかしながら、総生産は、先ほど申し上げま

したとおり、推計に一定の期間が必要でありま

すので、主に、事業の効果を速やかに、また実

数ベースで評価することが可能な農業産出額な

どの産出額を成果指標としているところでござ

います。県といたしましては、総生産の重要性

は十分に認識しておりますので、産出額等によ

り、各施策の年次的な評価を行うとともに、当

面、総生産については、必要な検証を行いまし

て、産業構造の分析などを通じて、県内経済の

成長に向けた効果的な政策形成に生かしてまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 総生産と産出額の区別、とて

も大事だと思っています。まずは、産出額では

かることの注意点や欠点というのをしっかり認

識して、理解を広めていかなきゃいけないん

じゃないかなと考えております。医療の世界で

も、よく間違ったパラメーターを治療目標にし

ていたら、そのパラメーター自体は改善したけ

れども、患者さんの状態は悪化しているといっ

た状況は普通によくある話ですので、経済指標

は間違いないようにしなければいけないと考え

ております。

経済の話をしましたけれども、どの分野でも

人手不足の状況は非常に大変な状況でございま

す。農業に関しては、外国人の農業分野への就

労を可能とする改正国家戦略特区法が、３日

前、先週金曜日の国会会期末ぎりぎりになって

成立しましたけれども、この法改正について、

目的と内容につき農政水産部長へお伺いしま

す。

○農政水産部長（大坪篤史君） 今回の法改正

の目的は、産地での多様な作物の生産等を推進

し、経営規模の拡大などによる「強い農業」を

実現するため、農業分野における専門的な知識

と技能を持つ外国人材の活用を図ることでござ
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います。内容としましては、国家戦略特別区域

内におきまして、これまで外国人技能実習生制

度では実施できなかった農畜産物の加工作業等

への従事を可能とすることや、雇用契約に基づ

いた外国人材の受け入れなどが盛り込まれてい

るところです。

なお、対象となる外国人材の要件等の詳細に

つきましては、今後、政令等で定めるとされて

おります。

○清山知憲議員 最近は、国会の政局の中で、

国家戦略特区についてのイメージがちょっと悪

くなっているかもしれませんが、従来の規制で

悪い規制があるとするならば、それを打破して

産業の競争力をつけるための有効な手段でもあ

ります。

この外国人の農業就労を認める国家戦略特区

については、そもそも愛知県が昨年提案してい

るもので、現在、聞くところによると、全国で

６つ程度の自治体が手を挙げていて、先週の14

日、５日前には、長野県が国の動向を見据え

て、この特区の指定に手を挙げるというふう

に、長野のほうの新聞記事で拝見しました。我

が宮崎県の今後の対応について、郡司副知事へ

お伺いします。

○副知事（郡司行敏君） 本県では、農業法人

や認定農業者等を中心に、雇用型の経営が増加

しておりまして、地域において安定した雇用を

確保すること、これは御指摘のとおり、現場で

非常に重要な課題となっております。

県といたしましては、まずは、生産現場の実

態をしっかり把握したいと思っておりまして、

現状の雇用のニーズや外国人技能実習生の受け

入れ状況、それから今後の意向等について、現

在、県内の農業法人や農業団体等に対する個別

のヒアリングを開始したところであります。今

後とも、幅広い意見交換等を通じて、生産現場

の生の情報を収集することで、課題とニーズを

しっかり把握していきたいと考えております。

また、今回の法改正に伴う新たな外国人材の

活用制度につきましては、市町村に広く周知い

たしますとともに、生産現場や市町村の要望等

を十分踏まえ、本県での特区の活用について検

討してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひニーズと課題の把握、急

いでいただきたいと思っております。

続いて、教育長へお伺いいたしますが、この

６月議会で補正予算案として提案されている学

校における医療的ケア実施体制充実のため、ガ

イドラインをつくるとありますが、これは具体

的に何のガイドラインをどんな目的でつくるの

か、お伺いします。

○教育長（四本 孝君） 医療的ケアの必要な

児童生徒につきましては、これまで各学校が個

別の緊急時対応マニュアル等を作成して対応し

てまいりました。近年、医療的ケアの実施に当

たりましては、看護師に、より高度な技術が求

められるなど、これまで以上の安全対策が必要

となりましたことから、今回、国の支援を受

け、県として統一したガイドラインを作成する

ことといたしました。

作成に当たりましては、人工呼吸器のふぐあ

いや脱着時への対応、学校と保護者の役割分担

などについて、個別・具体的な事例の分析や、

専門家等の御意見を伺いながら進めてまいりた

いと考えております。このガイドラインの作成

によりまして、学校における児童生徒の安全性

をさらに高めますとともに、少しでも保護者の

皆様の負担軽減につなげてまいりたいと存じま

す。

○清山知憲議員 ぜひ、よい成果を出していた
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だきたいと思います。県によると、県内の知的

障がいと肢体不自由の組み合わせの重症心身障

がい者と言われる方々は、最新の速報値で690

人、うち在宅の人の数は434人。およそ入所でき

るキャパシティーはずっと一定で変わらないの

で、今、どんどん全体で690人がふえていってい

ますから、昨年から在宅の障がい児者の数は20

人ふえていますけれども、在宅のほうでふえ続

けていっているんですね。入所のキャパシティ

ーは一定ですから。

全国でも在宅の方はふえているんですけれど

も、さらに、その中でも医療的な処置、今言わ

れました、経管栄養、人工呼吸器、導尿、吸た

んなど、さまざまな処置を必要とする方々は、

看護師しか対応できないことも多くて、多くが

保護者の負担に任せているような状況でもあり

ます。

医療的ケアを要する児童生徒の数は、県内

で49名、８つの支援学校に通っていると聞きま

す。自分の責任でもなくて障がいを負ってし

まった人たちとその家族というのは、その先、

非常に長い時間、ケアをし続ける日々が続くわ

けでございまして、最も公的な支援を投入すべ

き分野かなとも思いますが、この子たちは皆、

通常のスクールバスには乗車できず、基本的に

は保護者の皆さんが学校に連れていって、必要

な人は、保護者はずっと学校待機をして、家に

連れて帰るというような状況もあります。こう

した児童生徒に対して送迎支援をもっと行えな

いのか、教育長へお伺いします。

○教育長（四本 孝君） 医療的ケアの必要な

児童生徒をスクールバスで送迎いたしますに

は、車内での安全確保と、そのための看護師の

同乗が必要になります。しかしながら、現在、

各特別支援学校におきましては、学校で医療的

ケアに携わる看護師の確保自体が難しい状況に

ありまして、こうした中、看護師をスクールバ

スに同乗させることは大変厳しいものと認識し

ております。今後、児童生徒の安全の確保と保

護者の負担軽減を図る送迎支援のあり方につい

て、福祉サービス事業所や関係機関とも連携

し、他県の状況も踏まえながら研究をしてまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 聞くところによると、石川県

などを含め、全国で６県程度、支援体制を整備

しているとのことです。看護師がいなければ、

例えば、車内では一切処置を行わないというこ

とで、医師、家族、学校、それぞれ同意をすれ

ば、その上で送迎を行うとか、そうした手もあ

るようでございます。宮崎は、民間事業者も少

なくて、公的な支援体制も乏しいほうかと思い

ますので、何とぞ、何ができるか、いろいろと

検討を加えていただきたいと思っております。

次に、病院局長へ伺います。県立宮崎病院の

再整備問題が昨年冬ごろから大きな議論になっ

てきましたが、私が驚いたのは、コストの上昇

もそうですけれども、県立宮崎病院の機能や役

割の部分を評価されている方が非常に少ないと

いうことでございました。もちろん私は、高度

医療や産科医療、小児医療、救急医療、さまざ

まな面で担っていただいているのは理解してお

りますけれども、やはりまだまだ全県的な支

援、医師不足解消につながるような研修医育成

の部分はいろんな課題があると思っております

し、また、それぞれの地域への医師派遣という

ものも見えにくい状況でございます。

県病院の中期経営計画の取り組み項目の中に

は、地域医療科へ医師を受け入れて、医師不足

が続く地域への支援強化を図ると明記されてい

ますが、この点についての今までの成果をお伺
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いします。

○病院局長（土持正弘君） 県立宮崎病院の地

域医療科でございますが、県内の医師確保や医

療技術向上に向けた医師教育・研修機能の充実

及び僻地医師確保の受け皿として、平成18年度

に設置したものでございます。現在、自治医科

大学卒の８名の医師が在籍しております。３名

は義務中でございますけれども、外科や整形外

科、救命救急科などの各診療科で業務を行いな

がら、研修医の指導等を行っているところでご

ざいます。

また、医師不足が続く地域への支援につきま

しては、昨年度は諸塚村へ医師を11回派遣して

おります。しかし、現状では、僻地市町村立病

院に十分に派遣できるだけの体制には至ってい

ないという状況にございます。

○清山知憲議員 諸塚村への11回の派遣だけで

はとても少ないと思います。西諸地域で産科医

がいなくなった、お産ができるところがなく

なったというのは話題になりましたけれども、

やはりこれだけの医師数と予算、そして施設を

抱える基幹的な公立病院であれば、地域の医師

不足解消のためにも、医師の派遣で責任を果た

すということがもっと必要になろうかと考えて

おります。他県の県立病院では、そうした医師

の派遣、人事により、僻地医療が支えられてい

るというところはたくさんありますけれども、

今後の県全域への貢献という点でどういった考

えか、お伺いいたします。

○病院局長（土持正弘君） 県立病院は、各地

域における中核的な医療機関として、それぞれ

が地域の医療機関との連携や後方支援を行って

いるところでありますが、中でも県立宮崎病院

は、全県レベルの中核病院として、県内各地域

への均衡ある医療サービスを提供するという重

要な役割を担っているものと認識しておりま

す。

一方で、医師不足の状況の中、地域医療の担

い手を確保・育成しますことは、本県のみなら

ず全国的な課題でありまして、福祉保健部や宮

崎大学とも連携した継続的な取り組みが必要で

あります。

また、現在、県立病院の医師の多く、約９割

ほどを大学からの派遣に頼っている状況にあり

ますが、今後、県立宮崎病院を中心とした独自

の医師確保を進めることで、地域医療科の一層

の充実・強化を図り、医師不足が深刻な僻地公

立病院に医師を派遣できる体制づくりを目指し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 今後、病院が再整備されてよ

かった、終わり、ではなくて、県全体から頼り

にされるような病院として機能を果たしていた

だきたいと思っております。

次に、土曜授業について伺います。学校教育

法施行規則が改定されて、2014年度より土曜授

業が可能となっておりますが、今まで県内で実

施されている地域の状況について、教育長へお

伺いします。

○教育長（四本 孝君） 県内では、延岡市と

新富町で土曜授業が実施されております。延岡

市では、平成27年度より実施されており、年間

の実施回数は、平成27年度が12回、28年度が９

回、29年度が８回となっております。その取り

組みとしまして、地域人材を積極的に活用した

田植え、野菜づくりなどの体験活動や、さまざ

まな職種の方の話を聞いて、自分の生き方を考

える授業などが行われております。新富町で

も、平成27年度より実施されておりまして、地

域と一体となった避難訓練や、地域の伝統芸能

を体験するなどの授業が、年間２回程度行われ
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ているところであります。

○清山知憲議員 延岡と新富のみで、回数もそ

れほど多くはないので、余り広がっていないの

かなと思いますが、当初期待されていた土曜授

業の効果や、明らかになってきた課題につい

て、教育長、どう捉えておられるのかお伺いい

たします。

○教育長（四本 孝君） 延岡市の例で申しま

すと、土曜授業において、地域の人材を活用し

た体験活動を実施することにより、地域に開か

れた学校づくりがより推進できることなどが期

待されておりました。課題につきましては、体

験活動の実施に伴う打ち合わせの時間がふえる

ことなどが、教師のさらなる負担感につながる

といった声も聞かれているところでございま

す。県教育委員会といたしましては、地元企業

や地域と一体となった教育活動が展開されるな

ど、効果が見られます一方で、教師の負担感な

ど解決すべき課題もございまして、土曜授業に

ついて引き続き研究を進めてまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 どうも地域の人材を活用した

体験活動などがメーンになると、それは年間８

回、それだけ企画運営をしなきゃいけないわけ

で、通常授業と異なって、先生たちの負担も非

常に増すものだと思われますが、こういった特

別な活動ではなくて、通常の授業なども土曜授

業で行うことができないのか、教育長へお伺い

します。

○教育長（四本 孝君） 土曜授業の実施に当

たりまして、文部科学省は、学校、家庭、地域

が連携し、役割分担しながら、文化やスポー

ツ、体験活動など、地域における多様な学習の

機会の充実に取り組むことが重要であるという

考えを示しております。このような趣旨を踏ま

えまして、延岡市、新富町では、土曜授業を実

施しているところでありますが、他県の例を見

ますと、通常の教科の授業を部分的に実施して

いる地域もございます。土曜授業につきまして

は、今後、他県の例なども参考にしながら、研

究を進めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 私も文科省の資料も拝見しま

したが、そこでは、総合的な学習や補充学習、

発展学習などにも活用できると示されていまし

た。そもそもが平成24年度に土曜授業を行って

いた学校の理由として、資料としてあったんで

すけれども、そこには、開かれた学校づくりの

ほかにも、学力向上や授業時間確保といったも

のが挙げられているようでございました。土曜

授業の意味は、地域とのつながりだけじゃなく

て、児童生徒の週末の過ごし方や学力など、さ

まざまなものがあろうかと思いますので、この

テーマは、ぜひ県教委としても研究していただ

いて、市町村とも共有していただきたいなと考

えております。

最後に、知事の政治姿勢として、東九州新幹

線につきお伺いいたします。先日、田口議員の

質問にも答えておられましたけれども、ちょっ

と、何か前向きな姿勢が後退したのかなという

ような印象も受けましたが、最近の東九州新幹

線について、どのような取り組み状況にあるの

かお伺いいたします。

○総合政策部長（日隈俊郎君） 東九州新幹線

についてでございますけれども、その整備につ

いては、これまでの事例から、数十年という長

い時間軸で取り組むべき課題かなと考えている

ところでございます。したがいまして、可能性

を将来につなぐ観点から、引き続き、整備計画

路線への格上げに向けて、国に対し要望活動を

行うこととしておりまして、ことし１月に、東
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九州の４県１市で構成する東九州新幹線建設促

進期成会として、国土交通省に対し、要望活動

を実施しております。

なお、議会や市町村からの御意見も踏まえま

して、新幹線と同じく、主要都市間を結ぶ高速

交通網整備の選択肢の一つであります日豊本線

の高速化につきましても、今年度、調査を行う

こととしているところでございます。

○清山知憲議員 ちょっと答弁が聞こえにく

かったんですけれども、本年１月に要望活動を

実施して、日豊本線の高速化についても、今年

度、調査を行うこととしているということでご

ざいますが、従来どおりの要望活動を続けてい

き、そこに加えて、日豊本線の高速化というも

のを、選択肢というか、もう一方の考え方とし

て調査を進めるということで理解しておりま

す。

以前、指摘させていただきましたが、昨年３

月に野村総研へ委託して実施した東九州新幹線

の基本調査、この結果には大いに疑問を持って

いるところでございまして、あのとき指摘しま

した宮崎と鹿児島の区間ですけれども、新幹線

開業後の予測乗車数、新幹線への乗車数が異常

に少ない。というのも、自家用車から新幹線へ

乗りかえる転換需要を、この調査の中ではゼロ

と見積もっておられるわけですね。今の現状で

鉄道機関分担率が５％なんですけれども、それ

が新幹線開業後も５％で変わらないと。

なので、開業しても、たった５％が新幹線を

使っていて、90％以上が自家用車で鹿児島―宮

崎間は交通しますよというのが基本調査の結果

なんですけれども、所要時間が100分縮まって29

分で鹿児島に行くことができ、コストもそれほ

ど変わらないのに、転換がゼロというのは非常

に不自然です。私もいろいろその計算について

調べてみたんですが、まず、この調査結果を今

後どのように活用していくのか、そしてまた、

県独自で何か調査なり試算をする考えがない

か、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この東九州新幹線の調

査につきましては、これまでも、新幹線の整

備、項目としては要望してきたわけであります

が、漠然としか語ることがなかった東九州新幹

線について、より具体的なイメージを持って要

望したいということで、東九州新幹線鉄道建設

促進期成会として実施したということでありま

す。この調査の考え方につきましては、新幹線

の開業によります新たな需要の誘発を見込んで

いないことや、既存の交通手段から新幹線への

シフトを限定的に試算するなど、比較的かため

に予測をしているところであります。

県といたしましては、調査結果を、国に対す

る要望の際に活用しておりますほか、今年度、

議会の御指摘も踏まえながら行います日豊本線

高速化調査の結果などと照らし合わせて、本県

における高速交通網のあり方を検討する材料と

して活用してまいりたいと考えております。

議員から御指摘のありました、さらなる調

査、数字の設定の仕方につきましては、今後の

検討の中で考えてまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 1,000万円かけてつくった結

果、今後、検討の材料として使っていくという

ことで、ぜひ、それとは別に、県としてもしっ

かり考えを持っていただきたいなと思っており

ます。

これは、大分と一緒に調査をしている知事の

立場上、なかなかこの調査についてあれこれ言

うことはできないかと思いますので、コメント

にしておきたいと思います。前回の議会でお願
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いしたとおり、野村総研の専門家に来ていただ

いて、総合政策部と一緒に話を聞きましたが、

正直、非常に愕然といたしました。

いわゆる機関分担率については、犠牲量モデ

ルというのを使って、それぞれ鉄道と自家用車

を推計しているんですけれども、これで通常ど

おりの計算をすると、鉄道機関分担率が高くな

り過ぎてしまうと。つまり、新幹線の機関分担

率が６割、７割ぐらいになってしまって、これ

だと野村総研の経験則からいって、ちょっと高

過ぎるので、途中計算を調整しましたとおっ

しゃるんですね。

これは許されるのかなと、私は非常に強い疑

問を感じたんですけれども。その結果、たった

５％に落ちていて、転換がゼロになったという

結果でございますが、私、一つ一つ資料を持っ

ていますので、途中計算をお示しできますけれ

ども、これは中学生や高校生でもやってはいけ

ないような禁じ手の計算をしております。そも

そも普通に計算して、ちょっと何となくの定性

的な経験則からおかしな結果が出るのであれ

ば、これは犠牲量モデルそのものがフィットし

ないか、もしくはそこに代入している前提条件

が間違っているか、どっちかだと思うんです

ね。

そこを無理やり結果から逆算して計算してい

るからいいかげんな結果になるわけで、私は、

この結果については、ここで公にそちらが瑕疵

を認めるわけにはいかないとは思いますけれど

も、今後の新幹線建設促進の運動をする際には

慎重に使わなければいけないということは、申

し述べておきたいと思います。

この問題は、地元紙の論説なども含めて、調

査の結果とかいろんな現実的なことは全部無視

して、とにかく新幹線に乗る夢を見たいといっ

たような論調が見受けられておりますけれど

も、ざっと見積もって２兆7,000億とかいった、

そうした規模感の事業を50年後に本当にやるか

どうかという必要性について、本当に簡単に、

よし、つくろうという結論には至らないはずだ

と私自身感じております。また、今回のこんな

基本的な調査ですら、私が指摘するまでは、私

の知る限り、誰もこの計算のおかしさを指摘し

た人はいなくて、そこに議論の危うさを強く感

じるところでございます。

どうか、今回の件に限らず、こうした委託先

の業者のプロダクトに関して、本当に正しいか

どうか、そのままうのみにするのではなくて、

県庁職員の皆さんがしっかり勉強して、批判的

な吟味を加えていただいて、しっかり県として

の考えを持っていただきたいとお願いし、私の

質問の全てを終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○横田照夫副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。けさ、まだ夜も明けぬときに目が覚

めまして、ゆうべまとめました質問の資料を開

こうとパソコンを開きましたら、どこにも見つ

からず、朝から激震が走ったきょう一日のスタ

ートでありますが、このようなこともあるんだ

なと、危機管理意識というものの大事さを痛感

しました。しかし、ちょうど先日、データ移動

に使っていたデータが残っていたものですか

ら、一応ポイントは押さえた質問はできるかと

思っております。これまでも執行部の方には、

趣旨確認において、いろいろと質問の主意につ

いてはお話しさせていただきましたので、明快

なる御答弁をお願いしたいと思います。また、

危機管理におきましては、空振りは許されても

見逃しは許されないということですので、しっ

かり質問をしてまいりたいと思います。

先月、東北のほうに視察に行ってまいりまし

た。６年前も視察に伺ったところだったんです

けれども、名取市の仙台空港におり立ち、レン

タカーに乗り、県道10号を多賀城のほうへ、そ

こから国道45号に沿って、塩竈、松島、石巻、

南三陸、気仙沼、陸前高田と北上して見てまい

りました。６年前に行ったときには、まだ震災

の瓦れきがそのままの状態であったものが、き

れいに片づき、すれ違う車やコンビニ等にと

まっている車の大半は大型ダンプやトラック、

道路沿いには数多くの重機をそろえているリー

ス会社、海岸のほうを見ますと、真っ白く直線

に延びた終わりの見えない堤防、震災に負けな

いという気持ちが伝わってくるような復興道路

の建設、想像もつかないような甚大な被害を受

けた地域が、力強く復興・再生に動いているも

のを感じました。

また、気仙沼では、県から派遣されている技

術・事務の職員の方２名とお話しさせていただ

きました。また、そのとき、どうしても参加し

たいと、宮城県の職員の方も来られまして、４

人でいろいろと話をすることができました。宮

城県の職員の方からは、本当に宮崎県さんのお

かげで助かっていると、繰り返し繰り返し、何

度もお礼を言われたのを覚えております。他県

に比べ、多くの職員を派遣されている河野知事

におかれましては、現地の方から本当に感謝さ

れている声を聞くことができると、とても誇ら

しく思われることかと思いますし、また、職員

の方が一生懸命頑張っておられることは、大変

喜ばしくも思われているのではないかなと思い

ます。

しかし、そこでいろいろと考える中で思った

ことは、東北が被災し、復興に向けて今動いて

いる現状、そして、そのために備えられている

インフラ整備、これを目の当たりにしたとき

に、今の宮崎県がどれほど震災 いわゆる南―

海トラフが懸念されるわけなんですが に対―

して備えができているのかということを強く不

安に感じたところでもありました。さきの政策

調査会の勉強会において説明を伺いましたが、

県としては、県民防災力の向上や住宅・建築物

の耐震化等の推進、津波対策の推進、総合防災

体制の充実強化を図られていくという方針のよ

うです。あの恐ろしい津波からしっかりと避難

平成29年６月20日(火)
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すること、そのためには、まず地震の難から逃

れられなければなりません。

昨年、委員会視察で淡路のほうに行かせてい

ただきました。多くの方が被害に遭われ、被災

された方がたくさんいらっしゃいました。しか

し、何とか命を取りとめた方がたくさんいらっ

しゃったのは、常日ごろからの地域力のあり

方、そして建物にしっかり耐震性を備えておく

ことが何より大事だということでありました。

気仙沼でも、港のところでお店をされていた方

が言われたことは、津波より、まず地震から逃

れることが大事だと。地震がおさまってから、

しっかりとした建物に逃げること、避難場所に

逃げられること、それが何よりも重要だという

ふうにおっしゃっておりました。そこでまず、

本県の対策として、地震発生時における身の安

全を確保することが最重要と思いますが、県の

地震対策の取り組み状況について知事に伺いま

して、以下は質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本県の地震対策の取り組み状況についてであ

ります。本県では、南海トラフ地震が発生した

場合、最大震度７、死者３万5,000人、全壊棟数

８万9,000棟が想定されており、地震に対する備

えは急務となっております。このため県では、

「新・宮崎県地震減災計画」に基づき、県民防

災力の向上や住宅・建築物の耐震化、居住空間

内の安全確保、外部空間における安全確保な

ど、さまざまなソフト・ハード対策に取り組ん

でいるところであります。

御指摘のとおり、東日本大震災の後、地震、

津波、避難という、避難に意識が行くわけであ

りますが、まずは、地震が発生した際に、けが

なく、命を守ることが重要であると考えており

ます。このため県では、平成27年度から県下一

斉のシェイクアウト訓練を実施し、避難行動を

確認していただいております。これは、決めら

れた時間に参加者が一斉に身を低くして机の下

に隠れるなど、身を守る行動を実践する、その

ような訓練であります。

また、建物の耐震化や家具の固定など、身の

周りの安全確保に関する具体的な対策について

も、メディアによる広報や地域・学校・企業等

への防災出前講座等を通じて啓発を行っている

ところであります。県としましては、市町村や

防災関係機関と連携しながら、身近な地域での

自助・共助の取り組みを推進し、地震減災に努

めてまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

あらゆることを想定した訓練○二見康之議員

の実施、また市町村、関係機関との連携、自助

・共助の取り組みの推進、どれも大切なことだ

と思います。そのような取り組みを県が行政主

体として真剣に取り組んでいくことは、大切な

ことだと思います。また、それ以上に、県民一

人一人がしっかりとそういう防災意識を高めて

いくこと、認識を持ってもらうこと、自覚を

持ってもらうことが大切だと思います。

県のほうでは、一般住宅等の建築物における

安全性の向上を図るために、「宮崎県建築物耐

震改修促進計画」を定めて取り組んでこられて

おりますが、現在、その中で掲げた住宅や建築

物の耐震化促進の取り組み状況はどのように

なっているのか、県土整備部長に伺います。

「宮崎県建○県土整備部長（東 憲之介君）

築物耐震改修促進計画」では、大規模地震に対

する建築物の安全性の向上を一層促進するた

め、建築物の耐震化率について平成32年度まで
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の目標値を定めるとともに、耐震診断や耐震改

修に対する費用の補助などによる支援を初め、

専門技術者の養成や相談窓口の設置、啓発や知

識の普及などに取り組むこととしております。

昭和56年以前の旧耐震基準のもとで建設され

た建築物は、なお数多く利用されているところ

でありますが、耐震性能を判断する木造住宅耐

震診断士を養成するための講習会の開催や、大

規模地震時に建物の倒壊から命を守るため、日

常の生活の場となっている木造住宅と、不特定

多数の方々が利用される大規模なホテルや百貨

店などの耐震化に対する補助を、国や市町村と

連携して実施するとともに、県民の皆様へ、建

物の耐震化の必要性について意識啓発に取り組

んでいるところであります。

この取り組みの中で、私も先○二見康之議員

日、資料をいただいて見たところ、大体まだ10

万軒ぐらいが未実施だというようなことであり

ますが、毎年毎年、新しい住宅も建設されてい

る。この間いただいた資料で、戸数で7,000軒ぐ

らいだったかと思います。そういうふうに、耐

震改修だけではなくて、新築も進んでいくわけ

なんですが、いかに早く耐震にしっかり取り組

むことができるかというのが重要だと思いま

す。せっかく県がいい事業をやっていても、そ

れを知らないで過ごしてしまうというのが一番

問題だと思います。住宅や建築物の耐震化を促

進するために、所有者等に対してどのように周

知を行っているのか、同じく県土整備部長に伺

います。

耐震化を促○県土整備部長（東 憲之介君）

進するためには、その必要性について、所有者

の方々の意識を高めることが大変重要であると

考えております。このため、県、市町村及び建

築関係団体において相談窓口を設置しているほ

か、住まいや防災に関するイベントにおいて、

パンフレットの配布や耐震補強の効果を実体験

できる模型の展示などを行っているところであ

ります。さらに、新聞・テレビなどの広報媒体

を活用した啓発にも取り組んでいるところであ

ります。

また、本年度からは、耐震診断は受けたもの

の改修工事に至っていない方々に対し、木造住

宅耐震診断士による戸別訪問を行い、改修に向

けた動機づけを行うこととしております。今後

とも、大規模地震から県民の生命と財産を守る

ために、建物の耐震化の必要性について、しっ

かり周知してまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○二見康之議員

先ほども申し上げましたように、まずは地震

の難から逃れることが大事であって、その次に

想定される津波からは、いかに逃げることがで

きるか。それにおいて、まず、先日、昔の東北

震災のときの映像を確認しながら言われたこと

が、避難場所になっていたところが被災してし

まった、それで亡くなられたというか、被災し

てしまった方もいらっしゃったということだっ

たんです。本当に避難場所として大丈夫だと思

われるところを確保すること、これまでの間に

県のほうでも取り組んでこられていると思いま

すけれども、迅速かつ安全に避難できる避難場

所等を確保することが重要だと思っておりま

す。県の津波避難対策について、危機管理統括

監に、どのように取り組んでおられるのか伺い

ます。

津波に対し○危機管理統括監（田中保通君）

ましては、住民の迅速な避難が重要であります

ので、安全な避難場所や避難経路の確保・整備

を進めております。避難場所につきましては、

沿岸市町において、民間のビル等を活用した津
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波避難ビル649カ所、高台等516カ所を緊急避難

場所として指定しているところであります。

また、避難が困難な地域につきましては、沿

岸市町と連携しまして、平成31年度までに津波

避難タワー等を26基建設することとしておりま

して、28年度までにこのうち11基が完成してお

ります。さらに、避難経路につきましても、避

難場所まで安全かつ迅速に避難できるよう、誘

導標識や照明等の設置を進めており、各地域で

は、これらの避難経路、避難場所を活用した津

波避難訓練に取り組んでいるところでありま

す。

よろしくお願いします。６年○二見康之議員

前の映像で、海上保安庁の仙台空港の映像があ

りました。空港にとめてある車、そして飛行

機、セスナ、ヘリが本当に目の前を流れていく

現状で、今来てもらっても対応できないという

ような報告をしているところでした。そして

今、空港の２階にいるが、ここも安全かどうか

はわからないと。高台とかに避難して 今、―

宮崎港のほうにも高台（マウンド）ができたと

いうことですけれども 目の前を流れる大津―

波を目の当たりにして、本当に怖い思いをされ

るんじゃないかなと。しかし、そこで何とか逃

れることができて、生き延びることができれ

ば、希望につながっていくと思いますので、皆

さんの期待を裏切らないようなしっかりしたも

のをつくっていただきたいと、強く願うところ

でございます。

続いて、今度は津波対策、実際の海岸や河川

における対策について伺いたいと思います。東

北で６年前にはなかったもの、それは、どこま

でも延び行く堤防、そして気仙沼だけでなく陸

前高田のほうでも、堤防だけでなく、その後ろ

の敷地のところにそびえ立つ盛り土、はっきり

言って要塞みたいなものが今つくられているん

だなというのを感じました。あれを見たとき

に、宮崎県の今の対策というものが本当にどこ

までできているのか、非常に不安になるところ

であったんですが、今の海岸や河川におけるレ

ベル１津波対策の取り組み状況について、県土

整備部長に伺います。

南海トラフ○県土整備部長（東 憲之介君）

地震における津波対策は、喫緊の課題でありま

すことから、東日本大震災直後から、一ツ瀬川

など４河川において、河川改修に合わせて津波

対策に取り組むとともに、新別府川など13河川

において、県単独事業により、23基の樋門の自

動閉鎖化を実施したところであります。さら

に、平成26年度からは、沖田川など14水系にお

いて、九州で初めて、津波・高潮・耐震対策河

川事業にも取り組んでいるところであります。

海岸におきましては、風田海岸など３つの海

岸において、老朽化対策に合わせて、津波対策

となる護岸整備を行っております。また、防潮

堤の整備が必要な32の海岸、約56キロメートル

のうち、優先度の高い13の海岸、約38キロメー

トルにおいて、事業化に向けて、防潮堤の位置

や高さなどの検討を進めるとともに、地域住民

や利用者との合意形成のための地元説明会を

行っているところであります。

県のほうでも着実に進んでい○二見康之議員

るということだと思いますが、これまでの５年

間を集中復興期間として東北は取り組んでこら

れたということで、約25兆ほど予算執行されて

いるものだと。もちろん、これはインフラだけ

ではなくて、避難されている方々の支援やいろ

んなものを含めての金額だと思いますが、これ

から先、宮崎県の対策を行っていく上で必要な

予算確保について、どのように県は取り組んで
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いるのか、同じく県土整備部長に伺います。

国におきま○県土整備部長（東 憲之介君）

しては、南海トラフ地震等における津波対策を

着実に推進するということで、予算の確保に努

めていると伺っておりまして、先日、閣議決定

された「骨太の方針2017」では、津波などの防

災・減災の取り組みや国土強靭化に向けた取り

組みの着実な推進が明記されているところであ

ります。

本県におきまして、河川や海岸の津波対策に

は、今のところ1,000億以上の費用が見込まれて

いるということでございます。より一層、対策

を推進するために、さらなる予算の確保が大変

重要であると考えております。このため、機会

あるごとに、知事を先頭に、財務省や国土交通

省等に対し、新たな財政支援制度の創設や必要

な予算の確保などを強く要望してきたところで

あり、さらに、南海トラフ地震対策について政

策提言を行う10県知事会議においても、繰り返

し要望を行ったところであります。県といたし

ましては、今後とも、津波対策の推進に必要と

なる予算の確保に、全力で取り組んでまいりま

す。

よろしくお願いします。本当○二見康之議員

にこれは、いつ来るかわからないということに

対して整備するのに、来なければ時間がたって

も、許されるわけじゃないですけれども、運が

よかったということなのか、どう理解すればい

いのか非常に難しいところなんです。しかし、

行政主体として、危機管理の中では、先ほども

申し上げたように、空振りはしても見逃しはで

きないということ、そして、いつ来るかわから

ないということに対しては、本当に迅速な対応

をしなければならないんじゃないかと思いま

す。それが東日本の教訓として、南海トラフの

危険をはらむ宮崎、ほかの県としっかり連携し

て、一日も早い整備完成を目指して取り組ん

で、頑張っていただきたいと思います。

次に、国体関連施設整備について伺いたいと

思います。

これまでの本議会でもいろいろとお話があっ

たところでありますが、私も昨年１年間、総務

政策常任委員会の中で、その都度、報告を聞い

てきたところでございます。その中で、大体６

月議会までには最終候補地の選定が終わるだろ

うという見通しだったかと理解しているのです

が、現在の県有主要３施設の整備の検討状況に

ついて、どのようになっているのか、知事に伺

います。

２巡目国体に向けまし○知事（河野俊嗣君）

た県有主要３施設の整備候補地につきまして

は、早い時期に県としての方針を固めるべく、

検討を進めているところであります。さまざま

な諸条件を考慮して候補地を絞り、まだ現段階

では、関係市や競技団体から施設整備に関する

さまざまな要望もいただいております。関係市

との協議等も進めながら、最終的な整備地につ

いて、検討・熟慮しているところであります。

引き続き、スポーツランドみやざきの新たな展

開や県の財政負担、さまざまな要素を総合的に

勘案しながら、早い時期に決定したいと考えて

おります。

もう関係市との最終的な調整○二見康之議員

に入っていらっしゃることだと思います。今回

の県有３施設の整備に当たりましては、国体開

催という非常に大きなイベントを本県でするこ

とが決定したこと、それに伴って、いろいろ、

総合政策部を初め教育委員会のほうでも、全庁

を挙げての検討が今進められていることだと思

うんですが、何より一番大事なことは、知事も
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以前おっしゃったように、国体開催後の宮崎県

のスポーツ振興をどのように考えていくのか、

スポーツランドみやざきのこれからのあり方を

どのように考えていくのかというのが一番重要

なポイントではないかなと思います。

私も先日、知事室のほうに、都城市長並びに

議会関係の方々と一緒に、山之口へ陸上競技場

を設置してほしいという要望に上がったところ

でありますが、ほかの各市長、延岡市や宮崎市

並びに関係スポーツ団体からもいろんな要望が

今上がってきている状況だと思います。余り長

くそれぞれの要望合戦の状況をつくることは、

決定したときに、どうしてもどっちかが立たな

いというふうになってしまうのかなと思いま

す。みんなそれぞれ真剣に要望しているわけで

すから、その意も踏まえての今後のスポーツラ

ンドみやざきをうまく展開していくためにも、

できるだけ早く決定していただいたほうがいい

のではないかなと思いますが、この２巡目国体

に向けた施設整備について、今後のスポーツラ

ンドみやざきの展開にどのように生かしていく

のか、知事のお考えを伺いたいと思います。

前回の国体において整○知事（河野俊嗣君）

備しました県総合運動公園が、スポーツキャン

プや合宿の受け入れなど、今日のスポーツラン

ドみやざきを支える重要な基盤となっていると

ころであります。今回の２巡目国体、さらには

全国障害者スポーツ大会を契機としました施設

整備は、これらの大会の開催のみならず、今後

のスポーツランドみやざきの新たな展開に資す

る大変重要な施設であろうと考えております。

スポーツランドみやざきをさらに推進してい

く上では、全県化、通年化、多種目化が課題で

あるというふうに認識しております。県総合運

動公園を中心とした既存施設の機能高度化を

図っていくのか、あるいは、より広域的な視点

に立って、面的な展開を進めていくのか、さま

ざまな御意見をいただいているところでありま

す。いずれにいたしましても、県だけではな

く、市町村の施設も含めて、これらの課題に対

応し、本県の観光や地域振興にも資するよう取

り組んでいく必要があるものと考えておりま

す。

よろしくお願いいたします。○二見康之議員

皆さん、本当にこの機会に大きな期待を寄せて

いるところでありますので、最終調整をしっか

り行っていただいて、一日も早い決定、そして

前向きな前進を期待しているところであります

ので、よろしくお願いします。

同じく、次は、国民文化祭、障害者芸術・文

化祭について伺いたいんですが、先日６月７日

に、平成32年度に開催される第35回国民文化祭

宮崎実行委員会並びに第20回全国障害者芸術・

文化祭実行委員会設立総会が、県内市町村を初

め、行政、団体、企業など多くの関係者の参加

のもと開催されました。国民文化祭、全国障害

者芸術・文化祭の趣旨や開催状況、本県開催に

至る経緯、実行委員会の組織体制や今後の開催

スケジュール等について説明をいただいたとこ

ろであります。今後、実行委員会の会長として

運営をされていく河野知事でありますが、その

中に設置される企画会議、企画委員会並びに事

業別各専門部会において本事業を進めていかれ

るとのことであります。

数百万人の参加者が見込まれる大イベントで

あり、各界からの期待も大きいものであると思

います。経済効果や観光振興のほかにも、今後

の本県文化活動を創造するものにしてほしい、

国際交流を深めてもらいたい、学生のアイデア

を生かした企画をしていただきたいなど、大き
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な期待が寄せられていることを感じました。ま

た知事も、これを機にバリアフリー等を進めて

いきたいというような思いも話されておりまし

たが、この国民文化祭、全国障害者芸術・文化

祭の実行委員会会長として、知事の開催イメー

ジはどのようなものなのか、お聞かせいただき

たいと思います。

国民文化祭、全国障害○知事（河野俊嗣君）

者芸術・文化祭の開催は、文化芸術のすばらし

さや地域の文化資源に対する認識を一層深める

など、本県の文化振興を図る上で大変意義のあ

るものと考えております。この大会では、平

成24年から９年間にわたり取り組んでおります

記紀編さん1300年記念事業の集大成としまし

て、例えば、大会のオープニングに日向神話や

神楽の要素を取り込むなど、これまで磨き上げ

てまいりました本県固有の地域資源や文化を国

内外に発信する絶好の機会にしたいと考えてお

ります。

また、音楽や演劇、郷土芸能などの分野別

フェスティバルにつきましては、その地域の特

色を生かしたもの、また逆に、これまで余り普

及していなかった新たな分野のものなど、さま

ざまなジャンルの文化イベントを県内各地域で

開催したいと考えております。

また、先日、のべおか第九演奏会の合唱団の

結団式に参加して 今、団員の減少に大変悩―

んでおられるわけでありますが、さまざまな芸

術文化団体が運営にいろいろ御苦労されてい

る。国民文化祭という目標を３年後に設定する

ことによって、さらに活動を活気づける、活性

化させる、そういう効果というものも大いに期

待したいと考えております。

さらに今回、国民文化祭と全国障害者芸術・

文化祭を一体的に開催することによりまして、

障がいのある人もない人も、生き生きと活躍す

るみやざきづくりにつなげていきたいと考えて

おります。今後とも、こうしたもろもろ考慮し

ながら、宮崎らしい大会の実現に向けて、関係

者と連携を図りながら、準備を進めてまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたします。○二見康之議員

ぜひとも成功させていただきたいと思います。

先ほど、ここ数年の参加者数は数百万人に上る

ものであり、経済波及効果は数百億円に上るも

のが見込まれるというふうな説明でありまし

た。これだけの大イベントですから、開催費も

それなりにかかっているのかなと思いました

ら、やはり10数億円かかっているのが現状のよ

うでありました。今後、多額の財政負担が予定

されている本県にとっては、非常に重いものか

なとも感じますが、開催費をどの程度見込んで

いるのか、また、それに対して国の助成はある

のか、知事にお伺いします。

過去の開催都道府県の○知事（河野俊嗣君）

状況を見ますと、国、県、市町村の合計で、10

億円から20億円程度の開催経費となっておりま

して、このうち、国が約2.5億円を負担しており

ます。今後、実行委員会や市町村を初めとする

関係機関等と調整を図りながら、具体的な事業

内容と予算につきまして検討してまいります。

わかりました。○二見康之議員

次に、公共交通機関について伺いたいと思い

ます。

ＪＲ九州の民営化に際しましては、私もいろ

いろと、株式の取得をしたらどうかとか提案も

させていただきましたが、先日のワンマン化に

伴う安全・安心の確保のための取り組み状況に

ついての確認とか、いろいろ議論されていると

ころであります。本来であれば、鉄道利用状況
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がよければ、ワンマン化の話というものも、そ

もそもはなかったんだろうという思いもいたし

ます。いろいろ利用者の利便性向上等に県は努

めていらっしゃるんだと思うんですが、これか

らも大事なところは、本県における鉄道のあり

方についてどのように考えているのか。利用者

がふえていけば、経営改善策というものはな

かったのかなという思いもありますので、今後

の鉄道のあり方について、どのようなお考えを

持っていらっしゃるのか、知事に伺います。

鉄道は、大量性、速達○知事（河野俊嗣君）

性、定時性にすぐれた交通手段であります。地

域におきましては、通勤・通学等の生活路線と

しまして、また広域的には、観光やビジネス客

などの移動手段として利用されているわけであ

りまして、基幹的交通基盤として重要な役割を

担っているものと考えております。鉄道が引き

続きその役割を担っていくためには、「地域が

みずから乗って残す」という活動を盛り上げ

て、県民の利用を促進するとともに、インバウ

ンドを含めた、他の地域や県外からの利用も伸

ばしていく必要があると考えております。

そのため、交通系ＩＣカードの導入支援など

により、利便性向上を図るとともに、利用者が

減少しております日南線・吉都線では、地元自

治体との連携の上、それぞれの地域の取り組み

を支援しておりますほか、外国人利用も増加し

ております観光列車「海幸山幸」の平日臨時運

行の支援などを行っているところであります。

今後とも、国やＪＲ九州と緊密に連携をし、関

係者で知恵を絞りながら、県内鉄道の維持・充

実に努めてまいりたいと考えております。

これだけ利用状況が過去に比○二見康之議員

べると減ってきたということ、また、モーダル

シフトといいますか、車社会、宮崎の場合は特

にそう思われていると思います。一方で、「海

幸山幸」みたいに大変喜ばれる事業もあれば、

「ななつ星」みたいに超高級観光列車も人気が

あるとか。そういう意味では、本当に鉄道のニ

ーズというのは大きく変わってきている部分も

あるんだなと思いますし、先日もありました新

幹線の件やら、また日豊本線の高速化のこと、

本県としては、ここら辺に本当に真剣に早く取

り組んでいくことが重要なのかなという気もい

たします。

ところで、特急のワンマン化導入について、

安全性の確保という視点から、県はＪＲのほう

に申し入れ等をしていらっしゃると思います

が、ＪＲ九州の経営改善の動きというものを県

はどのように考えているのか、知事に伺いま

す。

ＪＲ各社は完全民営化○知事（河野俊嗣君）

されたわけでありまして、民間企業としての経

営というものが重要であろうと考えております

が、その一方で、公共交通機関の使命として、

路線の適切な維持や利用者の利便性を確保す

る、これも極めて重要な役割があるものと考え

ております。

昨年末、特急のワンマン化の情報が入りまし

た際には、私も沿線の市長とともにＪＲ九州の

青柳社長を訪ね、地元としての懸念というもの

をしっかり伝え、極めて慎重な検討を強く要請

しました結果、この導入に当たりましては、国

の基準を超えた特別の措置、さまざまな対策が

実施されたところであります。

ＪＲ九州におきましては、さまざまな経営改

善策の検討の可能性が今後もあろうかと考えて

おりますが、それが本県の路線維持や県民の安

全・安心に深刻な影響を及ぼすことのないよ

う、沿線自治体などと危機感を共有しながら、
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これまで以上に協議を重ねて、適時適切に対応

を図ってまいりたいと考えております。

国の基準を超える特別な措置○二見康之議員

をしていただいているということは、経営費を

削減する割には結構お金を使っているんだなと

いう対応だったかなと思うんですけれども。特

急ワンマン化に係る安全対策を求めているわけ

なんですが、点検・確認の結果について、県は

ＪＲ九州に対し、どのような内容の報告を求め

るのかというところが重要になるかと思いま

す。最初、話を聞いていたところでは、ＪＲ九

州にお任せして検証してもらうというようなこ

とだったのかなと思うんです。実際に安全性を

確保するためには、どこが重要なポイントにな

るのか、どういうデータをとってほしいのか、

県のほうからもある程度要望していく必要性が

あるかと思いますが、お考えを総合政策部長に

伺います。

ＪＲ九州から○総合政策部長（日隈俊郎君）

は、大分―宮崎空港間の特急ワンマン化に伴う

乗客の安全及び安心を確保するための対策につ

いて、点検・確認し、必要に応じて見直しを行

うこととなっていると伺っているところでござ

います。先日もＪＲ九州に対しまして、しっか

りとした検証を行い、報告いただくよう、県と

して改めて申し入れを行ったところでございま

す。

検証結果の報告につきましては、ＪＲ九州に

おいて現在検討中でありますが、県といたしま

しては、ホーム上における安全確認、列車内の

安全確保及び秩序維持、大規模災害発生時の避

難誘導など、県から要請して、ＪＲ九州が実施

している安全・安心確保対策の状況確認や問題

点等の有無などについて、報告を求めたいと考

えております。

また、県民が安心して利用していただけるよ

う、利用者からの意見についても、その対応状

況を含め、報告を求めたいと考えております。

しっかりと確保するべきとこ○二見康之議員

ろをポイントを絞って、安心・安全というのは

何より大事なことでしょうから、経営改善と、

これはある意味両輪を担うポジションになるの

かなと思いますので、しっかり対応のほうをよ

ろしくお願いいたします。

次に、子育て支援について伺いたいと思いま

す。

本県は、保育の質と量の拡充に向けた子育て

支援のさらなる充実や、仕事と家庭の両立支援

に向けた企業等の機運醸成などにも、これまで

も取り組まれていると思います。中でも、保育

士不足というものが全国的にもクローズアップ

されていますが、本県においても非常に難しい

ところがあるように私も聞いております。

育児休暇１年から復職するが、ゼロ歳、１

歳、２歳児の数が多いということが保育士不足

の原因の一つでもあるというふうに言われてい

ます。これを解消するためには、行政、企業、

家庭・保護者が連携することが大切だと思いま

す。希望する保育所等へ入所するため、育児休

業を切り上げるケースもあるというふうに伺っ

ておりますが、子育て及び働き方の面から対応

が図れないか、福祉保健部長に伺います。

育児休業を取○福祉保健部長（畑山栄介君）

得している保護者に安心して育児に専念してい

ただくためには、復職をしようとする時期に、

希望する保育所等に子供を預けられる環境整備

が重要であると認識しております。このため県

では、保育所等の利用定員の増加を図るため、

施設整備に対する支援を行うとともに、安定的

に保育士を確保していくため、保育士の処遇改
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善や保育士を目指す学生等への貸付事業を行っ

ているところであります。

また、育児・介護休業法が本年３月に改正さ

れ、原則１歳までの休業期間には変わりありま

せんが、保育所に入れない等の特別な事情があ

る場合には、１歳６カ月まで延長できた期間

が、本年10月からは最長２歳まで再延長できる

ようになります。今後とも、県民の皆様が安心

して子育てできるよう、子育て環境の整備を

図ってまいりたいと考えております。

ゼロ歳児３人に対して保育士○二見康之議員

１人が必要だという基準になっていると思うん

ですが、びっくりしたのは、うちの子供、４月

２日生まれがいるんですけれども、４月２日生

まれになると、ゼロ歳児扱いが約２年間になる

わけなんですよね。４月１日生まれだったら約

１年間だけで、次は満１歳になるんですけれど

も、今回の延長というのは、非常に望ましいこ

となのかもしれないなと思っております。あ

と、これは職場との関係や親としての立場と

か、いろいろ複雑に絡み合っている部分ですか

ら、分野を超えて、雇用の面からも、福祉の面

からも、そして地域のあり方とか、そういった

ところからも多角的に見て、よりよい宮崎モデ

ルというものができるように、これからも研究

を進めていきたいなと思います。

あと、保育士等に関するキャリアアップにつ

いてなんですが、保育士の処遇改善の一つで、

また本年から始まっているというふうに伺って

います。適切な研修やキャリアパスの構築とい

うものは、保育士を魅力ある職業にしていくた

めにも重要であると思います。制度は始まって

おりますが、この研修をどのように行っていく

かというところについては、まだ不明なところ

が多いものですから、この保育士等を対象にし

たキャリアアップ研修に県はどのように取り組

んでいくのか、福祉保健部長に伺います。

近年、全国的○福祉保健部長（畑山栄介君）

に保育士が不足するとともに、保育所等に対す

るニーズも複雑化・多様化してきております。

このため今般、一定の経験を持つ保育士等を対

象に、職位や職務内容に応じたキャリアアップ

研修の実施と、その研修を受講した保育士等に

対し、給与面など処遇の改善が行われることと

なったところであります。

相当数の保育士等を対象としていることなど

から、現在県では、九州各県とも情報交換を行

うとともに、民間ノウハウの活用や、県内の大

学など保育士養成施設との連携も視野に入れな

がら、効果的な研修となるよう、実施に向けた

具体的な検討を進めております。県としまして

も、保育士等のキャリアパスの構築や処遇の改

善は、保育士等の資質向上はもとより、その安

定的な確保のためにも大変重要でありますの

で、関係団体の御意見も伺いながら取り組んで

まいりたいと考えております。

なかなかこれは難しい課題な○二見康之議員

のかなと。ほかの各県も手探り状態が非常に大

きい案件なんだろうと思いますが、制度自体は

始まっておりますし、各団体のほうも非常に不

安な思いもあるようでありますから、いい制度

設計ができるように、速やかなる対応をお願い

したいと思います。

次に、私立幼稚園に対する特別支援教育補助

事業について伺いたいんですが、これは以前、

ここで質問させていただいたときには、他県に

比べて、本県は補助額が低いということでお話

しさせていただきました。その件については、

改善が図られて、他県並みに同じように補助さ

れるようになったということなんですけれど
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も、以前も指摘させていただいたように、特別

支援が必要な園児が１人いる園と２人以上いる

園では、１人の場合は、２人以上いるときの園

児１人の単価の半分になっている、これはいか

がなものかということ等をお話しさせていただ

いたと思います。

自分の子供が障がいを持っているということ

をなかなか認めにくい親もいると思いますし、

その辺を何とか解消することは、行政として、

公平性の観点、また教育の機会均等の観点と

か、いろんなところを勘案しても、同じ基準に

持っていくのが望ましいというふうに思うわけ

なんです。この補助事業について、国のほう

が、この制度を２人以上というふうに縛ってい

るものですから、その辺の制度の改善を国に求

めていくことも必要なのではないかなと思うん

ですが、福祉保健部長に、どのように考えてい

るのか伺います。

私立幼稚園に○福祉保健部長（畑山栄介君）

対する特別支援教育補助事業の対象となる園児

数につきましては、国はこれまでその基準を段

階的に引き下げてきたところですが、平成11年

度以降は現行の２名以上となっております。こ

のため、議員から御指摘がありましたとおり、

県では、保護者や幼稚園の負担軽減のため、障

がいを有する園児が１名在籍している幼稚園に

対しても、国庫補助が適用された場合の県費負

担相当分について、県単独で補助を行っている

ところであります。

現在の国庫補助事業においては、受け入れる

園児の数によって取り扱いに差が生じている状

況にありまして、教育の機会均等や就学前教育

の推進、公平性の観点から課題があると考えて

おりますので、１人目から国庫補助事業の対象

となるよう、国に対して要望を行ってまいりた

いと考えております。

ぜひよろしくお願いします。○二見康之議員

これは、今の現状がどうかというよりか、考え

方がどうかということだと思っておりますの

で、公平になるように、制度設計はよろしくお

願いしたいと思います。

次に、教育行政について。まず、学力向上に

ついて伺いたいと思います。先日、１冊の本に

出会いました。題は「ユダヤ人の教養」とい

う、小さな新書版なんですけれども、ノーベル

賞受賞者を数多く輩出し、金融界やマスメディ

アを押さえ、名立たる世界企業を創業、そして

医師や弁護士といったエリート専門職も多いと

言われているユダヤ人であります。

そのユダヤ的学習方法というものが載ってお

りまして、トーラーという本があるそうです。

これは、いわゆる神の律法という本を常に声を

出して反復、復唱、暗唱するということ。そし

てタルムードは、律法の伝承ということについ

ての本らしいんですが、そのままうのみにする

ことなく、常に質問、疑問を提示し、議論を重

ね、十分な話し合いを持って論争をし、その

後、その時々にふさわしい律法の適用を学ぶと

いうものであって、基礎学習を重視し、常に習

得チェックを行い、また家庭における親の役割

というものが重要であるというふうな考えを

持っている方法だということです。

また、優秀な生徒とは、すぐれた質問を投げ

かける生徒であり、返答、解答よりも、よりよ

い質問、問題の提議こそすぐれているあかしで

あるということでした。

また、ユダヤ人の大学生に共通するものが５

つ挙げられておりました。１つは、文化の中心

である都市の出身者が多いということ。２つ目

は、平均して経済的に恵まれていること、これ
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は学問に専念できる環境にあるということらし

いです。３つは、過去の背景があり、みずから

の地位を高めたいと熱望している。４つ目、最

高学府で学び、他にまさる学識・技術を身につ

けたい志向を持っている。５つ目、それは自分

一人の努力次第で可能であると思っている。こ

の５つが共通する特徴だということでありまし

た。１つ目、２つ目の部分、都市出身であるこ

と、経済的なことは、与えられた環境かなと思

うわけなんですが、３つ目以降については、比

較的自分の考え方、自分のあり方というものが

重要になってくるんだと思います。

さきの政策調査会勉強会で、学校政策課から

学力向上の取り組みについてのお話も伺いまし

た。まずは、子供たち一人一人がやる気になる

こと、本気になること、自分の人生は自分でし

か生きることができないという人生の理法に気

づくことが大事だと思います。「心ここに在ら

ざれば、視れども見えず、聴けども聞こえず、

食らえどもその味を知らず」、見ていても見え

ていない、聞いても聞こえていない、食べても

その味がわからないというようなことではいけ

ないと。本人の学習意欲を引き出すことが重要

だと思いますが、県教委としてどのような取り

組みを行っているのか、教育長に伺います。

子供たちの学習意欲○教育長（四本 孝君）

を引き出すことは、教える側にとって最も重要

なことでありまして、「学ぶ心に火をつける」

ような授業を実践していくということが大切だ

と考えております。そこで、県教育委員会とい

たしましては、昨年度から、授業改善に焦点を

当て、子供たちが「わかった」「できた」と実

感できる授業改善のチェックポイントを示した

ところでございます。また、直接学校を訪問し

て、このチェックポイントに基づいた授業改善

の支援を行っているところであります。

さらに、子供たちの学習意欲を引き出すため

には、一人一人の理解力やつまずきなどを正確

に把握し、実態に応じた授業を行うことが不可

欠でありますことから、学力の状況をきめ細か

に把握・分析できる集計システムを再構築した

ところでありまして、現在、各学校で活用が図

られているところでございます。今後、県内の

教職員に具体的な授業の進め方等について研修

会を開催するなど、子供たちの学習意欲を引き

出し、学力向上につながる取り組みを進めてま

いります。

ユダヤの取り組みの中で、最○二見康之議員

初に申し上げたトーラーの暗唱とかタルムー

ド、議論をするということは、日本において

は、素読という文化があったりとか、また吉田

松陰と明治維新をなし遂げた志士たちとのいろ

いろな問答、そういったものというのは、日本

古来の文化でもあるんじゃないかなと感じまし

た。こういうことも踏まえて、今後の研究もお

願いしたいと思います。

次に、学校種間の接続について伺いたいと思

いますが、小学校に入学したばかりの１年生

は、非常に新しい環境で、不安も大きいものだ

と思います。なかなか授業中に座っていられな

かったり、先生の話を聞くことができないとい

う者が多数見受けられました。これは、家庭で

のしつけというものも重要だと思います。

本県も家庭教育支援条例を定めて、これから

取り組んでいきたいという思いもあると思うん

ですが、４年生から学力テストをしてチェック

するというのも、１年生、２年生、３年生のと

きの学力が響いてくるものでありますし、１年

生のときにしっかり理解して、次の学年に進め

ていくことが大事だと思います。生活習慣とか
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を１年生のときに教えるのではなく、地域社会

やそれまでの幼稚園・保育園等でもっとしっか

り教えることができないか、この接続が重要で

あると考えますが、小学校における取り組み等

を教育長に伺いたいと思います。

子供たちの学びの連○教育長（四本 孝君）

続性を保障することは極めて大切でありまし

て、とりわけ、義務教育のスタートとなります

幼稚園・保育所等から小学校への接続を円滑に

行うことは、重要であると考えております。こ

のため、各小学校におきましては、入学前の幼

児を招いて、学びの楽しさを体験させる授業を

計画的に行っております。また、教職員が幼稚

園などを訪問しまして、幼児一人一人の特性を

把握し、指導に生かすための情報交換や協議を

行っております。

さらに、就学時健康診断や入学説明会におき

まして、全ての保護者に対し、入学までに身に

つけてほしい生活習慣や学習に対する心構えを

伝えることで、子供たちがつまずくことなく円

滑に学校生活が送れるよう配慮しております。

県教育委員会といたしましては、子供たち一人

一人が安心して学校生活のスタートができるよ

うに、今後とも各市町村教育委員会及び関係部

局との連携に努めてまいります。

ありがとうございます。よろ○二見康之議員

しくお願いいたします。

最後に、修学旅行関係について伺いたいんで

すが、いろんなところに旅行に行って見ること

ができるというのは、子供たちにとっても非常

に楽しみなイベントの一つだと思います。今、

本県でも修学旅行受け入れについて取り組んで

いらっしゃることだと思いますが、そもそも小

学校や中学校、高等学校における修学旅行の行

き先とか目的というものをどのように思ってい

らっしゃるのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

本県の修学旅行の主○教育長（四本 孝君）

な行き先でありますが、小学校は鹿児島県、中

学校は九州や関西方面となっております。ま

た、高等学校の多くは関東方面を訪れておりま

すが、海外のコースを選択できる学校もござい

ます。

修学旅行の主な目的につきましては、日常と

異なる生活環境の中で、豊かな自然や歴史・文

化に触れる体験、企業等への訪問研修などを通

して見識を広めることや、集団生活を通して、

児童生徒が互いを思いやり、ともに協力し合う

態度を身につけることであります。また、旅行

先でのさまざまな活動を通して、社会生活上の

ルールや公衆マナーを学ぶ機会としても期待さ

れているところであります。

それでは、本県の教育旅行受○二見康之議員

け入れの現状というものは今どのようになって

いるのか、商工観光労働部長に伺います。

本県にお○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ける教育旅行の受け入れにつきましては、口蹄

疫などの影響もありまして、平成22年度には延

べ宿泊客数が約1,000人にまで落ち込んだところ

であります。

しかしながら、その後、北きりしま地域を初

めとする農家民泊や宮崎市のマリンスポーツな

ど、本県の強みを生かした新たな素材の開発、

さらには、関西・北部九州を主なターゲット

に、官民一体となった積極的な誘致活動を行っ

た結果、平成23年度以降、年々増加し、昨年度

は、熊本地震の影響もありましたけれども、

約6,800人まで回復してきたところでございま

す。

昨年の熊本地震のことを考え○二見康之議員
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ると、おととしよりか非常に伸びてきていると

いうのは、努力の結果が見えているんじゃない

かなと思います。

この現状についてはわかりましたが、今後、

教育旅行の誘致促進に向けて、どのように取り

組んでいくのか、同じく商工観光労働部長に伺

いたいと思います。

教育旅行○商工観光労働部長（中田哲朗君）

につきましては、求められるニーズが時代とと

もに変化してきておりまして、現在、主流と

なっている現地での交流・体験に加えまして、

最近では、学生みずからがグループワーク等を

通じ、地域の課題の発見や解決方法を探ると

いった学習プログラムを取り入れる動きが出て

きております。

このため、このような時代のニーズを踏まえ

ながら、本県の強みを生かした宮崎らしいプロ

グラムを開発・提供するとともに、昨年設置い

たしました、県や市町村、民間企業、農家民泊

団体等から成ります「宮崎県教育旅行誘致推進

協議会」を中心に、さらなる教育旅行の誘致に

取り組んでまいりたいと考えております。

先日見せていただいたこの旅○二見康之議員

行ガイド、非常にわかりやすく、また県内の魅

力というものが伝わってくるような内容になっ

ているなと感じました。修学旅行ですけど、観

光の語源というものは、中国の「易経」の「国

の光を観る、もって王に賓たるに利し」という

一節に由来するそうです。国の威光を観察す

る、見るということで、学びも、癒やしも、最

先端の科学技術も、さまざまなものが観光資源

になり得るものと思います。それをほかより、

よりすぐれしものにしていくためには、努力も

必要ですし、お金もかかるんだと思います。

新たに認定されました祖母・傾・大崩のユネ

スコエコパークや世界農業遺産、日本ジオパー

クや重要無形文化財、またニニギノミコトの陵

墓である男狭穂塚やコノハナサクヤビメの陵

墓、女狭穂塚など、記紀編さん1300年記念事業

の集大成にかかわるものなど、本県には観光資

源となるものが多数あると思います。これらを

さらに輝かせていただきまして、宮崎の光を、

そして、これは日本の威光であるということを

広く伝えていただきますようお願い申し上げま

して、私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、濵砂守議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○濵砂 守議員

んにちは。西都市・西米良村選出の濵砂守でご

ざいます。議会で登壇しますのは実に６年ぶり

でございます。一般質問最終日、質問は18番

目、自民党議員ではラストバッターでありま

す。

また、議場に出席の県執行部の皆様の中で、

以前に御答弁をいただいたことがあるのは、河

野知事お一人ではないかと思います。他の執行

部の皆さん方には初めての質問の機会でありま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

また、きょうは、地元西都市のほうから漁業

組合関係の役員の方もお見えになっておりま

す。どうも御苦労さまです。

それでは、通告に従い質問をいたします。

去る６月14日、ユネスコの国際会合で、本県

と大分県にまたがる「祖母・傾・大崩ユネスコ

エコパーク」の登録が決定いたしました。ユネ

スコエコパークとは、自然と人間社会の共生を

目的に1976年にユネスコが開始したもので、国

内で９カ所目、県内で2014年に登録された綾に

次いで２カ所目であります。

2015年（平成27年）には、国連食糧農業機関
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（ＦＡＯ）の世界農業遺産に、国内では６番

目、県では初めて「高千穂郷・椎葉山地域」の

認定が決定し、宮崎の農山村の文化が世界的に

認められました。地域によって資源は異なりま

すが、そこに住む人たちは、ふるさとの自然に

畏敬の念を抱き、誇りを持ち、それぞれの特色

を生かした活性化を求めて御活躍をいただくこ

とが、宮崎県全体の浮揚策になると期待するも

のであります。

宮崎県が次に目指すべき遺産は、世界文化遺

産であります。

まず、西都原古墳群の世界文化遺産登録につ

いてお尋ねいたします。

世界遺産条約は、「世界の文化遺産及び自然

遺産の保護に関する条約」、1972年にユネスコ

の総会で採択されたことに始まり、科学的な方

法によって、文化遺産と自然遺産を永久に保護

することを目的としたものであります。

世界遺産は、文化遺産、自然遺産と、その両

方の要素を兼ね備える複合遺産とに分類されて

おります。2016年現在、世界遺産条約締約国

は192カ国、世界遺産総数1,052件、内訳は、文

化遺産814件、自然遺産203件、このうち日本で

は、法隆寺や姫路城を初めとする文化遺産が16

件、屋久島や白神山地を含め自然遺産が４件の

計20件であります。なお、世界遺産暫定リスト

記載は９件であります。

また、2017年５月、暫定リスト記載の「宗像

・沖ノ島と関連遺産群」の一部を世界遺産とし

て登録するよう、ユネスコの諮問機関である国

際記念物遺跡会議が勧告しておりますので、こ

れを入れて日本の世界遺産は21件となります。

さて、宮崎でありますが、去る６月５日の新

聞報道で、世界文化遺産登録を受けた沖ノ島に

続けと、県がこれまで大きな価値があるとして

きた宮崎市の生目古墳群、西都市の国の特別史

跡、西都原古墳群、新富町の新田原古墳群、新

たに高鍋町の持田古墳群を追加し、「南九州の

古墳文化」の遺産登録に向けて、活発に活動し

ているとの記事が掲載されました。

既に西都市では、13年以降、世界文化遺産登

録に向けた学術的なシンポジウムを毎年開催し

ており、その期待は各古墳群所在地において日

増しに高まり、今後、一層加速するものと思わ

れます。そこで、西都原古墳群を初めとする南

九州の古墳群の世界遺産登録について、知事の

所見をお示しください。

次に、内水面漁業についてであります。

この件につきましては、平成28年９月定例会

一般質問で、横田照夫議員が質問されておりま

すが、同じ地域に住む者として、引き続き取り

上げさせていただきました。

去る４月22日、アユの稚魚の放流に参加しま

した。西都市や新富町などでつくる一ツ瀬川水

系濁水対策推進協議会と一ツ瀬川漁協が西都市

で開催したもので、市内外から親子連れやスポ

ーツ少年団の団員ら約150人が参加し、稚アユ１

万7,000匹を放流いたしました。参加者の中で

は、アユの成長を願いながらの会話が楽しく弾

んでおりました。

県内40の内水面漁業協同組合は、県知事から

漁業権が免許されております。漁業権とは、河

川や湖において漁業を営む権利であり、同時に

魚などの資源を増殖させることを義務づけてお

ります。

同漁協は、一ツ瀬川流域に５月上旬までに

約16万匹のアユの稚魚を放流しております。し

かしながら、このアユが濁水により成長でき

ず、アユの採捕量が年々減少している実態があ

ります。もともと他の河川に比べると、一ツ瀬
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川はアユの採捕量が少ないそうですが、それで

も多いときには10トン程度が採捕されたことも

あるそうです。しかしながら、ここ４～５年の

採捕量は特に少なく、２トンから３トンを推移

しております。これは、一ツ瀬ダムを原因とす

る長期濁水による河川環境の悪化によるものと

思われます。

そこで、一ツ瀬川の濁水対策について、これ

までにどういう対策がとられてきたのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

また、一ツ瀬ダムでは、濁水排除のための非

常用放流設備の改造が完了しており、杉安ダム

で工事が進められていた底部放流設備は５月に

完成したとの話を聞いておりますが、この施設

は濁水軽減や河川環境の改善にどのような効果

をもたらすのか、環境森林部長にお尋ねいたし

ます。

次に、ダムの責任放流量と維持放流量につい

てであります。昭和63年７月14日、国土交通省

は、河川環境の回復を目指し、経済産業省と協

議・調整を図り、発電ガイドラインを両省で合

意したとして、各都道府県土木部長に通達をし

ております。

発電用のダムは、ダムの取水地点において、

河川水の全部または大部分を取水し、下流の発

電所まで河川をバイパスして送水するために、

その区間については、全く水のない状態（水無

川）が発生しており、本来河川の持つ豊かな環

境が失われてきているとして、各発電所におけ

る発電水利権の期間更新時において、ダムから

一定の流量を新たに下流河川に流させるとした

ものでございます。

その後、1997年（平成９年）に改正された河

川法において、河川の全区間にわたり、自然環

境の維持が重要な目的として挙げられ、これを

受けて、平成12年の通知により、洪水時やかん

がいを要する時期以外であっても、ダムからは

常に一定量の放流が行われるよう明確に示され

ております。

これは、下流域にダムがなかった場合と同量

の流水を確保することで、生育環境生態系を維

持するためのものであり、可能な限り、全ての

ダムにおいて河川維持放流が事実上義務づけら

れたものであります。これにより、従来は放流

を行っていなかった発電専用ダムにおいても、

河川維持放流が年間を通じて行われておりま

す。

そこでまず、県が許可する維持流量の設定状

況について、県土整備部長に伺います。

次に、ダムからの放流については、この維持

流量のほかに、責任放流があると聞いておりま

すが、責任放流の内容と目的及び杉安ダムにお

ける責任放流量について、県土整備部長に伺い

ます。

また、残念なことに、杉安ダムには維持流量

が設定されておりません。その理由について、

県土整備部長にお尋ねいたします。

次に、地域振興についてであります。

日本には1,741の市区町村が存在します。人口

の多いほうから数えて1,699番目、人口1,090

人、宮崎県の中でも一番小さな村、西米良村が

きらりと光っております。

おがわ作小屋村を紹介いたします。約400年に

わたり米良を治めた殿様のお屋敷があったとこ

ろに、おがわ作小屋村があります。周りには、

民俗資料館、民話館、桃源郷の宿があり、山と

里の自然が美しい景観を保つ穏やかな山里で

す。澄んだ空気、透き通った水、遠くに眺める

切り立った山々、まさに平成の桃源郷です。

当時、高齢化率が村内で最も高い71％、集落
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存亡の岐路に立たされていた集落に、西米良村

が「作小屋村づくり事業」のモデル地域として

選んだのが小川地区であります。自治公民館組

織の役員を中心に、平成19年に検討委員会を設

立、自立した集落運営に向けた研修や勉強会、

ワークショップなどを重ね、平成21年に協議会

を設立し、ことしで９年目になります。

作小屋とは、農林業の繁忙期に住宅兼作業場

として使われていたカヤぶき屋根の小屋のこと

です。集落拠点施設「おがわ作小屋村」は、最

年長者80歳、平均年齢74歳を超す10人のおば

ちゃんたちが中心となって、食堂やコテージを

運営しております。さらに同協議会は、平成22

年度にＵターン者１名、24年度にＩターン者２

名を採用しており、会長を含め14名のスタッフ

で運営しております。

観光の目玉は、山菜など地元でとれた食材を

ふんだんに使った郷土料理、使用される米は全

て地元で収穫され、昔ながらの掛け干し米を

使っております。

平成29年１月現在で、60世帯92名の集落であ

りますが、集落内の資源を活用したイベント

「カリコボーズの山菜まつり」や、月明かりと

かがり火で神楽を楽しむ「月の神楽」等の相乗

効果もあり、交流人口が格段に増加、現在、年

間２万人の観光客が訪れております。

この集落では、平成28年までに40歳以下のＵ

Ｉターン者は子供１人を含め22名、そのうち17

名が在住しております。それに加えて、この地

で５人の子供が誕生いたしました。21年のオー

プン時と比べ、高齢化率は12％減の58％とな

り、平均年齢も66歳から62歳と４歳も若くなり

ました。

何といってもこの地区には、小学校２年生を

先頭に５人の子供たちが住んでいます。そのう

ち４人がここで誕生いたしました。ことし、も

う一人誕生の予定です。移住者の職業は、農業

や林業、自営業とさまざまでありますが、集落

の活力に大きく貢献いたしております。

年金だけでは楽しく生活はできない、孫にお

小遣いも渡せない、「年金プラスアルファ」が

合い言葉です。おがわ作小屋村は、高齢者雇用

の創出や生きがいづくりの場にもなっておりま

す。スタッフの時給は県の最低賃金に設定し、

年度末には全員に賞与も支給されます。おば

ちゃんたちの年収は平均100万円を超えます。

小さくても身の丈に合ったイベントや取り組

みを着実につくり上げ、ＵＩターン者の雇用の

場として、また自立自走の集落経営を目指し、

収益の一部を周辺の景観づくりに充て、四季の

移り変わりを表現するなど、将来も集落が守り

継がれることを信じて懸命に努力されているお

がわ作小屋村協議会の皆様に、エールを送るも

のであります。本県の地域振興対策の成功例で

もあると思いますが、知事の感想をお聞かせく

ださい。

次に、一ツ瀬川の河川改修事業についてであ

ります。

２級河川一ツ瀬川は、流路延長88キロメート

ル、本県では、大淀川、五ヶ瀬川、耳川に次ぐ

県内有数の川であります。

平成17年９月６日、本県に襲来した台風14号

では、堤防に18カ所の漏水が発生、堤防の決壊

が想定されたことから、周辺の2,303世帯6,932

人に避難勧告、240世帯739人に避難指示が出さ

れました。また、２年後の平成19年、台風４号

の襲来時も、1,458世帯3,828人に避難勧告・指

示が出され、そのたびに周辺の住民は危険と恐

怖にさらされました。

これに対して県は、一ツ瀬川の堤防の漏水
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は、地質調査の結果、川の規模に比べて堤防の

幅が狭い上に、堤防の材料や老朽化が原因であ

るとして、県単独予算で堤防の補修や部分的な

漏水防止工事等の対策はなされましたが、抜本

改修には至りませんでした。

たまりかねた川沿いに生活する住民は、平

成22年９月末に、消防団員を中心とした「一ツ

瀬川の抜本的改修を求める住民の会」を結成

し、署名運動を展開、7,780人の署名簿を取りま

とめて、県土整備部長に要望書を提出いたしま

した。さらには、12月20日、上京し、国土交通

省の河川関係者である大臣政務官、河川局長、

治水課長に直接面会して、一ツ瀬川の実情を訴

えました。

国土交通省では、「このように大量の署名を

添えた要望書を直接受け取るのは極めてまれな

ことである。周辺住民の切迫した状況を強く受

けとめ、一日も早い一ツ瀬川の河川改修事業実

施に向けて努力する」との回答をいただきまし

た。その結果、県が23年度新規事業として国に

対し要望するとしていたものを、１年繰り上げ

て22年度の国の補正予算に計上いただいたもの

であります。台風14号襲来から実に５年を経過

した後のことでありました。

このような経過を踏まえた、一ツ瀬川の周辺

住民にとっては待ち望んだ改修工事であり、一

日も早い安心・安全な生活を求めておられま

す。事業期間20年の長期工事であります。着工

から６年が経過いたしました、一ツ瀬川河川改

修事業の進捗状況について、県土整備部長に伺

います。

次に、同じく一ツ瀬川水系の三財川について

であります。

平成17年の台風14号で、越水により堤防が決

壊し人命が失われるなど、甚大な被害が発生し

たことで、平成19年度からおおむね15年間の計

画で河道掘削が進められておりましたが、昨

年、計画が変更され、平成48年までの30年間に

なったと聞きました。着工から10年が経過した

現在、三財川における河川改修事業の進捗状況

について、県土整備部長に伺います。

次に、沿道修景美化条例であります。沿道修

景美化条例は、昭和44年、全国に先駆けて、時

の県知事、黒木博氏において制定されたもので

あります。その時代の様子が、「はまゆう随想

自然と人間と創造」にこう記されておりま

す。

「世の中が、今日より明日へ、明日より将

来に向かってよりよいものとなることは私ど

も人間共通の願いである。福祉社会の建設と

いう実に響きのよい言葉がある。その福祉と

は何かというと、私共の毎日の生活の中に感

じる総合満足の度合いであると申したい。総

合満足は物質的満足のみではなく私共を取り

囲む環境等の要因となる精神的な満足がなけ

ればならない。（中略）

よく考えてみると、私共の生活時間の中に

道路を通過する時間は相当なものであること

に気がつく。（中略）道路には自然の眺めが

あり、緑があり、花がある等々、人間の心に

快適さを与えてくれる道路が真の道路ではな

いかと思う。道路は快適で、安全に、早くの

３つの機能が整わなければならない。（中

略）このことを集大成する意味で県民の考え

方のまとめとして昭和44年に「沿道修景美化

条例」を制定した。（中略）

さて修景という言葉の意味は意義が深い。

「修」は繕う、直す、飾りつける等の意味が

ある。すなわち自然を保護し繕い直しながら

美しくする保護の意に解し、「景」は景色、
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情景、見渡される等の意味があり、見渡され

る美しい景色を新たにつくる、自然の創出を

意味する。（中略）

修景美化の基本は路側の雑草を定期的に刈

り取ることから始まり、病害虫駆除や施肥、

補植、野焼きから木を守ること等の肥培管理

なくして沿道修景はない。植える気（木）を

持ち、育てる気（木）を持って大地に愛情を

注ぐことが沿道修景の基本である。

と結んであります。

先人の目指した観光立県宮崎は、県内の主要

道路に花木が植栽され、全国の新婚旅行者100万

組のうち、37万組が宮崎を訪れました。県内に

は新婚さんがあふれ、街はにぎわい、流れる曲

は「フェニックス・ハネムーン」、道路にはワ

シントニアパーム、みやざき新婚旅行専用列車

「ことぶき号」の運行、県外観光客は年間520万

人を超えました。まさに美しい宮崎づくりの実

現でありました。ちなみに、このころの流行歌

といえば、由紀さおりの「夜明けのスキャッ

ト」、いしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコ

ハマ」等々であります。

沿道修景美化条例は、当時の宮崎県観光の父

と言われた岩切章太郎氏と知事の黒木博氏の

タッグによって生まれたと言われ、宮崎の誇る

べき財産の一つであります。

50年近くが経過した今では、道路事情も大き

く変わり、本県の道路網も当時とは比較になら

ないほど充実してまいりました。県において

は、29年度も全国に先駆け、昭和44年に制定し

た沿道修景美化条例に基づき、沿道修景美化推

進対策事業が今日まで脈々と引き継がれている

ことに、敬意を表するものであります。

本県では、全国に先駆けて沿道修景美化条例

が制定され、この先人たちが築き上げた、宮崎

らしい沿道の美化にもっと磨きをかけていく必

要があると思います。知事はどのように思われ

ているのか、お聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席からの質問にいたします。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、西都原古墳群を初めとする南九州の古

墳群の世界文化遺産登録についてであります。

西都原古墳群を初めとする南九州の古墳群の

世界文化遺産への登録は、こうした地域の宝に

つきまして、住民の皆様が改めて見詰め直し、

そして、その魅力を国内外に発信していくこと

ができるわけでありまして、観光振興や地域の

活性化が期待され、その効果は非常に大きなも

のがあると考えております。世界文化遺産の登

録に向けましては、まず、国内の候補地である

暫定リストに掲載される必要があります。近い

将来、国において暫定リストの見直しがなされ

るものと見込んでおります。

これまで県におきましては、この新たな暫定

リストの中に西都原古墳群を初めとする南九州

の古墳群が掲載されるよう、国内外の研究者を

招いての調査研究や、関係機関と連携したシン

ポジウムや講演会の開催などを通して、県内の

みならず、首都圏や関西などへの情報発信に取

り組んでいるところであります。今後とも、文

化庁との協議を継続させながら、調査研究や情

報発信に加え、他県との情報交換を行うなど、

これまで以上に、県と市町村が一体となって積

極的な取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、おがわ作小屋村の取り組みに対する所

感についてであります。私はこれまで、機会を



- 247 -

平成29年６月20日(火)

捉えて県内の中山間地域を回り、地域の実態と

いうものを肌で感じ、またその厳しさも感じて

いるところでありますが、このような中にあり

まして、小川地区は、住民の皆様の地域に対す

る誇りや、地域活性化に向けた強い意欲・結束

力を持っておられるということを大変心強く感

じたところであります。

オープニングのときでありますとか山菜まつ

り、何度か私も訪れておるところであります

が、地域の皆さんが本当に元気だな、誇りを

持っておられるな、輝いておられるなという感

じがいたしております。

四季折々の地元食材を使った「おがわ四季御

膳」が人気を得ることなどにより活気づき、御

指摘がありましたような移住者の呼び込みにも

つながっているわけであります。地域の維持・

活性化に資する先進事例である、また、今現

在、進められております地方創生の一つのモデ

ルであると認識しております。

作小屋村の向かいにある花見山、桜や桃が植

えられて、これが将来、大きく育っていくこ

と、大変これも楽しみであります。今後も、こ

れらの取り組みがしっかりと守り継がれ、展開

されていくことが重要であろうと考えておりま

す。

県としましては、小川地区のような取り組み

が県内全域に波及し、地域の特性を生かした特

徴ある取り組みを行う地域が拡大していきます

よう、引き続き、市町村、関係機関等と連携し

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、沿道修景美化についてであります。

沿道修景美化条例は、本県観光の父、岩切章太

郎氏が、「大地に絵を描く」という思いのも

と、県内各地にさまざまな花や木の植栽を行っ

た取り組みが受け継がれ、形となったものであ

ります。宮崎を訪れる方が皆さん、フェニック

スやワシントニアパーム、南国らしい風景に心

を奪われ、また花いっぱいの町並みというもの

に大変感銘を受けられる、多くの皆様からそう

いう声を聞くところであります。

これまでの沿道修景美化の取り組みを発展的

に継承し、県内全域へと広げていくために、今

回、美しい宮崎づくり推進条例を制定したとこ

ろであります。

条例の制定に先立ちまして、昭和12年に岩切

氏がフェニックスを植樹した堀切峠で開催した

イベントには、私も参加したところでありま

す。県内外から、それぞれの思いを胸に集まっ

ていただいた皆様と一緒に、スコップを手に新

たなフェニックスの苗を植樹しながら、この美

しい沿道の景観をみんなの手で未来へとつない

でいくことこそが、まさに美しい宮崎づくりの

一歩であると強く感じたところであります。こ

れからも、宮崎らしい美しい沿道環境の創出

に、県民の皆様と一緒に、しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○環境森林部長（川野美奈子君）

答えします。

一ツ瀬川の濁水対策についてであります。一

ツ瀬川の濁水対策につきましては、県、流域市

町村、九州電力、宮崎大学などで構成する評価

検討委員会において、平成20年６月に策定した

一ツ瀬川濁水軽減対策計画に基づいて、関係者

一体となって取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、県及び流域市町村におきまして

は、濁水の原因となる土砂の流出防止を図るた

め、山林の植栽等の森林整備事業や、崩壊地な
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どへの重点的な緑化事業を推進してきたところ

であります。また、九州電力におきましては、

濁水を長期化させないよう、選択取水設備や濁

水制御膜を一ツ瀬ダムで運用するとともに、本

年５月に杉安ダムの底部放流設備を完成させる

など、ダムの施設改善を行ってきたところであ

ります。

次に、杉安ダムの底部放流設備の効果につい

てであります。一ツ瀬川におきましては、一ツ

瀬ダムの選択取水設備等により、濁水軽減対策

に取り組んでまいりましたが、平成17年９月の

台風14号の影響により、濁水が240日間続くとい

う事態になりました。

このため、平成22年に一ツ瀬ダムの非常用放

流設備を、平成29年５月に杉安ダムの底部放流

設備を整備し、県、関係市町、九州電力、内水

面漁協、水利組合等で締結された基本協定書に

基づき、関係者で協議しながら運用していくこ

ととなったところであります。今後は、これら

の新たな設備を活用することで、大量の濁水を

早期に排除することができるようになり、濁水

長期化が軽減されるとともに、河川環境の保全

につながるものと期待しているところでござい

ます。

なお、県におきましては、今後とも、一ツ瀬

川の水質検査を継続して実施し、河川環境の状

況を監視してまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（東 憲之介君）

答えいたします。

県が許可するダムの維持流量の設定状況につ

いてであります。一ツ瀬川など２級河川に設置

されているダムについては、県が許可を行って

おり、九州電力の一ツ瀬ダムなど13基がござい

ます。このうち、維持流量が設定されているダ

ムは、一ツ瀬ダムなど10基、設定されていない

ダムは、杉安ダムなど３基となっております。

次に、責任放流についてであります。責任放

流には２つの目的があります。１つ目は、ダム

から下流で使われる農業用水や水道水などに必

要な利水流量を確保することであり、２つ目

は、ダムから下流の動植物の生息・生育環境、

塩害の防止など、河川の正常な機能を維持する

ための維持流量を確保することであります。責

任放流量は、これらの利水流量と維持流量を合

計した量になります。

杉安ダムにおきましては、ダムの約２キロメ

ートル下流にある発電所から、責任放流量とし

て、かんがい期間で毎秒13立方メートル、それ

以外の期間で毎秒９立方メートルの放流を行っ

ておりますが、この中に維持流量は含まれてお

りません。

次に、杉安ダムに維持流量が設定されていな

い理由についてであります。昭和63年の国の通

知により、ダムから発電所までの水が少ない区

間において、河川環境の維持が図られるよう、

水利権を更新する際に、維持流量を設定するこ

ととなりました。この通知に該当するダムの判

断基準の一つとして、ダムから発電所までの区

間の延長が10キロメートル以上であることが、

平成12年に国の通知により示されたところであ

ります。

杉安ダムにつきましては、ダムから発電所ま

での区間延長が約２キロメートルであること、

水利権更新時期に来ていないことなど、国から

の通知の基準に該当していないことから、維持

流量の設定がされておりません。

次に、一ツ瀬川の河川改修事業についてであ

ります。

一ツ瀬川につきましては、平成17年の台風14
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号の洪水により、堤防からの漏水が発生しまし

たことから、災害復旧事業や県単独事業で対策

を進めておりましたが、平成22年度から国の交

付金により、河口から西都市の杉安橋までの20

キロメートル区間で、必要な箇所の堤防補強や

河道掘削などにより整備を行っているところで

あります。

このうち、現在、２つの区間で重点的に堤防

補強を実施しており、河口から日向大橋までの

区間では、今年度までに約1,600メートルを完成

させることとしております。

また、杉安橋から下流の千畑潜水橋までの右

岸の区間では、今年度までに約1,000メートルを

完成させることとしております。また、杉安橋

から穂北橋までの用地買収も完了させることと

しております。

最後に、三財川の河川改修事業についてであ

ります。

三財川につきましては、平成17年の台風14号

において、堤防から川の水があふれたことか

ら、平成19年度より国の交付金で、一ツ瀬川の

合流点から川原川の合流点までの13.5キロメー

トル区間で、洪水時の水位を低下させるため、

河道掘削などにより整備を行っているところで

あります。

議員の御質問にありましたように、事業期間

につきましては、単価上昇や土捨て場が遠距離

になったことなどにより、事業費の増加や予算

の状況等から、昨年、公共事業評価委員会に諮

りまして、事業期間を30年間としたところであ

ります。

これまでに全区間において工事を実施し、計

画の半分に当たる約100万立方メートル これ―

は概算ですが、10トンダンプトラックで約20万

台相当に当たります の掘削を行いまして、―

平成17年規模の洪水を堤防からあふれずに流す

ことが可能となったところであり、さらに安全

度を高めるため、引き続き河道掘削を行うこと

としております。

今後とも、一ツ瀬川及び三財川の早期整備を

図るために、地元の皆様の御協力をいただきな

がら、用地の取得や必要な予算の確保に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございました。○濵砂 守議員

それでは、質問者席から質問をさせていただ

きます。

まず、流水占用料なんですが、毎年14～15億

程度、県に使用料として入っております。この

使用料は、発電所を通過する水の使用料であり

ます。ところが、一般会計に入れられるもので

すから、目的がはっきりとなされていないとい

うことで、全体的に使われているんだろうと思

いますが。その発電所があるために被害を受け

ている河川がある。何とも理不尽な話でありま

すが、そこへの還元が非常に少ないということ

であります。それを前提に質問してまいりたい

と思います。

内水面環境保全対策として、ダムのフラッシ

ュ放流について伺います。流域の河川形態をよ

り自然な状態にする、そういう意味で、ダムで

ためている水を定期的に放流することにより、

人工的な小規模洪水を起こす、それによって水

質の正常化や流砂の確保を図る目的で行う放流

をフラッシュ放流と言うそうです。これはよど

みの発生を抑えて、河川をリフレッシュする効

果があると言われております。

山形県にある寒河江ダムでは、この放流に

よって、浮遊して悪臭を放っていた藻類を除去

でき、瀬やふちが保全されるなど、河川環境の
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保護が確認され、現在は、６月から11月までの

間、週１回程度、実施されておるそうでありま

す。

こうしたフラッシュ放流は、漁業協同組合な

どの協力で実施されており、河川環境が改善さ

れ、従来有効な手段がなかった堆砂対策の一つ

の方法として注目されておるようであります。

そこで、杉安ダムにおいて、河川の管理者であ

る県が中心となり、市町村、内水面漁業組合、

電力会社、そういう関係機関との調整を図っ

て、河川の正常化に向けたフラッシュ放流の採

用について検討できないか、県土整備部長に伺

います。

○県土整備部長（東 憲之介君） 杉安ダムで

のフラッシュ放流の採用につきましては、九州

内でも、佐賀県の伊岐佐ダムなど複数のダムで

既に実施されているとお聞きしておりますの

で、速やかにこれらの実施状況と効果を調査

し、情報収集を行ってまいりたいと存じます。

その調査結果をもとに、県、西都市及び地元関

係者と、ダムの管理者である九州電力とで協議

してまいりたいと考えております。

○濵砂 守議員 ぜひよろしくお願いします。

恐らく55～56年、２キロ、この区間は水が流れ

ていないんですよ。ですから、自然な形態に戻

すという意味では、洪水時は別として、渇水

期、雨が降らないとき等に流していただけれ

ば、自然に戻っていくと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。

次に、内水面漁業の振興に関する法律では、

「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生

育に資するため、魚道の整備及びその適切な維

持管理、産卵場の造成その他必要な措置を講ず

るよう努めるものとする」として、内水面水産

資源の生育に関する施設の整備を唱えておりま

す。農政水産部長に、内水面漁業振興を図るた

めのこれまでの県の取り組みについてお尋ねい

たします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 内水面漁業で

は、特に、稚魚の放流など継続的な水産資源の

維持・増殖や生態系の保全に向けた取り組みが

重要であります。このため県では、内水面資源

の増殖を図るための稚魚の放流や、魚の産卵場

等の造成に対する支援を実施しますとともに、

生態系の保全を図るため、在来の天然資源に影

響を与えますブラックバス等の駆除への支援

や、コイヘルペスウイルス病などの疾病の蔓延

防止に取り組むなど、内水面漁業の振興に努め

ているところでございます。

○濵砂 守議員 次に、漁業権を有する漁協

は、稚魚の義務放流に加え、資金力に合わせた

自主放流と、河川放流委託事業として、九州電

力や県からの助成金による補殖、放流を行って

おります。近年、漁業者の高齢化や組合員の減

少が続き、組合の機能が低下しているのに加え

て、漁獲量が少ないため、遊漁者の数も減少し

ていると聞きます。農政水産部長に、内水面漁

協の状況についてどのように捉えられておるの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（大坪篤史君） 内水面漁協

は、水産資源の保護・育成はもとより、河川の

美化活動や環境学習の場の提供などにも大きな

役割を担っております。

しかしながら、近年、高齢化や採捕量の減少

などによりまして、平成27年の組合員数は8,835

人と、実は平成52年のピーク時（２万3,187人）
※

に比べまして、約３分の１にまで減少している

状況にございます。

また、漁協の収入も減少し、運営が厳しくな

る中で、これまで漁協が担ってきた役割の維持

※ 251ページに訂正発言あり

平成29年６月20日(火)
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が難しい状況になってきていると認識している

ところであります。

要するに、時代の変化に伴っ○濵砂 守議員

て、川遊びをする人が少なくなってきた、高齢

化のために組合員が減少している、魚がとれな

いために遊漁者が減少する、河川の正常化が図

られていない、このような状況の中で、漁協に

は、魚をふやすために最も効果的な自主放流を

する体力がなくなってきているということなん

です。そこで、農政水産部長に、県内における

漁協の状況はこれまでになく厳しい状況にあり

ますが、県は今後、内水面漁業の振興を図るた

めどのように取り組んでいかれるおつもりか、

お尋ねいたします。

内水面漁業の○農政水産部長（大坪篤史君）

振興を図るためには、減少している水産資源を

維持・回復させることが喫緊の課題でありま

す。このため、今後も稚魚の放流などによる資

源維持の取り組みを継続しつつ、より効果的な

対策を実施するため、現在、宮崎県内水面漁業

活性化計画の策定を進めているところでありま

す。

その中では、１点目としまして、漁協を含む

多くの関係者が参画する体制を構築すること、

２点目としまして、科学的なデータに基づく資

源状況の把握や分析を行うこと、３点目としま

して、その結果に基づいた効果的な増殖や環境

の改善などの取り組みを実施すること、この３

点を基本方針としたいと考えております。

今後、できるだけ早急に計画を策定しまし

て、漁協や流域の関係者と十分な連携を図りな

がら、水産資源の維持・回復に向けた対策の推

進に取り組んでまいりたいと存じます。

なお、先ほどの答弁の中で、私、内水面漁協

の組合員数のピーク時を「昭和52年」と申し上

げるところを「平成52年」と発言した模様でご

ざいます。訂正させていただきます。

ありがとうございました。内○濵砂 守議員

水面漁業組合は、地域にはなくてはならない組

合であります。河川の管理あるいは環境整備に

ついて、しっかり取り組んでおられますので、

県のほうからも御指導なり御支援をよろしくお

願いいたします。

次に、地域振興、おがわ作小屋村についてで

あります。現在、小川集落から村の中心部に抜

ける道路、森林基幹道小川石打谷線が開通に向

けて工事中です。完成すると25分で村の中心部

まで行けるそうです。この工事の進捗状況につ

いて、環境森林部長にお尋ねいたします。

森林基幹道○環境森林部長（川野美奈子君）

小川石打谷線につきましては、平成20年度から

工事に着手しており、総延長5,456メートルのう

ち、これまでに開設した延長が5,014メートル

で、進捗率は91.9％となっているところでござ

います。しかしながら、施工中の区間は、地形

が急峻で、地すべり性の地質のため、難工事と

なっておりまして、のり面工事費の増大によっ

て、工事進捗のおくれが生じている状況でござ

います。

完成後には、交通の利便性が向上し、西米良

村小川地区と村所地区の間の所要時間が短縮さ

れ、林業の振興はもとより、地域の活性化にも

大きく貢献するものと考えているところでござ

います。今後とも、国に対しまして、強く予算

確保についての要望を行いながら、西米良村と

一体となって早期完成に努めてまいりたいと考

えております。

小川集落には、先ほど申し上○濵砂 守議員

げましたように、５人の子供が生活しておりま

す。一番上の子供さんが小学校２年生の男の子
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です。毎日、片道１時間かけて一人で村営バス

に乗って小学校に通学しております。来年、も

う一人、小学校に入学します。この道路が利用

できるようになれば、通学時間は１時間から25

分に短縮できます。

また、西米良村への入り込み客数は年間13万

人、メーン施設である温泉センターとも短時間

で結ぶことができ、観光の相乗効果も期待でき

ます。

この林道工事の当初の完成予定は平成29年

度、この工期には間に合わないとの話を聞いて

おります。事情があってのこととは思います

が、早く完成させてほしいものです。早期完成

に向けてどのように取り組んでいかれるおつも

りか、環境森林部長に伺います。

小川石打谷○環境森林部長（川野美奈子君）

線の早期完成に向けた取り組みを進めることに

つきましては、議員御指摘のとおり、大変重要

であると認識しているところでございます。こ

のため、工期短縮を図る新たな工法の採用や、

発注者、受注者間の綿密な工程管理に努めると

ともに、工事区間を複数に分割した上で、年度

間の切れ目のない発注にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

本路線は、非常に厳しい現場条件にございま

すが、今後とも、関係者と一体となって、工法

や発注方法、工程管理にさらなる工夫を重ねな

がら、早期完成を目指し、鋭意努めてまいる所

存でございます。

よろしくお願いいたします。○濵砂 守議員

次に、西都市の東米良地区について質問させ

ていただきます。東米良地区は、純粋な山、

山、山、山の真ん中にある山間地域にありま

す。昭和37年、西都市との合併時には、5,000人

以上の人が住んでおりましたが、現在では、140

世帯、人口266人、高齢化率は60％を超えていま

す。実に５人に３人は高齢者です。

その中で何とか集落の体をなしているのが銀

上地区であります。銀鏡・上揚地区です。集落

人口180人、東米良地区の70％が銀上地区で生活

をしております。小中一貫校の銀上学園の生徒

数は総数23人、県内で唯一山村留学を受け入れ

ております。学校がなくなれば集落がなくなる

と、子供を預かる里親さんは語ります。

この地域には、ほかに郵便局、ＪＡの支所、

雑貨店が１店、ユズ加工施設を営む農業生産法

人が１社あります。今後、この地区の10年

後、20年後を心配しながらも、絶対にこの村を

終わらせないと頑張っている人たちがおりま

す。そこで、総合政策部長に、県は、この東米

良地域のように、限界集落を通り過ぎたような

厳しい状況にある小規模な集落を応援するよう

な施策は講じてあるのか、お尋ねいたします。

中山間地域の○総合政策部長（日隈俊郎君）

振興を図るためには、その基本的単位であり、

活力の源泉であります集落の活性化を促進する

ことが重要であると認識しております。

このため、県といたしましては、中山間地域

振興計画に基づきまして、中山間盛り上げ隊に

よる集落活動への支援や都市住民との交流の促

進、また、外部専門家のアドバイスによる地域

資源の掘り起こしや磨き上げ、それらの資源を

活用した地域活性化への取り組みなどを支援す

るなど、各般の施策を推進しております。

さらに、地域には仕事があることが何よりも

重要でありますので、農山漁村における所得向

上のためのモデル構築にも取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、これらの施策等を通

じまして、中山間地域の振興に向け、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。
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ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、知事にお尋ねいたします。知事にはこ

れまで、銀鏡神楽の祭典などで、何度かこの地

区に足を運んでいただいておりますので、実情

はよくおわかりのことと思います。先日、銀鏡

・上揚地区の視察にも行っていただいたようで

あります。集落の維持・存続について、知事の

思いをお聞かせください。

「いきいき集落」とし○知事（河野俊嗣君）

て地域づくりに熱心に取り組んでいただいてい

る代表的な事例ということで、先日、銀鏡・上

揚地区を訪れたところでありますが、改めて、

中山間地域の抱える課題については、その現場

にこそ解決のヒントがあり、答えがあるんだな

ということを実感したところであります。

この地区における山村留学の取り組みは、子

供がふえることで地域の活力につながっている

ということで、地域社会にもよい刺激になって

おりましたし、何よりも印象的だったのは、そ

こで学ぶ子供たちの生き生きとした表情であろ

うかと思います。留学生の里親家庭の確保や地

域との連携、生徒の募集など、さまざまな課題

や御苦労がある中、大変熱心に取り組んでおら

れる関係の皆様に、心から敬意を表したいと

思っております。

また、地元特産のユズ加工場を視察させてい

ただきました。厳しい山間地の中にあって、地

元の特産を活用しながら加工品をつくり、地元

に雇用と所得を確保するための御努力、地域づ

くりのためのさまざまなアイデアを伺ったとこ

ろでありまして、こういう雇用の場があること

によって、地域の伝統的な神楽も、そして学校

も維持されていると、深く感銘を受けたところ

であります。

今、地方創生の取り組みとして、全国から注

目を浴びている島根県の離島、海士町というと

ころがあります。これは、「ないものはな

い」、でも大事なものは全てここにあるんだ

と、そういうキャッチフレーズで、海を生かし

た取り組みが進められておりますが、銀鏡・上

揚地区は、山におけるさまざまな資源を生かし

た取り組みが進められている、そういう代表事

例の一つであろうかなと受けとめたところであ

ります。

今後、人口減少等により、特に山間地におけ

る小規模集落においては、集落機能の低下が懸

念されるところであります。銀鏡・上揚地区の

ような住民みずから考え行動する意識の醸成を

図るとともに、仕事のある中山間地域づくり等

を通じて、引き続き、集落の維持・活性化に取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、沿道修景美化条例につ○濵砂 守議員

いてお尋ねいたします。私は、県議会を離れて

５年と数カ月の間、議会とは関係のないところ

で、一般県民として生活しておりました。割と

自由に活動しておりましたので、しょっちゅう

車を運転して沿道を走っていたわけであります

が、その中でいつも気になるのが、沿道の生い

茂った雑草、ガードレールに絡まったつる草、

そういったものでした。

議場の皆さん方、予算の関係など状況を知っ

ている方たちは、事情はおわかりでしょうけれ

ども、一般の県民の方には事情はわかりませ

ん。まして、県外からの流入客とか観光客には

わかるはずもありません。何か寂しい気持ちに

なります。

どうかお願いであります。先人たちが築き上

げた沿道修景美化条例に恥じないよう、県民や

県外客に嫌な思いをさせないように、しっかり

と道路環境の整備に取り組んでいただきたいと
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思いますが、県土整備部長のお考えをお聞かせ

ください。

県ではこれ○県土整備部長（東 憲之介君）

まで、沿道修景美化条例のもと、県民の皆様の

御協力をいただきながら、良好な道路環境の整

備に努めてきたところであります。しかしなが

ら、条例の制定から50年近くが経過し、樹木の

高木化や老木化が進み、さまざまな課題が生じ

ているほか、高速道路などの整備により、交通

の流れや玄関口の変化など、道路を取り巻く環

境は大きく変化しております。

こうした課題や変化に対応するため、路線ご

との今後の整備や維持管理方針を盛り込み、県

民の皆様との協働の視点も踏まえた沿道修景美

化基本計画をことし３月に策定したところであ

ります。この計画のもとで、路線ごとの草刈り

回数の見直しや植栽のリニューアルなどを進め

ながら、めり張りのある維持管理に取り組んで

いくこととしております。今後とも、県民の皆

様と一緒に、しっかりと道路環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

ありがとうございました。こ○濵砂 守議員

れで終わりたいと思いますが、知事、西米良村

も東米良地区もそうなんですが、旧菊池藩で、

もともとは一緒の地域だったんです。それが廃

藩置県によって、西と東に分かれたわけであり

ますが、その違いは何かというと、ほとんど人

口もそんなに大きく変わっておりませんでし

た。西米良は今でも1,100人程度の人口が存在し

ておりますが、東米良は既に300人切っているん

です。このように、行政があるかないかで非常

に違いが出てきております。ぜひ県としては、

全般的な地域振興という意味で、いろんな形で

御支援をいただければありがたいと思います。

以上をもちまして、私の一般質問の全てを終

わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○ 原正三議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○ 長原正三議

ます。

次は、髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） 会派の調査○髙橋 透議員

で、日本遺産第１号に認定されました「「日本

茶800年の歴史散歩」～京都・山城～」、宇治茶

の郷に行ってきました。山城地域は12市町村で

構成され、その中の京田辺市で意見交換を行い

ました。宇治茶は玉露で有名ですが、一番茶だ

けをすべて手摘みで行っています。したがっ

て、値段も高く、１番安いもので10 0グラ

ム5,000円です。飲みなれない私からすれば、何

とも表現しがたい深みのある味わいでした。京

田辺市は、京都の南部、大阪府と奈良県の境に

位置し、同志社大学と同志社女子大学があるた

め、人口はふえ続け、合併20周年のことし、７

万人を超える勢いだそうです。京田辺市長の施

政方針には、「まちの魅力である交通利便性を

最大限に生かす」とか、「新名神高速道路の整

備インパクトなどを生かしたまちづくりを進め

る」とあり、京田辺市のキャッチフレーズが

「便利でええやん！京田辺」でした。「不便で

ええやん！日南」にしてはならないと、歯を食

いしばったところでございます。

そこで、これまでも申し上げてきましたが、

都市部に比べ、本県の社会資本整備はおくれて

います。格差是正に向け、国の公共事業予算の

あり方を抜本的に見直すべきではないでしょう
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か。また、今後の社会保障費の伸びを考えれ

ば、公共事業予算は再び減少していくことが考

えられます。そのときに、減少した分を社会資

本整備がおくれている地方に押しつけてはなら

いと思います｡公共事業予算の確保にどのように

取り組んでいかれるのか、知事にお尋ねしま

す。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

国の公共事業予算の確保についてでありま

す。厳しい財政状況の中、社会資本整備のおく

れている本県にとりまして、国の公共事業予算

の確保は、極めて重要であると認識しておりま

す。このため、私自身も先頭に立って、これま

であらゆる機会を捉え、国等に対しまして、必

要な予算の確保や本県への重点配分などを要望

しております。先月も、 原議長とともに財務

省や国土交通省等を訪れ、本県の実情を強く訴

えてまいりました。本県への重点配分を要望す

るのはもとよりでありますが、全体の公共事業

予算のパイを確保すること、これも大変重要で

あろうかと思っております。全国知事会等にお

きましても、地方の実情を踏まえた社会資本整

備の充実や地域間格差の早期是正などを、国等

に対して要望してきたところであります。

このような中、今年度は、国土交通省から県

事業に対して、全国の対前年度比101.2％を上回

る102.7％の約291億円が配分されたところであ

ります。今後とも、「くらしの豊かさ日本一の

宮崎」実現のため、県議会や市町村、経済団体

等とも一緒になって、さらなる公共事業予算の

確保に全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

ことしは多く配分されたとい○髙橋 透議員

うことで、ありがとうございました。私、以前

から思っていたんですが、九州自動車道、そし

て九州新幹線がなぜ西九州と名前をつけられな

かったのかなと。勝手な解釈かもしれません

が、東九州自動車道、東九州新幹線、何かしら

後手後手に回されたような気がいたします。東

西対抗歌合戦とか、大相撲の番付の１番は東正

横綱でございます。太陽は堂々と東から上っ

て、静かに西に沈みます。東がまず先なんで

す。そのことをしっかり踏まえて、今後も予算

獲得をお願いしたいと思うんですが、東九州

道、未完成です。清武南から北郷間は、いまだ

供用開始時期が明示されておりません。地元の

方々は、まだかまだかと待ち望んでおられま

す。一日でも早く供用開始時期が明らかになる

よう、どうか知事の決意のほどを堂々と答弁い

ただきたいと思います。

東九州自動車道が北九○知事（河野俊嗣君）

州から宮崎までつながりまして、私どもは、企

業立地や観光などで大いにストック効果を実感

しているところであります。これを県内全域に

わたって波及させるためには、一日も早く全線

開通することが必要であると考えております。

このような中、県南区間の日南北郷―日南東郷

間については、今年度開通予定でありますが、

清武南―日南北郷間につきましても、開通と同

時にストック効果が発揮できるよう、早期に供

用予定年次を明示していただきたいと考えてお

ります。高速道路は、つながってこそ、その真

価が最大限に発揮されるものと考えております

ので、私が先頭に立って、東九州自動車道の県

南区間の一日も早い全線開通に向け、関係各県

や沿線地域の皆様とさらに連携を図りまして、

国に対する要望活動など、全力で取り組んでま



- 256 -

平成29年６月20日(火)

いります。

一日も早い全線開通、前内田○髙橋 透議員

副知事もかなり努力されましたが、鎌原副知事

もどうかよろしくお願いいたします。

次に移ります。環境農林水産常任委員会で県

北調査に行きました。世界農業遺産の認定を受

けました高千穂町と日之影町で調査いたしまし

たが、高千穂郷・椎葉山地域は、厳しい環境下

で、森林からの恵みを巧みに利用した複合的な

農林業システムを築き上げ､その源である森林を

大切に保全管理してこられました。認定された

地域には、総延長500キロメートル以上の山腹水

路網と1,800ヘクタールを超す棚田が造成されて

います。棚田で生み出された米などの農産物

は、平野部のものと比べて高く売れているわけ

ではございません。これらの説明を聞きながら､

極めて条件不利な田畑を未来永劫守ることがで

きるのかと考えさせられたところであります。

現在は、地域のきずなとか支え合いで耕作放棄

地を出さないようにしているとの説明があり、

それはそれで大事なことで、引き継いでいかな

ければならないと思ったところです。しかし､い

ずれ限界が来るのではないか、そう思った次第

であります。

その後､農作業の受託、あるいは、耕作放棄地

になる可能性がある農地を借り受けるなどの事

業を行う「ひのかげアグリファーム」を調査し

ました。「日之影は険しい地形で、農地集約や

効率化が難しい｡農作業が困難な土地や後継者不

在の農地を守るためには赤字も覚悟の上です」

と、力強く自信あふれる町長の言葉に、条件不

利地域の農業のありようを考えさせられまし

た。耕作放棄地を生まない方策、世界農業遺産

を守るためには、「ひのかげアグリファーム」

の取り組みは有効だと考えますが、どう評価さ

れているのか、知事にお尋ねします。

人口減少や高齢化が急○知事（河野俊嗣君）

速に進展する中山間地域におきまして、棚田に

代表される農村景観や伝統文化など、世界農業

遺産でも評価されたような、こうした貴重な資

源を守っていくためには、地域の担い手の確保

や地域で支え合う仕組みづくりが大きな課題だ

と考えております。

このような中、日之影町では、町出資によ

り、地域を守るプラットフォームとしまして、

「ひのかげアグリファーム」が設立されたわけ

であります。農作業の受託や担い手育成の取り

組みが行われておりまして、今後は、地元農産

物を活用した加工品の開発・販売等、幅広い事

業を展開する予定だというふうに伺っておりま

す。この取り組みは、町がみずから農業経営に

踏み出すという、これまでにない大きな挑戦で

あると受けとめております。地域農業を守って

いくためには、この方式しかない、また、今動

くしかないという町長の熱い思いを感じており

まして、今後の事業展開にも大変期待をしてい

るところであります。県としても、地域農業を

守る有効な取り組みとして、その設立を支援し

てきたところであります。世界農業遺産の展開

も含めて、今後もこの挑戦を後押ししてまいり

たいと考えております。

お話にありましたように、高○髙橋 透議員

千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産の冠を活用

して、そこで生み出される農産物に付加価値が

つくことを期待するとともに、ある程度の公の

支援も検討していかれるよう要望するものであ

ります。

次に、人材確保についてお尋ねをしてまいり

ます。平成29年度職員採用試験の申し込み状況

が明らかになり、全体の競争率は、昨年度の倍
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率6.8倍を下回り、5.5倍に低下しました。知事

部局に限らず、教職員や警察官の採用において

も競争倍率が年々低下しており、優秀な人材の

確保が懸念されます。この状況をどう考えてい

らっしゃるのか、知事にお尋ねします。

人材の確保は、県政を○知事（河野俊嗣君）

推進していく上で、その根幹にかかわる最も重

要なことであろうかと考えております。今年度

の職員採用試験の申し込み状況を含め、近年の

競争倍率の低下や、一部の技術職における採用

予定数の確保が厳しい状況にあることについて

は、大変危惧しているところであります。人口

減少、グローバル化や危機事象への対応といっ

た喫緊の課題を県は抱えているわけでありまし

て、県政の推進に当たりましては、社会経済情

勢の変化を的確に捉え、明確な目的意識を持っ

て困難な課題に積極果敢に挑戦する、そのよう

な人材が必要不可欠であると考えております。

今後とも、人事委員会等と連携しまして、県政

の魅力を発信する広報等の充実を図るなど、よ

り積極的な採用活動を展開しますとともに、職

員が仕事に誇りや意欲を持ち、県政への貢献が

実感できるような魅力ある職場づくりにも努め

ることで、本県の将来、「みやざき新時代」を

担う人材を確保してまいりたいと考えておりま

す。

２月議会の代表質問で我が会○髙橋 透議員

派の満行議員が、採用予定数に満たなかった土

木職員を初めとする採用対策を質問しておりま

す｡今年度の申し込み状況と採用予定者数の確保

が困難な技術系職種対策を、人事委員長にお尋

ねします。

今年度の申し込○人事委員長（村社秀継君）

み時点における大卒程度全体の競争倍率でござ

いますけれども、5.9倍となっておりまして、平

成以降では最低となっているところでございま

す。特に、土木2.9倍、建築1.7倍、農業土木1.4

倍となっておりまして、これらの技術系職種

は、近年、競争倍率の低い状況が続いておると

ころでございます。

このため、昨年度から関係部局との検討会を

設け、大学での説明会や職場見学会の実施、職

種別のパンフレット作成、さらには、技術系職

種に関心を持つ学生等を募集し、若手職員が相

談に応じるなど、啓発・広報活動の充実強化を

図り、県職員として働くことのやりがいや魅力

等を積極的に発信しているところでございま

す。加えて、今年度から技術系の大卒程度試験

では、専門試験を重視し、教養試験の負担軽減

を図ることで、受験しやすい内容に改めている

ところでございます。今後とも、こうした取り

組みの効果を検証しながら、関係部局との連携

をさらに強化し、県の将来を担う優秀な人材の

確保に努めてまいりたいと考えております。

さまざまな努力をされている○髙橋 透議員

ようですが、技術系職種、倍率が低いようです

ね。土木職、昨年度、28年度の募集状況は12名

だったんですね。申し込みは27名あったんです

が、実際に１次試験を受けた人は12名だったん

です。結果的に８名が合格採用で４名不足した

わけですが、そのときには高卒程度の土木及び

農業土木の採用者数を３名ほどふやされたとい

うふうに伺っております。今年度の大学卒業程

度の受験申し込み状況を見ますと、今ありまし

たように、一部の技術系職種において、昨年同

様、合格者が採用予定者数を下回る懸念があり

ます。その場合に、高卒者の採用枠を拡大する

などの対応をしていかれるのか、総務部長にお

尋ねいたします。

試験はこれから実○総務部長（桑山秀彦君）
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施されるわけでありますけれども、実際に懸念

していらっしゃいますような、合格者が採用予

定数を下回る、そういった職種が出てきた場合

には、関係部局とも協議しながら、今後募集が

行われる高校卒業程度の試験区分での採用枠拡

大を、昨年度と同様、検討いたしますほか、実

際に欠員が生じた場合には、非常勤職員等の配

置のほか、業務量に応じた職員配置の見直し、

あるいは所属での担当制の活用を行うなどし

て、業務への影響が最小限に抑えられるよう適

切に対応してまいりたいと考えております。

できるだけ正規職員の後は正○髙橋 透議員

規で補充できるように、可能な限り検討、努力

をしていただきたいと思います。

次に移ります。食品ロス削減対策でございま

す。

食品ロス、食べられるのに、毎年632万トン、

これは平成25年度の数値なんですが、食品が廃

棄されています。そのうちの約半分が家庭から

の排出でございます。毎日、国民１人当たり茶

碗１杯分の御飯が捨てられている、そういう量

に相当するらしいです。そこで、食品ロス削減

の県民運動を実施していく取り組みとして、環

境森林部と農政水産部、それぞれの当初予算に

盛り込まれています。事業の内容を関係部長に

答弁を求めます。

食品ロス○環境森林部長（川野美奈子君）

は、食料生産現場から飲食店や家庭で消費され

るまで、さまざまな状況で発生しますことか

ら、その対策におきましては、食品ロス発生の

原因となる関係者が連携して取り組むことが非

常に重要でございます。このため、環境森林部

におきましては、関係者の連携や廃棄物の削減

を目的とする「食品ロス削減運動推進事業」に

今年度から取り組んでいくこととしておりま

す。本事業におきましては、食品ロス削減の推

進組織となる「食品ロス削減対策協議会」を新

たに設置しますとともに、フォーラムの実施や

さまざまな媒体による情報発信を行うことによ

り、食品ロス削減に向けた県民意識の醸成を図

ることとしております。

農政水産部で○農政水産部長（大坪篤史君）

は、食べられるのに廃棄されている食材や、生

産現場において規格外品等として廃棄されてい

る農水産物の活用を図るため、｢もったいないプ

ロジェクト｣といたしまして、食品ロス削減に向

けた普及啓発活動を進めているところです。具

体的には、食育・地産地消を推進します「みや

ざきの食と農を考える県民会議」と連携しまし

て、現在、県内大学と連携した食品ロスを削減

するアイデア企画の募集、「もったいない」レ

シピ集の作成、食フェスタや料理講座等の各種

イベントにおける啓発活動などに取り組んでい

るところであります。

環境森林部の事業で、「食品○髙橋 透議員

ロス削減対策協議会」を設置するという答弁が

ございましたが、どのようなメンバーで構成さ

れるのか、答弁を求めます。

） 本協議会は､○環境森林部長（川野美奈子君

食品ロスの削減に向けた取り組みを、県民や食

品関係事業者､行政などの関係者が一体となって

進めていくことを目的とするものでございま

す。組織構成につきましては、現在、委員の選

定中でございますが、学識経験者を初め、食料

生産者や食品加工業者、小売店や飲食店、さら

には消費者団体や福祉団体などにも御就任いた

だく予定にしておりまして、８月をめどに設置

することとしております。今後は、本協議会に

おいて、食品ロスの削減方法や、関係者相互の

連携・協力のあり方等について協議を行い、県
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民への普及や協議会の構成員による実践的な活

動などにも取り組んでいくこととしておりま

す。

８月をめどに設置ということ○髙橋 透議員

でありますが、県民の意識の醸成・啓発を目的

としているわけで、できれば県内全域にその啓

発、醸成が行き渡らないかんわけです。食品ロ

ス運動が広がるためには、例えば地域ブロック

ごとにも、こういった協議会を設置していくべ

きではないかと思われます。環境森林部長に答

弁を求めます。

食品ロス○環境森林部長（川野美奈子君）

は、私たちの日常生活に密着したもので、県民

に理解されやすいものと考えておりますが、今

後、さらに食品ロスの削減を浸透させていくた

めには、議員御指摘のとおり、地域的な広がり

や、より多くの関係者の取り組みが必要になっ

てくるものと考えております。現在、既存の４

Ｒ推進協議会地域支部などを活用して啓発を

行っているところでございますが、取り組みの

裾野を広げていくため、地域ブロックごとの協

議会について、そのあり方や構成員等について

検討してまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ○髙橋 透議員

検討していただきたいと思います。

昨年、フランスで、食品廃棄禁止法とドギー

バッグ法が相次いで成立しております。食品廃

棄禁止法では、比較的多くの廃棄食品が出る大

規模店（400平方メートル以上の店）に廃棄物の

発生が禁じられ、どうしても発生する食品ロス

は、福祉団体、例えばフードバンク活動と契約

を結び、寄附をする義務が生じます。ドギー

バッグ法では、１日当たり180食以上を提供する

レストランで、食べ残しを持ち帰りたい客の要

望があれば、ドギーバッグという持ち帰り用容

器を提供することが義務となりました。元来、

フランスでは、食べ残しを持ち帰ることはマナ

ー違反だったそうです。ドギーバッグのドギー

は子犬の意味で、犬の餌を持ち帰るバッグとい

うことなんです。だから、賛同はしても実際に

持ち帰る人の数は少なかったということであり

ます。フランス人は上品でおしゃれです。そう

いうイメージがあります。それで、ドギーバッ

グをグルメバッグという名称に変えたことで世

論をまとめたとお聞きしております。フランス

以外でも、米国では、善意の寄附に伴う瑕疵に

ついて責任を問わないグッドサマリタン法があ

ります。我が国では、食中毒からの風評被害を

恐れるために、持ち帰りを禁止する飲食店が多

くあります。昨年発覚しましたカツ横流し事件

では、過度な衛生管理で対応せざるを得なく

なって、結果的にフードバンクヘの寄附をやめ

てしまう企業も出てきました。韓国には、食品

寄附控除が受けられる食品寄附推進法などの整

備が進んでいます。フードバンクの推進を行政

の観点で見ますと、日本はその法的整備に多く

の課題があると思います。

そこで、本県でも、消費期限が迫った商品を

引き取って生活困窮者へ無償配付しているフー

ドバンクの活動団体の存在があります｡フードバ

ンクの活動団体をふやし、活性化させること

で、食品ロスの削減を進めることになります。

今後、食品ロス削減に取り組んでいく上で、フ

ードバンク活動団体との連携や支援は必要と考

えられますが、知事の考えを伺います。

食品ロスの削減につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、発生を抑制していくことだけでな

く、ロスになる前の食品を活用していくことも

重要であると考えております。フードバンク等

の活動につきましては、食品を提供する側であ
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る食料生産者や食品加工業者、流通・販売業者

と、受ける側である福祉団体などが連携して初

めて可能となるものでありまして、団体間の連

携が必要不可欠と考えております。今年度設置

します協議会には、さまざまな分野の方々に参

加いただく予定でありますので、関係団体間の

連携に向けた仕組みづくりなどにつきまして十

分議論し、団体等の支援についても検討してま

いりたいと考えております。

よろしくお願いします。数値○髙橋 透議員

目標を示すことも大事なことであります。食品

ロス削減目標とかも今後検討されることをお願

いしたいと思います。

次に、種子法廃止に伴う影響と課題につい

て、順次質問してまいります。

過日閉会しました通常国会で､農業競争力強化

支援法を初めとする農業改革関連８法が成立し

ました。通常国会では、共謀罪の構成要件改め

「テロ等準備罪」新設の強行採決を初め、森友､

加計学園問題をマスメディアが多く取り上げま

した｡その間に、重要法案でありました主要農作

物種子法の廃止法案も本格的な議論がないまま

可決されたところであります。

我が国の食料自給率はカロリーベースで39％

と、先進国では極めて低いことは御承知のとお

りであります。一方で、圧倒的に強い要素もあ

ります｡主食の米は消費量の95％が自給です。そ

の種子は100％国産です。種子が戦略物資である

ことは古今東西を問いません｡特に、麦や稲など

主食の種子の確保は食料安全保障に直結しま

す。この数少ない優位性をみずから放棄する政

策が、安倍政権で進められているのでありま

す。そこで、主要農作物種子法が廃止されます

が、本県の生産者へどのような影響が考えられ

るのか、農政水産部長にお尋ねします。

お尋ねの主要○農政水産部長（大坪篤史君）

農作物種子法につきましては、平成30年４月１

日に廃止されますが、国は、その後も引き続

き、種子の安定供給が行われるよう、都道府県

における種子生産の運用に関するガイドライン

を定めますとともに、必要な地方交付税を確保

するなど、これまでの体制を活用した種子の開

発等を進めることとしております。県としまし

ては、農業者への影響がないよう、原種の生産

や種子の開発を継続しますとともに、宮崎県産

米改良協会を中心とした現在の種子供給体制を

維持してまいりたいと考えております。

本県は､長年の研さん､御努力○髙橋 透議員

の積み重ねによって、多くの育成品種があると

伺っておりますが、本県が育成した品種は今後

どうなっていくのか、農政水産部長にお尋ねし

ます。

これまでに本○農政水産部長（大坪篤史君）

県が育成した稲の品種は、45品種ございまし

て、現在でも権利を維持しているものは、こと

し２月に登録しました酒米の「ちほのまい」な

ど、10品種となっております。なお、品種の権

利につきましては、今般廃止されます主要農作

物種子法ではなくて、育成者の権利を定めた種

苗法により保護されている状況ですので、これ

までと同様に保護されるということになりま

す。

わかりました。農業競争力強○髙橋 透議員

化支援法第８条の３に、次のようにあります。

「銘柄の集約の取り組みを促進する」。種子が

絞り込まれる恐れがあるんじゃないかというこ

となんです。通常は、品種を多くして病気など

のリスクを分散する多様性が重要だと言われて

おります。また、種子の価格が５倍から10倍に

なるのではないかということも言われます。収
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量が多くなるから、価格が上がる分は収量でカ

バーするというふうに言う方もいます。しか

し、よく考えていただきたいんです。おてんと

うさま次第ですね。農作物は天候次第で収量は

がくんと落ちます。病害虫もあります。だか

ら、収量が多くなることは約束されたものじゃ

ないんです。毎年大量に種子を購入する大規模

農家とか育苗専業者は生き残れると思います

が、中小農家は相手にされずに、稲作からの撤

退を余儀なくされるかもしれません。将来的に

少なからず影響が出てくると思っております。

そこで、最初の問いで答弁にありましたが、

交付税措置は確保されるという答弁だったと思

います。ただし、根拠法がなくなりますから、

主要農作物種子の生産等に対する交付税措置、

これが将来的にはなくなるんじゃないかと思い

ます。再度、農政水産部長にお尋ねします。

今般の主要農○農政水産部長（大坪篤史君）

作物種子法の廃止に伴いまして、参議院では附

帯決議が採択されております。その内容は、都

道府県の取り組みが後退することのないよう、

引き続き地方交付税措置を確保するように努め

ることというものでございます。また、国のほ

うからも、これまでも説明で、地方交付税を初

めとして必要な措置を講じるとされておりまし

て、県としましては、国に対して、種子の安定

供給に必要な予算の確保を要望してまいりたい

と考えております。

附帯決議は、努力義務だと思○髙橋 透議員

うんです。だから、当分の間というふうに理解

したほうがいいんじゃないかと思っています。

農業競争力強化支援法第８条の４、「種子その

他種苗について、民間事業者が行う技術開発及

び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を

促進するとともに、独立行政法人の試験研究機

関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知

見の民間事業者への提供を促進すること」。つ

まり、都道府県が有する米などの原種、原原

種、優良品種の生産に関する知見を民間事業者

へ提供しなさいということなんです。公から民

間へということなんです。そうであるならば、

いずれ交付税措置はなくなると思います。農業

試験場の機能が縮小される運命にあるんじゃな

いかと危惧をしますが、農政のスペシャリスト

であります郡司副知事に、その点を伺いたいと

思います。

本県におきまして○副知事（郡司行敏君）

は、これまで、この法律に基づいて優良な種子

の開発と普及に取り組んできたところでありま

す。そのような中で、総合農業試験場で開発し

ましたヒノヒカリでございますけれども、現

在、全国で３番目の栽培面積を有しておりま

す。このヒノヒカリに代表されますように、優

良種子の供給により、農業経営の安定に大きく

貢献してきたところであります。御質問のよう

に、今回、民間活力を最大限に活用するとの趣

旨で種子法が廃止されますが、種子は、最も基

礎的な生産資材であり、「種子を制する者が農

業を制する」と言われるほど、戦略的な重要性

を有しております。この法律がなくなること

で、優良種子の安定供給に不安が生じるような

事態は何としても回避しなければならないと、

そのように考えます。県といたしましては、本

県の農業者が安心して営農に取り組めることが

何よりも重要であると考えますので、あらゆる

機会を通じて、国に対し、必要な予算の確保等

を要望してまいりたいと考えております。

「種子を制する者が農業を制○髙橋 透議員

する」、そのとおりなんです。今回の種子法廃

止、生産者及び国民のためになるのか、国はど
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こを向いているのか、本当に心配をしておりま

す。外資の種苗会社に将来、日本の種苗が牛耳

られるときが来るんじゃないかということを物

すごく心配します。そして、一番恐れているの

は、外資の参入によって、遺伝子組み換えの種

子も申請されて作付される、そのことでありま

す。いずれにしても、来年の４月からこの種子

法は廃止されます。それまでに、日本の種子を

保全するための新たな法整備なんかを追求して

いく。そういう危機感を持って取り組んでいく

必要があるということを申し上げておきたいと

思います。

最後になりますが、試験研究機関の将来像に

ついてお尋ねいたします。試験研究の仕事は、

優秀な研究職の方だけでは育成品種は容易に生

まれないと思います。育種を支える研究補助職

員の存在があります。種をまく前の耕起作業か

ら始まり、播種、病害虫の管理等々、そして収

穫となります。研究補助職員は10年前に現業職

から任用がえになり、非常勤職員となりました｡

非常勤職員の指導を、任用がえになった職員が

行っています｡任用がえになった職員も、あと２

年で退職だと伺っています｡再任用で最大５年勤

務しても、あと７年で非常勤職員を指導する職

員はいなくなります。主要農作物種子法の廃止

による影響も今後考えられますが､研究補助体制

を含めた本県農業研究機関の将来像をどう考え

ておられるのか、知事に伺います。

総合農業試験場等の試○知事（河野俊嗣君）

験研究機関は、本県農業の振興を技術開発の面

から推進する重要な組織であると考えておりま

す。県としましては、今後とも、生産現場が直

面する課題解決に迅速に対応できる研究環境の

充実を図るとともに、大学や民間企業と連携

し、ＩＣＴや機能性分析など、最先端の技術開

発にも対応できる研究機能の高度化を図ること

で、常に生産現場を先導する研究機関となるよ

う努めてまいりたいと考えております。そのた

めには、現場で支えている研究補助員を初め、

試験研究体制の充実についても、十分留意して

まいりたいと考えております。

しっかり対応をいただきたい○髙橋 透議員

と思います。

次に、うまい米、売れる米づくり対策につい

て、２問質問します。

国による米の生産調整政策が、2018年産から

廃止されます。現在の減反制度は、強制ではな

く任意の選択制であって、減反に応じた農家に

は、メリット措置として10アール当たり7,500円

の交付金を支給してきましたが、これも廃止さ

れます。ただし､転作作物への誘導策は今後も継

続されますので、完全な減反廃止と言えるかは

疑問点もあります。制度がどう変わるのか､ま

た、生産者にどのような影響が出てくるのか、

農政水産部長にお尋ねします。

米政策の見直○農政水産部長（大坪篤史君）

しの内容につきましては、平成30年度から、行

政が生産数量目標の配分を行わなくなること、

生産数量目標に従って米を生産した販売農家に

支払われています、10アール当たり7,500円の交

付金が廃止されることなどであります。一方

で、国は、引き続き、水田のフル活用が行われ

るように、加工用米や飼料作物といった転作作

物の作付に対する交付金につきましては、30年

産以降も継続するとしております。県としまし

ては、全国ベースの需給見通しを踏まえた米の

作付目安の提示や、それぞれの地域における将

来展望の構築など、農業者の不安解消に取り組

んでまいりたいと考えております。

10アール当たり7,500円の交付○髙橋 透議員
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金、民主党政権時代は１万5,000円だったんです

が、これは大きいですよね。10ヘクタールで75

万、100ヘクタールの人は750万です。すごく収

入減になる。これもあんまり騒いでいません

ね。このことも今後、問題化されるんじゃない

かと思います。

次に移りますが、米の生産調整が2018年産か

ら廃止されるのを前に､各地で、新たなブランド

米の投入など販売戦略を見直す動きが活発に

なってきていると伺っております。そこで、本

県が一流米を目指すことが本県の米づくりに

とって得策なのかどうか、さまざまな角度から

研究していかなければならないと考えるわけで

す。本県は、うまい米づくりを目指すのに、気

象条件で不利な面があると思っています。昨

年、特Ａ米をとれなかった要因に、高温障害が

ありました。米市場では、外食産業などが使う

割安な米が再び不足しておりまして、外国産米

の調達拡大を考える企業も出てきております。

これからは、中食の需要に合う品種が求められ

るのではないかと思われますが、今後の売れる

米づくりを県としてどう進めていかれるのか、

農政水産部長にお尋ねします。

米の消費が年○農政水産部長（大坪篤史君）

々減少する中、売れる米づくりを進めるために

は、量販店や外食産業など、実需者のニーズに

応じた生産を行う必要があると考えておりま

す。このことから、早期水稲「コシヒカリ」で

は、消費地にいち早く新米を届けられる特徴を

生かし、需要に応じた計画的な生産・販売を進

めてまいります。また、普通期水稲の「ヒノヒ

カリ」では、食味ランキング「特Ａ」の取得な

ど、うまい米としてのブランド確立に努めてま

いります。さらには、需要が拡大しております

中食や外食向けの業務用米につきまして、多収

品種の導入や生産規模の拡大によるコスト低減

など、実需者と連携した産地育成に取り組んで

まいりたいと考えております。

農家のプライドとして、うま○髙橋 透議員

い米づくりは追求せざるを得ないと思うんで

す。研究は今後大変だと思うんですが、特Ａ米

ももちろん追求していただきながら、また別

の、今申し上げましたように、ほかの需要も

しっかりと、県としても取り組んでいただきた

いと思います。

次に、教育問題に移りますが、まず、コミュ

ニケーション教育の推進の中の一つとして、家

庭読書に関する調査を県教育委員会で行ってい

らっしゃいます。「家族の中で、読み聞かせを

含む読書をしたり、読んだ本について話し合っ

たりすることがありますか」の問いに対して､

「よくある」「ある程度ある」と答えた保護者

の割合が､平成27年度57.8％に対し、平成28年度

は51.7％と、家庭での読書は減少傾向にありま

す。スマートフォンとかタブレットの普及が背

景にあると考えます｡長文を読む機会が減少して

いるため、子供たちの読解力の低下が心配され

ますが、読書活動の充実のためにどのように取

り組んでいるのか、教育長にお尋ねします。

読書は、子供の想像○教育長（四本 孝君）

力をかき立て、豊かな感性や考える力を育み、

読解力の向上にも大きな役割を果たすものであ

ります。このため、県内の小・中・高の各学校

におきまして、一斉読書や読み聞かせの実施、

学校図書館における推薦図書コーナーの設置、

図書館を利用した調べ学習や探究学習の取り組

みなど、読書活動の推進を図っております。ま

た、県教育委員会では、｢日本一の読書県｣を目

指した総合推進事業におきまして、例えば、高

校では、今年度から県内６エリアの拠点校に学
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校司書エリアコーディネーターを各１名配置

し、中学校では、県内３地区の拠点校に読書活

動推進リーダー及び学校司書をそれぞれ各１名

配置するなど、専門的な立場から担当校を支援

する体制をつくり、読書活動の充実に取り組ん

でいるところであります。

要は、子供が本に興味とか関○髙橋 透議員

心を持つきっかけづくりが大事だと思うんで

す。それは、学校でのかかわり方が大事になっ

てくると思っています｡２月に公立大学で開催さ

れましたシンポジウム、「知の共有と地域創

生」の折に、帝京大学教育学部教授の鎌田さん

が、中学・高校の先生が生徒に本を勧めていな

い現状があるとおっしゃっていました。先生の

意識が変わらないとだめだということです。そ

のためには研修が必要だが、市町村ではその役

割は無理で、県の出番だということをおっ

しゃっていました。先生たちのスキルを上げて

いく取り組みも要望いたしますので、よろしく

お願いします。

香川県綾川町の陶小学校は、2005年度から文

部科学省の研究開発学校に指定されて、「キラ

リ科」を新設しました。そして、豊かな表現力

とコミュニケーション能力を育てる試みを始め

ました。このキラリ科というのは、小学校の全

学年に１週間に約２時間、年間70時間、演劇を

使ったさまざまな教育プログラムを実施するも

ので、当時の公立小学校としては画期的な試み

であったとお聞きします。結果として、明らか

に国語力の向上が見られたとのことでありま

す。

子供たちのコミュニケーション能力の低下が

話題となりがちです。全てにおいてスマホなど

でのＬＩＮＥやメールです。しかも短文。そし

て相手の顔は見えていません。最近の陰湿な出

来事を見聞きするたびに、コミュニケーション

不足じゃないかと感じるところであります。大

人の世界でも同じようなことが言えるのではな

いでしょうか。学習発表会とか文化祭の取り組

みなんかは、児童生徒のコミュニケーション能

力の向上につながると考えます。教育長の考え

を伺います。

学習発表会や文化祭○教育長（四本 孝君）

では、児童生徒が日々の授業で学んだことを発

表したり、演劇や音読、合唱に取り組んだりす

るなど、各学校においてさまざまな取り組みが

行われております。児童生徒は、学習発表会や

文化祭での発表に至る過程の中で、お互いの意

見を伝え合うことの難しさや、他者とのかかわ

りの大切さを学びながら、よりよい人間関係や

チームワークを形成していきます。また、人前

で発表することを通して、相手に伝える喜びを

感じるとともに、ほかの発表を聞くことで、少

しでもうまく相手に伝えたいという意欲が高ま

り、コミュニケーション能力の基礎である表現

力等を養うことにもつながると考えておりま

す。このようなことから、学習発表会や文化祭

は、各教科等を発展的に取り扱った学習の発表

の場であり、コミュニケーション能力の向上に

つながる大切な機会であると考えております。

ぜひ力を入れていただきたい○髙橋 透議員

と思っているんです。実は、人口減少と少子化

でしょう。今、１学年１クラスの学校が結構ふ

えてきているはずです。特に小規模校の児童生

徒にとっては、大切な取り組みだと思っている

んです。私は酒谷小・中出身ですけど、小規模

校でした。木造校舎でした。私は51年の３月卒

ですけど、体育館がなかったんです。高校に

行ったらばかにされるんですね。飫肥、吾田、

油津、南郷中も大規模校でしたけど、ここは
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ファッションはアイビーでした。私たちはラッ

パズボンですよ、恥ずかしながら。そして、彼

らの話題になるのは、「ロードショー」だった

り音楽、全く私たちが知らない世界を知ってい

るんです。今わかってきたんですけど、あ、こ

れ、町に本屋があったなと。酒谷にはありませ

んでした、本屋さんは。彼らは、ふだん本屋に

行って「メンズクラブ」を見たり、昔は「ロー

ドショー」とか雑誌がありましたが、そんな本

を見ながら情報を得ていたんだなということを

思ったりするところであります。試練を乗り越

えてコミュニケーション能力をつけて、今ここ

に立っている自分であります。

次に、高校適正規模４～８学級の考え方につ

いてお尋ねしていきます。県立高等学校入学者

が宮崎地区に集中していると考えられますが、

現状についてどのように認識し、どう分析され

ているのか、教育長にお尋ねします。

現在、本県では通学○教育長（四本 孝君）

区域を全県一区としておりますけれども、その

大きな狙いは、中学生が「行きたい学校」を主

体的に選択できるようにすることと、特色ある

高校づくりを推進し、学校を活性化することで

ございます。近年、宮崎地区の全日制県立高等

学校におきまして、ほかの地区からの入学者

は300名程度であり、これは、宮崎地区の全日制

県立高等学校定員の10％程度となっておりま

す。一方で、宮崎地区からほかの地区の県立高

校への入学者は100名程度となっているところで

ございます。

「行きたい学校」ということ○髙橋 透議員

を、これまでも幾度となく答弁で聞いてきまし

たが、最終的には本人が決めるんでしょうけ

ど、親にいろんな情報が入ってきて、親がここ

に行きなさいと言うということもよく聞きま

す。それと、今、学習塾に行っている生徒は多

いですよね。学習塾が勧めているんだわという

話も、私は同級生の親から聞いたことがありま

す。そういう一連の調査もしていただきたい

し、今、約100名が宮崎地区外へ出ていっている

ということでありました。みずから受験はして

いますよ。でも、中には、宮崎地区内の高校に

合格するのは厳しい、だから他地区に行くんだ

という生徒もいるんじゃないでしょうかという

ことを私は言いたいんです。宮崎地区には他地

区から300名来ているでしょう。300名入学して

いるんです。そのことで志望校の間口が狭くな

るはずです。だから、100名全員とは言いません

けれども、この中には、行きたい学校があるん

だけれども、どうしてもそこは厳しいというこ

とで、先生の指導もあって地区外に行かざるを

得ない、そういう生徒もいるんじゃないかとい

うことも、そういう背景があることもしっかり

分析をしていただきたいなと思います。

次に、全日制高等学校における１学年の適正

規模は、４学級から８学級が基本となっていま

すが、９学級以上の高等学校の募集定員の見直

しはされないのか、教育長にお尋ねします。

） 現在、１学年９学級○教育長（四本 孝君

以上の学校は、宮崎市内にある普通科高校３校

となっております。１学年９学級以上の高等学

校につきましては、現行の「宮崎県立高等学校

教育整備計画」におきまして、ほかの高等学校

との調和を図りながら、漸次、適正規模への対

応を検討していくこととしております。御質問

にありました、９学級以上の高等学校の募集定

員の見直しにつきましては、県全体及び各地区

ごとの中学校卒業者数の推移等を勘案しなが

ら、生徒たちにとってよりよい教育環境を提供

するという視点に立って、検討してまいりたい
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と考えております。

推移、いわゆる数ですね、こ○髙橋 透議員

れから数の推移を見ながら検討していくだか

ら、結果、これはしないんですね。私は、タイ

ミング、時期を失したような気がしてならんと

です。３学級以下を統合再編でスタートした

じゃないですか。あのときに並行して、８を超

える学校の定員を見直すべきだったと思ってい

るんです。あんまり話題にならなかったですよ

ね。そのときに見直しをしていれば、今のよう

に宮崎地区に流入することにはならなかっただ

ろうし、いろいろと考え方はあるんでしょうけ

ど、やっぱりタイミングを逸したような気がし

てなりません。検討されるのでしょうから、検

討してください。

次に、教職員大量退職に向けての採用対策に

ついて伺いますが、本県教職員は、５年後に大

量退職のピークを迎えると聞いております。本

県の今後の教職員採用試験のあり方について、

教育長にお尋ねします。

） 今年度の教員採用試○教育長（四本 孝君

験の採用予定者数は323名で、昨年度より50名の

増加となっております。志願者数は1,594名で、

志願倍率は4.9倍となりまして、前年度比で1.3

ポイント低下しております。今後も教員の退職

者数がふえ、採用予定者数の増加が見込まれま

す中、優秀な人材の確保が課題となっておりま

す。そこで、県教育委員会では、即戦力となる

経験豊富な人材を確保するため、スポーツ、芸

術分野等で以前から実施しておりました特別選

考試験の対象者に、昨年度から、他県の現職教

員、本県の元教員を加え、さらに今年度からは

他県の元教員を加えたところでありまして、今

年度の特別選考試験の志願者は44名となってお

ります。今後も、人間性にあふれ、専門性にす

ぐれた人材の確保のため、受験年齢制限の緩和

を含め、教員採用試験の実施方法や内容の工夫

・改善につきまして、引き続き検討してまいり

たいと考えております。

今、答弁がありました中の特○髙橋 透議員

別選考、ここは、優秀な即戦力の人材を宮崎県

が採用するかどうかにかかっていると思うんで

す。去年の話でいいますと、昨年は1,696人に対

して合格者277人。うち特別選考は16名ですね、

合格者が。そして、その中の他県現職と本県元

職が13名です。わずかな数字ですよね。社会

人、いわゆる経験者枠である特別選考は、一般

採用と区別して採用数をふやすことはできない

のか。即戦力としての人材確保につながると思

われますが、教育長の答弁を求めます。

） 他県の現職教員ある○教育長（四本 孝君

いは元教員等を対象としました特別選考試験

は、即戦力となる人材確保のための有効な方策

でございます。しかしながら、特別選考試験の

対象となるスポーツや芸術分野にたけた人材

や、他県の現職教員、元教員であっても、教師

としての資質や能力を公正公平に判断して採用

を行う必要がございます。このため、特別選考

試験の採用は、別枠でなく一般選考による採用

者の内数としているところでございます。

なかなか難しいような答弁で○髙橋 透議員

ございますが、全国都道府県が大量退職に向け

ていろんな知恵を絞っているんです。他県と同

じようなやり方では、即戦力、優秀な人材は採

用できないと思うんです。ぜひ知恵を出して、

５年後の大量退職のピーク、ここに照準を当て

て取り組んでいただきたいと思います。

最後の質問になりました。警察官の人材確保

についてであります。

警察官も、先ほどからありますように、倍率
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が下がってきておりまして、優秀な人材を確保

するのに苦労されているというふうに伺ってい

ますが、警察官も経験者枠を設けて、県外で活

躍する警察官を採用することは考えられないの

か。年齢の上限を年々上げてこられて、今、29

歳ですか。こういった年齢も、できれば35歳ぐ

らいまで上げられていいんじゃないかと思いま

すが、そういった検討はできないのか、警察本

部長にお尋ねいたします。

年齢にかかわら○警察本部長（野口 泰君）

ず、県外で活躍している警察官を当県警察で採

用することは、即戦力の採用となるわけです

が、現行の採用試験と異なる採用方法となりま

すので、採用されたときの階級や処遇面を十分

整理した上で、採用試験を所管する人事委員会

と慎重に検討していく必要があります。

また、採用試験の受験対象年齢につきまして

は、より多くの方に受験していただけるよう、

平成28年度から、大卒や大卒見込み者を対象と

した警察官Ａ採用試験では、年齢上限を29歳未

満から30歳未満へ１歳引上げ、それら以外を対

象とした警察官Ｂ採用試験では、年齢上限を27

歳未満から30歳未満へ３歳引上げを行ったとこ

ろであります。受験対象年齢のさらなる引き上

げについては、平成28・29年度試験の受験申込

者の分析を行うとともに、他県警察の基準等も

参考とした上で、人事委員会と適宜検討してい

く予定であります。今後とも、より多くの方が

受験できるような公平中正、適正な採用試験に

より、優秀な人材の確保に努めてまいりたいと

考えております。

適宜検討していくということ○髙橋 透議員

でしょうから、検討いただきたいと思います

が、教職の特別選考は59歳なんですね、上限

が。警察官に59歳はちょっと厳しいと思うの

で、35歳ぐらいまでは年齢幅を広げていかれて

もいいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

準備しました質問は終わりましたが、冒頭申

し上げました東九州自動車道の未完成区間、私

が議員になったころに、日南の松永でくい打ち

式があったんです。あのときに、「あと10年か

かりますわ」とおっしゃっていました。2004年

でしたから、もう14年ですか。待ち望んでい

らっしゃいます。北郷―日南間はことしですか

ら、これが清武南からつながっていけば、あっ

という間に志布志まで行きます。ぜひよろしく

お願いしまして、全ての質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、新見昌安議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○新見昌安議員

疲れモードでしょうけど、あと１時間おつき合

いください。

通告に従い、順次一般質問を行います。知事

を初めとして、関係各部長、教育長、警察本部

長に答弁をお願いいたします。

「私が知事時代に一番苦労したのが、公務員

獣医師の確保でしたから、獣医学部の新設で、

感染症対策、それから動物由来の薬の開発、ラ

イフサイエンス等々、果たすべき役割が非常に

大きいと、夢が一石二鳥、三鳥でかないそうな

ときに、こんな騒ぎが起きているので怒り心頭

に発している」、これは、５年前まで愛媛県知

事を務め、その在任中、今治市への加計学園の

獣医学部誘致を進めた加戸守行前知事が、マス

コミの取材に応じたときの発言であります。加

戸氏はまた、「四国では獣医師が不足してい

て、獣医学部の開設は悲願だった。大学誘致を

目指していた今治市には、12年前、加計学園か

ら獣医学部開設の申し出があり、若者の増加で
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今治市の活性化につながるならと、喜んで話を

受けた。在任中、宮崎県で起きた口蹄疫の四国

への上陸を食いとめようとする中で、四国の獣

医師不足を痛感した」と述べ、さらには、「安

倍首相と加計理事長が親しい関係にあること

は、大学誘致の際には知らなかった」とした上

で、「知っていれば、「友達ならば早くやって

ください」と首相に直訴したかもしれない」と

まで述べております。この発言には、利権とは

全く無縁の、公務員獣医師不足を解消するため

の獣医学部新設に対する熱い真剣な思いがあふ

れております。

今回の問題が起こる前、宮崎日日新聞が「特

報インサイド」で、「県 獣医師確保に奔走」

「防疫 畜産推進に欠かせず」「自治体 奪い

合い続く」等々の見出しをつけ、獣医師確保・

育成の重要性を特集してくれました。先月15日

のことであります。そこには、地元宮崎日日新

聞の有能な記者が丁寧に取材を重ねた上で、現

場の声を読者にきちんと伝えており、県と危機

感を共有していこうという思いが感じ取れ、う

れしく思ったところでありました。ところが、

であります。「安倍晋三首相の友人が理事長を

務める学校法人加計学園の獣医学部新設計画を

巡り」云々と、わざわざ御丁寧な説明をつけ

て、政局にしたがる方々のお先棒を担ぐがごと

き書き出しの記事が、同じ新聞の１面トップに

踊ったのは、その３日後、５月18日でありまし

た。その後については、皆さん御存じのとおり

でありますし、これ以上述べるとちょっと過激

になりますので、本論に戻ります。

畜産王国宮崎県の知事として、県職員獣医師

の確保に向けどのように取り組んでいくのか、

河野知事の熱き思いをお聞かせください。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

獣医師の確保についてであります。口蹄疫の

発生を踏まえ、県では、県職員獣医師を増員す

ることとし、インターンシップの受け入れや、

本県への就職希望者へ修学資金を貸与するなど

の対策に取り組んでまいりました。その結果、

口蹄疫発生後の平成23年度の163名から、本年度

は176名になるなど、徐々にその成果が出てきて

おります。現在、全国の獣医系大学の卒業生の

うち、都道府県への就職は、その約１割の100名

余りにとどまるなど、県職員獣医師の確保は厳

しい状況にあります。家畜防疫対策や食肉の安

全性確保など、県職員獣医師の担う役割は、本

県畜産の発展にとって大変重要であると考えて

おりますので、今後とも、県職員獣医師の安定

的な確保に向け取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

今の答弁にあったように、本○新見昌安議員

県において県職員獣医師の増員に本格的に取り

組むきっかけは、平成22年の口蹄疫発生です

し、不測の事態に万全の態勢で臨めるよう、こ

れからもしっかり取り組んでいただきたいと思

います。

一方、加計学園が今治市に獣医学部をつくり

たいと申し出たのは、宮崎での口蹄疫発生の５

年前、平成17年であります。愛媛県ではその翌

年から、何度も国に対して獣医学部新設の提案

をしては断られ、苦労の末にやっと開設にこぎ

つけたやさきの、一連の流れを見れば、まさし

く幼稚な言いがかりとしか言いようのない今回

の問題であります。前知事の怒り心頭に発する

思い、よくわかります。これ以上深入りはしま

せんけれども、今後の動向を注視していきたい
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と思います。

次は、公明党らしく、先週の一般質問で重松

議員も取り上げておりましたが、文化芸術につ

いて、引き続き知事に伺いたいと思います。

今月７日、メディキット県民文化センターで

行われた第35回国民文化祭宮崎県実行委員会、

第20回全国障害者芸術・文化祭実行委員会の設

立総会に出席をいたしました。委員会の構成メ

ンバーは、県、市町村、経済団体、教育、報道

機関などから111名、県議会からは、議長、そし

て総務政策、厚生、文教警察企業の各常任委員

会委員長が委員になるということでありまし

た。今年度中に大会のコンセプトや会期などを

決めていくということで、国民文化祭、全国障

害者芸術・文化祭に向け、いよいよ取り組みが

スタートしたという感を強くしたところであり

ました。

ところで、これらが開催される平成32年は、

言うまでもなく東京オリンピック・パラリン

ピックが開催される年でもありますが、東京オ

リパラに向け、全国各地で文化プログラムがス

タートしております。文化プログラムというの

は、言葉自体がなかなかなじみが少ないです

し、実はオリンピック憲章の中で、スポーツと

ともに開催が義務づけられていることも余り知

られていませんけれども、2012年のロンドン大

会では、４年間で18万件近くのイベントを実施

して、大成功をおさめたようであります。東京

オリンピックの運営主体は大会組織委員会であ

りますけれども、文化庁や国、自治体も参加し

て、文化庁によりますと、ロンドン大会を上回

る20万件のイベント開催を目指すようでありま

す。そこで、県としてはこの文化プログラムへ

どう取り組んでいくのか伺いたいと思います。

文化プログラムに積極○知事（河野俊嗣君）

的に取り組むことは、発表や鑑賞の機会をふや

しますとともに、文化活動の充実、地域の魅力

発信にもつながりますことから、文化振興を図

る上で大変重要であると考えております。ま

た、国民文化祭への機運を盛り上げていくため

にも、大変効果的であると考えております。こ

のため県では、大会組織委員会による認証を受

けまして、県内文化プログラムのスタートとな

るキックオフイベントを本年２月に開催いたし

ました。約1,100人の参加者の方々に、地域文化

の魅力を再認識いただくとともに、文化プログ

ラムの積極的な展開を呼びかけたところであり

ます。県といたしましては、今後も、県内各地

の多彩な文化プログラムの開催を支援しなが

ら、県民の文化活動への参加機会を充実させる

ことで、国民文化祭、そしてその先の未来に本

県の文化を継承していけるよう、文化力の向上

を図ってまいりたいと考えております。

７日の実行委員会設立総会の○新見昌安議員

中で示された設立趣意書の中に、次のようにあ

りました。「平成32年に開催される2020東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会に向け

て、全国津々浦々で文化プログラムが展開され

るなど、文化への注目が集まるこの絶好の機会

に国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭を開催

することにより、県内外から参加者や来場者を

お迎えし、新たな宮崎の魅力を国内外に発信し

ます」。確かにプラスの面はこのとおりですけ

れども、私が心配するのはマイナス面、すなわ

ち、文化プログラムが全国で展開される中で、

本県で開催される国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭の影が薄くなってしまうのではないか

ということであります。これが杞憂に終われば

いいんですけれども、本県でのこの２つの大会

を全国にどうアピールしていくのか伺いたいと
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思います。

東京オリパラに向けま○知事（河野俊嗣君）

して、全国で数多くの文化プログラムが実施を

され、国民の文化活動に対する関心が高まって

いく中でこの大会を開催できることは、大きな

チャンスであると受けとめております。この

チャンスを最大限に生かすには、文化プログラ

ムとの相乗効果を図りながら、全国から注目を

される宮崎らしい魅力的な事業内容にすること

が、何より大事であると考えております。この

ため今後、さまざまな芸術文化分野の皆様の御

意見を伺いながら、事業内容につきまして十分

に検討してまいりたいと考えております。ま

た、国内外への情報発信の絶好の機会となるこ

とを踏まえまして、ロゴマークやキャラクター

の活用、ＳＮＳなどさまざまな広報媒体による

発信、プレイベントやカウントダウンイベント

の実施など、効果的な方法につきまして、実行

委員会の中でも検討してまいりたいと考えてお

ります。今後とも、大会成功に向けまして、県

民の皆様の機運醸成と参加意識の向上に努めま

すとともに、より多くの方々に興味を持ってい

ただけるよう、情報発信に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。よろ○新見昌安議員

しくお願いしておきます。

次に、防災対策について、危機管理統括監に

何点か伺いたいと思います。

まずは、タイムラインに関してであります。

大規模災害の被害の軽減を図るために、国だけ

でなく自治体や住民、企業などが、最悪の事態

を想定し、いつ、誰が、何をするかといった行

動をまとめておくことが重要であります。その

観点で始まったのが、「タイムライン」と呼ば

れる米国発の防災行動計画であります。台風が

発生してから日本に上陸し、実際に被害が発生

するとの前提で、その数日間の必要な準備・対

策、実施主体などを時系列に整理した防災行動

計画にのっとって行動を開始し、被害の防止、

発生後の早期復旧を目指すというのが目的であ

ります。このタイムラインで有名なのは、東京

の荒川の氾濫に備えた荒川下流タイムラインで

あります。国交省は現在、国が管理する全国109

水系の河川でタイムライン簡易版の試行を進め

ているようでありますけれども、そんな中、三

重県では、この６月から県版のタイムラインを

試行するようであります。三重県以上に台風と

は縁が深い本県でもあります。同様の取り組み

に努めるべきだと考えますけれども、見解を伺

いたいと思います。

風水害への○危機管理統括監（田中保通君）

対策につきましては、気象庁が発表します大雨

・洪水警報や台風の進路予報などに応じまし

て、災害警戒本部や災害対策本部を設置するな

ど、対応マニュアルに基づいて段階的に体制を

強化します。そして、関係機関への連絡などの

初動対応や、情報収集・提供等を行うこととし

ておりまして、三重県のタイムラインとおおむ

ね同様の体制をとっております。また、毎年、

出水期前の５月には、本県に甚大な被害をもた

らした平成17年の台風14号をモデルに、自衛

隊、消防や警察など救助・救急を担う機関と連

携した図上訓練を実施しまして、風水害への対

応力向上を図っているところでございます。こ

のような取り組みを継続しますとともに、三重

県のタイムラインも参考にしながら、対応マニ

ュアルの改善を図り、風水害への備えに万全を

期してまいりたいと考えております。

三重県のタイムラインは試行○新見昌安議員

であって、初期段階でトラブルもあったようで
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すけれども、この試行結果は10月以降に関係機

関が連携して検証するようであります。ツイッ

ターで情報発信するのも一つの売りのようです

けれども、その結果等も含めて、今後参考にし

ていただきたいと思います。

次に、東日本大震災や、それ以降に発生した

熊本地震などの大災害を教訓に、女性の視点に

立った対策が進められておりますけれども、取

り組みの一つとして、昨年６月に内閣府が、

「男女共同参画の視点からの防災研修プログラ

ム」を策定しております。内閣府は平成25年、

東日本大震災などの教訓を踏まえた上で、災害

の予防、応急措置、復旧・復興などの各段階に

おいて、自治体が取り組む際に参考となる事項

を、「男女共同参画の視点からの防災・復興の

取組指針」として取りまとめ、さらに、自治体

の防災施策に携わる職員が、男女共同参画の視

点を持って施策を企画立案・実施できるよう育

成するためにつくられたのが、このプログラム

でありますけれども、去年からことしにかけ

て、全国の11自治体で、このプログラムの試行

研修会を実施しているようであります。本県は

この研修会には参加していないようですけれど

も、男女共同参画の視点を踏まえた災害対策は

重要であります。本県ではどのように取り組ん

でいるのか伺いたいと思います。

地域社会に○危機管理統括監（田中保通君）

は、高齢者や障がい者、外国人など多様な人々

がいる中で、性別は最も基本的な属性であり、

災害が与える影響や支援ニーズも異なることか

ら、男女共同参画の視点で防災に取り組むこと

は大変重要であります。県では昨年度、防災士

や自主防災組織などを対象とした研修におい

て、国の「防災における女性のリーダーシップ

推進に関する検討会」の委員を務められた方な

どを講師に迎えまして、男女共同参画の視点を

取り入れた避難所運営研修や講演会を実施した

ところであります。県としましては、議員から

御案内のありました、内閣府策定の「男女共同

参画の視点からの防災研修プログラム」の内容

も踏まえながら、防災研修の充実を図り、地域

に住む人々の多様性に配慮した防災対策に努め

てまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきま○新見昌安議員

す。

次に、３点目ですが、政府のＩＴ総合戦略室

は本年３月、自治体が災害発生時にツイッター

やフェイスブックなどのＳＮＳを活用するため

のガイドラインを作成して、ホームページに公

表しています。大規模災害発生時の情報伝達手

段として、電話やメールよりもＳＮＳがすぐれ

ているということは、既に経験済みでありま

す。救命・救援活動の最前線を担う自治体が、

ＳＮＳを積極的に活用する意義は大きいと思い

ます。本県での取り組み状況はどうか。また、

活用している場合、信頼性の確保などについて

はどのように取り組んでいるのか伺いたいと思

います。

県や市町村○危機管理統括監（田中保通君）

では、ホームページに加え、フェイスブックや

ツイッターなどのＳＮＳを活用しまして、防災

情報を発信しているところであります。また、

東日本大震災や熊本地震において、ＳＮＳは、

情報の発信だけでなく、安否確認や被災状況等

の情報収集の面においても有効な手段として注

目を集めたところでありますが、一方で、誤っ

た情報が流れ、混乱が生じた事例も見られたこ

とから、信頼性の確保が大きな課題となってお

ります。国がこの３月に策定いたしました「災

害対応におけるＳＮＳ活用ガイドブック」で
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は、ＳＮＳの情報を、信頼性の高い報告者から

の情報や行政の防災情報等ともあわせて分析を

することで、的確な判断・対応が可能になると

されております。県としましても、ガイドブッ

クの内容を市町村にも紹介、説明するととも

に、先進事例を参考にしながら、ＳＮＳを活用

した効果的な災害情報の受発信について検討し

てまいりたいと考えております。

熊本地震では、「ライオンが○新見昌安議員

逃げた」などといった悪質なデマが拡散して、

行政の災害対応を妨げております。答弁にあっ

たように、誤った情報やフェイクニュースが

ネット上にあふれております。信頼性の確保

が、ＳＮＳ活用の成否を握る鍵だというふうに

思います。ガイドブックには、この点をクリア

する具体的な対策などが示してあります。ＳＮ

Ｓ未活用の市町村には、しっかり紹介していた

だきたいと思います。

災害対策の最後になりますけれども、本年３

月の新聞報道によりますと、災害発生時、他の

自治体からの応援職員を円滑に受け入れるため

の「受援計画」と呼ばれる対応マニュアルを策

定しているかどうかの、全国の都道府県を対象

にした調査において、「策定済み」と答えたの

は14府県、「策定中」あるいは「検討中」と答

えたのは26都道府県という結果の中、本県は

「そのどちらでもない」という答えだったよう

であります。報道から既に３カ月以上たってお

ります。今後どういう取り組みをしていくよう

になったのか伺いたいと思います。

大規模災害○危機管理統括監（田中保通君）

時の被災地への応援につきましては、国を初

め、地方公共団体間の災害時応援協定に基づく

ものなど、その仕組みが整ってきております。

また、県におきましては、南海トラフ地震が発

生した場合の、初動期から応急期における医療

や物資等の応援受け入れのための計画を、既に

昨年３月にまとめているところであります。こ

のような中、熊本地震においては、被災地側で

応援受け入れに多くの混乱が生じたことから、

国は、受け入れ側の体制整備を促進するため、

「災害時受援体制に関するガイドライン」を本

年３月に策定いたしました。県としましては、

応急期から復旧期においても応援を円滑に受け

入れることができるよう、国のガイドラインを

踏まえた受け入れ計画を策定するとともに、市

町村に対しましても、受け入れ体制の整備を働

きかけてまいりたいと考えております。

受け入れ側の体制整備を促進○新見昌安議員

するための国のガイドラインの策定そのものが

遅かったと理解しました。宮崎市も今後、受援

計画策定に取り組むようでありますけれども、

県としても早急に策定していただき、未整備の

市町村への働きかけをよろしくお願いいたしま

す。

次は、教育問題についてであります。

まず、進学者への支援対策について、何点か

伺いたいと思います。今年度から、日本学生支

援機構の返済不要の給付型奨学金、卒業後の所

得に応じて返済額を変えられる所得連動返還型

奨学金などの新しい奨学金制度がスタートして

おります。これらは、高校等において成績がす

ぐれ、大学等に進学したいという意思があるに

もかかわらず、経済的な理由で進学を断念せざ

るを得なかった子供たちを後押しすることを目

的に、我が党が先頭に立って取り組んだもので

あります。希望の光になると思いますけれど

も、募集対象者や基準、申し込み手続等を子供

や保護者に理解してもらうためにも、周知が極

めて重要であります。どのように取り組んでい
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くのか、教育長に伺いたいと思います。

日本学生支援機構の○教育長（四本 孝君）

奨学金事業につきましては、お話がありました

ように、給付型奨学金や所得連動返還方式な

ど、今年度大幅に拡充をされております。これ

らの新制度につきましては、日本学生支援機構

より直接、各学校に対して本年１月から随時、

周知についての依頼がなされております。県教

育委員会といたしましても、その都度、各学校

に対し、生徒や保護者への周知を徹底するよう

指示をするとともに、県立学校長会あるいは県

立学校事務長会におきましても、重ねて要請を

したところでございます。今後も、進学を支援

するための制度についてしっかりと伝えていく

よう、努めてまいりたいと考えております。

「桜さく成長応援ガイド」と○新見昌安議員

いうピンク色のかわいい小冊子が、昨年の12

月、私たち県議会議員のところにも送付されて

きました。これは、進学及び就職の際に利用で

きる経済的な支援策をまとめたもので、我々前

期高齢者にとっては、使用されたイラストなど

に少々抵抗はありますけれども、内容的にはよ

くまとまっております。ただ、その配付時期が

年末というのは、ちょっと遅いのではないか。

新たな奨学金制度の内容等も盛り込んだ「桜さ

く成長応援ガイド」を早目に作成して、活用を

図るべきと考えますが、福祉保健部長の見解を

伺いたいと思います。

県では、経済○福祉保健部長（畑山栄介君）

的な理由により、希望する進学や就職を諦める

ことのないよう、奨学金などの支援制度を紹介

する、議員から御指摘のありました「桜さく成

長応援ガイド」を、平成27年度より作成し、進

路を決めるに当たり重要な学年である、県内の

全ての中学２年生や高校１年生、２年生に配付

しております。内容につきましては、毎年度見

直しを行いますが、今年度においては、先ほど

質問にもありました、給付型の日本学生支援機

構奨学金や、「ひなた創生のための奨学金返還

支援事業」などの新たな支援制度を追加して掲

載する予定としております。また、学校等への

配付につきましては、進路を決める時期を考慮

し、年末としておりましたが、できるだけ早く

配付できるよう、スケジュールを検討したいと

考えております。

せっかくお金をかけてつくる○新見昌安議員

冊子であります。大いに活用されることを期待

したいと思います。

ところで、昨年末に配付対象であった高校２

年生は、今３年生、新しい制度を知るべき今年

度は配付されません。「桜さく成長応援ガイ

ド」の配付対象とならない、そのような既に

持っている生徒に対して、新たな奨学金制度の

内容の周知にはどう取り組んでいくのか、同じ

く福祉保健部長に伺いたいと思います。

現在、多くの○福祉保健部長（畑山栄介君）

中高生は、インターネットを活用して情報を収

集するということが一般的となっております。

このため、「桜さく成長応援ガイド」は、問い

合わせ先の電話番号や各奨学金制度のホームペ

ージを掲載するほか、最新の「桜さく成長応援

ガイド」の内容を盛り込んだ特設サイトへ簡単

にアクセスできる仕様としております。今後と

も、担当の部局などとも十分連携を図りなが

ら、情報の周知に努めてまいりたいと思いま

す。

私もＱＲコードを読み込んで○新見昌安議員

スマホで見てみましたけれども、使いやすいと

いうふうに思いました。最新の内容への更新

を、どうぞ早目に対応していただきたいと思い

平成29年６月20日(火)
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ます。よろしくお願いします。

次に、通級指導に関して、教育長に伺いたい

と思います。発達障がいや言語障がい等の障が

いのある子供たちが、小中学校の通常学級に在

籍しながら、週１回程度、別室や他校で授業を

受けるのが通級指導であります。この通級指導

を担う教職員数は従来、毎年の予算編成のたび

に決まる不安定な加配定数の一部でありました

けれども、今年度から、対象となる児童生徒数

に応じて自動的に決まる基礎定数に位置づけら

れ、今後10年かけて計画的に増員されるという

ことになりました。複数年度にわたる計画的な

定数改善は16年ぶりというふうに聞いておりま

す。まずは、これに対する思いを伺いたいと思

います。

今お話にありました○教育長（四本 孝君）

ように、通級による指導を行う教員の配当数に

つきましては、法改正により、本年度から、通

級での指導を希望する児童生徒数に応じて決定

する仕組みとなりまして、今後10年間で、段階

的に加配定数から基礎定数に移行していくこと

になっております。平成29年度の本県の配当総

数は76人で、今回の措置によって、そのうち９

人が基礎定数化されております。この基礎定数

化につきましては、教職員の安定的、計画的な

採用・配置ができますことから、通常の学級に

在籍する障がいのある児童生徒の指導に大きく

寄与するものと期待をしております。また、特

別な支援を必要とする児童生徒の多様な学びの

場の整備は、ますます重要となりますことか

ら、今後、通級指導教室についても、専門性を

有する教員の育成等に取り組んでまいりたいと

考えております。

このような拡充の背景には、○新見昌安議員

発達障がいのある子供が急増し、希望しても、

教員不足で通級指導を受けられない、まさしく

待機児童が全国で１万人にも上るという実態が

あるからのようであります。

ところで、本県において今年度、通級指導を

受けている児童生徒は、76教室、983人。その内

訳は、自校通級が719人、他校通級が207人、巡

回指導が57人ということのようでありますけれ

ども、全国的には、先ほど述べたように、通級

指導に通いたくても通えない子供もいるという

中、本県においてこのような状況は発生してい

ないか伺いたいと思います。

現在、本県におきま○教育長（四本 孝君）

しては、在籍校に通級指導を希望する児童生徒

が一定数いないというような理由で、通級指導

教室を設置できずに、在籍校において通級によ

る指導を受けられない児童生徒もおります。こ

のような児童生徒に対しましては、近隣の通級

指導教室で指導を受ける他校通級や、教員が対

象児童生徒の在籍校へ出向く巡回指導の制度に

よりまして、通級による指導を受けることがで

きる体制を整えているところでございます。

通級指導の教員拡充によっ○新見昌安議員

て、障がい児に寄り添う適切な教育が広がり、

多様な学びの中で子供たちの可能性が引き出さ

れることを期待したいと思います。

教育問題の最後になりますが、来年度から高

校においても通級指導が導入されます。課題も

さまざまあるのではないかと思いますが、それ

らをどのように認識し、解決に向けてどう取り

組んでいくのか伺いたいと思います。

高校における通級に○教育長（四本 孝君）

よる指導の導入におきましては、対象生徒の決

定方法や個別の指導内容のあり方等が課題と

なっております。これらの課題の解決に向け

て、本県におきましては、今年度、県内に４つ
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の高校を指定し、小中学校の通級指導教室の運

営や、他県の取り組みを参考にしながら研究を

行っているところでございます。今後は、これ

らの研究成果を踏まえ、保護者等への理解啓発

に努めるとともに、教育課程の編成や指導体制

の整備などの準備を進めてまいりたいと考えて

おります。

小中学校から、さらに高校に○新見昌安議員

至るまで、学びの連続性が確保されます。そし

て、障がいのある子供たちの自立や社会参加に

つなげていくこともできます。しっかり取り組

んでいただきたいと思います。

次は、県民の安心と安全を守る観点から伺っ

ていきます。

まずは、還付金詐欺対策について、警察本部

長に２点伺います。警察庁によると、還付金詐

欺の被害は、2016年で前年比67.4％増の42

億6,000万円に上り、振り込め詐欺の中でも急速

に被害が広がっているという報道がありまし

た。まずは、本県における還付金詐欺の発生状

況とその対策について伺います。

本県における平○警察本部長（野口 泰君）

成28年中の還付金詐欺の発生状況は、認知件数

３件、被害額283万円で、前年に比べ、認知件数

でマイナス３件、被害額でマイナス344万円と、

ともに減少しておりますが、現在も不審電話は

高齢者宅を中心に散発的にかかってきており、

予断を許さない状況であります。警察では、還

付金詐欺を初めとした特殊詐欺から高齢者を守

ることに重点を置き、高齢者が集う会合におけ

る防犯講話、交番等の警察官が各世帯を訪問し

ての巡回連絡時に、高齢者や家族に対する防犯

指導、マスメディアや防犯メール等を利用して

の広報啓発を行っているほか、金融機関や郵便

事業者に対し、犯罪を阻止するためのチェック

シートを活用した高齢者への声かけを依頼する

など、事業者対策も推進しているところであり

ます。

本県では、還付金詐欺につい○新見昌安議員

ては認知件数、被害額とも前年に比べ減ってい

るとのことで、ちょっと安心をいたしました。

還付金詐欺を含む特殊詐欺から高齢者を守るた

めのさまざまな対策が奏功しているというふう

に思います。今回、還付金詐欺に限定して質問

するのは、一定期間以上、ＡＴＭでの振り込み

実績がない預金者の振り込み限度額をゼロ円に

する取り組みを行っている金融機関が出てきて

いるという新聞報道を目にしたからでありま

す。紹介しますと、例えば愛知県では、岡崎信

用金庫が昨年の11月、３年以上ＡＴＭで振り込

み実績がない70歳以上の預金者の振り込み限度

額をゼロ円に設定、その後、この４月までに、

愛知県内の全15信金と全３地銀がゼロ円設定を

実施したようであります。その結果、昨年８月

に１カ月で66件だった愛知県内の還付金詐欺の

認知件数は、本年２月時点で１件にまで激減し

ております。警察庁によりますと、３月末まで

に19都県の90金融機関で振り込み限度額の引き

下げ対応を実施したようであります。確かに、

ＡＴＭを使ってキャッシュカードでの振り込み

を何年もしていないというか、できない預金者

が、急にキャッシュカードを使って振り込みを

するということはあり得ない。不満も出ないと

思いますし、これは有効であります。本県では

どういう状況か伺いたいと思います。

ＡＴＭ利用制限○警察本部長（野口 泰君）

とは、特殊詐欺による被害防止対策の一つで、

一定期間、ＡＴＭ利用による振り込み実績がな

い高齢者を対象として、口座の振り込み限度額

をゼロまたは少額とする金融機関における取り
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組みであります。このシステムを導入すると、

無人のＡＴＭコーナーであっても、犯人に誘導

されての振り込みができず、還付金詐欺等の被

害を防ぐ対策として大変有効であります。県内

の金融機関では今のところ導入されておりませ

んが、警察では現在、各金融機関に対して、Ａ

ＴＭ利用制限システムの導入について協力を依

頼しているところであります。今後も引き続

き、金融機関と連携を密にし、特殊詐欺の抑止

に努めてまいります。

ぜひとも強く協力要請をして○新見昌安議員

いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

次は、ＡＶ（アダルトビデオ）出演強要問題

についてであります。みめ麗しいとの誉れも高

い佐々木さやか参議院議員を座長とする、公明

党のＡＶ出演強要問題対策プロジェクトチーム

が、首相官邸において菅官房長官に対し、同問

題の対策に関する申し入れを行ったのは、こと

しの３月15日でありました。提案内容について

は、ここでは触れませんけれども、官房長官は

「きちんと対応する」と述べ、速やかに取り組

む意向を示してくれ、その言葉どおり、政府に

おいては先月、各都道府県警察に専門官を配置

するほか、相談窓口整備や対応マニュアルの作

成などを盛り込んだ対応策をまとめたようであ

ります。これを受けて、本県警察本部でもいち

早く対応していただき、ホームページには、

「アダルトビデオ出演強要・「ＪＫビジネス」

問題に関する相談窓口について」というページ

が、６月１日に開設をされております。幸い本

県では、相談窓口の開設後、またそれ以前にお

いても相談の実績はないということで、一安心

というところでありますけれども、警察本部に

おいては、アダルトビデオ出演強要被害防止に

関してどのような体制をとっているのか伺いた

いと思います。

アダルトビデオ○警察本部長（野口 泰君）

出演強要問題の対策に関する統括責任者とし

て、警部１名を「アダルトビデオ出演強要問題

専門官」に指定して、被害実態の把握、被害防

止に向けた広報啓発、警察庁及び都道府県警察

並びに関係機関との連絡調整など、必要な対策

を推進させることとしております。また、警察

本部及び県下全警察署に警察安全相談窓口を設

置しており、24時間の相談受け付け体制も整備

し、相談の受理に当たっては女性警察官に対応

させるなど、相談しやすい環境も整えておりま

す。警察としましては、アダルトビデオ出演強

要事案を認知した場合は、各種法令の適用を視

野に入れた厳正な取り締まりを推進することと

しております。

対応策では、地方から進学や○新見昌安議員

就職で上京する若い女性の被害が多いため、４

月を被害防止月間としておりますけれども、そ

れらを踏まえれば、高校時代における被害防止

教育が重要であります。本県における現在の取

り組み状況と、今後の高校生等に対する被害防

止教育にどう取り組んでいくのか伺いたいと思

います。

警察では、本年○警察本部長（野口 泰君）

４月と５月の２カ月間に、緊急対策として、25

回、述べ約3,100人に、高等学校などの生徒及び

教職員に対する被害防止教育を実施しました。

また、警察安全相談窓口の案内を警察本部のホ

ームページに掲載して県民への周知を図ったほ

か、ラジオ番組への出演やキャンペーンなどに

よる被害防止の広報啓発活動も実施しました。

今後もこのような対策を継続的に実施し、特に

卒業前の時期には、学校関係者と連携した、中
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学生、高校生に対するアダルトビデオ出演強要

被害防止に関する教育を実施することとしてお

ります。

「モデルの撮影」などと勧誘○新見昌安議員

された若い女性にとって、本人の意思に反して

ＡＶ出演を強要され、性的な撮影をされること

は、著しい人権侵害でありますし、深刻な暴力

であると思います。被害に遭うのを未然に防止

するための教育について、しっかりと成果を上

げていただきたいと要望します。

次に、サイバー攻撃への対策について、何点

か伺います。先月、世界中で、マルウエア（悪

質・有害なソフトウエア）の一種であるランサ

ムウエアを使った大規模なサイバー攻撃が猛威

を振るいました。その被害は、日本を含む150カ

国で30万件を超えたようであります。本県でも

先週、県立高校の業務用パソコンが１台感染

し、使用不能になる被害が発生をしておりま

す。幸い、ほかのパソコンやサーバーへの感染

拡大、情報漏えいは確認されなかったというこ

とで、一安心ではありますけれども、決して他

人ごとではない、自分もいつ被害に遭うかわか

らないという状況の中で、ネット社会における

安全性をどう確保していくか、しっかり考えて

いかなければならない問題であります。こうし

た中、サイバー攻撃からの防衛に当たる専門家

を育成するため、この４月、ナショナルサイバ

ートレーニングセンターと産業サイバーセキュ

リティセンターが相次いで新設をされました。

前者は総務省、後者は経済産業省がそれぞれ所

管する法人がかかわっていますが、高度な対応

力を備えた技術者をたくさん輩出してもらいた

いと思います。

ところで、ナショナルサイバートレーニング

センターが設置された情報通信研究機構では、

公的機関に対するサイバー攻撃の増加を踏ま

え、昨年９月から、「実践的サイバー防御演習

（ＣＹＤＥＲ）」を、自治体に向けて全国で本

格実施しておりますけれども、本県ではこの演

習にどのように取り組んだのか、総合政策部長

に伺いたいと思います。

「実践的サイ○総合政策部長（日隈俊郎君）

バー防御演習（ＣＹＤＥＲ）」につきまして

は、昨年度から受講枠が拡大されまして、地方

公共団体も対象とされたところでございます。

このため、本県におきましても、情報システム

の担当者を演習に参加させまして、実践的な技

術の習得に努めたところでございます。また、

今年度からは、全国全ての都道府県において、

合計100回実施される予定となりましたので、県

だけではなく、県内市町村に周知し担当者の参

加を促し、多様化、悪質化するサイバー攻撃に

対抗できる人材を育成することによりまして、

県全体の情報セキュリティーのレベルアップに

役立ててまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○新見昌安議員

それでは次に、行政機関である県として、サ

イバー攻撃にどのように対処しているのか、同

じく総合政策部長に伺います。

サイバー攻撃○総合政策部長（日隈俊郎君）

に対しましては、まず、県庁内の対策といたし

まして、目まぐるしく変化、悪質化する攻撃手

法に対応するため、常に情報収集や技術導入に

努めまして、外部からの不正な侵入や不適切な

メールをブロックするほか、ウイルスの駆除な

どを行っているところでございます。また、行

政機関全体の対策といたしましては、一昨年あ

りました日本年金機構の個人情報流出事案を踏

まえ、マイナンバー利用事務機器をほかのシス

テムと完全分離するとともに、その他の業務シ
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ステムにつきましても、インターネットと切り

離す作業を進めているところでございます。ま

た、全市町村が参加する自治体情報セキュリ

ティクラウドを構築いたしまして、７月から運

用を開始することといたしております。さら

に、県民向けの対策といたしましては、消費者

相談の一環として注意喚起等に努めているとこ

ろであり、今年度は、先ほどもございました

が、独立行政法人情報処理推進機構などが主催

するセキュリティ・キャンプ九州が本県で開催

される予定でありますので、その実施協議会と

連携・協力して、若年層の情報セキュリティー

人材の発掘・育成にも取り組んでまいりたいと

考えております。

セキュリティ・キャンプとい○新見昌安議員

うのは、今回初めて知りました。積極的にかか

わっていただきたいと思います。

ところで、警察本部においては、サイバー犯

罪対策室を課に格上げし、２名増員のもと取り

締まりを強化しており、この点は評価したいと

思います。まずは、ことしに入ってからのサイ

バー犯罪に関する相談件数、摘発件数はどのよ

うな状況か、警察本部長に伺いたいと思いま

す。

平成29年５月末○警察本部長（野口 泰君）

のサイバー犯罪に関する相談件数は、暫定値で

はございますが、1,167件で、前年同期と比較し

て579件増加しております。同様に、５月末現在

の検挙件数は18件で、前年同期と比較して16件

減少しております。

次に、警察本部のホームペー○新見昌安議員

ジを見てみると、サイバー犯罪対策課の業務の

一つとして、サイバーセキュリティカレッジを

開催しているようですけれども、今年度の開催

状況について伺いたいと思います。

また、同カレッジの周知にどのように取り組

んでいるのか、あわせて警察本部長に伺いま

す。

サイバーセキュ○警察本部長（野口 泰君）

リティカレッジとは、県民の方々に対しまし

て、サイバー犯罪の現状や被害防止対策等の啓

発を図るため、警察官等を派遣して行う講習会

のことでございます。警察では、平成29年５月

末現在、この講習会を68回開催し、約9,700人の

方に受講していただいたところで、前年同期と

比較しますと、18回、約1,100人増加しておりま

す。この講習会の周知方法につきましては、教

育委員会や商工３団体等と連携して、小・中・

高校や民間企業等に対して開催を呼びかけるな

ど、その周知を図っているところでございま

す。

大事な取り組みだと考えま○新見昌安議員

す。そこで提案ですが、このサイバーセキュリ

ティカレッジをさらに広く県民に知ってもらう

ためにも、県の出前講座のメニューに組み入れ

てはどうかと考えるところですけれども、同じ

く警察本部長の見解を伺いたいと思います。

サイバーセキュ○警察本部長（野口 泰君）

リティカレッジの受講者の多くは、児童やその

保護者、教育関係の方でありますが、サイバー

犯罪は、年齢等に関係なく誰もが被害に遭う可

能性があることから、児童やその保護者以外に

も、多くの県民の皆様に、この講座を受講して

いただく取り組みを行っております。警察とし

ましては、さらにこの講座を広く県民の皆様に

周知していくことは重要であると考えておりま

すので、県秘書広報課が企画する県政出前講座

に組み入れていただくことを前向きに検討しつ

つ、さまざまな広報媒体を活用することによ

り、サイバーセキュリティカレッジの周知を
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図ってまいります。

また、今後とも、サイバーセキュリティカ

レッジの開催を含め、関係機関と連携して、サ

イバー空間の安全と安心を確保するための諸対

策を推進してまいる所存であります。

「前向きに検討」という、私○新見昌安議員

たち議員にとっては心地よい響きの答弁をいた

だきました。ありがとうございます。

警察本部では、サイバー犯罪に関して専門的

に助言する「サイバー犯罪対策テクニカルアド

バイザー」として、通信・ネットワーク工学が

専門の宮崎大学教授・岡崎直宣氏を任命した

と、先般報道されておりました。さまざまな取

り組みが相乗効果をもたらすことを期待したい

と思います。

最後に、宮崎の魅力の発信について。これは

１点に絞って伺いたいと思います。ＮＨＫ総合

テレビの土曜日の人気番組に「ブラタモリ」が

あります。私も大好きな番組で、録画して欠か

さず見ていますけれども、タモリ氏が民放のお

昼の長寿番組から解放されて、一昨年、平成27

年の４月から第４シリーズという形でスタート

しております。先週土曜日で76回目となりまし

た。約２年３カ月、全国に出かけているわけで

すけれども、実はこの間、九州で行っていない

県が２県あります。佐賀県と、甚だ残念ながら

我が宮崎県であります。長崎、福岡、沖縄、大

分、熊本がそれぞれ２回、鹿児島県に至って

は、奄美大島に特化して３回取り上げられてお

ります。この番組を愛している者としては、本

当に寂しい思いです。伊万里や吉野ヶ里に先を

越されてはいけないというふうに思います。Ｎ

ＨＫに強く働きかけをしていただきたいと思う

んですが、知事どうでしょうか。

「ブラタモリ」は、○知事（河野俊嗣君）

「まちの新たな魅力を再発見する」というコン

セプトで、知られざる町の歴史や文化等を紹介

する、平均視聴率が10％を超えるということ

で、大変な人気番組であります。この番組に取

り上げられますと、地域の魅力の発信による認

知度の向上が図られ、観光客の増加だけでな

く、自分の地域を見直すことにもつながるもの

と考えております。本県には、例えば柱状節理

とか甌穴群、また、さまざまなジオパークに見

られるような特徴ある地形でありますとか、ユ

ネスコエコパークに認められたような特徴ある

自然もありますし、歴史や文化、古墳群だと

か、番組のコンセプトにふさわしい素材は十分

にあると考えております。こうしたことから、

昨年、県の担当職員がＮＨＫを訪問しまして、

番組のスタッフに対し、本県でのロケに向けた

ＰＲ、要望を行うとともに、番組に関する情報

収集を行ったところであります。今後とも、具

体的なストーリーを描いて提案を行うなど、Ｎ

ＨＫに対し働きかけてまいりたいと考えており

ます。

「ブラタモリ」は一昨年、日○新見昌安議員

本デザイン振興会の「グッドデザイン賞」、そ

して昨年６月３日の「測量の日」には、国土地

理院から団体としての功労者表彰を受けており

ます。国土地理院や、その前身の機関が作成し

た旧版、古い地形図、あるいは基盤地図情報が

番組で使われて、視聴者が地理や地図に興味を

持つきっかけになったという点が評価されたよ

うですけれども、確かに、単なる地方の観光地

などを紹介する陳腐な番組ではなく、町なかを

ぶらぶら歩きながら、地形や地図をもとに、そ

れぞれの地域の歴史や文化を掘り起こして、博

識のタモリ氏に地元の専門家がびっくり、たじ

たじする様子をおもしろおかしく見ながら、
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「へえ」とか「ほう」とかついつい発してしま

う、本当にすばらしい番組だというふうに思い

ます。この番組のファンは全国にあまたおられ

るというふうに思います。宮崎在住の私たちで

も知らないような、宮崎の新たな魅力を取り上

げて発信してもらえれば、本当に新鮮な気持ち

になって、私たちもうれしいし、全国に散ら

ばって頑張っている宮崎県出身者の方も、帰っ

て見てみたいなとか、宮崎に無縁の全国のファ

ンの心理としても、行ってみたいなという気持

ちになるのではないかと思います。番組のチー

フプロデューサーのガードは極めてかたかった

というふうに聞いております。確かにハードル

は高いかもしれませんけれども、相手がうなる

ような企画をぜひプレゼンしていただいて、ま

さしく規制改革、抵抗勢力をはねのけて、岩盤

規制にドリルで穴をあけるような思いで取り組

んでいただきたいということをお願い申し上げ

て、私の質問の全てを終わります。

ありがとうございました。お疲れさまでし

た。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○ 原正三議長

た。

次に、今回提案されました議○ 原正三議長

案第１号から第11号まで及び報告第１号の各号

議案を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第８号から第10号まで採決◎

まず、公安委員会委員及び収○ 原正三議長

用委員会委員の任命の同意についての議案第８

号から第10号までの各号議案について、お諮り

いたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第８号から第10号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第７号まで、第11号及び◎

報告第１号委員会付託

次に、議案第１号から第７号○ 原正三議長

まで、第11号及び報告第１号の各号議案は、お

手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係の

委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす21日から26日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時49分散会



６月27日（火）
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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6番 後 藤 哲 朗 （宮崎県議会自由民主党）
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9番 島 田 俊 光 （ 同 ）

10番 日 高 博 之 （ 同 ）

11番 野 﨑 幸 士 （ 同 ）

12番 日 髙 陽 一 （ 同 ）

13番 原 正 三 （ 同 ）

14番 西 村 賢 （自由民主党 青の国）

15番 図 師 博 規 （愛みやざき）

16番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

18番 髙 橋 透 （県 民 連 合 宮 崎）

19番 徳 重 忠 夫 （宮崎県議会自由民主党）

20番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

21番 中 野 一 則 （ 同 ）

22番 中 野 明 （ 同 ）

23番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 濵 砂 守 （ 同 ）

26番 黒 木 正 一 （ 同 ）

27番 井 上 紀代子 （県 民 の 声）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 満 行 潤 一 （ 同 ）

31番 太 田 清 海 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （宮崎県議会自由民主党）

33番 清 山 知 憲 （ 同 ）

34番 宮 原 義 久 （ 同 ）

35番 山 下 博 三 （ 同 ）

36番 坂 口 博 美 （ 同 ）

37番 星 原 透 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 横 田 照 夫 （ 同 ）
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会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○ 原正三議長

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第７号まで、第11号及

び報告第１号の各号議案、並びに継続審査中の

請願第17号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、二見康之委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○二見康之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成29年度宮崎県一般会計補正予算

（第１号）についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもので

あり、２億7,700万円余の増額となっておりま

す。この補正予算に要する歳入財源の主なもの

は、国庫支出金１億9,000万円余、県債3,700万

円余であります。

この結果、補正後の一般会計の予算規模

は5,781億1,200万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は3,000万円

の増額であり、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は130億8,100万円余となりま

す。

また、総務部の補正予算は500万円余の増額で

あり、一般会計と特別会計を合わせた補正後の

予算額は2,642億6,600万円余となります。

次に、２巡目国体に向けた県有スポーツ施設

の整備についてであります。

このことについて当局より、それぞれ２カ所

ずつ選定した３つの県有主要施設の整備候補地

について経過報告がありましたが、県総合運動

公園の津波避難対策や都城市山之口運動公園の

造成内容など、それぞれ整理、検討すべき課題

があることから、今議会の時点では絞り込みが

まだできていない状況にあります。

当委員会といたしましては、県有主要３施設

の整備地の決定に当たっては、国体開催時はも

とより、県の財政負担や、開催後のスポーツラ

ンドみやざきの新たな展開、さらには地域振興

への波及など、さまざまな要素を総合的に勘案

しながら、関係市等との協議を十分に行って、

県としての方針をできるだけ早い時期に決定し

ていただくことを要望いたします。

次に、日豊本線高速化調査の実施についてで

あります。

このことについて委員より、「調査するまで

は、高速化するための詳細な整備費用はわから

ないが、相当の金額がかかることは容易に予想

されるので、調査後の方向性までを見据えてお

くべきではないか」との質疑があり、当局よ

り、「今回の調査で、駅構内や線路の曲線など

を一部改良する場合の整備費用と短縮時間を算

出し、今後のＪＲ九州と交渉するための材料に

したいと考えている。高速化による時間短縮と

それに要する費用をしっかりと評価し、今後の

ＪＲとの協議に生かしてまいりたい」との答弁

がありました。

これに対して委員より、「データ収集だけで

平成29年６月27日(火)
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終わることなく、次のステップにつながるよう

な実のある内容を期待したい」との意見があり

ました。

また、別の委員より、「結果を踏まえて実施

するＪＲ九州に対する要望活動については、県

単独では難しいところもあるので、特急ワンマ

ン化への対応も含めて、大分・鹿児島両県と力

を合わせて取り組んでいただきたい」との要望

がありました。

次に、「祖母・傾・大崩ユネスコエコパー

ク」の登録決定及び今後の取り組みについてで

あります。

このことについて委員より、「当局を初め、

地元３市町と関係者等のこれまでの正式決定ま

での御尽力に、感謝と敬意を表したい」との意

見がありました。

一方、「今回の登録決定を受けて、国内外か

ら地域を訪れる登山客等の増加が予想される中

で、林道や登山道の整備などの課題が多く見ら

れる。地元市町や民間等と連携しながら、早急

に受け入れ環境の整備をしていただきたい」と

の要望がありました。

また、複数の委員より、「貴重な生態系の保

全という学術的な観点と、交流人口の増加や地

域振興を図るという観点は、ある意味、相反す

るところがある。共存させる上で難しい面もあ

ると考えるが、この世界ブランドの登録を機会

に、うまく調和しながら、これらの地域がさら

に発展できるような取り組みを進めていただき

たい」との要望がありました。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、右松○ 原正三議長

隆央委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○右松隆央議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件の計３件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で4,300万円余の増額

補正であり、特別会計を合わせた補正後の予算

額は1,098億1,800万円余となります。

このうち、新規事業「介護職員処遇改善特別

支援事業」についてであります。

この事業は、介護人材確保対策として介護報

酬が改定され、介護職員処遇改善加算の拡充が

行われたことに伴い、制度の周知を図り、各事

業所に加算取得を促すために、専門相談員を派

遣し、個別の助言指導を行うことなどをその内

容とするものであります。

このことについて委員より、「介護職員の確

保目標はどのくらいなのか」との質疑があり、

当局より、「高齢者保健福祉計画で想定される

サービス量に対して、あと4,300人の確保が必要

と考えている」との答弁がありました。

また、委員より、「介護職員処遇改善加算の

取得率を100％に近づけるよう、努力いただきた

い」との要望があり、これに対して当局より、
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「事業所からは取得手続の煩雑さや制度の継続

性について心配であるとの声が聞かれるところ

であるが、説明会等を通じ、理解を求めなが

ら、加算事業所の増加に努めたい」との答弁が

ありました。

次に、平成29年度に策定・見直し予定の計画

についてであります。

このことについて当局より、「宮崎県医療計

画など主な８件の計画の策定・見直しを行う予

定である」との説明がありました。

このことについて委員より、「それぞれの計

画の策定・見直しに当たっては、目標の設定の

仕方や現在の達成状況を検証し、課題をしっか

り把握した上で、どこに重点を置き、それをど

のように県民に伝えながら目標に近づけていく

のかという観点から、実のある計画としていた

だきたい。また、計画策定の過程で、現行計画

の実績及び成果について報告いただきたい」と

の要望がありました。

次に、病院局の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、県立宮崎病院の改築に関し

て、病院事業費用を1,900万円余減額補正し、資

本的支出の改築整備費を4,700万円余増額補正す

るものであり、同時に、実施設計業務及びコン

ストラクション・マネジメント業務の委託費に

ついて、債務負担行為を設定するものでありま

す。

この結果、補正後の病院事業費用は31 6

億1,600万円余、資本的支出は55億3,600万円余

となります。

これに関連する県立宮崎病院再整備の事業費

についてであります。

このことについて当局より、「本体工事費及

び設計費等の事業費を最終的に50億円程度縮減

する」との説明があり、これに対して委員よ

り、「今後、資材費や人件費の高騰が予想され

る中で、50億円の削減が本当に可能なのか」と

の質疑がありました。

これに対して当局より、「医療機能に影響の

ない建築、設備等の仕様を細かく見直すことに

よって、基本設計段階でまずは25億円程度の縮

減を図り、さらにコンストラクション・マネジ

メント業務の導入による実施設計及び入札に

よって、25億円程度の縮減を図る予定である。

資材単価や人件費が極端に上がると厳しい状況

になることも考えられるが、今後、目標を達成

するために精いっぱい努力してまいりたい」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、事業費縮減の目

標に向けて最大限の努力をし、その状況を随時

議会に報告いただくよう要望するとともに、再

整備する以上は、県民の命を守る中核病院とし

て、質を落とすことなく、機能を十分に発揮で

きる施設としていただきますよう要望いたしま

す。

次に、県立病院の機能についてであります。

このことについて委員より、「病床の稼働率

を上げ、本来の高度急性期・急性期医療の機能

を果たしていくためには、地域の病院との連携

が必要と考えるが、地域連携の協議は進んでい

るのか」との質疑がありました。

これに対して当局より、「現在は医療連携科

において、回復期・慢性期に移行した患者の受

け入れ病院を探しているが、合併症があるケー

スなど困難な場合も多い。いろいろな機会で

ネットワークをつくり、受け入れ体制を整える

ための地域連携の協議を進めようとしていると

ころであるが、一定の時間を要する。地域の中

にさまざまな症例の患者受け入れをお願いでき
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る病院をふやしていくことは、今後の重要な課

題と考えている」との答弁がありました。

このことについて委員より、「本来の県立病

院の目的をしっかり果たし、機能分化を目指す

ため、医師会を含め、地域医療構想の調整会議

でどのように役割分担していくのかを本音で協

議していただきたい」との意見がありました。

また、委員より、「県立病院は、県全体の基

幹病院として、地域貢献の役割を果たしていく

べきではないか」との意見がありました。

これに対して当局より、「病院局を設置した

ときに、僻地や他の公立病院への支援を担うべ

きという理念のもと、地域医療科を創設したと

ころであるが、実際には義務修了した自治医科

大学卒の医師も各診療科に組み込まれ、余裕が

ない実態がある。これからの目標として、地域

医療科を充実させ、各地域の公立病院への医師

派遣ができる病院体制を目指して、しっかりと

医師確保に努めていきたい」との答弁がありま

した。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○ 原正三議長

渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で2,000万円の増額で

あり、この結果、特別会計を合わせた補正後の

予算額は427億6,100万円余となります。

次に、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのリニュー

アルについてであります。

これは、本県の首都圏における情報発信、交

流、販路開拓などの拠点としての機能を強化す

るものであります。

このことについて委員より、「リニューアル

にはどれくらいの金額がかかるのか。また、そ

の積算内訳はどうなっているのか」との質疑が

あり、当局より、「設計費が約1,700万円、工事

費が約２億円、それ以外の備品関係等が約１億

円の合計約３億2,000万円である。県と家主との

契約の関係で、今回の工事は家主の指定業者が

行うことになるが、今後の詳細な設計の中で内

訳が出るものと考えている」との答弁がありま

した。

これに関連して別の委員より、「当該業者の

設計書等を県の営繕担当部局が精査するなどし

て、工事費等の妥当性を確認してほしい」との

意見がありました。

また、別の委員より、「今回、かなりの県費

を支出することになるので、それだけの成果を

出すことが必要であるが、コンセプトをどのよ

うに考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「リニューアルにより、多くのお客様に来

館いただき、宮崎のものを見て、買って、よさ

をわかってもらう取り組みを広げていくととも
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に、今回選定した飲食店運営事業者の情報発信

力をうまく活用しながら、宮崎との取引拡大に

もつなげ、首都圏での情報発信拠点としての機

能がさらに高まるよう取り組んでいきたい」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、同館が本県の首

都圏における情報発信拠点としてしっかり機能

するよう、リニューアルに当たってはＰＲ効果

を向上させるために、内装に県産材を使用する

ことなども検討し、工事費等の妥当性について

も丁寧に検証していただくよう要望いたしま

す。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で１億800万円余の増

額であり、この結果、特別会計を合わせた補正

後の予算額は712億7,000万円余となります。

次に、クルーズ船誘致と港湾工事スケジュー

ルの調整に関する商工観光労働部と県土整備部

の連携についてであります。

クルーズ船の誘致に当たっては、当該港湾の

岸壁工事等との調整が必要でありますが、同船

の入港に伴って工期が延伸した場合、施工業者

への負担が生じる懸念があります。

このことについて委員より、両部間でのスケ

ジュール調整に関する質疑があり、商工観光労

働部の審査の中で、当局より、「工事の状況が

今後の誘致にも大きく影響するため、県土整備

部と十分に意思疎通を図り、工事の計画等を事

前に把握した上で、調整できる体制をとりたい

と考えている」との答弁がありました。

また、県土整備部の審査の中で、当局より、

「工事については、業者と十分調整を図ってき

たところであるが、今後、工期延伸に伴う費用

増等が発生すれば、協議の上、対応していきた

い」との答弁がありました。

これらに関連して委員より、「誘致と工事の

どちらを優先するのかは非常に難しい問題であ

るが、施工業者が工期延伸に伴う損料等を負担

することがないよう、両部間で連携をとり、

しっかりと誘致と工事スケジュールの調整を

行っていただきたい」との要望がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○ 原正三議長

会、後藤哲朗委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○後藤哲朗議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で1,200万円余の増額

であり、「合板・製材生産性強化総合対策事

業」の実施に伴うものであります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補

正後の予算額は220億1,400万円余となります。

この事業は、地域材の競争力強化に向けて、

県が川上から川下までの林業・木材産業等関係

者と共同で策定した体質強化計画に基づき、合
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板・製材工場等へ原木を安定的に供給する事業

者が行う、間伐材の生産のための路網整備を支

援するものであります。

このことについて複数の委員より、「作業道

１メートル当たり定額2,000円の支援となってい

るが、これでは排水溝等の設置は難しく、土砂

崩壊を招くおそれがあるのではないか」との質

疑があり、当局より、「当事業においては、地

形を見きわめて、切り土、盛り土が少なくて済

む路線を選定している。また、森林作業道作設

指針を策定し、林業事業体へ指導を行うなど、

現場に応じた壊れにくい路網の整備に引き続き

取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

これに対して複数の委員より、「土砂崩壊が

発生すれば、補修するために多額の費用が必要

となることから、そうならないよう林業事業体

への指導を徹底するとともに、作業道開設によ

る林地への影響についてしっかり検証を行って

いただきたい」との要望がありました。

次に、みやざき林業大学校（仮称）の検討に

ついてであります。

このことについて当局より、「本年度に基本

計画を取りまとめ、平成30年度に研修コースや

カリキュラム等の検討を行い、平成31年度の開

校を目指す」との説明がありました。

これに関して委員より、「林業県である本県

にふさわしい先進的な取り組みとなるよう、関

係者一丸となって知恵を絞る必要があるが、ど

のように考えているか」との質疑があり、当局

より、「現場のニーズを的確に踏まえて検討す

るとともに、学生がたくさん集まり、卒業後は

確実に林業に就業していただくことが重要とな

るため、地域の林業事業体などのさまざまなサ

ポートを受けながら運営する体制を構築してま

いりたい。また、各地域で研修が受けられるよ

う、サテライト方式等についても検討してまい

りたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「林業を成長産業とす

るためのさまざまな事業と林業大学校が相乗効

果を生み出すよう、本県が目指す林業の明確な

将来像の設定や、そのために必要な人材を育成

できる宮崎ならではのあり方について、十分に

議論を重ねていただきたい」との要望がありま

した。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で5,600万円余の増額

であり、この結果、特別会計を合わせた補正後

の予算額は400億8,600万円余となります。

次に、議案第５号及び６号「工事請負契約の

変更について」であります。

これは、国が、最近の労働市場の実勢価格を

適切、迅速に反映した積算とするため、例年４

月の単価改定を１カ月前倒ししたことを踏ま

え、県も同様の対応としたことから、変更契約

を行うものであります。

このことについて複数の委員より、「人手不

足が深刻化する中、担い手を確保するために

も、現に働かれている方の賃金に反映されるこ

とが重要である。発注者としてその状況をきち

んと把握する必要があるのではないか」との意

見があり、当局より、「公共事業については、

国が各地域ごとに企業の資材費や賃金等の支払

い状況を毎年10月ごろに調査し、その結果を踏

まえて労務単価が改定されており、実態は反映

されている。また、労務単価が上がった際に

は、対象となる工事の受注者に対して、下請業

者等にまで支払われるようお願いしている」と

の答弁がありました。
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最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○ 原正三議長

会、新見昌安委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○新見昌安議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で100万円余の増額で

あり、新規事業「学校における医療的ケア実施

体制充実事業」の実施に伴うものであります。

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補

正後の予算額は1,099億2,000万円余となりま

す。

この事業は、人工呼吸器の管理などの高度な

医療的ケアを必要とする児童生徒がいる学校を

研究指定校として、学校、医療、福祉等が連携

して医療的ケア実施体制のあり方を検証するも

のであります。

このことについて委員より、事業後の展開に

ついて質疑があり、当局より、「医療的ケアに

関する学校、看護師、保護者の役割分担を明ら

かにし、緊急時の対応マニュアルや人工呼吸器

ケアガイドライン等を作成し、研究指定校以外

への普及を図ることとしている」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、研究の成果を広

めていくことで、本県の学校における医療的ケ

ア実施体制がより一層充実していくことを要望

いたします。

次に、宮崎県いじめ防止基本方針の改定につ

いてであります。

これは、本年３月に国が基本方針を改定した

ことから、県も基本方針の見直しを行うもので

あり、これに合わせて各県立学校においても、

「学校いじめ基本方針」を見直すこととしてお

ります。

このことについて委員より、「各学校での方

針見直しに当たっては、県の基本方針の内容が

生かされるようにするとともに、改定後の基本

方針に基づき、各学校においていじめの防止に

組織的に取り組むように指導を徹底していただ

きたい」との要望がありました。

これに対して当局より、「基本方針の改定内

容については、各学校への通知だけでなく、直

接説明する場を設け、校長の積極的なリーダー

シップのもとで組織的な対応ができるように、

指導助言を行ってまいりたい」との答弁があり

ました。

次に、教職員の資質向上実行プラン（改訂

版）における具体的な取り組みについてであり

ます。

このことについて当局より、「優秀な人材の

確保を目的として、学生等を対象に、教員の業

務に対する理解を深めるため、教員体験の機会

を提供するスクールトライアル事業等に取り組

んでいる」との説明がありました。

これに対して委員より、「教員を希望する学



- 291 -

平成29年６月27日(火)

生等が、地域の子供たちとの触れ合いを通じて

感動体験をすることは、意欲の維持につながる

ことが期待されるので、今後ともこのような場

を多く提供していただきたい」との要望があり

ました。

また、別の委員より、「教職員の資質向上に

十分に取り組んでいただいているが、その成果

が学力の向上に結びつくように、引き続き取り

組んでいただきたい」との要望があり、当局よ

り、「学力向上については、全国学力・学習状

況調査等の結果を分析しながら、必要な対策を

講じることとしており、施策の柱として継続的

に取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、２巡目国体に向けた県有スポーツ施設

の整備についてであります。

このことについて当局より、県有主要３施設

におけるそれぞれ２カ所の整備候補地につい

て、整備費用や利便性、安全性等に関する検討

状況の報告がありました。

これに対して委員より、「体育館についてア

リーナ形式を要望する声もあるが、70億円の整

備費でどのようなものを想定しているのか」と

の質疑があり、当局より、「バスケットボール

コート４面、座席数3,000人程度のアリーナ形式

を想定している」との答弁がありました。

また、別の委員より、「施設の分散整備は、

県全体の経済的な浮揚につながることから、前

向きに検討していただきたい」との要望があり

ました。

当委員会といたしましては、県有主要３施設

の整備方針は、その後の競技会場選定等にも影

響することから、混乱を避けるためにも早急に

決定していただくことを要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○ 原正三議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○ 原正三議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。県議団を代表して、請願に対する討論を

行います。

請願第17号「子どもの医療費無料化を中学校

卒業まで引き上げることを求める請願」につい

て、今議会も継続審査との委員長報告でありま

すが、同請願の採択を求めるものです。

本請願は、昨年９月議会に提出され、今議会

で４回もの審査を経たことになります。請願者

は、毎年、県民の署名を添えて、健やかな子供

たちの成長のために、子供の医療費の助成を、

せめて義務教育の中学校までは無料にして、ど

の子も生活環境に左右されず医療を受けられる

体制を整えてほしいという切実な思いで請願を

提出しておられます。

県民のこの子育ての願い、思いをしっかり受

けとめることが、まずは県議会の役割ではない
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でしょうか。経済格差が拡大する中、子育て支

援や子供の貧困対策等は社会的な課題であり、

県政課題としてもしっかり取り組むことが求め

られております。また、子供の医療費助成・無

料化は、子育て支援の大きな柱でもあります。

現在、県の「乳幼児医療費助成事業の助成状

況調査」では、県内では既に、入院では中学校

卒業までが18自治体、小学校卒業までが６自治

体、通院では、中学校卒業までが16自治体、小

学校卒業までが４自治体で実施されています。

さらに３つの自治体で年内に助成を拡充する予

定と伺っています。

各市町村では、国の理不尽なペナルティーを

甘んじて受けながらも、独自に上乗せをして、

住民の子育て支援への強い要望に応える努力を

続けておられます。こうした自治体の努力に県

も応え、支援をしていくことが求められている

のではないでしょうか。

全国を見ても、群馬県や静岡県など５県は、

既に中学校卒業までの医療費無料化を実施して

おり、鳥取県では、高校卒業まで無料化が進め

られています。本来、子供の医療費無料化は国

の施策で実施することが必要であることは、言

うまでもありません。しかし、残念ながら、国

の施策はそこには達しておりません。国にも積

極的に求めていくとともに、「子育て・子育ち

日本一」を目指す宮崎県であるならば、県内ど

こに住んでいても安心して医療が受けられ、安

心して子供を生み育てられる環境を整えること

が必要ですし、このことは少子化打開にとって

も大きな力になるのではないでしょうか。

そのためにも、県議会が、子供の医療費無料

化を中学校卒業まで引き上げることを求める本

請願を採択し、その実現に向けて尽力すること

が、何より重要ではないかと思います。このこ

とは、既に閣議決定された「少子化社会対策大

綱」に基づいた、子育て支援の国の制度創設を

促すことにもつながるものです。こうしたこと

も踏まえ、子育て支援を促進させる県議会の責

務としても、また切実な県民要求を請願という

形で県議会へ提出される県民の請願権を尊重し

て、県民の負託を受けた県議会は、県民のその

思いをしっかり受けとめ、県政、国政につない

でいくことが、その役割、責務であると思いま

す。本請願の採択を強く求めるものです。議員

各位の賢明な御判断を切に求めて、討論を終わ

ります。

以上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○ 原正三議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号から第７号まで、◎

第11号及び報告第１号採決

これより採決に入ります。○ 原正三議長

まず、議案第１号から第７号まで、第11号及

び報告第１号の各号議案について、一括お諮り

いたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決また

は承認されました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

平成29年６月27日(火)
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で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第17号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり、閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○ 原正三議長

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査と

することに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○ 原正三議長

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成29年６月27日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 議会運営委員長 松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第２号

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求

める意見書

平成29年６月27日

宮崎県議会議長 原 正三 殿

提出者 宮崎県議会議員 星原 透

緒嶋 雅晃

宮原 義久

太田 清海

黒木 正一

後藤 哲朗

岩切 達哉

河野 哲也

島田 俊光

野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

循環型林業の確立のための安定的な財源の

確保等を求める意見書

議員発議案第１号から第３号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました議○ 原正三議長

員発議案第１号から第３号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第３号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項
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の規定により、説明及び委員会の付託を省略し

て直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○ 原正三議長

ように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○ 原正三議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） 私は、日本○来住一人議員

共産党を代表いたしまして、ただいま議題と

なっております議員発議案第２号及び第３号に

ついて、反対の立場から討論をいたします。

まず、第２号「ギャンブル等依存症対策の抜

本的強化を求める意見書」について述べます。

本意見書提出の最大の動機は、「特定複合観

光施設区域の整備の推進に関する法律（ＩＲ

法）」、いわゆるカジノ推進法の成立に伴った

ものであります。

結論からいって、本気でギャンブル依存症対

策を求めるというのであるならば、ギャンブル

依存症の発生源の一つともなる「特定複合観光

施設区域の整備の推進に関する法律」の廃止を

国会に求めるとともに、ＩＲ実施法案の策定中

止を政府に求めるべきであります。つまり、依

存症の抜本的な対策は、その発生源を断つ以外

にないことは、余りにも明らかであるからであ

ります。事実上、ＩＲ法（カジノ推進法）を認

めながら、ギャンブル依存症対策を求める本意

見書は、本末転倒と言わなければならないと思

います。

ギャンブルをやめられないのは、その人の人

格と意志の問題ではありません。ギャンブル依

存症は、脳の機能変化によって引き起こされる

重篤な病であります。一旦依存症のレベルに達

すると、回復には長い時間と地道な努力が必要

となり、金銭面だけではなく、人間関係の破綻

や人間性の崩壊にまで及ぶ極めて深刻な病気で

あります。ギャンブル依存症の回路は脳に一生

残ると言われ、治療する精神科医は極端に少な

く、また有効な治療薬は存在しないと言われま

す。

厚生労働省が2009年に公表したものによる

と、日本の成人男性の9.6％、女性の1.6％に

ギャンブル依存症の傾向があるという結果が出

ております。諸外国でも同様の調査が行われて

おり、スイス、イギリスは0.8％、カナダは1.3

％、アメリカ1.4％、スペイン1.7％と、ほぼ１

％前後であるのに対し、日本はずば抜けており

ます。人口に換算するならば560万人という衝撃

的な結果となります。

競輪、競馬等の公設のギャンブル場が設置さ

れている一方で、パチンコ・スロットはギャン

ブルとみなされない欺瞞性、さらにマスメディ

アは、これらのギャンブル広告に自己規制は弱

く、さらに行政の無理解等によって、日本の

ギャンブル依存症患者は全く絶望的な状況の中

に放り出されている状況にあります。

日本は既にギャンブル依存症の大国となって

おり、依存症に対する対応は、一部の医療関係

者や市民団体などの努力に頼るだけで、政府

は、依存症の十分な実態把握も、必要な医療体

制の整備も、予防のための教育も、ギャンブル

施設の規制も何もやっていないに等しいもので

あります。この上にカジノの解禁を進めるとい

うのでありますから、許せるものではないと思

います。

ギャンブルは、胴元やゲームメーカーが確実
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に利益を上げる一方で、数多くの依存症患者を

つくり出し、経済的破綻、多重債務、家庭崩

壊、自殺など、破滅に追い込んでおります。

ギャンブル、カジノの経済効果を説く者がいま

すが、製造業の付加価値もカジノ産業の付加価

値も、付加価値には変わりありません。製造業

は新たにつくり出された価値であるのに対し、

カジノ産業は単なる価値の移転の結果でしかあ

りません。その価値は顧客の負けた金であり、

顧客の所得や財産の移動でしかありません。

一方で、社会的コストを忘れてはなりませ

ん。暴力団等反社会的勢力の排除のための費

用、マネーロンダリングを防止するための費

用、ギャンブル依存症対策費などであります。

本意見書は、カジノ解禁の具体化を前提にし

たものであり、到底容認できるものではありま

せん。

次に、議員発議案第３号「循環型林業の確立

のための安定的な財源の確保等を求める意見

書」について述べます。

本意見書は、表題の課題を実現するために、

森林整備、担い手確保等の予算の確保など、３

項目を政府に求めるものであります。我が党

は、具体的要望項目のうち、第１項及び第３項

については何ら異議なく支持するものでありま

す。容認できないのは、第２項において森林環

境税（仮称）を早期に創設することを要望して

いることであります。

意見書が述べているように、森林は、国土の

保全、水源の涵養、地球温暖化の防止など、我

々の生活や経済に恩恵をもたらしており、将来

にわたってこれらの機能を発揮させるために

は、循環型林業を確立することが欠くことので

きない課題であります。こうした国民的課題で

あり、しかも幾世代にもわたる課題であるた

め、財源は一般租税に求め、特別税に求めるべ

きものではないと考えます。

この問題については、平成28年11月議会の討

論で基本点については述べておりますので、こ

こで繰り返すことはいたしませんが、次の点を

補足しておきたいと思います。

平成24年10月１日から導入された「地球温暖

化対策のための税」があります。これは、全化

石燃料に対してＣＯ 排出量に応じた税率を上乗２

せしたものであります。全国森林環境税創設促

進議員連盟は、二酸化炭素吸収源として最も重

要な機能を有する森林の整備・保全等を担う市

区町村の財源確保等のため、導入された「地球

温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面

積に応じて市区町村に譲与するよう求めており

ます。この陳情は実現いたしておりませんが、

我が党としては、議員連盟の要求は積極的なも

のであり、温暖化対策税の活用を求めるもので

あります。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

次は、黒木正一議員。○ 原正三議長

〔登壇〕（拍手） 提出者を代○黒木正一議員

表いたしまして、議員発議案第３号「循環型林

業の確立のための安定的な財源の確保等を求め

る意見書」に賛成の立場から、討論をいたしま

す。

皆様御存じのとおり、森林は、国土の保全、

地球温暖化の防止、木材の供給など、多面的な

機能の発揮によって、私たちの生活や経済に欠

かせないさまざまな恩恵をもたらしています。

また、現在、我が国の森林は、これまでの先

人のたゆまぬ努力により、戦後造成された人工

林を中心に、本格的な利用期を迎えており、こ

の豊富な森林資源を循環利用することで、林業

の成長産業化を実現し、地方創生に貢献するこ
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とが期待されています。

特に本県は、森林が県土の約76％を占める林

業県であり、杉の素材生産量が26年連続で日本

一となるなど、全国トップクラスの生産基盤を

誇っております。この豊かな森林資源を最大限

活用し、森林・林業の振興を図ることは、極め

て重要な課題であります。

一方で、林業を基幹産業とする中山間地域に

おきましては、過疎化、高齢化の進行による担

い手の不足や、相続等により所有者や境界がわ

からなくなった森林の増加など、長年にわたる

課題が山積しております。今後、人口減少や世

代交代等の進行に伴い、状況はより深刻になっ

ていくことが予想され、早急な対策を行う必要

があります。

今回提出させていただいた意見書では、循環

型林業を確立するための森林整備、担い手確保

等の予算の十分な確保を初め、市町村が継続的

に森林整備に取り組むための安定的な財源とし

て、現在、政府で検討が進められている森林環

境税の早期創設、さらには森林の誤伐・盗伐対

策として、地籍調査や森林境界明確化等に要す

る予算の確保や、盗伐を繰り返す悪質な事業者

等に対する指導・取り締まりの強化などを要望

しております。

中でも、全国版の森林環境税の創設に当たっ

ては、各府県で導入されている独自課税との関

係を整理した上で、再造林等も使途の対象とす

るなど、地方の意見を踏まえた内容としていた

だきたいと考えております。

この森林環境税の実現により、森林現場や森

林所有者に最も身近な市町村が主体となった、

新たな仕組みによる森林整備を行うための財源

を確保することができ、従来からの課題の解決

に向け、取り組みの前進が大きく期待されるも

のです。

また、誤伐・盗伐問題につきましては、個人

の所有権が侵害されるだけでなく、伐採跡地に

再造林が施されず放置されることで、土砂崩れ

などの災害を引き起こす可能性も懸念されるな

ど、早急な対応が求められております。この誤

伐・盗伐問題の背景には、森林所有者が遠方に

居住しておられるなど、管理の行き届かない森

林や、所有者や境界が明らかでない森林の増加

などが挙げられるため、林地台帳の整備を初め

とする境界の明確化に向けた取り組みを一層推

進するとともに、盗伐を繰り返す悪質な事業者

等について、指導・取り締まりの強化を求める

ものであります。

執行部、また関係団体におかれても、各種施

策に取り組まれておりますが、県議会としまし

ても、地域の実情を踏まえ、国にしっかりと要

望を行うなど、課題の解決に向けたさまざまな

取り組みを推進し、本県の森林・林業の振興を

図ってまいりたいと考えております。

以上、議員各位におかれましては、申し上げ

てまいりました趣旨を御理解の上、御賛同賜り

ますようお願い申し上げ、賛成討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○ 原正三議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第２号及び第３号採決◎

これより採決に入ります。○ 原正三議長

まず、議員発議案第２号及び第３号につい

て、一括お諮りいたします。

両案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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起立多数。よって、両案は原○ 原正三議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第１号採決◎

次に、議員発議案第１号につ○ 原正三議長

いてお諮りいたします。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○ 原正三議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○ 原正三議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○ 原正三議長

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成29年６月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時56分閉会



資 料
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平成２９年６月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

６． ９ 金 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日
休 会

１２ 月 一般質問通告締切 12:00
（ 議 案 調 査 ）

１３ 火

１４ 水 議会運営委員会 9:30

１５ 木 本会議 一 般 質 問

１６ 金 請願締切 16:00

１７ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30

２０ 火 質疑、討論、採決（人事案件）
議案・請願委員会付託

２１ 水

常 任 委 員 会
２２ 木

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

２３ 金 休 会 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２４ 土
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日

２６ 月 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30
２７ 火 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２９年６月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

６月１４日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 県 民 の 声 井上紀代子 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １１：００～１２：００ 休憩

３ 県 民 連 合 宮 崎 岩切 達哉 １３：００～１４：００

４ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １４：００～１５：００

６月１５日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １０：００～１１：００

６ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

７ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １３：００～１４：００

８ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １４：００～１５：００

６月１６日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自由民主党 青の国 西村 賢 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 野﨑 幸士 １３：００～１４：００

１２ 公 明 党 重松幸次郎 １４：００～１５：００
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６月１９日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 県 民 連 合 宮 崎 太田 清海 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 日髙 陽一 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 自 由 民 主 党 島田 俊光 １３：００～１４：００

１６ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １４：００～１５：００

６月２０日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 二見 康之 １０：００～１１：００

１８ 自 由 民 主 党 濵砂 守 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 県 民 連 合 宮 崎 髙橋 透 １３：００～１４：００

２０ 公 明 党 新見 昌安 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内



平成２９年６月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成29年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第４号 宮崎県がん対策推進条例の一部を改正する条例 可決

第５号 工事請負契約の変更について 可決

第６号 工事請負契約の変更について 可決

第７号 工事請負契約の変更について 可決

第１１号 平成29年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　宮崎県税条例の一部を改正する条例

承認

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１７号
子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げる
ことを求める請願

継続

番　号 件　名

常 任 委 員 会

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

- 305 -



- 306 -

閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２９年６月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

請願第17号 子どもの医療費無料化を中学校卒業ま
慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会
で引き上げることを求める請願

・調査を要

するため
福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ６月27日・ 可 決

〃 第２号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 宮崎県がん対策推進条例の一部を改正する条例 〃

〃 第５号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第６号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第７号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第８号 公安委員会委員の任命の同意について ６月20日・ 同 意

〃 第９号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第10号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第11号 平成29年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） ６月27日・ 可 決

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月27日・ 承 認

議員発議案 第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書 ６月27日・ 可 決

〃 第２号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書 〃

〃 第３号 循環型林業の確立のための安定的な財源の確保等を 〃

求める意見書



議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号
地方財政の充実・強化を求める意見書

地方自治体は、子育て支援、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維
持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策や防災・減災事業の実施など、
新たな政策課題に直面している。
これらに対応する人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立は急

務であるが、社会保障費の圧縮と地方財政に対する歳出削減に向けた議論が加速し
ており、特に、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付
税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることを危惧す
る声もある。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した政策誘
導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないもので
ある。また、地域による人口規模・事業規模の差異、公共サービスに対する住民ニ
ーズ、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いが十分考慮されて
いるとは言い難い。
財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果として不可欠なサー

ビスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすと考
えられる。
よって、２０１８年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を

的確に見積もり、社会保障予算の充実、地方財政の確立をめざすため、下記の事項
の実現を求める。

記

１ 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する
地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を
図ること。

２ 急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保
及び地方財政措置を的確に行うこと。

３ 地方交付税における「トップランナー方式」は、地域による違いを無視して経
費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。

４ 公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保
を行うこと。

５ 地域間の財源偏在性の是正のため、抜本的な解決策の協議を進めること。
６ 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」、「まち・ひと・しごと創生事業
費」等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現
行水準を確保するとともに恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、
地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替えること。

７ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特
例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の
強化などの対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２９年６月２７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第２号

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆参内

閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備

やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めてい

る。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を

進め、本年３月には論点整理を発表したところである。

これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻

な問題があったにもかかわらず、その実態は十分に把握されてこなかった。

よって、政府に対して、ギャンブル等依存症の実態把握を進めるとともに、省庁

間の調整を図り、ギャンブル等依存症対策基本法を早期に制定することを強く求め

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２９年６月２７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大島 理森 殿

参 議 院 議 長 伊達 忠一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安倍 晋三 殿

内閣府特命担当大臣（金融） 麻生 太郎 殿

総 務 大 臣 高市 早苗 殿

文 部 科 学 大 臣 松野 博一 殿

厚 生 労 働 大 臣 塩崎 恭久 殿

農 林 水 産 大 臣 山本 有二 殿

経 済 産 業 大 臣 世耕 弘成 殿

国 土 交 通 大 臣 石井 啓一 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義偉 殿

国家公安委員会委員長 松本 純 殿
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
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議員発議案第３号

循環型林業の確立のための安定的な財源の確保等を求める意見書

森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止等、我々の生活や経済
に欠かせない様々な恩恵をもたらしており、将来にわたってこれらの機能を十
分に発揮させるためには、伐採から再造林まで「伐って、使って、すぐ植え
る」循環型の林業を確立する必要がある。また、我が国の森林は、戦後造成さ
れた人工林が本格的な利用期を迎えており、この豊かな森林資源の循環利用に
より林業の成長産業化を実現し、山村地域に雇用と所得を創出し、地方創生に
貢献することが期待されている。
特に本県は、県土の約７６％を森林が占める林業県であり、スギを主体とし

た人工林資源の多くが収穫期を迎え、全国に先駆けて皆伐・再造林の時代を迎
えており、大型製材工場や木質バイオマス発電施設の本格稼働、木材輸出量の
増大など木材の利用拡大に向けた動きが加速化している。
一方で、林業を基幹産業とする中山間地域においては、過疎化・高齢化の進

行が著しく、担い手の減少や不足、所有者や境界の不明な森林の増加など深刻
な状況が続いている。さらに、境界の不明確な森林等において、誤伐・盗伐が
疑われる事例が発生しており、林地における地籍調査や境界明確化が急務とな
っている。
よって、国におかれては、森林の果たす役割の重要性を踏まえ、次の事項を

実現するよう強く要望する。

１ 循環型林業を確立するため、森林整備、基盤整備、担い手確保等の予算
を十分に確保すること。

２ 森林の持つ多面的機能の恩恵を広く国民全体が享受していることに鑑み、
市町村が継続的に森林の整備・保全に取り組めるよう、安定財源の確保に
向けて森林環境税（仮称）を早期に創設すること。その際、税を活用した
森林整備等が円滑に進められるよう、市町村の体制の整備を進めるととも
に、地方が独自に課税している森林環境税等との関係を整理し、再造林等
も使途の対象とするなど、地方の意見を十分踏まえた内容とすること。

３ 誤伐・盗伐を未然に防ぐには、土地に関する情報を明らかにする必要が
あることから、地籍調査や森林境界明確化等に要する予算を十分に確保す
ること。
また、盗伐を繰り返す悪質な事業者等について、指導・取り締まりを強

化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２９年６月２７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
農 林 水 産 大 臣 山 本 有 二 殿
国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
国家公安委員会委員長 松 本 純 殿
内閣府特命担当大臣 山 本 幸 三 殿
（ 地 方 創 生 ）



- 316 -

議 員 派 遣

平成２９年６月２７日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 九州・沖縄未来創造会議 第４回ＰＴ会議及び総会

(１) 目 的 九州・沖縄が抱える課題等についての検討・協議

(２) 派遣場所 長崎市

(３) 期 間 平成２９年７月１８日（火）から

平成２９年７月１９日（水）まで

(４) 派遣議員 黒木 正一 日髙 陽一 渡辺 創 重松 幸次郎



請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 － １ １

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 － １ １
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 17 号 受理年月日 平成 2 8 年９月９日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目５５番地

住所・氏名 子どもの医療費無料制度を県に求める宮崎県ネットワーク

代表 平野 千恵子 （署名 7,849筆）

子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げることを求める

請願書

【請願の趣旨】

現在、子どもの貧困が大問題になっており、政府の調査でも

６人にひとりの子どもが貧困状態にあると言われています。宮崎

県の子育て世代の貧困率は１９．５％と全国平均よりも高くなっ

ています。貧困状態におかれた子どもたちは、食事も満足にとれ

ず、病気になっても十分な治療が受けられないなどいのちが脅か

されています。子どもの将来がその生まれ育った環境で左右され

ず、どの子も等しく治療を受けられる制度をつくることは政治の

責任です。

子どもが病気にかかったとき、お金の心配なく病院にいける事

は、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎ、さらには医

請願の件名 療費の軽減にもなります。

県の『乳幼児医療費助成事業の助成状況（平成２８年４月１日

現在）』調査によると、県内でもすでに、入院では中学校卒業ま

でが１３自治体、小学校卒業までが７自治体で、通院でも、中学

校卒業までが１０自治体、小学校卒業までが４自治体で実施され

ています。新富町・川南町・木城町では高校卒業まで入院・通院

ともに助成が始まるなど、県内でも無料化の動きが広がっていま

す。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。どこに住んでい

ても、安心して医療を受けられる子育ての環境をつくることは、

大きな子育て支援となります。また、少子化の打開にとっても大

きな力になります。宮崎県においても、安心して子どもを産み育

てられる環境を整えるために、中学校卒業までの医療費を無料に

していただきたく、請願します。

【請願事項】

１．子どもの医療費を中学校卒業まで無料にすること

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（中野一則議員、重松幸次郎議員）

６月９日 金 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第11号、報告第１号上程

知事提案理由説明

６月10日 土
（閉庁日）

６月11日 日
休 会

６月12日 月
（議案調査）

６月13日 火

６月14日 水
一般質問（井上紀代子議員、坂口博美議員、岩切達哉議員、

田口雄二議員）

６月15日 木 本 会 議
一般質問（後藤哲朗議員、前屋敷恵美議員、有岡浩一議員、

黒木正一議員）

６月16日 金
一般質問（西村 賢議員、丸山裕次郎議員、野﨑幸士議員、

重松幸次郎議員）

６月17日 土
休 会 （閉庁日）

６月18日 日

６月19日 月
一般質問（太田清海議員、日髙陽一議員、島田俊光議員、

清山知憲議員）

本 会 議
一般質問（二見康之議員、濵砂 守議員、髙橋 透議員、

６月20日 火
新見昌安議員）

採決（議案第８号～第10号）（同意）

議案委員会付託

６月21日 水
常任委員会

６月22日 木

６月23日 金 休 会 特別委員会

６月24日 土
（閉庁日）

６月25日 日

６月26日 月 （議事整理）

６月27日 火 本 会 議
常任委員長審査結果報告

討論（請願第17号継続審査に反対）（前屋敷恵美議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（議案第１号～第７号、第11号、報告第１号）（可決ま

たは承認）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第３号追加上程

６月27日 火 本 会 議 討論（議員発議案第２号、第３号に反対）（来住一人議員）

討論（議員発議案第３号に賛成）（黒木正一議員）

採決（議員発議案第２号、第３号）（可決）

採決（議員発議案第１号）（可決）

議員派遣の件

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 原 正 三

宮 崎 県 議 会 副 議 長 横 田 照 夫

中 野 一 則宮 崎 県 議 会 議 員

重 松 幸次郎宮 崎 県 議 会 議 員


